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史料紹介　前田誠節回顧録『隔生即忘』
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史
料
紹
介
　
前
田
誠
節
回
顧
録
『
隔
生
即
忘
』

藤
田
和
敏

　

前
田
誠じ
ょ
う
せ
つ節は
、
明
治
期
の
臨
済
宗
妙
心
寺
派
に
お
い
て
教
務
本
所
の
責
任
者
で
あ
る
議
事
を
務
め
る
な
ど
、
宗
派
の
運
営
に

主
導
的
な
役
割
を
果
た
し
た
僧
侶
で
あ
る
。『
隔
生
即
忘
』
は
、
前
田
が
晩
年
に
自
ら
の
半
生
を
振
り
返
っ
て
執
筆
し
た
回
顧

録
で
あ
り
、
明
治
の
妙
心
寺
派
や
仏
教
界
全
体
の
動
向
が
う
か
が
え
る
貴
重
な
史
料
と
な
っ
て
い
る
。

　
『
隔
生
即
忘
』
は
、
花
園
大
学
情
報
セ
ン
タ
ー
（
図
書
館
）
に
複
写
本
が
架
蔵
さ
れ
て
い
る
。『
隔
生
即
忘
』
複
写
本
は
、
明

治
三
七
年
（
一
九
〇
四
）
に
後
述
す
る
理
由
で
公
私
文
書
偽
造
な
ど
の
罪
に
問
わ
れ
た
前
田
が
執
筆
し
た
獄
中
記
『
半
歳
の
生

活
』（　
）
1

の
複
写
本
と
合
冊
製
本
さ
れ
て
お
り
、
背
表
紙
に
は
「
美
濃
東
光
寺
蔵
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
扉
部
分
に
「
荻

須
純
道
寄
贈
」
の
印
が
押
し
て
あ
り
、『
半
歳
の
生
活
』
の
表
紙
部
分
に
「
席
田
村
正
伝
寺
蔵
本
」
と
墨
書
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
書
誌
情
報
か
ら
、『
隔
生
即
忘
』
の
原
本
は
、
前
田
の
晩
年
に
お
け
る
隠
棲
地
で
あ
っ
た
岐
阜
県
本
巣
市
の
正
伝
寺
（
現

在
は
廃
絶
）
か
、
安
永
年
間
（
一
七
七
二
～
八
一
）
に
住
職
東

翁
が
開
山
に
迎
え
ら
れ
た
関
係
で
正
伝
寺
の
中
本
山
格
に
な

っ
て
い
た
同
県
山
県
市
の
東
光
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り（　
）
2

、
複
写
本
は
花
園
大
学
教
授
を
務
め
た
荻
須
純
道
氏
に

よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

　
『
隔
生
即
忘
』
の
史
料
的
性
格
を
理
解
す
る
前
提
と
し
て
、
前
田
の
経
歴
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い（　
）
3

。
前
田
は
、
嘉
永

二
年
（
一
八
四
九
）
に
生
ま
れ
た
。
出
生
地
は
未
詳
で
あ
る
が
伊
勢
国
内
と
思
わ
れ
る
。
幼
い
と
き
に
両
親
と
死
に
別
れ
て
自



2

ら
僧
侶
の
道
を
選
ん
だ
前
田
は
、
妙
心
寺
末
寺
で
あ
る
山
田
の
常
勝
寺
で
出
家
得
度
す
る
こ
と
で
妙
心
寺
派
に
所
属
す
る
僧
侶

と
し
て
生
き
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
少
年
期
に
曹
洞
宗
の
僧
侶
百
州
に
つ
い
て
漢
文
を
学
ぶ
と
と
も
に
、
一
〇
代
後
半
で
美

濃
国
武
儀
郡
の
梅
谷
寺
に
移
り
、
住
職
端
道
全
履
に
師
事
し
て
禅
僧
と
し
て
頭
角
を
現
し
た
。

　

明
治
維
新
以
降
、
近
代
的
な
宗
派
運
営
が
開
始
さ
れ
る
中
で
、
前
田
は
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
に
臨
済
宗
の
宗
門
学
校
で

あ
る
総
黌
の
助
教
に
二
八
歳
の
若
さ
で
抜
擢
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
明
治
一
八
年
（
一
八
八
五
）
に
制
定
さ
れ
た
妙
心
寺
派
最
初

の
宗
派
規
則
「
妙
心
寺
派
憲
章
」
の
起
草
に
関
わ
る
と
と
も
に
、
同
一
九
年
（
一
八
八
六
）
に
ま
と
め
ら
れ
た
「
妙
心
寺
派
住

職
試
験
章
程
」
を
策
定
す
る
な
ど
、
宗
派
の
基
盤
構
築
に
主
導
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

　
「
妙
心
寺
派
憲
章
」
制
定
に
伴
い
、
妙
心
寺
派
で
は
定
期
的
に
議
会
を
開
催
し
て
運
営
方
針
を
議
論
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、

議
事
と
し
て
教
務
本
所
を
代
表
す
る
立
場
に
あ
っ
た
前
田
は
、
拙
速
に
宗
派
改
革
の
た
め
の
議
案
を
提
出
し
、
保
守
的
な
地
方

の
議
員
た
ち
と
妥
協
の
で
き
な
い
対
立
を
抱
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
妙
心
寺
四
派
四
本
庵
の
う
ち
の
東
海
庵
を
拠
点

と
す
る
東
海
派
の
法
孫
で
あ
り
、
東
海
派
の
勢
力
が
浸
透
し
て
い
た
尾
張
・
美
濃
地
方
の
末
寺
を
支
持
基
盤
と
し
て
固
め
て
い

た
前
田
は
、
議
事
選
挙
に
お
い
て
圧
倒
的
な
支
持
率
で
当
選
を
重
ね
た（　
）
4

。
前
田
は
、
抵
抗
す
る
勢
力
と
闘
い
な
が
ら
、
自

ら
が
理
想
と
す
る
改
革
の
実
現
に
向
か
っ
て
邁
進
し
た
の
で
あ
る
。

　

辣
腕
を
振
る
う
前
田
の
実
力
は
宗
派
外
で
も
注
目
さ
れ
、
仏
教
各
宗
派
の
管
長
と
執
事
で
構
成
さ
れ
る
仏
教
各
宗
協
会
の
大

会
で
議
長
を
務
め
た
。
明
治
三
〇
年
（
一
八
九
七
）
に
仏
教
各
宗
協
会
を
拡
大
し
た
各
宗
派
会
議
に
お
い
て
起
草
さ
れ
た
寺
院

法
草
案
の
問
題
で
は
、
内
務
省
に
採
用
の
働
き
か
け
を
行
う
な
ど
の
活
動
を
展
開
し
て
い
る
。

　

宗
派
内
外
で
活
躍
す
る
前
田
の
動
き
に
妙
心
寺
派
の
議
員
た
ち
は
警
戒
を
強
め
、
議
会
で
の
議
論
は
膠
着
状
態
に
陥
る
こ
と

が
多
く
な
っ
た
。
前
田
の
存
在
そ
の
も
の
が
宗
派
運
営
に
と
っ
て
の
障
害
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
の
時
期
に
、
イ
ン
ド
で
発
見
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さ
れ
た
仏
骨
が
シ
ャ
ム
国
王
チ
ュ
ラ
ー
ロ
ン
コ
ー
ン
か
ら
日
本
に
譲
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
奉
迎
使
を
前
田
が
務
め
る
こ
と

に
な
っ
た
。
さ
ら
に
仏
教
各
宗
派
の
連
合
に
よ
る
日
本
大
菩
提
会
が
明
治
三
一
年
（
一
八
九
八
）
に
組
織
さ
れ
、
仏
骨
を
奉
安

す
る
た
め
の
覚
王
殿
の
建
設
が
予
定
さ
れ
た
が
、
杜
撰
な
運
営
か
ら
債
務
の
み
が
累
積
す
る
結
果
と
な
っ
た
。
会
務
を
抱
え
込

ん
だ
前
田
は
債
務
処
理
に
苦
慮
す
る
こ
と
に
な
り
、
妙
心
寺
派
の
基
本
財
産
で
あ
っ
た
公
債
証
書
を
弁
済
の
た
め
に
不
正
な
手

段
で
流
用
し
始
め
た
の
で
あ
る
。

　

覚
王
殿
は
、
紆
余
曲
折
を
経
て
、
覚
王
山
日
暹
寺
と
名
を
変
え
て
名
古
屋
に
建
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
前
田
は
、
運
営

主
体
が
代
わ
っ
た
日
本
大
菩
提
会
に
一
三
万
円
余
り
に
膨
れ
上
が
っ
た
債
務
の
弁
済
を
求
め
た
が
、
全
額
を
負
担
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
ず
、
進
退
窮
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
明
治
三
七
年
（
一
九
〇
四
）
八
月
二
四
日
に
管
長
宛
に
進
退
伺
い
を
提
出
し
た
の
で

あ
る
。
前
田
は
教
務
本
所
か
ら
刑
事
告
発
さ
れ
、
同
三
八
年
（
一
九
〇
五
）
一
二
月
一
五
日
に
大
阪
控
訴
院
か
ら
重
禁
錮
一
年

六
ヵ
月
・
監
視
六
ヵ
月
の
刑
が
言
い
渡
さ
れ
た
。
出
所
後
に
正
伝
寺
に
隠
棲
し
、
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
一
〇
月
二
六
日
に

死
去
し
て
い
る
。

　
『
隔
生
即
忘
』
は
、
以
上
の
よ
う
な
波
瀾
に
満
ち
た
生
涯
を
前
田
自
身
が
回
顧
し
た
も
の
で
あ
り
、
興
味
深
い
記
述
が
数
多

く
見
ら
れ
る
。
冒
頭
に
丸
印
が
付
さ
れ
た
段
落
ご
と
に
内
容
が
分
か
れ
て
い
る
の
で
、
特
徴
の
あ
る
段
落
を
い
く
つ
か
紹
介
し

た
い
。

　

第
一
は
、
前
田
が
出
家
得
度
し
た
常
勝
寺
が
あ
る
山
田
に
お
け
る
廃
仏
毀
釈
の
経
緯
が
記
さ
れ
た
段
落
で
あ
る
（
八
～
九
頁
）。

山
田
で
は
、
明
治
元
年
の
神
仏
分
離
令
発
令
に
伴
っ
て
新
た
に
設
置
さ
れ
た
度
会
府
の
下
で
徹
底
的
な
廃
仏
毀
釈
が
行
わ
れ
て

お
り
、
寺
院
の
廃
寺
と
僧
侶
の
還
俗
が
奨
励
さ
れ
た
。
還
俗
僧
侶
は
帯
刀
公
許
の
府
兵
格
と
な
り
、
帰
神
隊
と
い
う
軍
隊
に
編

成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
経
緯
に
つ
い
て
前
田
は
、「
意
気
揚
々
と
し
て
闊
歩
せ
し
彼
等
の
醜
態
、
想
像
す
る
毎
に
嘔
吐
一
番
の
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慨
あ
り
き
」
と
、
激
し
い
嫌
悪
感
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
帰
神
隊
が
三
ヵ
月
余
り
で
廃
止
さ
れ
た
た
め
に
生
活
の
方
法
を
失

っ
た
還
俗
僧
侶
た
ち
が
窮
迫
し
た
様
子
も
記
さ
れ
て
い
る
。

　

第
二
は
、
近
世
後
期
の
妙
心
寺
末
寺
で
発
生
し
た
訴
訟
に
つ
い
て
説
明
し
た
段
落
で
あ
る
（
二
二
～
二
三
頁
）。「
嘉
永
・
安

政
の
間
に
妙
心
寺
に
三
大
公
事
と
云
る
あ
り
」
と
、
嘉
永
年
間
か
ら
安
政
年
間
（
一
八
四
八
～
六
〇
）
に
次
の
三
ヵ
寺
が
妙
心
寺

か
ら
の
離
末
を
求
め
る
訴
え
を
起
こ
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
明
庵
栄
西
を
開
山
と
す
る
筑
前
国
聖
福
寺
、
②
東

福
寺
か
ら
公
帖
を
受
け
て
い
た
安
芸
国
永
福
寺（　
）
5

、
③
心
地
覚
心
の
法
系
を
継
承
す
る
法
灯
派
の
本
山
で
あ
っ
た
紀
伊
国
興

国
寺
で
あ
る
。
①
・
②
に
つ
い
て
は
妙
心
寺
の
主
張
が
認
め
ら
れ
て
近
世
段
階
で
訴
訟
が
決
着
し
た
が
、
③
の
興
国
寺
は
、
明

治
以
降
も
内
務
省
に
訴
訟
を
提
起
し
て
妙
心
寺
派
か
ら
の
離
脱
を
試
み
続
け
た
。
前
田
は
、
明
治
二
一
年
（
一
八
八
八
）
に
管

長
の
特
命
を
受
け
て
興
国
寺
住
職
に
就
任
し
て
お
り
、
妙
心
寺
と
興
国
寺
の
対
立
を
解
決
さ
せ
て
い
る
。

　

第
三
は
、
明
治
二
四
年
（
一
八
九
一
）
に
発
生
し
た
濃
尾
地
震
で
大
き
な
被
害
を
受
け
た
妙
心
寺
末
寺
の
復
興
に
関
わ
る
段

落
で
あ
る
（
五
一
頁
）。
妙
心
寺
派
を
代
表
す
る
宗
政
家
に
成
長
し
て
い
た
前
田
は
、
浄
土
真
宗
大
谷
派
の
渥
美
契か
い

縁え
ん

・
同
本
願

寺
派
の
大
洲
鉄
然
と
と
も
に
、
愛
知
県
愛
知
郡
熱
田
町
の
白
鳥
貯
木
場
な
ど
に
蓄
え
ら
れ
て
い
た
木
曽
御
料
林
の
材
木
を
寺
院

再
建
の
た
め
に
低
価
で
払
い
下
げ
ら
れ
る
よ
う
宮
内
省
へ
願
い
出
た
。
請
願
は
却
下
さ
れ
た
が
、
そ
の
こ
と
を
回
顧
し
た
前
田

は
、
当
時
の
岐
阜
県
知
事
小
崎
利
準
が
震
災
復
旧
工
事
の
疑
獄
事
件
で
退
官
に
追
い
込
ま
れ
た
こ
と
を
挙
げ
、
払
い
下
げ
が
実

現
し
た
場
合
、
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
て
不
測
の
害
を
受
け
た
か
も
し
れ
な
か
っ
た
と
振
り
返
っ
て
い
る
。

　

第
四
は
、
日
本
大
菩
提
会
へ
の
公
債
証
書
流
用
事
件
に
つ
い
て
の
段
落
で
あ
る
（
五
五
～
五
六
頁
）。
前
田
は
、
日
本
大
菩
提

会
加
盟
各
宗
派
の
財
政
運
営
に
対
す
る
無
責
任
な
態
度
に
つ
い
て
、「
騃
く
へ
き
失
態
た
る
や
言
句
に
絶
す
」、「
何
か
に
も
其

責
任
を
思
ハ
さ
る
無
神
経
の
酷
た
し
き
、
蓋
驚
く
へ
し
」
な
ど
、
強
い
言
葉
で
非
難
し
て
い
る
。
ま
た
、「
仏
教
百
年
後
の
情
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態
を
推
測
す
る
に
、
喜
ふ
へ
き
現
象
一
も
な
く
、
転
た
悲
観
に
堪
ゆ
へ
き
も
の
多
し
」
と
、
仏
教
界
の
将
来
を
悲
観
し
て
お
り
、

事
件
の
責
任
を
一
身
に
背
負
っ
た
晩
年
に
お
け
る
前
田
の
心
中
を
推
し
量
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
明
治
の
仏
教
界
を
リ
ー
ド
し
た
宗
政
家
前
田
の
肉
声
を
感
じ
取
れ
る
本
史
料
は
、
浄
土
真
宗
大
谷
派
を
事

例
と
す
る
思
想
分
析
に
偏
っ
た
従
来
の
近
代
仏
教
研
究（　
）
6

に
新
た
な
視
点
を
提
供
す
る
可
能
性
を
秘
め
た
も
の
と
評
価
さ
れ

る
。注

 
 

妙
々
閑
人
（
前
田
誠
節
）『
半
歳
の
生
活
』（
佐
々
木
芳
次
郎
・
河
合
卯
之
助
、
一
九
〇
六
年
）。

 
 

妙
心
寺
派
宗
務
本
所
総
務
部
編
『
昭
和
改
訂
正
法
山
妙
心
禅
寺
宗
派
図
』
一
二
（
妙
心
寺
派
宗
務
本
所
、
一
九
七
七
年
）。

 
 

前
田
の
事
跡
に
つ
い
て
は
、
竹
貫
元
勝
「〔
近
代
高
僧
素
描
〕
前
田
誠
節
」（『
日
本
仏
教
史
学
』
二
三
、
一
九
八
九
年
）、
拙
著

『
明
治
期
の
臨
済
宗
─
宗
政
家
と
教
団
運
営
─
』（
相
国
寺
教
化
活
動
委
員
会
、
二
〇
二
一
年
）、
同
『
悲
劇
の
宗
政
家　

前
田
誠
節

臨
済
宗
妙
心
寺
派
の
近
代
史
』（
法
蔵
館
、
二
〇
二
一
年
）
参
照
。
な
お
竹
貫
は
、
前
田
の
出
生
を
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
と
す

る
が
典
拠
を
示
し
て
い
な
い
。
本
史
料
に
は
、「
受
業
の
寺
門
廃
毀
せ
ら
れ
て
師
も
亦
歿
し
、
孤
身
煢
々
た
る
ハ
廿
一
歳
の
時
な

り
」（
四
五
頁
）、「
受
業
地
な
る
山
田
常
勝
寺
ハ
明
治
二
年
廃
せ
ら
れ
た
る
か
」（
四
九
頁
）
と
あ
り
、
出
家
得
度
し
た
伊
勢
国
常
勝

寺
が
廃
寺
に
な
っ
た
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
に
二
一
歳
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
記
述
に
従
え
ば
、
前
田
の
出
生
は
嘉
永

二
年
（
一
八
四
九
）
で
あ
る
。

 
 

東
海
地
方
に
お
け
る
妙
心
寺
派
の
存
在
形
態
に
つ
い
て
は
、
岩
永
紘
和
「
戦
国
期
東
海
・
甲
信
地
方
に
お
け
る
臨
済
宗
妙
心
寺
派

の
地
方
展
開
」（『
信
濃
』
七
二
─
八
、
二
〇
二
〇
年
）
か
ら
、
戦
国
期
の
状
況
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 

永
福
寺
の
訴
訟
一
件
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
相
国
寺
本
山
所
蔵
古
文
書
の
全
容
と
新
出
史
料
の
紹
介
』（
相
国
寺
教
化
活
動
委
員

会
、
二
〇
一
二
年
）
参
照
。

（ 

）
1

（ 

）
2

（ 

）
3

（ 

）
4

（ 

）
5
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大
谷
栄
一
・
吉
永
進
一
・
近
藤
俊
太
郎
編
『
近
代
仏
教
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ　

仏
教
か
ら
み
た
も
う
ひ
と
つ
の
近
代
』（
法
蔵
館
、
二

〇
一
六
年
）、
仏
教
史
学
会
編
『
仏
教
史
研
究
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』（
法
藏
館
、
二
〇
一
七
年
）
参
照
。

凡
例

一
、
本
翻
刻
は
、
花
園
大
学
情
報
セ
ン
タ
ー
（
図
書
館
）
架
蔵
の
複
写
本
を
利
用
し
て
作
成
し
た
。

一
、
原
史
料
の
異
体
字
・
俗
字
は
、
原
則
と
し
て
常
用
漢
字
に
改
め
た
。

一
、
読
点
や
並
列
点
「
・
」
を
適
宜
補
っ
た
。

一
、 

欠
損
等
に
よ
り
判
読
不
能
の
文
字
は
□
ま
た
は
［　

］
を
、
墨
消
・
擦
消
さ
れ
た
文
字
は
■
を
も
っ
て
示
し
た
。
抹
消
文

字
や
重
ね
書
き
の
文
字
が
判
読
で
き
た
場
合
は
、
そ
の
文
字
の
左
側
に
「
〻
」
を
付
し
、
右
側
に
書
き
改
め
た
文
字
を
記

し
た
。
欠
損
部
分
の
う
ち
、
本
来
の
文
字
を
推
定
し
得
る
も
の
は
（　

）
を
も
っ
て
傍
注
を
付
し
た
。

一
、 

原
史
料
本
文
上
部
の
欄
外
に
書
き
込
ま
れ
た
文
字
に
つ
い
て
は
、（
欄
外
）
と
注
記
し
た
「　

」
内
に
記
載
し
、
翻
刻
本

文
中
に
挿
入
し
た
。

一
、
挿
入
符
は
［
⃝
］
で
示
し
た
。

一
、
繰
り
返
し
記
号
と
し
て
、
平
仮
名
は
「
ゝ
」、
片
仮
名
は
「
ヽ
」
を
使
用
し
た
。

一
、 

原
史
料
に
誤
記
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
部
分
に
は
、
傍
注
で
（　

）
を
も
っ
て
正
字
を
補
う
か
、（
マ
マ
）
を
付
し
た
。
脱

字
は
（
○
脱
）
と
注
記
し
た
。
文
字
・
文
章
の
重
複
が
あ
る
場
合
は
、（
衍
）
と
注
記
し
た
。

（ 

）
6
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「
隔
生
即
忘
」

　
隔
生
即
忘

昨
日
の
夢
ハ
今
日
の
夢
な
り
、
今
日
の
夢
も
翌
日
の
夢
な
る
へ
し
、
万
事
夢
な
り
と
せ
ハ
、
何
の
把
捉
す
る
所
あ
ら
ん
、
如
此

し
て
一
生
を
夢
了
す
る
も
、
因
果
ハ
輪
々
廻
々
し
て
、
形
影
相
弔
し
て
須
臾
も
離
る
へ
か
ら
す
、
左
り
と
て
縦
令
結
果
何
か
な

る
も
、
夢
幻
と
感
し
て
ハ
何
の
痛
痒
も
な
く
、
又
親
疎
も
な
し
、
惟
夫
一
片
の
水
を
拈
し
て
、
一
川
の
水
を
打
す
る
の
類
乎
、

美
醜
鑑
に
現
す
れ
と
も
、
鑑
に
元
来
美
醜
な
し
、
亦
是
幻
乎
、
夢
乎
、
身
の
夢
幻
を
知
ら
す
し
て
世
を
夢
幻
な
り
と
憾
む
、
憾

む
者
の
非
か
、
世
の
是
か
、
敢
て
知
る
へ
か
ら
す
、
知
ら
さ
る
所
以
ハ
隔
生
即
忘
に
依
る

隔
生
即
忘

○
名
称
せ
ら
れ
す
と
雖
も
、
其
道
徳
に
於
て
ハ
損
益
な
し
、
而
れ
と
も
名
称
せ
ら
れ
さ
れ
ハ
、
沢
自
ら
及
ハ
さ
る
の
感
あ
る
に

似
た
り
、
禅
家
廿
四
流
の
祖
師
道
徳
の
崇
高
超
絶
な
る
、
甲
乙
な
き
に
似
た
り
、
其
中
児
孫
蓁
々
然
と
し
て
栄
へ
た
る
も
の
ハ
、

名
の
称
せ
ら
る
ゝ
と
共
に
、
沢
も
亦
涯
畔
な
く
光
被
せ
り
、
是
に
反
し
児
孫
の
嗣
あ
る
を
欠
き
、
所
謂
祀
ら
れ
さ
る
の
人
ハ
殆

ん
と
忘
ら
れ
た
る
如
く
、
沢
も
亦
微
な
る
に
似
た
り
、
沢
千
載
に
滋
潤
せ
さ
る
を
以
て
、
其
道
徳
を
是
非
す
へ
か
ら
す
と
雖
も
、

名
の
称
せ
ら
れ
さ
る
所
以
の
者
、
畢
竟
其
人
の
宿
障
あ
る
に
よ
り
て
然
る
乎
、
疑
ひ
な
き
こ
と
能
ハ
す

○
鵠
林
ハ
百
代
の
傑
物
な
り
、
嘗
て
曰
、
僧
と
な
り
て
孫
末
寺
に
住
す
へ
か
ら
す
と
、
蓋
其
一
代
清
見
に
屈
し
た
る
を
慨
す
る

な
り
、
鵠
林
す
ら
夫
如
斯
矣
、
後
世
小
輩
須
ら
く
去
就
を
詳
ら
か
に
す
へ
し
、
予
屢
感
す
る
こ
と
あ
り

○
人
と
し
て
覆
載
の
間
に
あ
り
、
進
む
に
も
退
く
に
も
倚
る
へ
き
道
な
く
ん
ハ
あ
ら
す
、
父
母
に
事
る
に
道
あ
り
、
児
女
を
育

（
表
紙
）
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ふ
に
道
あ
り
、
君
主
に
仕
ふ
る
に
道
あ
り
、
臣
隷
を
御
す
る
に
道
あ
り
、
夫
婦
の
間
に
も
、
朋
友
の
間
に
も
、
兄
弟
の
間
に
も
、

乃
至
禽
獣
魚
介
に
接
し
、
草
木
土
石
を
使
用
す
る
に
も
各
其
道
あ
り
、
是
を
使
ひ
分
け
て
円
満
無
碍
な
る
を
大
人
と
し
、
是
れ

か
使
ひ
分
け
を
解
せ
さ
る
を
痴
人
と
云

○
明
治
維
新
の
始
、
廃
仏
毀
釈
の
説
盛
ん
に
行
ハ
れ
た
る
当
時
、
伊
勢
宇
治
山
田
に
度
会
府
を
置
か
れ
、
橋
本
実
梁
と
云
る
旧

公
卿
知
事
た
り
、
元
田
直
・
河
田
景
福
等
参
事
た
り
、
属
官
多
く
旧
称
宜
を
用
ゆ
、
於
之
乎
、
従
前
寺
院
を
視
る
こ
と
夷
狄
の

如
く
、
僧
侶
を
遇
す
る
こ
と
寇
讐
の
如
く
、
彼
等
ハ
出
来
得
る
限
り
官
権
を
仮
り
、
仏
道
に
対
し
圧
迫
を
試
む
る
の
末
、
遂
に

宇
治
山
田
以
至
各
村
落
の
寺
院
住
職
に
命
し
、
威
嚇
も
し
、
又
嗾
す
に
甘
言
を
以
て
し
、
相
率
て
還
俗
せ
し
む
、
澆
季
意
思
の

薄
弱
な
る
僧
侶
得
た
り
賢
し
と
し
、
其
命
是
従
ひ
、
是
服
し
、
喰
ハ
さ
れ
し
府
兵
格
と
云
る
一
種
奇
怪
な
る
帯
刀
公
許
の
下
に
、

急
転
し
て
妻
帯
肉
食
の
俗
漢
と
な
り
了
せ
り
、
此
中
少
々
気
節
あ
り
、
或
ハ
巧
に
逃
避
せ
し
者
ハ
、
是
不
幸
を
脱
し
、
現
に
寺

院
を
保
続
し
、
僧
侶
の
形
式
を
保
持
し
た
り
き
、
此
時
廃
寺
せ
し
其
数
、
宇
治
山
田
以
至
村
落
を
平
均
し
て
一
百
有
余
の
多
き

に
至
り
た
り
、
由
緒
あ
り
、
門
地
あ
り
、
又
ハ
殿
堂
の
荘
厳
な
る
、
境
域
の
宏
荘
な
る
、
尽
く
灰
滅
に
帰
す
、
惜
み
て
も
尚
余

り
あ
り
、
今
に
し
て
是
を
考
ふ
れ
ハ
、
橋
本
等
の
威
圧
力
を
加
へ
た
る
、
悪
む
へ
き
行
為
な
り
と
雖
も
、
尚
是
よ
り
ハ
彼
等
還

俗
せ
し
僧
侶
の
無
義
無
恥
、
且
奸
悪
な
る
一
層
酷
た
し
き
者
な
り
と
謂
ハ
さ
る
へ
け
ん
や
、
当
時
府
兵
格
と
し
て
両
刀
を
横
た

へ
、
意
気
揚
々
と
し
て
闊
歩
せ
し
彼
等
の
醜
態
、
想
像
す
る
毎
に
嘔
吐
一
番
の
慨
あ
り
き

○
前
頃
還
俗
し
た
る
者
の
団
隊
を
名
け
て
帰
神
隊
と
称
し
、
一
百
余
の
生
栗
頭
顱
老
幼
黒
白
長
矮
肥
瘠
、
強
て
歩
武
を
一
に
し

て
英
式
操
練
を
受
け
、
横
笛
太
鼓
の
音
に
和
し
て
離
合
聚
散
す
る
の
狂
態
、
頗
る
一
時
の
奇
観
に
し
て
百
鬼
昼
行
の
趣
あ
り

○
府
兵
格
ハ
一
時
の
好
餌
の
み
、
半
歳
な
ら
さ
る
に
全
く
廃
止
せ
ら
れ
た
り
、
彼
等
ハ
他
に
生
計
を
求
め
さ
る
へ
か
ら
す
、
仏

具
寺
器
を
投
売
に
な
し
て
、
少
資
を
得
て
商
売
と
な
り
た
れ
と
も
、
不
熟
の
算
盤
ハ
何
そ
獲
利
を
容
る
さ
ん
や
、
奸
商
の
為
に
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元
資
を
失
す
、
或
ハ
農
業
に
従
ふ
あ
り
、
汗
血
労
動
（
働
）以
て
彼
等
惰
弱
の
躬
に
適
せ
す
、
疲
嬴
し
て
起
た
す
、
田
畝
芒
々
と
し
て

収
益
な
し
、
内
に
ハ
妻
児
の
飢
寒
に
泣
く
あ
り
、
外
に
ハ
債
鬼
の
酷
責
す
る
あ
り
、
居
る
に
暖
な
く
、
訴
る
に
主
な
し
、
出
奔

せ
ん
か
鞋
資
半
銭
な
く
、
縊
死
せ
ん
乎
生
命
ハ
惜
し
く
、
破
蒲
を
被
て
暗
涙
を
咽
み
、
杖
に
縋
り
て
痩
骨
を
運
ふ
、
嗚
呼
誰
を

か
恨
み
、
誰
を
か
歎
せ
ん
、
畢
竟
所
謂
自
業
自
得
な
る
乎

○
彼
還
俗
を
為
すハ橋
本
等
か
威
圧
、
或
ハ
勧
誘
に
因
り
た
る
こ
と
ハ
争
ふ
可
ら
さ
る
事
実
な
れ
と
も
、
其
表
面
ハ
彼
等
の
請
願

に
由
り
て
無
已
之
を
許
可
し
、
剰
さ
へ
寺
院
現
在
の
財
産
を
挙
て
彼
等
に
給
与
せ
り
と
、
後
に
至
り
て
府
員
等
か
公
言
す
る
所

な
り
、
左
れ
ハ
彼
等
ハ
府
員
の
籠
絡
す
る
所
と
な
り
、
欺
誑
せ
ら
る
ゝ
所
と
な
り
了
し
た
る
か
如
し
、
一
憐
の
思
を
与
へ
さ
る

へ
け
ん
や

○
受
業
地
な
る
常
勝
寺
の
末
寺
に
長
屋
の
長
徳
庵
と
云
る
一
小
院
あ
り
、
住
持
に
康
州
と
云
る
あ
り
し
か
、
婬
酒
に
加
る
に
博

奕
な
と
為
し
、
負
債
重
責
に
堪
へ
す
、
親
昵
せ
し
売
婦
を
蜜
（
密
）に
連
れ
出
し
て
、
一
夜
何
処
へ
か
脱
走
し
け
る
、
二
三
日
間
何
人

の
住
む
な
き
に
乗
し
、
元
来
長
屋
と
云
る
村
ハ
風
儀
宜
し
か
ら
す
、
無
頼
の
人
民
胥
集
り
て
、
堂
宇
ハ
毎
夜
輸
嬴
の
場
と
化
し

た
り
き
、
本
寺
と
し
て
事
態
放
視
す
る
こ
と
能
ハ
す
、
齢
僅
に
十
四
な
る
予
を
し
て
当
分
看
護
せ
し
む
、
遂
に
庵
に
止
宿
し
て

百
洲
に
通
学
す
（
百
洲
ハ
松
阪
曹
洞
宗
養
泉
寺
の
前
住
に
て
長
嶺
真
教
寺
に
寓
せ
り
）、
庵
の
什
具
何
一
点
存
す
る
な
く
、
本

尊
前
僅
に
小
鏧
子
在
る
の
み
、
土
鍋
一
個
と
鉢
盂
を
齎
持
し
、
先
境の内
外
を
掃
除
し
、
落
葉
を
掻
集
め
て
薪
料
と
な
し
、
饘
粥

を
煮
て
飢
腹
に
充
つ
、
夜
に
入
れ
ハ
仏
灯
の
下
に
心
経
二
百
反
つ
ゝ
を
誦
し
て
始
て
寝
に
就
く
、
如
此
し
て
止
住
す
る
こ
と
実

に
九
十
五
日
、
通
費
す
る
所
米
二
斗
六
升
、
赤
味
噌
凡
五
百
目
、
生
塩
二
合
、
種
油
五
合
、
其
他
ハ
沢
庵
漬
少
々
な
り
し
、
世

計
に
経
験
な
き
児
輩
な
れ
ハ
こ
そ
、
此
困
苦
も
事
と
せ
す
し
て
過
き
け
り
と
思
ふ

○
頑
是
な
き
幼
児
の
往
時
を
回
顧
す
る
に
、
噴
飯
に
勝
「
禁
（
欄
外
）」
へ
さ
る
こ
と
あ
り
、
其
一
、
秋
熟
に
当
り
或
山
間
無
人
の
地
に
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数
丈
の
高
き
に
生
柿
の
紅
顆
累
々
然
た
る
あ
り
、
攀
て
二
三
個
を
袖
に
す
る
や
、
忽
ち
大
喝
一
声
耳
を
劈
く
、
是
圃
主
の
眼
に

触
る
ゝ
に
逢
者
な
り
、
翻
然
挺
身
し
て
地
に
達
す
る
や
、
逃
走
す
る
こ
と
数
丁
に
し
て
、
将
に
昏
倒
せ
ん
と
す
、
自
ら
自
態
の

青
黄
を
映
す
へ
き
鑑
を
持
た
さ
る
を
憾
む

其
二
、
是
も
十
二
三
歳
の
頃
な
り
き
、
師
命
あ
り
て
二
見
の
桂
春
庵
に
真
水
老
僧
を
問
ふ
、
老
僧
恰
も
不
在
な
り
、
其
室
を
候

ふ
に
、
炉
辺
に
孰
れ
よ
り
齎
送
せ
し
か
、
重
函
に
牡
丹
糍
あ
り
、
一
視
す
る
や
食
欲
禁
し
難
し
、
試
に
一
個
を
嚥
下
し
、
進
て

二
個
三
個
覚
へ
ず
挙
函
を
空
了
す
、
老
僧
未
た
帰
ら
す
、
児
亦
怱
々
に
退
く
、
後
数
日
老
僧
来
り
て
師
と
対
話
す
、
児
意
安
か

ら
す
、
一
に
夫
の
牡
丹
糍
一
件
の
暴
現
せ
ん
こ
と
を
悸
る
、
而
れ
と
も
終
に
其
事
な
し
、
蓋
老
僧
或
ハ
猫
児
の
闖
入
し
て
盗
む

所
な
り
と
想
像
せ
し
者
な
ら
ん
乎

其
三
、
師
兄
惟
精
と
云
る
あ
り
、
長
す
る
こ
と
二
歳
、
常
に
力
自
慢
に
て
、
本
師
の
不
在
毎
に
角
觝
を
挑
む
、
一
日
予
ハ
彼
一

揮
の
下
に
投
け
ら
れ
て
、
八
寸
角
の
欅
柱
に
的
中
し
、
将
に
絶
息
せ
ん
と
す
、
時
に
十
三
歳
な
り
、
爾
来
復
角
觝
を
禁
し
て
老

に
至
る
、
中
心
全
く
懲
り
た
る
者
耶

○
表
裏
反
覆
常
な
し
と
云
、
限
域
を
通
過
し
て
表
裏
反
覆
常
な
き
を
以
て
一
代
の
功
能
な
り
と
衿
（
矜
）る
ハ
、
夫
名
古
人
（
屋
）人
種
の
謂

乎
、
名
古
屋
と
て
道
徳
の
名
を
知
る
者
ハ
絶
へ
て
勿
る
へ
し
と
ハ
想
ハ
さ
れ
と
も
、
予
か
交
わ
り
し
数
名
の
同
市
人
士
ハ
、
概

し
て
表
裏
反
覆
を
敢
て
す
る
を
功
と
し
能
と
す
る
輩
の
み
な
り
し
を
憾
と
す
、
往
昔
若
干
の
英
雄
を
輸
産
せ
し
愛
知
と
し
て
頗

油
断
な
ら
す

○
論
語
の
序
に
一
両
句
を
得
て
喜
の
字
あ
り
、
士
大
夫
苟
も
一
両
句
を
読
得
て
、
之
を
小
大
の
事
端
に
運
用
せ
ハ
、
一
代
の
遂

業
何
を
夫
れ
難
し
と
せ
ん
や
、
宗
門
向
上
の
大
事
、
一
則
の
公
案
を
痛
快
に
透
徹
せ
ハ
、
一
生
受
用
不
尽
な
り
と
云
、
豈
に
老

倶
胝
耳
な
ら
ん
や



史料紹介　前田誠節回顧録『隔生即忘』

11

○
西
欧
の
或
人
ハ
、
死
ハ
頓
死
す
る
に
限
る
と
謂
り
と
か
や
、
蓋
頓
死
に
も
類
あ
り
、
一
概
に
死
美
な
り
と
ハ
断
す
へ
か
ら
す
、

惟
夫
自
刃
の
み
其
死
す
る
境
遇
の
如
何
を
論
せ
す
美
な
り
と
称
す
へ
き
乎

○
匡
道
壮
時
大
阪
少
林
寺
に
住
す
時
、
正
に
盛
夏
に
逢
ふ
、
殿
前
一
区
の
地
に
就
き
、
将
に
井
を
鑿
ん
と
す
、
孤
躬
自
ら
鋤
頭

を
拈
し
、
進
下
す
る
に
従
か
ひ
、
一
箕
の
土
を
肩
に
し
、
上
下
す
る
こ
と
数
旬
、
遂
に
是
を
成
す
、
其
井
現
に
存
す
、
此
能
力

あ
り
て
其
道
果
の
円
満
を
得
た
る
な
り
き

○
京
師
に
平
井
金
三
な
る
者
あ
り
、
花
園
に
入
り
て
出
家
せ
ん
と
す
、
予
深
く
之
を
沮
止
す
れ
と
も
、
彼
聴
か
す
、
貞
山
に
投

し
て
受
具
し
、
竜
華
と
称
し
て
僧
籍
に
入
り
ぬ
、
后
僅
々
一
年
に
し
て
帰
俗
し
、
外
教
に
向
ふ
、
今
健
在
な
り
や

○
阿
波
玉
澗
和
尚
ハ
、
隠
山
の
嘱
に
由
り
禅
道
を
聞
却
し
て
、
専
ら
文
字
の
世
話
の
み
し
た
る
人
な
り
、
隠
山
嘗
て
和
尚
に
謂

へ
ら
く
、
今
時
の
衲
子
縦
令
単
伝
直
指
の
旨
を
省
略
し
去
る
も
、
出
世
し
て
応
化
の
任
に
当
る
や
、
文
字
に
流
る
る
か
為
め
に

宗
通
説
通
を
円
満
す
る
こ
と
能
ハ
す
、
之
を
憾
み
と
す
る
こ
と
多
矣
、
吾
子
頼
に
若
干
の
聞
家
具
を
蘊
蓄
せ
り
、
蓋
利
生
ハ
肯

て
宗
要
を
提
示
す
る
に
局
せ
す
、
仁
義
の
説
自
ら
妙
味
あ
り
、
宜
し
く
才
学
を
奨
め
て
、
若
し
取
る
へ
き
あ
る
者
あ
ら
ハ
、
之

を
指
し
て
太
元
・
棠
林
に
到
ら
し
め
、
大
成
す
る
所
あ
ら
し
め
よ
と
、
和
尚
深
く
其
言
に
感
し
て
、
一
代
五
十
年
阿
波
の
衆
寮

の
名
天
下
に
聞
ゆ
、
其
輪
下
に
輻
湊
す
る
者
前
后
一
千
五
百
人
に
及
ふ
と
云
、
和
尚
晩
に
人
に
語
て
曰
、
我
学
問
の
世
話
す
る

こ
と
久
矣
、
且
人
を
算
す
る
こ
と
亦
多
矣
、
而
れ
と
も
其
中
第
一
座
に
挂
籍
し
て
挨
拶
に
来
謁
し
た
る
者
惟
二
人
の
み
、
以
て

才
芸
の
人
を
玉
に
す
る
こ
と
能
ハ
さ
る
、
如
此
知
る
へ
き
耳
と
、
彼
和
尚
の
時
代
に
し
て
軽
薄
尚
且
然
り
、
明
治
以
后
の
現
代

自
ら
諒
知
す
へ
き
也
、
噫

○
世
に
節
倹
と
云
ハ
、
必
す
金
銭
問
題
に
局
す
、
未
た
必
す
し
も
爾
ら
す
、
第
一
時
間
の
如
き
、
頗
る
節
倹
す
へ
き
要
あ
り
、

又
無
用
の
事
業
に
精
神
を
過
度
に
労
し
、
遂
に
毎
に
蹶
顛
す
、
是
に
対
し
て
節
倹
の
要
あ
り
、
其
他
に
も
意
挂
く
へ
き
こ
と
些
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な
し
と
せ
す

○
世
俗
に
言
係
り
と
云
こ
と
あ
り
、
或
是
不
得
止
場
合
に
用
ひ
ら
る
、
爾
れ
と
も
常
に
慎
み
さ
へ
す
れ
ハ
、
此
難
儀
も
免
れ
得

へ
し
、
遠
州
入
野
竜
雲
寺
恵
満
と
云
る
あ
り
、
檀
徒
と
一
二
言
論
の
末
、
屎
を
喰
へ
と
云
け
る
に
、
檀
徒
も
中
々
黙
止
せ
す
、

屎
ハ
喰
ふ
へ
き
も
の
に
あ
ら
す
、
先
吾
子
之
を
味
ふ
へ
し
と
、
恵
満
を
拉
し
て
糞
甕
の
側
に
至
り
、
双
腕
以
て
其
頸
を
緊
圧
し
、

黄
汁
の
裏
に
漬
す
こ
と
須
臾
、
且
牽
き
上
け
て
曰
、
吾
子
未
た
喰
ひ
足
ら
さ
る
乎
と
、
於
之
乎
、
恵
満
殆
ん
と
死
せ
ん
と
し
、

一
言
も
発
す
る
こ
と
能
ハ
す
、
彼
等
ハ
之
を
突
放
し
つ
ゝ
、
更
に
罵
詈
を
極
め
て
去
る
、
傍
観
の
者
亦
救
済
し
得
さ
る
の
み
な

ら
す
、
却
て
交
も
恵
満
か
憍
慢
を
責
む
、
恵
満
倉
皇
脱
し
去
り
、
遂
に
房
に
入
る
や
、
更
に
檀
徒
来
り
て
、
屎
喰
ハ
我
祖
先
の

祭
祀
に
従
ハ
し
む
へ
か
ら
す
と
て
、
其
侭
放
逐
し
け
る
と
そ
、
何
に
口
業
の
祟
り
あ
る
に
や
、
是
ハ
啼
面
に
蜂
以
上
の
悲
劇
な

り
、
明
治
三
十
九
年
の
事
な
り
き

○
傲
慢
の
態
以
て
人
に
臨
む
ハ
財
産
の
豊
富
な
る
を
自
負
し
、
俗
悪
の
気
人
に
迫
る
ハ
便
侫
の
切
な
る
を
表
示
す
、
如
此
二
者

を
有
せ
ハ
、
俗
士
と
雖
も
共
に
坐
す
る
を
嫌
忌
す
、
況
や
僧
俗
に
於
け
る
を
や
、
往
時
遠
州
に
此
ニ
類
似
せ
る
者
あ
り
、
曰
、

安
寧
寺
実
源
な
り
、
貞
永
寺
大
溟
な
り
、
能
満
寺
曄
山
な
り
、
世
挙
て
之
を
悪
く
む
、
予
壮
時
一
た
ひ
相
見
る

○
甲
州
恵
林
寺
元
魯
、
日
清
戦
役
に
従
か
ひ
て
帰
る
、
予
之
を
伴
ひ
て
甲
府
に
到
る
、
歓
迎
の
宴
を
筵
を
某
所
に
開
く
、
会
す

る
者
四
五
十
員
中
に
、
俗
服
し
て
長
す
る
白
髯
銀
髪
を
有
し
得
々
然
た
る
者
三
人
あ
る
を
看
る
、
其
姓
名
を
問
ヘ
ハ
、
曰
、
某

派
某
寺
住
職
某
に
し
て
、
某
派
取
締
の
職
を
辱
ふ
な
り
と
、
此
山
又
山
な
る
甲
府
に
し
て
、
而
も
如
此
開
化
し
た
る
和
尚
あ
る

に
駭
く

○
現
時
師
家
た
る
へ
き
印
綬
を
帯
る
者
、
比
々
と
し
て
其
出
る
雨
后
の
筍
の
如
し
、
所
謂
廉
く
買
て
廉
く
売
る
者
耶
、
而
し
て

是
等
の
輩
俗
骨
に
俗
皮
肉
を
被
む
り
、
加
ふ
る
賤
婦
の
眩
衣
を
被
著
し
て
、
翁
媼
若
し
く
ハ
乳
臭
児
を
欺
瞞
す
る
を
以
て
惟
誇
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り
と
為
す
、
嗚
呼
、
祖
師
の
真
風
地
に
さ
ら
ん
と
欲
す
る
も
得
て
扶
樹
す
へ
け
ん
や

○
禅
外
と
云
る
あ
り
、
初
播
州
の
九
方
に
見
へ
、
転
し
て
雪
潭
・
端
道
・
泰
竜
等
諸
老
の
門
庭
に
出
入
修
練
す
る
こ
と
三
十
年
、

後
出
世
し
て
瑞
泉
・
瑞
竜
に
住
し
四
来
の
主
と
な
る
、
爾
れ
と
も
道
誉
多
く
振
ハ
す
し
て
化
す
、
最
も
惜
む
へ
し
、
蓋
人
天
の

師
標
た
る
や
、
徒
に
古
則
を
籌
算
し
て
も
、
陰
に
積
徳
あ
ら
さ
れ
ハ
美
顆
を
収
め
難
き
に
や

○
或
人
茶
席
の
矮
小
に
し
て
窮
屈
な
る
を
訴
ふ
、
予
曰
、
昔
日
維
摩
方
丈
の
室
八
万
四
千
の
客
を
収
容
し
て
猶
余
裕
あ
り
と
謂

へ
り
、
何
そ
窮
屈
を
唱
ふ
る
の
迂
な
る
耶

○
唐
に
初
盛
中
晩
の
世
別
に
よ
り
詩
態
に
変
調
あ
り
、
之
を
推
し
て
考
ふ
る
に
、
大
陸
と
島
国
と
の
別
趣
な
き
こ
と
能
ハ
す
、

宜
な
る
哉
、
気
稟
の
地
の
小
大
に
関
す
る
者

○
或
人
か
其
友
の
最
富
む
者
に
向
て
一
世
の
美
饈
を
調
理
し
て
招
饗
せ
よ
と
謂
た
る
に
、
其
友
之
を
快
諾
し
け
れ
ハ
、
一
方
ハ

屈
指
し
て
其
日
を
来
る
を
待
ち
つ
ゝ
、
遂
に
半
年
余
を
過
し
け
れ
ハ
、
或
時
其
友
に
前
約
履
行
を
督
促
す
る
こ
と
急
な
り
、
而

る
に
其
友
曰
、
貴
所
を
招
請
す
る
に
大
略
準
備
既
に
成
る
、
惟
器
一
を
欠
く
故
に
遅
引
す
る
如
此
と
、
其
人
曰
、
卿
の
富
に
し

て
欠
く
る
所
夫
何
の
器
そ
、
其
友
曰
、
請
す
る
気
（
器
音
通
）
か
な
い
と
、
是
一
場
の
恢
劇
に
外
な
ら
す
、
左
れ
と
世
事
志
気

耗
す
れ
ハ
為
す
能
ハ
す
、
彼
か
器
一
を
欠
く
所
以
の
も
の
、
豈
に
諷
し
得
て
妙
な
ら
す
や

○
日
用
瑣
末
の
事
、
是
を
中
に
思
ヘ
ハ
即
座
に
必
之
を
行
ひ
、
夜
中
思
ひ
た
る
件
ハ
旦
を
待
て
之
を
行
ふ
、
如
此
努
力
す
と
謂

へ
と
も
、
行
ふ
所
ハ
未
た
思
ひ
た
る
の
半
に
達
せ
す
、
常
に
之
を
遺
憾
と
す
、
或
ハ
事
の
時
機
を
失
し
て
悔
ゆ
る
こ
と
些
く
な

か
ら
さ
る
あ
り
、
殊
に
憾
み
と
す

○
昔
日
司
馬
遷
大
に
感
悟
し
て
貨
殖
伝
を
書
き
た
り
と
謂
ふ
、
遷
李
陵
か
罪
に
坐
せ
ら
れ
腐
刑
に
処
せ
ら
る
時
の
同
僚
、
之
を

救
護
す
る
者
断
へ
て
あ
る
こ
と
な
く
、
又
罪
を
贖
ハ
ん
と
す
る
に
家
貲
な
し
、
彼
其
怨
み
な
か
ら
ん
と
欲
す
と
雖
も
、
情
豈
に
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之
を
容
る
さ
ん
や
、
澆
季
の
浮
薄
な
る
、
夫
漢
代
に
於
て
既
に
然
り
、
且
財
の
世
に
用
ひ
ら
る
ゝ
所
以
の
も
の
、
亦
否
定
す
へ

か
ら
す
、
夫
子
曰
、
君
子
喩
於
義
、
小
人
喩
於
利
と
、
嗚
呼
蓋
現
代
的
乎

○
酒
無
量
而
不
及
乱
と
謂
も
、
及
乱
者
ハ
論
外
と
し
て
、
寧
ろ
其
無
量
を
容
る
さ
ゝ
ら
ん
こ
と
を
切
望
す
る
也
、
世
に
起
て
よ

り
臥
す
に
至
る
ま
て
酒
に
沈
漬
し
て
身
の
修
ま
ら
さ
る
あ
り
、
産
を
傾
く
る
あ
り
、
偶
醒
め
得
る
も
呆
然
と
し
て
人
事
を
弁
せ

さ
る
あ
り
、
孔
子
ハ
是
等
を
知
ら
さ
り
し
乎

○
或
禅
師
酒
癖
あ
り
、
毎
酔
大
言
壮
語
し
て
止
ま
す
、
曰
、
一
滴
を
巨
壑
に
投
す
る
か
如
し
と
、
是
等
所
謂
言
ハ
易
く
し
て
行

ハ
難
き
の
類

○
酒
ハ
酔
ふ
を
以
て
度
と
す
へ
し
と
、
一
応
尤
も
の
様
な
れ
と
、
下
戸
に
対
し
て
言
ふ
へ
き
の
み
、
上
戸
ハ
酔
ヘ
ハ
酔
程
其
度

を
測
量
し
難
き
を
何
か
に
せ
ん

○
嘗
て
世
の
無
文
無
筆
の
者
か
手
簡
を
草
す
る
を
視
る
に
、
一
句
を
書
し
て
ハ
是
て
も
あ
る
ま
し
、
又
一
句
を
書
し
て
ハ
彼
て

も
あ
る
ま
し
と
、
熟
慮
を
費
し
て
稍
く
出
来
上
る
や
、
読
む
に
従
か
ひ
て
往
々
通
せ
さ
る
所
あ
り
、
又
復
改
め
さ
る
を
得
す
、

此
く
て
又
誤
字
あ
り
、
謬
語
あ
り
、
読
め
ハ
読
む
程
意
に
満
た
さ
る
も
の
多
く
生
し
て
、
到
底
他
人
に
寄
贈
し
難
き
趣
あ
り
、

遂
に
立
派
な
る
一
片
の
故
紙
と
な
り
了
し
、
屑
籠
に
投
す
、
世
の
父
母
た
る
其
子
女
に
於
け
る
や
大
率
此
類
多
し
、
故
紙
ハ
屑

籠
に
投
す
れ
ハ
是
を
最
后
と
す
れ
と
も
、
生
き
た
る
人
間
ハ
之
と
同
一
に
な
す
へ
か
ら
す
、
殊
に
愛
情
亦
た
断
す
へ
か
ら
す
、

父
母
百
方
協
議
の
上
、
或
縁
を
尋
ね
て
一
時
他
人
に
託
し
て
保
育
を
依
頼
す
、
止
む
な
く
引
受
た
る
者
こ
そ
迷
惑
な
れ
、
其
故

紙
に
対
し
て
及
ふ
限
り
整
理
せ
ん
と
す
、
而
れ
と
も
一
旦
故
紙
と
な
り
て
ハ
、
素
の
白
紙
と
な
す
に
ハ
勢
ひ
漉
換
の
労
を
な

さ
ゝ
る
へ
か
ら
す
、
夫
程
な
ら
す
と
も
、
世
に
出
し
て
嗤
嘲
を
退
け
ん
と
す
る
に
ハ
月
並
の
業
に
あ
ら
す
、
所
謂
是
れ
人
の
世

話
を
す
る
程
困
難
ハ
あ
ら
し
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○
神
戸
市
祥
福
僧
堂
の
師
家
大
株
嘗
て
市
を
行
鉢
す
、
其
行
装
た
る
や
、
白
綸
子
の
二
枚
小
袖
に
紫
の
直
裰
、
金
襴
の
袈
裟
を

披
著
し
、
金
色
の
□
帽
を
頂
き
、
金
糸
の
飾
り
あ
る
履
を
踏
み
、
白
払
子
を
手
に
し
、
侍
者
に
柄
香
炉
を
捧
け
し
め
て
、
沈
水

を
焚
て
先
た
し
め
、
又
拄
杖
及
鉢
盂
の
大
な
る
を
持
た
し
て
随
ハ
し
め
、
僕
を
し
て
朱
傘
を
以
て
蓋
ハ
し
む
、
一
堂
二
十
余
員

の
雲
水
雁
行
し
て
之
に
率
ひ
ら
る
、
観
る
者
堵
を
為
し
、
合
掌
恭
礼
を
表
せ
さ
る
な
く
、
争
て
白
米
楮
幣
を
奉
捨
す
る
こ
と
各

一
行
の
囊
底
に
溢
る
、
未
曽
有
の
所
得
あ
り
、
乃
是
世
事
仏
事
一
等
円
融
の
義
を
表
徴
し
て
余
あ
り
、
偶
ま
大
株
出
て
さ
れ
ハ
、

所
得
の
数
頗
る
減
し
て
囊
中
各
寒
を
告
く
と
云

○
宗
匠
家
臨
化
の
態
一
二
聴
き
た
る
を
記
す

○
石
応
八
幡
円
福
に
在
り
、
庭
前
一
株
の
紅
梅
あ
り
、
甚
た
之
を
愛
す
、
一
歳
其
樹
枯
死
す
、
伐
り
て
細
分
し
数
連
の
数
珠

と
な
し
、
会
下
の
衆
に
頒
つ
、
翌
年
師
溘
焉
と
し
て
化
す

○
蘇
山
徳
源
に
在
り
、
将
に
化
せ
ん
と
す
、
牀
上
に
起
坐
し
、
徐
々
に
四
句
誓
願
を
三
唱
し
、
其
音
稍
く
尽
く
る
や
、
既
に

溟
目
し
て
脱
去
す
、
衆
の
環
視
す
る
者
近
つ
て
其
手
に
接
す
る
や
全
く
冷
却
す

○
備
前
曹
源
太
元
熱
を
患
て
最
重
状
な
り
、
時
盛
夏
翠
帳
の
中
に
輾
転
し
て
、
嗚
呼
苦
哉
と
叫
ふ
、
其
声
切
な
り
、
侍
者
候

し
て
曰
、
藩
主
使
命
あ
り
、
次
室
に
在
り
、
病
候
す
、
少
し
く
静
穏
を
保
せ
よ
と
、
元
之
を
聞
き
て
曰
、
諾
恁
麼
乎
（
ア
ヽ

ソ
ウ
カ
）
と
泊
然
と
し
て
坐
化
す

○
棠
林
早
晨
整
衣
看
経
し
て
何
か
な
る
日
と
雖
も
停
止
せ
す
、
一
日
看
経
畢
り
た
れ
と
も
、
屹
坐
し
て
動
せ
す
、
侍
者
不
審

し
て
近
視
す
れ
ハ
既
に
滅
す

○
端
道
微
恙
あ
り
、
早
晨
厠
に
上
り
、
出
来
ら
さ
る
こ
と
少
時
な
ら
す
、
既
に
し
て
寝
室
に
却
回
し
、
軀
を
辱
上
に
安
す
る

や
、
謂
て
曰
、
吁
快
矣
と
言
畢
り
て
瞑
す
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○
明
治
七
年
九
月
、
予
交
番
に
丁
り
て
岐
阜
瑞
竜
寺
内
教
務
所
に
在
り
、
正
に
三
十
日
後
番
者
に
引
継
を
為
す
か
為
め
、
早
晨

出
納
帳
簿
の
結
算
を
為
す
、
僅
々
の
勘
定
な
る
も
何
か
に
せ
し
か
、
幾
回
算
当
す
る
も
正
合
す
る
こ
と
な
し
、
茫
乎
と
し
て
黙

坐
少
時
す
、
偶
使
人
あ
り
、
急
遽
来
告
し
て
曰
、
本
師
今
朝
六
時
遷
化
せ
ら
る
、
速
か
に
帰
寺
せ
よ
と

○
王
候
（
侯
）の
家
に
産
し
、
金
殿
蘭
台
の
中
に
住
し
、
曽
て
飢
寒
の
憂
な
し
、
侍
婢
温
柔
の
手
に
冊
か
れ
て
、
蝶
乎
花
乎
ト
愛
せ
ら

る
、
日
に
月
に
其
成
長
福
寿
を
禱
ら
る
ゝ
、
富
貴
の
身
と
雖
も
、
夙
に
双
親
に
生
別
し
て
孤
立
す
る
程
不
幸
の
こ
と
ハ
非
し
、

人
生
悲
惨
の
極
ハ
父
母
の
愛
撫
に
浴
せ
さ
る
に
在
り
、
況
や
夫
の
貧
賤
の
者
世
に
省
顧
せ
ら
れ
さ
る
者
に
於
て
を
や
、
是
を
想

ふ
毎
に
未
嘗
て
涕
泗
滂
沱
た
ら
す
ん
ハ
あ
ら
す

○
百
金
を
或
慈
善
事
業
に
寄
附
し
、
是
か
姓
名
を
世
に
榜
示
せ
ら
る
ゝ
者
ハ
、
恒
河
沙
数
も
啻
な
ら
す
と
雖
も
、
一
円
金
を
十

分
し
て
、
暮
夜
蜜
（
密
）か
に
無
告
の
窮
民
に
投
す
る
者
ハ
晨
星
よ
り
も
些
な
し
と
す

○
米
ハ
均
し
く
是
米
な
り
、
水
を
入
れ
て
之
を
焚
け
ハ
確
き
ハ
飯
と
云
、
軟
ら
か
き
ハ
粥
と
云
、
又
炊
き
て
是
を
醸
す
と
き
酢

と
も
な
り
、
酒
と
も
な
る
、
然
し
て
空
し
く
是
を
倉
廩
の
下
に
委
す
れ
ハ
、
或
ハ
虫
と
な
り
、
或
ハ
土
と
化
す
、
此
言
何
の
書

に
出
て
た
る
乎
、
思
出
す
ま
ゝ
是
に
記
す

○
秋
高
く
馬
肥
へ
た
り
と
言
ふ
、
吾
人
ハ
馬
痩
て
秋
高
し
と
謂
ん
哉

○
廿
七
八
年
戦
役
の
遼
東
還
附
、
卅
七
八
年
戦
役
の
勃
津
戦条
約
、
曰
く
、
何
人
か
其
衝
に
当
り
て
も
是
以
上
の
好
結
果
ハ
得
て

収
む
へ
か
ら
す
と
、
夫
然
り
、
而
れ
と
も
国
民
ハ
尽
く
不
快
と
悲
憤
と
を
懐
き
た
り
、
我
内
閣
に
在
り
て
常
に
重
責
を
負
ひ
、

加
る
に
栄
爵
を
荷
ふ
者
、
何
そ
君
辱
か
し
め
ら
る
れ
ハ
臣
死
す
の
英
気
に
乏
し
き
や
、
此
格
言
に
恥
ち
さ
る
乎
、
夫
の
武
士
道

な
る
者
以
て
口
に
す
へ
し
、
行
ふ
へ
か
ら
さ
る
乎

○
卅
三
年
団
匪
事
件
、
卅
七
八
年
戦
役
、
其
間
所
費
の
国
帑
と
、
我
生
民
の
腥
血
ハ
幾
許
そ
、
是
に
対
し
収
得
せ
る
者
、
曰
く
、
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一
等
国
の
虚
名
の
み
、
縦
令
又
実
力
の
能
く
列
邦
と
扤
（
抗
）抵
対
治
す
る
者
あ
り
と
す
る
も
、
仁
義
地
に
墜
ち
、
廉
恥
風
を
絶
ち
、

日
に
月
に
増
殖
す
る
者
惟
り
何
そ
や
、
私
利
私
営
の
み
、
上
下
の
間
に
介
す
る
百
僚
ハ
聖
明
を
壅
閉
し
、
民
情
を
圧
迫
し
て
、

空
く
貴
人
を
し
て
太
平
の
歌
を
謳
ハ
し
む
吁
、
危
哉

○
難
有
仏
法
に
ハ
三
文
も
要
ら
ぬ
か
、
難
有
か
ら
さ
る
堂
宇
に
ハ
数
万
金
を
要
す
と
、
何
人
か
謂
て
お
る
、
是
を
聴
く
や
流
汗

背
に
洽
し

○
一
将
功
成
て
万
骨
枯
、
宜
な
る
哉
、
吾
人
ハ
嘗
に
戦
役
畢
り
て
還
る
兵
卒
の
手
脚
を
失
し
て
蹣
跚
す
る
、
或
ハ
耳
目
を
損
し

て
迷
惑
す
る
等
の
者
に
逢
ふ
毎
に
、
同
情
の
感
厚
か
ら
さ
る
を
得
す
、
翻
て
又
一
方
に
勲
爵
官
位
を
辱
ふ
し
、
幾
千
金
の
年
賜

さ
へ
あ
り
て
、
優
に
老
境
を
楽
し
ま
し
む
る
者
を
見
て
ハ
感
慨
の
念
禁
す
る
こ
と
能
ハ
す
、
蓋
同
一
事
業
に
従
か
ひ
た
る
同
一

衆
生
に
て
、
而
か
も
如
此
幸
不
幸
の
別
あ
る
、
因
縁
と
謂
ハ
ヽ
言
へ
、
喜
憂
雲
壌
を
殊
に
す
る
ハ
難
免
現
業
な
り
と
言
へ
き
乎

○
徘
（
俳
）優
の
戯
台
に
上
る
や
、
科
白
装
飾
較
観
る
へ
し
と
雖
も
、
一
度
其
背
后
の
部
屋
に
退
く
や
、
醜
質
陋
体
復
看
る
に
耐
へ
す
、

我
本
邦
仏
教
の
現
況
亦
然
り
、
天
台
・
真
言
両
宗
の
如
き
、
惟
是
延
暦
往
時
の
夢
を
視
る
の
み
、
禅
宗
ハ
公
案
を
廉
売
し
て
多

衆
を
魔
途
に
堕
落
せ
し
む
、
殊
に
洞
下
の
如
き
高
祖
の
家
風
峻
蜜
（
密
）な
る
に
似
す
、
専
ら
文
字
禅
を
唱
へ
て
人
我
の
獄
裏
に
呻
吟

す
る
あ
り
、
日
蓮
の
豪
放
を
装
て
僅
に
癩
患
の
蔭
た
る
に
足
る
あ
り
、
浄
土
の
五
彩
爛
々
た（
る
脱
カ
）

十
唱
の
音
ハ
、
男
女
混
同
の
通
衢

に
喧
し
く
、
真
宗
の
紛
々
た
る
銅
臭
ハ
、
翁
媼
の
涙
に
由
り
て
俗
悪
の
欲
を
恣
に
す
る
あ
り
、
曰
、
法
相
、
曰
、
華
厳
、
曰
、

時
宗
、
曰
、
融
宗
、
曰
、
律
等
、
彼
を
評
せ
ん
も
大
人
気
な
し
、
戯
台
一
面
よ
り
観
れ
ハ
、
夫
或
ハ
千
両
の
価
直
あ
る
に
似
た

れ
と
も
、
退
て
楽
屋
に
到
れ
ハ
、
其
醜
其
陋
寧
ろ
河
原
乞
食
に
一
輸
を
籌
す
、
伏
て
仏
々
祖
々
の
冥
鑑
を
仰
く

○
銅
盤
の
中
に
湯
飲
碗
を
安
し
、
之
に
熱
湯
を
盛
り
、
先
髭
髯
を
湿
し
て
剃
除
し
、
其
湯
を
盤
に
覆
翻
し
て
、
以
て
頭
顱
を
滋

し
、
而
し
て
毛
髪
を
剃
除
す
、
前
后
所
用
の
湯
量
一
合
余
に
過
き
す
、
曰
、
我
児
孫
の
為
め
に
少
水
を
吝
愛
す
と
、
棠
林
平
生
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の
用
心
如
此
、
予
毎
に
是
を
親
視
す
と
匡
道
謂
ふ

○
江
湖
に
遍
歴
す
る
こ
と
廿
年
の
間
、
兄
弟
家
将
来
唱
導
の
師
と
称
す
へ
き
を
予
期
す
る
者
幾
百
人
な
る
を
知
ら
す
、
今
是
を

算
す
る
や
、
其
存
す
る
者
一
二
の
み
、
多
く
ハ
夭
折
せ
り
、
惟
ふ
に
怜
利
穎
達
に
し
て
智
能
譲
ら
す
と
雖
も
、
陰
徳
を
積
む
に

意
な
き
に
由
る
者
乎
、
天
是
に
仮
す
に
寿
を
以
て
せ
す
、
最
も
嗟
嘆
す
る
に
堪
へ
た
り

○
王
候
（
侯
）将
相
豈
に
種
あ
ら
ん
や
と
ハ
一
場
の
豪
語
の
み
、
父
祖
の
気
血
其
子
児
に
遺
伝
す
る
ハ
亦
争
ふ
へ
か
ら
す
、
或
貴
人
其

児
の
人
格
卑
劣
に
し
て
、
到
底
似
る
へ
く
も
非
る
者
あ
り
け
る
、
深
く
是
を
探
究
し
け
る
に
、
貴
人
の
婦
往
時
其
僕
と
蜜
（
密
）通
し

て
孕
る
者
に
て
遂
に
秘
し
、
果
し
て
主
人
に
ハ
白
露
せ
す
し
て
畢
り
し
か
産
み
た
る
其
男
児
な
り
、
知
ら
ぬ
主
人
ハ
我
児
な
り
、

切
に
家
風
を
規
と
し
て
教
育
に
怠
り
な
く
、
諸
芸
学
問
鞭
策
せ
さ
る
こ
と
な
け
れ
と
も
、
唯
其
気
質
と
品
格
に
対
し
て
ハ
貴
冑

に
伍
す
へ
く
も
あ
ら
す
、
世
人
多
く
疑
惑
を
存
し
た
り
し
、
此
等
の
類
世
に
存
す
る
者
夥
矣

○
其
情
歿
の
遺
憾
な
く
面
上
に
発
現
せ
ら
る
ゝ
ハ
物
大
率
然
り
、
面
相
の
如
何
に
由
り
て
人
の
性
質
を
識
別
す
る
亦
難
し
と
せ

す
、
而
れ
と
も
是
懸
に
由
ら
さ
る
意
表
の
者
に
出
会
ふ
こ
と
あ
り
、
所
謂
油
断
の
な
ら
さ
る
、
蓋
此
に
在
る
乎

○
豊
前
の
蘭
山
、
一
冬
九
旬
の
間
一
会
二
百
余
人
殆
ん
と
食
に
乏
し
、
二
時
の
淡
粥
白
湯
に
四
五
粒
米
を
沈
め
、
斎
時
飯
に
代

る
に
粟
を
用
ひ
、
和
す
る
に
切
荒
布
を
用
て
す
、
其
枯
淡
な
る
前
代
未
聞
な
り
、
偶
歳
旦
に
際
し
、
副
司
百
計
苦
慮
し
て
決
す

る
に
白
米
の
飯
を
用
ゆ
、
一
衆
始
て
鼓
腹
す
、
山
罵
て
曰
、
噫
蘭
山
か
一
会
為
め
に
傷
つ
け
ら
れ
た
り
と
、
此
話
江
湖
に
伝
へ

て
賞
せ
ら
る

○
明
石
候
（
侯
）芳
醇
一
壜
を
挈
て
鵠
林
に
到
る
、
林
喜
て
禁
へ
す
、
是
を
温
め
て
候
（
侯
）と
共
に
杯
を
挙
く
、
下
物
糠
味
噌
の
み
、
而
も

黴
臭
掩
ふ
へ
か
ら
す
、
候
（
侯
）其
一
匕
を
受
く
る
や
、
蜜
（
密
）か
に
懐
紙
を
出
し
て
之
を
包
み
、
且
之
を
袂
に
す
、
林
ハ
舌
端
を
鼓
し
て

味
ひ
、
亦
省
せ
さ
る
か
如
し
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○
寧
ろ
鶏
口
と
な
る
も
牛
後
と
な
る
こ
と
勿
れ
と
ハ
、
戦
国
策
士
の
唱
道
し
た
る
所
な
る
も
、
是
を
日
用
交
接
の
上
に
反
復
応

用
す
れ
ハ
、
彼
我
主
客
共
に
益
す
る
所
鮮
少
な
ら
す
、
特
に
男
子
大
丈
夫
平
素
此
言
を
体
と
す
へ
し

○
牛
溲
馬
勃
敗
鼓
の
草
も
収
め
て
不
時
の
用
を
期
す
へ
し
、
夫
廃
物
利
用
の
法
を
講
す
る
や
、
事
物
の
上
に
の
み
是
を
為
す
こ

と
を
努
む
る
に
止
ら
す
、
彼
我
の
才
を
発
揮
せ
ん
と
す
る
に
於
て
や
、
最
も
此
言
の
空
し
か
ら
さ
る
を
感
す

○
糞
水
に
浴
せ
さ
れ
ハ
良
農
と
称
す
へ
か
ら
す
と
ハ
何
人
乎
の
語
に
や
、
頗
る
警
語
也
と
思
て
常
に
懐
に
離
れ
さ
る
所
な
り
け

る
か
、
太
宰
春
台
か
産
語
な
り
と
て
、
太
（
吉
）田
松
蔭
深
く
是
を
愛
し
て
座
右
の
箴
に
充
て
た
り
と

○
論
語
の
宰
予
昼
寝
と
云
る
、
曽
て
午
睡
を
貪
り
た
る
も
の
と
聴
き
し
か
、
家
語
曲
礼
の
子
貢
問
に
、
孔
子
適
季
氏
康
子
昼
居

内
寝
と
あ
り
、
於
之
乎
、
孔
子
か
宰
の
昼
寝
を
責
め
ら
る
ゝ
の
切
な
る
を
感
し
た
り
、
其
所
以
ハ
、
内
寝
ハ
婦
人
の
室
な
り
、

一
家
の
主
公
か
日
中
に
婦
人
の
室
に
戯
れ
居
る
ハ
以
の
外
な
り
、
殊
に
況
や
書
生
の
宰
た
る
者
に
於
て
を
や

○
或
洋
書
の
翻
訳
に
信
念
の
態
度
と
云
る
語
あ
り
、
満
腔
の
信
念
を
外
形
に
表
現
す
る
の
式
を
云
也
と
付
加
へ
た
り
、
論
語
等

に
恭
敬
の
字
あ
り
、
特
に
我
仏
家
に
ハ
三
輪
清
浄
の
語
あ
り
、
東
西
を
論
せ
す
、
義
の
要
す
る
所
ハ
一
の
み

○
大
洲
鉄
然
ハ
本
願
寺
派
の
傑
物
な
り
、
奇
行
あ
り
、
磊
々
と
し
て
歩
伍
の
外
に
介
立
す
、
毎
酔
必
聘
妓
、
爾
か
も
所
聘
の
妓

最
も
老
者
乎
、
最
も
少
者
乎
を
撰
ひ
侍
せ
し
む
、
頗
る
親
昵
し
詼
謔
を
為
す
、
其
適
齢
に
し
て
冶
客
嬋
娟
、
人
を
魅
す
る
に
足

る
者
ハ
之
を
遠
く
、
其
辞
に
老
者
ハ
母
視
し
、
少
者
ハ
児
視
し
、
団
圝
の
娯
楽
其
中
に
存
し
、
嬉
戯
己
の
欲
す
る
に
任
す
、
且

従
前
屢
醒
て
后
悔
ゆ
る
の
失
を
避
く
へ
し
と
言
了
り
て
呵
々
す
、
此
く
し
て
ま
て
も
杯
盤
の
間
痴
態
を
弄
す
る
を
以
て
得
々
た

り
、
彼
か
豪
壮
の
中
に
鎮
蜜
（
密
）の
意
気
あ
る
、
或
ハ
愛
す
へ
し

○
鷹
羽
竜
年
と
云
る
あ
り
、
宇
治
山
田
に
家
す
、
奇
骨
あ
る
の
学
究
な
り
と
称
せ
ら
る
、
予
幼
時
朱
註
論
語
を
読
む
を
視
て
曰
、

禅
坊
主
将
に
努
力
す
へ
し
と
、
而
し
て
伝
習
録
一
部
を
投
せ
り
、
彼
か
抱
負
亦
以
て
知
る
へ
し
、
彼
元
治
の
頃
鳥
羽
藩
に
聘
せ
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ら
れ
た
り
と
雖
も
、
未
た
大
に
其
経
綸
の
才
を
発
展
せ
さ
る
に
蚤
く
亡
す

○
世
に
謂
ふ
産
著
の
鎧
と
ハ
、
長
暦
二
年
八
幡
太
郎
義
家
生
る
、
祖
父
頼
信
命
し
て
源
太
丸
と
名
け
た
り
、
同
時
其
父
頼
義
よ

り
授
く
る
所
の
物
具
の
名
な
り
、
或
ハ
楯
無
し
の
甲
と
も
云
へ
り
と
本
朝
武
家
評
林
巻
四
に
見
ゆ
、
俗
に
梶
原
源
太
崇
季
な
り

と
誤
る
者
あ
り
、
此
に
署
し
て
記
憶
に
存
す

○
勢
州
に
在
り
し
時
、
或
夜
半
に
師
命
あ
り
、
曰
、
本
日
埋
葬
せ
ら
れ
し
新
亡
者
の
法
名
、
急
に
要
用
の
こ
と
あ
り
、
今
よ
り

去
て
彼
か
殯
処
に
就
き
記
載
し
来
れ
と
て
、
矢
立
一
個
と
白
紙
一
片
と
を
与
へ
ら
れ
ぬ
、
予
唯
々
し
、
挑
灯
提
け
て
出
か
く
れ

ハ
、
頃
し
も
闇
夜
に
て
煢
々
た
る
小
挑
灯
に
燃
残
り
の
蝋
燭
ハ
、
運
命
微
々
と
し
て
将
に
燼
ん
と
す
、
山
路
に
攀
ん
す
る
や
、

尋
常
さ
へ
一
層
寂
し
き
塚
間
の
途
な
り
、
建
並
ふ
礨
々
た
る
古
墳
の
間
に
ハ
、
朽
損
し
つ
ゝ
あ
る
卒
塔
婆
の
縦
横
に
乱
算
し
て
、

枯
草
繚
乱
と
共
に
悲
悽
惨
怚
の
景
を
装
ふ
あ
る
を
視
つ
ゝ
、
兼
て
覚
へ
あ
り
し
殯
処
に
至
り
、
生
醒
き
土
饅
頭
の
上
に
建
し
墓

標
を
照
査
し
、
之
を
署
し
て
帰
寺
復
命
を
為
せ
し
こ
と
あ
り
、
師
ハ
笑
て
是
等
の
件
今
后
も
数
次
あ
る
へ
し
、
是
ハ
今
夜
の
賞

な
り
と
て
其
矢
立
を
賜
り
た
り
、
予
其
頃
講
席
に
入
り
、
矢
立
な
き
を
憾
み
て
止
ま
さ
る
時
と
て
、
痛
く
難
有
思
を
な
せ
し
、

齢
正
に
十
一
な
り
き

○
寺
院
ハ
是
三
宝
所
住
の
地
な
り
、
僧
侶
の
之
を
私
有
視
す
る
ハ
何
等
大
な
る
非
違
そ
、
抑
是
を
修
営
し
護
持
す
る
に
、
精
勤

努
力
の
極
を
悉
さ
ゝ
る
可
ら
さ
る
ハ
、
畢
竟
僧
侶
本
分
の
務
な
る
の
み
、
又
寺
院
ハ
国
家
の
所
有
に
も
非
す
、
爾
る
に
国
家
之

れ
か
存
亡
に
干
渉
す
、
何
等
の
心
得
違
そ
、
抑
是
を
保
護
し
て
其
成
立
存
続
を
監
視
す
る
そ
、
乃
是
国
家
の
務
の
み
、
蓋
寺
院

ハ
民
人
信
仰
の
一
塊
団
な
れ
ハ
な
り
、
若
夫
国
家
の
意
思
命
令
を
以
て
干
渉
左
右
を
敢
て
試
み
ん
か
、
直
に
是
天
理
人
道
を
無

視
す
る
暴
虐
の
行
為
な
り
と
謂
ふ
へ
し
、
後
年
憲
法
欽
定
せ
ら
る
ゝ
の
日
、
保
障
を
明
示
し
て
信
教
自
由
を
保
護
す
る
上
に
就

て
暁
了
す
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○
覆
載
の
間
に
介
り
て
既
に
人
と
な
り
、
又
男
子
と
な
り
、
且
僧
と
な
る
、
是
多
く
難
得
の
幸
福
な
り
、
願
ハ
く
ハ
更
に
加
る

に
寿
を
以
て
せ
ん
、
福
禄
の
如
き
ハ
袈
裟
下
に
在
る
者
の
敢
て
念
と
す
へ
き
者
に
あ
ら
す

○
仏
法
我
朝
に
入
り
て
よ
り
隆
盛
を
窮
む
る
所
以
の
者
、
祖
師
の
権
化
善
く
我
国
体
と
同
化
す
る
に
由
る
、
是
を
識
得
せ
ハ
、

須
ら
く
先
国
体
を
弁
知
す
る
を
僧
侶
の
本
領
と
な
し
、
研
鑽
す
る
こ
と
を
外
視
す
へ
か
ら
す

○
忠
孝
豈
に
夫
儒
士
の
専
有
な
ら
ん
や
、
我
仏
既
に
四
恩
の
説
あ
り
、
釈
尊
の
出
家
し
給
ふ
や
、
小
な
る
孝
養
を
後
に
し
、
大

な
る
孝
養
を
先
き
に
せ
ん
と
の
意
に
外
な
ら
す
、
若
夫
忠
に
至
り
て
ハ
護
国
の
事
経
説
的
確
な
り
、
爾
れ
と
も
印
度
支
那
の
如

き
、
其
事
ふ
る
所
の
主
に
於
て
、
或
ハ
慊
焉
の
情
な
し
と
せ
す
、
是
を
我
国
に
延
「
援
（
欄
外
）」
引
し
て
、
始
て
忠
孝
の
本
領
を
発
揮

し
得
た
る
者
豈
に
偶
然
な
る
者
な
ら
ん
や

○
往
昔
伊
勢
宗
廟
を
拝
す
る
に
、
僧
侶
ハ
遠
く
一
川
を
阻
て
ゝ
遙
拝
所
の
設
け
あ
り
、
若
夫
廟
前
に
詣
せ
ん
と
す
る
や
、
円
頂

に
一
髻
の
仮
鬘
を
被
ら
さ
る
へ
か
ら
す
、
敬
不
敬
の
如
何
を
論
せ
ん
よ
り
ハ
寧
ろ
一
場
の
滑
稽

○
孟
子
曰
、
今
茅
塞
子
之
心
矣
と
、
夫
地
に
肥
瘠
あ
り
、
嘉
禾
も
生
す
へ
し
、
荊
棘
も
生
す
へ
し
、
吾
人
称
し
て
心
地
と
云
、

善
悪
美
醜
邪
正
曲
直
の
萌
芽
す
る
念
々
未
た
嘗
て
絶
た
す
、
豈
に
其
素
を
戒
慎
せ
さ
る
へ
け
ん
や

○
最
先
住
職
し
た
る
梅
谷
の
隣
寺
に
太
原
と
云
る
あ
り
、
当
時
の
住
僧
を
洞
陵
と
云
、
先
師
端
道
の
室
に
入
り
、
其
従
前
の
見

地
を
奪
没
し
去
ら
る
、
彼
躬
ら
其
量
の
小
劣
な
る
を
省
せ
す
、
意
常
に
快
々
た
り
、
含
み
て
嘗
て
消
せ
す
、
其
為
人
亦
以
て
看

破
す
へ
し
、
予
将
に
前
堂
職
に
昇
る
や
、
寺
例
以
て
彼
に
吹
嘘
師
た
る
こ
と
託
す
、
彼
陰
に
故
憤
を
予
に
向
け
、
左
右
に
托
し

て
予
を
斥
す
、
於
之
乎
、
慈
恩
典
寧
な
る
者
中
間
に
奔
走
し
、
慰
解
に
力
と
む
る
の
後
、
予
に
彼
に
向
て
搭
礼
三
拝
、
懺
謝
す

へ
き
こ
と
を
以
て
す
、
予
其
故
な
き
を
以
て
唯
々
せ
す
、
典
寧
曰
、
彼
に
礼
拝
を
施
す
に
非
す
、
法
師
端
道
に
酬
く
ゆ
る
の
途

な
り
、
強
て
是
を
為
よ
と
、
予
遂
に
服
し
、
彼
か
所
言
の
侭
に
彼
か
前
に
威
儀
を
具
し
、
大
展
三
拝
し
、
不
覚
涙
下
る
、
典
寧
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亦
憮
然
た
り
、
彼
惟
得
々
た
る
者
の
如
し
、
然
れ
と
も
彼
後
日
人
に
謂
て
曰
、
当
時
如
此
行
為
に
出
て
し
を
悔
ゆ
と

○
典
寧
ハ
三
河
慈
眼
寺
の
弟
子
な
り
、
瑞
竜
薩
門
下
に
在
り
て
敏
活
の
称
あ
り
、
明
治
四
年
撰
れ
て
郡
上
慈
恩
に
住
す
、
奇
才

縦
横
名
嘖
々
た
り
、
三
四
年
の
後
退
去
し
流
魄
す
、
後
尾
州
に
於
て
小
学
教
員
と
な
り
、
僅
に
口
を
糊
す
と
云
、
一
別
音
信
杜

絶
し
、
今
や
其
存
亡
を
詳
知
せ
す

○
紀
州
由
良
興
国
寺
ハ
、
無
益
の
訴
訟
を
提
起
し
本
山
妙
心
寺
に
扤
（
抗
）す
る
こ
と
殆
ん
と
五
十
年
を
経
た
り
、
当
時
同
寺
の
住
職

を
白
山
と
云
、
白
髪
の
老
僧
齢
八
十
、
頑
固
些
か
も
屈
せ
す
、
遂
に
亡
す
、
余
憤
延
て
末
寺
檀
徒
の
間
に
蟠
り
、
亦
敢
て
服
せ

す
、
本
山
ハ
榎
本
道
源
な
る
者
を
差
住
し
け
る
も
拒
み
て
容
れ
す
、
如
此
な
る
こ
と
三
年
、
廃
亡
将
に
迫
る
、
道
源
中
途
に
し

て
夭
折
し
、
本
山
所
理
に
苦
し
む
、
誠
節
を
特
差
し
た
る
ハ
明
治
廿
年
の
秋
也
、
赴
任
し
て
視
察
す
る
に
、
巨
大
の
殿
宇
風
雨

の
襲
来
に
一
任
し
、
加
之
寺
産
一
粒
米
も
亦
蕩
尽
し
、
手
の
著
く
へ
き
所
以
を
知
ら
す
、
爾
来
四
五
年
私
費
を
投
し
て
草
莱
を

剗
除
し
、
鉢
盂
を
行
し
て
二
三
口
を
糊
し
、
稍
く
に
し
て
寺
門
を
保
続
す
る
こ
と
を
得
た
り
、
其
間
の
苦
衷
世
多
く
是
を
明
か

に
せ
す

因
に
言
、
嘉
永
・
安
政
の
間
に
妙
心
寺
に
三
大
公
事
と
云
る
あ
り
、
曰
、
博
多
聖
福
寺
ハ
千
光
を
開
祖
と
す
る
の
故
を
以
て
、

其
法
系
の
建
仁
に
現
存
せ
る
を
同
寺
に
延
き
、
妙
心
中
興
の
功
を
没
し
、
離
末
せ
ん
こ
と
を
唱
へ
、
建
仁
の
陰
に
干
渉
す
る

と
領
主
黒
田
の
之
を
翊
く
る
あ
り
、
竟
に
妙
心
の
江
戸
に
訴
へ
て
是
非
の
裁
決
を
乞
ふ
に
至
り
た
る
者
、
是
れ
一
、
曰
、
安

芸
永
福
寺
ハ
其
先
東
福
末
な
る
を
以
て
の
故
、
因
に
依
り
時
の
住
職
某
任
意
に
東
福
に
於
て
公
帖
の
下
に
改
衣
の
式
を
行
ひ
、

以
て
妙
心
寺
に
反
扤
（
抗
）せ
し
を
、
東
福
及
東
福
檀
徒
九
条
家
の
干
渉
し
て
、
遂
に
江
戸
公
事
と
な
り
し
者
、
是
れ
二
、
曰
、
紀

伊
興
国
寺
開
山
法
灯
国
師
の
法
系
建
仁
に
現
存
す
る
を
以
て
、
妙
心
寺
を
離
れ
て
二
百
年
来
伝
へ
た
る
関
山
派
を
脱
し
、
一

派
別
立
せ
ん
と
し
、
始
め
和
歌
山
藩
に
て
双
方
を
審
理
せ
し
か
、
藩
の
意
見
自
ら
興
国
に
傾
く
の
嫌
あ
り
、
於
之
乎
、
妙
心
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寺
進
み
て
江
戸
に
訴
へ
て
公
明
の
解
決
を
求
め
し
、
是
れ
三
、
其
三
件
と
も
に
勢
権
あ
る
豪
家
の
各
其
筋
に
説
く
所
あ
り
て
、

彼
の
利
に
帰
せ
ん
こ
と
を
私
か
に
奉
行
に
啗
ハ
す
か
故
に
、
往
々
妙
心
寺
ハ
不
利
の
地
に
近
く
、
左
り
と
て
妙
心
寺
の
唱
ふ

る
所
ハ
、
元
よ
り
徳
川
家
の
掟
に
従
て
定
め
ら
れ
た
正
条
に
依
る
こ
と
に
て
、
生
勝
之
を
退
く
へ
き
に
非
れ
ハ
、
只
管
荏
苒

年
月
を
空
過
し
、
判
決
を
下
さ
す
、
其
間
に
聖
福
と
永
福
と
ハ
主
謀
者
夭
逝
し
、
共
に
公
事
沙
汰
を
停
止
し
、
先
妙
心
寺
主

張
す
る
所
を
公
認
せ
ら
れ
終
る
、
惟
興
国
寺
ハ
然
ら
す
、
藩
の
廃
せ
ら
る
ゝ
に
至
る
ま
て
、
其
権
勢
を
以
て
頑
固
の
白
山
を

幇
助
し
て
屈
せ
し
め
す
、
白
山
亦
藩
の
廃
せ
ら
る
ゝ
や
、
一
方
ハ
建
仁
を
恃
み
、
内
務
省
に
請
て
飽
く
ま
て
初
志
を
徹
せ
ん

と
す
、
白
山
明
治
十
九
年
死
す
と
雖
も
、
末
寺
檀
徒
ハ
故
白
山
の
意
思
を
襲
く
と
称
し
敢
て
服
せ
す
、
妙
心
寺
か
特
差
住
職

に
任
し
整
理
せ
し
め
ん
と
せ
し
道
源
を
峻
拒
し
て
、
寺
門
に
一
歩
を
容
る
ゝ
さ
へ
能
ハ
さ
る
に
至
る

初
誠
節
ハ
道
源
を
入
寺
せ
し
め
ん
か
為
め
に
、
諭
解
す
る
あ
ら
ん
か
為
め
由
良
に
赴
き
、
遂
に
本
山
所
在
の
意
を
通
暁
す
る

を
得
た
り
、
道
源
死
す
る
や
、
復
将
に
反
扤
（
抗
）せ
り
、
於
之
乎
、
誠
節
重
て
説
く
所
あ
り
、
彼
等
を
し
て
到降
底伏
せ
し
め
、
請
て

誠
節
に
向
て
住
職
た
ら
ん
こ
と
を
切
望
す
る
に
到
り
た
れ
ハ
、
無
已
之
れ
を
容
れ
、
多
年
の
葛
藤
全
く
瓦
解
氷
消
し
去
る
に

至
れ
り

○
一
鉢
千
家
雨
、
孤
身
度
幾
秋
と
云
る
ハ
、
誰
人
の
句
乎
知
ら
さ
れ
と
も
、
由
来
其
悲
愴
清
絶
を
愛
し
て
止
む
な
か
り
し
に
、

或
人
に
由
り
て
其
詳
を
得
た
り
、
曰

嘉
永
五
年
八
月
、
上
野
山
下
に
一
の
乞
客
の
死
尸
あ
り
、
其
携
へ
た
る
笠
の
中
に
書
し
て
曰
、
一
鉢
千
家
飯
、
孤
身
幾
度
秋
、

春
暖
草
筵
裡
、
夏
涼
橋
下
流
、
不
醒
還
不
酔
、
無
楽
又
無
愁
、
人
如
問
此
六
、
明
月
水
中
浮

第
一
句
の
飯
と
雨
と
、
二
句
の
翻
転
と
ハ
予
か
所
聴
に
相
違
し
、
而
し
て
結
句
の
六
ハ
其
名
な
ら
ん
、
心
事
の
瀟
洒
な
る
愛
す

へ
し
、
何
人
の
流
魄
せ
し
に
や
、
或
ハ
又
物
好
に
乞
隊
に
入
り
し
に
や
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○
東
京
浅
草
寺
の
門
前
に
頑
坐
し
た
る
石
像
あ
り
、
久
米
平
内
と
称
す
、
昔
兵
藤
平
内
兵
衛
と
て
剛
勇
無
比
の
壮
士
あ
り
し
か
、

太
平
の
世
に
出
て
ゝ
用
ひ
ら
る
ゝ
所
な
く
、
乞
て
首
切
役
人
と
な
り
た
り
、
年
老
て
其
非
を
省
し
、
躬
か
ら
石
像
を
造
り
、

人
々
の
蹈
蹴
に
任
し
、
以
て
償
ふ
こ
と
あ
ら
ん
と
て
、
此
く
多
人
数
雑
沓
の
所
に
是
を
置
き
た
り
と
、
爾
か
れ
と
も
今
ハ
孤
屋

の
下
に
棲
み
て
当
初
の
所
願
満
足
せ
さ
る
者
の
如
し

○
道
に
内
外
な
く
、
又
古
今
な
し
、
只
夫
一
片
至
誠
の
み
、
湛
堂
準
和
尚
、
人
の
孔
明
出
師
表
を
読
む
を
聞
て
豁
然
開
悟
す
と

禅
門
宝
訓
に
見
へ
た
り
、
機
縁
の
契
当
す
る
や
、
其
出
没
の
奇
妙
肯
て
測
知
し
難
矣
、
而
し
て
又
古
人
行
履
の
苟
且
な
ら
さ
る
、

深
く
鑑
む
へ
し
、
吾
人
平
素
諸
子
百
家
の
書
を
渉
猟
し
、
軽
々
に
看
過
し
、
或
ハ
章
句
に
拘
泥
し
、
或
ハ
夢
中
に
夢
を
弄
す
、

豈
に
悲
し
き
限
り
な
ら
ん
や

○
這
箇
一
個
無
字
の
重
担
子
を
負
て
遍
参
す
、
薩
門
・
蓬
州
・
蘇
山
・
雪
潭
・
儀
山
・
惟
庵
の
諸
老
一
人
も
為
に
注
脚
を
添
へ

ら
る
ゝ
こ
と
な
し
、
後
咬
破
す
る
に
当
り
、
却
て
諸
老
の
用
処
徹
困
転
深
く
、
且
篤
き
を
覚
ふ
、
二
十
年
是
を
受
用
し
て
未
た

尽
き
す
、
曰
、
恁
麼
に
受
用
す
、
曰
州
、
曰
無

○
徐
行
蹈
断
流
水
声
、
放
看
写
出
飛
禽
迹
と
、
流
水
如
何
か
蹈
断
し
、
飛
禽
の
迹
如
何
か
写
し
出
す
、
岐
阜
に
柏
屋
の
徳
と
云

る
あ
り
、
雪
潭
下
久
参
の
居
士
な
り
、
毎
に
自
ら
此
語
を
提
起
し
て
人
を
試
む
、
且
曰
、
噫
飛
禽
の
迹
端
道
老
漢
快
活
絶
倫
な

り
と

○
一
日
故
紙
を
撿
し
五
翰
を
得
た
り
、
束
ね
て
一
幅
と
な
り
、
表
装
し
之
を
伝
ふ

其
一
曰
、
太
元
孜
元
住
備
前
曹
源
寺
、
其
二
曰
、
玉
澗
元
寔
住
阿
波
興
源
寺
、
其
三
曰
、
棠
林
宗
模
住
郡
上
慈
恩
寺
、
後
董

瑞
竜
僧
堂
、
其
四
曰
、
万
寧
玄
彙
住
梶
田
竜
福
寺
、
後
董
瑞
竜
僧
堂
、
其
五
曰
、
雪
潭
紹
璞
住
紀
伊
大
泰
寺
、
後
董
瑞
竜

僧
、堂
又
創
伊
深
正
眼
僧
堂
住
之
焉
、
而
書
中
所
見
端
道
全
履
住
梅
谷
、
後
董
東
福
僧
堂
、
又
営
梅
谷
僧
堂
、
前
者
三
人
嗣
隠
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山
、
後
者
三
人
嗣
棠
林
、
共
是
当
世
傑
出
老
宿
也
矣

○
伊
勢
山
田
度
会
祢
宜
に
志
毛
井
左
太
夫
と
云
る
あ
り
、
牛
耳
居
士
と
号
せ
り
と
、
鎌
倉
誠
拙
和
尚
の
参
徒
な
り
、
忘
路
集
の

序
文
を
製
す
、
居
士
の
事
迹
多
く
隠
れ
て
存
せ
す
と
雖
も
、
其
序
文
に
就
て
其
平
生
受
用
の
所
在
を
視
る
へ
し

○
大
智
の
偈
に
、
閻
浮
八
万
四
千
城
、
不
動
干
戈
致
太
平
、
活
捉
瞿
曇
白
拈
賊
、
雲
門
一
棒
不
猥
行
、
寂
室
の
偈
に
、
三
界
導

師
涅
槃
也
、
人
天
等
是
苦
傷
悲
、
渓
山
二
月
花
如
錦
、
錯
覚
秋
風
紅
葉
時
と
、
好
一
対
の
妙
唱
、
千
古
の
絶
音
な
り
、
而
し
て

済
洞
両
宗
の
特
調
各
自
に
発
揮
し
来
て
奇
々

○
乾
峰
三
種
病
・
疎
山
寿
塔
の
両
則
難
透
な
り
と
謂
と
雖
も
、
亦
甚
理
会
し
難
し
と
せ
す
、
爾
れ
と
も
大
嶺
有
古
仏
、
放
光
到

此
間
と
、
庵
内
人
因
甚
不
知
、
庵
外
事
と
ハ
縦
令
ひ
理
会
す
と
雖
も
、
若
干
の
年
所
を
経
さ
れ
ハ
、
穏
蜜
（
密
）純
真
の
田
地
に
到
る

こ
と
能
ハ
す

○
雪
豆
当
時
百
則
の
公
案
を
拈
す
る
や
、
威
儀
粛
如
と
し
て
焼
香
礼
拝
し
、
徐
に
頌
出
す
と
宜
矣
、
後
来
世
に
行
ハ
れ
て
敬
重

せ
ら
る
ゝ
こ
と
崑
玉
の
比
に
非
す
、
是
を
読
む
毎
に
尋
々
攀
桂
の
念
を
禁
す
る
こ
と
能
ハ
さ
る
の
概
あ
り
、
吾
人
後
世
名
利
錯

綜
の
間
に
口
を
衝
き
、
杜
撰
を
為
す
者
と
等
視
す
へ
か
ら
す

○
世
多
く
の
詩
人
只
管
奇
巧
流
麗
の
文
字
を
羅
織
し
、
或
ハ
通
常
謂
得
さ
る
事
態
を
拈
提
し
て
、
爾
も
謂
得
る
者
を
上
乗
と
す
、

詩
機
を
弄
す
る
自
在
な
る
者
に
至
り
て
ハ
、
晨
星
も
啻
な
ら
す
と
す
、
宜
矣
、
今
世
詩
人
の
俗
骨
を
脱
せ
さ
る
や

○
紫
野
に
槐
安
国
語
あ
り
、
鵠
林
に
寒
山
詩
闡
提
記
聞
あ
り
、
其
下
語
拈
弄
評
唱
、
豈
に
夫
れ
不
立
文
字
な
ら
ん
や
、
自
己
私

に
無
学
不
文
を
掩
ハ
ん
と
し
て
、
口
に
不
立
文
字
と
喋
々
す
る
の
漢
、
此
両
書
の
紙
端
を
截
り
焼
て
、
一
塊
の
丸
子
と
な
し
、

日
々
一
丸
を
服
下
せ
ハ
好
矣

○
参
ハ
実
参
な
ら
さ
る
可
ら
す
、
語
ハ
実
語
な
ら
さ
る
可
ら
す
、
此
言
豈
に
宗
門
中
の
套
語
の
み
な
ら
ん
や
、
世
の
事
物
に
対
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す
る
百
般
亦
如
此
な
ら
ん
を
要
す
、
夫
の
格
物
致
知
と
云
る
、
蓋
し
是
言
を
指
す
に
外
な
ら
さ
る
や

○
一
代
蔵
経
ハ
不
浄
を
拭
ふ
故
紙
也
と
、
蓋
不
浄
を
拭
ふ
故
紙
視
し
て
是
を
放
棄
せ
よ
と
謂
ふ
に
ハ
非
る
へ
し
、
不
浄
と
ハ
何

そ
や
、
回
光
返
照
し
て
看
よ

○
魏
々
層
々
た
る
浮
屠
に
ハ
必
心
柱
あ
り
て
是
を
支
持
す
る
を
看
る
、
暴
風
地
震
の
撼
動
す
る
あ
る
も
、
心
柱
其
物
従
ひ
て
東

西
左
右
を
転
動
し
て
、
常
に
能
く
中
心
を
把
住
す
、
吾
人
亦
此
の
如
く
所
謂
心
棒
（
耐
忍
）
強
し
と
云
る
、
俗
語
蓋
夫
の
心
柱

に
基
く
も
の
乎
、
一
身
一
家
一
国
を
支
持
す
る
の
調
節
、
偏
へ
に
此
一
棒
に
依
る
へ
し

○
鳶
飛
て
天
に
冲
し
、
魚
潜
て
淵
に
躍
る
、
素
と
天
理
の
自
然
の
み
、
吾
人
人
事
の
大
空
に
遊
戯
す
る
や
、
患
苦
疲
労
の
浪
に

漂
ふ
、
亦
是
自
然
の
み
、
轗
軻
不
遇
を
歎
す
る
ハ
何
等
の
痴
態
そ

○
一
芸
人
の
皿
廻
し
と
称
す
る

を
観
る
、
彼
一
竿
を
手
に
し
、
皿
の
糸
尻
を
支
へ
、
一
度
捻
る
や
皿
ハ
竿
頭
に
坐
し
て
廻
転

し
、
宛
か
も
膠
著
せ
る
か
如
し
、
彼
又
左
右
の
腋
下
よ
り
袴
下
の
前
后
に
潜
ら
し
め
、
或
ハ
両
手
移
し
易
て
、
時
に
肩
背
に
及

ひ
、
或
ハ
頭
上
に
撑
ふ
、
其
手
練
の
妙
殆
ん
と
究
む
、
而
し
て
彼
か
腰
の
据
り
た
る
、
腹
の
泰
然
た
る
、
寸
毫
も
空
隙
あ
る
こ

と
な
し
、
謂
ふ
に
吾
人
世
に
処
す
る
暁
夕
、
危
殆
の
間
に
行
動
す
る
、
何
啻
に
皿
の
み
な
ら
ん
や
、
是
を
操
縦
す
る
一
小
竿
、

僅
か
に
支
持
其
処
を
得
へ
し
、
要
す
る
所
ハ
正
に
一
心
敢
て
動
著
せ
す
、
苦
楽
の
間
に
出
没
し
て
泰
然
た
る
に
在
ん
の
み

○
僧操
守侶
な
るも
の者
僧
侶
の
形
服
を
以
て
我
一
人
僧
侶
な
り
と
云
、
面
付
す
る
程
視
悪
き
ハ
な
し
、
僧
侶
な
れ
ハ
乞
食
の
如
き
容
儀

に
て
、
隠
然
王
候
（
侯
）を
凌
く
へ
き
気
象
を
具
ふ
る
を
善
と
す

○
僧
侶
ハ
須
ら
く
純
潔
の
身
志
を
操
守
す
へ
し
、
努
め
て
俗
悪
に
混
す
る
こ
と
勿
る
へ
し
、
今
僧
侶
多
く
努
め
て
俗
態
に
紛
し
、

常
に
外
形
の
俗
に
比
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
庶
幾
す
、
何
等
の
奇
怪
そ

○
或
僧
侶
兄
妹
胥
姦
す
る
者
あ
り
、
人
あ
り
、
其
不
道
を
諫
告
す
、
僧
曰
、
既
に
婦
に
接
す
、
是
重
禁
を
犯
す
な
り
、
兄
弟
姉
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妹
何
夫
簡
む
所
あ
ら
ん
や
と
、
其
人
口
を
噤
て
退
く

○
巻
冊
其
数
の
多
少
を
論
せ
す
、
全
く
一
篇
を
読
了
す
る
の
快
挙
て
言
ふ
へ
か
ら
す
、
一
則
難
透
の
話
を
通
過
す
、
快
一
層
快

○
大
小
軽
重
を
論
せ
す
、
事
の
善
な
る
も
の
、
或
ハ
一
二
、
或
ハ
二
三
、
誓
て
是
を
守
持
し
、
勤
行
し
、
常
に
其
初
志
を
易
換

せ
さ
る
者
、
亦
是
丈
夫
た
る
こ
と
を
失
ハ
す

○
園
畝
に
灌
漑
し
て
曽
て
播
下
す
る
所
の
種
子
、
稍
く
微
芽
を
露
ハ
し
、
今
朝
ハ
昨
日
よ
り
幾
分
の
伸
長
し
た
り
し
や
を
覚
ふ
、

自
是
一
種
の
愉
快

○
万
種
草
木
の
花
態
色
香
各
特
殊
に
し
て
、
艶
麗
の
美
甲
乙
な
く
賞
す
へ
し
と
雖
も
、
一
種
の
気
韻
あ
り
て
、
別
に
風
骨
の
高

尚
な
る
を
求
め
ん
と
せ
ハ
、
頗
る
稀
れ
な
る
を
何
か
に
せ
ん

○
其
声
色
容
貌
自
ら
尊
大
を
擁
し
、
驕
傲
の
態
度
識
者
を
し
て
嘔
吐
を
催
す
を
禁
せ
さ
ら
し
む
、
而
も
其
気
品
の
陋
劣
卑
猥
な

る
、
東
郭
墦
間
の
客
猶
一
層
甚
し
き
、
是
を
門
徒
坊
主
と
す
、
是
彼
等
か
方
袍
円
頂
を
装
ふ
と
雖
も
、
我
是
出
家
な
り
と
云
観

念
な
き
に
由
る
、
既
に
出
家
の
観
念
な
し
、
況
夫
道
心
の
存
す
る
あ
ら
ん
や
、
宜
矣
、
彼
か
驕
傲
の
態
度
に
加
る
に
陋
劣
を
加

ふ
る
を
や

○
在
家
ハ
衣
食
給
り
て
礼
節
を
知
る
と
云
、
出
家
ハ
道
心
の
中
に
衣
食
あ
り
と
云
、
蓋
働
く
か
故
に
報
酬
あ
る
な
り
、
今
ハ
多

く
報
酬
の
為
に
働
く
、
働
く
か
故
喰
ふ
な
り
、
今
ハ
多
く
喰
ふ
か
故
に
働
く
、
今
古
人
意
の
相
違
あ
る
、
君
子
小
人
の
別
あ
る

感
な
き
こ
と
能
ハ
す

○
人
間
の
喰
ふ
物
を
食
す
る
様
に
て
ハ
人
間
に
な
れ
ぬ
、
人
間
の
食
し
能
ハ
さ
る
物
を
喰
て
始
て
人
間
と
な
る
者
そ
と
、
某
師

家
訓
誡
せ
ら
れ
き

○
人
類
の
智
慧
ハ
同
一
水
準
な
り
、
唯
其
位
置
と
境
遇
と
に
よ
り
て
高
低
又
及
不
及
の
差
あ
る
の
み
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○
一
人
の
乞
客
あ
り
、
陽
春
駘
蕩
の
節
、
行閭
家里
に
一
銭
半
銭
の
救
恤
を
獲
つ
ゝ
、
又
行
厨
の
残
骸
を
嘗
め
つ
し
て
、
稍
く
厭
け

る
頃
、
破
薦
を
躬
に
纏
ひ
、
花
下
月
前
に
臥
し
て
鼾
音
雷
の
如
し
、
是
を
人
間
の
真
美
と
や
謂
ハ
ん
乎
、
曽
て
是
を
視
る

○
婦
女
子
多
く
其
衣
彩
の
為
に
腐
心
し
亦
苦
労
す
、
今
僧
侶
多
く
寺
院
便
ハ
ち
伽
藍
修
飾
の
為
に
腐
心
し
亦
苦
労
す
、
宜
矣
、

丈
夫
と
し
て
世
に
立
つ
僧
侶
の
絶
微
な
る

○
婦
女
子
間
に
嫉
妬
の
熾
な
る
、
愛
の
極
よ
り
発
す
る
ハ
稀
れ
に
し
て
、
傲
慢
の
極
よ
り
発
す
る
、
却
て
多
き
に
居
る
に
似
た

り○
花
園
に
一
の
教
則
あ
り
、
常
に
小
僧
に
訓
戒
す
、
曰
、
一
に
掃
地
、
二
に
算
盤
、
三
に
勤
行
、
四
に
学
問
と
、
而
し
て
是
を

暗
記
せ
し
む
る
に
曰
、
い
ち
そ
う
じ
、
二
そ
ろ
ば
ん
、
三
ご
ん
き
ょ
う
に
、
四
が
く
も
ん
以
上
、
他
宗
に
ハ
未
た
聞
か
さ
る
所

な
り
、
蓋
住
持
の
要
を
挙
て
失
せ
す

○
社
会
に
役
せ
ら
る
ゝ
乎
、
社
会
を
使
ふ
乎
ハ
人
生
本
位
の
一
問
題
な
り
、
社
会
に
役
せ
ら
る
ゝ
と
も
、
悪
用
せ
ら
れ
さ
る
に

努
む
る
と
同
時
に
、
社
会
を
使
て
利
用
す
る
ハ
吾
人
の
本
義
な
る
へ
し
、
其
間
必
要
の
一
物
あ
り
、
是
を
操
守
と
名
く

○
百
洲
老
人
（
曹
洞
宗
の
尊
宿
に
て
佐
藤
一
斎
の
門
に
学
ひ
し
人
）
長
峰
の
真
教
寺
に
寓
せ
ら
る
、
受
業
常
勝
寺
と
相
距
る
こ

と
一
里
余
、
毎
晨
講
席
に
入
る
後
、
老
人
松
阪
に
移
寓
せ
ら
る
、
山
田
を
阻
つ
こ
と
五
里
強
、
其
間
宮
川
・
櫛
田
川
・
稲
木
川

の
三
流
あ
り
、
歩
渉
す
へ
か
ら
す
、
隔
日
払
暁
星
を
戴
て
山
田
を
発
し
、
例
の
講
説
を
承
き
、
畢
て
帰
る
や
午
下
三
点
、
始
て

昼
餐
に
就
く
、
時
に
齢
十
四
五
な
り
、
当
時
左
程
に
苦
痛
を
感
せ
す
、
噫

○
好
み
て
人
の
師
た
る
ハ
悪
む
所
な
れ
と
も
、
己
か
学
得
し
た
る
知
解
を
後
者
に
伝
ふ
る
こ
と
を
吝
む
も
亦
是
罪
あ
り
と
謂
ふ

へ
し

○
詩
人
玉
屑
十
九
に
、
唐
末
一
山
寺
、
有
僧
臥
病
、
因
自
題
其
戸
曰
、
枕
有
思
郷
涙
、
門
無
問
病
人
、
塵
埋
牀
下
屐
、
風
動
架
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頭
巾
、
部
使
者
あ
り
、
之
を
怜
み
家
に
邀
へ
て
為
に
療
治
せ
し
む
、
後
諸
山
に
命
し
て
延
寿
堂
を
建
て
し
む
と
、
今
世
に
行
ハ

る
ゝ
病
院
・
施
療
院
の
類

○
国
宝
な
り
と
称
し
て
、
寺
院
の
堂
塔
や
書
画
骨
董
ハ
官
之
を
干
渉
し
て
保
存
せ
ら
る
ゝ
と
共
に
、
一
方
の
寺
院
所
在
地
た
る

山
林
・
園
囿
・
樹
木
も
相
当
の
保
存
法
を
講
せ
ら
れ
た
り
、
左
れ
と
前
者
に
厚
く
し
て
後
者
に
薄
き
形
態
な
し
と
せ
す
、
余
儀

な
き
事
情
の
存
す
へ
く
も
あ
ら
ん
な
れ
と
、
試
に
看
よ
、
増
上
寺
・
寛
永
・
叡
山
・
野
山
等
の
如
き
大
な
る
す
ら
、
近
来
俗
界

に
減
せ
さ
る
程
度
に
変
遷
し
行
く
を
、
伝
教
・
弘
法
等
其
創
開
の
素
志
に
対
し
感
慨
禁
す
る
こ
と
能
ハ
す
、
況
や
其
小
な
る
者

に
至
り
て
ハ
言
ふ
に
忍
ひ
さ
る
者
多
し

○
奸
雄
尊
氏
か
勢
力
あ
り
し
に
比
し
て
、
忠
厚
楠
氏
の
振
ハ
さ
り
し
ハ
蓋
何
そ
や
、
又
同
是
源
氏
な
る
に
足
利
と
新
田
と
比
し

て
其
勢
力
の
相
違
せ
し
亦
是
何
そ
や

○
三
業
身
口
意
を
云
清
浄
な
る
へ
く
、
又
行
解
相
応
す
へ
し
と
ハ
仏
祖
の
金
言
な
り
、
俗
間
に
も
孔
子
曰
、
博
学
之
、
審
問
之
、

慎
思
之
、
明
弁
之
、
篤
行
之
と

○
我
宗
に
曰
、
道
心
の
中
に
衣
食
あ
り
と
、
又
曰
、
莫
為
衣
食
聚
頭
と
、
古
人
好
千
古
の
訓
戒
な
り
、
孔
子
曰
、
事
君
敬
事
而

後
其
食
、
又
曰
、
士
志
於
道
、
而
恥
悪
衣
悪
食
者
、
未
足
与
議
也
、
又
曰
、
君
子
食
無
求
飽
、
居
無
求
安
、
又
曰
、
君
子
謀
道
、

不
謀
食
、
又
曰
、
発
憤
忘
食
と
、
如
此
其
言
ふ
所
切
な
り
、
所
謂
労
す
る
か
故
に
食
す
る
な
り
、
世
多
く
食
す
る
か
故
に
労
す
、

是
を
何
ん
と
か
言
ん

○
忘
賓
主
念
、
避
流
俗
談
、
省
送
迎
煩
、
須
禁
久
坐
、
事
畢
疾
退
、
如
此
四
五
条
を
客
室
に
掲
示
し
て
来
客
を
警
戒
せ
ん
と
欲

す○
偶
訪
ハ
れ
た
る
初
面
の
人
あ
り
、
四
角
な
る
挨
拶
畢
り
て
、
其
人
を
熟
視
せ
ん
と
て
、
忽
先
彼
か
衣
服
を
目
す
、
彼
か
被
た
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る
ハ
絹
地
な
れ
と
も
、
襟
垢
付
て
赤
く
な
り
、
袖
口
摺
れ
て
幾
ん
と
綿
を
見
ん
と
す
、
況
や
手
首
を
吐
出
す
シ
ヤ
ツ
ハ
其
白
地

ハ
疾
く
に
変
し
て
煤
色
と
な
る
、
於
之
乎
、
彼
か
強
て
装
ふ
真
面
目
の
説
話
も
、
吾
人
の
耳
膜
に
ハ
余
り
難
有
感
せ
さ
り
き
、

須
臾
に
し
て
辞
し
け
る
彼
を
送
り
て
式
台
に
到
り
、
更
に
彼
か
履
物
を
瞥
見
し
た
る
に
、
故
木
屐
の
其
歯
ハ
既
に
八
九
分
を
減

し
て
且
傾
斜
し
、
鼻
緒
の
如
き
ハ
今
に
断
れ
去
ん
と
し
て
一
縷
の
命
を
存
せ
る
な
り
、
爾
か
も
彼
ハ
喋
々
壮
語
し
、
憍
傲
の
影

を
遺
し
て
去
る
、
吾
人
彼
を
目
送
す
る
こ
と
良
久
し
、
彼
か
気
品
に
付
て
歎
息
を
発
す
る
と
同
時
に
、
唾
沫
を
放
つ
こ
と
両
三

片○
人
あ
り
、
朧
夜
に
散
歩
し
て
妖
怪
に
会
し
、
驚
く
意
を
推
し
沈
め
熟
視
す
れ
ハ
、
豈
に
我
影
也
矣
と
、
嗚
呼
我
影
乎
、
一
に

我
影
の
み
に
非
す
、
吾
人
六
尺
の
形
体
観
し
来
れ
ハ
、
畢
竟
是
妖
中
の
怪
、
怪
中
の
妖

○
凡
招
か
れ
て
客
と
な
る
や
、
先
当
席
の
振
舞
主
意
か
飯
本
位
な
り
や
、
酒
本
位
な
り
や
と
云
こ
と
を
考
へ
て
、
是
れ
か
亨
（
饗
）応

を
受
く
へ
し
、
此
心
得
を
失
ハ
さ
れ
ハ
、
主
人
側
の
迷
惑
も
些
く
な
か
る
へ
し
、
若
夫
酒
本
位
な
れ
ハ
、
少
々
の
失
態
を
演
す

る
こ
と
あ
る
も
、
却
て
主
人
の
本
意
に
契
当
し
て
、
寧
ろ
愛
嬌
な
る
へ
し
、
是
に
反
し
仏
事
な
と
素
よ
り
飯
本
位
に
し
て
、
酒

を
添
ふ
へ
き
筈
の
理
な
き
に
、
慣
習
上
已
む
な
く
銚
子
磁
壜
の
出
つ
れ
ハ
と
て
、
上
位
を
占
め
た
る
僧
侶
か
論
調
も
廻
り
兼
る

程
酩
酊
す
る
ハ
、
己
か
失
態
ハ
兎
も
角
も
、
施
主
家
の
迷
惑
な
る
の
み
な
ら
す
、
仏
戒
に
背
く
の
甚
し
き
者
と
謂
ハ
さ
る
へ
け

ん
や
、
豈
に
慎
し
ま
さ
る
へ
け
ん
や

○
慣
習
ハ
容
易
に
改
む
へ
か
ら
す
と
雖
も
、
其
不
良
と
認
む
る
件
ハ
断
し
て
自
分
一
己
先
改
正
す
る
こ
と
人
事
の
本
意
な
る
へ

し
、
邦
俗
上
下
通
し
て
客
あ
れ
ハ
必
茶
菓
子
を
供
す
、
若
是
を
呈
せ
さ
れ
ハ
不
敬
、
若
し
く
ハ
不
愛
想
な
り
と
す
る
も
の
ゝ
如

し
、
去
れ
と
好
ま
さ
る
に
飲
料
を
与
へ
ら
れ
、
欲
せ
さ
る
に
食
物
を
侑
め
ら
る
ゝ
も
殆
ん
と
迷
惑
に
し
て
、
一
方
に
客
と
云
ヘ

ハ
忽
ち
茶
菓
の
準
備
を
為
さ
ゝ
る
可
ら
さ
る
も
頗
る
迷
惑
な
る
へ
し
、
会
飲
会
食
の
娯
楽
ハ
別
に
機
会
あ
る
へ
し
、
要
談
あ
り
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て
訪
ひ
来
れ
ハ
、
其
目
的
ハ
要
談
に
在
焉
、
往
昔
米
人
オ
氏
と
共
に
オ
氏
の
故
人
リ
氏
セ
ン
ト
ル
と
云
る
を
問
ふ
、
主
客
款
話

す
る
こ
と
幾
ん
と
二
時
間
、
強
辞
す
る
に
臨
み
オ
氏
渇
を
訴
ふ
、
主
人
僕
を
呼
ひ
冷
水
一
碗
を
召
し
て
オ
氏
に
与
へ
、
傍
ら
予

に
向
て
飲
を
欲
せ
さ
る
や
と
問
ふ
、
予
是
を
欲
せ
す
と
辞
す
、
其
淡
泊
な
る
寧
ろ
愛
す
へ
し
、
友
儀
の
掬
す
へ
き
ハ
茶
菓
の
厚

待
に
限
る
な
ら
ん
や
、
茶
菓
の
美
に
料
財
を
放
棄
す
る
よ
り
ハ
、
何
そ
客
に
対
す
る
情
好
を
存
せ
さ
る

○
都
鄙
通
し
て
約
束
参
会
の
時
間
を
励
行
し
厳
守
せ
さ
る
程
忌
々
敷
こ
と
な
し
、
偶
一
人
の
厳
守
励
行
せ
し
者
も
、
無
已
悠
然

を
装
ひ
て
多
数
参
会
を
待
合
て
時
間
を
空
費
す
る
の
不
愉
快
と
馬
鹿
ら
し
さ
、
殆
ん
と
耐
へ
へ
き
に
あ
ら
す
、
往
昔
士
分
の
者

以
上
に
て
ハ
、
時
間
を
守
ら
さ
る
こ
と
を
迭
に
戒
勗
し
つ
ゝ
あ
れ
と
、
町
人
百
姓
と
称
す
る
者
に
到
り
て
ハ
、
寧
ろ
時
間
を
守

り
て
約
束
を
厳
守
す
る
を
却
て
嘲
り
つ
ゝ
、
彼
ハ
閑
客
な
れ
ハ
等
と
謂
へ
り
、
今
の
世
た
る
時
是
黄
金
な
り
と
称
し
て
、
何
れ

に
て
も
時
間
励
行
を
口
に
す
れ
と
も
、
兎
角
事
実
と
な
ら
す
、
剰
へ
貴
族
社
会
に
て
も
随
分
横
著
を
究
め
て
□
然
た
る
者
些
な

か
ら
す
と
聞
く
、
是
も
澆
季
人
心
の
隋
窳
を
表
す
る
一
面
の
標
本
な
る
乎

○
職
工
に
製
作
物
を
命
す
る
と
共
に
、
某
日
時
ま
て
に
調
製
し
畢
る
を
約
束
す
る
や
、
某
期
に
先
た
ち
て
調
成
す
れ
ハ
、
縦
令

工
事
不
十
分
な
る
も
、
或
ハ
不
得
已
し
て
満
足
す
る
こ
と
あ
り
、
是
に
反
し
、
約
束
の
期
限
を
経
過
し
、
而
か
も
一
度
の
み
な

ら
す
、
再
三
督
促
せ
さ
る
可
ら
さ
る
に
至
り
て
ハ
、
其
不
都
合
不
快
幾
許
そ
、
下
賤
の
者
さ
へ
不
信
の
責
免
る
へ
き
に
非
す
、

況
や
上
流
に
出
入
し
て
士
大
夫
と
伍
す
る
者
彼
下
賤
微
々
の
者
に
も
劣
り
た
る
行
為
あ
り
、
敢
て
恕
す
へ
か
ら
さ
る
も
の
乎

○
列
国
来
往
の
首
め
よ
り
、
我
邦
に
入
る
者
比
較
上
欧
米
人
に
人
格
の
昮
き
か
、
多
く
支
那
人
に
ハ
劣
等
の
者
多
し
、
是
か
為

め
吾
人
心
裏
に
印
象
す
る
所
、
自
然
欧
米
人
を
尊
崇
し
、
支
那
人
を
軽
賤
す
、
是
に
由
り
て
推
考
す
る
に
、
我
邦
人
の
各
国
に

往
来
し
て
彼
等
に
劣
等
視
せ
ら
れ
、
軽
蔑
せ
ら
る
ゝ
所
以
の
者
、
即
ち
我
多
数
劣
等
民
の
我
国
を
標
榜
す
る
所
な
り
と
せ
さ
る

へ
け
ん
や
、
我
国
醜
業
婦
の
各
地
に
漫
延
せ
る
状
態
に
鑑
み
て
略
知
す
へ
し
、
抑
我
長
足
の
文
明
ハ
少
数
者
の
間
に
進
歩
せ
る
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も
、
多
数
に
浸
漸
せ
す
、
一
方
に
人
口
の
増
殖
に
従
か
ひ
多
数
劣
等
の
輩
ハ
、
勢
ひ
他
の
各
地
に
糊
口
の
資
を
需
要
せ
さ
る
へ

か
ら
さ
る
に
至
り
、
遂
に
欧
米
人
に
忌
み
嫌
ハ
る
ゝ
に
て
、
且
軽
蔑
せ
ら
る
ゝ
も
是
を
一
朝
に
革
た
む
る
能
ハ
さ
る
も
の
乎
、

豈
に
慨
歎
の
極
な
ら
す
や

○
世
に
雪
花
菜
ほ
と
廉
に
し
て
且
腹
に
充
つ
る
も
の
ハ
他
に
な
し
と
想
ふ
、
往
時
二
三
の
同
友
と
行
鉢
に
赴
く
や
、
不
幸
に
し

て
午
餐
を
請
ふ
こ
と
を
得
す
、
直
ち
に
豆
乳
店
に
就
き
て
五
個
の
銅
穴
を
投
す
れ
ハ
、
一
大
白
玉
の
目
方
五
百
弱
な
る
者
を
得

へ
し
、
生
塩
一
撮
を
乞
て
四
人
頒
賦
し
て
喫
し
、
渇
す
れ
ハ
河
流
を
一
掬
し
以
て
嚥
下
す
、
飲
食
頗
る
軽
便
な
り
、
飽
後
恰
も

五
候
（
侯
）の
饌
に
譲
ら
す
、
如
此
事
惟
一
再
に
止
ら
す

○
時
盛
夏
、
偶
行
鉢
し
て
小
屋
名
と
云
る
村
に
入
る
、
村
廟
あ
り
、
殿
宇
鎖
さ
す
、
翠
苔
堦
を
湿
し
て
塵
な
く
、
千
尋
の
杉
柏

天
に
冲
し
、
復
炎
威
を
視
る
へ
か
ら
す
、
頗
る
幽
邃
清
凉
な
り
、
頸
に
挂
け
た
る
布
嚢
の
重
き
を
脱
下
し
、
廊
廡
に
少
憩
す
る

や
、
覚
へ
す
華
胥
に
入
る
、
須
臾
に
し
て
渾
身
冷
溲
一
覚
す
れ
ハ
、
四
辺
既
に
昏
黒
に
し
て
禽
虫
亦
声
な
し
、
急
遽
束
装
し
て

帰
途
に
就
く
、
於
戯
一
睡
正
に
半
日
、
実
に
是
快

○
江
州
を
行
鉢
し
て
今
宮
と
云
る
に
到
る
、
一
老
人
揖
し
て
曰
、
村
社
幟
を
新
調
せ
り
、
本
日
祭
式
を
挙
く
る
に
当
り
、
是
か

書
手
を
得
さ
る
に
苦
し
む
、
請
ふ
公
を
累
ハ
す
、
可
な
ら
ん
乎
と
、
予
喏
し
て
倶
に
社
頭
に
臨
め
ハ
、
数
十
の
壮
丁
各
自
小
硯

を
前
に
し
、
墨
を
磨
し
つ
ゝ
あ
り
、
是
を
合
し
て
数
升
を
得
へ
し
、
以
て
一
器
に
移
さ
し
め
、
社
前
の
広
庭
苔
上
に
幟
を
布
延

せ
し
め
、
一
碗
の
冷
水
を
噴
霧
し
て
湿
潤
し
、
而
し
て
中
筆
の
疎
末
な
る
七
八
本
を
一
括
し
、
十
二
分
に
墨
沫
を
含
蓄
せ
り
、

一
株
に
村
内
安
全
と
、
一
株
に
五
穀
成
就
と
一
気
呵
成
に
塗
沫
し
畢
る
、
環
視
す
る
者
一
斉
に
歎
美
す
、
予
頗
亦
得
意
な
り
、

後
里
正
の
家
に
導
れ
て
酒
饌
の
豊
餐
を
亨
（
饗
）せ
ら
れ
、
且
重
ぬ
る
に
白
米
五
升
を
以
て
す
、
今
に
し
て
当
時
を
追
想
す
る
や
、
己

躬
ら
其
大
胆
に
駭
く



史料紹介　前田誠節回顧録『隔生即忘』

33

○
一
日
春
興
を
催
す
、
束
装
す
る
や
直
に
発
し
、
甘
南
美
寺
・
谷
汲
山
の
両
大
悲
閣
を
参
拝
し
、
霞
間
谷
に
赴
き
、
南
宮
を
経

て
養
老
に
到
り
、
転
し
て
今
尾
・
大
垣
よ
り
岐
阜
趾
を
探
訪
し
、
西
濃
の
花
尽
く
看
悉
し
た
り
、
路
程
幾
許
な
り
し
や
算
す
へ

か
ら
す
と
雖
も
、
其
間
日
子
二
十
二
を
費
す
、
雲
水
坊
主
の
暢
気
な
る
此
類
の
こ
と
蓋
多
矣

如
此
暢
気
な
る
旅
行
の
出
来
得
る
所
以
ハ
、
宗
内
寺
院
に
就
て
請
ヘ
ハ
無
料
一
宿
を
許
容
せ
ら
れ
、
中
餐
ハ
最
寄
寺
院
又
ハ
信

者
に
就
て
之
を
乞
ひ
、
又
船
賃
橋
銭
を
要
せ
す
、
加
る
に
鞋
子
も
時
に
施
与
せ
ら
る
ゝ
あ
り
、
或
ハ
剃
髪
も
時
に
依
頼
す
へ
し
、

入
浴
も
投
宿
し
て
自
ら
汲
み
入
れ
、
且
焚
け
ハ
憑
み
て
為
す
へ
し
、
其
少
く
窮
屈
と
不
自
由
さ
へ
忍
耐
せ
ハ
一
銭
も
費
す
こ
と

を
要
せ
す
、
淡
泊
清
快
の
状
態
、
王
候
（
侯
）の
富
に
も
換
得
難
矣

○
秋
陽
温
か
な
る
日
、
起
駅
よ
り
蘇
堤
を
北
に
笠
松
に
到
ん
と
す
、
同
遊
二
三
共
に
各
髼
鬆
た
る
を
愁
ふ
、
時
午
下
三
点
、
翠

松
の
下
白
砂
の
上
携
る
所
の
砥
石
剪
刀
を
陳
し
、
交
も
首
を
清
流
に
浸
し
、
鬚
髪
を
剃
除
す
、
行
人
之
を
視
て
奇
と
呼
ふ
者
あ

り
き
、
堂
々
蘇
水
を
一
盤
の
水
に
代
用
す
、
豈
に
夫
奇
な
る
の
み
な
ら
ん
や
、
頗
る
快

○
江
州
日
野
に
近
き
林
中
、
秋
候
盛
ん
に
松
蕈
の
発
生
す
る
あ
り
、
空
過
す
る
こ
と
能
ハ
す
、
一
株
を
窃
取
し
袂
に
収
む
、
如

此
す
る
数
度
、
両
袖
其
斤
量
に
厭
く
、
遂
に
番
丁
の
監
視
に
触
れ
た
り
、
一
行
三
人
均
し
く
番
丁
の
大
喝
を
頂
き
、
叩
頭
陳
謝

幾
回
の
後
、
行
為
を
再
す
る
な
き
を
誓
ひ
、
捕
獲
物
を
返
呈
し
て
稍
く
免
る

○
僧
侶
ハ
従
順
な
れ
ハ
足
れ
り
、
傲
骨
ハ
其
要
に
非
す
と
ハ
何
の
僻
見
そ
、
仏
祖
慈
悲
を
事
実
に
徴
し
、
衆
生
を
利
益
せ
ん
に

ハ
断
し
て
一
種
の
傲
骨
を
具
へ
さ
る
へ
か
ら
す
、
又
加
ふ
る
に
廉
恥
を
以
て
す
へ
し

○
何
か
な
る
書
籍
と
雖
も
、
刊
行
し
た
る
も
の
ハ
之
を
疎
略
に
視
る
へ
か
ら
す
、
内
容
ハ
兎
も
角
も
、
之
を
刊
行
し
た
る
其
人

の
信
念
と
勇
気
ハ
賞
す
へ
き
に
あ
ら
す
や
、
況
や
聖
賢
の
書
豈
に
尊
崇
貴
重
せ
さ
る
へ
け
ん
や
、
故
本
な
り
、
断
篇
な
り
と
て

渋
紙
に
張
り
、
屑
籠
に
投
棄
す
る
ハ
意
な
き
こ
と
ゝ
思
ふ
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○
知
足
ハ
衣
食
住
に
限
り
て
是
念
を
存
す
へ
し
、
意
志
と
希
望
と
ハ
足
る
か
上
に
も
将
に
進
み
て
充
て
ん
こ
と
を
要
す
、
若
夫

志
望
に
し
て
其
地
位
を
足
る
と
し
、
安
ん
せ
ハ
蓋
死
人
の
み
、
木
石
に
も
劣
る
へ
し

○
澆
季
の
世
に
経
典
を
誦
し
、
僧
形
を
固
守
す
る
ハ
難
有
人
な
り
と
、
之
を
尊
信
す
る
や
久
し
か
ら
さ
る
に
、
其
人
意
外
の
奸

悪
侫
邪
な
る
こ
と
を
歎
息
す
る
こ
と
あ
り

○
人
ハ
何
の
時
何
の
場
合
に
も
不
平
ハ
必
伴
ふ
も
の
な
り
、
而
れ
と
も
不
平
を
喋
々
す
る
ハ
丈
夫
の
行
為
に
あ
ら
す
、
之
を
咽

喉
に
嚼
占
て
、
敢
て
声
色
に
現
す
へ
か
ら
す
、
不
平
を
鳴
ら
し
て
止
ま
す
、
是
小
人
な
り

○
強
弱
ハ
勢
な
り
、
勢
ハ
主
権
の
存
す
る
所
に
従
ふ
、
主
権
の
確
立
す
る
所
、
弱
者
と
雖
も
軽
侮
す
へ
か
ら
す
、
主
権
の
確
立

せ
さ
る
所
ハ
強
者
必
し
も
強
な
ら
す
、
所
以
に
主
権
ハ
苟
も
仮
す
へ
か
ら
す
、
又
或
事
情
あ
り
て
も
干
渉
せ
し
む
へ
か
ら
す
、

之
を
仮
す
ハ
即
ち
移
す
な
り
、
干
渉
せ
し
む
る
ハ
即
ち
奪
ハ
る
ゝ
な
り
、
如
此
し
て
尚
勢
を
持
し
、
且
争
ハ
ん
と
す
る
ハ
、
其

己
を
知
ら
さ
る
な
り
、
己
を
知
ら
さ
る
者
ハ
夫
痴
乎
、
愚
乎
、
世
何
そ
痴
愚
の
多
き
、
予
偶
ま
感
す
る
こ
と
あ
り
、
此
言
を
為

す
、
的
な
き
に
矢
を
試
む
る
も
の
に
あ
ら
す
云
爾

○
或
人
来
り
て
禅
家
小
僧
の
為
に
修
身
書
を
編
輯
せ
ん
こ
と
を
以
て
す
、
予
曰
、
一
部
の
禅
門
宝
訓
な
る
も
の
あ
り
、
修
身
の

要
訣
と
な
す
に
足
れ
り
、
何
そ
殊
更
に
編
輯
の
煩
を
要
せ
ん
、
其
人
唯
々
と
し
て
去
る
、
予
私
に
謂
ふ
、
禅
家
修
身
の
要
唯
に

宝
訓
一
部
の
書
に
止
ら
す
、
和
漢
歴
代
の
祖
師
種
々
の
著
述
あ
り
、
汗
牛
充
棟
も
啻
な
ら
す
、
爾
る
を
措
て
省
せ
す
、
偏
へ
に

新
を
衒
ひ
奇
を
好
む
、
蓋
澆
季
の
弊
乎

○
比
丘
ハ
乞
士
な
り
、
便
是
乞
食
な
り
、
食
を
乞
て
生
活
す
る
の
義
な
り
、
仏
在
世
の
比
丘
ハ
而
も
高
尚
な
り
、
尽
く
大
徳
た

り
、
大
導
師
た
り
、
其
僧
格
の
凡
夫
に
比
し
て
間
隔
幾
層
崇
高
な
る
こ
と
想
像
の
及
ふ
へ
き
に
あ
ら
す
、
今
の
世
之
に
倣
て
乞

食
せ
ん
乎
、
人
得
て
之
と
歯
せ
す
、
又
倶
に
語
す
る
を
恥
と
す
、
宜
な
り
、
其
卑
劣
陋
猥
な
る
、
殆
ん
と
一
見
嘔
吐
せ
し
む
、
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予
外
国
に
遊
ひ
、
偶
ま
一
僧
の
乞
食
し
つ
ゝ
あ
る
を
視
て
、
思
古
に
及
ひ
、
往
時
の
殊
勝
な
る
に
想
到
り
、
今
且
之
を
学
ふ
の

行
相
を
感
賞
せ
し
か
、
後
彼
と
語
す
る
に
及
ひ
、
其
似
た
る者
に
し
て

非
な
る
所
以
を
知
り
、
感
慨
に
堪
へ
さ
る
こ
と
あ
り
き

○
相
互
の
権
利
義
務
を
保〻
持〻
す
る
を
以
て
標
章
と
し
、
巧
に
法
文
を
弄
し
て
名
を
売
り
、
徒
ら
に
曲
解
を
逞
く
し
て
利
を
貪
り
、

恣
に
詭
弁
を
舞
ハ
し
て
敢
て
恥
と
せ
す
、
時
に
黄
金
に
依
り
て
人
を
毀
傷
し
、
又
奸
譎〻
と
結
託
し
て
寃
毒
を
与
ふ
、
而
も
紳
士

た
り
、
公
吏
た
り
と
称
し
て
、
意
気
揚
々
常
に
大
言
壮
語
す
、
吾
人
其
為
人
を
悪
く
む

○
三
社
託
宣
と
称
し
奉
る
あ
り
、
天
照
皇
大
神
を
中
心
に
大
書
し
、
左
右
に
八
幡
・
春
日
の
両
宮
を
配
す
、
此
幅
本
を
草
房
に

掲
け
、
祭
日
等
に
ハ
祝
酒
を
供
へ
、
主
人
を
始
め
家
族
一
般
其
前
に
羅
拝
す
る
を
例
と
す
、
此
習
俗
今
に
山
間
僻
陬
の
地
に
存

せ
り
、
淳
厚
の
俗
太
た
愛
す
へ
し
、
軒
頭
日
章
旗
を
掲
く
る
に
比
し
て
奥
床
敷
心
地
せ
ら
る

○
墨
何
か
に
良
し
と
て
も
、
硯
池
不
良
な
れ
ハ
墨
色
頓
に
耗
す
、
不
離
不
即
の
間
自
ら
妙
趣
あ
り
、
試
に
看
よ

○
藤
ハ
樹
に
倚
藉
し
て
、
高
く
秀
て
地
に
依
伏
し
て
遠
く
弥
蔓
す
、
依
る
所
あ
る
も
の
常
に
此
の
如
し
と
雖
も
、
若
其
依
る
所

な
き
も
の
に
至
り
て
ハ
、
松
柏
の
亭
々
と
し
て
雲
を
衝
き
空
を
凌
く
あ
り
、
細
草
小
草
各
其
処
を
得
て
各
自
に
春
秋
を
占
む
、

好
人
間
の
標
本
た
ら
す
と
せ
ん
や

○
世
の
治
務
を
識
る
者
必
す
し
も
学
者
の
み
な
ら
ん
や
、
章
句
の
末
枝
に
拘
泥
し
、
世
を
謬
り
、
人
を
害
ふ
こ
と
往
々
些
な
し

と
せ
す
、
村
夫
子
蓋
治
務
を
弁
す
る
も
の
な
ら
ん
や
、
筆
端
に
出
師
表
を
現
ハ
す
こ
と
ハ
、
何
人
も
敢
て
難
しとせ
さ
る
へ
し
と

雖
も
、
孔
明
の
至
誠
な
く
ん
ハ
一
片
の
画
餅
の
み

○
長
風
に
駕
し
て
蒼
空
に
御
し
、
人
間
を
下〻
瞰
し
て
任
意
に
翩
翔
す
る
の
愉
快
ハ
、
吾
人
得
て
望
む
へ
く
し
て
行
ふ
こ
と
能
ハ

す
、
唯
万
噸
の
輪
船
に
坐
乗
し
て
大
溟
に
遊
ひ
、
洪
波
浩
緲
の
間
に
浮
沈
し
て
、
天
地
に
独
嘯
す
へ
き
こ
と
ハ
之
を
行
ふ
こ
と

敢
て
難
か
ら
す
、
吾
人
ハ
吾
人
々
力
の
容
る
す
限
り
世
を
蒼
溟
に
避
ん
と
す
、
夫
子
桴
に
乗
て
海
に
浮
ふ
の
語
、
其
所
由
蓋
知

保
持
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り
難
と
せ
す

○
圜
悟
禅
師
ハ
蜀
人
な
り
、
夾
山
に
在
り
て
雪
竇
百
則
の
頌
古
を
拈
弄
し
、
碧
岩
集
と
称
し
、
百
代
和
漢
の
叢
林
に
欽
重
せ
ら

る
、
禅
師
曽
て
出
師
表
を
看
る
、
毎
に
涕
泗
滂
沱
た
り
、
衆
に
謂
て
曰
、
宗
門
中
の
事
只
是
耳
と
、
圜
悟
の
此
言
其
何
の
書
に

出
た
る
や
、
未
た
詳
か
に
す
る
な
し
と
雖
も
、
予
か
師
嘗
て
為
め
に
言
ふ
、
請
識
者
幸
に
其
本
拠
を
示
せ

○
出
師
表
を
看
て
泣
か
さ
る
も
の
ハ
忠
臣
に
非
す
、
陳
情
表
を
読
て
泣
か
さ
る
者
夫
れ
孝
子
に
非
す
と
云
、
今
世
此
二
表
に
対

し
て
善
く
泣
く
人
あ
る
乎
、
殊
に
吾
人
僧
侶
に
あ
り
て
延
て
宗
門
中
の
事
と
合
し
、
考
へ
て
常
に
此
表
を
愛
読
す
る
者
あ
り
や
、

敢
て
問
ふ

○
楠
廷
尉
曽
て
途
に
一
僧
に
逢
ふ
、
進
て
益
を
請
ふ
、
僧
曰
、
公
の
名
什
麼
、
廷
尉
曰
、
正
成
、
僧
曰
、
是
什
麼
と
、
廷
尉
忽

然
と
し
て
省
す
、
遂
に
其
僧
を
請
し
て
家
に
帰
り
、
供
養
す
る
こ
と
数
日
、
親
炙
服
勤
す
、
僧
ハ
便
ち
関
山
国
師
な
り
、
廷
尉

の
生
涯
国
師
辛
辣
の
機
鋒
に
触
れ
て
、
遥
発揮す
る
も
の
些
な
し
と
せ
す
、
就
中
兵
庫
の
一
則
大
に
看
る
に
勝
へ
た
る
も
の
蓋
所

由
あ
り

○
鳥
尾
得
庵
偶
鉄
牛
（
播
州
常
光
寺
）
の
席
に
在
て
揮
毫
す
、
一
画
を
打
し
て
曰
、
是
什
麼
と
、
鉄
牛
忽
ち
其
筆
を
奪
ひ
、
之

を
庭
下
に
抛
擲
す
、
庵
視
て
誾
々
如
た
り
と
、
鉄
牛
親
く
為
に
語
す

○
伊
達
自
得
和
歌
を
善
く
し
、
又
機
智
に
富
み
、
自
負
す
る
こ
と
多
し
、
予
偶
彼
に
到
る
、
便
謂
て
曰
、
自
得
ハ
三
十
一
文
字
、

仏
身
ハ
其
相
三
十
二
、
那
の
一
点
何
れ
の
処
に
著
く
と
、
自
得
手
を
歛
め
て
曰
、
如
是
と
、
一
座
措
く
こ
と
な
し

○
陸
奥
宗
光
ハ
自
得
の
男
な
り
、
弁
才
を
以
て
聞
ゆ
、
一
日
自
得
の
席
に
於
て
同
僚
二
三
と
一
心
の
所
在
を
論
す
、
宗
光
忽
ち

自
己
の
鼻
頭
を
按
し
て
曰
、
宗
光
の
一
心
是
に
在
り
と
、
自
得
徐
ろ
に
顧
て
謂
て
曰
、
吾
儂
児
輩
の
為
め
に
如
此
厄
介
物
を
産

み
付
け
す
と
、
一
座
唖
然
た
り
、
宗
光
遂
に
此
厄
介
物
を
負
て
其
一
生
を
了
す
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○
李
俊
鎔
と
云
る
人
、
聞
く
韓
国
の
王
族
な
り
と
、
予
偶
相
見
す
、
彼
援
筆
曰
、
祖
為
何
ん
と
、
予
答
書
し
て
曰
、
金
陵
殿
上

行
船
揚
子
江
心
走
馬
と
、
彼
視
て
瞠
然
た
り
、
予
懐
に
せ
し
関
山
国
師
略
伝
一
冊
を
出
し
て
呈
す
、
彼
之
を
手
に
し
、
得
々
た 

る
趣
あ
り
、
茶
菓
を
侑
て
遂
に
別
る
、
後
思
に
彼
に
狗〻
肉
を
蔵
し
て
羊
頭
を
掲
く
る
の
才
な
く
、
是〻
に
方
木
円
孔
に
投
す
る
の

痴
を
演
せ
し
む
、
此
に
就
て
転
た
交
互〻
言〻
語
を
通
す〻
る
の不便
を
感
す

○
何
か
に
瑣
々
た
る
神
祠
仏
堂
た
り
と
雖
も
、
当
初
人
民
各
自
の
信
仰
に
よ
り
て
建
立
せ
ら
れ
、
年
所
を
経
て
今
に
至
り
し
も

の
な
り
、
想
ふ
て
是
に
至
れ
ハ
、
崇
敬
し
保
存
す
る
こ
と
こ
そ
吾
人
後
輩
の
先
輩
に
対
す
る
礼
度
な
る
へ
き
に
、
取
扱
に
面
倒

な
な
（
衍
）れ
ハ
と
て
、
之
を
合
併
し
、
之
を
毀
廃
せ
ん
こ
と
を
慫
惥
せ
ら
る
ゝ
と
ハ
、
抑
も
何
等
の
意
そ
、
俗
吏
の
醜
悪
く
む
へ
し

○
僧
侶
に
妻
帯
を
公
認
す
る
や
否
や
と
云
こ
と
ハ
、
某
宗
派
な
と
に
て
是
れ
か
問
題
を
起
し
、
世
上
種
々
の
議
論
些
な
し
と
せ

す
、
予
私
か
に
思
ふ
、
其
妻
帯
公認論
如
何
ん
を
論
す
る
よ
り
ハ
、
先
僧
侶
に
対
し
売
春
婦
・
酌
婦
等
を
引
張
り
込
む
、
便
ち
素

性
正
し
か
ら
さ
る
婦
人
を
寺
院
に
入
る
ゝ
こ
と
の
不
得
策
な
る
を
自
覚
せ
し
め
、
是
と
同
時
に
相
応
の
資
産
を
有
し
、
相
当
の

教
育
あ
る
者
を
延
て
正
式
結
婚
（
仏
道
結
婚
式
を
制
定
す
る
も
亦
妙
な
り
）
を
為
す
こ
と
敢
て
妨
け
す
と
訓
示
す
る
の
好
き
に

如
か
す
、
爾
か
す
れ
ハ
、
寺
院
保
存
の
為
め
、
又
或
ハ
間
接
に
布
教
を
為
す
の
幇
助
と
も
な
る
へ
き
乎

○
尼
僧
の
中
古
今
通
し
て
殊
勝
の
行
持
あ
り
て
、
幾
ん
と
男
僧
を
凌
く
の
慨
あ
る
者
も
些
な
し
と
せ
さ
れ
と
も
、
尼
僧
地
な
り

と
標
榜
し
て
尼
僧
代
襲
の
寺
院
た
ら
し
め
、
男
僧
地
と
区
別
す
る
の
必
要
あ
り
や
、
尼
寺
院
多
く
の
内
容
を
見
よ
、
且
つ
是
れ

ニ
止
住
す
る
尼
僧
の
多
く
を
見
よ
、
布
教
伝
道
を
以
て
任
と
す
る
あ
り
や
、
或
ハ
一
種
の
魔
窟
な
ら
さ
る
ま
て
も
、
唯
夫
糊
口

の
為
め
に
念
仏
誦
経
を
衒
売
す
る
に
止
る
な
か
ら
ん
や
、
去
り
と
て
尼
寺
院
を
廃
し
、
尼
僧
を
滅
亡
せ
よ
と
謂
ふ
に
ハ
あ
ら
さ

れ
と
、
尼
寺
院
必
す
し
も
尼
僧
の
専
管
と
せ
す
、
一
般
寺
院
と
同
し
く
独
立
布
教
に
堪
ゆ
へ
き
僧
を
住
せ
し
め
て
、
差
支
な
き

に
至
ら
し
め
、
又
尼
僧
に
ハ
婦一
般
婦
徳
ト
云
る
女
児
特
種
の
道
徳
よ
り
延
て

人
相
当
の
余
業
、
便
ハ
ち
裁
縫
料
理
法
等
ハ
勿
論
、
看
護
人
な
と
ゝ
し
て
社
会
の
用
を
為
す
こ
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と
を
勉
め
し
め
ハ
、
自
然
に
我
仏
教
の
利
を
増
益
す
る
に
赴
か
ん
乎

○
寺
院
堂
宇
の
柱
に
、
近
頃
本
尊
何
仏
の
彫
像
ハ
何
官
の
調
査
に
よ
り
国
宝
に
編
入
せ
ら
れ
た
り
と
大
書
し
て
是
を
掲
く
る
を

看
る
、
往
時
ハ
三
国
伝
来
と
か
、
何
高
僧
の
作
と
か
称
へ
て
霊
験
著
大
な
り
と
し
、
貴
賤
の
信
仰
も
啻
な
ら
さ
り
し
に
、
今
ハ

官
の
査
定
と
な
り
、
国
宝
な
り
と
誇
称
せ
ら
る
ゝ
に
至
る
、
而
も
信
仰
の
程
度
に
於
て
ハ
今
昔
の
感
な
か
ら
ん
や
、
帝
室
博
物

館
な
と
に
小
大
の
仏
像〻
を
委
託
し
て
、
物
品
と
同
一
に
陳
列
す
る
に
至
り
て
ハ
、
吾
又
其
言
ふ
所
を
知
ら
す

○
神
仏
の
霊
験
著
大
な
る
ハ
唯
一
の
信
念
に
在
焉
、
其
神
体
仏
体
等
の
円
満
な
る
と
欠
損
な
る
と
ニ
関
係
あ
ら
さ
る
へ
し
、
而

し
て
又
誰
の
作
と
云
る
も
、
畢
竟
其
誰
の
道
徳
を
崇
重
す
る
の
意
味
に
於
て
之
を
称
賛
す
る
所
以
に
し
て
、
凡
下
の
作
な
れ
ハ

と
て
、
是
を
以
て
累
を
神
仏
に
及
す
ハ
僻
見
な
る
へ
し

○
予
幼
時
、
名
人
尾
上
多
見
蔵
の
劇
を
観
る
、
多
見
此
日
熊
谷
に
粉
す
、
黒
威
の
鎧
を
着
し
、
紅
面
豊
容
黒
毛
の
馬
に
跨
り
、

日
章
の
軍
扇
を
満
に
開
き
、
花
道
を
出
る
や
遙
に
敦
盛
を
認
て
名
乗
る
処
、
真
に
迫
り
実
に
当
る
、
好
一
個
の
熊
谷
源
平
合
戦

を
眼
前
に
映
出
す
、
今
に
し
て
其
音
容
彷
彿
た
り
、
且
鞍
上
に
人
な
く
、
鞍
下
に
馬
な
し
の
格
言
を
連
想
す
、
其
後
二
三
回
他

の
後
進
俳
倡
か
熊
谷
に
粉
す
る
を
観
る
毎
に
思
多
見
に
及
ひ
、
多
見
の
意
気
を
愛
す
る
と
共
に
、
他
の
児
戯
に
類
す
る
を
憾
み

と
す

○
判
れ
て
陰
陽
と
な
り
、
人
其
間
に
介
生
し
て
各
立
し
三
戈
と
な
り
、
産
す
る
者
必
す
五
形
を
具
ふ
、
是
正
な
り
、
陰
陽
其
位

を
上
下
し
、
三
戈
時
に
転
換
し
、
五
形
各
自
其
闕
を
補
ふ
、
是
奇
な
り
、
伝
ふ
る
所
の
花
道
、
其
何
れ
の
流
義
た
る
を
問
ハ
す
、

生
理
を
素
と
し
、
幹
条
蘂
（
カ
）葉
片
々
に
各
出
処
を
殊
に
す
れ
と
も
、
畢
竟
一
元
一
体
に
し
て
正
中
に
奇
あ
り
、
奇
中
に
正
あ
り
、

交
互
変
化
し
て
幻
々
妙
々
の
態
を
呈
す
、
直
き
も
の
曲
れ
る
も
の
各
其
処
を
得
て
自
ら
正
中
を
持
す
、
心
理
自
然
の
運
用
花
道

に
於
て
玄
味
の
存
す
る
在
焉
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○
赤
穂
義
士
何
れ
も
剛
正
方
直
の
者
な
れ
と
、
就
中
堀
部
安
兵
衛
・
武
林
唯
七
ハ
其
華
な
る
者
な
り
、
或
時
広
嶋
の
本
家
浅
野

に
て
、
浪
人
小
林
平
八
郎
を
召
抱
へ
ん
と
て
、
是
れ
の
勝
負
の
試
合
を
本
藩
に
求
め
た
る
に
適
当
の
者
な
か
り
け
れ
ハ
、
支
藩

な
る
赤
穂
に
向
て
其
人
を
尋
ね
ら
れ
け
る
に
よ
り
、
遂
に
安
と
唯
と
の
二
人
を
以
て
之
れ
に
応
す
る
こ
と
ゝ
な
り
ぬ
、
却
説
試

合
の
場
に
臨
み
、
二
人
各
先
を
争
ひ
た
る
に
、
抽
籤
に
て
前
後
を
定
む
る
こ
と
ゝ
な
り
、
安
ハ
先
を
得
つ
、
唯
ハ
後
を
得
た
り
、

小
林
ハ
予
て
安
か
高
田
馬
場
の
件
を
聞
き
た
る
こ
と
ゝ
て
、
油
断
せ
す
双
方
立
合
て
二
三
合
打
闘
し
け
る
、
傍
観
し
つ
ゝ
居
た

る
唯
ハ
、
突
然
出
て
ゝ
小
林
を
引
担
き
、
五
六
間
抛
出
し
た
る
に
て
、
是
を
視
た
る
立
合
人
及
一
方
の
安
ハ
無
論
、
上
座
に
在

り
た
る
主
候
（
侯
）を
始
め
、
何
れ
一
座
の
諸
士
只
管
唯
の
無
法
な
る
を
怒
罵
せ
さ
る
な
し
、
抛
出さ
れた
る
小
林
只
惘
然
た
り
、
殊
に
主

候（侯
）の
怒
り
甚
し
く
、
手
打
に
も
せ
ん（
と
脱
カ
）

す
勢
な
る
に
、
唯
ハ
悠
然
と
し
て
頓
首
し
、
且
曰
、
今
日
の
試
合
若
過
て
安
か
負
と
な
ら

ん
乎
、
惟
り
本
藩
人
な
き
を
示
す
の
み
な
ら
す
、
支
藩
赤
穂
の
恥
辱
な
ら
す
と
せ
す
、
故
に
突
然
途
中
に
手
出
し
ゝ
た
る
ハ
、

立
合
人
双
方
に
花
を
持
た
せ
ん
か
為
め
な
り
、
是
に
於
て
幸
に
互
角
と
あ
ら
ハ
、
罪
ハ
某
に
あ
り
て
、
彼
立
合
人
に
あ
ら
す
、

某
を
存
分
の
罪
科
に
行
ハ
れ
て
可
な
り
、
而
れ
と
も
凡
士
の
戦
場
に
在
る
や
、
横
合
よ
り
飛
ひ
出
て
ゝ
朋
友
の
危
急
を
救
ふ
こ

と
其
例
乏
し
と
せ
す
、
彼
小
林
に
し
て
格
別
の
剣
客
な
ら
ん
に
ハ
、
是
等
の
用
意
あ
る
へ
き
に
、
某
を
し
て
是
を
敢
て
せ
し
む

る
の
間
あ
ら
し
め
し
ハ
、
返
へ
す
返
へ
す
も
未
熟
の
致
す
所
な
り
と
思
ハ
る
、
依
て
考
れ
ハ
、
小
林
ハ
敢
て
高
禄
に
て
召
抱
へ

ら
る
へ
き
価
直
の
士
に
非
る
な
り
と
臆
面
な
く
述
る
に
よ
り
、
主
候
（
侯
）始
め
一
座
の
者
其
分
疏
の
理
あ
る
に
感
し
け
る
、
是
に
反

し
小
林
ハ
面
目
を
失
し
、
其
夜
蜜
（
密
）か
に
脱
し
去
り
、
後
上
杉
に
仕
へ
た
り
、
元
禄
十
五
年
吉
良
に
事
あ
る
や
、
小
林
ハ
上
杉
よ

り
の
附
人
と
し
て
同
邸
に
在
り
、
無
類
の
働
作
を
為
し
、
中
に
も
安
と
唯
と
に
当
り
、
互
ひ
に
名
を
掲
け
て
劇
し
く
角
逐
し
、

遂
に
二
人
の
為
め
に
撃
れ
殪
る

夫
れ
人
の
潔
き
所
以
の
も
の
ハ
、
節
の
み
千
万
の
富
貴
を
積
む
と
雖
も
、
節
に
し
て
之
を
缺
か
ハ
腐
虫
な
る
の
み
、
何
か
に
技
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倆
抜
群
な
り
と
雖
も
、
何
の
祟
ふ
へ
き
所
あ
ら
ん
、
小
林
の
如
き
出
処
を
失
す
る
か
為
に
、
後
世
に
称
せ
ら
れ
す
、
而
れ
と
先

き
に
ハ
節
の
為
に
屈
し
、
後
に
ハ
節
の
為
に
死
す
、
寧
ろ
深
く
之
を
憐
ま
さ
る
へ
け
ん
や
、
唯
と
安
と
に
於
て
ハ
世
自
ら
公
論

あ
り
、
今
是
を
言
ふ
の
要
な
し

○
大
西
郷
ハ
国
家
の
元
勲
な
り
、
不
幸
賊
名
を
負
て
殪
る
、
後
朝
廷
優
詔
し
て
位
階
を
賜
り
、
其
子
父
蔭
に
よ
り
候
（
侯
）爵
に
列
す
、

国
家
の
彼
を
遺
れ
さ
る
所
以
な
り
、
而
れ
と
も
彼
地
下
に
甘
受
す
る
や
否

○
見
地
何
か
に
明
白
に
し
て
機
鋒
峻
峭
な
る
も
、
境
界
便
ハ
ち
処
心
の
卓
抜
不
羈
な
く
ん
ハ
、
大
に
欠
る
所
あ
る
に
似
た
り
、

見
地
明
白
に
し
て
処
心
卓
抜
な
れ
ハ
申
分
な
け
れ
と
も
、
両
者
其
一
に〻
偏
し
て
ハ
何
れ
を
採
る
と
せ
ん
乎
、
寧
ろ
処
心
の
五
月

蝿
か
ら
さ
る
に
左
袒
せ
ん
と
欲
す
、
世
往
々
に
見
地
明
白
な
れ
と
も
、
境
界
汚
悪
な
る
か
為
め
、
棄
て
ら
る
ゝ
者
些
し
と
せ
す

○
古
鏡
照
心
と
云
、
何
そ
必
す
し
も
経
典
に
局
せ
ん
、
裨
史
小
説
よ
り
以
下
陋
巷
の
俚
語
と
雖
も
、
放
棄
し
難
き
趣
味
あ
る
も

の
、
敢
て
些
な
し
と
せ
す
、
資
用
し
て
我
屋
裏
の
物
と
な
し
、
分
明
に
咀
嚼
し
て
胃
底
に
嚥
下
す
れ
ハ
没
量
の
滋
味
と
な
り
、

栄
養
の
成
分
と
な
る
へ
し
、
所
謂
酥
酪
を
変
し
て
醍
醐
と
な
す

○
神
社
仏
閣
に
て
発
行
頒
給
す
る
御
符
守
札
の
類
、
伊
勢
大
廟
を
始
め
何
れ
の
地
に
て
多
く
定
価
を
付
し
、
販
売
物
と
な
す
、

往
昔
ハ
参
詣
人
か
恭
し
く
之
れ
か
授
与
を
請
ふ
と
共
に
、
若
干
の
志
納
銭
ハ
報
賽
の
至
誠
を
表
彰
せ
ん
か
為
に
奉
納
し
た
る
も

の
也
、
此
く
し
て
こ
そ
神
明
仏
陀
の
威
徳
も
奇
し
か
る
へ
き
に
、
今
の
如
く
宝
符
の
大
小
に
よ
り
て
価
格
に
昂
低
あ
る
か
如
き

に
至
り
て
ハ
、
其
威
霊
を
汚
損
し
奉
る
の
み
に
止
ら
す
、
一
種
卑
陋
な
る
心
地
に
禁
へ
す
、
改
正
の
要
あ
り
と
す

○
風
致
者
天
然
の
美
を
存
し
、
俗
界
の
造
作
を
離
れ
た
る
を
貴
し
と
す
、
伊
勢
大
廟
の
如
き
、
神
代
の
古
よ
り
斧
斤
を
加
へ
た

る
痕
な
き
老
樹
の
亭
々
た
る
、
言
語
に
絶
し
て
神
々
し
き
心
地
す
、
加
茂
・
春
日
・
八
幡
等
皆
是
な
り
、
寺
院
の
如
き
尽
く
然

り
、
天
然
の
境
致
を
占
め
、
人
工
に
依
る
こ
と
な
く
し
て
其
美
を
恣
に
す
る
者
、
自
ら
四
禅
に
遊
ふ
の
想
あ
ら
し
む
、
爾
る
に

 

に
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公
園
也
、
神
苑
也
等
云
る
名
の
下
に
、
俗
気
満
々
た
る
小
巧
を
施
為
し
、
天
然
の
美
却
て
傷
残
せ
ら
る
ゝ
に
似
た
る
も
の
あ
り
、

豈
に
神
霊
の
為
に
感
慨
を
奉
る
に
踟
蹰
せ
ん
や

○
門
標
に
某
老
師
碧
岩
録
提
唱
の
榜
示
あ
り
、
一
日
去
て
其
提
唱
を
聴
く
、
第
一
則
を
挙
揚
す
、
本
則
よ
り
雪
竇
の
頌
古
及
圜

悟
の
垂
示
評
に
至
る
、
弁
々
流
れ
倒
瀉
の
如
く
、
巧
み
に
舌
端
を
鼓
動
す
、
爾
れ
と
も
始
終
只
是
一
片
の
義
解
の
み
、
話
頭
糟

粕
の
み
、
恰
か
他
の
売
講
者
に
類
す
、
毫
も
祖
師
意
を
揮
攉
す
る
に
非
す
、
死
蛇
を
弄
し
て
活
竜
た
ら
し
む
る
の
手
段
な
し
、

是
を
聴
く
者
果
し
て
何
等
の
用
そ〻
了〻
々〻
た〻
る〻
の〻
如〻
し〻
、
予
蜜
（
密
）に
之
を
憐
む

○
生
者
必
滅
会
者
常
離
と
ハ
言
へ
、
死
の
極
よ
り
悲
し
き
ハ
な
し
、
其
中
死
す
へ
き
当
然
の
寿
を
以
て
滅
に
就
く
ハ
ま
た
し
も

の
こ
と
な
れ
と
、
縦
令
理
に
於
て
ハ
死
す
る
其
時
そ
、
便
ち
当
然
の
死
期
な
り
と
、
或
ハ
暁
ら
め
得
へ
け
ん
も
、
死
す
へ
か
ら

さ
る
死
を
急
く
程
悲
み
多
き
ハ
無
る
へ
し
、
且
夫
吾
人
の
至
情
ハ
畢
く
虚
影
の
み
、
唯
死
に
臨
み
て
ハ
虚
影
全
く
尽
て
天
真
流

露
せ
り
、
近
松
か
作
曲
中
に
も
心
中
物
の
多
き
、
蓋
彼
か
人
生
の
至
情
を
曲
露
し
、
表
白
す
る
上
よ
り
看
て
、
其
死
す
へ
か
ら

さ
る
人
の
為〻
に
死
す
へ
き
特
態
を
画
出
し
、
以
て
天
真
独
露
一
片
の
赤
衷
を
動
作
と
言
詞
の
上
に
現
ハ
し
ゝ
も
の
な
る
へ
し

○
明
治
八
年
頃
、
大
教
院
と
云
る
廃
せ
ら
れ
て
、
神
仏
各
分
立
し
、
東
京
各
所
に
各
宗
各
派
割
拠
し
て
旗
織
を
建
て
た
り
、
臨

済
宗
ハ
関
無
学
管
長
た
り
、
今
北
洪
川
大
僧
校
長
た
り
、
後
ろ
に
ハ
由
利
滴
水
・
荻
野
独
園
・
釈
越
渓
の
諸
師
あ
り
、
曹
洞
宗

に
ハ
久
我
環
渓
・
諸
岳
奕
堂
、
其
下
に
青
蔭
・
滝
谷
の
豪
あ
り
、
天
台
宗
に
赤
松
・
石
泉
・
唯
我
の
諸
師
あ
り
、
真
言
宗
に
ハ

獅
岳
・
雲
照
・
高
幢
・
大
崎
等
あ
り
、
浄
土
宗
に
ハ
鵜
飼
・
福
田
等
あ
り
、
日
蓮
宗
に
ハ
新
居
あ
り
、
真
宗
に
常
磐
井
・
花
園

及
光
勝
等
、
下
に
大
洲
等
の
雄
あ
り
、
今
都
て
亡
す
、
各
宗
派
今
昔
の
感
な
く
し
て
可
な
ら
ん
や

○
東
京
本
郷
台
よ
り
上
野
台
の
辺
り
に
ハ
千
規
多
く
翺
翔
し
、
昼
日
其
音
に
饜
く
、
彼
一
片
残
月
の
下
に
啼
き
、
復
ひ
耳
を
傾

く
る
も
去
て
迹
な
き
そ
、
奇
賞
す
な
る
に
喧
ま
し
く
、
聞
く
に
至
り
て
ハ
雀
噪
鴉
鳴
と
、
一
般
五
月
蝿
く
転
た
人
事
に
同
矣

を
感
受
す
る
乎

 

将
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「
□
（
欄
外
）
歌
に
□
宇
な
か
て
か
な
□
ぬ
こ
と
な
れ
ハ
□
か
う
遠
人
か
□
て
ハ
夜
更
て
」

○
杜
鵑
花
ハ
余
り
優
賞
す
へ
き
も
の
に
非
す
、
花
弁
の
凋
委
す
る
や
、
蘂
を
枝
頭
に
残
留
し
、
花
片
尚
ほ
凋
み
て
之
れ
に
貼
す
、

痴
漢
か
物
に
固
執
す
る
略
一
般

○
或
時
夢
に
人
あ
り
、
白
刃
を
揮
て
吾
人
心
下
に
擬
す
、
吾
人
仰
視
し
、
其
人
に
謂
て
曰
、
吾
に
一
言
あ
り
、
少
時
之
を
放
て

と
、
其
人
刃
を
外
す
、
忽
然
と
し
て
覚
む
、
尚
ほ
動
悸
あ
り
、
予
於
之
乎
、
予
か
平
常
を
疑
著
す

○
文
明
の
利
器
舟
車
の
便
を
仮
る
に
就
て
、
屢
不
便
を
感
す
る
ハ
吾
人
僧
家
の
直
裰
な
り
と
す
、
裳
に
締
り
の
な
き
、
袖
の
比

較
的
闊
大
な
る
に
在
焉
、
殊
に
多く
ハ品
質
の
脆
弱
な
る
、
経
済
上
よ
り
打
算
し
て
不
利
な
る
も
の
な
り
、
之
を
改
良
し
て
優
美
を

失
ハ
す
、
而
も
持
久
に
勝
へ
て
廉
価
に
調
製
す
る
の
方
法
な
き
乎

○
海
外
に
一
歩
出
れ
ハ
、
何
れ
の
孤
島
と
雖
も
日
本
産
の
売
春
婦
あ
ら
さ
る
地
な
し
、
是
を
視
て
以
て
吾
人
同
胞
の
汚
辱
な
り

と
す
、
爾
れ
と
も
無
一
物
の
売
春
婦
、
彼
僥
倖
に
し
て
資
産
を
獲
得
す
る
者
些
な
し
と
せ
す
、
小
に
し
て
も
毎
年
或
ハ
毎
月
己

か
故
郷
に
父
母
の
許
に
若
干
宛
の
送
金
を
為
す
も
の
多
し
と
云
、
且
つ
彼
行
て
群
を
為
す
に
従
ひ
、
彼
か
需
用
の
為
め
日
用
の

雑
貨
を
供
給
す
る
よ
り
し
て
、
終
に
本
邦
産
物
の
輸
出
を
開
き
、
意
外
に
も
想
不
到
地
に
物
品
の
販
路
を
得
た
り
と
聞
く
に
至

り
て
ハ
、
彼
売
春
婦
と
雖
も
敢
て
侮
る
へ
か
ら
す

○
島
国
根
性
と
ハ
其
襟
宇
の
寛
闊
な
ら
さ
る
を
嘲
る
も
の
な
り
、
足
一
と
度
海
外
に
出
て
ゝ
、
各
邦
各
土
の
人
と
交
り
、
又
ハ

各
邦
各
土
に
至
る
に
及
ふ
や
、
邦
域
の
大
小
疆
土
の
汎
局
に
依
り
、
人
物
風
度
に
偏
僻
寛
闊
の
差
あ
る
こ
と
を
視
る
へ
し
、
自

ら
陰
か
に
慚
愧
す
る
こ
と
多
し
、
又
他
の
為
め
に
哀
憐
の
情
を
禁
し
得
さ
る
こ
と
鮮
な
し
と
せ
す

○
北
米
航
路
に
二
十
余
昼
夜
も
費
し
た
る
も
、
今
ハ
十
二
三
日
に
減
し
、
欧
洲
航
程
の
六
十
日
も
西
亜
鉄
路
を
経
れ
ハ
、
莫
科

よ
り
十
二
三
日
に
し
て
烏
港
に
達
し
、
烏
港
よ
り
三
日
な
ら
さ
る
正
に
敦
賀
に
著
す
へ
し
、
一
百
日
も
費
す
の
預
期
あ
れ
ハ
、
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世
界
大
抵
の
都
市
及
附
近
の
名
所
大
略
巡
覧
す
る
こ
と
を
得
へ
し
、
更
に
加
ふ
る
に
、
廿
日
間
を
以
て
せ
ハ
支
那
印
度
も
大
半

ハ
到
り
観
る
へ
し
、
抑
も
五
洲
の
大
此
の
如
く
縮
み
た
り
、
今
よ
り
数
年
の
后
、
更
に
何
か
な
る
程
度
ま
て
経
緯
を
短
促
し
得

る
や
、
人
智
の
進
む
や
予
測
す
る
に
苦
し
む

○
一
身
ハ
需
要
者
な
り
、
万
有
ハ
供
給
者
あ
り
、
需
要
を
充
す
も〻
も
、
又
供
給
を
稟
く
る
に
も
等
し
く
各
義
あ
り
、
義
を
外
に

し
て
ハ
一
介
も
敢
て
取
る
へ
か
ら
す
、
又
敢
て
与
へ
難
し
と
す
、
花
鳥
風
月
ハ
貧
富
を
弐
に
せ
す
、
而
も
之
を
楽
し
む
者
其
楽

し
む
所
以
を
殊
に
す
、
寒
暄
雨
雪
ハ
窮
達
を
以
て
別
に
せ
す
、
而
も
之
れ
に
遇
ふ
も
の
其
遇
ふ
所
に
於
て
感
を
別
に
す
、
依
る

所
只
夫
義
乎
、
渺
茫
た
る
宇
宙
の
間
何
く
に
往
く
と
し
て
か
、
吾
人
独
立
独
行
の
地
な
か
ら
す
や

○
人
生
の
悲
観
ハ
孤
立
に
在
焉
、
最
大
の
快
美
ハ
独
立
に
在
焉
、
嗚
呼
独
立
乎
、
孤
立
乎
、
類
を
同
し
く
す
る
も
迹
を
同
し
く

せ
す

○
宮
居
の
崇
高
な
る
を
視
さ
れ
ハ
、
争
か
皇
帝
の
尊
厳
を
知
る
こ
と
を
得
ん
、
往
年
京
都
禁
闈
の
荘
重
な
る
、
将
た
江
戸
の
雄

壮
な
る
、
旧
図
に
就
て
之
を
視
、
且
之
を
想
ふ
毎
に
感
慨
の
念
転
た
禁
し
難
し

○
国
家
組
織
の
本
位
に
個
人
あ
り
、
社
会
あ
り
、
利
害
未
た
何
れ
に
在
り
や
判
定
す
へ
か
ら
す
、
抑
意
を
正
し
身
を
修
め
家
を

斉
へ
天
下
を
治
む
る
者
、
是
個
人
な
り
、
治
者
に
党
あ
り
、
農
に
団
あ
り
、
工
商
に
組
合
あ
り
、
乃
至
一
邦
の
主
権
者
も
多
数

民
衆
の
撰
挙
投
票
を
以
て
之
を
定
む
、
是
社
会
な
り
、
前
者
ハ
東
洋
主
義
な
り
と
謂
ハ
ヽ
、
後
者
ハ
西
洋
主
義
と
謂
ハ
ん
、
両

者
の
由
る
所
各
長
短
あ
り
、
長
を
採
り
て
短
を
補
ふ
、
素
と
よ
り
機
宜
所
を
得
た
り
と
雖
も
、
短
に
就
き
て
長
を
害
せ
ん
と
す

る
場
合
、
多
く
是
を
視
る
を
何
か
に
せ
ん
、
前
途
多
感
な
き
こ
と
能
ハ
す

○
世
謂
ふ
、
吾
人
ハ
多
く
文
明
の
皮
相
を
輸
入
せ
り
と
、
請
問
ふ
、
彼
に
文
明
の
骨
肉
と
云
る
も
の
あ
り
や
、
若
在
矣
と
す
れ

ハ
、
識
者
何
そ
一
片
の
肉
を
分
配
す
る
を
吝
む

 

に
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○
松
柏
生
し
、
荊
棘
老
ひ
、
雑
草
百
花
斉
し
く
叢
生
し
、
禽
獣
魚
鼈
よ
り
延
て
人
類
に
及
ふ
ま
て
、
目
を
遊
ハ
し
め
思
を
娯
し

ま
し
む
る
も
の
、
目
け
て
苑
と
云
、
好
醜
美
悪
を
論
せ
す
、
只
管
和
合
し
て
均
一
同
住
す
る
、
是
を
僧
苑
と
称
す
と
ハ
古
人
の

言
ふ
所
な
る
か
、
今
の
世
都
市
至
る
所
に
公
苑
を
設
け
、
又
神
苑
な
と
ゝ
云
る
も
あ
り
、
文
王
の
囿
た
る
の
意
乎
、
蓋
其
名
の

美
な
る
、
却
て
実
の
是
に
伴
ふ
あ
り
や

○
拈
し
来
れ
ハ
瓦
礫
「
礫
（
欄
外
）」
も
是
黄
金
と
、
又
礦
物
直
ち
に
燃
油
と
ハ
な
る
へ
か
ら
す
、
若
干
の
人
工
と
化
学
の
作
用
と
相
期

し
て
精
製
し
、
創
め
て
暗
を
相
く
る
明
と
な
り
、
物
を
熟
（
熱
カ
）
す
る
火
と
な
り
、
重
き
を
扛
く
る
動
力
と
な
る
、
瓦
礫
直
ち
に
黄
金

た
る
に
非
す
、
是
を
拈
し
て
左
右
其
原
に
随
ひ
、
茲
に
黄
金
の
用
を
為
す
へ
き
な
り
、
神
仙
ハ
黄
金
を
烹
て
不
老
不
死
の
妙
薬

を
製
す
と
云
、
蓋
此
間
の
消
息
を
洩
し
た
る
も
の
な
る
へ
し
、
人
生
凡
て
此
の
如
し
、
瓦
礫
を
拈
し
て
黄
金
と
な
す
の
技
倆
な

か
る
へ
か
ら
す

○
一
波
鼓
す
れ
ハ
千
濤
動
き
、
一
電
射
れ
ハ
長
空
震
ふ
、
壮
絶
又
又
快
絶

○
一
国
の
大
事
ハ
個
人
の
安
危
に
関
す
、
爾
か
る
に
他
の
大
邦
強
国
と
角
逐
輸
嬴
を
決
す
る
に
当
り
、
中
に
介
し
て
利
私
を
営

む
者
多
矣
、
嗚
呼
悪
く
む
へ
し

○
何
か
に
僧
儀
殊
勝
な
り
と
雖
も
、
道
義
を
弁
し
宗
盟
厚
か
ら
さ
れ
ハ
、
賞
す
る
の
価
直
な
か
る
へ
し

○
酒
ハ
仏
是
を
制
し
、
禁
戒
中
の
一
に
加
へ
ら
れ
た
れ
ハ
、
之
を
飲
用
セ
さ
る
に
ま
し
た
る
こ
と
な
け
れ
と
、
我
邦
俗
往
古
よ

り
一
種
の
習
慣
と
し
て
寺
門
に
て
用
ゆ
る
も
妨
け
な
き
こ
と
な
れ
ハ
、
飲
用
し
た
れハと
て
敢
て
怪
し
む
に
足
ら
す
、
多
く
飲
み
、

少
し
く
飲
む
、
素
と
よ
り
其
人
各
自
の
計
量
あ
る
こ
と
な
れ
ハ
、
多
け
れ
ハ
と
て
之
を
悪
く
み
、
又
強
て
節
制
を
侑
む
る
に
も

及
ハ
さ
る
へ
し
、
所
要
ハ
只
酒
に
呑
ま
れ
さ
る
に
あ
り
、
爾
り
と〻
て〻
酒
に
呑
ま
れ
さ
れ
ハ
と
て
、
仏
事
法
用
の
席
な
と
に
て
僧

侶
の
酔
態
を
呈
す
る
も
余
り
視
て
心
地
好
き
も
の
に
非
す

な
か
ら
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○
曰
、
西
国
三
十
三
の
霊
場
、
曰
、
四
国
八
十
八
所
、
曰
、
坂
東
何
所
等
、又是
縮を
め
て
各
邦
各
別
に
あ
り
、
曰
、
何
国
三
十
三

所
又
八
十
八
所
と
、
亦
復
是
を
縮
め
て
一
郡
一
郷
及〻
至
一
里
の
中
に
之
を
設
置
し
、
縮
得
て
又
縮
め
、
一
嶺
一
谷
の
間
に
於
て

一
二
時
間
を
消
し
て
八
十
八
所
及
三
十
三
所
を
順
礼
せ
し
め
了
す
へ
し
、
何
等
の
便
利
方
便
そ
、
而
し
て
観
音
と
空
海
と
対
立

し
て
世
に
応
す
、
何
等
の
勝
縁
そ
、
人
迹
不
到
の
処
別
に
天
地
を
拆
き
、
邦
土
を
し
て
聚
落
を
成
さ
し
む
る
も
の
、
便
是
不
言

の
至
化
と
や
謂
ハ
ん

○
一
家
離
散
し
て
父
母
に
永
訣
し
た
る
ハ
八
歳
の
時
に
て
、
受
業
の
寺
門
廃
毀
せ
ら
れ
て
師
も
亦
歿
し
、
孤
身
煢
々
た
る
ハ
廿

一
歳
の
時
な
り
、
而
し
て
五
十
五
歳
、
全
く
衣
食
住
を
奪
ハ
れ
、
天
地
の
間
に
放
浪
せ
り
、
予
か
不
幸
な
る
者
如
此
矣
、
遺
骨

を
保
持
し
て
世
に
存
す
、
従
是
后
果
し
て
如
何
ん
、
只
自
道
心
の
堅
固
な
ら
ん
こ
と
を
祈
る
の
み

○
世
人
ハ
何
か
に
下
評
す
る
か
ハ
関
す
る
所
に
あ
ら
す
、
吾
人
ハ
仏
道
の
為
め
、
是
法
の
為
め
、
最
大
最
善
最
勝
最
利
な
り
と

信
し
た
る
こ
と
を
施
行
し
た
りし也
、
而
し
て
又
多
数
の
人
に
代
り
て
最
劇
最
痛
の
苦
し
み
を
受
け
し
也
、
其
間
毫
末
も
私
欲
私

念
な
か
り
し
也
、
一
点
も
疚
し
き
こ
と
あ
る
こ
と
な
し
、
百
年
の
後
知
る
者
ハ
自
ら
知
ら
ん

○
幼
時
、
師
に
従
か
い
朝
熊
岳
に
登
り
、
翠
嶂
万
仭
の
上
に
屹
立
し
、
東
に
向
ヘ
ハ
蒼
海
空
闊
な
り
、
須
臾
に
し
て
髣
髴
た
る

富
士
空
に
現
し
、
忽
ち
に
し
て
紅
暾
光
を
射
る
、
其
壮
其
快
其
美
其
大
蓋
言
句
に
絶
す
、
此
時
而
か
も
下
界
未
た
明
け
す
、
烔

霧
緲
々
た
り
、
時
に
七〻
歳
な
り
、
老
て
尚
ほ
当
年
の
景
色
を
忘
る
ゝ
こ
と
能
ハ
す

○
叢
林
に
て
紀
綱
寮
の
頭
首
ハ
最
も
人
撰
を
要
す
、
梅
谷
碧
岩
会
二
百
余
僧
の
聚
会
あ
り
、
大
衆
予
を
推
し
て
頭
首
た
ら
し
め
、

師
家
亦
之
を
可
す
、
固
辞
す
れ
と
も
容
る
さ
れ
す
、
遂
に
事
に
当
る
、
時
に
廿
一
歳
な
り
、
只
夫
至
誠
至
勉
を
要
す
る
の
み

○
師
親
長
上
ハ
勿
論
、
友
人
よ
り
賜
り
た
る
信
書
ハ
拝
閲
の
後
一
括
し
て
之
を
保
存
す
、
其
中
の
文
言
、
或
ハ
他
人
の
眼
に
触

れ
て
不
可
な
る
も
の
ハ
之
を
焼
棄
す
る
も
可
矣
、
多
く
保
存
し
け
る
信
書
を
以
て
屏
風
襖
な
と
に
張
り
、
常
に
座
右
に
置
て
之
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れ
に
対
し
往
時
を
追
想
す
る
や
、
転
趣
味
あ
り

詩
歌
の
如
き
ハ
推
敲
潤
色
を
経
た
る
も
の
多
く
、
中
に
情
真
を
失
す
る
こ
と
な
し
と
も
限
ら
す
、
信
書
に
至
り
て
冷
熱
の
切
情

露
破
し
て
窮
る
こ
と
な
し

○
詩
文
章
一
度
綴
り
た
る
後
、
浄
書
し
て
函
底
に
存
し
、
数
日
を
経
て
之
を
閲
れ
ハ
、
必
不
穏
の
字
句
あ
る
こ
と
多
か
る
へ
し
、

修
正
し
て
収
め
、
又
復
日
を
経
て
之
を
閲
し
、
及
修
正
す
る
こ
と
例
の
如
く
し
、
此
く
幾
回
と
な
く
限
り
な
く
之
を
行
ふ
、
趣

味
あ
る
こ
と
に
こ
そ

○
或
雑
誌
に
投
書
せ
ん
こ
と
を
依
嘱
せ
ら
れ
、
刊
期
切
迫
す
る
や
督
促
を
受
け
、
一
夜
作
り
の
腹
稿
を
走
り
書
し
て
之
を
寄
贈

せ
り
、
痛
く
自
ら
其
軽
薄
な
る
を
辱
る
と
共
に
、
凡
雑
誌
な
と
の
世
に
貴
重
せ
ら
る
ゝ
も
の
多
か
ら
さ
る
を
感
す

○
人
聖
賢
に
あ
ら
さ
れ
ハ
必
短
長
あ
り
、
吾
人
ハ
其
長
を
視
て
之
を
信
し
之
を
用
ゆ
、
後
其
人
の
短
を
露
ハ
し
、
延
て
吾
人
を

傷
つ
く
、
往
々
悔
ゆ
る
こ
と
あ
り
、
爾
か
も
及
ハ
す
、
是
吾
人
の
弊
な
り
、
不
明
な
り

○
舁
き
昻
ら
る
れ
ハ
従
て
極
に
達
す
へ
し
、
蹴
落
さ
る
れ
ハ
忽
ち
底
に
沈
む
へ
し
、
是
吾
人
の
本
領

○
予
か
袈
裟
直
裰
の
類
よ
り
手
廻
の
家
具
等
、
見
積
り
価
格
凡
千
余
円
な
る
も
の
、
三
十
八
年
五
月
中
の
こ
と
な
り
き
、
当
時

浪
々
の
身
な
れ
ハ
、
是
を
封
括
し
て
竜
泉
庵
倉
庫
に
預
け
置
た
り
し
に
、
何
時
の
頃
に
や
、
何
人
か
之
を
掠
奪
し
去
り
一
物
も

亦
存
せ
す

後
日
之
を
聞
く
、
時
の
教
務
本
所
な
る
天
沢
文
雅
・
虎
渓
筦
応
・
菊
池
清
隠
・
関
鉄
堂
・
東
海
憲
道
等
の
東
海
猷
禅
と
謀
り
、

釈
宗
活
に
迫
り
掠
取
を
為
し
た
る
な
り
と
そ

○
丈
六
の
二
王
ハ
門
牆
六
尺
の
柵
に
住
み
、
指
大
の
本
尊
ハ
廿
五
間
四
面
の
大
厦
に
坐
す
、
此
事
以
て
向
上
の
旨
に
況
ふ
へ
し

○
吾
人
ハ
茶
人
の
態
度
と
其
動
止
の
窮
屈
な
る
と
、
或
者
の
骨
董
商
的
な
る
を
慊
焉
す
る
を
以
て
茶
道
を
愛
せ
す
、
畢
竟
愛
せ
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さ
る
か
故
に
窮
屈
に
想
ハ
る
ゝ
な
り
、
且
骨
董
品
に
対
す
る
情
味
も
感
し
得
さ
る
な
り
、
殊
に
其
茶
人
の
態
度
の
多
く
閑
雅
な

ら
さ
る
を
嫌
ふ
な
り
、
爾
れ
と
も
茶
道
に
志
す
と
き
ハ
、
日
用
瑣
末
の
器
具
を
取
扱
に
も
、
又
戸
障
子
の
開
閉
に
も
自
然
落
付

の
出
来
る
ハ
妙
と
謂
ふ
へ
し
、
殊
に
器
具
を
見
立
て
応
用
自
在
な
る
ハ
蓋
此
道
の
一
長
処
な
ら
ん
乎

○
無
銘
の
短
剣
一
口
あ
り
、
亡
父
の
遺
物
に
て
血
付
の
物
な
り
、
函
底
に
蔵
匿
し
、
時
々
ハ
之
を
撿
す
、
凜
々
た
る
光
芒
其
懐

か
し
き
こ
と
限
り
な
し
、
惟
夫
懐
か
し
き
の
み
な
ら
す
、
心
地
悽
愴
を
感
す

○
口
に
忠
君
愛
国
を
標
榜
す
る
も
、
中
に
靖
献
遺
言
的
一
片
の
精
神
を
発
揮
せ
さ
れ
ハ
、
何
の
効
果
も
収
め
難
か
る
へ
し

○
書
ハ
最
も
下
手
な
り
、
幼
時
よ
り
手
習
せ
さ
る
に
依
る
、
左
れ
と
和
漢
古
今
の
法
帖
、
又
有
名
な
る
有
徳
有
道
な
る
人
の
墨

跡
等
之
を
視
る
を
楽
し
み
と
し
、
意
蜜
（
密
）か
に
之
を
欽
慕
す

○
花
道
も
松
月
堂
古
流
を
少
々
ハ
心
得
た
り
し
、
当
時
或
人
か
仏
前
の
献
花
を
為
す
に
付
、
少
し
ハ
心
得
た
る
か
格
好
宜
し
か

る
へ
し
と
勧
め
ら
れ
た
る
に
素
つ
く

○
茶
の
湯
囲
碁
等
屢
次
人
の
侑
む
る
所
あ
り
た
れ
と
、
些
し
く
思
ふ
旨
あ
り
て
之
れ
に
従
ハ
す
、
後
日
或
ハ
学
ひ
置
た
ら
ハ
宜

か
り
し
と
想
ふ
時
も
あ
り
し

○
詩
ハ
師
百
洲
老
人
の
慕
ハ
る
ゝ
に
倣
ひ
て
、
楊
誠
斎
を
本
と
し
、
偈
ハ
遠
く
寂
室
大
智
の
迹
に
鑑
み
、
近
く
ハ
忘
路
集
を
師

と
し
た
り

○
漢
籍
も
一
と
通
り
ハ
渉
猟
し
、
先
日
用
耳
目
の
及
ふ
所
に
差
支
ハ
な
け
れ
と
、
只
其
不
才
を
憾
む

○
内
典
ハ
別
に
師
な
し
、
自
ら
漢
籍
閲
読
の
力
限
り
大
小
経
論
を
解
決
す
る
こ
と
に
努
め
た
り
、
要
す
る
所
ハ
仏
意
祖
意
を
会

す
る
に
在
り

○
坐
禅
も
十
年
程
の
間
た
衆
と
共
に
朝
参
暮
請
し
て
古
則
も
少
々
ハ
調
へ
、
数
次
師
の
熱
喝
瞋
奉
に
接
し
た
れ
と
も
、
人
の
為
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め
に
な
る
程
の
得
力
な
き
を
何
か
に
せ
ん

○
経
論
ハ
坐
禅
工
夫
を
為
す
已
前
に
於
て
研
究
す
へ
し
、
坐
禅
し
て
一
知
半
解
を
得
る
と
き
ハ
、
性
相
や
名
相
を
算〻
へ〻
な〻
す〻
殆

ん
と
迂
遠
と
な
り
て
精
思
研
鑽
す
る
に
懶
し
、
蓋
一
経
一
論
の
大
意
及
要
所
ハ
参
得
し
て
既
に
会
知
す
れ
ハ
な
り
、
左
り
な
か

ら
古
鏡
照
心
と
為
す
へ
き
ハ
格
別
と
す

○
仏
陀
も
祖
師
も
四
弘
願
輪
に
乗
し
て
来
往
し
、
吾
人
も
此
願
輪
に
乗
し
て
此
世
に
在
住
せ
り
、
左
れ
ハ
是
点
に
於
て
ハ
彼
も

此
も
敢
て
径
庭
な
き
も
の
ゝ
如
し
、
惟
夫
彼
ハ
先
覚
に
し
て
此
を
引
接
し
、
此
を
し
て
彼
と
同
等
の
地
位
を
証
せ
し
む
、
彼
の

慈
悲
の
恩
誨
に
酬
ゆ
る
所
以
の
途
必
講
せ
さ
る
へ
か
ら
す

○
仏
に
仏
の
神
通
妙
用
あ
り
、
人
に
人
の
神
通
妙
用
あ
り
、
蠢
動
含
霊
水
土
草
木
よ
り
沙
石
針
芥
の
微
類
に
至
る
ま
て
尽
く
神

通
妙
用
あ
り
て
存
す
、
相
互
の
間
に
神
通
妙
用
を
交
換
し
利
用
し
、
以
て
此
世
界
を
成
立
す
、
而
れ
と
も
悪
し
く
神
通
妙
用
を

応
用
す
れ
ハ
、
仏
も
或
ハ
魔
と
な
り
、
人
も
禽
獣
と
な
り
、
乃
至
沙
石
針
芥
も
遂
に
邪
魔
と
な
る

○
物
価
の
相
場
表
を
覧
て
家
計
を
理
し
、
己
の
費
を
計
理
す
る
、
大
に
善
し
、
若
是
れ
に
よ
り
て
暴
利
を
貪
り
、
奇
利
を
博
せ

ん
と
す
る
ハ
甚
た
悪
く
む
へ
し

○
予
壮
時
某
所
に
投
宿
を
請
ひ
、
雲
水
記
（
投
宿
僧
侶
の
住
所
師
名
及
自
諱
を
自
署
せ
し
む
る
一
種
の
名
簿
）
を
署
せ
し
に
、

主
管
の
役
僧
予
か
署
せ
し
文
字
の
端
正
な
ら
さ
る
を
叱
責
す
る
こ
と
諄
々
焉
た
り
、
予
忽
ち
悔
悟
し
、
爾
来
文
字
を
記
す
に
略

字
省
画
等
を
為
す
こ
と
を
慎
し
み
、
又
努
め
て
文
字
の
斜
歪
せ
さ
る
こ
と
に
注
意
せ
り
、
其
主
管
僧
た
る
四
十
年
前
已
に
物
故

し
、
今
復
見
る
へ
か
ら
す
、
深
く
其
徳
を
思
ふ

○
酒
烔
の
害
あ
る
こ
と
何
そ
必
す
し
も
青
年
者
の
み
に
局
せ
ん
や
、
老
成
人
と
雖
も
、
喫
量
其
度
を
過
く
れ
ハ
啻
に
身
の
累
を

召
ふ
の
み
な
ら
す
、
精
神
亦
昏
耗
す
る
に
至
る
、
所
以
に
一
度
之
を
嗜
好
す
と
も
、
其
害
た
る
こ
と
を
自
省
せ
ハ
、
断
し
て
之

調
す
る
こ
と
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を
禁
す
へ
く
、
已
む
な
く
ハ
節
し
て
可
な
り
、
而
る
を
法
を
制
し
て
以
て
未
丁
年
者
の
用
を
禁
せ
ん
と
す
、
法
治
国
の
為
政
者

な
る
老
婆
心
な
る
も
の
乎
、
一
面
に
於
て
ハ
之
を
謝
し
、
一
面
に
於
て
ハ
其
不
覚
な
る
を
正
さ
す
ん
ハ
あ
ら
す

○
維
新
前
唐
人
と
云
ハ
尊
敬
の
意
味
を
有
し
た
る
に
引
換
へ
、
今
ハ
支
那
人
と
云
ハ
直
に
侮
辱
の
意
を
表
す
、
抑
我
邦
の
文
化

た
る
、
最
古
支
那
の
余
音
を
受
け
、
礼
楽
刑
政
ハ
勿
論
、
風
俗
の
微
ま
て
も
尽
く
彼
か
賜
に
よ
り
て
福
利
得
を
、
且
最
近
の
文

明
も
之
れ
に
よ
り
て
幾
分
の
輸
入
を
得
し
こ
と
を
想
像
せ
ハ
、
生
勝
彼
を
侮
辱
す
る
の
不
当
な
る
、
其
非
或
ハ
吾
に
存
す
と
や

せ
ん
、
廿
七
八
年
戦
役
に
よ
り
彼
か
内
冑
を
見
透
か
さ
れ
し
ハ
余
儀
な
き
こ
と
な
か
ら
、
其
前
年
故
丁
提
督
か
北
洋
艦
隊
を
率

ひ
て
来
り
て
、
神
戸
沖
に
投
錨
し
兵
威
を
視
し
た
る
時
の
感
ハ
如
何
ん
、
彼
を
思
ひ
此
を
考
へ
、
已
往
に
遡
り
将
来
に
及
ヘ
ハ
、

彼
此
の
間
無
量
感
慨
な
き
こ
と
能
ハ
す

○
我
邦
に
来
往
す
る
部
種
の
支
那
人
を
以
て
支
那
を
見
る
ハ
蓋
僻
眼
な
ら
ん
、
況
や
封
域
の
闊
大
な
る
、
富
源
の
夥
き
世
界
当

さ
に
無
比
と
す
、
彼
に
し
て
一
た
ひ
政
度
を
改
め
、
国
力
を
充
実
せ
ハ
、
世
に
覇
た
る
甚
た
難
か
ら
さ
る
へ
し
、
果
し
て
如
何

ん○
往
昔
士
大
夫
の
語
に
、
両
刀
の
手
前
と
云
る
こ
と
あ
り
、
礼
義
廉
恥
皆
両
刀
の
手
前
に
よ
り
て
保
持
せ
ら
る
、
今
文
武
の
官

吏
此
語
あ
る
を
耳
に
せ
す
、
僧
侶
に
も
袈
裟
直
裰
に
対
し
て
と
云
る
語
あ
り
、
是
も
今
多
く
聞
か
す

○
受
業
地
な
る
山
田
常
勝
寺
ハ
明
治
二
年
廃
せ
ら
れ
た
る
か
、
比
較
上
元
と
よ
り
貧
な
る
寺
な
り
、
寺
の
厨
下
一
歳
の
燃
料
ハ

後
丘
一
帯
の
地
に
生
す
る
芒
な
り
、
毎
年
冬
期
に
入
り
、
芒
の
枯
る
ゝ
頃
之
を
刈
取
り
薪
と
な
す
、
凡
三
百
束
、
又
寺
の
境
域

周
囲
多
く
柴
垣
な
り
、
是
も
冬
期
に
至
れ
ハ
毎
年
修
繕
を
要
す
、
之
に
用
ゆ
る
縄
を
要
す
る
こ
と
二
万
尋
に
下
ら
す
、
所
以
に

秋
末
よ
り
冬
初
に
及
て
ハ
毎
夜
生
藁
を
撃
ち
、
縄
を
糾
ひ
、
又
且
く
れ
ハ
鎌
を
手
に
し
て
竹
木
を
縦
横
す
、
手
尖
と
云
ハ
す
、

脚
下
と
云
ハ
す
、
常
に
小
疵
の
絶
へ
た
る
こ
と
な
し
、
是
を
勤
む
る
尽
く
小
僧
の
役
と
し
て
、
時
に
ハ
老
ひ
た
る
師
父
も
役
を
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督
せ
ら
る
、
又
交
番
に
炊
事
に
従
か
ひ
、
且
内
外
の
洒
掃
ハ
各
区
処
を
分
て
之
に
当
る
、
是
も
小
僧
の
役
な
り
、
偶
ま
僕
の
司

る
所
の
米
搗
麦
搗
を
始
め
、
菜
苑
の
耕
耘
も
助
力
せ
さ
る
へ
か
ら
す
、
師
誡
て
曰
、
禅
侶
ハ
如
此
せ
さ
れ
ハ
、
他
日
大
僧
と
な

り
て
叢
林
に
入
り
し
時
迷
惑
す
、
是
以
に
努
力
て
是
事
に
従
ハ
さ
る
可
ら
す
と
、
蓋
師
父
の
慈
悲
、
後
年
大
に
思
ひ
至
る
こ
と

あ
り
、
泣
然
た
る
こ
と
久
矣

○
江
州
日
野
青
源
寺
に
到
り
、
宿
を
乞
ふ
時
既
に
初
夜
な
り
、
蓋
是
日
安
濃
津
（
伊
勢
）
を
発
し
、
土
山
に
宿
せ
ん
と
の
予
定

な
り
し
か
と
も
、
日
晷
尚
ほ
高
き
を
以
て
脚
程
を
延
ハ
し
、
遂
に
是
に
到
れ
る
な
り
、
凡
投
宿
を
乞
ふ
者
必
す
黄
昏
前
な
ら
さ

る
へ
か
ら
さ
る
ハ
、
素
と
よ
り
守
る
へ
き
吾
人
の
規
則
な
る
を
知
ら
さ
る
に
非
す
と
雖
も
、
一
方
に
ハ
日
尚
ほ
高
き
土
山
に
て

投
宿
を
乞
ふ
も
亦
た
許
る
さ
れ
難
き
所
な
る
に
よ
り
、
此
く
ハ
時
に
後
れ
て
是
寺
に
到
る
な
り
け
り
、
却
説
既
に
初
夜
、
何
か

に
陳
し
て
是
を
乞
ふ
も
、
執
事
固
く
執
り
て
容
る
さ
す
、
果
て
ハ
門
端
に
て
一
夜
を
留
止
し
、
墜
露
を
避
け
ん
こ
と
を
以
て
し

た
る
に
、
是
れ
ハ
勝
手
た
る
へ
し
と
て
允
諾
を
得
た
り
、
謝
し
て
門
牆
に
傍
ひ
扉
端
に
至
り
、
複
子
を
卸
し
合
羽
を
出
し
て
敷

物
と
し
、
袈
裟
文
庫
を
前
に
結
跏
し
て
坐
す
、
時
に
秋
月
天
に
懸
り
冷
風
稍
く
襲
ふ
、
澗
泉
近
く
咽
ひ
、
草
虫
荐
り
に
叫
ぶ
、

心
下
湛
々
た
り
と
雖
も
、
些
し
く
飢
餲
の
来
攻
す
る
あ
り
、
爾
れ
と
も
終
日
遠
脚
の
疲
労
ハ
忽
然
と
し
て
予
を
誘
き
、
黒
甜
郷

に
入
ら
し
む
、
暁
鐘
一
撃
覚
め
来
れ
ハ
霜
気
肌
を
刺
す
、
残
月
を
追
て
細
泉
に
面
を
洗
滌
し
、
行
李
を
整
理
し
威
儀
を
具
し
、

復
ひ
厨
下
に
伏
し
て
点
心
を
乞
ふ
時
、
早
き
か
故
に
厨
丁
訝
る
も
の
ゝ
如
し
、
夜
来
門
宿
の
由
を
歴
序
し
、
始
め
て
三
椀
の
淡

粥
を
供
せ
ら
る
ゝ
の
賜
を
受
く
、
其
時
の
快
絶
と
壮
絶
の
別
趣
味
を
感
せ
し
こ
と
今
尚
目
前
に
彷
彿
た
り
、
是
予
十
六
歳
の
秋

の
事
な
り
き

○
往
昔
幾
ん
と
一
閲
年
志
州
の
小
庵
に
寓
す
、
庵
ハ
寒
村
に
在
り
、
村
民
尽
く
男
ハ
漁
し
、
婦
ハ
樵
す
、
如
此
労
動
（
働
）す
る
こ
と

終
年
一
日
も
嘗
て
休
業
せ
す
、
閑
を
伍
す
る
者
迹
を
絶
つ
、
庵
主
三
時
課
誦
、
二
時
粥
飯
の
外
、
又
努
め
あ
る
こ
と
な
し
、
最
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も
無
聊
を
感
す
、
庵
に
四
書
及
唐
詩
選
の
故
本
各
一
部
あ
り
、
何
代
以
前
の
物
た
る
を
知
ら
す
、
鼠
溺
に
汚
れ
た
り
、
其
他
又

読
む
へ
き
物
な
し
、
四
書
と
唐
詩
読
了
れ
ハ
復
首
め
に
反
り
、
幾
回
な
る
を
知
ら
す
、
何
か
に
貴
き
書
に
も
せ
よ
、
如
此
せ
さ

る
可
ら
さ
る
に
至
り
て
ハ
、
殆
ん
と
倦
み
、
且
労
す
、
而
し
て
切
に
交
友
あ
る
の
軽
ん
す
可
ら
さ
る
こ
と
を
感
す

○
内
典
を
読
む
者
末
疏
に
就
て
義
解
を
下
し
、
多
く
経
理
の
主
実
に
通
せ
す
、
蓋
経
の
実
意
に
通
せ
さ
れ
ハ
内
典
を
読
て
何
の

益
あ
ら
ん
や
、
予
意
ふ
、
内
典
を
読
ん
と
せ
ハ
、
首
と
し
て
先
仏
意
を
理
会
す
へ
し
、
一
経
の
主
旨
何
れ
の
時
何
れ
の
所
に
於

て
何
の
為
め
に
説
法
せ
ら
れ
し
や
を
研
究
し
、
又
最
後
に
仏
ハ
何
の
為
に
世
に
出
て
し
か
を
併
せ〻
考
へ
て
、
徹
底
明
白
に
見
解

し
、
而
し
て
義
解
末
疏
に
因
り
参
照
す
へ
し
、
末
疏
な
り
と
て
祖
師
各
一
世
の
汗
血
也
、
必
疎
忽
に
看
過
す
へ
き
に
非
す

○
明
治
廿
四
年
濃
尾
の
震
害
ハ
未
曽
有
の
変
な
り
、
民
間
の
事
ハ
謂
ふ
迄
も
な
く
、
寺
院
の
被
り
し
損
害
の
算
些
少
に
あ
ら
す
、

莫
大
の
復
興
費
以
て
信
徒
檀
徒
に
依
り
て
得
ら
る
へ
き
に
非
す
、
於
之
乎
、
大
洲
（
本
派
）、
渥
美
（
大
谷
派
）、
加
る
に
予
三

人
鳩
首
計
議
の
果
、
宮
内
省
に
請
願
し
、
濃
尾
両
国
被
害
寺
院
修
理
の
為
め
、
熱
田
白
鳥
御
料
貯
木
所
に
保
留
せ
ら
る
ゝ
木
曽

材
十
万
株
を
無
代
価
下
附
せ
ら
る
ゝ
乎
、
若
く
ハ
之
れ
に
代
る
に
金
三
十
万
円
を
頒
賜
せ
ら
れ
ん
乎
を
、
時
の
捴
理
松
方伯
・
内

務
品
川
子
等
の
同
意
を
得
て
、
数
次
宮
内
大
臣
に
請
ひ
奏
上
を
願
た
れ
と
も
、
其
事
遂
に
允
容
せ
ら
る
ゝ
に
至
ら
す
し
て
止
み

た
り
、
後
日
熟
考
す
る
に
、
此
願
に
し
て
允
容
せ
ら
れ
て
、
両
国
の
寺
院
其
恩
賜
に
浴
す
る
に
至
ら
ハ
、
蓋
不
可
謂
の
罪
悪
其

間
に
発
生
し
、
不
測
の
害
ハ
却
て
震
害
よ
り
も
酷
な
る
結
果
を
生
し
た
ら
ん
、
彼
此
想
像
す
る
に
余
り
あ
り
、
当
時
岐
阜
の
疑

獄
、
小
崎
知
事
の
退
官
な
と
に
徴
す
へ
し

○
予
始
て
遊
方
す
、
師
恵
与
す
る
に
金
二
歩
、
以
て
鞋
資
に
充
つ
、
是
を
受
く
る
や
封
着
し
、
筐
底
に
秘
す
、
十
余
年
間
保
存

し
て
未
た
曽
て
其
物
を
改
更
せ
す
、
又
一
人
の
同
志
と
共
に
丹
後
の
文
殊
に
詣
せ
ん
と
す
、
岐
阜
を
発
す
る
に
蒞
み
、
二
人
の

嚢
中
合
し
て
金
二
銖
・
銅
七
十
銭
あ
り
、
行
程
常
に
遺
鞋
を
拾
ひ
て
之
を
用
ゆ
、
前
後
往
復
四
十
日
余
を
費
し
、
岐
阜
に
還
り

 

し
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て
所
持
金
を
算
す
る
に
、
余
す
所
尚
ほ
五
百
六
十
銭
を
得
た
り
、
二
人
顧
て
一
笑
す
、
是
時
金
一
銖
の
小
銀
ハ
当
銭
四
百
な
り

き○
予
壮
時
麻
衲
一
領
を
新
調
せ
ん
と
す
、
価
格
金
一
歩
一
銖
強
を
要
す
、
春
秋
二
期
の
制
間
暇
を
乞
ひ
、
四
十
日
余
独
行
分
衛

し
て
所
弁
を
了
し
得
た
り
、
一
歩
一
銖
当
銭
二
貫
九
百
文
也

○
一
叔
母
あ
り
、
尾
張
国
中
島
郡
山
崎
に
在
り
、
家
世
医
を
業
と
す
、
母
性
淳厚に
し
て
倹
な
り
、
躬
ら
栽
培
し
、
木
綿
を
採
取

し
、
之
を
紡
し
、
之
を
績
し
、
且
之
を
染
め
て
機
に
上
し
、
又
裁
し
て
一
領
の
直
裰
と
な
し
、
為
に
之
を
贈
る
、
予
是
を
受
て

悲
喜
到
ら
さ
る
な
く
、
丁
重
に
襲
用
し
、
二
十
年
余
其
恩
袍
に
接
し
た
り
、
母
四
十
歳
な
ら
さ
る
に
逝
く
、
法
名
を
蓮
城
院
智

香
と
云
、
想
て
此
に
及
ふ
毎
に
涕
泗
下
る
を
覚
へ
す

○
廿
七
八
年
戦
役
の
時
、
或
衛
戌
病
院
に
後
送
患
者
の
慰
問
に
赴
く
、
壮
丁
の
負
傷
し
て
半
ハ
不
具
と
な
り
た
る
者
を
看
て
、

坐
ろ
に
不
憫
の
情
禁
し
難
く
、
中
に
ハ
老
父
母
又
妻
児
等
の
傍
ら
に
看
護
し
つ
ゝ
あ
る
を
見
て
ハ
一
層
悲
哀
の
感
深
か
ゝ
り
し

か
、
末
後
一
室
に
花
柳
病
に
罹
り
た
り
と
云
る
一
団
の
病
者
を
視
て
ハ
、
殆
ん
と
挨
拶
の
語
も
出
し
能
ハ
さ
る
に
至
る
、
夫
慰

問
者
に
在
り
て
ハ
患
者
平
等
に
為
す
ハ
当
然
の
事
な
れ
と
、
敵
前
に
生
命
を
賭
し
負
傷
し
て
痛
苦
す
る
者
と
、
自
ら
多
く
招
き

て
花
柳
病
に
累
る
者
と
、
両
者
に
対
す
る
情
に
於
て
自
然
径
庭
隔
意
の
生
る
ハ
免
れ
難
き
、
一
種
の
私
情
と
謂
ふ
へ
し
、
吾
人

に
し
口
に
慈
悲
を
談
す
れ
と
も
仏
に
遠
き
、
以
て
推
知
す
へ
し

○
吾
人
の
味
方
と
憑
む
へ
き
者
我
一
身
の
外
な
し
、
一
身
と
雖
も
時
に
吾
人
に
反
対
す
、
蓋
侭
な
ら
ぬ
世
乎

○
幼
時
父
母
に
訣
れ
、
兄
弟
離
れ
、
祖
父
母
・
伯
叔
父
母
あ
る
も
亦
省
せ
ら
れ
す
、
遂
に
決
し
て
僧
と
な
る
後
、
僧
業
屢
全
か

ら
す
と
雖
も
、
衣
食
住
を
失
ハ
す
、
偏
へ
に
如
来
白
毫
の
恩
光
な
り
、
是
を
思
ふ
毎
に
身
ハ
針
の
蓐
に
坐
す
る
か
如
し
、
売
僧

な
り
と
人
ハ
謂
へ
、
只
是
個
の
恩
を
知
る

　
（
て
脱
カ
）
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○
能
あ
り
、
不
能
あ
り
と
云
る
こ
と
ハ
、
他
の
視
て
以
て
下
評
す
る
に
出
る
者
多
く
、
自
ら
能
不
能
を
弁
す
る
者
蓋
鮮
な
し
、

仏
ハ
万
能
た
り
と
雖
も
、
尚
ほ
宿
業
を
回
避
す
る
こ
と
能
ハ
す
、
基
督
に
し
て
万
能
な
ら
ハ
何
必
す
し
も
好
ん
て
磔
に
就
く
こ

と
を
せ
ん
や
、
惟
夫
能
と
不
能
と
を
弁
識
し
て
、
道
義
に
依
り
人
倫
の
大
本
を
明
ら
か
に
せ
ん
こ
と
を
勧
む
る
、
是
主
教
者
導

師
た
る
人
の
本
能

○
竜
泉
厨
下
の
粗
食
を
嘲
る
人
あ
り
、
竜
泉
経
済
の
情
況
を
知
ら
さ
れ
ハ
左
も
あ
る
へ
し
、
外
観
の
美
な
る
に
比
し
内
容
の
窮

迫
な
る
意
外
な
り
、
予
ハ
躬
ら
粗
食
し
て
一
員
に
て
も
多
く
の
徒
弟
を
扶
育
す
る
を
以
て
、
住
持
の
本
分
な
り
と
心
得
て
然
か

せ
し
也

○
衣
服
に
美
を
衒
ふ
こ
と
ハ
予
か
最
も
悪
く
む
所
な
り
、
さ
れ
と
或
ハ
本
山
を
代
表
し
赴
請
せ
る
時
に
、
威
儀
整
清
な
ら
さ
る

為
め
に
、
本
山
の
威
厳
を
損
墜
せ
ん
こ
と
を
畏
れ
て
、
無
已
に
資
力
の
及
ふ
限
り
袈
裟
直
裰
等
に
綺
羅
を
飾
り
た
り
、
而
れ
と

も
是
を
披
す
る
毎
に
忸
怩
た
り
き

○
学
徒
に
科
学
を
研
究
せ
し
む
る
ハ
、
専
ら
布
教
伝
道
の
資
を
弁
せ
し
め
ん
か
為
の
み
、
所
要
ハ
応
灯
二
祖
の
恩
に
加
へ
て
、

我
微
笑
塔
哺
乳
の
慈
に
答
報
せ
ん
の
み
、
自
ら
是
を
信
し
、
常
に
此
義
を
発
揮
す
る
を
努
む

○
竜
泉
に
在
り
て
平
常
朝
課
ハ
曙
光
已
前
に
之
を
畢
る
を
例
と
せ
り
、
人
々
其
夙
起
の
無
益
な
る
を
議
す
る
者
あ
り
た
れ
と
も
、

予
ハ
只
住
持
の
本
分
を
守
る
に
於
て
其
職
を
悉
し
た
る
の
み

○
予
か
御
遺
形
奉
迎
の
為
め
暹
羅
に
向
ひ
た
り
し
ハ
私
好
に
あ
ら
す
、
其
所
由
ハ
或
宗
派
の
間
に
年
来
反
目
し
、
動
も
す
れ
ハ

醜
態
を
暴
露
せ
ん
と
す
、
於
是
乎
、
或
宗
派
よ
り
特
に
是
を
憂
ひ
て
予
に
誘
請
せ
ら
る
ゝ
者
あ
り
、
殊
に
臨
済
各
派
の
注
意
も

あ
り
、
不
得
止
し
て
之
れ
に
応
し
た
る
な
り
、
予
渡
航
の
後
果
し
て
各
宗
派
会
に
於
て
某
々
宗
派
衝
突
の
件
あ
り
、
其
累
延
ひ

て
我
仏
道
の
一
大
和
合
海
を
攪
乱
し
て
復
収
拾
す
へ
か
ら
さ
る
に
至
れ
り
、
幸
に
し
て
海
外
に
汚
辱
を
遺
す
こ
と
ハ
防
止
し
得
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た
る
に
似
れ
と
も
、
内
地
に
存
す
る
潜
慝
の
印
証
ハ
掩
ふ
へ
か
ら
さ
る
を
悲
し
む

抑
御
遺
形
奉
迎
の
主
旨
ハ
、
御
遺
形
の
下
に
内
に
し
て
ハ
各
宗
派
の
統
一
を
慮
り
、
外
に
於
て
ハ
南
北
を
混
融
し
て
用
て
東
洋

同
報
国
の
平
和
を
維
持
せ
ん
こ
と
を
宣
言
せ
し
者
な
れ
ハ
な
り

○
大
菩
提
会
長
の
無
責
任
無
能
な
る
と
、
各
宗
派
委
員
の
不
明
無
識
、
加
る
に
不
誠
不
実
な
る
と
相
期
待
し
て
、
御
遺
形
ハ
強

奪
せ
ら
れ
、
費
用
弁
償
ハ
逋
脱
せ
ら
れ
て
、
全
く
名
古
屋
人
士
の
為
に
欺
瞞
を
逞
し
く
せ
ら
れ
た
り
、
而
れ
と
も
強
て
彼
の
無

能
無
識
を
尤
む
へ
か
ら
す
、
結
局
各
宗
派
管
長
五
十
の
頭
顱
に
節
義
と
廉
恥
の
血
液
な
き
に
依
る
の
み

○
金
銭
出
納
を
司
管
す
る
者
、
世
に
是
を
会
計
と
称
す
る
を
例
と
す
、
予
ハ
思
ふ
に
怪
径
の
文
字
を
充
用
す
る
を
至
当
と
す
へ

し
、
何
ん
と
な
れ
ハ
其
当
事
者
多
く
ハ
或
怪
し
き
小
径
に
出
入
す
る
を
以
て
な
り
、
亦
是
抱
□
者
有
罪
の
類
乎

○
僧
輩
の
用
処
ハ
専
淡
泊
な
る
を
貴
ふ
、
俗
士
に
し
て
僧
の
如
き
ハ
賞
し
て
尚
余
り
あ
り
、
是
に
反
し
て
僧
の
俗
士
に
似
て
俗

よ
り
も
俗
な
る
ハ
嘔
吐
の
気
を
催
す

○
金
銭
の
為
め
に
名
誉
を
犠
牲
に
す
る
あ
り
、
名
誉
の
為
め
に
金
銭
を
散
失
す
る
あ
り
、
名
誉
と
金
銭
ハ
離
る
へ
か
ら
さ
る
関

係
を
有
す
、
而
し
て
又
金
銭
に
窮
す
れ
ハ
名
誉
も
従
て
失
墜
し
、
名
誉
を
失
す
れ
ハ
金
銭
も
亦
縁
を
絶
つ
、
世
多
く
名
誉
と
利

財
に
波
々
役
々
た
る
、
蓋
所
以
あ
る
乎

○
三
十
三
年
政
府
提
出
の
宗
教
法
案
ハ
、
我
邦
固
有
仏
道
各
宗
派
の
慣
例
を
壊
敗
し
た
る
も
の
に
し
て
、
仏
道
に
と
り
て
ハ
勿

論
、
国
民
た
る
僧
侶
の
甘
受
し
能
ハ
さ
る
法
案
な
る
か
故
に
絶
体
に
反
対
し
た
り
（
山
県
有
朋
ハ
内
閣
総
理
大
臣
た
り
、
提
出

の
責
任
者
た
り
、
平
田
東
助
ハ
法
制
局
長
官
た
り
、
斯
波
淳
一
郎
宗
教
局
長
た
り
、
倶
に
原
案
説
明
及
維
持
の
任
に
当
る
、
各

宗
の
中
惟
り
本
願
寺
派
大
谷
光
尊
是
を
賛
成
す
）、
此
時
に
際
し
、
反
対
の
理
由
を
条
陳
し
て
貴
衆
両
院
の
各
議
員
に
提
示
し
、

否
決
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
誘
告
し
け
る
に
、
各
議
員
か
宗
教
に
対
す
る
冷
淡
の
度
ハ
幾
ん
と
零
落
な
る
に
驚
く
へ
く
、
偶
勧
告
を
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容
る
ゝ
や
添
ゆ
る
に
黄
白
の
多
寡
を
以
て
し
、
贈
賄
の
物
な
け
れ
ハ
一
顧
せ
す
と
云
る
或
陋
漢
も
頗
る
在
り
き
、
深
く
感
し
、

且
歎
惋
せ
り

○
三
十
四
年
春
、
日
本
大
菩
提
会
時
の
役
員
ハ
鴨
東
銀
行
よ
り
十
万
円
を
借
入
れ
、
大
菩
提
会
々
金
を
以
て
漸
次
償
還
す
る
の

約
を
結
締
す
、
無
余
儀
事
な
り
と
す
、
左
り
な
か
ら
此
契
約
中
に
御
遺
形
及
其
附
属
一
切
の
物
品
を
抵
当
と
し
差
入
た
り
、
騃

く
へ
き
失
態
た
る
や
言
句
に
絶
す
、
当
時
事
に
主
た
る
者
、
曰
、
天
台
宗
村
田
寂
順
、
曰
、
同
宗
薗
光
轍
、
曰
、
妙
心
寺
派
後

藤
禅
提
、
曰
、
時
宗
河
野
良
心
、
曰
、
日
蓮
宗
田
村
豊
亮
、
曰
、
曹
洞
宗
有
沢
香
庵
、
曰
、
真
言
宗
小
林
栄
運
、
曰
、
西
山
派

青
井
俊
法
等
な
り
、
特
に
是
に
其
宗
名
姓
名
を
署
し
、
百
代
の
恨
事
を
記
す
る
也

「
⃝
（
欄
外
）
本
願
寺
派
名
和
淵
海
、
大
谷
派
土
屋
観
山
、
興
正
寺
三
原
俊
栄
」

○
御
遺
形
ハ
尊
崇
す
へ
き
、
吾
人
信
念
の
中
心
な
り
、
殊
に
暹
羅
皇
帝
か
我
邦
仏
教
徒
に
頒
与
せ
し
宝
物
に
し
て
、
宗
派
管
長

と
雖
も
私
有
視
す
へ
き
に
非
す
、
爾
る
を
軽
率
に
も
是
を
財
用
の
抵
当
と
な
し
、
俗
士
俗
物
の
手
に
委
せ
ん
と
す
、
憤
慨
せ
さ

ら
ん
と
す
る
も
得
へ
け
ん
や
、
失
態
と
や
謂
ん
、
恨
事
と
や
謂
ん
、
吾
人
死
す
と
も
此
恥
辱
を
何
か
に
せ
ん
、
爾
る
に
是
を
視

て
是
れ
か
恥
辱
を
意
と
せ
さ
る当
時各
宗
派
管
長
の
意
句
地
な
き
に
驚
く

○
御
遺
形
に
対
し
比
較
的
深
厚
な
る
関
係
を
有
す
る
予
ハ
、
如
此
失
態
を
目
に
し
耳
に
し
、
之
を
放
棄
す
る
に
忍
ん
や
、
憤
然

立
て
力
の
及
ふ
限
り
救
済
の
策
を
講
せ
さ
る
へ
け
ん
や
、
而
れ
と
も
遂
に
禍
害
の
此
躬
に
至
る
を
省
せ
す

○
丈
夫
節
あ
り
て
存
す
へ
し
、
節
な
け
れ
ハ
死
す
る
も
同
し
き
な
り
、
進
退
節
に
根
し
、
節
を
全
す
へ
し
、
貴
賤
貧
富
な
る
も

の
ハ
常
に
卓
然
た
る
節
に
伴
ハ
す
、
富
貴
も
浮
雲
の
如
く
な
れ
ハ
、
貧
賤
も
亦
固
定
す
へ
き
も
の
に
非
す
、
豈
に
夫
常
態
あ
ら

ん
や
、
惟
節
の
み
生
死
古
今
を
一
串
し
、
範
を
宇
宙
に
留
む
へ
き
の
み

○
日
本
大
菩
提
会
同
盟
各
宗
派
（
現
在
宗
派
の
中
、
浄
土
宗
・
妙
満
寺
派
・
不
受
不
施
派
・
興
門
派
・
寺
門
派
・
本
願
寺
派
・

⃝
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錦
織
寺
派
ハ
同
盟
に
加
ら
す
、
或
ハ
中
途
に
し
て
脱
す
）
ハ
、
御
遺
形
奉
迎
事
件
発
端
よ
り
最
初
創
立
の
当
時
一
切
の
用
費
ハ

債
務
を
起
し
て
是
に
充
て
、
一
銭
一
草
も
醵
出
せ
し
こ
と
な
き
に
あ
ら
す
や
、
当
初
数
度
の
会
議
、
又
奉
迎
費
及
暹
帝
へ
進
献

物
品
購
求
費
の
如
き
も
の
、
其
奉
迎
使
た
る
こ
と
を
引
受
た
る
妙
心
寺
派
・
大
谷
派
・
本
願
寺
派
・
曹
洞
宗
に
て
各
数
千
円

ツ
ヽ
を
取
換
支
出
し
た
る
に
あ
ら
す
や
、
奉
迎
の
事
よ
り
奉
安
事
務
に
及
ひ
、
殊
に
大
菩
提
会
拡
張
の
経
費
た
る
や
決
し
て
鮮

少
に
あ
ら
す
、
是
を
既
に
議
決
し
、
是
れ
か
費
目
を
詳
認
し
な
か
ら
、
各
自
一
銭
も
是
を
支
出
す
る
と
せ
す
、
而
も
一
方
大
菩

提
会
負
債
償
還
の
事
、
措
て
省
み
す
と
ハ
何
か
に
も
其
責
任
を
思
ハ
さ
る
無
神
経
の
酷
た
し
き
、
蓋
驚
く
へ
し
、
本
願
寺
派
の

如
き
、
大
菩
提
会
創
立
に
ハ
不
同
意
な
れ
と
も
、
御
遺
形
経
営
費
の
中
へ
弐
万
円
を
寄
附
す
へ
し
と
昭
著
と
し
て
書
面
を
提
示

し
あ
る
に
拘
ら
す
、
其
主
者
光
尊
の
死
を
口
実
と
し
て
遂
に
出
金
せ
す
、
其
倨
傲
の
動
作
頗
る
疾
く
む
へ
し
、
況
や
大
菩
提
会

債
金
を
万
一
に
も
名
古
屋
有
志
等
よ
り
償
還
せ
さ
れ
ハ
代
弁
す
へ
し
と
唱
言
し
、
証
書
を
出
し
た
る
曹
洞
宗
（
代
表
者
弘
津
説

三
）・
真
言
宗
（
代
表
者
土
宜
法
竜
）・
日
蓮
宗
（
代
表
者
津
田
日
厚
）・
天
台
宗
（
代
表
者
木
村
観
純
）
等
、
各
宗
の
無
責
任

不
信
な
る
、
是
を
何
ん
と
か
言
ん

○
予
当
年
、
末
世
比
丘
識
羞
否
、
謾
尋
仏
骨
入
暹
羅
の
句
あ
り
、
抑
も
大
慈
父
世
尊
の
霊
物
を
親
し
く
手
に
接
し
て
、
是
に
之

を
撿
閲
し
、
又
暹
帝
の
優
渥
な
る
待
遇
を
蒙
り
た
り
、
識
羞
の
字
拈
提
し
来
り
て
悲
む

○
仏
教
百
年
後
の
情
態
を
推
測
す
る
に
、
喜
ふ
へ
き
現
象
一
も
な
く
、
転
た
悲
観
に
堪
ゆ
へ
き
も
の
多
し
、
予
ハ
数
十
年
来
各

宗
派
の
間
に
介
在
し
、
各
般
の
事
情
を
詳
知
す
る
を
以
て
一
層
此
感
を
切
に
す

○
丈
夫
存
せ
さ
る
へ
か
ら
さ
る
者
ハ
一
片
の
俠
骨
な
り
、
婦
人
す
ら
或
ハ
是
を
有
す
、
而
れ
と
も
悪
し
き
方
面
に
立
て
ハ
賊
と

な
り
、
善
き
方
面
に
向
ヘ
ハ
仁
人
と
な
る
、
是
を
分
弁
す
る
一
に
義
に
あ
り
、
義
と
ハ
曰
く
、
人
た
る
こ
と
を
知
る
の
み

○
廿
七
八
年
及
三
十
七
八
年
何
れ
の
戦
役
に
て
も
連
戦
連
捷
ハ
勿
論
、
国
民
勇
敢
の
気
象
ハ
惟
海
陸
戦
闘
の
上
の
み
な
ら
す
、
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老
幼
男
女
後
援
の
間
た
に
溢
横
し
て
遺
憾
な
く
発
揮
せ
ら
る
、
左
り
な
か
ら
戦
局
に
至
る
毎
に
多
く
失
敗
の
嘆
な
き
こ
と
能
ハ

す
、
国
力
の
容
る
す
へ
か
ら
さ
る
内
情
あ
り
て
、
此
の
如
く
と
云
ハ
ヽ
謂
へ
、
若
し
錯
て
是
に
反
し
連
戦
連
敗
し
、
縦
令
寸
土

に
て
も
他
の
為
め
に
兼
併
せ
ら
れ
、
一
部
関
税
の
如
き
も
償
金
の
抵
当
と
し
て
幾
年
間
他
の
領
有
に
任
し
去
ら
さ
る
へ
か
ら
さ

る
不
運
不
幸
に
際
会
せ
ハ
、
吾
人
人
民
の
苦
痛
果
し
て
如
何
あ
る
へ
き
そ
、
聖
天
子
上
に
照
臨
し
給
ひ
、
良
臣
猛
将
胥
補
佐
し

て
幸
に
好
結
果
を
収
め
得
た
る
ハ
厚
く
謝
す
へ
し
、
吾
人
等
須
ら
く
戦
争
に
負
け
、
講
和
に
失
敗
せ
る
亡
国
の
情
態
を
想
像
す

へ
し
、
吾
人
ハ
敢
て
戦
勝
熱
の
熾
盛
な
る
同
胞
に
一
言
す

○
某
政
党
中
に
て
有
力
な
る
某
（
名
を
掲
く
る
に
忍
ひ
す
、
是
人
遂
に
横
死
す
）
の
如
き
曽
て
謂
ふ
、
凡
或
一
件
を
し
て
議
院

に
議
員
の
多
数
同
意
を
得
ん
こ
と
、
操
作
元
と
よ
り
易
々
た
る
の
み
、
惟
夫
黄
白
を
投
す
る
の
多
寡
に
よ
り
決
す
と
、
豈
に
実

な
ら
す
と
せ
ん
や

○
功
利
の
思
進
み
て
仁
義
の
途
廃
す
、
百
代
の
後
ハ
且
置
て
問
ハ
す
、
将
に
来
年
を
何
か
に
せ
ん

○
関
実
叢
ハ
三
十
七
年
秋
吾
人
等
を
告
訴
し
、
中
刑
を
求
め
、
一
方
に
ハ
是
れ
に
依
り
て
銀
行
を
蹈
倒
し
、
素
手
に
公
債
証
書

を
取
返
ん
と
の
謀
計
姦
略
な
り
し
に
、
此
図
ハ
大
に
外
れ
、
惟
吾
人
を
刑
事
に
処
せ
ら
る
ゝ
の
迹
の
み
を
収
め
た
り
、
彼
ハ

某
々
等
弁
護
人
等
の
教
唆
に
出
て
然
か
せ
し
者
な
る
の
み
な
ら
す
、
時
の
部
員
二
三
の
野
心
曲
見
に
基
く
も
の
な
る
こ
と
火
を

睹
る
よ
り
も
昭
ら
か
也
、
結
局
妙
心
寺
の
不
幸
を
来
た
せ
し
ハ
、
彼
実
叢
か
不
明
を
憐
む
の
他
あ
る
な
し

○
妙
心
寺
基
本
財
産
と
し
て
貯
蔵
せ
る
十
余
万
円
の
公
債
証
書
ハ
、
三
十
八
年
六
月
時
の
教
務
本
所
ハ
銀
行
と
共
謀
し
、
是
を

処
分
し
、
全
部
を
銀
行
へ
引
渡
し
、
而
か
も
現
金
三
万
円
を
銀
行
よ
り
報
償
と
し
て
受
領
せ
り
、
吾
人
ハ
其
算
当
上
不
利
益
に

て
、
且
不
明
な
る
に
一
驚
せ
り
、
如
此
容
易
に
処
分
す
る
程
な
ら
ハ
、
何
そ
夫
苦
心
を
要
せ
ん
や

○
誠
節
ハ
管
長
の
委
任
状
を
造
り
た
り
、
教
務
本
所
の
重
役
と
し
て
委
任
状
を
造
り
、
是
を
使
用
行
使
す
る
こ
と
敢
て
而
今
始
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り
し
に
非
す
、
造
る
者
も
造
ら
る
ゝ
者
も
当
然
の
事
と
し
て
其
間
奇
訝
を
容
れ
す
、
爾
る
を
当
然
の
事
を
以
て
当
然
に
非
す
と

な
し
、
是
を
告
訴
す
る
に
至
り
た
る
実
叢
以
下
木
宮
・
稲
葉
・
永
井
等
の
心
事
推
究
せ
す
と
も
会
す
る
に
難
か
ら
す

○
当
然
造
る
へ
き
職
掌
と
其
分
に
よ
り
て
造
り
し
委
任
状
な
れ
ハ
こ
そ
、
同
僚
の
池
田
沢
州
と
云
る
重
役
及
信
徒
某
等
も
連
署

し
て
毫
も
疑
訝
を
容
れ
さ
る
に
あ
ら
す
や
、
若
夫
不
当
の
こ
と
な
り
と
せ
ハ
、
池
田
以
下
連
署
し
た
る
輩
ハ
無
識
不
明
の
謗
り

ハ
免
る
へ
か
ら
さ
る
か
如
し

○
吾
人
熟
身
の
行
末
を
思
惟
す
る
に
付
、
い
つ
も
首
と
し
て
思
ひ
出
さ
る
ゝ
ハ
、
亡
父
母
と
師
の
事
な
り
き
、
父
母
也
、
師
ハ

泉
下
何
か
に
吾
人
を
視
給
ふ
ら
ん

○
刑
事
に
問
ハ
る
ゝ
身
と
な
り
て
ハ
、
世
の
同
情
ハ
消
磨
し
去
る
に
相
違
な
け
れ
と
も
、
吾
人
か
嘗
て
扶
掖
提
導
し
、
或
ハ
保

護
煦
育
し
、
是
れ
に
よ
り
て
世
に
立
ち
難
き
を
免
れ
し
め
た
る
者
、
其
人
幾
員
な
る
や
を
知
ら
す
、
爾
る
に
吾
人
の
逆
境
に
陥

り
し
を
弔
す
る
者
最
稀
な
り
、
僧
侶
程
極
端
に
義
を
弁
へ
さ
る
も
の
ハ
あ
ら
し
、
是
一
場
の
痴
言

○
死
す
れ
ハ
万
事
休
す
、
死
に
至
る
ま
て
ハ
運
命
と
戦
ハ
さ
る
へ
か
ら
す
、
勝
敗
ハ
運
な
り
と
雖
も
、
勝
ハ
敗
に
優
れ
た
り
、

正
変
奇
態
以
て
臆
算
を
揮
攉
し
、
止
む
な
き
に
至
り
て
自
ら
敗
す
る
こ
と
を
知
る
、
窮
達
ハ
命
な
り
、
命
の
止
む
へ
か
ら
さ
る

こ
と
を
知
ら
ハ
、
自
ら
夙
く
退
く
に
如
か
す
、
爾
れ
と
も
進
み
て
尚
ほ
退
か
す
、
益
達
せ
ん
こ
と
を
求
む
、
是
命
の
止
む
へ
か

ら
さ
る
所
以
を
知
ら
さ
る
に
坐
す
る
乎
、
曰
く
、
然
ら
す
、
達
せ
ん
こ
と
を
望
み
、
勝
ん
こ
と
を
欲
す
る
ハ
人
間
の
本
能
な
り
、

勝
ん
こ
と
を
欲
せ
す
、
達
せ
ん
こ
と
を
望
ま
さ
る
ハ
霊
た
る
の
能
に
負
く
な
り
、
達
し
て
止
ま
す
、
窮
し
て
尚
且
達
せ
ん
こ
と

を
希
ひ
、
敗
し
て
又
敗
し
、
尚
且
勝
ん
こ
と
を
祈
る
へ
し
、
豈
に
命
と
運
と
に
委
任
し
て
、
自
ら
肯
て
自
暴
自
棄
す
へ
け
ん
や
、

故
に
曰
く
、
窮
達
守
り
な
く
、
勝
敗
常
な
し
と
、
常
な
く
守
な
し
と
せ
ハ
、
窮
す
る
益
達
す
る
の
日
あ
る
へ
く
、
敗
者
亦
勝
地

に
転
す
へ
し
、
須
ら
く
其
間
に
処
し
て
運
命
と
戦
ふ
へ
し
、
戦
て
死
せ
ハ
万
事
休
焉
、
亦
復
何
を
か
謂
ん
や
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○
何
か
に
規
律
の
中
に
動
作
し
、
加
之
も
国
家
と
云
る
重
担
を
負
ひ
、
聖
天
子
統
御
の
下
に
将
校
の
命
令
に
服
し
、
常
に
躬
を

泰
山
の
其
れ
よ
り
も
重
く
し
、
時
に
ハ
命
を
一
毫
末
よ
り
も
軽
ん
す
へ
き
兵
卒
も
、
我
叢
林
に
在
り
て
修
行
中
、
師
家
統
率
の

下
に
老
兄
の
命
に
従
か
ひ
、
一
挙
一
動
如
法
綿
密
に
法
身
を
精
錬
し
、
以
て
陰
徳
を
積
ま
さ
る
へ
か
ら
す
、
是
に
比
例
せ
ハ
、

前
者
ハ
余
程
安
く
、
且
気
楽
な
り
と
、
或
帰
休
せ
し
者
の
話
な
り
き

○
禅
門
に
て
ハ
、
寺
院
の
大
小
に
拘
ら
す
大
抵
四
九
日
と
云
る
一
種
の
日
並
定
め
あ
り
て
、
此
日
ハ
寺
内
総
掛
に
て
、
本
堂
ハ

元
と
よ
り
付
属
の
小
堂
・
門
蕪
ハ
勿
論
、
個
人
起
坐
の
居
間
ま
て
も
掃
除
灑
浄
し
、
仏
前
に
安
す
る
茶
碗
も
磨
き
、
灯
籠
も
拭

き
、
香
炉
の
灰
も
揮
ひ
、
餉
器
も
洗
ふ
へ
く
、
而
し
て
内
部
畢
れ
ハ
門
庭
ハ
竹
箒
を
用
て
一
掃
す
、
此
間
に
一
人
ハ
浴
室
を
開

き
、
槽
を
洗
ひ
、
水
を
収
め
、
火
を
点
す
、
此
く
し
て
師
弟
相
集
り
互
に
剃
髪
し
、
了
れ
ハ
順
次
に
入
浴
す
、
肌
着
や
布
褌
ハ

各
自
其
間
に
於
て
洗
濯
す
へ
し
、
抑
四
九
日
の
大
掃
除
何
等
の
好
慣
例
そ
、
此
例
を
闕
か
さ
れ
ハ
身
心
都
て
清
浄
に
し
て
寺
門

鎮
静
な
り
、
俗
界
に
て
ハ
想
像
の
及
ふ
へ
か
ら
さ
る
快
事
な
り
と
す

○
支
那
一
流
の
仏
道
を
壊
敗
し
て
、
衰
頽
復
起
た
さ
る
に
至
ら
し
め
た
る
ハ
、
明
末
の
念
仏
者
流
の
罪
に
帰
せ
さ
る
へ
か
ら
す
、

我
邦
の
仏
道
を
攪
乱
し
頽
廃
非
運
に
向
ハ
し
め
た
る
も
の
、
夫
門
徒
宗
乎
（
敢
て
真
宗
と
称
せ
す
）、
念
仏
ハ
簡
易
の
方
便
に

て
、
利
益
を
宣
布
す
る
に
ハ
最
も
適
す
る
乎
ハ
知
ら
さ
れ
と
も
、
何
か
に
庶
民
に
接
近
す
る
か
、
必
要
な
れ
ハ
と
て
僧
侶
其
者

（
往
古
の
門
徒
伝
教
者
ハ
僧
位
に
非
す
と
も
云
）
自
墜
下
し
て
、
俗
中
の
俗
に
混
す
る
と
ハ
物
好
き
も
是
に
至
り
て
極
ま
れ
り

と
云
へ
し
、
是
か
為
に
真
正
の
仏
道
ハ
秘
し
て
、
日
裏
の
斗
た
る
に
等
し
き
ハ
悲
し
む
へ
き
に
あ
ら
す
や
、
蓋
彼
ハ
仏
道
の
世

に
対
す
る
澆
季
の
実
を
表
白
す
る
者
乎
、
仏
教
を
賊
す
る
者
乎
、
而
か
も
吾
人
現
下
の
仏
道
仏
教
、
一
に
真
宗
と
云
る
も
の
に

代
表
せ
ら
る
ゝ
に
似
た
り
、
何
れ
か
是
乎
、
何
れ
か
非
乎

○
生
死
ハ
人
間
の
大
事
な
り
、
便
是
吾
人
天
地
の
最
大
一
事
な
り
、
生
ハ
既
に
過
去
と
現
在
とと
に
実
徴
し
た
り
、
死
に
至
り
て
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ハ
未
来
事
に
属
す
、
死
し
て
后
復
生
す
へ
し
と
せ
ハ
、
已
に
実
徴
し
た
り
と
て
敢
て
軽
忽
視
す
へ
か
ら
す
、
変
易
究
極
な
き
の

間
に
流
転
し
、
将
に
来
る
へ
き
目
前
に
此
大
事
を
控
へ
つ
ゝ
、
晏
然
と
し
て
塵
土
に
彷
徨
し
、
惟
日
も
足
ら
す
、
思
て
是
に
至

れ
ハ
楽
も
な
く
歓
も
な
し
、
左
り
と
て
悲
観
の
中
に
折
角
の
一
生
を
了
す
る
も
亦
馬
鹿
々
々
し
き
の
限
な
り
、
何
か
ん〻
し
て
か

慰
安
を
得
ん
、
仏
陀
も
神
明
も
些
か
頼
む
へ
き
に
非
す
、
況
や
吾
人
と
均
等
な
る
陋
劣
の
友
人
に
於
て
を
や
、
無
烏
有
子
曰
、

頼
む
へ
き
ハ
夫
晩
餐
一
中
の
杜
氏
而
耳
と
、
蓋
し
有
是
乎

○
一
笠
一
杖
遺
鞋
を
拾
て
脚
に
付
け
、
或
ハ
二
三
里
、
或
ハ
六
七
里
、
飢
て
ハ
残
を
信
者
の
門
に
求
め
、
暮
れ
て
ハ
村
社
無
人

の
簷
に
禅
息
し
、
而
か
も
雨
露
の
湿
す
な
く
、
時
に
草
虫
の
倶
に
吟
す
る
あ
り
、
雲
助
に
逢
て
戯
調
を
弄
し
、
乞
食
に
伍
し
て

苦
楽
を
問
ふ
、
是
れ
当
年
東
海
道
を
行
脚
せ
し
衲
僧
家
の
実
況

○
日
本
大
菩
提
会
々
務
に
従
事
し
た
る
者
の
中
、
真
面
目
に
会
の
発
展
を
企
図
せ
し
ハ
村
田
寂
順
と
予
と
而
耳
、
其
他
ハ
金
銭

の
奴
隷
の
み
、
俸
給
を
獲
れ
ハ
寄
り
集
ふ
も
、
与
へ
ら
る
ゝ
こ
と
意
に
充
た
さ
れ
ハ
、
御
遺
形
の
事
も
宗
派
の
面
目
も
存
す
る

も
の
に
非
す
、
村
田
と
予
と
ハ
当
初
よ
り
厘
毛
の
俸
給
贈
与
を
受
け
し
こ
と
な
し
、
以
て
知
る
へ
し
、
今
世
村
田
既
に
逝
く

○
皇
国
の
興
廃
此
一
挙
に
あ
り
、
諸
君
努
力
せ
よ
と
ハ
、
我
三
笠
艦
上
に
三
十
八
年
六
月
廿
七
日
掲
け
ら
れ
た
る
信
号
な
る
こ

と
ハ
国
民
千
載
不
朽
の
紀
念
也
、
当
時
艦
上
将
卒
の
意
気
軒
昂
な
り
し
ハ
想
像
す
る
に
余
り
あ
り
、
眼
中
敵
味
方
の
存
在
な
し
、

況
や
豈
に
自
我
の
観
あ
ら
ん
や
、
自
信
自
尊
の
一
念
惟
夫
一
の
必
勝
あ
る
而
耳
、
己
に
躬
あ
る
を
省
せ
す
、
豈
に
夫
名
利
の
隻

影
あ
ら
ん
や
、
世
尊
下
生
し
て
行
く
こ
と
七
闊
歩
、
称
へ
て
曰
、
天
上
天
下
唯
我
独
尊
と
、
這
個
是
恁
麼
の
好
活
劇

○
大
石
等
四
十
七
士
の
挙
あ
る
や
、
当
時
世
に
彼
等
ハ
食
禄
に
離
れ
、
為
す
に
処
な
く
、
名
を
仮
り
、
賊
を
為
し
た
り
と
云
る

あ
り
て
、
故
主
の
憤
惋
を
解
き
、
又
ハ
士
の
志
を
成
し
た
り
な
と
ゝ
云
る
奸
評
ハ
聞
く
こ
と
な
か
り
し
に
、
室
鳩
巣
の
義
人
録

出
て
ゝ
、
首
め
て
世
論
一
定
せ
し
と
云
ふ
、
語
に
恒
産
な
き
者
ハ
恒
心
な
し
と
、
又
諺
に
貧
ハ
諸
道
の
妨
け
と
云
へ
り
、
大
石

 

に
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等
元
と
よ
り
世
の
是
非
を
問
ふ
者
に
ハ
あ
ら
さ
れ
と
、
若
不
幸
に
し
て
鳩
巣
を
得
さ
ら
ん
乎
、
臭
を
百
年
に
貽
す
も
未
た
知
る

へ
か
ら
す

○
明
智
光
秀
其
主
信
長
を
弑
す
、
世
太
た
之
を
悪
く
む
、
而
れ
と
も
足
利
の
末
此
等
の
類
頗
る
多
し
、
長
尾
為
景
其
主
を
弑
し

越
后
を
奪
ふ
、
陶
全
姜
其
主
大
内
義
隆
を
弑
す
後
毛
利
の
為
に
殪
る
、
三
好
義
範
其
主
細
川
持
隆
を
弑
す
、
松
永
久
秀
将
軍
義

輝
を
弑
す
、
此
外
尚
ほ
あ
る
へ
し
、
主
を
弑
す
る
者
尽
く
其
終
り
を
善
く
せ
す
と
雖
も
、
光
秀
の
如
く
最
も
世
に
悪
く
ま
れ
す
、

且
余
り
人
も
喋
々
せ
す
、
世
に
知
ら
れ
さ
る
彼
等
の
幸
乎
、
三
歳
の
童
児
も
彼
を
悪
く
む
ハ
彼
の
不
幸
乎
、
一
面
よ
り
視
れ
ハ

光
秀
ハ
主
尊
に
対
し
奉
り
て
不
忠
の
事
迹
も
な
く
、
又
下
民
を
虐
使
せ
し
こ
と
も
耳
に
せ
す
、
惟
夫
弑
逆
の
一
事
の
み
、
永
く

其
悪
音
を
世
に
伝
ふ
、
彼
か
為
め
憐
む
へ
し
と
せ
さ
る
へ
け
ん
や
、
左
り
と
て
名
教
の
尊
ふ
へ
き
こ
と
豈
に
是
を
殷
鑑
と
せ
さ

る
へ
け
ん
乎
、
嗚
呼

○
馬
匹
の
改
良
を
企
画
す
る
ハ
軍
政
上
の
必
要
な
り
と
聞
へ
た
り
、
或
人
曰
、
是
を
事
実
に
遂
行
せ
ん
に
ハ
、
従
来
我
邦
の
種

馬
を
屠
尽
せ
さ
れ
ハ
成
効
得
て
期
す
へ
か
ら
す
と
、
此
言
頗
る
極
端
に
似
た
れ
と
も
、
或
ハ
然
ら
ん
乎
、
是
を
推
し
て
吾
人
々

類
の
上
に
就
て
看
よ
、
知
識
の
進
歩
ハ
欧
米
に
凌
駕
す
る
場
合
の
者
も
あ
ら
ん
か
、
何
か
な
る
方
法
を
用
ひ
て
な
り
と
も
、
体

格
の
彼
に
敵
す
へ
き
ハ
な
く
と
も
、
切
て
ハ
満
人
位
を
凌
駕
す
る
に
至
り
た
き
も
の
な
り
、
現
下
の
吾
人
々
類
を
屠
尽
せ
さ
れ

ハ
、
出
来
得
へ
か
ら
さ
る
乎
、
又
其
勇
気
あ
る
乎
、
将
又
他
に
良
法
な
き
乎
、
世
何
そ
馬
種
の
改
良
を
先
き
に
し
て
、
人
種
改

良
の
企
画
を
後
に
す
る
や
、
且
殊
に
憂
ふ
る
所
ハ
、
吾
人
々
類
同
胞
性
情
の
日
に
浮
華
に
走
り
、
徳
義
の
壊
爛
委
頓
す
る
に
在

焉
、
是
を
救
済
し
て
忠
良
温
籍
の
民
俗
と
せ
ん
こ
と
、
夙
に
世
の
教
育
に
従
ふ
者
、
嘗
て
憂
思
煎
慮
し
つ
ゝ
あ
れ
と
、
一
般
性

情
の
背
徳
菲
行
に
向
前
つ
（
マ
マ
）
し
ゝ
あ
る
の
傾
き
ハ
否
定
す
へ
か
ら
さ
る
の
徴
証
あ
り
、
是
を
改
良
せ
ん
こ
と
、
又
人
体
の
改
良
よ

り
急
な
ら
す
と
せ
す
と
す
る
や
、
抑
人
体
と
人
格
の
改
良
ハ
馬
種
改
良
よ
り
層
一
層
の
難
件
た
る
に
相
違
な
け
れ
と
も
、
深
く



62

是
に
注
意
す
へ
し

○
馬
も
牛
も
犬
も
今
や
概
し
て
純
日
本
種
な
く
、
多
く
雑
種
な
り
、
吾
人
々
類
も
近
来
雑
種
漸
く
多
か
ら
ん
と
す
、
其
容
貌
の

異
人
種
な
れ
ハ
と
て
、
敢
て
悪
く
む
へ
きに非
れ
と
、
純
日
本
種
の
人
に
て
あ
り
な
か
ら
、
信
念
意
識
の
既
に
異
種
化
し
し
（
衍
）た
る

些
な
か
ら
さ
る
を
何
か
に
せ
ん
、
古
人
和
魂
漢
才
と
称
へ
た
り
、
今
也
作
麼
生

○
台
記
と
云
る
（
山
田
道
安
の
筆
記
せ
し
も
の
に
て
、
近
衛
家
凞
（
予
楽
院
と
も
称
す
）
の
交
話
を
編
輯
せ
し
も
の
）
に
黙
庵

墨
画
の
柳
に
鷺
の
止
り
て
下
を
瞰
る
あ
り
、
夢
窓
賛
あ
り
、
水
清
魚
見
と
公
曰
、
凡
賛
ハ
此
く
あ
ら
ま
ほ
し
き
者
な
り
、
絵
の

事
に
及
ハ
す
し
て
其
趣
自
ら
表
現
せ
り
、
最
も
勝
賞
す
へ
し
と
、
抑
此
水
清
魚
見
の
語
、
大
光
明
蔵
岩
頭
の
章
に
、
岩
頭
一
日
、

与
雪
峯
欽
山
三
人
聚
話
、
雪
峯
驀
措
一
碗
水
、
欽
山
曰
水
清
魚
見
、（
或
ハ
現
に
作
る
）、
雪
峯
曰
、
水
清
月
不
現
、
岩
頭
踢
倒

水
碗
而
去
、
と
云
る
因
縁
あ
り
、
若
此
話
を
し
て
公
に
知
ら
し
め
ハ
、
豈
夫
惟
賛
の
得
た
る
を
賞
す
る
に
止
ら
し
め
ん
や

○
母
其
児
に
問
ふ
て
曰
、
父
母
何
れ
か
大
切
そ
と
、
児
手
に
せ
る
饅
頭
を
両
剖
し
て
、
何
れ
の
旨
味
き
そ
と
、
後
来
其
児
の
容

を
小
人
形
に
作
り
、
是
を
饅
頭
人
形
と
称
し
て
翫
弄
品
に
供
せ
り
と
云

○
沢
庵
一
日
近
衛
応
山
公
を
問
ふ
、
将
に
辞
せ
ん
と
す
、
公
是
を
留
む
、
庵
曰
、
今
日
ハ
是
八
講
の
中
日
な
り
、
時
を
誤
る
へ

か
ら
す
と
、
公
曰
、
已
に
八
講
と
云
、
中
日
と
ハ
如
何
と
、
庵
曰
、
八
講
の
中
日
ハ
猶
四
ツ
椀
の
中
椀
と
云
る
如
し
と
笑
ひ
、

且
帰
り
去
た
り
と
、
庵
の
弁
才
豈
に
多
く
求
め
易
か
ら
ん
や

○
両
刀
を
帯
し
、
鎗
長
刀
を
携
へ
た
り
と
て
、
人
必
す
し
も
暴
な
ら
す
、
短
剣
を
懐
に
し
、
小
銃
を
腰
に
す
、
危
嶮
寧
ろ
是
に

存
す
、
兵
士
の
銃
剣
に
於
け
る
、
警
吏
の
佩
刀
に
於
け
る
、
啻
に
威
圧
を
装
ふ
に
過
き
す
、
縦
横
の
舌
端
奸
曲
の
利
唇
、
却
て

刀
剣
の
害
よ
り
人
を
賊
傷
す
る
こ
と
あ
り
、
仁
を
害
す
る
者
、
義
を
賊
す
る
者
必
す
し
も
鋒
刃
に
あ
ら
す

○
二
十
年
功
積
て
罷
参
の
士
と
な
り
た
れ
ハ
と
て
、
悟
后
の
修
治
を
経
て
、
至
真
の
境
に
達
す
る
に
非
れ
ハ
、
其
俗
臭
の
紛
々
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た
る
鼻
向
を〻
出
来
す
、
近
来
吾
人
か
兄
弟
間
に
多
く
是
あ
る
を
視
る

○
海
に
千
年
、
山
に
千
年
の
恠
物
と
ハ
、
世
多
く
醜
の
方
面
に
向
て
例
を
引
く
こ
と
な
る
か
、
吾
人
修
行
者
ハ
聖
胎
長
養
海
山

各
千
年
の
恠
物
と
な
り
、
世
に
出
て
ゝ
初
め
て
神
出
鬼
没
の
幻
態
を
応
現
し
、
以
て
摂
取
不
捨
の
悲
願
を
発
揮
す
へ
し

○
明
治
三
十
七
年
九
月
十
八
日
、
誠
節
死
、
業
也
、
宿
障
其
可
誣
乎
、
正
法
之
流
永
伝
、
自
識

 

計
百
四
十
四
頃

 

も
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『
欠
伸
稿
訳
注
』（
一
）

白
川
邦
與

は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
江
戸
時
代
、
初
期
に
活
躍
し
た
禅
僧
の
江
月
宗
玩
の
語
録
『
欠か
ん

伸し
ん

稿こ
う

』
を
取
り
上
げ
る
。
江
月
宗
玩
禅
師
の
号
を

欠か
ん

伸し
ん

子し

と
い
う
か
ら
、
そ
の
語
録
を
『
欠
伸
稿
』
と
い
う
。

　
『
欠
伸
稿
』
に
は
、
も
と
も
と
刊
本
は
な
く
、
写
本
が
龍り

よ
う
こ
う
い
ん

光
院
に
、
江
月
の
自
書
草
稿
（
以
下
、「
自
筆
本
」
と
記
す
）
が
二
冊
、

孤こ

篷ほ
う

庵あ
ん

に
孤
篷
庵
本
が
四
冊
（
以
下
「
孤
篷
庵
本
」
と
記
す
）、
遺
っ
て
い
た
だ
け
で
あ
る
。
た
だ
、
一
九
六
二
年
刊
行
の
駒
沢

大
学
図
書
館
編
『
新
纂　

禅
籍
目
録
』
に
よ
れ
ば
、
そ
の
著
作
は
、
①
題
号
は
『
欠ケ

ン

伸
稿
』
別
名
大
梁
録　

②
巻
冊
は
一
冊　

③
著
編
者
名
は
江
月
宗
玩　

④
刊
写
の
年
代
及
び
刊
写
は
写　

⑤
所
蔵
者
は
大
徳
寺
孤
篷
庵
と
あ
る
よ
う
に
題
号
は
「
ケ
ン
シ

ン
コ
ウ
」
と
な
っ
て
い
る
。

　
「
孤
篷
庵
本
」
四
冊
を
底
本
に
平
成
五
年
（
一
九
九
四
）
に
龍
光
院
か
ら
『
欠
伸
稿
』
四
巻
が
刊
本
（
以
下
、「
平
成
龍
光
院
版
」

と
記
す
）
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
正
確
に
は
、
平
成
五
年
に
三
巻
、
最
後
の
四
巻
が
平
成
六
年
に
完
成
し
て
い
る
。
さ
ら
に
こ

の
「
平
成
龍
光
院
版
」
の
発
刊
の
後
に
、
写
本
の
「
横
岳
文
庫
本
」、「
正
宗
寺
本
」
が
見
つ
か
り
、「
孤
篷
庵
本
」
の
誤
字
、
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脱
字
が
補
正
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
「
自
筆
本
」
二
冊
に
は
、「
題だ

い

簽せ
ん

は
な
く
表
紙
に
興
宗
禅
師
自
書
と
書
か
れ
、
第
一
冊
が
、
拈
香
、
下
火
、
偈
頌
、
書
、
加
毫

か
ら
な
り
、
第
二
冊
が
法
語
、
供
養
、
賛
、
道
号
、
真
賛
、
自
賛
、
記
附
銘
、
か
ら
な
っ
て
い
る
。
他
方
、「
孤
篷
庵
本
」
は
、

四
冊
本
（
麟
鳳
亀
龍
）
で
あ
り
、「
麟
」
は
、
大
徳
寺
入
寺
語
、
示
衆
、
仏
事
并
下
火
、「
鳳
」
は
、
拈
香
、
道
号
、
真
賛
、
賛
、

自
賛
、「
亀
」
は
、
仏
祖
賛
、
賛
、
銘
、「
龍
」
は
、
大
燈
国
師
頌
古
和
韻
、
偈
頌
、
か
ら
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
龍
光
院
で
は

二
十
年
前
か
ら
、
こ
の
『
欠
伸
稿
』
を
解
読
す
る
欠
伸
会
が
継
続
的
に
開
催
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
成
果
と
し
て
、「
自
筆
本
」

の
二
冊
全
て
と
、「
孤
篷
庵
本
」
の
う
ち
の
仏
祖
賛
、
賛
が
す
で
に
『
欠
伸
稿
訳
注
』
乾
・
坤
、『
欠
伸
稿
訳
注
』
画
賛
編
の
三

冊
と
な
っ
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

　

筆
者
が
欠
伸
会
に
参
加
し
、
こ
の
『
欠
伸
稿
』
の
解
読
を
始
め
た
の
は
、
二
〇
〇
八
年
以
降
で
あ
り
、
今
も
継
続
し
て
い
る
。

本
稿
の
投
稿
の
目
的
は
、
芳
澤
勝
弘
氏
が
「『
欠
伸
稿
』
は
、
江
戸
初
期
の
語
録
で
は
あ
る
が
、
き
わ
め
て
晦
渋
で
難
解
な
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
内
容
は
五
山
文
学
の
精
華
を
色
濃
く
反
映
し
た
も
の
で
も
あ
り
、
こ
の
室
町
禅
林
文
芸
を
学
ぶ
う

え
で
格
好
な
史
料
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
江
戸
初
期
の
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
そ

れ
以
前
の
「
五
山
文
学
」
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
も
な
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

　

江
月
の
同
時
代
の
人
々
と
の
交
流
は
、
松
花
堂
昭
乗
（
一
五
八
二
～
一
六
三
九
）、
狩
野
探
幽
（
一
六
〇
二
～
七
四
）、
江
月
と
松

花
堂
の
仲
介
に
あ
た
っ
た
小
堀
遠
州
（
一
五
七
九
～
一
六
一
五
）
な
ど
一
流
文
化
人
、
後
水
尾
天
皇
（
一
五
九
六
～
一
六
八
〇
）
を

中
心
と
す
る
宮
廷
文
化
を
構
成
し
た
高
松
好
仁
親
王
（
一
六
〇
三
～
三
八
）、
近
衛
信
尋
（
一
五
九
九
～
一
六
四
九
）、
一
条
昭
良

（
一
六
〇
五
～
七
二
）
な
ど
の
公
家
、
黒
田
長
政
（
一
五
六
八
～
一
六
二
三
）、
水
野
勝
成
（
一
五
六
四
～
一
六
五
一
）
な
ど
江
月
に
帰

依
し
た
武
将
ら
と
の
多
様
な
交
流
関
係
で
あ
っ
た
。
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そ
こ
で
本
稿
で
は
、『
欠
伸
稿
』
の
「
銘
」
の
部
で
筆
者
が
担
当
し
た
条
、
す
な
わ
ち
【
二
一
】
瑞
源
禅
庵
雲
板
、【
三
四
】

古
田
茶
杓
、【
三
五
】
無
題
、【
五
一
】
吾
友
茶
杓
、【
七
二
】
正
宗
院
前
壱
州
太
守
向
東
宗
陽
居
士
石
塔
、【
八
一
】
七
尺
堂
の

六
条
の
訳
注
を
掲
載
し
、
そ
れ
に
よ
り
江
月
と
多
様
な
交
流
を
持
っ
た
人
た
ち
と
江
月
が
生
き
た
「
元
和
・
寛
永
」
時
代
の
文

化
を
考
え
る
一
助
に
し
た
い
。

《
訳
注
凡
例
》

○
底
本
に
は
「
孤
篷
庵
本
」
の
『
平
成
龍
光
院
版　

欠
伸
稿
』
四
冊
の
第
三
巻
を
使
用
し
た
。
た
だ
し
誤
字
、
脱
字
等
は
写
本
の
「
横
岳
文
庫

本
」、「
正
宗
寺
本
」
で
適
宜
補
っ
た
。
以
下
の
訳
注
は
原
文
・
訓
読
・
訳
・
語
注
の
順
に
し
、「
条
」
の
後
に
底
本
の
該
当
頁
数
を
記
し
た
。

○
原
文
・
訓
読
は
、
原
則
と
し
て
《
原
文
》
及
び
本
文
の
《
目
次
》
の
漢
字
は
底
本
の
ま
ま
と
し
、《
訓
読
》
は
常
用
漢
字
に
改
め
た
。
ま
た

《
語
注
》
の
漢
字
も
常
用
漢
字
に
統
一
し
た
。
た
だ
、「
辯
」
と
「
辨
」、「
余
」
と
「
餘
」、「
欠
」
と
「
缺
」
な
ど
、
弁
別
が
必
要
と
思
わ
れ

る
字
に
つ
い
て
は
そ
の
ま
ま
残
し
た
。
ま
た
《
原
文
》
に
は
、
句
読
点
は
な
い
が
、
そ
れ
も
補
っ
た
。

○
訓
読
、
解
釈
に
あ
た
り
先
行
の
訳
注
等
を
適
宜
参
照
し
た
が
、
最
終
的
な
解
釈
は
、
筆
者
の
判
断
に
よ
る
。
ま
た
訓
読
は
取
意
を
主
と
し
た

た
め
、
伝
統
的
な
訓
読
法
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。
ま
た
仮
名
遣
い
は
現
代
仮
名
遣
い
と
し
た
。

○
原
本
に
は
条
数
の
通
番
は
付
け
ら
れ
て
い
な
い
が
、
便
宜
的
に
【
一
】
～
【
八
五
】
の
通
番
を
付
し
た
。
さ
ら
に
、
本
稿
で
訳
注
し
た
【
八

一
】
は
こ
れ
を
三
分
し
た
。

○
訳
は
直
訳
を
心
懸
け
た
が
、
必
要
と
思
わ
れ
る
部
分
は
〔　

〕
で
適
宜
こ
と
ば
を
補
っ
た
。

○
注
に
引
用
し
た
原
典
の
内
、『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』『
大
日
本
続
蔵
経
（
卍
続
蔵
経
）』
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
「
大
正
」「
卍
続
蔵
」
と
記
し

た
。
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『
欠
伸
稿
』
銘
の
部

　
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、「
銘
」
は
、
①
金
属
、
器
物
な
ど
の
事
物
の
功
績
を
た
た
え
、
来
歴
な
ど
を
し
る
し
た
も

の
。
漢
文
体
の
も
の
は
、
各
句
の
字
数
を
同
じ
に
し
、
韻
を
踏
ん
だ
も
の
。
ま
た
、
一
般
に
物
に
刻
み
し
る
し
た
文
。
②
文
書

等
に
、
そ
れ
ら
を
受
理
・
発
給
・
確
認
な
ど
を
し
た
し
る
し
と
し
て
、
日
付
・
氏
名
・
要
約
あ
る
い
は
そ
れ
ら
を
示
す
記
号
な

ど
を
付
す
こ
と
。
③
品
物
に
特
に
つ
け
る
名
称
。
す
ぐ
れ
た
器
物
、
茶
、
酒
、
墨
な
ど
に
つ
け
る
特
定
の
名
。
ま
た
名
の
あ
る

上
等
の
品
。
④
器
物
に
製
作
者
の
名
を
き
ざ
み
、
ま
た
は
し
る
し
た
も
の
。
刀
剣
に
き
ざ
む
鍛
冶
の
名
な
ど
。
⑤
心
に
き
ざ
ん

だ
り
、
書
い
て
お
い
た
り
し
て
自
戒
と
す
る
こ
と
ば
と
、
あ
る
。『
欠
伸
稿
』
の
「
銘
」
の
部
は
、
③
の
「
品
物
」
を
広
く
解

釈
し
、
そ
れ
に
つ
け
る
特
定
の
名
称
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
「
平
成
龍
光
院
版
」
の
「
銘
」
の
部
に
は
八
十
五
の
条
が
あ
る
。
そ
の
内
訳
は
、〖
建
造
物
〗
十
三
、〖
硯
〗
十
三
、〖
茶
壺
〗

八
、〖
茶
入
〗
六
、〖
雲
板
〗
五
、〖
石
〗・〖
石
塔
〗
四
、〖
鐘
〗・〖
花
筒
〗
三
、〖
棟
札
〗・〖
茶
杓
〗・〖
石
仏
〗・〖
香
炉
〗・〖
花

入
〗・〖
不
明
〗
二
、〖
棟
符
〗・〖
釜
〗・〖
木
像
〗・〖
山
葛
〗・〖
額
〗・〖
茶
杓
筒
〗・〖
尺
八
〗・〖
瓶
〗・〖
琵
琶
〗・〖
茶
器
〗・

〖
壺
〗・〖
井
戸
〗・〖
河
〗・〖
墨
跡
跋
〗
が
そ
れ
ぞ
れ
一
で
あ
る
。〖
不
明
〗
の
二
条
に
つ
い
て
は
、「
銘
」
が
欠
落
し
、
序
文
だ

け
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。「
孤
篷
庵
本
」
以
外
の
「
横
岳
文
庫
本
」、「
正
宗
本
」
で
も
確
認
し
た
が
、「
孤
篷
庵
本
」
と
同
じ
で

あ
っ
た
。〖
建
造
物
〗
と
し
て
い
る
の
は
「
○
○
庵
」、「
○
○
室
」、「
○
○
院
」「
○
○
堂
」
な
ど
と
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
で

あ
る
。
た
だ
以
上
の
条
の
分
類
は
筆
者
の
区
分
で
あ
る
こ
と
は
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

　

こ
の
「
銘
」
の
部
の
特
徴
は
、
江
月
は
茶
人
と
し
て
も
注
目
さ
れ
、
小
堀
遠
州
、
松
花
堂
昭
乗
等
と
も
親
交
が
深
か
っ
た
こ

と
か
ら
、
広
い
意
味
で
茶
道
具
に
相
当
す
る
も
の
、
茶
会
に
関
連
す
る
も
の
、
例
え
ば
釜
、
茶
杓
、
茶
杓
筒
、
茶
壺
、
茶
入
、
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茶
器
、
花
入
、
花
筒
な
ど
の
「
銘
」
が
多
く
見
ら
れ
る
。
特
に
茶
道
具
に
つ
い
て
は
、
小
堀
遠
州
が
古
歌
に
よ
っ
て
命
名
し
た

も
の
に
、
さ
ら
に
江
月
が
漢
詩
に
よ
っ
て
そ
の
由
来
を
の
べ
た
も
の
な
ど
も
あ
り
、
そ
こ
に
は
茶
の
湯
の
根
幹
と
な
る
べ
き
精

神
が
み
ご
と
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
多
く
は
大
名
を
始
め
と
す
る
武
士
階
級
、
あ
る
い
は
当
時
隆
盛
し
つ
つ
あ
っ

た
、
京
都
を
中
心
と
す
る
商
人
層
か
ら
求
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
形
式
は
、（
一
）
先
に
序
と
し
て
銘
の
由
来
を
述
べ
、
後
に
漢
詩
を
付
す
も
の
。（
二
）
漢
詩
の
み
の
も
の
。（
三
）

先
に
、
漢
詩
、
後
に
序
の
も
の
。（
四
）
序
の
み
の
も
の
。
な
ど
で
あ
る
。

　

今
回
の
訳
注
は
、
筆
者
が
「
欠
伸
会
」
で
担
当
し
た
『
欠
伸
稿
』「
銘
」
の
部
の
八
五
条
の
う
ち
か
ら
、【
二
一
】
瑞
源
禪
菴

雲
板
、【
三
四
】
古
田
茶
杓
、【
三
五
】
無
題
、【
五
一
】
吾
友
茶
杓
、【
七
二
】
正
宗
院
前
壱
州
太
守
向
東
宗
陽
居
士
石
塔
、

【
八
一
】
七
尺
堂
の
六
条
を
取
り
上
げ
た
。

《
目　
　

次
》

【
一
】
孤
蓬
菴　
【
二
】
寸
松
菴　
【
三
】
東
向
室　
【
四
】
石
舩　

寸
松
菴　
【
五
】
李
洞
硯　
【
六
】
攝
泉
堺
大
通
禪
菴
雲
板　

【
七
】
崇
福
寺
雲
板　
【
八
】
萬
休　
【
九
】
横
嶽
山
裏
正
傳
棟
符　
【
一
〇
】
碧
松
菴　
【
一
一
】
中
山
石　
【
一
二
】
渡
江
硯　

【
一
三
】
咸
陽
宮
硯　
【
一
四
】
看
松
菴
茶
堂
釜　
【
一
五
】
有
馬
山
茶
杓　
【
一
六
】
看
松
禪
菴
雲
板　
【
一
七
】
濟
北
禪
菴　

【
一
八
】
木
像
自
贊　
【
一
九
】
渓
山
硯　
【
二
〇
】
接
州
闕
郡
古
妻
村
陽
光
福
寺
鐘
之
銘　
【
二
一
】
瑞
源
禪
菴
雲
板　
【
二

二
】
踈
影
石　
【
二
三
】
山
葛　
【
二
四
】
向
東
菴　
【
二
五
】
銅
硯　
【
二
六
】
石
佛　
【
二
七
】
又　
【
二
八
】
巴
江
硯　
【
二

九
】
禹
門
額　
【
三
〇
】
左
脇
下
硯　
【
三
一
】
三
崎
葉
茶
壷　
【
三
二
】
欺
玉
硯　
【
三
三
】
堅
田
小
壷　
【
三
四
】
古
田
茶
杓　

【
三
五
】
無
題　
【
三
六
】
淺
間
香
爐　
【
三
七
】
西
行
葉
茶
壷　
【
三
八
】
鏡
山
茶
入　
【
三
九
】
一
六
夜
茶
入　
【
四
〇
】
老
人
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尺
八　
【
四
一
】
松
東
院　
【
四
二
】
李
節
推
瓶　
【
四
三
】
春
光
院　
【
四
四
】
正
淨
菴　
【
四
五
】
自
笑
菴　
【
四
六
】
山
彦
琵

琶　
【
四
七
】
靈
龜
茶
壷　
【
四
八
】
水
瓶
硯　
【
四
九
】
茄
子
硯　
【
五
〇
】
染
川
茶
入　
【
五
一
】
吾
友
茶
杓　
【
五
二
】
法
堂

棟
札　
【
五
三
】
肥
前
國
平
戸
嶋
小
川
禪
菴
雲
板　
【
五
四
】
木
葉
硯　
【
五
五
】
面
壁
茶
入　
【
五
六
】
冨
士
山
茶
入　
【
五

七
】
貝
形
硯　
【
五
八
】
休
叟
道
止
石
塔　
【
五
九
】
未
了
道
也
禪
定
門
石
塔　
【
六
〇
】
時
不
見
石　
【
六
一
】
秋
夜
茶
入　

【
六
二
】
飛
鳥
川
茶
器　
【
六
三
】
一
喝
香
爐　
【
六
四
】
瓦
硯　
【
六
五
】
表
裏
竹
花
入　
【
六
六
】
小
川
壷　
【
六
七
】
錦
上
花

筒　
【
六
八
】
尺
八
花
入　
【
六
九
】
深
山
木
花
筒　
【
七
〇
】
千
里
葉
茶
壷　
【
七
一
】
筑
州
横
嶽
山
崇
福
禪
寺
棟
札　
【
七

二
】
正
宗
院
前
壱
州
太
守
向
東
宗
陽
居
士
石
塔　
【
七
三
】
酬
恩
禪
菴
鐘　
【
七
四
】
筑
之
前
州
雲
心
禪
寺
鐘
銘　
【
七
五
】
石

塔　
【
七
六
】
青
山
葉
茶
壷　
【
七
七
】
澤
水
葉
茶
壷　
【
七
八
】
秋
夜
茶
壷　
【
七
九
】
再
來
花
筒　
【
八
〇
】
無
題　
【
八
一
】

七
尺
堂　
【
八
二
】
冨
士
石　
【
八
三
】
飯
筒
水
記　
【
八
四
】
淀　
【
八
五
】
華
叟
和
尚
墨
跡
跋

︻
二
一
︼
瑞
源
禅
菴
雲
板
﹇
三
の
四
八
オ
、
ウ
］

《
原
文
》

銅
聲
有
異
、
粥
齋
相
催
。
金
口
木
舌
、
落
第
二
來
。

慈
母
妙
泉
大
禪
定
尼
五
十
年
忌
之
供
養
、
令
子
直
奇
敬
白
。

今
茲
半
百
、
遠
忌
之
辰
。
借
造
化
手
、
現
清
淨
身
。
立
石
空
裡
、
坐
當
由
旬
。
閑
却
銅
鐵
、
塊
視
金
銀
。
盛
服
豈
用
、
儀
相
誰

論
。
撑
天
撑
地
、
出
泥
出
塵
。
蕭
然
物
外
、
把
定
要
津
。
呼
稱
慈
母
、
本
絶
比
倫
。
具
丈
夫
氣
、
呈
面
目
眞
。
破
環
齊
后
、
斷

機
孟
親
。
遺
名
貞
女
、
傾
心
至
人
。
孝
門
盡
孝
、
仁
路
厚
仁
。
似
無
功
徳
、
轉
大
法
輪
。
千
諄
一
黙
、
一
黙
千
諄
。
風
雨
霜
雪
、

萬
年
秋
春
。
普
。
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＊

《
訓
読
》

銅
声
、
異
有
り
、
粥し

ゅ
く
さ
い斎、
相
い
催う
な
がす
。
金こ
ん

口く

木ぼ
く

舌ぜ
つ

も
、
第
二
に
落
ち
来
た
る
。

慈
母
妙

み
ょ
う
せ
ん
だ
い
ぜ
ん
じ
ょ
う
に

泉
大
禅
定
尼
五
十
年
忌
の
供
養
、
令
子
直
奇
敬
白
。

今
茲こ

こ

に
半
百
、
遠お
ん

忌き

の
辰し
ん

。
造ぞ
う

化け

の
手
を
借
り
、
清
し
ょ
う

浄じ
ょ
うの
身
を
現
わ
す
。
石
、
空
裡
に
立
ち
、
坐
、
由ゆ
じ
ゅ
ん旬
に
当
た
る
。
銅
鉄
を

閑か
ん
き
ゃ
く
却
し
、
金
銀
を
塊か
い

視し

す
。
盛せ
い

服ふ
く

豈
に
用
い
ん
や
、
儀
相
誰
か
論
ぜ
ん
。
天
を
撑さ
さ

え
地
を
撑
え
、
泥
を
出
で
塵
を
出
づ
。
物も
つ

外げ

に
蕭し
ょ
う
ぜ
ん然た
り
、
要よ
う

津し
ん

を
把は
じ
ょ
う定
す
。
慈
母
と
呼
称
す
る
も
、
本
と
比ひ

倫り
ん

を
絶
す
。
丈じ
ょ
う
ふ夫
の
気
を
具
え
、
面
目
の
真
を
呈
す
。
破は

環か
ん

の
斉せ
い

后こ
う

、
断だ
ん

機き

の
孟も
う

親し
ん

。
名
を
貞
女
と
遺
し
、
心
を
至
人
に
傾
く
。
孝
門
に
孝
を
尽
く
し
、
仁
路
に
仁
を
厚
く
す
。
無
功
徳
に

似
た
り
、
大
法
輪
を
転
ず
。
千
た
び
諄
し
一
た
び
黙
し
、
一
た
び
黙
し
千
た
び
諄
す
。
風
雨
霜
雪
、
万
年
秋
春
。
普
。

＊

《
訳
》

　
〔
銅
で
で
き
た
瑞
源
禅
庵
雲
板
の
〕
音
は
、
特
別
で
あ
り
、
朝
食
、
夕
食
を
共
に
う
な
が
す
。〔
雲
板
の
音
は
、
禅
院
で
は
第

一
義
で
あ
り
〕
お
釈
迦
様
の
説
法
も
木
鐸
も
、
第
二
義
に
落
ち
て
し
ま
う
。

慈
母
妙
泉
大
禅
定
尼
の
五
十
年
忌
の
供
養
の
た
め
に
、
令
子
直
奇
が
つ
つ
し
ん
で
申
し
上
げ
る
。

今
茲こ

こ

に
五
十
年
、
法
要
の
日
。〔
こ
こ
に
あ
る
瑞
源
禅
庵
雲
板
は
慈
母
妙
泉
大
禅
定
尼
に
代
わ
っ
て
〕〔
万
物
〕
創
造
主
の
手
を

借
り
て
、
け
が
れ
の
な
い
身
を
現あ

ら

わ
し
て
い
る
。
石
台
の
上
の
空
中
に
立
ち
、
広
大
な
場
に
坐
し
て
い
る
。
銅
鉄
を
平
常
通
り

纏ま
と

い
、
金
銀
を
〔
纏
う
こ
と
を
〕
軽
視
す
る
。
ど
う
し
て
お
ご
そ
か
な
正
装
を
ほ
ど
こ
す
必
要
が
あ
ろ
う
か
、〔
そ
の
雲
板
は

こ
こ
に
あ
る
だ
け
で
〕
威
儀
あ
る
貌す

が
たを
あ
ら
わ
し
て
お
り
、
誰
が
〔
そ
の
こ
と
を
〕
と
や
か
く
論
じ
よ
う
か
〔
誰
も
と
や
か
く
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論
じ
は
し
な
い
〕。
天
を
さ
さ
え
地
を
さ
さ
え
〔
て
い
る
よ
う
に
〕、
汚
れ
た
俗
世
か
ら
出
て
〔
そ
の
俗
世
を
〕
離
れ
て
そ
こ
に

あ
る
。〔
そ
の
雲
板
は
〕
世
俗
か
ら
超
越
し
た
と
こ
ろ
に
ゆ
っ
た
り
と
し
、
肝
要
な
渡
し
場
を
が
っ
ち
り
お
さ
え
て
〔
人
を
近

づ
け
な
い
で
〕
い
る
。
愛
情
深
い
母
親
と
呼
ば
れ
よ
う
と
も
、
も
と
も
と
誠
に
〔
他
の
雲
板
と
〕
比
べ
よ
う
も
な
い
。〔
そ
れ

は
〕
ま
す
ら
お
の
気
持
ち
を
持
ち
、
真
如
の
す
が
た
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。〔
そ
れ
は
ま
る
で
〕「
斉せ

い

后こ
う

の
破は

環か
ん

」、「
孟も
う

親し
ん

の
断だ
ん

機き

」
の
〔
故
事
に
あ
る
よ
う
な
〕
女
性
・
母
親
の
よ
う
だ
。〔
そ
れ
は
〕
賢
女
と
し
て
後
々
ま
で
名
を
遺
し
、〔
仏
〕
道
を
極
め

た
人
に
心
を
傾
け
る
。
孝
行
の
誉
れ
高
い
家
で
は
親
に
孝
行
を
尽
く
し
、
他
人
に
た
い
す
る
思
い
や
り
は
〔
他
人
に
〕
な
さ
け

深
く
手
厚
い
。〔
そ
れ
ら
は
自
ら
の
〕
功
徳
の
為
に
行
う
の
で
は
な
く
、〔
他
人
の
為
に
〕
偉
大
な
仏
が
説
法
を
す
る
よ
う
で
あ

る
。〔
仏
は
説
法
を
〕
千
た
び
く
り
返
し
一
た
び
黙
止
し
、
一
た
び
黙
止
し
千
た
び
く
り
返
す
。〔
こ
こ
に
あ
る
雲
板
は
〕
風
が

吹
き
雨
が
降
り
霜
が
降
り
雪
が
ふ
っ
て
も
、
誠
に
長
い
年
月
、
年
中
〔
変
わ
ら
な
く
〕、
普
段
通
り
こ
こ
に
あ
る
。
あ
り
の
ま

ま
に
。

《
語
注
》

○
瑞
源
禅
庵
＝
瑞ず
い

源げ
ん

院い
ん

。
江こ
う
げ
つ
そ
う
り
ゅ
う

月
宗
立
の
『
欠
伸
年
譜
草
』
に
よ
れ
ば
、「
寛
永
二
年
（
一
六
二
五
）
福
山
城
主
・
水
野
勝
成
は
江
月
和
尚
の
禅

風
を
深
く
敬
慕
し
、
大
徳
寺
の
西
側
に
土
地
を
探
し
、
金
数
十
斤
を
費
や
し
て
一
寺
を
築
き
、「
瑞
源
」
と
名
付
け
た
。
ま
た
言
う
こ
と
に

は
、
こ
の
寺
院
は
亡
父
の
供
養
の
場
で
あ
り
、
ま
た
江
月
和
尚
の
修
養
の
地
と
な
る
よ
う
に
」
と
あ
る
。
江
月
が
安
室
宗
閑
を
開
基
と
し
、

塔
頭
と
し
た
。
元
禄
一
一
年
（
一
六
九
八
）
水
野
氏
が
断
絶
し
、
塔
頭
を
辞
す
。
明
治
の
廃
仏
棄
釈
で
廃
寺
と
な
っ
た
。
現
在
、
紫
野
高
校

北
門
横
に
瑞
源
院
趾
の
石
標
が
あ
る
。

○
雲
板
＝
禅
宗
寺
院
で
庫
裡
や
斎
堂
の
前
に
掛
け
、
法
要
・
坐
禅
・
食
事
を
知
ら
せ
る
打
鳴
具
。

○
銅
声
有
異
＝
「
銅
声
」
は
、
銅
で
鋳
造
さ
れ
た
雲
板
の
音
。『
碧
巌
録
』【
五
五
】
則
の
「
評
唱
」（
大
正
四
八
、
一
八
九
下
）
に
「
…
看
よ
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他
悟
り
し
後
、
道
い
得
て
自
然
に
奇
特
た
り
。
道
吾
の
一
片
の
頂
骨
金
色
の
如
し
、
撃
つ
時
銅
声
を
作
す
。
…
。（
…
看
他
悟
後
、
道
得
自

然
奇
特
。
道
吾
一
片
頂
骨
如
金
色
、
撃
時
作
銅
声
。
…
。）」
と
あ
り
、
こ
れ
を
ふ
ま
え
る
か
。
ま
た
、『
宋
高
僧
伝
』
巻
一
一
「
唐
潭
州
道

吾
山
円
智
伝
」（
大
正
五
〇
、
七
七
六
上
）
に
「
…
脳
蓋
一
節
特
異
而
清
瑩
。
其
色
如
金
其
響
如
銅
。
…
。」
の
文
が
み
え
る
。

○
落
第
二
来
＝
『
碧
巌
録
』【
一
六
】
則
の
「
頌
」
の
「
下
語
」（
大
正
四
八
、
一
五
六
下
）
に
「
…
啄
さ
れ
て
、
覚
す
も
〔
什な

麼ん

と
道
う
ぞ
。

第
二
頭
に
落
在
す
。〕
…
。（
…
啄
、
覚
〔
道
什
麼
。
落
在
第
二
頭
。〕
…
。）」
と
あ
り
、
第
二
義
門
に
堕
落
し
た
の
意
。

○
粥
斎
相
催
＝
「
粥
斎
」
は
、
朝
食
・
昼
食
。「
相
催
」
は
、
と
も
に
う
な
が
す
。
と
も
に
せ
き
た
て
る
。

○
金
口
木
舌
＝
「
金
口
」
は
、
仏
の
口
か
ら
説
か
れ
た
言
説
。
仏
説
の
尊
い
こ
と
を
黄
金
に
た
と
え
た
語
。「
木
舌
」
は
、
木
鐸
（
木
の
舌
を

有
す
る
鈴
）
の
義
。『
虚
堂
録
』
巻
九
「
臨
安
府
径
山
興
聖
万
寿
禅
寺
後
録
」（
大
正
四
七
、
一
〇
五
一
上
）
に
、「
…
撞
著
箇
金
口
木
舌
漢
。

…
。」
と
み
え
、
無
著
道
忠
の
注
釈
書
『
虚
堂
録
犂
耕
』
に
は
「
…
柳
宗
元
、
曰
わ
く
、
金
口
木
舌
は
鐸
な
り
。
諸
儒
を
し
て
孔
子
の
説
を

駕ツ
タ
ウる
こ
と
木
鐸
の
如
く
な
ら
し
む
な
り
。
…
。」
と
注
す
。

○
令
子
直
奇
＝
「
令
子
」
は
、
令
郎
・
令
息
・
令
嗣
＝
他
人
の
息
子
に
対
す
る
敬
称
。「
直
奇
」
＝
堀 

直
寄
で
あ
ろ
う
。
直
寄
は
、
安
土
桃
山

時
代
か
ら
江
戸
時
代
初
期
の
武
将
、
大
名
。
越
後
坂
戸
藩
、
信
濃
飯
山
藩
、
越
後
長
岡
藩
、
越
後
村
上
藩
主
。
堀
直
政
の
次
男
（
ま
た
は
三

男
）。
兄
に
直
清
、
弟
に
直
之
、
直
重
ら
。
正
室
は
長
沢
松
平
家
出
身
の
松
平
近
清
の
娘
。
子
に
直
次
、
直
時
、
娘
（
池
田
長
常
正
室
）、
娘

（
岡
部
行
隆
正
室
）。
官
位
は
従
五
位
下
、
丹
後
守
。

○
遠
忌
之
辰
＝
「
遠
忌
」
は
、
祖
師
ま
た
は
故
人
の
遺
徳
を
し
の
ん
で
寂
後
は
る
か
後
に
行
う
法
要
。
通
例
、
五
十
年
忌
以
後
、
五
十
年
ご
と

に
行
わ
れ
る
。

○
借
造
化
手
、
現
清
浄
身
＝
「
借
造
化
手
」
＝
「
造
化
」
は
、
天
地
自
然
の
理
。
万
物
を
創
造
化
育
す
る
は
た
ら
き
。
ま
た
そ
の
創
造
主
。

「
現
清
浄
身
」
＝
『
虚
堂
録
』
巻
一
「
諸
山
勧
請
疏
」（
大
正
四
七
、
九
八
四
上
）
に
「
…
現
清
浄
身
。
…
。」
と
み
え
、『
虚
堂
録
犂
耕
』
に

は
「
忠
曰
わ
く
、
為
人
な
り
。」
と
注
す
。
為
人
は
、
煩
悩
の
け
が
れ
を
す
べ
て
脱
し
た
汚
れ
の
な
い
法
身
を
い
う
。

○
立
石
空
裡
、
坐
当
由
旬
＝
「
由
旬
」
は
、
イ
ン
ド
の
距
離
の
単
位
。
一
由
旬
は
約
七
マ
イ
ル
。
あ
る
い
は
約
九
マ
イ
ル
。
帝
王
が
一
日
に
行

軍
さ
れ
る
距
離
。
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○
閑
却
銅
鉄
、
塊
視
金
銀
＝
「
閑
却
」
は
、「
～
を
大
し
た
こ
と
も
な
い
と
す
る
」
こ
と
。
等
閑
視
す
る
。「
閑
」
は
「
さ
ほ
ど
の
こ
と
も
な

い
」「
無
用
」
の
義
。「
塊
視
」
は
、
土
く
れ
の
よ
う
に
見
る
。
つ
ま
ら
ぬ
も
の
と
し
て
見
る
。
軽
視
す
る
。（
市
木
武
雄
編
集
『
梅
花
無
尽

蔵
注
釈 

四
』
の
溫
湯
聯
句
序
）。『
欠
伸
稿
訳
注　

乾　

坤
』
で
は
、
同
じ
意
で
、「
塵
視
」、「
塊
看
」
と
用
い
ら
れ
る
。

○
盛
服
豈
用
、
儀
相
誰
論
＝
「
盛
服
」
は
、
さ
か
ん
な
服
装
。
お
ご
そ
か
な
正
装
。「
儀
相
」、
儀
は
儀
式
。
相
は
様
相
。
儀
式
の
あ
り
方
。

○
撑
天
撑
地
＝
「
撑
天
拄
地
」
＝
『
句
双
葛
藤
鈔
』
の
注
に
「
ド
ツ
コ
モ
本
分
サ
サ
エ
タ
ゾ
」。
ま
た
『
虚
堂
録
』
巻
五
「
頌
古
」
の
「
洞
山

冬
夜
喫
菓
子
」（
大
正
四
七
、
一
〇
二
二
下
）
に
「
…
天
を
拄
え
地
を
拄
う
、
黒
し
て
漆
の
如
し
。
…
。（
…
拄
天
拄
地
、
黒
如
漆
。
…
。）」

と
み
え
、
そ
れ
は
、『
虚
堂
録
犂
耕
』
に
、「
…
本
則
の
如
し
洞
家
に
黒
を
呼
び
て
正
位
と
為
す
。」
と
注
す
。

○
出
泥
出
塵
＝
「
出
泥
」
は
、『
翰
林
五
鳳
集
』
に
以
心
の
「
讀
濂
渓
愛
蓮
記
」
詩
な
ど
に
「
出
泥
不
染
徳
惟
香
。」
と
あ
る
よ
う
に
蓮
の
花
に

関
連
し
て
多
く
み
え
る
。「
出
塵
」、
出
は
出
離
、
塵
は
塵
埃
の
意
。
す
べ
て
の
世
間
的
な
事
が
ら
か
ら
の
が
れ
る
こ
と
。
俗
世
を
捨
て
て
出

家
を
す
る
こ
と
。

○
蕭
然
物
外
＝
『
句
双
葛
藤
鈔
』
に
「
物
外
に
蕭
然
た
り
」
と
あ
り
注
に
「
格
ヲ
越
エ
タ
大
用
ノ
肌
左
右
ナ
リ
」。
意
は
世
俗
か
ら
超
越
し
て

い
る
と
こ
ろ
、
が
ら
ん
と
し
た
さ
ま
。

○
把
定
要
津
＝
『
臨
済
録
』
の
序
（
大
正
四
七
、
四
九
六
上
）
に
「
…
院
は
古
渡
に
臨
ん
で
、
往
来
を
運
済
し
、
要
津
を
把
定
し
て
、
壁
立
万

仞
。
…
。（
…
院
臨
古
渡
、
運
済
往
来
。
把
定
要
津
、
壁
立
万
仞
。
…
。）」
に
み
え
、
そ
の
禅
寺
は
由
緒
あ
る
古
渡
に
臨
み
、
往
来
の
人
び

と
を
彼
岸
へ
渡
し
て
や
っ
た
。
し
か
し
要
衝
を
が
っ
ち
り
押
さ
え
て
、
萬
仞
の
高
さ
に
屹
立
し
た
。（
岩
波
文
庫
本　

入
矢
義
高
訳
註
『
臨

済
録
』
一
〇
頁
～
一
一
頁
参
照
。）

○
呼
称
慈
母
＝
「
慈
母
は
、
こ
こ
は
、
愛
情
深
い
母
親
の
意
。

○
本
絶
比
倫
＝
「
絶
比
倫
」
は
、
誠
に
比
べ
よ
う
も
な
い
。
喩
え
よ
う
も
な
い
。（『
欠
伸
稿
』
坤　

一
九
五
頁
、
五
九
〇
頁
参
照
。）

○
具
丈
夫
気
＝
丈じ
ょ
う
ふ夫
の
気
＝
『
碧
巌
録
』【
一
】
則
の
「
本
則
」
の
「
頌
」
の
下
語
（
大
正
四
八
、
一
四
一
上
）
に
「
…
大
丈
夫
の
志
気
何
に

か
在
る
。
…
。（
…
大
丈
夫
志
気
何
在
。
…
。）」
と
み
え
、
意
は
、
ま
す
ら
お
、
立
派
な
男
児
、
精
進
し
て
退
か
な
い
修
行
者
、
の
気
概
を

い
う
。
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○
呈
面
目
真
＝
『
碧
巌
録
』【
一
六
】
則
の
「
本
則
」
の
「
評
唱
」（
大
正
四
八
、
一
五
六
中
）
に
「
…
僧
云
く
、『
子
啐
し
母
啄
す
。
学
人
の

分
上
に
於
い
て
、
箇
の
什
麼
辺
の
事
を
成
し
得
る
や
』
と
。
清
云
く
、『
箇
の
面
目
を
露
す
』
と
。
…
。（
…
僧
云
、
子
啐
母
啄
、
於
学
人
分

上
。
成
得
箇
什
麼
辺
事
。
清
云
、
露
箇
面
目
。
…
。）」
の
文
が
み
え
る
。『
岩
波
文
庫
本
（
上
）』
の
注
に
よ
れ
ば
、
面
目
の
意
は
、
本
来
の

面
目
。

○
破
環
斉
后
＝
『
蒙
求
』
の
「
斉
后
破
環
」
の
話
の
こ
と
。
賢
女
の
話
。
斉
王
の
妃
は
連
環
の
玉
を
打
ち
砕
き
、「
解
い
た
」
と
い
っ
て
智
を

示
し
、
秦
の
始
皇
帝
を
打
ち
負
か
し
た
。（『
春
秋
後
話
』）（
早
川
光
三
郎
著　
『
蒙
求
』
上　

新
漢
文
体
系
五
八　

明
治
書
院
、
一
九
八
〇

年
、
三
七
二
頁
参
照
。）

○
断
機
孟
母
＝
「
孟
母
断
機
」
＝
孟
子
の
母
、
孟
軻
が
中
途
で
学
を
廃
し
て
帰
宅
し
た
時
、
織
り
か
け
の
機
を
断
っ
て
、
汝
の
学
を
廃
す
る
は
、

吾
が
其
の
機
を
断
つ
が
如
し
と
誡
め
た
故
事
。

○
遺
名
貞
女
＝
「
遺
名
」
は
、
後
世
に
名
を
の
こ
す
。
又
た
、
そ
の
名
。「
貞
女
」
は
、
①
嫁
ぐ
前
、
節
操
を
堅
く
守
る
女
。
②
節
操
の
あ
る

女
。
一
人
の
夫
に
仕
え
、
一
生
を
終
え
る
婦
人
。

○
傾
心
至
人
＝
「
傾
心
」
は
、
心
を
傾
け
る
。
心
を
打
ち
込
む
。
心
を
寄
せ
る
。「
至
人
」
は
、
道
を
極
め
て
至
極
に
到
達
し
た
人
。
老
荘
家

で
は
道
徳
の
極
致
に
達
し
た
人
を
示
す
語
。
転
じ
て
仏
道
に
達
し
た
人
を
い
う
。

○
孝
門
尽
孝
＝
「
孝
門
」
は
、
孝
行
の
誉
れ
高
い
家
。
孝
行
の
一
家
。「
孝
」
は
複
義
あ
り
、
①
祖
先
の
霊
や
神
々
に
供
物
を
さ
さ
げ
奉
養
す

る
祭
り
。
②
父
母
を
尊
び
、
心
か
ら
仕
え
、
奉
養
す
る
徳
行
。
父
母
や
祖
先
の
志
を
継
承
す
る
こ
と
。
③
孝
行
者
。
子
と
し
て
道
を
尽
く
す

者
。
な
ど
を
い
う
。

○
仁
路
厚
仁
＝
「
仁
」
は
、
①
古
代
に
お
け
る
基
本
的
な
道
徳
規
範
と
し
て
の
他
者
に
対
す
る
お
も
い
や
り
。
い
つ
く
し
み
。
②
儒
家
に
お
け

る
最
高
の
徳
目
で
、
義
・
礼
・
智
・
信
な
ど
の
徳
目
を
総
括
す
る
根
源
的
な
規
範
。
③
有
徳
の
人
。
仁
厚
は
、
な
さ
け
深
く
て
手
厚
い
こ
と
。

○
似
無
功
徳
＝
「
無
功
徳
」
＝
何
か
求
め
る
心
で
な
し
た
善
事
に
は
真
の
意
味
で
は
功
徳
が
な
い
な
い
こ
と
。
代
表
的
な
用
例
は
梁
の
武
帝
に

対
す
る
達
磨
の
答
語
。『
暦
代
法
宝
記
』
の
「
菩
提
達
摩
多
羅
」
章
（
大
正
五
一
、
一
八
〇
下
）
に
「
…
帝
、
又
問
う
、
朕
、
寺
を
造
り
、

人
を
度
す
。
経
を
写
し
像
を
鋳
す
。
何
の
功
徳
か
有
ら
ん
。
大
師
、
答
え
て
曰
く
、
並
び
に
無
功
徳
と
。
…
。（
…
帝
又
問
、
朕
造
寺
度
人
。
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写
経
鋳
像
。
有
何
功
徳
。
大
師
答
曰
、
並
無
功
徳
。
…
。）」
の
文
が
み
え
る
。

○
転
大
法
輪
＝
「
大
法
輪
」
は
、
法
輪
（
仏
法
）
の
尊
称
。
偉
大
な
教
え
の
意
。
ま
た
「
転
法
輪
」
は
、
説
法
の
こ
と
。
仏
祖
の
説
法
が
能
く

衆
生
の
邪
見
を
破
す
る
に
喩
え
た
語
。
仏
祖
の
説
法
が
衆
生
を
聖
境
に
入
ら
せ
る
を
い
う
。

○
千
諄
一
黙
、
一
黙
千
諄
＝
「
諄
」
は
、
く
り
返
し
告
げ
暁
す
。
ね
ん
ご
ろ
に
つ
げ
る
。「
一
黙
」
は
、
ひ
と
た
び
黙
す
る
こ
と
。「
維
摩
一
黙

如
雷
」
の
故
事
に
基
づ
く
言
葉
。
維
摩
の
一
黙
は
、『
維
摩
経
』（
入
不
二
法
門
品
）
に
あ
る
話
。
維
摩
が
真
実
の
法
は
言
説
を
も
っ
て
は
表

現
で
き
ぬ
こ
と
を
一
黙
を
以
て
示
し
た
こ
と
。
こ
れ
が
古
来
禅
門
の
公
案
と
し
て
用
い
ら
れ
、『
碧
巌
録
』【
八
四
】
則
「
維
摩
不
二
法
門
」

に
取
り
上
げ
ら
れ
、「
維
摩
一
黙
如
雷
」
の
語
と
し
て
喧
伝
さ
れ
て
い
る
。

○
風
雨
霜
雪
、
万
年
秋
春
＝
「
万
年
」
は
、
一
万
年
。
非
常
に
長
い
年
月
。
万
歳
。「
秋
春
」
は
、
春
秋
＝
四
季
。
年
月
。

○
普
＝
『
禅
語
字
彙
』
に
、
経
説
に
は
博
大
・
不
徧
・
円
満
の
三
義
あ
り
。
宇
宙
到
る
処
に
徧あ
ま
ねし
の
意
よ
り
、
転
じ
て
、
人
々
踏
み
外
す
な
、

ま
た
見
た
ら
ば
見
た
ま
ま
、
聞
け
ば
聞
い
た
ま
ま
の
意
あ
り
て
、
当
機
直
面
の
三
昧
底
を
表
す
。
と
あ
る
。

︻
三
四
︼
古
田
茶
杓
筒
﹇
三
の
五
一
ウ
］

《
原
文
》

玄
菴
主
翁
、
餘
隻
手
工
。
臨
濟
禪
味
、
一
啜
松
風
。

＊

《
訓
読
》

玄
庵
主
翁
、
餘よ

隻せ
き

、
手
ず
か
ら
工
み
な
り
。
臨
済
禅
味
、
一い
っ
て
つ
し
ょ
う
ふ
う

啜
松
風
。

＊

《
訳
》
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〔
茶
室
〕
玄
庵
の
主
人
公
は
、
片
手
間
に
〔
茶
杓
筒
を
手
作
り
す
る
の
が
〕
巧
妙
で
あ
る
。
臨
済
禅
の
味
わ
い
〔
喫
茶
去
の
精

神
と
い
う
も
の
〕
は
、
一
服
の
茶
を
喫
す
る
と
き
に
、
茶
釜
は
、
松
に
吹
く
風
の
よ
う
な
音
を
ひ
び
か
せ
て
い
る
〔
ま
た
、
そ

れ
は
仏
法
そ
の
も
の
だ
〕。

＊

《
語
注
》

○
古
田
茶
杓
筒
＝
「
茶
杓
」
＝
茶
道
具
の
一
種
。
茶
入
れ
（
ま
た
薄
茶
器
）
の
中
の
抹
茶
を
掬
っ
て
茶
碗
に
移
す
匙
。
竹
材
が
ほ
と
ん
ど
で
、

他
に
象
牙
・
木
地
・
塗
物
、
ま
れ
に
鼈
甲
・
銀
・
砂
張
・
陶
器
な
ど
の
製
が
あ
る
。
長
さ
は
畳
目
十
二
半
（
六
寸
余
）
ほ
ど
が
通
常
。「
筒

箱
」
＝
茶
杓
と
筒
が
、
同
じ
竹
材
で
同
一
人
の
手
に
な
り
、
さ
ら
に
筒
に
署
名
の
あ
る
も
の
を
厳
密
な
意
味
で
共
筒
と
い
う
。
筒
の
栓
は
杉

材
、
栓
と
筒
に
か
け
て
封
（
〆
）
や
花
押
・
銘
を
書
く
。（『
原
色
茶
道
大
辞
典
』　

淡
交
社
、
一
九
七
五
年
）

○
古
田
織
部
＝
安
土
桃
山
・
江
戸
時
代
前
期
の
茶
人
。
天
文
一
三
年
（
一
五
四
四
）
に
生
ま
れ
る
。
千
利
休
の
次
代
の
名
人
で
織
部
流
茶
道
の

開
祖
。
美
濃
の
人
。
通
称
左
介
、
初
名
景
安
、
天
正
一
六
年
（
一
五
五
八
）
こ
ろ
、
重し
げ

然な
り

と
改
め
た
。
宗
屋
・
印
斎
と
号
し
た
が
、
大
徳
寺

の
春
屋
宗
園
に
参
禅
し
て
、
金
甫
の
号
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
織
田
信
長
の
美
濃
侵
攻
時
に
父
重
定
と
と
も
に
参
戦
。
ま
た
山
城
・
摂
津
の

代
官
を
つ
と
め
た
。
豊
臣
秀
吉
に
仕
え
、
天
正
一
三
年
従
五
位
下
織
部
正
に
叙
任
、
山
城
国
西
岡
三
万
五
千
石
を
支
配
し
た
。
織
部
は
早
く

か
ら
千
利
休
に
つ
い
て
茶
道
を
学
び
、
そ
の
将
来
性
を
嘱
目
さ
れ
て
い
た
。
天
正
一
九
年
、
堺
に
蟄
居
を
命
ぜ
ら
れ
た
利
休
を
、
細
川
三
斎

と
と
も
に
淀
で
見
送
っ
た
。

○
玄
庵
主
翁
、
餘
隻
手
工
＝
玄
庵
主
翁
の
「
玄
庵
」
は
茶
室
の
名
か
？
。「
主
翁
」
は
、
こ
こ
で
は
主
人
と
解
す
る
。「
餘
隻
」
は
、
片
手
間
。

「
工
」
＝
巧
妙
な
さ
ま
。
う
ま
い
。

○
臨
済
禅
味
、
一
啜
松
風
＝
「
臨
済
禅
味
」
＝
臨
済
禅
の
味
わ
い
。「
一
啜
松
風
」
＝
『
江
湖
風
月
集
訳
註
』（
芳
澤
勝
弘
編
註
、
禅
文
化
研
究

所
、
二
〇
〇
三
年
）
の
《
一
一
》
恵
山
に
茶
を
煎
る
（
介
石
智
朋
禅
師
語
録
）
の
偈
頌
（
巻
之
上　

二
七
頁
）
に
「
瓦が
び
ょ
う瓶
、
破は
ぎ
ょ
う曉
に
清せ
い

泠れ
い

を

汲
ん
で
、
石せ
き

鼎て
い

、
移
し
来
た
っ
て
壊え

砌さ
い

に
烹
る
。
万ば
ん

壑か
く

の
松
風
、
一い
っ

啜て
つ

に
供
し
、
自
ら
双そ
う
し
ゅ
う袖を
籠こ

め
て
水す
い

辺へ
ん

に
行
く
。」
と
あ
る
。
こ
の
句
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の
「
松
風
」
は
茶
を
煮
る
音
（『
江
湖
風
月
集
訳
註
』
二
八
頁
参
照
。）
と
仏
法
の
象
徴
（
芳
澤
勝
弘
編
著
『
欠
伸
稿
』
乾　

四
三
頁
他
参

照
。）
と
の
二
つ
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、『
臨
済
録
』「
行
録
」（
大
正
四
七
、
五
〇
五
上
）
に
「
…
師
、
松
を
栽
う
る
次
で
、
黄

檗
問
う
、
深
山
裏
に
許そ
こ
ば
く多
を
栽
え
て
什な

麼に

か
作せ

ん
。
師
云
く
、
一
に
は
山
門
の
与た
め

に
境
致
と
作
し
、
二
に
は
、
後
人
の
与
に
標
榜
と
作
さ
ん
。

と
、
道い

い
了
っ
て
、
钁か
く

頭と
う

を
将
っ
て
地
を
打
つ
こ
と
三
下
す
。
黄
檗
云
く
、
是か
く

の
如
く
な
り
と
雖い
え
ど
も然
も
、
子な
ん
じ已
に
吾
が
三
十
棒
を
喫
し
了
れ

り
。
師
、
又
钁
頭
を
以
て
地
を
打
つ
こ
と
三
下
、
噓き
ょ

噓き
ょ

の
声
を
作
す
。
黄
檗
云
く
、
吾
が
宗
汝
に
到
っ
て
大
い
に
世
に
興
ら
ん
。
…
。（
…

師
栽
松
次
、
黄
檗
問
、
深
山
裏
栽
許
多
、
作
什
麼
。
師
云
、
一
与
山
門
作
境
致
、
二
与
後
人
作
標
榜
。
道
了
、
将
钁
頭
打
地
三
下
。
黄
檗
云
、

雖
然
如
是
、
子
已
喫
吾
三
十
棒
了
也
。
師
又
以
钁
頭
打
地
三
下
、
作
噓
噓
声
。
黄
檗
云
、
吾
宗
到
汝
大
興
於
世
。
…
。）」
と
あ
る
。
こ
の
段

を
古
来
「
臨
済
栽
松
の
話
」
と
い
う
。
こ
こ
で
は
以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
踏
ま
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

︻
三
六
︼
無
題
﹇
三
の
五
一
ウ
、
五
二
オ
］

《
原
文
》

稲
葉
氏
正
勝
信
士
、
其
齡
二
十
七
歳
、
而
其
志
尤
老
矣
。
一
日
觀
六
諭
之
人
境
、
鑄
巨
鐘
一
口
、
詠
和
歌
一
篇
。
就
山
野
而
請

銘
、
便
擧
四
句
文
云
、
諸
行
無
常
二
十
七
年
。
是
生
滅
法
二
十
七
年
。
生
滅
滅
已
二
十
七
年
。
寂
滅
爲
樂
二
十
七
年
。
合
四
看
、

則
爲
一
百
八
數
喚
之
、
而
作
百
八
鐘
聲
可
也
。
因
夢
一
字
賦
一
偈
以
代
銘
云
。

開
花
雨
兮
落
花
風
、
世
上
變
更
瞬
目
送
。
一
聲
曉
鐘
一
枕
頭
、
端
的
覺
得
煩
惱
夢
。

＊

《
訓
読
》

稲
葉
氏
正
勝
信
士
、
其
の
齢
、
二
十
七
歳
に
し
て
其
の
志
、
尤も

っ
とも
老
た
り
。
一
日
、
六り
く

諭ゆ

の
人じ
ん
き
ょ
う境を
観
て
、
巨
鐘
一
口
を
鋳
し
、

和
歌
一
篇
を
詠
む
。
山
野
に
就つ

い
て
銘
を
請
い
し
と
き
、
便
ち
四
句
文
を
挙
し
て
云
く
、「
諸し
ょ
ぎ
ょ
う
む
じ
ょ
う

行
無
常
、
二
十
七
年
。
是ぜ
ほ
う
し
ょ
う

法
生
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滅め
つ

、
二
十
七
年
。
生し
ょ
う
め
つ
め
つ
い

滅
滅
已
、
二
十
七
年
。
寂じ
ゃ
く
め
つ
い
ら
く

滅
為
楽
、
二
十
七
年
。
四
を
合
し
看
れ
ば
、
則
ち
一
百
八
数
と
為
る
。
之
を
喚

ん
で
、
百
八
鐘
声
と
作
す
は
可
な
り
」
と
。
夢
の
一
字
に
因
っ
て
一
偈
を
賦
し
て
、
以
て
銘
に
代
う
と
云
う
。

花
を
開
く
雨
、
花
を
落
と
す
風
、
世せ

じ
ょ
う上
の
変へ
ん

更こ
う

、
瞬し
ゅ
ん
も
く目に
送
る
。
一
声
の
曉
ぎ
ょ
う

鐘し
ょ
う、
一い
っ

枕ち
ん

頭と
う

、
端た
ん

的て
き

、
覚
め
得
て
煩ぼ
ん

悩の
う

を
夢ゆ
め

む
。

＊

《
訳
》

　

稲
葉
正
勝
信し

ん

士じ

は
、
年
齢
が
二
十
七
歳
の
と
き
に
、〔
も
う
既
に
〕
彼
の
志
は
と
り
わ
け
立
派
な
徳
を
そ
な
え
て
い
た
。
あ

る
日
、『
六
諭
』〔
と
い
う
本
〕
を
観
て
、
大
き
な
鐘
を
一
つ
鋳
造
し
、
和
歌
を
一
篇
詠
ん
だ
。
私
、〔
江
月
〕
に
対
し
て
、〔
鐘

の
〕
銘
を
請
う
た
の
で
、〔
次
の
〕
四
句
の
偈
文
を
挙
げ
て
、「
諸し

ょ
ぎ
ょ
う
む
じ
ょ
う

行
無
常
、
二
十
七
年
。
是ぜ
ほ
う
し
ょ
う
め
つ

法
生
滅
、
二
十
七
年
。
生し
ょ
う
め
つ
め
つ
い

滅
滅
已
、

二
十
七
年
。
寂じ

ゃ
く
め
つ
い
ら
く

滅
為
楽
、
二
十
七
年
。
四
句
を
合
わ
せ
看
れ
ば
、
百
八
の
数
と
な
る
。
こ
れ
を
喚
ん
で
、『
百
八
鐘
声
』
と
す

る
の
が
丁
度
よ
い
」
と
申
し
た
。〔
そ
こ
で
〕
夢
の
一
字
に
ち
な
ん
だ
一
つ
の
詩
を
作
り
、
こ
れ
を
以
て
〔
鐘
の
〕
銘
に
代
え

る
次
第
で
あ
る
。

　
〔
稲
葉
正
勝
は
〕
花
を
開
く
雨
、
花
を
落
と
し
て
し
ま
う
風
〔
に
な
り
〕、〔
そ
の
雨
、
風
の
よ
う
に
〕
世
の
移
り
変
わ
り
の

は
や
い
中
で
、
あ
っ
と
い
う
間
の
人
生
を
送
る
。〔
早
〕
朝
の
鐘
の
音
が
、
我
が
枕
元
に
響
く
、
ま
さ
し
く
そ
の
時
、
眼
が
覚

め
、
様
々
な
煩な

や
み悩
を
夢
見
て
い
た
と
気
づ
か
さ
れ
た
。

＊

《
語
注
》

○
無
題
＝
こ
の
条
は
「
無
題
」
で
あ
る
が
、
序
、
詩
の
内
容
か
ら
判
断
す
る
と
「
鐘
」
の
銘
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

○
稲
葉
正
勝
＝
（
一
五
九
七
～
一
六
三
四
）。
江
戸
前
期
の
幕
府
老
中
。
稲
葉
正
成
の
三
男
。
母
は
春
日
局
。
八
歳
で
三
代
将
軍
徳
川
家
光
に
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仕
え
、
小
姓
組
番
頭
・
書
院
番
頭
を
経
て
、
元
和
九
年
（
一
六
二
三
）
老
中
。
二
四
年
一
万
石
と
な
り
、
二
八
年
父
正
成
の
遺
領
を
継
ぎ
、

下
野
国
真
岡
四
万
石
を
領
し
た
。
三
二
年
加
藤
忠
広
の
改
易
に
肥
後
熊
本
城
受
取
役
を
務
め
た
。
同
年
、
四
万
五
千
石
を
加
増
さ
れ
、
相
模

国
小
田
原
城
主
と
な
り
、
箱
根
の
関
所
を
管
轄
し
た
。
そ
し
て
、『
欠
伸
年
譜
草
』
に
は
、
江
月
六
十
一
歳
、（
寛
永
十
一
年
、
一
六
三
四
）

の
と
き
に
、「
稲
葉
正
勝
が
、
江
月
和
尚
に
帰
依
し
、
師
弟
関
係
を
結
ん
だ
。
さ
ら
に
正
勝
は
江
月
に
、『
自
分
に
は
宿
望
が
あ
り
、
大
徳
寺

の
欠
け
て
い
る
伽
藍
の
再
建
を
し
た
い
か
ら
、
そ
の
実
現
を
取
り
諮
っ
て
欲
し
い
』
と
申
し
入
れ
た
。
そ
の
時
、
江
月
は
『
自
分
も
長
年
ど

う
に
か
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
が
、
力
が
な
く
、
も
し
、
あ
な
た
が
一
竿
の
竹
を
挿
し
て
始
め
ら
れ
れ
ば
、
私
ど
も
は
土
木
の
役
割
を
担
い

ま
し
ょ
う
』
と
答
え
た
。
正
勝
は
こ
れ
を
聞
い
て
非
常
に
喜
び
、
そ
の
後
、
黄
金
三
千
両
を
再
建
の
た
め
寄
進
し
た
こ
と
。
し
ば
ら
く
し
て
、

正
勝
は
病
に
伏
し
、
自
分
で
事
業
を
行
う
の
は
、
困
難
だ
と
考
え
、
自
分
に
代
わ
り
嫡
男
、
親
戚
に
事
業
に
あ
た
れ
と
伝
え
、
ま
た
追
加
費

用
が
必
要
で
あ
れ
ば
、
蔵
を
挙
げ
て
財
産
を
救
出
し
、
そ
の
費
用
に
充
て
、
事
業
を
実
現
す
よ
う
に
繰
り
返
し
頼
ん
だ
。
そ
し
て
数
十
日
後

に
逝
去
し
た
。」
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。（『
大
徳
寺　

龍
光
院　

国
宝
曜
変
天
目
と
破
草
鞋
』
図
録　

Ｍ
Ｉ
Ｈ
Ｏ　

Ｍ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｍ
、

二
〇
一
九
年
、
四
五
九
～
四
六
〇
頁
。）

○
老
＝
「
老
成
」
＝
立
派
な
徳
を
そ
な
え
る
。

○
六
諭
＝
「
六
諭
」
と
は
明
朝
の
光
武
帝
が
一
三
九
七
年
に
お
い
て
発
布
し
た
国
民
の
守
る
べ
き
道
徳
規
範
で
あ
る
「
教
民
傍
文
」
の
中
の
一

部
で
あ
り
、「
孝
順
父
母
」「
尊
敬
長
上
」「
和
睦
郷
里
」「
教
訓
子
孫
」「
各
安
生
理
」「
毋
作
非
為
」
の
六
条
を
指
す
。
こ
れ
が
清
代
に
な
っ

て
順
治
・
康
熙
・
雍
正
の
三
帝
の
よ
っ
て
、「
教
民
傍
文
」
か
ら
「
六
諭
」
の
み
が
取
り
出
さ
れ
、
天
下
の
道
徳
律
と
し
て
喧
伝
さ
れ
た
。

こ
の
「
六
諭
」
を
会
稽
の
范は
ん

鋐こ
う

が
解
説
書
と
し
て
「
六
諭
衍
義
」
を
著
し
、
こ
れ
を
琉
球
の
程
順
則
（
一
六
六
三
～
一
七
三
四
）
が
中
国
か

ら
持
ち
帰
り
日
本
で
出
版
さ
れ
た
。
程
順
則
に
よ
っ
て
大
陸
か
ら
琉
球
に
も
た
ら
さ
れ
、
後
に
薩
摩
へ
渡
っ
た
こ
の
書
は
徳
川
吉
宗
の
目
に

留
ま
り
、
荻
生
徂
徠
の
施
訓
及
び
室
鳩
巣
の
和
解
を
以
て
藩
校
や
寺
子
屋
に
広
く
流
布
す
る
こ
と
と
な
る
。
儒
教
思
想
に
お
け
る
道
徳
の
教

科
書
と
し
て
、
ま
た
手
習
い
の
教
科
書
と
し
て
活
用
さ
れ
た
。「
六
諭
」
が
編
ま
れ
た
明
末
清
初
と
い
う
時
代
に
成
立
し
た
概
念
が
経
世
済

民
（
世よ

を
経お
さ

め
民た
み

を
済す
く

う
）
論
で
あ
る
。（
松
岡
芳
恵
『
六
諭
衍
義
大
意
』
に
お
け
る
経
世
済
民
の
思
想
「
各
安
生
理
」
と
近
世
中
期
文
学

「
東
洋
大
学
大
学
院
紀
要
」
四
六
、
二
〇
〇
九
、
一
～
一
五
頁
参
照
。）
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○
諸
行
無
常
、
是
生
滅
法
、
生
滅
滅
已
、
寂
滅
為
楽
＝
こ
の
偈
文
は
『
大
般
涅
槃
経
』
巻
三
（
大
正
、
二
〇
四
下
）「
…
諸
行
無
常
、
是
生
滅

法
、
生
滅
滅
已
、
寂
滅
為
楽
。
…
。」
に
み
え
、「
諸
行
無
常
偈
」
は
、『
大
般
涅
槃
経
』〔
一
四
〕
で
雪せ
っ

山さ
ん

童
子
が
羅
刹
に
身
を
供
養
し
て
教

え
ら
れ
た
偈
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
雪
山
の
偈
と
も
い
う
。
世
間
の
も
の
に
一
つ
と
し
て
常
住
な
る
も
の
は
な
く
生
じ
た
も
の
は
必
ず
滅
す
る

故
に
、
こ
の
生
滅
の
世
界
を
脱
け
出
て
寂
静
の
真
理
に
至
る
べ
き
こ
と
を
示
し
た
も
の
。
仏
教
の
真
理
を
簡
潔
に
示
し
た
も
の
と
し
て
知
ら

れ
、「
い
ろ
は
歌
」
は
こ
の
偈
の
和
訳
と
云
わ
れ
る
。
ま
た
こ
の
「
雪
山
の
偈
」
は
、
釈
尊
が
前
生
に
雪
山
童
子
で
あ
っ
た
時
、「
諸
行
無
常
、

是
生
滅
法
」
の
前
二
句
を
羅
刹
か
ら
聴
き
、
捨
身
の
懇
願
に
よ
っ
て
後
二
句
「
生
滅
滅
已
、
寂
滅
為
楽
」
を
聞
い
た
と
い
う
。

○
百
八
鐘
声
＝
諸
説
あ
る
。
百
八
の
煩
悩
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
。
百
八
の
煩
悩
の
根
拠
は
人
間
に
は
眼
（
＝
視
覚
）・
耳
（
＝
聴
覚
）・
鼻
（
＝

嗅
覚
）・
舌
（
＝
味
覚
）・
身
（
＝
触
覚
）・
意
＝
（
意
識
）
の
六
つ
の
感
覚
器
官
ま
た
は
機
能
（
＝
六
根
）
が
あ
り
、
仏
教
の
世
界
で
は
、

六
根
の
感
じ
か
た
に
、「
好
・
平
・
悪
」
の
三
通
り
が
あ
り
、
さ
ら
に
、
そ
の
三
通
り
の
感
じ
か
た
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、「
染
・
浄
」
の
二
通
り

が
あ
り
、
こ
れ
ら
が
原
因
で
、
人
は
過
去
・
現
在
・
未
来
の
「
三
世
」
に
わ
た
り
、
悩
み
や
苦
し
み
が
続
く
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
六
根

が
「
好
・
平
・
悪
」
の
三
通
り
で
、
一
八
通
り
。
そ
の
一
八
が
「
染
・
浄
」
の
二
通
り
だ
か
ら
、
三
六
通
り
。
そ
の
三
六
通
り
が
、「
三

世
」
に
わ
た
る
の
で
、
百
八
通
り
つ
ま
り
、
百
八
の
煩
悩
が
生
じ
る
。
又
は
一
年
の
一
二
月
、
二
四
節
気
、
七
二
候
を
あ
わ
せ
た
も
の
。

『
大
智
度
論
』
巻
六
八
〈
魔
事
品 

四
六
〉（
大
正
二
五
、
五
三
三
下
）
に
「
…
魔
に
四
種
有
り
、
煩
惱
魔
、
五
衆
魔
、
死
魔
、
天
子
魔
な
り
。

煩
悩
魔
は
、
所
謂
百
八
煩
悩
等
、
分
別
の
八
万
四
千
諸
煩
悩
な
り
。
…
。（
…
魔
有
四
種
、
煩
惱
魔
、
五
衆
魔
、
死
魔
、
天
子
魔
。
煩
悩
魔

者
、
所
謂
百
八
煩
悩
等
、
分
別
八
万
四
千
諸
煩
悩
。
…
。）」
と
あ
る
。

︻
五
一
︼
吾
友
茶
杓
﹇
三
の
五
六
ウ
］

《
原
文
》

一
竿
依
舊
、
塵
視
山
花
。
友
于
在
家
、
日
日
喫
茶
。

＊
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《
訓
読
》

一
竿
、
旧き

ゅ
うに
依
れ
ど
も
、
山
花
を
塵じ
ん

視し

す
。
友ゆ
う

于う

、
家
に
在
り
て
、
日に
ち

日に
ち

喫
茶
す
。

＊

《
訳
》

　
〔
こ
こ
に
あ
る
〕
竹
で
で
き
た
〔
吾
友
と
い
う
銘
の
〕
一
本
の
茶
杓
は
、
竹
で
あ
る
が
、
山
に
咲
く
花
な
ど
も
の
の
か
ず
と

も
せ
ぬ
。
友
〔
昭
乗
〕
は
〔
そ
の
場
に
兄
弟
の
よ
う
な
友
、
江
月
、
遠
州
が
い
な
く
と
も
そ
の
茶
杓
を
江
月
、
遠
州
と
思
い
〕、

家
で
日
々
、
茶
を
飲
む
で
あ
ろ
う
。〔
よ
っ
て
こ
の
江
月
が
こ
の
茶
杓
に
吾
友
と
い
う
銘
を
つ
け
た
の
で
あ
る
。〕

＊

《
語
注
》

○
吾わ
が

友と
も

は
、
竹
の
異
名
で
あ
る
。『
異い
み
ょ
う名
分ぶ
ん

類る
い

抄し
ょ
う』
に
「
白
楽
天
、
北
窓
に
竹
を
植
ゑ
て
友
と
す
と
い
へ
り
」
や
、『
本ほ
ん
ち
ょ
う
ぶ
ん
す
い

朝
文
粋
』
に
「
第
十
一

云
、
唐
太
子
賓
客
白
楽
天
、
愛
為
吾
友
云
々
」
や
、『
千せ
ん
ざ
い
し
ゅ
う

載
集
』
に
俊
成
卿
、「
我
友
と
君
が
み
か
き
の
呉
竹
は
千
代
に
い
く
よ
の
か
げ
を
そ

ふ
ら
ん
。」
な
ど
と
あ
る
。『
異
名
分
類
抄
』
は
、
四
巻
物
の
辞
書
で
、
著
者
は
入い
り

江え

昌ま
さ

喜よ
し

（
一
七
二
六
～
一
八
〇
〇
）
で
、
一
七
九
四
年
の

出
版
。
ま
た
『
本
朝
文
粋
』
は
、
平
安
時
代
中
期
の
一
四
巻
の
漢
詩
文
集
で
、
藤ふ
じ
わ
ら
の
あ
き
ひ
ら

原
明
衡
（
九
八
九
？
～
一
〇
六
六
）
の
撰
。
さ
ら
に
『
千

載
和
歌
集
』
は
、
平
安
時
代
末
に
編
纂
さ
れ
た
勅
撰
和
歌
集
の
一
つ
で
あ
り
、
一
一
八
三
年
に
藤ふ
じ
わ
ら
の
と
し
な
り

原
俊
成
が
後
白
河
法
皇
の
命
を
受
け
一
一

八
八
年
四
月
奏
覧
し
、
全
二
十
巻
あ
る
。

○
茶
杓
は
、
茶
道
具
の
一
種
。
茶
入
れ
（
ま
た
薄
茶
器
）
の
中
の
抹
茶
を
掬
っ
て
茶
碗
に
移
す
匙
。
竹
材
が
ほ
と
ん
ど
で
、
他
に
象
牙
・
木
地

・
塗
物
、
ま
れ
に
鼈
甲
・
銀
・
砂
張
・
陶
器
な
ど
の
製
品
が
あ
る
。
長
さ
は
畳
目
十
二
半
（
六
寸
余
）
ほ
ど
が
通
常
。
筒
箱
＝
茶
杓
と
筒
が
、

同
じ
竹
材
で
同
一
人
の
手
に
な
り
、
さ
ら
に
筒
に
署
名
の
あ
る
も
の
を
厳
密
な
意
味
で
共
筒
と
い
う
。
筒
の
栓
は
杉
材
、
栓
と
筒
に
か
け
て

封
（
〆
）
や
花
押
・
銘
を
書
く
。（『
原
色
茶
道
大
辞
典
』　

淡
交
社
、
一
九
七
五
年
、
五
九
三
頁
。）
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○
茶
杓
の
銘
は
、
紹
鷗
以
前
で
は
茶
杓
に
銘
の
あ
る
も
の
は
少
な
い
。
竹
材
の
景
色
に
よ
る
連
想
銘
、
自
然
風
物
銘
、
茶
杓
を
削
っ
た
動
機
・

因
縁
・
場
所
を
銘
と
し
た
も
の
や
、
即
興
的
な
銘
も
あ
る
。
ま
た
対
銘
や
句
銘
・
歌
銘
・
詩
銘
も
あ
る
。（『
原
色
茶
道
大
辞
典
』　

淡
交
社
、

一
九
七
五
年
、
五
九
四
頁
。）

○
一
竿
依
旧
＝
「
一
竿
」
は
、
竹
を
数
え
る
時
に
使
用
す
る
が
、
こ
こ
で
は
た
だ
単
に
竹
と
理
解
す
る
。「
依
旧
」
は
『
欠
伸
稿
』
で
も
、
他

の
『
禅
録
』
に
も
非
常
に
多
く
み
え
る
。

○
塵
視
山
花
＝
「
塵
視
」
は
、『
欠
伸
稿
訳
注　

乾
』
で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
「
塊
看
」
と
同
義
。
そ
の
意
は
、
目
も
く
れ
ぬ
。
も
の
の
か

ず
と
も
せ
ず
。（『
欠
伸
稿
訳
注　

乾
』　

思
文
閣
出
版
、
五
六
三
頁
。）

○
友
于
在
家
＝
「
友
于
」
は
、『
書
経
』「
君
陳
」
篇
の
「
…
惟
れ
孝
。
兄
弟
に
友
に
、
克よ

く
有
政
に
施
す
。
…
。（
…
惟
孝
、
友
于
兄
弟
、
克

施
有
政
。
…
。）」
か
ら
、
兄
弟
の
仲
が
よ
い
こ
と
。
転
じ
て
、
兄
弟
。
は
ら
か
ら
。
と
、
い
う
意
に
用
い
ら
れ
る
。

○
喫
茶
＝
『
禅
録
』
で
は
「
喫
茶
去
」
と
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
。
意
義
は
①
「
且
坐
喫
茶
」
は
、「
ま
ぁ
茶
を
一
杯
召
し
上
が
れ
。」
②

「
喫
茶
去
」
は
、「
茶
を
飲
ん
で
か
ら
出
直
し
て
こ
い
。」
と
理
解
で
き
る
が
、
こ
こ
で
は
①
と
理
解
す
る
。

○
こ
の
条
の
「
吾
友
茶
杓
に
つ
い
て
の
考
察
」
を
『
花
園
大
學
大
學
院
佛
教
学
研
究
』
第
四
号
に
投
稿
し
て
い
る
の
で
、そ
れ
も
参
照
さ
れ
た
い
。

︻
六
三
︼
一
喝
香
爐
﹇
三
の
五
九
ウ
］

《
原
文
》

獅
子
踞
爐
世
常
多
。
此
爐
、
出
類
者
奇
有
也
。
把
臨
濟
四
喝
中
踞
地
金
毛
、
名
一
喝
、
因
賦
一
偈
云
。

崢
嶸
頭
角
、
入
臨
濟
門
。
未
曽
哮
吼
、
動
揺
乾
坤
。

＊

《
訓
読
》
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獅し

子し

の
踞き
ょ

す
る
炉
は
、
世
に
常
に
多
し
。
此
の
炉
、
類
を
出
づ
る
者
、
有
る
こ
と
奇
な
り
。
臨
済
四
喝
中
の
踞き
ょ

地じ

金き
ん

毛も
う

を
把も

っ

て
、
一
喝
と
名
づ
く
。
因
っ
て
一
偈
を
賦
し
て
云
う
。

崢そ
う

嶸こ
う

た
る
頭
角
、
臨
済
の
門
に
入
る
。
未
だ
曽
っ
て
哮こ
う

吼こ
う

せ
ざ
る
に
、
乾け
ん

坤こ
ん

を
動ど
う

揺よ
う

す
。

＊

《
訳
》

　

獅
子
が
大
地
に
う
ず
く
ま
り
今
に
も
何
か
に
と
び
か
か
ろ
う
と
い
う
姿
の
香
炉
は
世
間
に
多
く
み
ら
れ
る
。
こ
の
香
炉
は
言

葉
で
は
表
現
で
き
な
い
ほ
ど
す
ぐ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
多
く
の
香
炉
の
中
で
も
誠
に
め
ず
ら
し
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
香
炉
を

〔
私
、
江
月
が
〕「
一
喝
」
と
名
づ
け
る
の
は
、『
臨
済
録
』
の
四
喝
の
一
つ
「
有
る
時
の
一
喝
は
踞
地
金
毛
の
獅
子
の
如
く
」

に
よ
る
。
そ
こ
で
〔
私
の
〕
次
の
一
句
を
添
え
る
次
第
で
あ
る
。

　

こ
の
香
炉
の
頂
上
に
あ
る
獅
子
の
姿
は
、〔『
臨
済
録
』
に
あ
る
「
臨
済
四
喝
の
踞
地
金
毛
」
よ
う
に
獅
子
が
〕
臨
済
の
門
に

入
る
さ
ま
で
あ
る
。
そ
の
さ
ま
は
、
今
ま
で
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
獅
子
が
吼
え
ず
に
、
天
地
を
大
き
く
揺
り

動
か
す
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。〔
こ
の
よ
う
に
「
一
喝
」
と
い
う
香
炉
は
誠
に
言
葉
で
は
尽
く
せ
な
い
ほ
ど
素
晴
ら
し
い
香
炉

だ
。〕

＊

《
語
注
》

○
踞
地
金
毛
＝
臨
済
の
四
喝
の
一
つ
「
有
る
時
の
一
喝
は
踞
地
金
毛
の
獅
子
の
如
く
」。
踞
地
と
は
大
地
に
う
ず
く
ま
る
こ
と
。
百
獣
の
王
が
、

地
面
に
う
ず
く
ま
り
獲
物
に
と
び
か
か
ろ
う
と
す
る
瞬
間
は
、
内
に
百
雷
の
威
力
を
秘
め
て
周
囲
を
威
庄
す
る
。
こ
の
一
喝
は
、
寄
り
つ
く

ス
キ
も
な
い
す
さ
ま
じ
い
威
力
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
臨
済
録
』
の
勘
辨
（
大
正
四
七
、
五
〇
四
上
）
に
「
師
、
僧
に
問
う
、
有
る
時
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の
一
喝
は
金
剛
王
宝
剣
の
如
く
、
有
る
時
の
一
喝
は
踞
地
金
毛
の
師
子
の
如
く
、
有
る
時
の
一
喝
は
探
竿
影
草
の
如
く
、
有
る
時
の
一
喝
は

一
喝
の
用
を
作
さ
ず
。
汝
作
麼
生
か
会
す
。
僧
擬
議
す
。
師
便
ち
喝
す
。（
…
師
問
僧
、
有
時
一
喝
如
金
剛
王
寶
剣
、
有
時
一
喝
如
踞
地
金

毛
師
子
、
有
時
一
喝
如
探
竿
影
草
、
有
時
一
喝
不
作
一
喝
用
。
汝
作
麼
生
會
。
僧
擬
議
。
師
便
喝
。
…
。）」
と
み
え
る
。

○
崢
嶸
頭
角
＝
『
碧
巌
録
』
九
一
則
【
頌
】
の
『
評
唱
』（
大
正
四
八
、
二
一
六
中
）
に
「
…
若
し
這
箇
の
公
案
の
落
処
を
知
り
得
ば
、
便
ち

犀
牛
の
扇
子
は
無
限
の
清
風
有
る
を
知
り
得
、
亦
た
犀
牛
の
崢そ
う

嶸こ
う

た
る
頭と
う

角か
く

を
見
ん
。
四
箇
の
老
漢
、
恁
麼
に
道
う
は
、
朝
雲
暮
雨
一
た
び

去
っ
て
追
い
難
き
が
如
し
。
…
（
…
若
知
得
這
箇
公
案
落
処
、
便
知
得
犀
牛
扇
子
有
無
限
清
風
、
亦
見
犀
牛
頭
角
崢
嶸
。
四
箇
老
漢
恁
麼
道
、

如
朝
雲
暮
雨
一
去
難
追
。
…
。）」
と
あ
る
。

○
哮
吼
＝
哮
咆
。
獣
が
ほ
え
る
。
咆
哮
。

○
動
揺
乾
坤
＝
『
碧
巌
録
』【
四
九
】
則
「
頌
」
の
「
評
唱
」（
大
正
四
八
、
一
八
五
上
）
に
「
…
試
み
に
定
当
し
看
よ
。
雪
竇
道
く
、
此
の
事

は
隨
っ
て
分
に
拈ね
ん

弄ろ
う

せ
よ
。
金
鱗
の
類
の
如
き
は
、
鬣ひ
れ

を
振
る
い
尾
を
擺ふ
る

う
時
、
直
に
得
た
り
乾
坤
を
動
搖
す
る
こ
と
を
。
…
。（
…
試
定

当
看
。
雪
竇
道
、
此
事
隨
分
拈
弄
。
如
金
鱗
之
類
、
振
鬣
擺
尾
時
、
直
得
乾
坤
動
搖
。
…
。）」
と
あ
る
。

︻
七
二
︼
正
宗
院
前
壹
州
太
守
向
東
宗
陽
居
士
石
塔
﹇
三
の
六
一
ウ
、
六
二
オ
］

《
原
文
》

威
名
高
響
仰
平
原
、
永
永
傳
遺
幾
子
孫
。
松
浦
山
頭
不
塵
地
、
巍
巍
塔
様
盡
乾
坤
。

＊

《
訓
読
》

威い

名め
い

高
く
響
き
、
平ひ
ら

原ば
る

を
仰
ぐ
、
永え
い

永え
い

に
伝
え
遺
す
幾い
く

子し

孫そ
ん

ぞ
。
松ま
つ

浦ら

山さ
ん

頭と
う

、
地
を
塵
せ
ず
、
巍ぎ

巍ぎ

た
る
塔
様
、
尽
乾
坤
。

＊
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《
訳
》

　
〔
私
、
江
月
に
帰
依
し
た
松
浦
隆
信
の
〕
威
光
名
声
は
〔
こ
の
肥
前
国
平
戸
一
帯
に
〕
高
く
響
き
、
平ひ

ら

原ば
る

を
仰
ぎ
見
、〔
松
浦

一
族
は
〕
と
こ
し
え
に
幾
多
の
子
孫
を
遺
す
で
あ
ろ
う
。
こ
の
松
浦
山
の
頂
き
は
〔
俗
世
の
〕
塵
が
全
く
無
い
地
、〔
そ
こ
に

立
っ
て
い
る
〕
高
く
偉
大
な
石
塔
の
さ
ま
は
、
全
て
の
世
界
〔
全
宇
宙
〕
を
現
じ
て
い
る
よ
う
だ
。

＊

《
語
注
》

◯
石
塔
＝
塔
は
卒
塔
婆
の
略
。
石
で
造
っ
た
卒
塔
婆
の
こ
と
。
石
を
積
み
重
ね
て
層
塔
と
し
、
多
く
は
九
重
、
十
三
重
を
な
す
。
現
在
は
石
碑

と
同
意
に
用
い
る
。

◯
正
宗
院
前
壱
州
太
守
向
東
宗
陽
居
士
＝
向
東
宗
陽
の
法
号
は
江
月
に
隆
信
が
帰
依
し
た
の
で
江
月
に
授
け
ら
れ
た
。
向
東
と
は
隆
信
が
家
族

を
引
き
連
れ
江
戸
に
向
か
っ
て
き
た
意
味
を
も
ち
、
宗
陽
は
宗
玩
の
一
字
を
授
け
ら
れ
た
。

◯
威
名
高
響
仰
平
原
＝
「
威
名
」
は
、
威
光
と
名
誉
。
又
威
光
が
あ
る
と
い
う
評
判
。「
平
原
」
は
、
地
名
を
表
す
。

◯
永
永
伝
遺
幾
子
孫
＝
「
永
永
」
は
、
長
く
続
い
て
絶
え
な
い
さ
ま
。
と
こ
し
え
に
。

◯
松
浦
山
頭
不
塵
地
＝
「
松
浦
山
頭
」
は
、
松
浦
山
の
頂
。「
不
塵
地
」
は
、
塵
あ
ら
ざ
る
地と
こ
ろ。「
無
塵
地
」
は
塵
無
き
地と
こ
ろ。『
三
体
詩
由
的

抄
』
の
劉
得
仁
の
「
秋
夜
に
僧
院
に
宿
す
」
詩
に
「
禅
寂
無
塵
の
地
、
香
を
焚
い
て
所
帰
を
話
る
。
樹
は
幽
鳥
の
夢
を
搖
ら
し
、
螢
は
定
僧

の
衣
に
入
る
。
破
月
天
半
に
斜
め
に
、
高
河
露
を
下
し
て
微
な
り
。
翻
っ
て
白
日
を
嫌
わ
し
む
、
動
ぜ
れ
ば
即
ち
與
心
と
違
。」（
一
二
句
禅

寂
ハ
共
ニ
シ
ツ
カ
ナ
ル
義
ナ
リ
僧
ノ
心
以
テ
云
う
。
言
ハ
秋
夜
僧
院
ニ
宿
シ
タ
レ
バ
、
禅
寂
ノ
境
地
ナ
レ
バ
一
塵
の
浸
す
事
ナ
ク
潔
白
ナ
リ
。

是
れ
香
ヲ
焚
テ
僧
ニ
相
対
シ
テ
本
心
帰
向
の
所
の
一
大
事
因
縁
ヲ
話
ル
ナ
リ
。
…
。）
と
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
意
で
あ
ろ
う
。

◯
巍
巍
塔
様
尽
乾
坤
＝
「
巍
巍
塔
様
」
は
、
高
く
偉
大
な
石
塔
の
さ
ま
。「
尽
乾
坤
」
＝
『
碧
巌
録
』【
四
〇
】
則
「
本
則
」
の
「
評
唱
」（
大

正
四
八
、
一
七
八
上
）
に
「
…
古
人
道
く
、
尽
乾
坤
大
地
、
只
だ
是
れ
一
箇
の
自
己
。
寒
き
と
き
は
、
則
ち
普
天
普
地
寒
く
、
熱
き
と
き
は
、

則
ち
普
天
普
地
熱
し
。
有
る
と
き
は
、
則
ち
普
天
普
地
有
り
。
無
き
と
き
は
、
則
ち
普
天
普
地
無
し
。
是
な
る
と
き
は
、
則
ち
普
天
普
地
是
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な
り
。
非
な
る
と
き
は
、
則
ち
普
天
普
地
非
な
り
。
…
。（
…
古
人
道
、
尽
乾
坤
大
地
、
只
是
一
箇
自
己
。
寒
則
普
天
普
地
寒
、
熱
則
普
天

普
地
熱
。
有
則
普
天
普
地
有
。
無
則
普
天
普
地
無
。
是
則
普
天
普
地
是
。
非
則
普
天
普
地
非
。
…
。）」
と
み
え
る
。

◯
松ま
つ

浦ら

隆た
か

信の
ぶ

＝
（
一
五
九
一
～
一
六
三
七
）。
江
戸
時
代
前
期
の
肥
前
国
平
戸
藩
主
。
通
称
は
源
三
郎
、
受
領
名
は
肥
前
守
、
壱
岐
守
、
宗
陽

と
号
す
。
第
二
代
藩
主
松
浦
久
信
の
長
男
、
母
は
大
村
純
忠
の
女
。
天
正
十
九
年
（
一
五
九
一
）
平
戸
に
生
ま
れ
る
。
慶
長
七
年
（
一
六
〇

二
）、
父
久
信
の
死
亡
に
よ
り
、
翌
慶
長
八
年
、
わ
ず
か
十
三
歳
で
襲
封
、
平
戸
藩
の
第
三
代
藩
主
と
な
る
。
祖
父
鎮
信
（
法
印
）
の
後
見

の
も
と
、
慶
長
九
年
に
は
『
平
戸
分
領
并
壱
岐
島
田
畠
惣
目
録
』
を
幕
府
に
提
出
し
て
郷
村
行
政
の
区
画
を
設
定
、
同
十
四
年
に
は
オ
ラ
ン

ダ
商
館
、
同
十
八
年
に
は
イ
ギ
リ
ス
商
館
を
開
設
し
、
以
来
元
和
九
年
（
一
六
二
三
）
の
イ
ギ
リ
ス
商
館
閉
鎖
ま
で
、
両
国
と
の
交
易
を
継

続
し
て
藩
財
政
の
基
礎
を
固
め
る
。
慶
長
十
九
年
、
江
戸
城
の
普
請
役
を
勤
め
る
一
方
、
駿
府
に
お
い
て
徳
川
家
康
に
謁
見
し
、
幕
命
に
よ

り
長
崎
に
赴
い
て
教
会
堂
を
破
壊
し
、
領
内
の
禁
教
令
を
強
化
す
る
。
元
和
元
年
、
大
坂
の
役
に
出
陣
し
、
二
条
城
に
お
い
て
家
康
に
恭
順

の
意
を
表
し
、
同
三
年
、
将
軍
秀
忠
よ
り
領
知
朱
印
状
を
下
さ
れ
る
。
元
和
五
年
、
寛
永
五
年
（
一
六
二
八
）
の
両
度
に
わ
た
り
大
坂
城
の

普
請
役
を
勤
め
る
。
寛
永
十
二
年
、
平
戸
島
獅し

子し

・
根ね

獅し

子こ

の
キ
リ
シ
タ
ン
信
徒
七
十
二
名
を
成
敗
す
る
。
同
十
四
年
五
月
二
十
四
日
没
。

四
十
七
歳
。
江
戸
下
谷
広
徳
寺
に
葬
ら
れ
、
の
ち
平
戸
正
宗
寺
（
平
戸
市
鏡
川
町
）
に
改
葬
さ
れ
る
。
法
名
は
向
東
宗
陽
正
宗
院
。
室
は
牧

野
康
成
の
女
。（『
国
史
大
辞
典
』　

吉
川
弘
文
館　

十
三
巻
、
一
九
九
二
年
）

︻
八
一
︼
七
尺
堂
﹇
三
の
六
五
ウ
、
六
六
オ
、
ウ
］

《
原
文
》（
一
）

有
吾
佛
祖
以
降
、
無
不
用
得
七
尺
拄
杖
也
。
在
百
丈
〔
尺
〕
密
室
、
打
得
潙
山
牯
牛
子
。
在
首
山
禪
床
、
驚
起
汾
陽
獅
子
児
。

雪
竇
喚
作
劈
開
大
華
之
巨
靈
。
雲
門
拈
作
呑
却
乾
坤
之
活
龍
。
入
芭
蕉
和
尚
手
裡
、
而
與
奪
自
在
。
横
蓮
華
菴
主
肩
上
、
而
去

来
飜
然
。
或
底
室
内
接
他
。
或
底
途
中
受
用
、
這
邊
那
邊
朝
打
暮
打
。
摠
不
用
〔
要
〕
盡
矣
。
＊
＊
〔
尺
〕・〔
要
〕
は
、「
横
岳
文
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庫
本
」、「
正
宗
寺
本
」
で
、「
丈
」・「
用
」
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
こ
れ
を
採
用
し
た
。

＊

《
訓
読
》

吾
が
仏
祖
有
っ
て
よ
り
以こ

の
か
た降
、
七
尺
拄
杖
を
用
い
得
ざ
る
こ
と
無
し
。
百
丈
の
密
室
に
在お

い
て
は
、
潙い

山さ
ん

、
牯
牛
子
を
打
得
す
。

首
山
の
禅
床
に
在
い
て
は
、
汾ふ

ん

陽よ
う

、
獅
子
児
を
驚
起
す
。
雪せ
っ
ち
ょ
う竇は
、
大
華
巨こ

霊れ
い

を
劈ひ
っ

開か
い

す
を
喚
び
作な

す
。
雲
門
は
拈
じ
て
、
乾

坤
活
龍
を
呑ど

ん
き
ゃ
く客す
を
作
す
。
芭
蕉
和
尚
の
手
裡
に
入
り
て
は
、
自
在
を
与
奪
す
。
蓮
華
庵
主
、
肩
上
に
横
に
し
て
去
来
す
は
、

翻
然
た
り
。
或
る
底
は
室
内
に
他
に
接
し
、
或
る
底
は
途
中
受
用
す
。
這
辺
那
辺
、
朝
打
暮
打
、
総
に
用
い
尽
く
さ
ず
。

＊

《
訳
》

　

わ
が
〔
禅
宗
の
〕
祖
師
方
が
現
れ
て
こ
の
か
た
、
七
尺
の
長
さ
の
拄
杖
を
用
い
て
学
人
の
教
化
を
行
っ
て
き
た
こ
と
は
し
ば

し
ば
で
あ
っ
た
。
百
丈
〔
懐
海
禅
師
〕
の
室
内
で
は
、「
溈
山
牯
牛
子
」
の
話
頭
を
示
し
て
〔
学
人
を
〕
教
化
し
、
首
山
〔
省

念
禅
師
〕
の
下
で
は
汾ふ

ん

陽よ
う

〔
善
昭
禅
師
〕
は
学
人
接
化
の
厳
し
さ
を
示
す
た
め
〔
西
河
の
〕
獅
子
と
し
て
〔
学
人
を
〕
驚
か
せ

た
。
雪せ

っ
ち
ょ
う竇重
顕
禅
師
は
、「
拄
杖
を
竪
起
し
て
、
巨
霊
を
排
し
太
華
の
峰
を
擘
い
た
」
と
い
う
話
頭
で
、
雲
門
文
偃
禅
師
は
、

「
拄
杖
が
化
し
て
龍
と
な
っ
て
、
乾
坤
を
呑
み
込
ん
だ
」
と
い
う
話
頭
で
、
ま
た
芭
蕉
和
尚
は
、〔
拄
杖
を
学
人
に
示
し
〕
そ
の

自
由
自
在
を
奪
う
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
祖
師
が
〔
学
人
を
〕
教
化
し
た
。
さ
ら
に
蓮
華
庵
主
は
、〔
拄
杖
を
〕
肩
上
で

横
に
し
て
行
き
来
し
た
と
き
、
思
わ
ず
心
が
良
い
方
向
へ
が
ら
り
変
わ
っ
た
。
あ
る
学
人
は
室
内
で
拄
杖
に
接
し
、
あ
る
学
人

は
修
行
の
途
上
に
あ
っ
て
悟
り
の
は
た
ら
き
を
示
し
た
。

い
か
な
る
処
で
も
、
い
つ
で
も
、〔
学
人
の
教
化
に
拄
杖
を
〕
用
い
な
い
こ
と
は
な
か
っ
た
。
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＊

《
語
注
》

○
在
百
丈
密
室
、
打
得
潙
山
牯
牛
子
＝
『
景
徳
伝
燈
録
』
巻
九
「
潭
州
溈
山
霊
祐
禅
師
」
章
（
大
正
五
一
、
二
六
五
下
）
に
「
…
師
上
堂
、
衆

に
示
し
て
云
く
、
老
僧
百
年
後
、
山
下
に
向
か
っ
て
一
頭
の
水
牯
牛
と
作
っ
て
、
左
脅
に
五
字
を
書
し
て
云
わ
ん
、
溈
山
僧
某
甲
、
と
。
此

の
時
喚
ん
で
溈
山
僧
と
作
す
。
又
た
是
れ
水
牯
牛
。
喚
ん
で
水
牯
牛
と
作
さ
ば
、
又
た
溈
山
僧
と
云
う
。
喚
ん
で
什な

麼ん

と
作
し
て
即
ち
得
ん
。

…
。（
…
師
上
堂
示
衆
云
、
老
僧
百
年
後
、
向
山
下
作
一
頭
水
牯
牛
、
左
脅
書
五
字
云
、
溈
山
僧
某
甲
。
此
時
喚
作
溈
山
僧
。
又
是
水
牯
牛
。

喚
作
水
牯
牛
、
又
云
溈
山
僧
。
喚
作
什
麼
即
得
。
…
。）」
と
み
え
る
。
法
系
は
…
百
丈
―
溈
山
―
仰
山
…
。

○
溈
山
霊
祐
禅
師
＝
（
七
七
一
～
八
五
三
）。
福
州
長
渓
の
人
。
百
丈
懐
海
に
嗣
い
で
、
湖
南
省
潭
州
溈
山
に
住
し
た
。
住
し
て
七
年
目
に
初

め
て
同
郷
の
長
慶
大
安
和
尚
（
七
九
三
～
八
八
三
）
が
百
丈
山
か
ら
加
勢
に
き
て
く
れ
、
以
後
、
千
五
百
人
の
大
刹
に
な
る
。
弟
子
の
仰
山

と
一
緒
に
溈
仰
宗
と
な
る
。

○
在
首
山
禅
床
、
驚
起
汾
陽
獅
子
児
＝
こ
こ
は
『
汾
陽
無
徳
禅
師
語
録
』
の
「
重
刊
汾
陽
和
尚
語
録
疏
」（
大
正
四
七
、
五
九
四
中
）
に
「
汾

陽
禅
師
、
首
山
の
門
を
出
で
、
西
河
師
子
を
弄
し
、
窟
爪
牙
を
奮
い
出
で
、
哮
吼
す
る
こ
と
一
声
。（
…
汾
陽
禅
師
、
出
首
山
之
門
、
弄
西

河
師
子
、
奮
出
窟
爪
牙
、
哮
吼
一
声
。
…
。）」
と
あ
り
、
ま
た
『
五
燈
会
元
』
巻
一
一
「
首
山
念
禅
師
法
嗣
、
汾
州
太
子
院
善
昭
禅
師
」
章

（
卍
続
蔵
八
〇
、
二
三
四
上
）
に
「
…
住
後
上
堂
。
衆
に
謂
い
て
曰
わ
く
、
汾
陽
門
下
、
西
河
の
師
子
有
り
。
門
に
当
た
っ
て
踞こ

坐ざ

し
、
但

だ
来
た
る
者
有
ら
ば
、
即す
な
わ便
ち
齩こ
う

殺さ
つ

せ
ん
。
…
。（
…
住
後
上
堂
。
謂
衆
曰
、
汾
陽
門
下
有
西
河
師
子
。
当
門
踞
坐
、
但
有
来
者
、
即
便
齩

殺
。
…
。）」「
…
拄
杖
を
挙
起
し
て
曰
わ
く
、
速
く
退
け
。
速
く
退
け
。
…
。（
…
挙
起
拄
杖
曰
、
速
退
。
速
退
。
…
。）」
の
ど
ち
ら
か
を
ふ

ま
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
法
系
は
…
首
山
―
汾
陽
―
石
霜
…
。

○
汾
陽
＝
善
昭
（
九
四
七
～
一
〇
二
四
）。
太
原
の
人
。
性
は
愈
氏
。
首
山
省
念
を
嗣
い
で
、
山
西
省
汾
陽
の
太
子
院
に
住
す
。
無
徳
禅
師
と

諡
さ
れ
る
。

○
師
子
児
＝
禅
門
を
継
ぎ
、
禅
風
を
挙
用
す
る
に
足
る
立
派
な
人
物
の
こ
と
。
こ
の
語
は
『
碧
巌
録
』【
七
五
】
則
「
本
則
」
の
下
語
（
大
正
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四
八
、二
〇
二
中
）
に
「
也
た
是
れ
這
の
作
家
始
め
て
得よ

し
。
却
っ
て
是
れ
獅
子
児
な
り
。（
…
也
是
這
作
家
始
得
。
却
是
獅
子
児
。
…
。）」

に
み
え
る
。「
西
河
獅
子
」、
こ
の
語
は
唐
の
舞
曲
の
名
に
由
来
す
る
。（
無
着
道
忠
『
虚
堂
録
犂
耕
』）

○
雪
竇
喚
作
、
劈
開
大
華
之
巨
霊
＝
『
碧
巌
録
』【
三
二
】
則
「
頌
」
の
「
評
唱
」（
大
正
四
八
、
一
七
二
上
）
に
「
…
巨
霊
手
を
擡も
た

ぐ
る
に
多

子
無
し
、
分
破
す
華
山
の
千
万
重
は
、
巨
霊
神
に
大
神
力
有
り
、
手
を
以
て
太
華
を
擘き
り

開ひ
ら

く
。
…
（
…
巨
霊
擡
手
無
多
子
。
分
破
華
山
千
万

重
。
巨
霊
神
有
大
神
力
。
以
手
擘
開
太
華
。
…
。）」
と
あ
り
、
こ
れ
を
踏
ま
え
た
の
で
あ
ろ
う
。『
岩
波
文
庫
本　

中
』
の
注
（
三
〇
頁
）

に
は
、
巨
霊
は
何
の
造
作
も
な
く
手
を
ふ
り
あ
げ
て
、
千
万
の
峰
の
と
り
ま
く
華
山
を
ま
っ
ぷ
た
つ
に
ぶ
ち
割
っ
た
。「
巨
霊
」
は
河
神
の

名
。
巨
霊
が
華
山
を
二
つ
に
ひ
き
さ
き
、
黄
河
の
水
を
通
し
た
と
い
う
伝
説
。（『
文
選
』
二
に
基
づ
く
。）

○
雪
竇
＝
重
顕
（
九
八
〇
～
一
〇
五
二
）。
雲
門
宗
。
遂
州
（
四
川
省
）
の
人
。
性
は
李
氏
。
字
は
隠
之
。
智
文
光
祚
に
嗣
い
で
、
洞
庭
の
翠

微
峰
に
住
し
、
後
に
明
州
雪
竇
に
住
し
た
。「
擘
開
」
は
、
さ
け
る
よ
う
に
開
く
。
ひ
き
さ
く
。
横
に
さ
け
て
割
れ
る
。
割
る
。
切
り
開
く
。

○
雲
門
拈
作
、
呑
却
乾
坤
之
活
龍
＝
『
雲
門
匡
真
禅
師
広
録
』
巻
二
（
大
正
四
七
、
五
五
八
中
）
に
「
…
師
或
い
は
拄
杖
を
拈
じ
て
衆
に
示
し

て
云
く
、
拄
杖
子
化
し
て
龍
と
為
り
、
乾
坤
を
吞
却
し
了
れ
り
。
山
河
大
地
甚い
ず
く処
よ
り
か
得
来
た
る
。
…
。（
…
師
或
拈
拄
杖
示
衆
云
、
拄

杖
子
化
為
龍
、
吞
却
乾
坤
了
也
。
山
河
大
地
甚
処
得
来
。
…
。）」
と
あ
り
、『
碧
巌
録
』【
六
〇
】
則
の
「
本
則
」（
大
正
四
八
、
一
九
二

中
）
に
も
ほ
ぼ
同
文
が
み
え
る
。
こ
の
公
案
は
、
山
河
大
地
と
自
己
と
等
差
な
く
、
尽
大
地
に
こ
れ
沙
門
の
一
隻
眼
で
あ
っ
て
、
宇
宙
間
の

あ
ら
ゆ
る
も
の
を
拈
じ
て
、
わ
が
も
の
と
な
し
、
自
在
の
妙
用
を
あ
ら
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。

○
雲
門
＝
文
偃
（
八
六
四
～
九
四
九
）。
浙
江
省
嘉
興
の
人
、
俗
姓
は
張
氏
。
十
七
歳
で
出
家
し
、
睦
州
道
蹤
の
下
で
大
悟
、
後
に
雪
峰
義
存

の
法
を
嗣
ぐ
。
諸
方
遊
歴
し
韶
州
に
行
き
、
長
慶
大
安
下
の
霊
樹
如
敏
の
会
下
で
首
座
を
務
め
、
如
敏
亡
き
あ
と
霊
樹
に
住
す
る
こ
と
三
十

余
年
、
同
光
元
年
（
九
二
三
）
に
雲
門
山
に
禅
宇
を
建
立
し
て
、
常
に
千
人
の
衆
を
擁
し
た
。
後
漢
乾
祐
二
年
、
八
十
六
歳
で
示
寂
。
遺
誡

に
よ
り
、
塔
を
建
て
ず
に
遺
体
は
方
丈
に
安
置
さ
れ
た
。

○
入
芭
蕉
和
尚
手
裡
、
而
與
奪
自
在
＝
『
虚
堂
和
尚
語
録
』
巻
九
「
臨
安
府
径
山
興
聖
万
寿
禅
寺
後
録
」（
大
正
四
七
、
一
〇
五
五
上
）
に

「
…
上
堂
。
挙
す
。
芭
蕉
和
尚
衆
に
示
し
て
云
く
、
爾
に
主
丈
子
有
ら
ば
、
我
れ
爾
に
主
丈
子
を
与
え
ん
、
爾
に
主
丈
子
無
く
ん
ば
、
我
れ

爾
が
主
丈
子
を
奪
わ
ん
。
…
。（
…
上
堂
。
挙
。
芭
蕉
和
尚
示
衆
云
、
爾
有
主
丈
子
、
我
与
爾
主
丈
子
。
爾
無
主
丈
子
、
我
奪
爾
主
丈
子
。
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…
。）」『
無
門
関
』
の
「
芭
蕉
拄
杖
」
章
（
大
正
四
八
、
二
九
八
中
）
に
も
全
く
同
文
が
み
え
る
。
こ
の
公
案
は
、
有
に
は
与
え
、
無
に
は

奪
う
と
い
う
矛
盾
を
要
求
し
て
い
る
。
そ
の
意
は
、
有
無
の
相
対
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
絶
対
の
真
理
が
あ
る
こ
と
を
拄
杖
に
託
し
て
示
し
た

も
の
と
さ
れ
る
。「
与
奪
自
在
」
は
、
活
殺
自
在
を
い
う
。

○
芭
蕉
和
尚
＝
慧
清
（
生
没
年
不
祥
）。
新
羅
国
の
人
。
仰
山
の
弟
子
南
塔
光
涌
に
嗣
い
で
、
湖
北
省
郢え
い
し
ゅ
う州芭
蕉
山
に
住
し
た
。

○
横
蓮
華
庵
主
肩
上
、
而
去
来
＝
『
碧
巌
録
』【
二
五
】
則
の
「
本
則
」（
大
正
四
八
、
一
六
五
下
）
に
「
挙
す
。
蓮れ
ん

花げ

峰ほ
う

庵あ
ん

主し
ゅ

、
拄
杖
を
拈
じ

て
衆
に
示
し
て
云
く
、
古
人
這こ

裏こ

に
到
っ
て
、
什な

麼ん

と
為し

て
か
住
す
る
こ
と
を
肯が
え
んぜ
ざ
る
。
衆
、
無
語
。（
…
挙
。
蓮
花
峰
庵
主
。
拈
拄
杖

示
衆
云
、
古
人
到
這
裏
。
為
什
麼
不
肯
住
。
衆
無
語
。
…
。）」
と
み
え
、『
宏
智
禅
師
広
録
』
巻
三
（
大
正
四
八
、
二
八
中
）
に
も
ほ
ぼ
同

文
が
み
え
る
。

○
横
蓮
華
庵
主
＝
蓮
華
峰
祥
庵
主
。
雲
門
文
偃
の
法
孫
。
蓮
華
峰
は
明
州
（
浙
江
省
）
天
台
山
の
別
峰
。

○
去
来
飜
然
＝
「
翻
然
」
は
、
予
期
せ
ず
し
て
（
良
い
）
方
向
へ
心
な
ど
が
が
ら
り
と
変
わ
る
さ
ま
。

○
或
底
室
内
接
他
。
或
底
途
中
受
用
、
這
辺
那
辺
朝
打
暮
打
＝
「
途
中
受
用
」
は
、
修
行
の
途
上
に
あ
っ
て
悟
り
の
は
た
ら
き
を
示
す
こ
と
。

受
用
は
接
す
る
事
物
の
意
の
ま
ま
に
自
由
に
用
い
る
こ
と
。「
這
辺
那
辺
」
は
、
学
人
接
化
の
手
段
で
、
把
住
、
放
行
を
い
う
。
把
住
は
奪

っ
て
許
さ
な
い
は
た
ら
き
。
放
行
は
与
え
て
捨
て
な
い
は
た
ら
き
。
向
上
、
向
下
の
手
段
。「
朝
打
暮
打
」
は
、
朝
に
夕
に
、
辨
道
（
仏
道

に
精
進
）
す
る
こ
と
。

《
原
文
》（
二
）

于
茲
南
京
居
住
藤
氏
利
世
、
春
日
靈
神
之
宮
人
也
。
知
敬
神
必
有
徳
、
而
厚
肅
敬
之
。
日
日
時
時
、
無
怠
慢
心
也
。
先
是
入
吾

山
圓
光
禪
師
之
室
、
窺
宗
門
巴
鼻
。
然
後
、
敲
山
野
禪
扉
、
會
得
祖
師
話
頭
。
曰
神
曰
仏
、
無
不
盡
其
志
也
。
老
來
付
与
家
事

於
家
子
弟
、
別
搆
一
宇
、
號
七
尺
堂
。
所
謂
倚
南
牕
以
寄
傲
、
審
容
膝
之
易
安
。
園
日
渉
以
成
趣
、
門
雖
設
而
常
關
者
也
。
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［
三
の
六
六
オ
］

＊

《
訓
読
》

茲こ
こ

に
于
い
て
南
京
に
居
住
の
藤
氏
利
世
は
、
春
日
霊
神
の
宮
人
な
り
。
神
を
敬
う
は
必
ず
徳
有
る
を
知
っ
て
、
厚
く
粛つ
つ
しみ
之
を

敬
う
。
日
日
時
時
、
怠
慢
の
心
無
き
な
り
。
先
ず
是
れ
吾
が
山
の
円
光
禅
師
の
室
に
入
っ
て
、
宗
門
の
巴
鼻
を
窺う

か
がう
。
然
る
後

に
、
山
野
が
禅
扉
を
敲た

た

き
、
祖
師
の
話
頭
を
会
得
す
。
曰
く
神
と
曰
く
仏
と
、
其
の
志
を
尽
く
さ
ざ
る
こ
と
無
し
な
り
。
老
い

来
た
っ
て
、
家
事
を
家
の
子
弟
に
付
与
し
、
別
に
一
宇
を
搆か

ま

え
、
七
尺
堂
と
号
す
。
所い
わ
ゆ
る謂
南な
ん

牕そ
う

に
倚
っ
て
以
て
寄き

傲ご
う

し
、
膝
を

容い

る
る
の
安
ん
じ
易や
す

き
を
審つ
ま
びら
か
に
す
。
園
は
日
ゞ
に
渉
り
て
、
以
て
趣
を
成
し
、
門
は
設
く
と
雖
も
、
而
も
常
に
関と
ざ

す
と
い

う
者
な
り
と
い
う
。

＊

《
訳
》

　

さ
て
、
南
京
〔
奈
良
〕
に
住
ん
で
い
た
藤
原
利
世
は
、
春
日
大
社
の
神
官
で
あ
る
。
神
を
敬
え
ば
必
ず
報
恩
が
あ
る
こ
と
を

知
っ
て
、
厚
く
謹
ん
で
神
を
敬
っ
た
。
毎
日
い
つ
も
、
神
を
敬
う
心
を
怠
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
是
よ
り
先
、
吾
が
山
の
円
光

禅
師
に
参
禅
し
て
、
禅
宗
の
何
た
る
か
を
理
解
し
た
そ
の
後
、
私
〔
江
月
〕
の
門
を
敲
い
て
、
祖
師
方
の
公
案
を
会
得
し
た
。

神
を
敬
う
、
仏
を
敬
う
、
そ
の
志
が
尽
き
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
老
い
て
、
神
官
を
子
に
譲
り
、
別
に
一
棟
の
堂
を
建
造
し
て
、

七
尺
堂
と
名
付
け
た
。
陶
淵
明
の
詩
「
帰
去
来
辞
」
に
詠
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
南
の
窓
に
も
た
れ
て
、
遠
慮
も
な
く
気
ま

ま
に
お
り
、
そ
こ
が
、
膝
を
容
れ
る
ほ
ど
の
わ
ず
か
の
場
所
で
も
、
身
を
安
く
こ
と
は
容
易
で
あ
っ
て
、〔
身
を
安
く
に
は
〕

何
も
広
い
場
所
で
な
く
て
も
よ
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
庭
園
は
毎
日
〔
散
歩
す
る
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が
〕、
い
つ
も
趣
が
あ
る
眺
め
で
あ
る
。
門
は
設
け
て
い
る
け
れ
ど
、〔
訪
ね
る
人
も
な
く
て
〕
常
に
閉
じ
て
あ
る
。」
と
い
う

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

＊

《
語
注
》

○
藤
氏
利
世
＝
久
保
長
闇
堂
＝
（
一
五
七
一
～
一
六
四
〇
）。
江
戸
前
期
の
侘
び
茶
人
。
名
は
利
世
、
通
称
権ご
ん

太だ

夫ゆ
う

、
号
は
長
闇
子
。
大
和
春

日
神
社
の
神
職
。
奈
良
郊
外
の
野
田
村
に
す
む
。
天
正
一
五
年
（
一
五
八
七
）
に
行
わ
れ
た
豊
臣
秀
吉
の
北
野
大
茶
の
湯
に
出
か
け
、
茶
人

と
な
る
こ
と
を
決
意
。
茶
入
の
仕
服
な
ど
を
製
す
る
袋
物
師
の
か
た
わ
ら
茶
の
湯
に
携
わ
る
。
松
花
堂
昭
乗
や
小
堀
遠
州
ら
の
親
交
を
得
た
。

寛
永
年
間
（
一
六
二
四
～
一
六
四
四
）、
東
大
寺
の
重
源
御
影
堂
が
改
築
さ
れ
る
に
際
し
て
古
材
を
譲
り
受
け
て
方
七
尺
の
影
堂
を
引
い
て

住
居
と
し
茶
を
楽
し
ん
だ
。
そ
こ
で
小
堀
遠
州
が
鴨
長
明
の
方
丈
に
な
ぞ
ら
え
て
、
こ
れ
を
「
長
闇
」
堂
と
命
名
し
た
。
江
月
和
尚
か
ら
も

こ
の
堂
の
詩
歌
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
現
在
、
奈
良
興
福
院
に
再
建
さ
れ
て
い
る
。
寛
永
一
七
年
六
月
二
八
日
没
。
七
〇
歳
。
奈
良
興
福
院

の
蔵
に
遠
州
自
筆
の
「
悼
久
保
翁
の
記
」
が
あ
る
。
著
作
に
『
長
闇
堂
記
』
が
あ
る
。

○
窺
宗
門
巴
鼻
＝
「
巴
鼻
」
は
、
物
の
と
ら
え
ど
こ
ろ
。
ね
ら
い
。
要
点
。
物
事
の
由
来
。

○
円
光
禅
師
＝
不
祥
。

○
倚
南
牕
以
寄
傲
、
審
容
膝
之
易
安
。
園
日
渉
以
成
趣
、
門
雖
設
而
常
関
者
也
。
坐
七
尺
堂
裡
、
以
扶
老
。
居
七
尺
堂
裡
、
以
遊
観
矣
。
＝
陶

淵
明
の
詩
「
帰
去
来
辞
」
に
「
南
窓
に
倚
っ
て
以
て
寄
傲
し
、
膝
の
容
る
る
が
安
ん
じ
易
き
こ
と
を
審つ
ま
びら
か
に
す
。
園
日
々
に
渉
っ
て
以
て

趣
を
成
す
、
門
を
設
く
と
雖
も
常
に
関と

ず
。
策つ
え

老
を
扶
け
て
以
て
流
憩
し
、
時
に
首
を
矯あ

げ
て
游
観
す
。（
倚
南
窗
以
寄
傲
、
審
容
膝
之
易

安
。
園
日
渉
以
成
趣
、
門
雖
設
而
常
関
。
策
扶
老
以
流
憩
、
時
矯
首
而
游
観
。）」
と
あ
り
、
こ
れ
を
ふ
ま
え
る
。

《
原
文
》（
三
）

坐
七
尺
堂
裡
以
扶
老
。
居
七
尺
堂
裡
以
游
觀
矣
。
七
尺
堂
前
朝
汲
雙
井
泉
、
以
試
官
焙
。
七
尺
堂
前
夕
愛
三
笠
月
、
以
詠
倭
歌
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睡
也
。
七
尺
堂
覺
也
。
七
尺
堂
行
住
坐
臥
。
七
尺
堂
自
爲
賓
爲
主
、
以
樂
以
歡
也
矣
。
想
是
以
衲
家
七
尺
拄
杖
、
準
擬
其
居
者

乎
。
今
茲
寛
永
十
七
庚
辰
年
、
初
秋
下
旬
、
以
七
尺
堂
、
作
七
尺
拄
杖
、
打
破
末
後
牢
關
。
憶
得
圓
鑑
老
師
末
後
一
句
、
拄
杖

拄
杖
、
歸
去
來
兮
矣
。
嘗
戊
寅
之
春
、
伴
雄
山
松
花
堂
、
入
七
尺
堂
裡
一
宿
、
而
話
舊
。
松
花
堂
去
歳
辭
世
去
、
這
人
今
年
辭

世
去
、
自
愧
衰
老
憗
遺
矣
。
於
此
不
可
不
嘆
惜
他
一
別
。
卒
賦
拙
偈
、
以
投
七
尺
堂
裡
、
代
哀
慕
之
情
云
。

話
盡
山
雲
共
白
眉
、
訃
音
傳
聽
奈
殘
涯
。
縱
然
春
日
約
花
去
、
又
扣
門
庭
問
阿
誰
。

＊

《
訓
読
》

七
尺
堂
の
裡う

ち

に
坐
し
て
、
以
て
老
を
扶た
す

く
。
七
尺
堂
の
裡
に
居
し
て
、
以
て
遊
観
す
。
七
尺
堂
前
に
て
、
朝あ
し
たに
は
双
井
泉
を
汲

ん
で
、
以
て
官
焙
を
試
む
。
七
尺
堂
前
に
て
、
夕ゆ

う
べに
は
三
笠
の
月
を
愛
で
て
、
以
て
倭
歌
を
詠
み
睡
れ
り
。
七
尺
堂
に
て
、
覚

め
り
。
七
尺
堂
に
て
、
行
住
坐
臥
す
。
七
尺
堂
に
て
、
自
ら
賓
と
為
り
主
と
為
る
。
以
て
楽
し
み
以
て
歓
ぶ
な
り
。
想
う
に
是

れ
衲
家
、
七
尺
拄
杖
を
以
て
、
其
の
居
る
者
を
準
擬
す
る
や
。
今い

茲ま

、
寛
永
十
七
庚こ
う

辰し
ん

の
年
、
初
秋
下
旬
、
七
尺
堂
、
以
て
七

尺
拄
杖
を
作
り
、
末
後
の
牢
関
を
打
破
す
。
円
鑑
老
師
末
後
の
一
句
、
拄
杖
拄
杖
、
帰か

え
り
な
ん
い
ざ

去
来
兮
矣
を
憶
い
得
た
り
。
嘗
て
戊ぼ

寅い
ん

の
春
、
雄
山
の
松
花
堂
を
伴
い
、
七
尺
堂
の
裡
に
入
っ
て
、
一
宿
し
て
、
旧
を
話か
た

る
。
松
花
堂
は
去
歳
、
世
を
辞
し
去
り
、
這

の
人
は
今
年
、
世
を
辞
し
去
る
。
自
ら
衰
老
を
愧
じ
る
も
、
憗な

ま
しい
に
遺
る
。
此
に
於
い
て
他
の
一
別
を
嘆
惜
す
る
は
可
な
ら
ず
。

卒
に
拙
偈
を
賦
し
て
、
以
て
七
尺
堂
裡
に
投
じ
て
、
哀
慕
の
情
に
代
う
と
云
う
。

山
雲
、
白
眉
と
共
に
話か

た

り
尽
く
し
、
訃ふ

音い
ん

伝
え
聴
く
も
、
残
涯
を
奈い
か
んせ
ん
。
縦た

然と

い
春
日
に
、
花
を
約
し
去
る
も
、
又
た
門
庭

を
扣
い
て
阿た

誰れ

を
か
問
わ
ん
。

＊
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《
訳
》

　

七
尺
堂
に
坐
っ
て
杖
で
老
い
た
身
を
た
す
け
て
歩
き
、
到
る
と
こ
ろ
で
休
息
を
と
り
、
七
尺
堂
に
居
て
、
首
を
高
く
あ
げ
、

辺
り
を
自
由
気
ま
ま
に
眺
め
る
。
七
尺
堂
の
前
で
、
朝
に
は
双
井
の
泉
〔
で
水
〕
を
汲
み
、
官
焙
を
試
み
る
。
夕
に
は
三
笠

〔
山
の
上
に
照
る
〕
月
を
愛
で
、〔
そ
れ
を
〕
和
歌
に
詠
み
睡ね

む

る
。〔
翌
日
に
は
〕
七
尺
堂
で
目
覚
め
、
七
尺
堂
に
て
、
日
常
生

活
を
す
る
。
七
尺
堂
に
て
自
ら
が
客
人
と
な
り
、
主
人
と
な
り
〔
禅
問
答
を
す
る
〕
の
だ
。
こ
れ
を
楽
し
み
こ
れ
が
歓
び
な
の

だ
。
想
う
に
こ
れ
は
禅
僧
が
、
七
尺
の
拄
杖
と
〔
い
っ
し
ょ
に
〕
そ
こ
に
住
ま
う
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
年
、
寛
永
十

七
年
（
一
六
四
〇
）、
初
秋
の
下
旬
に
、
七
尺
堂
〔
に
使
わ
れ
て
い
る
材
〕
で
七
尺
の
拄
杖
を
作
り
、
最
後
で
最
大
の
〔
公
案

の
〕
関
門
を
破
り
透
過
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
さ
に
〔
そ
の
時
は
〕
円
鑑
老
師
の
「
拄
杖
拄
杖
、
帰
去
来
兮
矣
」
と
い
う
最

後
の
一
句
を
思
い
起
こ
し
た
。
か
つ
て
寛
永
一
五
年
（
一
六
三
八
）
の
春
に
、
雄
山
の
松
花
堂
昭
乗
を
伴
い
、
七
尺
堂
に
、
一

夜
宿
泊
し
、
昔
を
語
ら
っ
た
。
松
花
堂
は
去
年
こ
の
世
を
去
り
、
久
保
利
世
は
今
年
、
世
を
去
っ
た
。〔
私
、
江
月
は
〕
自
ら

老
い
衰
え
て
憗な

ま
じ生
き
な
が
ら
え
て
い
る
の
を
愧
じ
る
。
こ
こ
に
彼
〔
久
保
利
世
〕
と
の
別
れ
を
嘆
き
惜
し
む
こ
と
は
す
る
ま
い
。

最
後
に
〔
私
の
〕
拙
い
詩
を
詠
み
、
こ
れ
を
七
尺
堂
に
捧
げ
て
、
悲
し
み
を
慕
う
気
持
ち
に
代
え
る
こ
と
に
す
る
次
第
で
あ
る
。

　

山
雲
〔
私
、
江
月
宗
玩
〕
は
、
白
眉
〔
久
保
長
闇
堂
〕
と
共
に
語
り
尽
く
し
た
こ
と
が
あ
る
、〔
長
闇
堂
の
〕
訃
報
に
接
し
、

〔
私
は
〕
残
り
の
人
生
を
い
か
に
過
ご
せ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
春
に
な
れ
ば
、〔
桜
の
〕
花
が
咲
く
で
あ
ろ
う
が
、〔
長
闇
堂

の
〕
門
を
敲
い
て
誰
が
、
訪
ね
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

＊

《
語
注
》

○
以
試
官
焙
＝
「
官
焙
」
は
、
不
詳
。
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○
七
尺
堂
自
為
賓
為
主
＝
『
碧
巌
録
』【
三
六
】
則
の
「
本
則
」、「
評
唱
」（
大
正
四
八
、
一
七
四
中
）
に
「
…
古
人
は
出
入
に
も
未
だ
甞
て
此

の
事
を
以
て
念
と
為
ず
ば
あ
ら
ず
。
看
よ
他
の
賓
主
互
換
、
当
機
直
截
し
て
、
各
お
の
相
い
饒ゆ
る

さ
ざ
る
を
。
…
。（
…
古
人
出
入
未
甞
不
以

此
事
為
念
。
看
他
賓
主
互
換
、
当
機
直
截
、
各
不
相
饒
。
…
。）」
と
あ
り
、
岩
波
文
庫
本
（
中
）
の
注
に
よ
れ
ば
、
主
客
互
い
に
そ
の
位
置

を
と
り
か
え
る
禅
問
答
。
と
あ
る
。

○
準
擬
其
居
者
乎
＝
「
準
擬
」
は
、
他
の
も
の
を
手
本
に
し
て
ま
ね
る
こ
と
。
ま
た
、
仮
に
他
の
も
の
に
見
立
て
る
こ
と
。

○
自
愧
衰
老
憗
遺
矣
＝
「
憗
遺
」、「
憗
」
は
「
し
い
て
」、「
な
ま
し
い
に
」。『
詩
』
小
雅
、
十
月
之
交
に
「
憗
遺
一
老
」。
心
に
は
欲
し
な
い

が
、
せ
め
て
一
人
の
一
人
の
老
人
な
り
と
も
残
し
置
い
た
い
、
の
意
。
こ
こ
で
は
、
松
花
堂
昭
乗
も
久
保
長
闇
堂
も
逝
き
、
ひ
と
り
自
分
の

み
が
、
そ
う
希
望
し
た
の
で
も
な
い
の
に
、
生
き
残
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
こ
と
。

○
寛
永
十
七
庚こ
う

辰し
ん

の
年
＝
一
六
四
〇
年
。「
戊ぼ

寅い
ん

の
春
」
＝
寛
永
一
五
年
の
春
、
一
六
三
八
年
。

○
憶
得
円
鑑
老
師
末
後
一
句
、
拄
杖
拄
杖
、
帰
去
来
兮
矣
＝
円
鑑
老
師
は
、
春
屋
宗
園
。（
一
五
二
九
～
一
六
一
一
）
戦
国
～
江
戸
時
代
前
期

の
僧
。
享
禄
二
年
生
ま
れ
。
臨
済
宗
。
大
徳
寺
の
笑し
ょ
う
れ
い
そ
う
き
ん

嶺
宗
訢
の
法
を
嗣
ぎ
、
同
寺
の
住
持
と
な
る
。
和
泉
に
薬
泉
寺
を
、
近
江
に
瑞
岳
寺
を

開
く
。
千
利
休
、
古
田
織
部
ら
と
親
交
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
江
月
宗
玩
の
師
で
あ
る
。
慶
長
一
六
年
二
月
九
日
死
去
。
八
三
歳
。
山
城
出
身
。

俗
姓
は
園
部
。
別
号
に
一
黙
子
。
諡し

号ご
う

は
朗
源
天
真
禅
師
、
大
宝
円
鑑
国
師
。
著
作
に
「
円
鑑
国
師
一
黙
稿
」
が
あ
る
。
円
鑑
老
師
の
末
後

の
一
句
「
拄
杖
拄
杖
…
」
は
不
詳
。

○
雄
山
松
花
堂
＝
男
山
石
清
水
八
幡
宮
に
住
し
た
松
花
堂
と
い
う
意
。
松
花
堂
昭
乗
は
、
桃
山
・
江
戸
初
期
の
学
僧
、
書
画
家
。
中
沼
左
京
亮

元
知
の
弟
と
し
て
摂
津
国
堺
に
生
ま
れ
る
。
俗
名
は
中
沼
式
部
、
号
は
惺
々
翁
、
空
識
、
晩
年
に
松
花
堂
と
号
し
た
。
一
七
歳
で
男
山
石
清

水
八
幡
宮
に
上
り
出
家
、
滝
本
坊
実
乗
に
仕
え
、
真
言
密
教
を
お
さ
め
て
阿
闍
梨
法
印
の
位
に
つ
い
た
。
実
乗
没
後
、
寛
永
四
年
（
一
六
二

七
）
四
十
四
歳
の
と
き
、
滝
本
坊
住
職
と
な
っ
た
。
真
言
密
教
を
究
め
た
高
僧
で
あ
る
と
同
時
に
絵
画
、
書
道
、
作
庭
、
茶
道
、
和
歌
な
ど

多
方
面
に
才
能
を
発
揮
し
た
当
代
一
流
の
文
化
人
で
あ
っ
た
。
書
家
と
し
て
は
、
近
衛
信
尹
・
本
阿
弥
光
悦
と
と
も
に
「
寛
永
の
三
筆
」
に

数
え
ら
れ
、「
松
花
堂
流
」
の
祖
と
し
て
名
高
く
、
親
交
の
あ
っ
た
人
物
と
し
て
は
、
江
月
、
沢
庵
、
近
衛
信
尋
、
小
堀
遠
州
、
林
羅
山
、

木
下
長
嘯
子
、
石
川
丈
山
、
佐
川
田
昌
俊
ら
の
名
が
挙
げ
ら
れ
る
。
と
く
に
茶
人
と
し
て
、
小
堀
遠
州
に
つ
い
て
遠
州
流
を
修
め
、
そ
の
収
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集
し
た
茶
道
具
は
「
八
幡
名
物
」
と
呼
ば
れ
、
後
世
「
松
花
堂
好
み
」
と
し
て
模
さ
れ
、
遠
州
茶
会
で
は
江
月
に
相
伴
す
る
こ
と
も
多
か
っ

た
。

○
話
尽
山
雲
共
白
眉
＝
「
白
眉
」
は
多
く
の
中
で
優
秀
な
も
の
。
兄
弟
の
う
ち
で
最
も
す
ぐ
れ
た
も
の
、
と
の
意
が
あ
る
が
こ
こ
で
は
、
山
雲

が
江
月
、
白
眉
は
久
保
長
闇
堂
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。

○
『
長
闇
堂
記
』
＝
奈
良
春
日
大
社
の
社
人
久
保
権
太
夫
利
世
の
記
録
。
一
巻
。
佗
び
茶
人
と
し
て
の
彼
の
一
種
の
自
叙
伝
。
寛
永
一
七
年

（
一
六
四
〇
）
の
奥
書
が
あ
る
。
利
休
流
の
茶
の
流
行
や
山
上
宗
二
・
古
田
織
部
・
金
森
可
重
・
小
堀
遠
州
そ
の
他
の
茶
の
実
際
と
逸
話
な

ど
を
記
し
て
あ
る
。
も
と
遠
州
や
松
花
堂
の
消
息
紙
背
に
書
か
れ
、
元
文
年
間
（
一
七
三
六
～
四
一
）
道
具
屋
の
手
で
分
散
売
却
さ
れ
た
の

を
愉
々
斎
楽
只
が
再
拾
編
纂
し
た
も
の
で
、
諸
種
の
異
本
が
あ
る
。（『
茶
道
古
典
全
集
』
第
三
巻
、
淡
交
社
、
一
九
六
〇
年
、
三
八
五
～
三

八
六
頁
。）
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「
諸
経
の
睛
」

―
古
代
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
『
円
覚
経
』
の
位
置
づ
け（　
）
1

―商
　

海
鋒

訳
：
虞
　

雪
健

要
旨

　
『
円
覚
経
』
は
不
分
巻
と
な
っ
て
い
る
が
、
構
成
か
ら
み
る
と
三
分
科
経
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
正
宗
分
で
は
、
文
殊
、
普

賢
よ
り
円
覚
、
賢
善
首
ま
で
、
十
二
菩
薩
が
巧
み
に
配
置
さ
れ
、
各
菩
薩
の
身
分
と
役
割
も
明
白
に
与
え
ら
れ
、
極
め
て
精
緻

な
叙
述
と
な
っ
て
い
る
。
現
存
す
る
最
善
本
は
両
宋
期
の
「
円
覚
蔵
本
」
で
あ
る
。「
円
覚
蔵
本
」
に
は
南
宋
の
高
宗
紹
興
元

年
（
一
一
三
一
）
の
初
版
本
と
、
南
宋
の
理
宗
淳
祐
十
年
（
一
二
五
〇
）
の
と
江
戸
時
代
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）
の
補
板
刷
本
二

種
あ
る
。
注
本
で
は
中
唐
の
宗
密
、
南
宋
の
孝
宗
と
朝
鮮
の
禅
僧
涵
虚
（
己
和
）
に
よ
る
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
特
色
を
も

つ
。『
円
覚
経
』
は
北
宋
で
は
仏
教
の
四
書
に
、
清
朝
で
は
釈
氏
十
三
経
に
入
れ
ら
れ
、
長
い
間
に
儒
学
経
典
と
の
競
合
に
利

用
さ
れ
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
中
国
仏
教
の
位
置
づ
け
を
研
究
す
る
際
の
重
要
な
経
典
で
あ
る
。
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は
じ
め
に

　
『
円
覚
経
』
の
正
式
名
称
は
『
大
方
広
円
覚
修
多
羅
了
義
経
』
で
あ
る
。『
円
覚
経
』
は
一
乗
円
頓
の
様
相
を
説
き
、
そ
の
境

界
に
達
す
る
に
は
如
何
な
る
方
法
を
用
い
る
べ
き
か
、
悟
り
へ
の
障
害
を
如
何
に
避
け
る
べ
き
か
を
解
釈
す
る
経
で
あ
る
。

「
大
方
広
」
は
「
広
大
至
真
」
の
意
で
、「
修
多
羅
（Sūtra

）
は
「
経
」
の
梵
語
の
音
写
で
、「
了
」
は
「
究
竟
、
徹
底
」
の
意

で
あ
る
。

　

本
経
は
初
唐
の
武
周
朝
に
出
現
し
、
中
唐
以
降
は
天
台
・
華
厳
・
禅
宗
・
密
宗
な
ど
、
仏
教
諸
派
に
よ
り
重
視
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
更
に
論
ず
る
べ
き
問
題
も
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
経
文
に
も
と
づ
く
科
判
、
十
二
菩
薩
そ
れ
ぞ
れ

が
担
う
宗
教
的
機
能
、
菩
薩
の
登
場
順
と
そ
の
意
味
、
本
経
の
最
古
本
と
最
善
本
、
古
代
東
ア
ジ
ア
と
り
わ
け
日
本
と
朝
鮮
に

お
け
る
古
本
の
流
布
、
重
要
な
古
注
本
と
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
、
叙
述
構
造
に
見
え
る
本
経
の
論
理
性
、
北
宋
か
ら
清
末
に
至
る

ま
で
の
儒
仏
の
競
合
に
お
け
る
本
経
の
位
置
づ
け
な
ど
で
あ
る
。
本
論
で
は
こ
れ
ら
の
諸
問
題
に
対
し
回
答
を
試
み
る
。

一
　『
円
覚
経
』
の
科
判
と
十
二
菩
薩
の
宗
教
的
機
能

　
『
円
覚
経
』
は
経
文
が
短
い
が
、
極
め
て
洗
練
さ
れ
て
い
る
。
唐
鈔
本
は
上
下
二
巻
と
な
っ
て
い
る
が
、
宋
刻
本
以
降
と
な

れ
ば
不
分
巻
と
な
っ
て
い
る
。
経
文
は
中
古
以
降
の
三
分
科
経
の
形
式
に
準
じ
、
序
分
・
正
宗
分
・
流
通
分
の
三
段
に
分
け
ら

れ
る
。
序
分
で
は
浄
土
が
彼
岸
で
は
な
く
人
々
の
心
に
あ
る
と
明
か
し
、
法
を
聴
く
十
二
の
菩
薩
を
登
場
さ
せ
る
。
正
宗
分
は

十
二
節
よ
り
な
り
、
各
節
に
菩
薩
一
名
が
配
さ
れ
、
仏
足
を
頂
礼
し
跪
座
し
、
信
者
に
か
わ
っ
て
問
法
す
る
。
そ
こ
で
仏
陀
は
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ま
ず
長
行
を
も
っ
て
答
え
、
そ
し
て
偈
頌
を
も
っ
て
ま
と
め
る
。
流
通
分
で
は
神
々
は
信
仰
衆
を
守
る
こ
と
を
誓
う
。
か
か
る

叙
述
構
造
を
表
に
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

卑
見
に
よ
れ
ば
『
円
覚
経
』
は
、
表
に
記
し
た
よ
う
に
十
四
節
に
分
け
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
歴
代
の
説
法
者
や

古
今
の
注
釈
家
の
殆
ど
は
、
本
経
を
十
二
も
し
く
は
十
三
節
に
分
け
る
。
ま
た
流
通
分
は
賢
善
首
菩
薩
の
一
節
に
入
れ
ら
れ
、

あ
る
い
は
序
分
が
文
殊
師
利
菩
薩
の
一
節
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
本
経
の
構
造
に
つ
い
て
は
再
考
す
る
余

地
が
あ
る（　
）
2

。

　

十
二
菩
薩
は
身
分
と
宗
教
的
機
能
が
明
白
に
与
え
ら
れ
、
登
場
順
も
巧
み
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。『
円
覚
経
』
は
極
め
て
精

緻
な
叙
述
に
練
り
上
げ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
簡
潔
に
ま
と
め
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

第
一
位
は
「
智
慧
」
を
象
徴
す
る
文
殊
師
利
菩
薩
で
あ
る
。「
因
地
」「
果
地
」
は
み
な
「
一
心
」
に
よ
る
「
円
覚
」
に
あ
り
、

衆
生
の
無
明
は
空
中
の
花
の
如
し
の
道
理
を
説
く
。

　

第
二
位
は
「
力
行
」
を
象
徴
す
る
普
賢
菩
薩
で
あ

る
。
利
根
者
は
「
如
幻
三
昧
」「
以
幻
修
幻
」
を
も

っ
て
頓
悟
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
す
る
。

　

第
三
位
は
「
体
察
」
を
象
徴
す
る
普
眼
菩
薩
（
千

手
千
眼
観
音
と
も
い
う
）
で
あ
る
。
鈍
根
者
は
「
持

戒
」「
宴
坐
」
を
も
っ
て
漸
悟
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
主
張
す
る
。

　

第
四
位
は
「
信
念
」
を
象
徴
す
る
金
剛
蔵
菩
薩
で

『円覚経』の科判

1 序分

2 正宗分

十二菩薩が
仏陀に問法す

1 文殊師利

2 普賢

3 普眼

4 金剛蔵

5 弥勒

6 清浄慧

7 威徳自在

8 辯音

9 浄諸業障

10 普覚

11 円覚

12 賢善首

3 流通分
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あ
る
。
本
来
成
仏
と
本
来
無
明
と
の
内
在
的
矛
盾
は
輪
廻
の
断
滅
を
も
っ
て
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
く
。

　

第
五
位
は
「
慈
悲
」
を
象
徴
す
る
弥
勒
菩
薩
で
あ
る
。
衆
生
は
愛
欲
の
た
め
に
輪
廻
に
迷
う
。
ま
た
理
障
、
事
障
の
た
め
に

愛
欲
が
慈
悲
に
転
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
二
障
を
共
に
断
ち
切
っ
て
も
ま
だ
「
五
性
」（
未
成
仏
性
、
声
聞
性
、
縁
覚
性
、

菩
薩
境
界
性
、
如
来
微
妙
円
覚
性
）
が
あ
る
と
解
釈
す
る
。

　

第
六
位
は
「
潔
浄
」
を
象
徴
す
る
清
浄
慧
菩
薩
で
あ
る
。「
未
悟
」
か
ら
「
悟
了
」、
そ
し
て
「
徹
悟
」
に
至
れ
ば
、
垢
浄
の

転
化
が
生
じ
る
。
円
覚
へ
の
把
握
の
度
合
い
に
よ
り
、
衆
生
は
五
つ
の
修
証
法
を
も
つ
と
紹
介
す
る
。

　

第
七
位
は
「
威
厳
と
仁
徳
」
の
「
調
和
」
を
象
徴
す
る
威
徳
自
在
菩
薩
で
あ
る
。
根
性
の
個
人
差
に
よ
り
衆
生
は
円
覚
に
親

近
す
る
三
つ
の
法
門
を
も
つ
。
す
な
わ
ち
奢
摩
他
（śam

atha

の
音
写
語
。
静
定
の
こ
と
）、
三
摩
鉢
提
（sam

āpatti

の
音
写
語
。

幻
化
の
こ
と
）、
禅
那
（dhyāna
の
音
写
語
。
寂
滅
の
こ
と
）
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
三
法
門
は
い
ず
れ
も
嗔
を
威
に
転
じ
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
と
説
く
。

　

第
八
位
は
「
辨
別（　
）
3

」
を
象
徴
す
る
辯
音
菩
薩
で
あ
る
。
機
縁
の
個
人
差
に
よ
り
、
円
覚
三
観
は
ま
た
二
十
五
種
清
浄
定

輪
に
細
分
化
で
き
る
。
こ
の
二
十
五
種
は
大
き
く
単
修
・
複
修
・
円
修
に
分
け
る
こ
と
も
で
き
る
と
釈
明
す
る
。

　

第
九
位
は
「
除
滅
」
を
象
徴
す
る
浄
諸
業
障
菩
薩
（
除
蓋
障
菩
薩
と
も
い
う
）
で
あ
る
。
悟
境
に
至
る
に
は
、
四
つ
の
悪
業
を

断
ち
切
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
我
・
人
・
衆
生
・
寿
命
と
い
う
「
円
覚
四
相
」
で
あ
る
。
簡
単
に
言
え
ば
、
取
証
、

刻
意
、
妄
想
と
執
着
の
こ
と
で
あ
る
と
説
く
。

　

第
十
位
は
「
療
癒
」
を
象
徴
す
る
普
覚
菩
薩
で
あ
る
。
円
覚
を
求
め
ん
と
欲
せ
ば
、
四
病
を
離
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
四
病
と

は
、
作
・
止
・
任
・
滅
と
い
う
四
つ
の
禅
病
の
こ
と
で
あ
る
と
解
釈
す
る
。

　

第
十
一
位
は
「
徹
悟
」
を
象
徴
す
る
円
覚
菩
薩
で
あ
る
。
覚
者
は
未
覚
者
を
助
け
、
結
夏
安
居
を
指
導
し
、
円
覚
三
観
の
法
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門
の
開
き
方
、
す
な
わ
ち
取
静
・
瞑
想
・
数
息
を
教
え
る
べ
き
で
あ
る
と
教
え
る
。

　

第
十
二
位
は
「
功
徳
」
を
象
徴
す
る
賢
善
首
菩
薩
で
あ
る
。
本
経
に
は
五
つ
の
異
名
が
あ
り
、
広
大
な
る
功
徳
利
益
が
あ
る

と
説
明
す
る
。

　

文
殊
が
先
に
登
場
す
る
こ
と
は
、「
円
覚
」
が
終
点
で
あ
る
と
同
時
に
起
点
で
も
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
う
し
た

認
識
を
持
つ
た
め
に
多
大
な
智
慧
が
必
要
で
あ
る
。
続
い
て
普
賢
が
登
場
し
、
智
慧
の
ほ
か
力
行
も
重
要
で
あ
る
と
強
調
す
る
。

三
番
目
に
登
場
す
る
普
眼
は
、
衆
生
疾
苦
を
体
察
し
、
弱
者
を
引
接
す
る
。
こ
う
し
た
性
格
は
後
ほ
ど
普
眼
の
慈
母
観
音
の
イ

メ
ー
ジ
に
も
つ
な
が
る
。
金
剛
蔵
は
四
番
目
で
、
群
盲
の
信
念
を
喚
起
す
る
。
信
仰
心
を
起
こ
せ
ば
、
た
と
え
独
立
な
思
考
が

な
く
と
も
、
信
念
そ
の
も
の
は
不
滅
で
あ
る
。
五
番
目
の
弥
勒
は
衆
生
に
恩
愛
を
捨
て
て
慈
悲
心
を
発
す
る
こ
と
を
教
え
る
。

清
浄
慧
は
六
番
目
で
、
潔
浄
の
度
合
い
に
よ
る
修
証
法
の
違
い
を
説
く
。
七
番
目
の
威
徳
自
在
は
畏
敬
す
べ
き
威
厳
と
衆
生
を

慈
し
む
仁
徳
が
具
有
し
て
剛
柔
相
調
和
す
る
存
在
で
あ
る
。
三
法
門
（
奢
摩
他
・
三
摩
鉢
提
・
禅
那
）
が
相
互
補
完
関
係
に
あ
る

こ
と
も
こ
う
し
た
調
和
の
具
現
で
あ
る
。
辯
音
は
八
番
目
で
、
衆
生
の
異
な
る
機
縁
に
よ
っ
て
二
十
五
種
清
浄
定
輪
に
細
分
化

で
き
る
と
説
明
す
る
。
こ
う
し
た
細
か
な
修
行
法
は
、
唐
代
の
密
宗
と
呼
応
す
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
浄
諸
業
障
は
九
番
目
で
、

四
つ
の
悪
業
を
断
ち
切
ら
せ
る
よ
う
に
衆
生
を
導
く
。
普
覚
は
十
番
目
で
、
四
病
を
離
れ
さ
せ
る
よ
う
に
衆
生
を
助
け
る
。
円

覚
は
十
一
番
目
で
、
覚
者
が
未
覚
者
を
助
け
る
こ
と
を
説
く
。
最
後
に
登
場
す
る
賢
善
首
は
、
本
経
の
広
大
な
る
功
徳
利
益
を

礼
讃
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、『
円
覚
経
』
で
は
十
二
菩
薩
が
次
々
と
登
場
し
、
密
接
に
つ
な
が
る
精
緻
な
叙
述
が
で
き
て
い
る

と
い
え
よ
う
。
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二
　『
円
覚
経
』
の
善
本
と
そ
の
流
通

　

こ
れ
ま
で
『
円
覚
経
』
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
原
本
は
見
つ
か
っ
て
お
ら
ず
、「
漢
訳
」
の
み
が
現
存
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ

え
近
代
以
降
、
望
月
信
亨
（
一
八
六
九
―
一
九
四
八
）、
胡
適
（
一
八
九
一
―
一
九
六
二
）
を
は
じ
め
、
仏
教
界
で
は
そ
れ
を
「
疑

偽
経
」
と
し
て
認
識
し
て
い
た（　
）
4

。「
漢
訳
」
と
い
わ
れ
る
が
、
恐
ら
く
八
、
九
世
紀
の
唐
の
漢
人
学
僧
が
「
如
来
蔵
思
想
」

を
顕
揚
す
る
た
め
に
、『
楞
嚴
経
』『
大
乗
起
信
論
』
を
も
っ
て
偽
造
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
見
解
が
あ
る（　
）
5

。

し
か
し
最
近
で
は
、
初
唐
の
訳
経
規
範
や
訳
員
構
成
な
ど
に
よ
り
、
著
録
さ
れ
な
か
っ
た
に
せ
よ
イ
ン
ド
由
来
の
真
経
で
あ
る

と
見
る
論
も
あ
る（　
）
6

。
こ
の
よ
う
に
本
経
の
「
真
偽
」
を
め
ぐ
り
研
究
者
の
意
見
は
分
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
に
せ

よ
『
円
覚
経
』
の
歴
史
的
重
要
性

―
早
く
も
唐
代
に
お
い
て
天
台
・
華
厳
・
禅
宗
・
密
宗
に
尊
奉
さ
れ
、
北
宋
に
な
る
と
士

大
夫
層
に
深
い
影
響
を
与
え
、
更
に
間
も
な
く
朝
鮮
・
日
本
・
琉
球
・
ベ
ト
ナ
ム
に
広
ま
っ
た
こ
と

―
は
確
か
で
あ
る
。
東

ア
ジ
ア
の
仏
教
に
お
け
る
本
経
の
地
位
は
長
ら
く
間
盤
石
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

初
唐
、
武
周
朝
の
と
き
、『
円
覚
経
』
は
中
国
仏
教
の
視
野
に
入
っ
た
。
中
唐
の
圭
峰
宗
密
（
七
八
〇
―
八
四
一
）
は
『
円
覚

経
大
疏
釈
義
鈔
』
に
、
あ
る
種
南
方
の
訳
本
を
言
及
し
た
。

　
　

 

余
又
於
豊
徳
寺
難
経
中
見
一
本
『
円
覚
経
』。
年
多
虫
食
、
悉
已
破
爛
、
経
末
両
三
紙
、
才
可
識
弁
。
後
云
「
貞
観
二
十

一
年
、
歳
次
丁
未
、
七
月
乙
酉
朔
十
五
日
己
亥
、
在
潭
州
宝
雲
道
場
訳
了
、
翻
語
沙
門
羅
睺
曇
揵
、
執
筆
弟
子
姜
、
道
俗

証
義
大
徳
智
晞
注
、
紘
慧
今
宝
証
道
脈
。」
然
未
詳
真
虚
。
或
恐
前
已
曾
訳
、
但
縁
不
能
聞
奏
、
故
滞
於
南
方
、
不
入
此

中
之
蔵
。
不
然
者
、
即
是
詐
謬
也
。（　
）
7

　
『
円
覚
経
大
疏
釈
義
鈔
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
訳
本
は
太
宗
貞
観
二
十
一
年
（
六
四
七
）
に
、
江
南
道
潭
州
（
今
の
湖
南
省
長
沙
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市
）
の
宝
雲
寺
で
、
羅
睺
曇
揵
（
国
別
、
生
没
年
不
詳
）
と
い
う
沙
門
に
訳
さ
れ
た
が
、
宗
密
に
発
見
さ
れ
た
と
き
に
す
で
に
蠧

蝕
に
よ
っ
て
判
読
不
能
に
な
っ
た
。
ま
た
私
訳
の
た
め
、
朝
廷
か
ら
の
援
助
や
承
認
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

宗
密
は
『
円
覚
経
大
疏
』
に
も
う
一
種
北
方
の
訳
本
を
も
言
及
し
た
。

　
　

 
北
都
蔵
海
寺
道
詮
法
師
『
疏
』
又
云
：「
羯
湿
弥
羅
三
蔵
法
師
仏
陀
多
羅
、（
武
周
）
長
寿
二
年
龍
集
癸
巳
、
持
於
梵
本
、

方
至
神
都
、
於
白
馬
寺
翻
訳
、
四
月
八
日
畢
。
其
度
語
、
筆
受
、
証
義
諸
徳
、
具
如
別
録
。」
不
知
此
説
、
本
約
何
文
？

素
承
此
人
、
学
広
道
高
、
不
合
孟
浪
。
或
応
国
名
無
別
、
但
梵
音
之
殊
。
待
更
根
尋
、
続
当
記
載
。（　
）
8

　

こ
の
訳
本
は
武
周
朝
長
寿
二
年
（
六
九
三
）
に
、
東
都
（
今
の
河
南
省
洛
陽
市
）
の
白
馬
寺
で
、
仏
陀
多
羅
（
生
没
年
不
詳
）
に

訳
さ
れ
た
。
仏
陀
多
羅
は
迦
湿
弥
羅
国
の
三
蔵
法
師
で
あ
る
。
迦
湿
弥
羅
は
ま
た
「
罽
賓
」
と
も
い
い
、
今
の
カ
シ
ミ
ー
ル
に

位
置
す
る
国
で
あ
る
。
本
経
を
正
式
的
に
著
録
す
る
最
初
の
人
は
唐
代
の
僧
智
昇
（
生
没
年
不
詳
）
で
あ
る
。
玄
宗
開
元
十
八

年
（
七
三
〇
）
に
智
昇
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
『
開
元
釈
教
録
』『
続
古
今
訳
経
図
記
』
に
、『
円
覚
経
』
一
巻
二
十
七
紙
、
白

馬
寺
に
於
い
て
罽
賓
沙
門
仏
陀
多
羅
に
よ
っ
て
訳
さ
れ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る（　
）
9

。
こ
の
訳
本
は
朝
廷
の
援
助
を
得
た

よ
う
で
、
す
ぐ
に
中
原
よ
り
北
都
（
今
の
山
西
省
太
原
市
）
ま
で
に
伝
わ
り
、
ま
た
宗
密
の
故
郷
で
あ
る
蜀
の
地
ま
で
に
も
伝
わ

っ
た
の
で
あ
る
。

　

現
存
す
る
『
円
覚
経
』
の
最
古
の
残
本
は
蔵
経
洞
で
フ
ラ
ン
ス
の
漢
学
者
の
ポ
ー
ル
・
ユ
ジ
ェ
ー
ヌ
・
ぺ
リ
オ
（Paul 

Eugène Pelliot

）
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
唐
代
の
敦
煌
写
巻
で
あ
り
、
現
在
フ
ラ
ン
ス
国
立
図
書
館
（Bibliothèque 

nationale de France

）
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
（
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
番
号
：P.3024

）。
こ
の
残
本
は
宗
密
が
言
及
す
る
武
周
朝
の
洛

陽
訳
本
の
残
巻
と
、
他
の
い
く
つ
か
の
仏
教
典
籍
と
合
わ
せ
て
で
き
た
合
鈔
本
で
あ
る
。
経
紙
の
正
面
に
『
菩
薩
瓔
珞　

竜
王

浴
太
子
品
』『
大
方
広
仏
華
厳
経　

十
回
向
品
』『
大
方
広
円
覚
修
多
羅
了
義
経
』、
裏
面
に
『
因
明
論
三
十
三
過
』『
仏
説
金
剛
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経
纂
』
な
ど
が
書
か
れ
て
い
る
。『
仏
説
金
剛
経
纂
』
に
書
か
れ
た
唐
の
代
宗
の
大
歴
元
年
（
七
六
六
）「
北
山
県
女
子
入
冥
故

事（　
）
10

」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
抄
本
の
抄
写
は
七
六
六
年
以
前
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
し
た
が
っ
て
、『
円
覚
経
』
武
周
訳
本
は

八
世
紀
中
期
ご
ろ
に
す
で
に
西
北
辺
地
に
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
写
巻
の
内
容
は
「
若
遇
善
友
、
教
令

開
悟
、
凈
円
覚
性
、
發
明
起
滅
、
即
知
此
生
、
性
自
勞
慮
」
と
い
う
長
行
か
ら
始
ま
り
、「
供
養
恒
沙
佛
、
功
德
已
圓
滿
。
雖

有
多
方
便
、
皆
名
隨
順
者
」
と
い
う
偈
頌
で
終
わ
る
。
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
『
円
覚
経
』
の
「
正
宗
分
六　

清
浄
慧
菩
薩
」
の
約

三
分
の
二
の
内
容
に
あ
た
る
。
こ
の
写
巻
は
現
在
敦
煌
文
献
で
発
見
さ
れ
た
『
円
覚
経
』
の
唯
一
の
唐
鈔
残
巻
で
あ
る
。

　

現
存
す
る
『
円
覚
経
』
の
最
善
本
は
両
宋
期
に
刊
行
さ
れ
た
「
円
覚
蔵
本
」
で
あ
る
。「
円
覚
蔵
」
は
宋
初
の
「
開
宝
蔵
」、

遼
の
中
期
の
「
契
丹
蔵
」
と
北
宋
末
の
「
崇
寧
蔵
」
に
続
く
刊
本
大
蔵
経
で
あ
り
、
直
接
的
に
は
「
崇
寧
蔵
」
を
継
ぐ
私
刻
大

蔵
経
で
も
あ
る
。
北
宋
末
に
、
王
永
従
（
生
没
年
不
詳
）
と
い
う
人
が
朝
廷
に
仕
え
、「
左
武
大
夫
、
密
州
観
察
使
」
ま
で
昇
っ

た
が
、
隠
居
を
願
い
出
て
郷
里
へ
帰
り
、
両
浙
路
湖
州
帰
安
県
（
今
の
浙
江
省
湖
州
市
南
潯
区
）
松
亭
郷
思
渓
村
に
住
ん
で
い
た
。

王
永
従
は
弟
の
王
永
錫
（
生
没
年
不
詳
）
と
共
同
出
資
し
て
「
円
覚
禅
院
」
を
設
立
し
た
。
二
人
は
ま
た
家
財
を
寄
付
し
、
人

を
雇
っ
て
禅
院
で
大
蔵
経
五
千
余
巻
を
彫
り
上
げ
、
経
折
装
に
し
て
後
に
「
思
渓
円
覚
蔵
」
と
呼
ば
れ
る
刊
本
大
蔵
経
を
仕
上

げ
た
の
で
あ
る（　
）
11

。
寺
院
お
よ
び
そ
の
後
の
大
蔵
経
の
略
称
は
、
す
べ
て
『
円
覚
経
』
か
ら
採
ら
れ
た
こ
と
よ
り
、
こ
の
経

が
蔵
経
史
、
ひ
い
て
は
中
国
仏
教
史
に
お
い
て
重
要
な
地
位
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
蔵
の
前
の
三
部
の
大
蔵
経

に
つ
い
て
は
、
開
宝
、
崇
寧
二
蔵
の
略
称
は
そ
れ
ぞ
れ
北
宋
の
太
祖
、
徽
宗
の
年
号
か
ら
取
っ
た
が
、
遼
蔵
の
名
は
国
号
（
遼

は
大
契
丹
国
と
も
呼
ば
れ
る
）
か
ら
取
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
円
覚
蔵
が
年
号
で
は
な
い
「
円
覚
」
の
二
字
を
冠
す
る

の
は
、
と
り
わ
け
注
目
に
値
す
る
。
学
界
の
最
近
の
研
究
に
よ
る
と
、
円
覚
蔵
の
彫
刻
は
、
開
板
が
北
宋
の
徽
宗
の
大
観
四
年

（
一
一
一
〇
）
よ
り
早
く
、
二
〇
年
以
上
か
か
り
、
南
宋
の
高
宗
の
紹
興
二
年
（
一
一
三
二
）
に
完
成
し
た
と
い
う（　
）
12

。
円
覚
蔵
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は
『
千
字
文
』
の
「
天
」
か
ら
「
合
」
ま
で
の
約
五
五
〇
箇
の
書
函
の
中
に
分
置
さ
れ
て
い
る
。「
円
覚
経
」
は
「
可
」
の
字

の
書
簡
、
す
な
わ
ち
全
蔵
の
二
分
の
一
の
少
し
前
の
と
こ
ろ
に
位
置
す
る（　
）
13

。
ま
た
円
覚
蔵
の
彫
刻
の
順
序
は
、
首
尾
を
彫

り
上
げ
て
か
ら
中
間
部
分
を
同
時
に
進
行
す
る（　
）
14

た
め
、
本
経
の
彫
刻
は
全
蔵
が
ま
も
な
く
完
成
す
る
南
宋
の
高
宗
の
紹
興

元
年
（
一
一
三
一
）
に
造
ら
れ
た
と
推
測
で
き
よ
う
。

　

円
覚
蔵
『
円
覚
経
』
の
経
板
は
二
回
の
補
修
が
あ
る
。
一
回
目
の
補
修
は
南
宋
の
理
宗
の
淳
祐
十
年
（
一
二
五
〇
）
の
時
で

あ
る（　
）
15

。
そ
の
補
板
刷
本
は
、
宋
末
の
恭
帝
の
徳
祐
元
年
（
一
二
七
五
）（
日
本
で
は
鎌
倉
時
代
（
一
一
九
二
―
一
三
三
三
）
の
後
宇

多
朝
の
建
治
元
年
）
に
日
本
に
渡
っ
た
。
そ
の
と
き
に
伝
来
し
た
円
覚
蔵
は
二
部
あ
り
、
一
部
は
近
江
国
菅
山
寺
（
今
の
滋
賀
県

長
浜
市
余
呉
町
）
に
蔵
さ
れ
た
が
、
も
う
一
部
は
山
城
国
天
安
寺
法
金
剛
院
（
今
の
京
都
府
京
都
市
右
京
区
）
に
蔵
さ
れ
た
。
天
安

寺
蔵
本
は
江
戸
時
代
の
東
山
天
皇
の
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）
に
補
板
し
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
前
述
し
た
「
円
覚
蔵
本
」

の
二
回
目
の
補
修
で
あ
る（　
）
16

。
そ
し
て
楊
守
敬
（
一
八
三
九
―
一
九
一
五
）
が
清
光
緒
九
年
（
一
八
八
三
）
に
買
い
取
っ
た
も
の

は
天
安
寺
蔵
本
で
あ
る（　
）
17

。
民
国
初
年
、
円
覚
蔵
は
蔡
鍔
（
一
八
八
二
―
一
九
一
六
）
将
軍
を
記
念
し
て
設
立
さ
れ
た
松
坡
図

書
館
に
蔵
さ
れ
た
。
一
九
五
〇
年
、
同
蔵
は
松
坡
図
書
館
の
ほ
か
の
所
蔵
と
と
も
に
北
京
図
書
館
に
編
入
さ
れ
た
。
現
在
は
北

京
中
国
国
家
図
書
館
善
本
部
の
所
蔵
品
で
、
善
本
号
は
「
三
一
二
九
」
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
上
述
の
円
覚
蔵
本
『
円
覚
経
』
お
よ
び
そ
の
他
の
諸
種
の
刊
本
大
蔵
経
（
趙
城
金
蔵
、
明
末
清
初
の
嘉
興
蔵
、
近
代
日

本
の
大
正
蔵
本
、
唐
宋
と
明
清
、
お
よ
び
江
戸
時
代
の
諸
古
注
本
な
ど
を
含
む
）
に
は
、
経
末
の
重
要
な
偈
頌
一
偈
が
欠
け
て
い
る
。

そ
れ
は
以
下
の
も
の
で
あ
る
。

　
　

 

尒
時
世
尊
、
欲
重
宣
此
義
、
而
説
偈
言
：「
賢
善
首
当
知
：
是
経
諸
仏
説
。
如
来
等
護
持
、
十
二
部
眼
目
。
名
為
大
方
広
、

円
覚
陀
羅
尼
、
顕
如
来
境
界
。
依
此
修
行
者
、
増
進
至
仏
地
。
如
海
納
百
川
、
飲
者
皆
充
満
。
仮
使
施
七
宝
、
積
満
三
千



250

界
、
不
如
聞
此
経
。
若
化
河
沙
衆
、
皆
得
阿
羅
漢
、
不
如
聞
半
偈
。
汝
等
於
来
世
、
護
是
宣
持
者
、
無
令
生
退
屈
。」（　
）
18

　

右
の
百
十
三
字
が
本
経
の
「
正
宗
分
十
二　

賢
善
首
菩
薩
」
の
末
尾
に
位
置
す
る
な
ら
ば
、『
円
覚
』
は
首
尾
一
貫
し
た
完

璧
な
も
の
と
な
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
の
学
界
に
お
い
て
も
、
近
代
学
術
史
に
お
い
て
も
、
こ
の
百
十
三
字
は
京
都
帝
国
大
学
の
学

長
だ
っ
た
松
本
文
三
郎
（
一
八
六
九
―
一
九
四
四
）
が
明
治
四
十
四
年
（
一
九
一
一
）
に
、
あ
る
古
宋
本
残
頁
で
初
め
て
発
見
し

た
と
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
こ
の
百
十
三
字
は
松
本
教
授
小
序
と
合
わ
せ
て
『
円
覚
経
佚
文
』
と
称
さ
れ
、
日
本
卍
続
蔵
第
一

輯
に
収
め
ら
れ
て
い
る（　
）
19

。
し
か
し
、
韓
国
で
現
存
す
る
最
古
の
『
円
覚
』
古
注
、
す
な
わ
ち
韓
国
僧
涵
虛
己
和
（
함
허
득
통　

一
三
七
六
―
一
四
三
三
）
に
よ
る
『
円
覚
経
解
』（
원
각
경
소
）
に
は
、「
正
宗
分
十
二　

賢
善
首
菩
薩
」
の
末
尾
に
も
同
偈
頌
が

あ
る
と
確
認
さ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
円
覚
蔵
本
よ
り
も
古
い
『
円
覚
経
』
の
完
本
が
、
非
常
に
早
い
段
階
で
日
本
、
高
麗
王

朝
に
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

三
　
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
『
円
覚
経
』
の
最
も
重
要
な
古
注
三
種

　

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
『
円
覚
経
』
の
諸
注
本
は
数
十
種
に
の
ぼ
る
。
以
下
の
三
種
は
、
甚
大
な
影
響
力
と
鮮
明
な
特
徴
と
し

て
知
ら
れ
て
い
る
。

　

唐
代
で
最
も
重
要
な
『
円
覚
経
』
の
注
者
は
、
前
述
し
た
長
安
圭
峰
山
草
堂
寺
の
住
職
を
つ
と
め
る
宗
密
法
師
で
あ
る
。
宗

密
は
本
来
山
南
西
道
果
州
西
充
県
（
今
の
四
川
省
南
充
市
西
充
県
）
の
出
身
で
あ
る
。
禅
宗
の
六
祖
恵
能
（
六
三
八
―
七
一
三
）
が

『
金
剛
経
』
を
聞
い
て
悟
っ
た
と
い
う
伝
説
と
似
た
よ
う
に
、
宗
密
の
自
叙
や
裴
休
（
七
九
七
―
八
〇
七
）
の
記
述
に
よ
る
と
、

宗
密
は
二
十
歳
余
り
で
『
円
覚
経
』
を
読
ん
で
悟
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
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宗
密
為
沙
弥
時
、
於
彼
州
因
赴
斎
請
、
到
府
吏
任
灌
家
。
行
経
之
次
、
把
著
此
『
円
覚
』
之
巻
。
読
之
両
三
紙
已
来
、
不

覚
身
心
喜
躍
、
無
可
比
喩
。
自
此
耽
玩
、
乃
至
如
今
。（　
）
20

　　
　

 
圭
峰
禅
師
、
得
法
於
菏
澤
嫡
孫
南
印
上
足
道
円
和
尚
。
一
日
、
隨
衆
僧
斎
於
州
民
任
灌
家
、
居
下
位
、
以
次
受
経
、
遇

『
円
覚
了
義
』。
巻
未
終
軸
、
感
悟
流
涕
。
帰
以
所
悟
告
其
師
。
師
撫
之
曰
：「
汝
当
大
弘
円
頓
之
教
、
此
経
諸
仏
授
汝

耳
。」（　
）
21

　

宗
密
の
師
で
あ
る
道
円
（
生
没
年
不
詳
）
禅
師
は
剣
南
道
遂
州
（
今
の
四
川
省
遂
寧
市
）
大
雲
寺
の
住
職
で
あ
る
。
宗
密
が
最

初
に
『
円
覚
経
』
に
出
会
っ
た
地
は
恐
ら
く
遂
州
で
あ
ろ
う
。
西
南
地
域
に
伝
わ
る
『
円
覚
経
』
は
前
述
の
武
周
洛
陽
訳
で
あ

る
。
宗
密
が
『
円
覚
経
』
に
出
会
い
、「
感
悟
し
て
流
涕
」
し
た
の
は
、「
自
心
」
と
「
仏
性
」
の
相
融
、
そ
し
て
「
円
覚
」
と

華
厳
学
の
「
円
融
無
碍
」
の
融
合
を
直
感
し
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
の
後
、
宗
密
は
「
禅
教
一
致
」
を
唱
え
、
南
禅

神
会
（
六
七
〇
―
七
六
二
）
の
第
四
伝
で
あ
る
と
同
時
に
「
華
厳
五
祖
」
の
一
人
で
あ
る
と
い
う
二
重
の
身
分
を
持
つ
高
僧
と
な

っ
た
。
宗
密
は
『
円
覚
経
』
を
強
く
提
唱
し
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
『
円
覚
経
大
疏
』『
大
疏
鈔
』『
大
疏
科
』『
略
疏
』『
略
疏

鈔
』『
道
場
修
正
儀
』『
礼
懺
略
本
』『
道
場
六
十
礼
』
な
ど
、
お
よ
そ
八
種
類
八
十
巻
に
も
及
ぶ
『
円
覚
経
』
の
注
疏
を
編
纂

し
た
。
こ
れ
ら
の
注
本
に
は
、
詳
略
程
度
の
異
な
る
経
文
訓
解
五
種
と
、
修
行
者
に
依
経
礼
拝
と
懺
悔
の
仕
方
を
指
導
す
る
実

践
的
指
南
三
種
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
最
も
有
名
な
の
は
本
文
が
比
較
的
に
短
い
『
円
覚
経
略
疏
』
四
巻
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し

て
、
ほ
か
の
も
の
は
み
な
冗
長
で
あ
る
た
め
、
凡
人
は
た
だ
文
字
の
葛
藤
に
苦
し
ま
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
円
覚
蔵
本

『
円
覚
経
』
は
南
宋
の
淳
祐
年
間
の
補
修
の
中
で
、経
首
に
裴
休
の
『
宗
密
円
覚
経
略
疏
序
』
が
増
刻
さ
れ
た
。
唐
宣
宗
朝
（
八

四
七
―
八
六
〇
）
の
宰
相
の
裴
休
は
宗
密
の
高
弟
で
あ
り
、
禅
師
の
黄
檗
希
運
（
？
―
八
五
〇
）
の
弟
子
で
も
あ
り
、
臨
済
義
玄
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（
？
―
八
六
六
）
と
同
門
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
『
円
覚
経
』
が
中
晩
唐
に
お
い
て
教
、
宗
両
門
（
華
厳
宗
と
禅
宗
）
の
間
の
中
枢

的
地
位
を
占
め
る
こ
と
を
も
裏
付
け
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

宋
代
で
最
も
重
要
な
『
円
覚
経
』
の
注
者
と
い
え
ば
、
ま
ず
思
い
浮
か
ぶ
の
は
南
宋
の
孝
宗
趙
眘
（
一
一
二
七
―
一
一
九
四
）

で
あ
ろ
う
。
淳
熙
十
年
（
一
一
八
三
）
に
、
彼
は
『
御
注
円
覚
経
』
二
巻
を
著
し
、
臨
安
府
（
今
の
浙
江
省
杭
州
市
）
の
径
山
寺

に
経
板
を
下
賜
し
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
中
国
仏
教
史
上
初
の
、
仏
教
の
蔵
経
の
た
め
に
注
釈
を
施
す
帝
王
と
な
っ
た
。
径
山

寺
の
住
職
の
宝
印
（
一
一
一
〇
―
一
一
九
一
）
が
書
い
た
『
御
注
円
覚
経
序
』
に
よ
れ
ば
、

　
　

 

仏
法
流
入
中
国
、
唯
唐
太
宗
文
皇
帝
製
序
文
、
冠
於
『
大
般
若
経
』、
而
未
嘗
注
釈
。
今
我
皇
帝
陛
下
、
顕
示
一
心
之
法
、

注
釈
『
大
円
覚
』、
以
悟
群
迷
、
真
冠
乎
百
王
、
超
出
前
代
、
一
人
而
已
！
昔
圭
峰
禅
師
宗
密
、
附
以
疏
鈔
、
但
其
文
浩

繁
。
今
陛
下
所
注
、
言
簡
而
義
豊
、
詞
約
而
理
盡
。
自
有
『
円
覚
』
以
来
、
蓋
未
有
此
書
也
！（　
）
22

　

唐
の
僧
宗
密
が
編
纂
し
た
疏
鈔
の
量
は
膨
大
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
教
と
禅
を
一
致
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、

こ
の
宋
王
に
よ
る
御
注
は
、
単
純
に
禅
宗
の
立
場
か
ら
書
か
れ
た
も
の
で
、
分
量
も
少
な
い
。
至
尊
で
あ
る
皇
帝
の
孝
宗
が

『
円
覚
経
』
を
推
進
し
た
こ
と
は
、
南
宋
初
に
皇
権
、
士
大
夫
と
禅
林
の
合
流
の
趨
勢
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

こ
の
情
勢
は
ま
た
南
宋
中
期
に
成
立
さ
れ
、
鎌
倉
幕
府
の
模
範
と
な
っ
た
禅
宗
の
「
五
山
十
刹
」
の
制
度
に
基
調
を
打
ち
立
て

た
の
で
あ
る
。　

　

涵
虚
（
堂
号
涵
虚
、
法
名
己
和
）
は
高
麗
王
朝
（
九
一
八
―
一
三
九
二
）
末
か
ら
朝
鮮
王
朝
（
一
三
八
八
―
一
九
一
〇
）
初
め
に
か

け
て
活
躍
し
た
最
も
有
名
な
禅
僧
の
一
人
で
あ
る
。
涵
虚
は
若
い
頃
成
均
館
（
太
学
）
の
前
途
洋
々
た
る
儒
生
で
、
漢
詩
と
漢

文
に
秀
で
て
い
た
。
太
宗
の
李
芳
遠
（
一
三
六
七
―
一
四
二
二
）
は
晩
年
、
自
分
と
王
室
の
仏
学
上
の
導
師
と
し
て
涵
虚
を
丁
重

に
招
聘
し
た
。
そ
し
て
涵
虚
は
漢
字
で
書
か
れ
た
『
円
覚
経
解
』
三
巻
を
も
っ
て
韓
国
仏
教
史
上
の
最
も
有
名
な
高
僧
と
な
っ
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た
の
で
あ
る
。
彼
は
純
禅
で
は
な
く
宗
密
の
「
華
厳
禅
」
の
影
響
を
受
け
、「
円
覚
経
」
一
巻
こ
そ
「
八
十
華
厳
」
の
凝
縮
で

あ
る
と
ま
で
考
え
て
い
た（　
）
23

。『
円
覚
経
解
』
の
文
辞
の
簡
潔
さ
は
、
宗
密
『
略
疏
』
と
孝
宗
『
御
注
』
の
中
間
に
あ
り
、
中

道
に
従
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
現
在
の
『
円
覚
経
』
に
文
字
の
誤
り
が
甚
だ
多
く
、
自
ら
の
仏
学
や
漢
学
の
豊
富
な

知
識
を
も
と
に
、
大
胆
に
訂
正
し
て
も
よ
い
と
考
え
て
い
る
点
が
鮮
明
で
あ
る
。
彼
は
「
正
宗
分
九　

浄
諸
業
障
菩
薩
」
で
は

本
校
法
を
大
幅
に
用
い
、
従
来
の
『
円
覚
経
』
本
と
大
き
く
異
な
る
校
訂
本
を
作
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。

四
　『
円
覚
経
』
の
文
体
構
造

　

仏
典
漢
訳
の
歴
史
で
は
通
常
、
訳
経
家
姚
秦
鳩
摩
羅
什
（
三
四
四
―
四
一
三
）
の
意
訳
し
た
訳
風
と
そ
の
訳
本
を
「
旧
訳
」
と

呼
び
、
初
唐
の
玄
奘
（
六
〇
二
―
六
六
四
）
の
直
訳
し
た
訳
風
と
そ
の
訳
本
を
「
新
訳
」
と
呼
ん
で
い
る
。
姚
秦
鳩
摩
羅
什
系
の

旧
訳
の
方
が
流
行
し
が
ち
だ
が
、
原
典
や
思
想
、
言
語
の
本
来
の
姿
に
忠
実
す
る
な
ど
、
玄
奘
以
降
の
新
訳
が
唱
え
る
理
念
も

重
要
で
あ
る
。

　
『
円
覚
経
』
は
こ
れ
ま
で
繰
り
返
し
翻
訳
さ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
花
園
大
学
国
際
禅
学
研

究
所
長
を
歴
任
し
た
柳
田
聖
山
（
一
九
二
二
―
二
〇
〇
六
）
は
一
九
八
七
年
に
よ
る
訳
注
を
刊
行
し
て
い
る（　
）
24

。
ま
た
、
季
羨
林

（
一
九
一
一
―
二
〇
〇
九
）
の
高
足
で
あ
る
張
保
勝
も
一
九
九
六
年
に
訳
注
を
出
版
し
て
い
る（　
）
25

。
さ
ら
に
、
東
京
大
学
文
学
部

教
授
を
務
め
たCharles M

uller

に
よ
る
訳
注

―The Sutra of Perfect E
nlightenm

ent

：K
orean B

uddhism
ʼ s 

G
uide to M

editation

（w
ith C

om
m

entary by the Sŏn M
onk K

ihw
a

）［
円
覚
経
：
韓
国
仏
教
禅
修
圭
旨
（
禅
僧
己
和
注
付
）

も
一
九
九
九
年
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。
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こ
れ
に
続
き
筆
者
も
、
台
北
三
民
書
局
の
「
古
籍
今
注
新
訳
叢
書
」
の
招
待
を
受
け
、「
新
訳
円
覚
経
」
を
作
成
し
た
。
そ

の
「
新
規
性
」
は
域
外
漢
文
文
献
を
版
本
・
校
勘
・
逸
文
と
し
て
活
用
し
た
こ
と
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
底
本
に
用
い
た
円

覚
蔵
本
『
円
覚
経
』
が
最
善
本
と
い
え
る
の
は
、
そ
の
古
さ
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
江
戸
時
代
初
期
の
遞
修
本
で
あ
る
こ
と
、

ま
た
こ
れ
に
加
え
て
、
楊
守
敬
の
「
星
吾
東
瀛
訪
古
記
」
の
朱
文
捺
印
が
あ
り
、
清
末
の
「
古
逸
叢
書
」
の
一
種
と
見
な
す
こ

と
が
で
き
る
こ
と
に
よ
る
。
ま
た
、
訳
注
が
参
照
さ
れ
た
多
く
の
校
本
や
古
注
本
に
も
域
外
の
善
本
が
多
い
。
例
え
ば
、
フ
ラ

ン
ス
の
唐
鈔
残
巻
、
高
麗
時
代
高
宗
二
十
四
年
（
一
二
三
七
）
の
再
雕
本
「
高
麗
蔵
」、
明
治
末
に
発
見
さ
れ
た
、
日
本
卍
続
蔵

『
円
覚
経
佚
文
』
に
よ
る
古
宋
本
、
涵
虚
『
円
覚
経
解
』
の
朝
鮮
時
代
の
高
宗
十
九
年
（
一
八
八
二
）
刊
本
（
昔
は
ソ
ウ
ル
朝
鮮
王

室
奎
章
閣
に
蔵
さ
れ
た
が
、
今
は
ソ
ウ
ル
大
学
奎
章
閣
韓
国
学
研
究
院
）
に
蔵
さ
れ
て
い
る
）
な
ど
が
あ
る
。

　

ま
た
古
典
文
学
、
特
に
叙
事
構
造
と
い
う
問
題
意
識
と
方
法
を
十
分
に
活
用
す
る
こ
と
も
新
規
性
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
厳
密

に
三
分
科
経
法
を
用
い
、
序
分
を
頭
の
文
殊
師
利
菩
薩
の
一
節
か
ら
、
流
通
分
を
尾
の
賢
善
首
の
一
節
か
ら
剥
離
し
て
い
く
と
、

正
宗
分
の
十
二
菩
薩
に
対
応
す
る
十
二
節
と
、「
長
行
を
先
に
し
、
偈
頌
を
後
に
す
る
」
文
章
構
造
が
容
易
に
わ
か
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
ゆ
え
、
松
本
文
三
郎
の
発
見
は
極
め
て
重
要
な
意
味
を
も
ち
、
経
文
の
叙
述
構
造
を
証
左
す
る
有
力
な
も
の
と
な
る
。
ま

た
今
回
、
筆
者
が
訳
注
を
作
成
す
る
過
程
で
、、
正
宗
分
の
十
二
節
に
は
次
の
四
つ
の
重
要
な
構
造
的
特
徴
が
あ
る
こ
と
が
初

め
て
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

そ
の
一
、
正
宗
の
各
分
節
の
最
初
の
段
に
は
、
必
ず
次
の
よ
う
な
文
言
が
あ
る
。

　
　

 

於
是
、
某
某
菩
薩
、
在
大
衆
中
、
即
従
座
起
、
頂
礼
仏
足
、
右
繞
三
帀
、
長
跪
叉
手
、
而
白
仏
言
：
…
…
作
是
語
已
、
五

体
投
地
、
如
是
三
請
、
終
而
復
始
。

　

中
段
の
「
〇
〇
菩
薩
」
に
よ
る
問
法
で
は
、
文
殊
・
普
賢
・
普
眼
・
金
剛
蔵
・
弥
勒
・
清
浄
慧
・
威
徳
自
在
・
辯
音
・
浄
諸
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業
障
・
普
覚
・
円
覚
・
賢
善
首
と
い
う
十
二
名
の
菩
薩
が
順
番
に
登
場
す
る
。
続
い
て
正
宗
の
各
分
節
の
次
の
段
に
は
、
必
ず

次
の
よ
う
な
文
言
が
あ
る
。

　
　

 
尒
時
世
尊
、
告
文
殊
師
利
菩
薩
言
：「
善
哉
善
哉
！
善
男
子
！
汝
等
乃
能
、
為
諸
菩
薩
、
某
某
如
来
、
…
…
汝
今
諦
聴
、

当
為
汝
説
。」
時
某
某
菩
薩
、
奉
教
歓
喜
、
及
諸
大
衆
、
默
然
而
聴
。

　

仏
陀
は
ま
ず
賛
辞
を
送
り
、
そ
し
て
菩
薩
の
問
法
を
簡
単
に
要
約
し
て
か
ら
答
え
を
与
え
る
。

　

そ
の
二
、
十
二
名
の
菩
薩
は
六
対
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
分
類
で
き
る
理
由
は
、
仏
陀
の
賛
辞
が
六
種
に

分
け
ら
れ
る
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
如
等
乃
能
、
為
諸
菩
薩
、
〇
〇
如
来
」
と
い
う
文
言
に
お
い
て
は
、
文
殊
・
普
賢
の

場
合
は
「
諮
詢
如
来
」、
普
眼
・
金
剛
蔵
の
場
合
は
「
問
於
如
来
」、
弥
勒
・
清
浄
慧
の
場
合
は
「
請
問
如
来
」、
威
徳
自
在
・

辯
音
の
場
合
は
「
問
於
如
来
」、
浄
諸
業
障
・
普
覚
の
場
合
は
「
諮
問
如
来
」、
円
覚
・
賢
善
首
の
場
合
は
「
問
於
如
来
」
と
な

っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
構
造
に
よ
っ
て
『
円
覚
経
』
は
リ
ズ
ム
感
の
あ
る
も
の
に
な
り
、
ま
た
各
対
の
菩
薩
の
間
の
呼
応
・
逓

進
・
連
結
関
係
が
暗
に
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
三
、
仏
陀
の
十
二
回
の
回
答
は
、
そ
の
間
に
繰
り
返
さ
れ
る
「
善
男
子
」
の
三
文
字
に
よ
っ
て
正
確
に
切
り
分
け
ら
れ

る
。
こ
れ
に
従
う
と
、
整
理
者
も
読
者
も
容
易
に
文
章
の
構
造
を
見
極
め
る
こ
と
が
で
き
、
ほ
か
の
段
分
け
方
の
誤
り
に
気
づ

く
だ
ろ
う
。

　

そ
の
四
、『
円
覚
経
』
が
登
場
し
た
初
唐
・
盛
唐
で
は
、
文
壇
に
は
駢
儷
体
の
文
風
が
ほ
と
ん
ど
で
、
韓
柳
散
体
の
文
風
が

ま
だ
登
場
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
従
来
の
整
理
に
お
け
る
散
体
の
利
用
が
適
切
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
長
行
の
部
分

の
訳
は
今
回
全
部
「
四
言
体
」
を
句
読
基
準
と
し
て
利
用
し
て
い
る
。

　

な
お
訳
注
を
作
成
す
る
す
る
際
に
は
、
現
代
中
国
語
の
文
法
の
制
限
を
適
度
に
こ
え
て
、
原
文
と
訳
文
の
句
読
点
を
ほ
ぼ
一
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致
さ
せ
る
と
い
う
原
則
を
採
用
し
た
。
こ
う
す
る
こ
と
で
読
者
が
、
経
文
と
訳
文
の
対
応
関
係
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
そ
こ
に
記

さ
れ
る
思
想
を
容
易
に
把
握
で
き
る
よ
う
に
と
考
え
た
次
第
で
あ
る
。

五
　
東
ア
ジ
ア
仏
教
史
に
お
け
る
『
円
覚
経
』

　

北
宋
の
徽
宗
の
政
和
年
間
（
一
一
一
一
―
一
一
一
八
）、
亦
楽
居
士
の
郭
印
（
生
没
年
不
詳
）
は
「
閑
看
仏
書
」
を
詠
み
、
初
め

て
仏
教
「
四
書
」
説
を
説
い
た
。

　
　

 

煌
煌
五
千
巻
、
披
読
未
易
終
。『
楞
厳
』
明
根
塵
、『
金
剛
』
了
色
空
。『
円
覚
』
祛
禅
病
、『
維
摩
』
現
神
通
。
四
書
皆
等

教
、
真
可
発
愚
蒙
。
我
常
日
寓
目
、
清
晨
課
其
功
。
油
然
会
心
処
、
喜
楽
浩
無
窮
。
寄
語
看
経
人
、
勿
墮
文
字
中
。（　
）
26

　

郭
印
は
「
一
大
蔵
教
」
の
言
辞
の
罠
に
は
ま
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
認
め
、『
楞
嚴
』『
金
剛
』『
円
覚
』『
維
摩
』
を
勧
め
、
こ

の
四
部
の
小
経
は
簡
潔
で
要
を
得
て
お
り
、
霧
を
晴
ら
す
功
を
奏
す
る
と
賞
賛
し
た
。
こ
の
こ
と
に
触
発
さ
れ
た
朱
熹
（
一
一

三
〇
―
一
二
〇
〇
）
は
、
儒
門
経
典
の
中
に
も
「
四
書
」、
す
な
わ
ち
『
大
学
』『
中
庸
』『
論
語
』『
孟
子
』
が
あ
る
と
唱
え
た
。

朱
子
門
人
の
襲
蓋
卿
（
生
没
年
不
詳
）
に
よ
る
と
、

　
　

 

読
書
且
従
易
曉
易
解
処
去
読
、
如
『
大
学
』『
中
庸
』『
語
』『
孟
』。「
四
書
」
道
理
粲
然
、
人
只
是
不
去
看
。
若
理
会
得

此
「
四
書
」、
何
書
不
可
読
？
何
理
不
可
究
？
何
事
不
可
処
？（　
）
27

　

こ
れ
は
儒
学
に
お
け
る
「
四
書
」
の
綱
領
的
意
義
を
は
っ
き
り
と
示
す
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
儒
仏
の
間
の
競
合
は
明
清
に
至
っ
て
も
な
お
続
い
て
い
る
。
明
末
の
神
宗
の
万
暦
十
二
年
（
一
五
八
四
）
に
『
十

三
経
注
疏
』
が
欽
定
さ
れ
、『
周
易
』『
尚
書
』『
詩
経
』『
周
礼
』『
儀
礼
』『
礼
記
』『
左
伝
』『
公
羊
』『
谷
梁
』『
孝
経
』『
論
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語
』『
爾
雅
』『
孟
子
』
の
無
上
の
地
位
が
そ
れ
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
。
清
末
の
呉
坤
修
（
一
八
一
六
―
一
八
七
二
）
は
、
上
述

の
儒
家
十
三
経
を
参
照
し
て
「
釈
氏
十
三
経
」
を
推
し
た
。
彼
は
蕅
益
智
旭
（
一
五
九
八
―
一
六
五
四
）
の
『
閲
蔵
知
津
』
に
要

約
さ
れ
た
蔵
経
「
五
大
部
」
の
中
か
ら
、
華
厳
部
『
円
覚
』『
梵
網
』、
方
等
部
『
維
摩
』『
楞
嚴
』『
楞
伽
』『
無
量
寿
』『
観
無

量
寿
』、
般
若
部
『
金
剛
』『
心
経
』、
法
華
部
『
法
華
』
及
び
小
乗
部
『
四
十
二
章
』『
八
大
人
覚
』『
仏
遺
教
』
の
凡
そ
十
三

種
類
を
選
び
、
儒
教
に
対
抗
し
よ
う
と
し
た
。

　

儒
教
四
書
が
儒
教
十
三
経
に
お
け
る
中
核
的
位
置
と
同
じ
よ
う
に
、
仏
教
四
書
も
仏
教
十
三
経
の
中
で
確
固
不
抜
た
る
地
位

を
占
め
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
北
宋
の
仏
教
四
書
で
も
清
末
の
仏
教
十
三
経
で
も
、『
円
覚
経
』
は
あ
ら
ゆ
る
禅
教
に
通
じ
、

頓
漸
を
配
慮
し
、
如
来
自
性
の
宗
旨
を
提
唱
し
、
精
巧
な
叙
述
構
造
で
、
二
障
・
三
観
・
四
相
・
四
病
・
五
性
な
い
し
二
十
五

定
輪
の
実
修
の
可
操
作
性
を
説
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
代
東
ア
ジ
ア
漢
文
化
圏
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
諸
経
の
中
で

始
終
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
る
。

　

仏
教
の
諸
経
に
は
、「
法
華
」「
大
涅
槃
」「
最
勝
王
」
の
よ
う
に
、「
諸
経
の
王
」
を
自
称
す
る
も
の
が
多
い
。

　
　

 

譬
如
一
切
、
川
流
江
河
、
諸
水
之
中
、
海
為
第
一
；
此
『
法
華
経
』、
亦
復
如
是
、
於
諸
如
来
、
所
説
経
中
、
最
為
深
大
。

…
…
又
如
帝
釈
、
於
三
十
三
天
中
王
；
此
経
亦
復
如
是
、
諸
経
中
王
。（　
）
28

　
　

 

善
男
子
！
是
『
大
涅
槃
』、
微
妙
経
典
、
亦
復
如
是
。
能
除
一
切
、
衆
生
悪
業
、
四
波
羅
夷
、
五
無
間
罪
。
若
内
若
外
、

所
有
諸
悪
、
諸
有
未
発
、
菩
提
心
者
。
因
是
則
得
、
発
菩
提
心
。
何
以
故
？
是
妙
経
典
、
諸
経
中
王
。（　
）
29

　
　

所
謂
微
妙
『
金
光
明
』、
諸
経
中
王
最
第
一
。（　
）
30

　

こ
れ
に
倣
っ
て
、『
円
覚
経
』
を
中
国
の
仏
教
の
「
諸
経
の
睛
」
と
呼
ん
で
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
る
。
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お
わ
り
に

　

本
論
で
は
『
円
覚
経
』
の
構
造
や
善
本
・
注
疏
・
文
体
、
お
よ
び
古
代
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
位
置
付
け
な
ど
の
諸
問
題
を
め

ぐ
り
、
以
下
の
よ
う
な
説
明
を
試
み
た
。『
円
覚
経
』
は
三
分
科
経
に
よ
り
、
序
・
正
宗
・
流
通
と
い
う
三
分
に
分
け
る
こ
と

が
で
き
る
。
正
宗
で
は
十
二
菩
薩
に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
身
分
、
宗
教
的
機
能
、
即
ち
文
殊
の
知
恵
、
普
賢
の
力
行
、
普
眼
の

察
知
、
金
剛
蔵
の
信
念
、
弥
勒
の
慈
悲
、
清
浄
慧
の
潔
浄
、
威
徳
自
在
の
威
厳
・
仁
徳
の
調
和
、
辯
音
の
辨
別
、
浄
諸
業
障
の

除
滅
、
普
覚
の
療
愈
、
円
覚
の
徹
悟
、
賢
善
首
の
功
徳
を
説
い
た
。
十
二
菩
薩
の
登
場
の
順
序
に
は
、
厳
格
な
る
叙
事
論
理
が

存
在
す
る
。『
円
覚
経
』
は
初
唐
の
武
周
の
際
に
現
れ
、
現
存
す
る
最
古
本
は
フ
ラ
ン
ス
国
立
図
書
館
の
敦
煌
残
巻
に
あ
り
、

敦
煌
文
献
の
中
で
唯
一
見
ら
れ
る
『
円
覚
経
』
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
り
、
そ
の
鈔
写
は
唐
代
宗
の
大
暦
元
年
（
七
六
六
）
以
降
で

あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
本
経
の
最
善
本
は
北
京
中
国
国
家
図
書
館
の
「
円
覚
蔵
本
」
で
あ
る
。「
円
覚
蔵
本
」『
円
覚
経
』

は
南
宋
の
高
宗
の
紹
興
元
年
（
一
一
三
一
）
に
刊
刻
さ
れ
、
二
回
の
補
板
が
あ
っ
た
。
一
回
目
の
南
宋
の
理
宗
の
淳
祐
十
年
（
一

二
五
〇
）
の
補
板
刷
本
は
鎌
倉
時
代
の
宇
多
天
皇
の
建
治
元
年
（
一
二
七
五
）
に
日
本
に
伝
わ
っ
た
。
江
戸
時
代
の
東
山
天
皇
の

元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）
に
二
回
目
の
補
板
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
補
板
刷
本
は
清
末
に
楊
守
敬
に
買
い
取
ら
れ
、「
古
逸
叢
書
」

の
一
種
と
言
っ
て
も
よ
い
。
ま
た
、「
円
覚
蔵
本
」
よ
り
も
古
い
『
円
覚
経
』
の
完
本
は
、
日
本
と
高
麗
王
朝
に
伝
わ
っ
た
こ

と
も
確
認
さ
れ
た
。
古
代
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
『
円
覚
経
』
は
多
く
の
注
本
を
持
っ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
最
も
優
れ
て
い
る

も
の
が
三
種
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
特
色
を
持
っ
て
い
る
。
中
唐
の
宗
密
の
『
円
覚
経
略
疏
』
は
華
厳
・
禅
宗
を
結
ん
だ
。
南
宋
孝

宗
の
『
御
注
円
覚
経
』
は
純
禅
の
立
場
で
釈
経
し
た
。
朝
鮮
王
朝
初
期
の
禅
僧
涵
虚
の
『
円
覚
経
解
』
は
本
校
法
を
用
い
て
経

文
に
対
す
る
異
な
る
見
解
を
示
し
た
。
文
体
構
造
の
角
度
か
ら
見
る
と
、
正
宗
の
各
分
節
の
首
段
、
次
段
は
す
べ
て
菩
薩
が
問
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法
し
て
か
ら
仏
陀
が
賞
賛
し
答
え
を
出
す
と
い
う
一
定
な
様
式
が
あ
る
。
十
二
菩
薩
は
六
対
に
分
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
的

な
文
言
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
仏
陀
は
す
べ
て
「
善
男
子
」
の
三
文
字
を
も
っ
て
賞
賛
し
答
え
始
め
る
。
初
唐
・
盛
唐

「
四
言
体
」
は
『
円
覚
経
』
の
句
読
規
則
を
決
め
た
の
で
あ
る
。
北
宋
の
郭
印
は
「
仏
教
四
書
」
の
概
念
を
提
唱
し
た
。
南
宋

の
朱
熹
は
そ
れ
を
受
け
て
「
儒
家
四
書
」
を
も
っ
て
対
抗
し
よ
う
と
し
た
。
明
末
に
「
儒
家
十
三
経
」
が
欽
定
さ
れ
た
。
清
末

に
呉
坤
修
に
よ
っ
て
「
釈
氏
十
三
経
」
が
選
ば
れ
、「
儒
家
十
三
経
」
に
対
抗
し
よ
う
と
し
た
。
儒
仏
競
合
の
長
い
過
程
の
中

で
、
一
巻
の
薄
い
「
円
覚
経
」
は
常
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
中
国
仏
教
の
「
諸
経
の
睛
」
で
あ
る
と

言
え
る
。

註

 
 

本
稿
は
香
港
教
育
大
学
「
研
究
と
発
展
事
務
処
」
の
助
成
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
番
号RG

57/2016-2017R

）
の
成
果
の
一
つ
で
あ
り
、

筆
者
が
校
注
し
た
「
新
訳
円
覚
経
」（
台
北
：
三
民
書
局
、
二
〇
二
一
年
十
二
月
版
）
の
読
者
ガ
イ
ド
で
も
あ
る
。
ま
た
柳
幹
康
博

士
（
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
准
教
授
、
花
園
大
学
国
際
禅
学
研
究
所
客
員
研
究
員
（
副
所
長
））
よ
り
貴
重
な
ご
教
示
を
い
た

だ
い
た
。
こ
こ
に
そ
の
旨
を
記
し
謝
意
を
表
す
る
。

 
 

唐
・
裴
休
、『
圭
峰
禅
師
碑
』（
東
京
：
二
玄
社
、
三
井
文
庫
蔵
本
影
印
よ
り
、
一
九
九
一
年
）：「
初
在
蜀
、
因
齋
次
受
経
、
得

《
円
覚
》
十
三
章
、
深
達
義
趣
、
遂
傳
円
覚
。」
で
は
本
経
は
十
三
節
が
あ
る
と
説
か
れ
た
。
こ
の
碑
は
唐
宣
宗
の
大
中
九
年
（
八
五

五
）
年
、
柳
公
権
（
七
七
八
―
八
六
五
）
が
篆
額
を
書
し
、
陝
西
省
西
安
市
鄠
邑
区
草
堂
寺
か
ら
出
土
し
た
も
の
で
、
現
存
す
る
宗

密
の
最
も
古
い
伝
記
文
書
で
あ
る
。

 
 

「
辯
」
と
「
辨
」
の
二
字
の
意
味
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
宋
刊
思
渓
蔵
本
に
も
と
づ
き
、
字
形
を
「
辯
」
と
す
る
。

 
 

望
月
信
亨
『
仏
教
経
典
成
立
史
論
』（
京
都
：
法
蔵
、
一
九
四
六
年
）。
胡
適
『
禅
宗
史
的
一
个
新
看
法
』（
台
北
『
中
央
日
報
』、

（ 

）
1

（ 

）
2

（ 

）
3

（ 

）
4



260

一
九
五
三
年
一
月
十
二
日
）：「
現
在
佛
教
中
、
還
有
一
部
『
円
覚
経
』。
這
部
経
大
概
是
偽
造
品
、
是
宗
密
自
己
作
的
。」
こ
の
文
は

も
と
も
と
一
九
五
三
年
に
胡
適
が
蔡
元
培
先
生
の
八
十
四
歳
の
生
誕
記
念
会
で
講
演
す
る
と
き
の
原
稿
で
あ
る
。

 
 

曹
潤
鎬
「『
円
覚
経
』
的
成
立
と
受
容
（
思
想
的
立
場
と
関
連
し
て
）」（
印
度
学
佛
教
学
研
究
、
一
九
九
六
年
、
第
五
四
巻
、
第

一
期
）、
五
九
―
六
二
頁
。
曹
潤
鎬
「『
円
覚
経
』
解
明
の
視
點
：
経
典
成
立
史
の
観
点
」（
印
度
学
仏
教
学
研
究
、
第
四
期
、
一
九

九
六
年
）、
五
四
―
六
六
頁
。

 
 

楊
維
中
、「〈
円
覚
経
〉
的
真
偽
之
爭
新
辨
」（
西
北
大
学
学
報
、
二
〇
一
六
年
、
第
四
六
巻
、
第
三
期
）
三
五
―
四
〇
頁
。

 
 

唐
・
宗
密
『
円
覚
経
大
疏
釈
義
鈔
』（
河
村
孝
照
編
『
卍
新
纂
大
日
本
續
蔵
経
』（
東
京
：
株
式
会
社
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
五
―

一
九
八
九
年
、
第
九
冊
））、
巻
一
の
下
。

 
 

唐
・
宗
密
『
円
覚
経
大
疏
』（
河
村
孝
照
編
『
卍
新
纂
大
日
本
續
蔵
経
』（
東
京
：
株
式
会
社
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
五
―
一
九
八

九
年
、
第
九
冊
））、
巻
上
の
二
。

 
 

唐
・
智
升
『
開
元
釈
教
録
』（『
大
正
蔵
』
巻
十
九
下
、
第
五
五
冊
）、
七
一
〇
頁
。

 
 

敦
煌
写
巻
の
原
文
は
「
天
歷
元
年
、
北
山
県
有
一
劉
姓
女
子
。」
と
な
っ
て
い
る
。「
天
暦
」
は
元
文
宗
元
号
、「
天
暦
元
年
」
は

西
暦
一
三
二
八
年
。
し
か
し
、
最
近
の
学
界
で
は
、「
天
暦
」
は
「
大
暦
」
の
誤
植
で
あ
る
と
い
う
考
証
が
あ
る
。「
大
暦
」
は
唐
代

宗
元
号
、「
大
暦
元
年
」
は
西
暦
七
六
六
年
。
参
宗
舜
『
六
家
散
蔵
敦
煌
遺
書
之
仏
教
文
献
考
辨
』。
載
済
群
監
修
『
戒
棟
文
集
』
第

一
巻
（
上
海
：
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
）、
一
七
二
―
一
七
三
頁
。
荒
見
泰
史
『
敦
煌
十
斎
日
資
料
與
斎
会
、
礼
義
』（
中

国
敦
煌
吐
魯
番
学
会
成
立
三
十
周
年
国
際
学
術
研
究
会
論
文
集
（
第
一
組
）、
首
都
師
範
大
学
、
二
〇
一
三
年
八
月
十
七
―
二
一
日
）、

四
一
四
―
四
一
五
頁
。

 
 

何
梅
「
南
宋
『
円
覚
蔵
』『
資
福
蔵
』
探
究
」（
世
界
宗
教
研
究
、
一
九
九
七
年
、
第
四
期
）、
五
六
―
六
六
頁
。

 
 

王
伝
龍
「『
思
溪
蔵
』
刊
刻
事
項
匯
考
」（
文
献
、
二
〇
二
〇
年
、
第
四
期
）、
一
六
―
二
六
頁
。

 
 

『
大
方
広
円
覚
修
多
羅
了
義
経
』（
南
宋
初
刊
、
思
溪
円
覚
蔵
、
経
折
裝
、
北
京
：
中
国
国
家
図
書
館
蔵
）、
不
分
巻
、
第
十
二
折
、

第
一
行
。

（ 

）
5

（ 

）
6

（ 

）
7

（ 

）
8

（ 

）
9

（ 

）
10

（ 

）
11

（ 

）
12

（ 

）
13
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前
掲
論
文
12
・
王
伝
龍
、
二
三
頁
。

 
 

前
掲
書
13
・『
大
方
広
円
覚
修
多
羅
了
義
経
』、
第
十
一
折
。
こ
の
折
に
は
宋
人
の
補
刊
牌
記
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
：「
本
寺
大
蔵

経
板
、
伏
蒙
安
撫
大
資
相
公
（
趙
）
給
錢
贖
過
。
此
経
兩
序
及
諸
経
板
字
損
失
者
、
重
新
刊
補
、
務
在
流
通
佛
教
、
利
益
群
生
。
淳

祐
庚
戌
、
良
月
圓
日
。
住
持
釈
（
清
穆
）
謹
誌
。」

 
 

前
掲
書
13
・『
大
方
廣
円
覚
修
多
羅
了
義
経
』、
第
一
折
。
こ
の
折
に
は
日
本
人
の
補
刊
牌
記
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
：
元
祿
九
年
丙

子
二
月
日
、
重
修
山
城
州
天
安
寺
法
金
剛
院
置
。」

 
 

清
・
楊
守
敬
『『
大
蔵
経
』
五
千
七
百
四
十
巻
（
宋
槧
本
）』（『
日
本
訪
書
誌
』（
沈
陽
：
遼
寧
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
）、
第

十
五
巻
）、
二
三
八
頁
：「
是
経
日
本
有
両
部
、
一
蔵
近
江
国
菅
山
寺
、
一
蔵
山
城
国
天
安
寺
、
此
即
天
安
寺
本
也
。
自
『
天
』
字
起
、

至
『
最
』
字
止
、
凡
五
千
七
百
四
十
巻
、
間
有
鈔
補
、
系
元
禄
九
年
以
菅
山
寺
本
照
録
重
修
、
不
知
何
時
又
缺
六
百
余
巻
。
余
在
日

本
、
有
書
估
為
言
、
欲
求
售
之
狀
、
適
黎
星
使
方
購
仏
書
、
即
嘱
余
與
議
之
、
価
三
千
元
…
…
余
以
此
書
宋
刻
、
中
土
久
無
傳
本
、

明
刊
南
、
北
蔵
本
、
兵
燹
後
亦
十
不
存
一
、
況
明
本
魯
魚
豕
亥
、
不
可
枚
挙
、
得
此
以
訂
訛
鋤
謬
、
不
可
謂
非
鴻
宝
、
迺
忍
痛
受

之
。」

 
 

松
本
文
三
郎
『
円
覚
経
佚
文
』（
河
村
孝
照
編
『
卍
大
日
本
続
蔵
経
』（
京
都
：
蔵
経
書
院
、
一
九
〇
五
―
一
九
一
二
年
、
第
四

冊
））、
不
分
巻
、
頁
一
上
。

 
 

前
掲
書
18
・『
円
覚
経
佚
文
』。
序
に
曰
：「
余
向
偶
獲
古
宋
本
大
方
廣
円
覚
修
多
羅
了
義
経
下
巻
、
一
帖
一
紙
、
廿
行
、
行
十
二

字
。
経
末
有
『
左
蔵
庫
西
、
潘
閬
巷
（
一
行
）
内
李
三
二
郎
印
行
（
二
行
）』
之
記
。
今
撿
尋
其
文
、『
汝
善
男
子
、
當
護
來
世
、
是

修
行
者
、
無
令
悪
魔
、
及
諸
外
道
、
惱
其
身
心
、
令
生
退
屈
』
之
下
、
有
『
爾
時
世
尊
』
乃
至
『
無
令
生
退
屈
』
等
一
百
一
十
三

言
。」

 
 

前
掲
書
７
・『
円
覚
経
大
疏
釈
義
鈔
』
巻
一
の
下
、
四
五
五
頁
上
。

 
 

唐
・
裴
休
『
円
覚
経
略
疏
序
』（
宗
密
『
円
覚
経
略
疏
』（『
嘉
興
蔵
』（
東
京
：
東
京
大
学
総
合
図
書
館
蔵
））、
巻
首
、
2
ａ
頁
）。

 
 

南
宋
・
寶
印
『
御
注
円
覚
経
序
』（
孝
宗
『
御
注
円
覚
経
』（
河
村
孝
照
編
『
卍
新
纂
大
日
本
続
蔵
経
』（
東
京
：
株
式
会
社
国
書

（ 

）
14

（ 

）
15

（ 
）
16

（ 

）
17

（ 

）
18

（ 

）
19

（ 

）
20

（ 

）
21

（ 

）
22



262

刊
行
会
、
一
九
七
五
―
一
九
八
九
年
、
第
十
冊
））
巻
首
）。

 
 
Charles M

uller,  The Sutra of Perfect E
nlightenm

ent:  K
orean B

uddhism
’s G

uide to M
editation

（w
ith 

C
om

m
entary by the Sŏn M

onk K
ihw

a

）, Albany: State U
niversity of N

ew
 York Press, 1999.

 
 

柳
田
聖
山
訳
註
『
円
覚
経
』（
東
京
：
株
式
会
社
筑
摩
書
房
、
一
九
八
七
年
）。

 
 

張
保
勝
釈
訳
『
円
覚
経
』（
高
雄
：
仏
光
文
化
事
業
有
限
公
司
、
一
九
九
六
年
）。

 
 

北
宋
・
郭
印
『
雲
溪
集
』（『
影
印
文
淵
閣
四
庫
全
書
』
第
五
巻
、
１
ｂ
頁
）。

 
 

南
宋
・
朱
熹
講
、
南
宋
・
黎
靖
德
輯
『
朱
子
語
類
』（
明
成
化
九
年
（
一
四
七
三
）
江
西
藩
司
覆
南
宋
咸
淳
六
年
（
一
二
七
〇
）

導
江
黎
氏
刊
本
、
台
北
：
国
家
図
書
館
蔵
、
第
十
四
巻
「
大
学
一
・
綱
領
」、
１
ａ
頁
）。

 
 

龜
茲
・
鳩
摩
羅
什
訳
『
妙
法
蓮
華
経
』（『
嘉
興
蔵
』（
東
京
：
東
京
大
学
総
合
図
書
館
蔵
）
第
６
巻
、
26
ｂ
、
27
ａ
頁
）。

 
 

中
天
竺
・
曇
無
讖
訳
『
大
般
涅
槃
経
』（『
大
正
蔵
』
第
九
巻
「
如
来
性
品
」、
三
七
四
頁
上
）。

 
 

唐
・
義
凈
訳
『
金
光
明
最
勝
王
経
』（『
大
正
蔵
』
第
九
巻
「
善
生
王
品
」、
六
六
五
頁
中
）。

（ 

）
23

（ 
）
24

（ 
）
25

（ 

）
26

（ 

）
27

（ 

）
28

（ 

）
29

（ 

）
30
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『
金
剛
密
迹
伝
』
訳
注
記

林　
　

鳴　

宇

◎
凡
　
例
◎

一
、 

本
稿
は
、『
重
編
諸
天
伝
』
の
「
金
剛
密
迹
伝
」
の
訳
注
研
究
で
あ
る
。

一
、 

内
容
の
構
成
は
、
原
文
・
原
文
の
現
代
語
訳
・
注
・
記
の
順
と
し
た
。

一
、 

底
本
は
、
筆
者
所
蔵
『
重
編
諸
天
伝
』
二
巻
（
中
野
是
誰
、
寛
文
元
年
刊
）
を
用
い
た
。

一
、 

底
本
で
は
、
一
部
の
旧
字
や
異
体
字
を
用
い
る
が
、
本
訳
注
は
常
用
漢
字
や
正
字
に
統
一
し
た
。

一
、 

原
文
読
解
の
便
宜
の
た
め
、
底
本
の
読
点
を
参
考
し
、
あ
ら
た
に
原
文
に
標
点
を
施
し
た
。

一
、 

現
代
語
訳
は
、
基
本
的
に
底
本
の
句
読
訓
点
を
も
と
に
訳
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
稀
に
見
ら
れ
る
難
解
な
箇
所

や
不
明
の
語
句
に
つ
い
て
は
、
訳
文
前
後
の
呼
吸
に
そ
う
よ
う
に
、
そ
の
訳
を
増
広
ま
た
省
略
す
る
こ
と
が
あ
り
、
増
広

す
る
場
合
は
〈　

〉
で
増
補
し
た
部
分
を
示
し
、
省
略
す
る
場
合
に
は
注
に
て
そ
の
旨
を
記
し
た
。

一
、 

各
段
の
諸
天
の
賛
と
し
て
の
詩
偈
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
伝
記
を
略
述
し
た
も
の
で
、
伝
記
の
現
代
語
訳
と
重
複
す
る
こ
と
を

避
け
、
便
宜
上
、
書
き
下
し
文
の
み
を
以
て
訳
し
た
。

一
、 

各
段
の
語
句
の
注
は
、
原
則
と
し
て
、
難
解
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
人
名
・
地
名
・
仏
教
教
理
用
語
、
そ
し
て
引
用
さ
れ
た

経
典
の
所
出
に
限
っ
て
お
き
た
い
。
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一
、 

各
段
の
記
は
、
主
に
『
重
編
諸
天
伝
』
を
開
講
し
た
平
成
一
八
～
一
九
年
の
「
仏
教
特
講
Ⅲ
」
の
講
義
（
駒
澤
大
学
）
の

中
で
示
し
た
問
題
意
識
や
感
想
な
ど
に
よ
る
。
さ
ら
に
智
顗
『
金
光
明
経
文
句
』、
知
礼
『
金
光
明
経
文
句
記
』、
従
義

『
金
光
明
経
文
句
新
記
』、
宗
暁
『
金
光
明
経
照
解
』
の
四
書
を
参
考
し
、
天
台
教
学
に
関
わ
る
も
の
で
、
各
段
に
お
い
て

注
意
す
べ
き
箇
所
を
記
し
、
天
台
教
学
に
お
け
る
『
重
編
諸
天
伝
』
の
位
置
づ
け
を
示
し
た
。

一
、 『
重
編
諸
天
伝
』
の
「
序
叙
」
の
訳
注
研
究
は
、『
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
論
集
』
三
八
号
に
、「
息
總
別
位
次
之
諍
」
の
訳

注
研
究
は
、『
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
研
究
紀
要
』
六
六
号
に
、「
帝
釈
天
伝
」
の
訳
注
研
究
は
、『
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
論

集
』
四
〇
号
に
、「
大
梵
天
伝
」
の
訳
注
研
究
は
、『
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
研
究
紀
要
』
六
九
号
に
、「
四
天
王
総
伝
」「
四

天
王
別
伝
」
の
訳
注
研
究
は
、『
花
園
大
学
国
際
禅
学
研
究
所
論
叢
』
一
五
号
、
一
六
号
に
、
そ
れ
ぞ
れ
掲
載
さ
れ
た
。

◎
訳
注
記
◎

　
　
　
　
　
　
　
　
金
剛
密
迹
伝

　
梵
語
「
跋
折
那
」︑
或
云
「
跋
闍
羅
」︑
此
云
「
金
剛
」︒
又
︑
梵
語
「
那
羅
延
」︑
此
翻
「
金
剛
手
」︒
由
「
羅
延
」
翻
「
手
」︑

或
翻
「
執
」︑
而
略
「
跋
折
」
二
字
︑
只
云
「
那
羅
延
」
也
︒
由
此
力
士
手
中
執
金
剛
宝
杵
故
︑
従
所
執
以
立
名
︒

　『
楞
厳
』
中
︑
本
名
「
烏
芻
瑟
摩
」︑
此
云
「
火
頭
」︒『
経
』
云
︑「
我
以
火
光
三
昧
力
故
︑
成
阿
羅
漢
︑
心
発
大
願
︑
諸
仏

成
道
︑
我
為
力
士
︑
親
伏
魔
怨
︒」

　『
宝
積
経
』
云
︑「
法
意
太
子
願
作
力
士
︑
立
名
密
迹
︒
常
親
近
仏
在
外
威
儀
︑
省
知
如
来
一
切
密
迹
秘
要
之
事
︑
信
楽
不

疑
︒」
其
始
因
也
︒

　『
集
要
』
引
『
仏
名
経
』
及
『
上
生
経
』
説
︑「
昔
有
一
王
生
千
単
二
子
︒
千
兄
同
詣
仏
所
︑
発
心
修
道
︒
而
二
弟
不
知
︑
一



『金剛密迹伝』訳注記

265

弟
発
願
︑
若
千
兄
成
道
︑
我
仏
仏
所
︑
為
魔
悩
害
︒
一
弟
発
願
︑
我
仏
仏
所
︑
為
力
士
護
千
兄
教
法
︒」
故
賢
劫
千
仏
中
︑
皆

其
護
法
也
︒

　
　
　
　
　
　
　
　

金
剛
密
迹
の
伝
記

　
「
跋バ

折ザ

那ナ

」
及
び
「
跋バ

闍ザ

羅ラ

」
と
い
う
梵
語
由
来
の
音
訳
は
、
中
国
で
は
「
金
剛
」
と
も
意
訳
さ
れ
た
。
そ
の
ほ
か
、
梵
語

の
音
訳
「
那ナ

羅ラ

延エ
ン

」
は
、
中
国
で
は
「
金
剛
手
」
と
意
訳
さ
れ
、「
羅
延
」
は
「
手
」
ま
た
は
「
執
」
と
訳
さ
れ
た
た
め
、「
跋バ

折ザ

那ナ

」
の
「
跋
折
」
二
文
字
を
省
略
し
、「
那
羅
延
」
と
い
う
音
訳
を
も
作
り
出
し
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
金
剛
力
士
は
常
に
手

に
金
剛
宝
杵
を
持
っ
て
い
た
た
め
、
こ
の
特
徴
に
従
い
、〈「
金
剛
手
」
と
い
う
〉
訳
語
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。

　
『
首
楞
厳
経
』
は
、〈「
金
剛
」
の
名
を
〉「
烏ウ

芻ス

瑟シ
ユ

摩マ

」
と
音
訳
す
る
が
、「
火
頭
」
と
い
う
意
訳
も
見
ら
れ
る
。「
我
れ
は
火

光
三
昧
の
力
に
よ
っ
て
、
阿
羅
漢
の
位
に
成
就
し
、
心
に
大
願
を
誓
い
、
諸
仏
が
成
道
す
る
際
に
、
我
れ
は
必
ず
護
法
の
力
士

と
な
り
、
諸
仏
を
惑
わ
す
様
々
な
悪
魔
や
災
い
を
防
ぐ
」
と
『
首
楞
厳
経
』
が
記
す
。

　
『
宝
積
経
』
に
、「
法
意
太
子
は
、
仏
法
を
護
持
す
る
金
剛
力
士
に
な
る
誓
い
を
立
て
、
自
ら
『
密
迹
』
と
名
乗
る
。
仏
が
遊

行
す
る
時
に
、
常
に
左
右
に
従
い
仕
え
、
如
来
が
闡
揚
し
た
あ
ら
ゆ
る
身
口
意
三
密
の
教
え
を
よ
く
理
解
し
、
そ
れ
を
信
じ
て

疑
う
こ
と
が
な
か
っ
た
」
と
記
し
た
た
め
、
こ
れ
は
「
密
迹
」
と
い
う
名
の
由
来
と
な
っ
た
。

　
『
集
要
』
は
、『
仏
名
経
』
ま
た
は
『
上
生
経
』
の
説
を
引
用
し
、「
過
去
世
に
あ
る
国
王
は
千
二
人
の
子
息
が
い
る
。
千
人

の
兄
は
と
も
に
仏
が
い
る
場
所
に
参
詣
し
、
発
心
し
て
仏
道
の
修
行
に
励
ん
で
い
た
。
末
子
の
二
人
の
弟
は
連
れ
て
行
か
れ
る

こ
と
な
く
、
家
に
残
さ
れ
た
た
め
、
一
人
の
弟
は
『
兄
た
ち
が
成
道
す
る
際
に
は
、
私
は
必
ず
仏
が
い
る
場
所
に
会
い
に
行
き
、

魔
と
な
り
、
兄
た
ち
の
修
行
を
確
か
め
た
い
』
と
誓
い
、
も
う
一
人
の
弟
は
、『〈
そ
の
時
に
、〉
私
も
必
ず
仏
が
い
る
場
所
に
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会
い
に
行
き
、
金
剛
力
士
と
な
り
、
兄
た
ち
の
修
行
を
外
護
し
た
い
』
と
誓
っ
た
」
と
記
し
た
。
こ
の
よ
う
に
聖
賢
な
る
千
人

の
仏
が
出
世
す
る
時
代
に
お
い
て
は
、
こ
の
二
人
の
弟
は
〈
や
り
方
が
正
反
対
の
よ
う
に
見
え
る
が
〉
と
も
に
〈
千
人
の
兄
た

ち
の
〉
仏
法
成
就
を
外
護
し
よ
う
と
し
て
い
た
。

◎
跋
折
那
＝
「
跋
折
那
」
は
『
諸
天
伝
』
以
外
に
は
未
見
、
他
の
経
典
籍
は
ほ
と
ん
ど
「
跋
折
羅
」
と
す
る
。「
跋
折
羅
」
の

誤
記
か
。

　
『
陀
羅
尼
集
経
』
巻
四
「
十
一
面
観
世
音
神
咒
経
」、「
跋
折
羅
、
唐
云
金
剛
杵
也
」
と
あ
る
。

　

宗
密
『
金
剛
般
若
経
疏
論
纂
要
』
巻
二
に
、「
金
剛
者
、
梵
云
『
跋
折
羅
』。
力
士
所
執
之
杵
、
是
此
宝
也
。
金
中
最
剛
、
故

名
『
金
剛
』。
帝
釈
有
之
、
薄
福
者
難
見
」
と
あ
る
。

　

法
雲
『
翻
訳
名
義
集
』
巻
三
「
七
宝
篇
」、「『
跋
折
羅
』、
亦
云
『
斫
迦
羅
』。『
大
論
』
云
『
越
闍
』。
新
云
『
縛
左
羅
』。

『
西
域
記
』
云
『
伐
羅
闍
』（『
西
域
記
』
原
文
は
「
伐
闍
羅
」。
法
雲
の
誤
記
か
）。
此
云
『
金
剛
』」
と
あ
る
。

　

ま
た
、「
伐
折
羅
」
の
訳
も
存
在
す
る
。
一
行
『
大
毘
盧
遮
那
成
仏
経
疏
』
巻
一
に
、「
所
謂
『
執
金
剛
』
等
也
、
梵
云
『
伐

折
羅
陀
羅
』。
此
『
伐
折
羅
』、
即
是
金
剛
杵
。『
陀
羅
』
是
『
執
持
』
義
、
故
旧
訳
云
『
執
金
剛
』。
今
謂
『
持
金
剛
』、
兼
得

深
浅
二
釈
、
於
義
為
勝
、
故
隨
文
便
、
互
為
其
辞
」
と
あ
る
。

◎
跋
闍
羅
＝
智
顗
『
金
剛
般
若
経
疏
』
に
、「
西
云
『
跋
闍
羅
』、
亦
云
『
斫
迦
羅
』、
此
翻
『
金
剛
』。
云
是
利
鐵
、
亦
名
『
破

具
』」
と
あ
る
。

　

吉
蔵
『
金
剛
般
若
疏
』
巻
一
に
、「
問
曰
、『
舊
翻
跋
闍
羅
為
金
剛
、
出
何
処
文
』
答
、『
賢
愚
経
第
二
巻
、
波
斯
匿
王
醜
女
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名
跋
闍
羅
、
晋
言
金
剛
』」
と
示
し
、「
跋
闍
羅
」
を
「
金
剛
」
と
訳
出
し
た
最
初
の
例
が
、『
賢
愚
経
』
に
あ
る
と
指
摘
し
た
。

◎
那
羅
延
＝
僧
肇
『
注
維
摩
詰
経
』
巻
七
に
、「
肇
曰
、
那
羅
延
、
天
力
士
名
也
。
端
正
殊
妙
、
志
力
雄
猛
、
示
入
老
病
、
而

永
断
病
根
、
超
越
死
畏
」
と
あ
る
。

　

潅
頂
『
大
般
涅
槃
経
疏
』
巻
十
三
に
、「
那
羅
延
、
此
翻
『
金
剛
』」
と
あ
る
。

　
『
一
切
経
音
義
』
巻
二
六
「
那
羅
延
」
条
に
、「
此
云
『
力
士
』、
或
云
『
天
中
』、
或
云
『
人
中
力
士
』、
或
云
『
金
剛
力

士
』
也
、
或
云
『
堅
固
力
士
』」
と
あ
る
。

　
「
金
剛
手
」
に
つ
い
て
は
、
行
霆
説
の
根
拠
は
不
明
。
一
行
『
大
毘
盧
遮
那
成
仏
経
疏
』
巻
一
に
類
似
す
る
解
釈
が
見
ら
れ
、

「『
金
剛
手
秘
密
主
』
者
、
梵
云
『
播
尼
』、
即
是
『
手
掌
』。
掌
持
金
剛
與
手
執
義
同
、
故
経
中
二
名
互
出
也
。
西
方
謂
『
夜

叉
』
為
『
秘
密
』、
以
其
身
口
意
、
速
疾
隠
秘
、
難
可
了
知
故
。
旧
翻
或
云
『
密
迹
』。
若
浅
略
明
義
、
秘
密
主
即
是
夜
叉
王
也
、

執
金
剛
杵
、
常
侍
衛
仏
、
故
曰
『
金
剛
手
』」
と
あ
る
。

　

ま
た
、
法
雲
『
翻
訳
名
義
集
』
巻
二
「
八
部
篇
」、「
跋
闍
羅
波
膩
、
梁
云
『
金
剛
』。
応
法
師
云
、『
跋
闍
羅
』
此
云
『
金

剛
』、『
波
膩
』
此
云
『
手
』。
謂
手
執
金
剛
杵
以
立
名
』」
と
あ
る
。

◎
従
所
執
以
立
名
＝
持
ち
物
の
象
徴
に
沿
っ
て
、
名
称
を
つ
け
る
こ
と
。

　

澄
観
『
華
厳
経
疏
』
巻
五
に
、「
然
諸
衆
立
名
、
皆
随
所
得
法
門
、
為
物
立
称
。
一
『
那
羅
延
』
者
、
此
云
『
堅
固
』、
由
見

仏
妙
色
、
皆
不
可
壞
、
故
受
此
名
」
と
あ
る
。

　
『
義
楚
六
帖
』
巻
一
六
「
幽
冥
鬼
神
部
」「
金
剛
」
項
の
「
名
曰
婁
至
」
条
に
、「
言
『
金
剛
』
者
、
手
中
杵
也
、
従
所
執
為
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名
也
」
と
あ
る
。

　

栖
復
『
法
華
経
玄
賛
要
集
』
巻
三
五
、「
言
執
金
剛
身
者
、
此
云
『
有
力
神
』、
常
與
諸
仏
護
持
三
宝
、
手
執
金
剛
杵
。
故
以

為
名
也
」
と
あ
る
。

◎
火
頭
＝
『
首
楞
厳
経
』
巻
五
、「
烏
芻
瑟
摩
於
如
来
前
、
合
掌
頂
礼
仏
之
双
足
、
而
白
仏
言
、『
我
常
先
憶
、
久
遠
劫
前
、
性

多
貪
欲
、
有
仏
出
世
、
名
曰
空
王
、
説
多
婬
人
、
成
猛
火
聚
。
教
我
遍
観
、
百
骸
四
肢
、
諸
冷
暖
気
、
神
光
内
凝
、
化
多
婬
心
、

成
智
慧
火
。
從
是
諸
仏
、
皆
呼
召
我
、
名
為
火
頭
』」
と
あ
る
。

　

法
雲
『
翻
訳
名
義
集
』
巻
二
「
鬼
神
篇
」、「
烏
芻
瑟
摩
。『
資
中
』、『
此
云
火
頭
、
此
力
士
観
火
性
得
道
、
故
以
名
也
』」
と

あ
る
。『
資
中
』
は
唐
代
弘
沇
法
師
の
『
首
楞
厳
経
資
中
疏
』
の
こ
と
。

　

宋
代
の
雲
間
訳
梵
が
『
首
楞
厳
経
』
に
基
づ
き
、
寺
院
の
三
門
に
置
か
れ
た
二
体
の
金
剛
は
と
も
に
仏
法
を
護
衛
す
る
烏
芻

瑟
摩
金
剛
（
火
頭
金
剛
）
と
密
迹
金
剛
の
二
人
で
あ
る
と
い
う
。

◎
『
経
』
云
…
＝
『
首
楞
厳
経
』
巻
五
、「
我
以
火
光
三
昧
力
故
、
成
阿
羅
漢
。
心
発
大
願
、
諸
仏
成
道
、
我
為
力
士
、
親
伏

魔
怨
。
仏
問
圓
通
、
我
以
諦
観
、
身
心
暖
觸
、
無
礙
流
通
、
諸
漏
既
銷
、
生
大
宝
焰
、
登
無
上
覚
、
斯
為
第
一
」
と
あ
る
。

◎
『
宝
積
経
』
云
…
＝
『
宝
積
経
』
巻
九
「
密
迹
金
剛
力
士
会
」、「
法
意
太
子
曰
、『
吾
自
要
誓
。
諸
人
成
得
仏
時
、
当
作
金

剛
力
士
、
常
親
近
仏
在
外
威
儀
、
省
諸
如
来
一
切
秘
要
。
常
委
託
依
、
普
聞
一
切
諸
仏
秘
要
密
迹
之
事
、
信
楽
受
喜
、
不
懐
疑

結
』」
と
あ
る
。
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『
義
楚
六
帖
』
巻
一
六
「
幽
冥
鬼
神
部
」「
金
剛
」
の
「
法
意
太
子
」
の
項
に
、「
立
名
密
迹
」
が
、「
亦
名
密
迹
」
と
作
る
こ

と
を
除
き
、
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
あ
る
。

　
『
宝
積
経
』
が
言
う
「
常
親
近
仏
在
外
威
儀
」
の
一
句
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
世
尊
が
遊
行
す
る
に
際
し
、
金
剛
密
迹
が
常
に

そ
の
左
右
に
い
る
を
証
言
す
る
内
容
で
も
あ
る
。『
増
一
阿
含
経
』
巻
二
二
「
須
陀
品
」
に
、
世
尊
遊
行
時
の
様
子
を
次
の
よ

う
に
記
す
。

　

梵
天
王
在
如
来
右
、
釈
提
桓
因
在
如
来
左
、
手
執
払
。
密
迹
金
剛
力
士
在
如
来
後
、
手
執
金
剛
杵
。
毘
沙
門
天
王
手
執

七
宝
之
蓋
、
処
虚
空
中
、
在
如
来
上
。

　
「
密
迹
」
の
名
前
の
由
来
に
つ
い
て
、『
一
切
経
音
義
』
巻
二
〇
、
玄
応
「
華
厳
経
音
義
」
の
「
密
迹
」
条
に
、「
以
知
仏
三

密
功
德
故
也
。
案
梵
本
都
無
迹
義
、
当
以
示
迹
為
神
。
故
訳
経
者
義
立
名
耳
」
と
あ
る
。
玄
応
の
こ
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
金
剛

力
士
は
、
仏
が
衆
生
教
化
す
る
際
に
、
身
口
意
三
密
の
教
え
を
用
い
て
垂
迹
す
る
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
る
。
後
世
の
訳
経
者

は
、
こ
の
点
を
踏
ま
え
、
梵
語
に
な
い
「
迹
」
の
意
を
加
え
、
金
剛
力
士
を
「
密
迹
」
と
訳
出
し
た
。

　

無
著
道
忠
『
禅
林
象
器
箋
』
第
五
類
「
霊
像
門
」「
密
迹
金
剛
」
条
に
、
玄
応
釈
に
対
す
る
批
判
が
見
ら
れ
る
が
、
批
判
対

象
は
後
世
『
首
楞
厳
経
』
の
諸
疏
注
に
見
ら
れ
る
『
一
切
経
音
義
』
の
内
容
を
再
編
し
た
も
の
で
あ
り
、『
一
切
経
音
義
』
本

来
の
内
容
で
は
な
い
。

◎
『
集
要
』
＝
ど
の
典
籍
を
指
す
か
は
不
明
。『
諸
天
伝
』
に
は
、『
集
要
』
か
ら
の
引
用
が
合
計
四
箇
所
あ
る
。
南
宋
の
宗
暁

『
金
光
明
経
照
解
』
は
す
べ
て
こ
れ
ら
の
内
容
を
引
用
し
、『
集
要
』
を
『
諸
経
要
集
』
と
改
正
し
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
改
正

は
す
べ
て
誤
り
で
あ
り
、『
諸
経
要
集
』
に
は
こ
れ
ら
の
内
容
が
ま
っ
た
く
見
当
た
ら
な
い
。



270

◎
『
仏
名
経
』
＝
賢
劫
千
仏
の
こ
と
を
記
録
し
た
『
賢
劫
千
仏
名
経
』
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
現
存
す
る
『
賢
劫
千
仏
名
経
』

に
は
『
諸
天
伝
』
に
記
さ
れ
た
因
縁
談
が
見
ら
れ
な
い
。

◎
『
上
生
経
』
＝
こ
の
説
は
、『
義
楚
六
帖
』
の
内
容
を
参
照
し
た
と
み
ら
れ
る
。

　
『
義
楚
六
帖
』「
幽
冥
鬼
神
部
」「
金
剛
」
の
「
名
曰
婁
至
」
条
に
「『
上
生
経
』
云
、
賢
劫
千
仏
、
最
後
名
曰
婁
至
、
願
作
力

士
、
護
千
兄
法
」
と
あ
る
。
し
か
し
、
劉
宋
沮
渠
京
聲
訳
『
上
生
経
』
に
『
諸
天
伝
』
に
記
さ
れ
た
因
縁
談
が
見
ら
れ
な
い
。

　

た
だ
し
、
吉
蔵
『
弥
勒
経
遊
意
』、
基
法
師
『
観
弥
勒
上
生
兜
率
天
経
賛
』、
新
羅
元
暁
『
弥
勒
上
生
経
宗
要
』
な
ど
の
『
上

生
経
』
注
疏
に
は
、
と
も
に
『
金
剛
力
士
経
』
を
引
用
し
、『
重
編
諸
天
伝
』
の
因
縁
談
に
近
い
記
事
を
述
べ
て
い
た
。

　
『
金
剛
力
士
経
』
は
『
密
迹
金
剛
力
士
経
』
と
も
言
い
、
晋
の
竺
法
護
の
訳
で
あ
り
、
後
に
『
宝
積
経
』
に
収
録
さ
れ
、『
宝

積
経
』
の
内
容
の
一
部
に
な
る
。

　

問
、
此
何
故
賢
劫
中
有
千
仏
耶
。

　

答
、『
金
力
士
経
』
云
、
昔
有
転
輪
王
出
世
、
有
千
子
具
足
。
諸
王
子
各
発
菩
提
心
、
願
求
作
仏
。
父
聖
王
欲
誡
（
試

か
）
此
千
王
子
。
雖
前
作
仏
、
題
取
千
王
子
名
対
王
子
。
以
香
汁
洗
之
、
令
千
王
採
取
算
。
得
第
一
者
最
初
仏
、
如
是
至

九
百
九
王
子
。

　

最
後
一
王
子
一
名
字
「
第
千
仏
」。
諸
王
子
譏
言
、「
我
成
仏
化
已
尽
、
汝
復
作
仏
、
何
所
処
度
」。
小
王
子
聞
此
語
悲

泣
、
復
更
思
惟
「
世
界
無
辺
、
衆
生
無
尽
。
我
今
発
願
、
願
我
作
仏
時
、
我
在
世
界
、
衆
生
寿
命
、
具
與
諸
王
子
等
所
度

衆
生
数
亦
同
之
」。
於
是
地
六
種
動
、
仏
即
與
其
授
記
。
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以
是
因
緣
故
、
最
後
一
仏
、
独
当
半
劫
也
。
以
泣
啼
故
、
名
為
「
啼
泣
仏
」。
啼
泣
標
仏
、「
楼
至
」
者
、
此
「
啼
泣
」、

亦
云
「
光
明
」。
仏
生
時
有
勝
光
明
故
。
於
是
諸
王
子
即
発
願
、
王
子
作
仏
時
、
我
等
金
剛
護
楼
至
仏
。
但
「
金
剛
護
」、

此
是
「
五
性
執
金
剛
護
」、
此
是
「
五
性
中
促
金
剛
神
護
」
也

 

（
吉
蔵
『
弥
勒
経
遊
意
』「
第
四
論
因
果
」）

　
『
金
剛
力
士
経
』
云
、
昔
有
輪
王
、
千
子
具
足
、
各
発
勝
心
、
共
求
作
仏
。
父
王
試
子
、
何
者
先
成
仏
。
香
水
浴
籌
、

令
千
子
取
。
得
第
一
者
、
即
最
初
成
。
最
後
得
者
、
即
最
後
成
。
其
最
後
者
、
為
餘
者
譏
、
我
等
成
仏
、
人
已
化
尽
、
汝

何
所
度
。
小
子
悲
泣
、
復
思
惟
「
世
界
無
辺
、
衆
生
無
数
。
諸
兄
所
度
、
何
能
尽
也
。
願
我
作
仏
、
度
人
寿
命
、
一
等
諸

兄
」。
岌
然
地
動
、
仏
即
咸
記
。

　

由
是
因
緣
、
故
後
一
仏
、
独
出
一
劫
。
以
啼
泣
故
、
名
「
啼
泣
仏
」。

　

和
上
解
云
、「
胡
盧
支
」
故
、「
盧
支
」
者
、
此
翻
云
「
父
愛
」。
父
小
子
、
偏
所
愛
念
、
故
為
名
也
。
於
是
諸
兄
、
願

作
金
剛
、
擁
護
小
弟
。

 

（
基
法
師
『
観
弥
勒
上
生
兜
率
天
経
賛
』
巻
上
）

　
『
金
剛
力
士
経
』
言
、
昔
有
轉
輪
聖
王
、
千
子
発
心
、
願
求
作
仏
。
王
欲
試
其
誰
先
得
仏
。
於
是
取
千
籌
、
以
香
湯
洗

之
、
令
千
子
取
。
得
第
一
者
、
最
初
成
仏
、
如
是
至
九
百
九
十
九
仏
。
最
後
一
子
、
為
第
千
仏
。
諸
兄
譏
言
「
我
等
成
仏
、

化
人
已
尽
。
汝
後
作
仏
、
何
所
度
邪
」。
於
是
小
子
聞
此
悲
泣
、
後
復
思
惟
「
世
界
無
辺
、
衆
生
不
尽
。
我
今
発
願
、
願

我
後
作
仏
時
、
寿
命
與
諸
兄
等
、
所
度
衆
生
、
其
数
亦
同
」。
於
是
地
動
、
仏
與
其
記
。
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是
因
緣
故
、
独
用
半
劫
。
以
啼
泣
故
、
名
「
啼
泣
仏
」。
於
是
諸
兄
、
即
願
作
金
剛
神
、
護
楼
至
仏
。『
賢
劫
経
』
中
、

亦
同
此
説
。

 

（
元
暁
『
弥
勒
上
生
経
宗
要
』）

　

以
上
の
三
例
か
ら
注
目
す
べ
き
内
容
と
は
、
成
道
を
予
定
通
り
果
た
し
た
兄
た
ち
が
将
来
必
ず
弟
の
た
め
に
護
法
の
金
剛
神

に
な
ろ
う
と
誓
っ
た
こ
と
。
こ
れ
は
『
宝
積
経
』「
密
迹
金
剛
力
士
会
」
に
記
し
た
法
意
太
子
の
誓
い
と
異
な
り
、『
諸
天
伝
』

の
記
述
と
も
異
な
る
別
系
統
の
因
縁
談
で
あ
る
と
認
識
す
べ
き
で
あ
る
。

　

因
み
に
、『
宝
積
経
』
巻
九
「
密
迹
金
剛
力
士
会
」
で
は
、『
諸
天
伝
』
の
記
述
に
類
似
す
る
形
で
、
仏
に
会
え
ず
家
に
残
さ

れ
た
子
供
が
二
人
、
つ
ま
り
法
意
太
子
と
法
念
太
子
の
二
人
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
後
、
兄
た
ち
の
仏
道
成
就
に
つ
い
て
、
以

下
の
よ
う
な
護
法
の
誓
願
を
立
て
た
。

　

法
意
太
子
曰
、「
吾
自
要
誓
！
諸
人
成
得
仏
時
、
当
作
金
剛
力
士
、
常
親
近
仏
在
外
威
儀
、
省
諸
如
来
一
切
秘
要
。
常

委
託
依
、
普
聞
一
切
諸
仏
秘
要
密
迹
之
事
、
信
楽
受
喜
、
不
懐
疑
結
」。

　

法
念
太
子
曰
、「
諸
正
士
聽
吾
心
自
誓
言
！
諸
仁
成
仏
道
身
、
当
勧
助
使
転
法
輪
。
適
見
相
勧
、
輒
転
法
輪
」。

　

其
法
意
太
子
、
則
今
金
剛
力
士
、
名
密
迹
是
也
。
其
法
念
太
子
者
、
今
識
其
梵
天
是
也
。

 

（『
宝
積
経
』
巻
九
）
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『
宝
積
経
』
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
に
登
場
し
た
「
法
意
太
子
」
は
、
後
に
金
剛
力
士
に
な
り
、
世
に
「
金
剛
密
迹
」
に

呼
ば
れ
て
い
た
。「
法
念
太
子
」
は
、
後
の
大
梵
天
と
な
っ
た
。

※　
　
　
　

※　
　
　
　

※

　
其
居
処
也
︒『
孔
雀
経
』
云
︑「
大
聖
金
剛
手
︑
住
居
王
舍
城
︒
常
在
鷲
峰
山
︑
以
為
依
止
処
︒」

　
其
同
類
及
顕
現
者
︑『
倶
舍
頌
』
云
︑「
妙
高
頂
八
万
︑
三
十
三
天
居
︒
四
角
有
四
峰
︑
金
剛
手
所
住
︒」
世
親
云
︑「
山
頂
四

角
︑
各
有
一
峰
︑
其
量
高
広
︑
各
有
五
百
薬
叉
神
︑
名
金
剛
手
︑
於
中
止
住
︒」

　『
光
明
』
云
︑「
金
剛
密
迹
︑
大
鬼
神
王
︑
及
其
眷
属
︑
五
百
徒
党
︒
一
切
皆
是
大
菩
薩
等
︒」

　
什
師
訳
『
孔
雀
経
』︑
列
五
百
︑
各
有
金
剛
密
迹
力
士
︒

　『
圓
覚
経
』︑「
火
頭
︑
摧
碎
︑
八
万
金
剛
︒」

　『
楞
厳
経
』
中
︑「
十
恒
河
沙
︑
金
剛
密
迹
︒」

　
如
是
之
類
︑
衆
経
非
一
︒
今
之
所
奉
︑
即
密
迹
力
士
　
火
頭
金
剛
也
︒

　
其
像
也
︒
露
袒
其
身
︑
怒
目
開
口
︑
遍
体
赤
色
︑
頭
上
有
髻
︑
手
中
執
杵
︑
以
跣
双
足
︑
威
楞
勇
健
︒

　
〈
密
迹
金
剛
の
〉
起
居
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
は
、『
孔
雀
経
』
に
、「
大
聖
た
る
金
剛
手
は
、〈
釈
尊
が
滞
在
す
る
〉
王
舍
城

に
住
居
し
、
よ
く
鷲
峰
山
に
釈
尊
の
説
法
を
仰
ぐ
」
と
い
う
。

　

類
似
す
る
〈
密
迹
金
剛
の
〉
威
容
や
化
身
に
つ
い
て
の
記
述
は
以
下
の
も
の
が
見
ら
れ
る
。『
倶
舍
論
』
の
頌
に
、「
妙
高
山

の
頂
に
は
八
万
踰
繕
那
の
高
さ
が
あ
り
、
そ
こ
に
帝
釈
天
を
は
じ
め
と
す
る
三
十
三
の
天
神
が
起
居
す
る
。
妙
高
山
の
四
方
に
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は
四
つ
の
峰
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
密
迹
金
剛
神
が
住
ん
で
い
る
」
と
記
し
、
世
親
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、「〈
妙
高
山
の
〉
山
頂
の

四
方
に
、
そ
れ
ぞ
れ
峰
が
あ
り
、
峰
の
上
に
は
高
く
て
広
く
、
ど
の
峰
に
も
五
百
人
の
『
金
剛
手
』
と
い
う
名
の
薬
叉
神
が
住

ん
で
い
る
」
と
あ
る
。

　
『
金
光
明
経
』
に
、「
金
剛
密
迹
、
大
鬼
神
王
、
そ
し
て
そ
の
眷
属
な
ら
び
に
五
百
人
の
随
伴
者
た
ち
は
、
み
な
大
菩
薩
で
あ

る
」
と
あ
る
。

　

鳩
摩
羅
什
訳
の
『
孔
雀
経
』
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
五
百
人
の
金
剛
密
迹
力
士
が
い
る
と
い
う
。

　
『
圓
覚
経
』
に
、「
火
頭
金
剛
ま
た
摧
碎
金
剛
な
ど
八
万
の
金
剛
が
い
る
」
と
あ
る
。

　
『
楞
厳
経
』
に
、「
十
恒
河
沙
の
よ
う
に
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
多
く
の
金
剛
密
迹
が
い
る
」
と
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
〈
金
剛
密
迹
の
〉
記
述
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
経
典
で
は
内
容
が
異
な
る
が
、
い
ま
の
各
寺
院
が
奉
る
金
剛
密
迹

は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
〈『
楞
厳
経
』
或
い
は
『
宝
積
経
』
が
言
う
〉
密
迹
力
士
、
ま
た
は
火
頭
金
剛
と
見
な
し
て
よ
い
。

　

金
剛
密
迹
の
像
を
拝
観
す
る
と
、
上
半
身
は
裸
体
で
、
目
を
丸
く
し
て
も
の
を
睨
み
、
口
を
開
い
て
怒
鳴
り
の
相
を
示
し
、

全
身
は
赤
色
で
、
髪
を
頭
上
に
束
ね
、
手
に
金
剛
杵
を
持
ち
、
両
足
に
は
靴
な
ど
を
履
か
ず
、
雄
々
し
く
堂
々
た
る
姿
で
あ
っ

た
。

◎
『
孔
雀
経
』
＝
不
空
訳
『
仏
母
大
孔
雀
明
王
経
』
巻
中
。

◎
『
倶
舍
頌
』
＝
玄
奘
訳
『
阿
毘
達
磨
俱
舍
論
』
巻
第
十
一
。



『金剛密迹伝』訳注記

275

◎
世
親
云
…
＝
「
世
親
」、
底
本
で
は
「
世
尊
」
に
さ
れ
る
が
、
前
後
の
文
脈
に
従
え
ば
、『
阿
毘
達
磨
俱
舍
論
』
の
著
者
「
世

親
」
の
論
説
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
文
意
に
従
い
「
世
親
」
に
改
め
る
。

　
『
阿
毘
達
磨
俱
舍
論
』
巻
第
十
一
に
、「
論
曰
、
三
十
三
天
、
住
迷
盧
頂
、
其
頂
四
面
、
各
八
十
千
、
與
下
四
辺
、
其
量
無
別
。

有
余
師
説
、
周
八
十
千
、
別
説
四
辺
、
各
唯
二
万
、
山
頂
四
角
、
各
有
一
峰
。
其
高
広
量
、
各
有
五
百
。
有
薬
叉
神
、
名
金
剛

手
、
於
中
止
住
、
守
護
諸
天
」
と
あ
る
。

◎
『
光
明
』
云
＝
『
金
光
明
経
』
鬼
神
品
の
文
。

　
「
一
切
皆
是
大
菩
薩
等
」
は
、
様
々
な
菩
薩
大
士
が
鬼
神
の
姿
に
世
に
現
れ
、
仏
教
を
護
持
す
る
意
味
で
あ
る
。

　

宗
暁
『
金
光
明
経
照
解
』
巻
下
に
、「
禅
那
英
鬼
（
中
略
）
以
上
一
十
九
鬼
神
名
、
疏
記
不
翻
、
古
今
訳
梵
亦
不
載
。
準
経

中
総
結
云
『
一
切
皆
是
大
菩
薩
等
』、
即
知
並
是
法
身
大
士
、
権
現
護
教
也
」
と
あ
る
。

◎
什
師
訳
『
孔
雀
経
』
＝
鳩
摩
羅
什
訳
『
孔
雀
王
呪
経
』
に
は
、
五
方
に
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
金
剛
密
迹
神
が
孔
雀
王
呪
を
唱
え

る
者
を
護
持
す
る
文
が
見
ら
れ
る
が
、「
五
百
」
の
数
字
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　

宗
暁
『
金
光
明
経
照
解
』
巻
下
に
も
、「
諸
経
所
列
金
剛
稍
多
、
何
假
応
変
。
如
『
孔
雀
経
』
五
方0

各
有
金
剛
」
と
記
し
、

『
孔
雀
経
』
に
登
場
し
た
金
剛
力
士
は
五
方
に
立
つ
者
で
あ
る
と
し
た
。『
諸
天
伝
』
の
こ
こ
の
「
五
百0

」
は
、「
五
方0

」
に
訂

正
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
五
方
」
は
東
西
南
北
中
の
五
つ
の
方
向
を
意
味
し
、
ま
た
「
中
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
上
方
と

示
す
釈
も
あ
る
。

　

し
か
し
、
不
空
訳
『
仏
母
大
孔
雀
明
王
経
』
巻
下
に
、「
此
仏
母
大
孔
雀
明
王
真
言
、
散
支
迦
大
將
、
訶
利
底
母
、
及
五
百
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子
、
并
諸
眷
屬
、
亦
随
喜
宣
説
」
と
あ
り
、「
五
百
」
と
い
う
数
字
が
見
ら
れ
、「
五
百
人
」
説
も
不
確
実
な
も
の
と
は
言
え
な

い
。
そ
し
て
、
釈
尊
の
左
右
に
常
に
五
百
人
の
金
剛
密
迹
力
士
が
い
る
と
い
う
説
は
、
以
下
の
諸
例
も
参
照
さ
れ
た
い
。

　

諸
仏
常
法
、
有
五
百
金
剛
神
侍
衛
左
右
。

 

（『
五
分
律
』
巻
一
）

　

若
世
諦
常
途
所
表
、
則
云
生
身
仏
。
常
有
五
百
執
金
剛
神
、
翌
従
侍
衛
。

 

（
一
行
『
大
毘
盧
遮
那
成
仏
経
疏
』
巻
一
）

　

金
剛
神
持
金
剛
杵
、
猛
火
熾
然
。
経
律
中
亦
説
、
八
金
剛
神
、
列
侍
四
面
。
又
云
、
五
百
金
剛
、
常
侍
衛
仏
。
如
『
華

厳
経
』、
諸
金
剛
神
、
與
微
塵
数
力
士
俱
、
久
発
誓
願
、
侍
衛
如
来
、
住
持
遺
法
。

 

（
道
宣
『
関
中
創
立
戒
壇
図
経
』）

　

世
尊
成
道
感
得
五
百
金
剛
、
五
百
白
象
、
五
百
師
子
。

 

（
道
世
『
法
苑
珠
林
』
巻
五
十
五
）

　

金
剛
密
迹
五
百
徒
党
、
皆
大
菩
薩
、
本
也
。
現
居
神
像
、
迹
也
。

 

（『
釈
門
正
統
』
巻
七
「
神
煥
伝
」）
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◎
『
圓
覚
経
』
＝
『
圓
覚
経
』
に
、「
爾
時
会
中
、
有
火
首
金
剛
、
摧
碎
金
剛
、
尼
藍
婆
金
剛
等
八
万
金
剛
、
并
其
眷
屬
。
即

従
座
起
、
頂
礼
仏
足
、
而
白
仏
言
、『
世
尊
、
若
後
末
世
、
一
切
衆
生
、
有
能
持
此
決
定
大
乘
、
我
当
守
護
如
護
眼
目
。
乃
至

道
場
所
修
行
処
、
我
等
金
剛
自
領
徒
衆
、
晨
夕
守
護
、
令
不
退
轉
。
其
家
乃
至
、
永
無
災
障
、
疫
病
銷
滅
、
財
宝
豊
足
、
常
不

乏
少
』」
と
あ
る

◎
『
楞
厳
経
』
＝
『
楞
厳
経
』
巻
七
に
、「
爾
時
、
世
尊
従
肉
髻
中
涌
百
宝
光
、
光
中
涌
出
千
葉
宝
蓮
、
有
化
如
来
坐
宝
華
中
、

頂
放
十
道
百
宝
光
明
、
一
一
光
明
皆
遍
示
現
十
恒
河
沙
金
剛
密
迹
、
擎
山
持
杵
、
遍
虚
空
界
」
と
あ
る
。

◎
其
像
…
＝
こ
の
説
明
の
出
典
は
不
明
で
あ
る
。
宗
暁
『
金
光
明
経
照
解
』
巻
下
に
は
、『
諸
天
記
』
の
内
容
と
し
て
引
用
し
、

「『
諸
天
記

0

0

0

』
云0

、『
金
剛
露
袒
其
身
、
怒
目
開
口
、
遍
体
赤
色
、
頭
上
有
髻
、
手
中
執
杵
、
雙
足
跣
立
、
威
楞
勇
健
、
難
可
比

0

0

0

況0

』」
と
し
た
。
宗
暁
は
大
抵
、
行
霆
の
『
諸
天
伝
』
を
「
霆
師
『
諸
天
伝
』」
と
言
う
た
め
、
こ
こ
に
登
場
し
た
『
諸
天
記
』

は
、
神
煥
の
『
諸
天
伝
』
を
指
す
可
能
性
が
あ
る
。

　

参
考
の
た
め
、
諸
経
典
に
見
ら
れ
る
金
剛
神
の
威
儀
を
以
下
の
よ
う
に
抜
粋
し
て
録
す
る
。

　

則
今
密
迹
金
剛
、
力
士
身
是
也
。
此
正
士
身
、
堅
強
精
進
、
被
弘
誓
德
無
極
大
鎧
、
巍
巍
如
是
。
供
養
諸
佛
、
不
可
称

限
、
光
光
若
斯
、
無
以
為
喻
。

 

（『
大
宝
積
経
』
巻
一
三
）
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次
執
金
剛
身
。

身
相
赤
肉
色
、
忿
怒
降
魔
相
。
髮
髻
焰
鬘
冠
、
左
定
拳
押
腰
。

右
慧
金
剛
杵
、
金
剛
宝
瓔
珞
。
天
衣
獣
皮
服
、
厳
身
妙
宝
色
。

 

（
不
空
訳
『
攝
無
礙
大
悲
心
大
陀
羅
尼
経
』）

　

密
迹
金
剛
士
、
赤
紅
色
、
具
三
眼
。
右
持
金
剛
杵
、
左
手
拳
安
腰
。

 

（
善
無
畏
訳
『
千
手
観
音
造
次
第
法
儀
軌
』）

　

右
作
四
金
剛
密
迹
、
軍
荼
利
金
剛
六
臂
手
。
頭
悉
火
焰
、
聳
上
二
手
作
印
、
執
杵
、
執
棒
、
執
跋
折
羅
、
執
杖
。

 

（
善
無
畏
訳
『
阿
吒
薄
俱
元
帥
大
將
上
仏
陀
羅
尼
経
修
行
法
儀
軌
』
巻
中
）

　

又
当
仏
座
前
左
辺
画
金
剛
密
迹
主
菩
薩
、
身
紫
赤
色
、
結
跏
趺
坐
、
左
手
胸
側
、
執
金
剛
杵
、
右
手
揚
掌
、
曲
躬
瞻
仏
。

 

（
菩
提
流
志
訳
『
一
字
仏
頂
輪
王
経
』
巻
一
）

　

仏
右
画
金
剛
密
迹
主
菩
薩
、
面
目
熙
怡
、
身
紫
赤
色
、
右
手
把
金
剛
杵
、
左
手
把
白
拂
。

 

（
菩
提
流
志
訳
『
一
字
仏
頂
輪
王
経
』
巻
一
）

　

次
仏
左
辺
画
金
剛
密
迹
主
菩
薩
、
身
青
色
相
、
首
戴
宝
冠
、
面
目
瞋
怒
、
一
手
把
金
剛
杵
、
一
手
把
白
拂
。
亦
以
衣
服



『金剛密迹伝』訳注記

279

瓔
珞
鐶
釧
種
種
莊
嚴
、
坐
蓮
華
座
結
加
趺
坐
。

 

（
菩
提
流
志
訳
『
一
字
仏
頂
輪
王
経
』
巻
二
）

　

弥
勒
菩
薩
右
辺
画
金
剛
密
迹
及
諸
眷
属
、
種
種
瓔
珞
莊
嚴
。
面
作
瞋
相
、
手
執
金
剛
杵
、
眼
赤
、
著
青
黃
衣
、
苟
牙
上

出
、
頭
髮
聳
上
、
如
火
焰
色
。

 

（
唐
代
失
訳
『
西
方
陀
羅
尼
藏
中
金
剛
族
阿
蜜
哩
多
軍
吒
利
法
』）

※　
　
　
　

※　
　
　
　

※

　『
長
阿
含
』
云
︑「
外
道
阿
摩
晝
︑
問
仏
四
姓
︒
仏
云
︑『
汝
姓
是
釈
迦
奴
種
︒』
彼
不
肯
信
︑
故
不
答
︒
仏
云
︑『
汝
宜
速

答
！
密
迹
力
士
手
執
金
剛
鈴
杵
︑
在
吾
左
右
︒
當
破
汝
頭
︑
分
為
七
分
︒』
時
力
士
即
現
空
中
︑
彼
方
信
伏
︒」

　
又
秦
始
皇
時
︑
天
竺
室
利
房
等
沙
門
一
十
八
人
来
至
長
安
︒
始
皇
囚
於
獄
中
︑
金
剛
力
士
破
獄
垣
以
出
之
︒

　
江
西
有
一
寺
︑
乃
金
剛
打
供
︑
寸
土
不
居
於
寺
界
之
外
︒
皆
二
聖
力
士
一
切
所
須
︑
令
施
者
送
至
︒
建
炎
初
金
人
犯
順
︑
既

至
其
寺
︑
不
信
霊
感
︑
以
鉄
索
拽
之
︒
忽
力
士
発
声
︑
兵
衆
皆
倒
︒
至
今
尚
在
︒

　
其
霊
応
之
事
︑
不
唯
紀
之
於
文
︑
亦
往
来
者
皆
能
言
之
︒
夫
本
華
実
芽
︑
母
鳴
子
応
︑
其
猶
鏡
像
谷
声
︑
則
大
願
力
︑
護
善

遮
悪
︑
信
不
評
矣
︒

　
『
長
阿
含
経
』
に
、「
阿ア

摩マ
チ

晝ユ
ウ

と
い
う
婆
羅
門
が
、
四
つ
の
種
姓
の
優
劣
に
つ
い
て
、
釈
尊
に
因
縁
を
付
け
た
と
こ
ろ
、
釈
尊

は
『
そ
な
た
の
種
姓
は
実
に
釈
迦
族
の
召
使
の
家
系
で
あ
っ
た
』
と
答
え
た
。
そ
の
事
実
を
な
か
な
か
認
め
た
く
な
か
っ
た
阿ア
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摩マ
チ

晝ユ
ウ

は
黙
っ
て
、
な
に
も
言
い
返
せ
な
か
っ
た
。
釈
尊
は
さ
ら
に
問
い
詰
め
、『
そ
な
た
は
こ
の
事
実
を
聞
い
た
か
否
や
、
い

ま
素
直
に
答
え
な
け
れ
ば
、
わ
し
の
左
右
に
い
る
金
剛
杵
を
持
つ
密
迹
力
士
は
、
そ
な
た
の
頭
を
粉
々
に
砕
い
て
し
ま
う
』
と

言
っ
た
途
端
、
金
剛
力
士
が
空
中
に
現
れ
、
阿ア

摩マ
チ

晝ユ
ウ

を
つ
い
に
屈
服
さ
せ
、
曽
て
そ
の
事
実
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
と
認
め
さ

せ
た
」
と
。

　

ま
た
、
秦
の
始
皇
帝
の
時
、
天
竺
よ
り
室
利
房
な
ど
の
沙
門
十
八
人
が
長
安
に
訪
ね
て
き
た
。〈
不
審
を
抱
く
〉
始
皇
帝
は

彼
ら
を
牢
獄
に
入
れ
た
が
、
そ
の
後
、
金
剛
力
士
が
現
れ
、
牢
獄
の
壁
を
破
り
、
彼
ら
を
救
出
し
た
。

　

江
西
地
域
に
金
剛
力
士
を
〈
本
尊
と
し
て
〉
供
養
す
る
寺
院
が
あ
り
、〈
ほ
か
の
寺
院
と
は
異
な
り
〉
山
門
に
は
侍
立
さ
れ

て
お
ら
ず
、〈
金
剛
力
士
は
〉
仏
殿
に
祀
ら
れ
て
い
る
。
二
体
の
金
剛
力
士
へ
の
供
養
は
、
す
べ
て
施
主
が
用
意
し
仏
殿
ま
で

に
送
ら
れ
て
い
た
。
建
炎
年
間
〈
朝
廷
南
遷
の
あ
と
〉
に
、
金
国
の
兵
隊
は
こ
の
地
域
に
侵
攻
し
、
こ
の
寺
に
ま
で
迫
っ
て
い

た
。〈
金
国
の
兵
隊
は
〉
金
剛
力
士
の
霊
異
を
信
じ
て
な
い
た
め
、
鉄
の
く
さ
り
を
使
い
金
剛
力
士
像
を
倒
そ
う
と
し
た
。
し

か
し
力
士
像
は
怒
鳴
り
を
放
ち
、〈
こ
の
威
喝
で
〉
金
国
の
兵
士
は
み
な
倒
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
二
体
の
金
剛
力
士
像
は
い

ま
で
も
現
地
に
祀
ら
れ
て
い
る
。

　

金
剛
密
迹
の
さ
ま
ざ
ま
な
霊
験
は
、
文
字
に
よ
る
記
録
の
み
な
ら
ず
、
よ
く
旅
す
る
者
も
、
大
抵
そ
れ
ら
の
事
跡
を
語
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
も
そ
も
綺
麗
な
花
を
咲
か
せ
る
た
め
に
は
ま
ず
芽
か
ら
育
て
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
親
子
の
間
に
あ
る
絆
の
強

さ
も
霊
妙
不
思
議
な
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
鏡
の
前
に
立
て
ば
像
が
映
り
、
幽
谷
に
一
声
を
発
せ
ば
音
が
響
く
と
同
じ
く
極

自
然
な
こ
と
で
あ
る
。
ゆ
え
に
金
剛
密
迹
の
自
ら
誓
っ
た
大
願
の
力
に
よ
り
、
善
を
守
り
悪
を
罰
す
る
こ
と
は
、
疑
う
余
地
の

な
い
真
実
で
あ
る
。
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◎
『
長
阿
含
』
云
＝
『
長
阿
含
経
』
巻
一
三
『
阿
摩
晝
経
』
に
、「
爾
時
世
尊
默
自
念
言
、『
此
摩
納
子
、
数
数
毀
罵
言
及
廝
細
、

我
今
寧
可
説
其
本
緣
調
伏
之
耶
。』
仏
告
摩
納
、『
汝
姓
何
等
。』
摩
納
答
言
、『
我
姓
聲
王
。』
仏
告
摩
納
、『
汝
姓
爾
者
、
則
為

是
釈
迦
奴
種
。』（
中
略
）
又
告
摩
納
、『
汝
頗
從
先
宿
耆
舊
大
婆
羅
門
、
聞
此
種
姓
因
緣
已
不
。』
時
彼
摩
納
默
然
不
対
。
如
是

再
問
、
又
復
不
対
。
仏
至
三
問
、
語
摩
納
言
、『
吾
問
至
三
、
汝
宜
速
答
。
設
不
答
者
、
密
迹
力
士
手
執
金
杵
在
吾
左
右
、
即

当
破
汝
頭
為
七
分
。』
時
密
迹
力
士
手
執
金
杵
、
当
摩
納
頭
上
虚
空
中
立
。
若
摩
納
不
時
答
問
、
即
下
金
杵
碎
摩
納
首
。
仏
告

摩
納
、『
汝
可
仰
観
。』
摩
納
仰
観
、
見
密
迹
力
士
手
執
金
杵
立
虚
空
中
。
見
已
恐
怖
、
衣
毛
為
竪
、
即
起
移
坐
附
近
世
尊
、
依

恃
世
尊
為
救
為
護
。
白
世
尊
言
、『
世
尊
当
問
、
我
今
当
答
。』
仏
即
告
摩
納
、『
汝
曽
於
先
宿
耆
舊
大
婆
羅
門
、
聞
説
如
是
種

姓
緣
不
。』
摩
納
答
言
、『
我
信
曽
聞
、
実
有
是
事
』」
と
あ
る
。

　

こ
の
阿
摩
晝
を
折
伏
す
る
話
は
、
中
村
元
監
修
『
原
始
仏
典
』
第
一
巻
『
長
部
経
典
一
』（
春
秋
社
、
二
〇
〇
三
）
に
分
か
り

や
す
い
現
代
語
訳
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

◎
天
竺
室
利
房
＝
こ
の
話
の
初
出
は
、
費
長
房
『
歴
代
三
宝
紀
』
で
あ
る
。

　

又
始
皇
時
、
有
諸
沙
門
釈
利
防
等
十
八
賢
者
、
齎
経
来
化
。
始
皇
弗
從
、
遂
禁
利
防
等
。
夜
有
金
剛
丈
六
人
、
来
破
獄

出
之
。
始
皇
驚
怖
、
稽
首
謝
焉
。

 

（『
歴
代
三
宝
紀
』
巻
一
）

　

ま
た
、
道
宣
『
広
弘
明
集
』
巻
二
五
は
、
朱
仕
行
や
釈
道
安
の
経
録
の
記
述
と
し
て
引
用
し
た
。
し
か
し
、
朱
仕
行
や
釈
道

安
の
経
録
は
い
ず
れ
も
散
逸
し
た
た
め
、
こ
の
話
は
史
実
で
は
な
く
伝
説
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。



282

　

朱
仕
行
釈
道
安
『
経
録
』
云
、
秦
始
皇
時
西
域
沙
門
十
八
人
来
化
、
始
皇
弗
従
禁
之
。
夜
有
金
剛
丈
六
人
、
破
獄
出
之
。

始
皇
稽
首
謝
焉
。

 

（『
広
弘
明
集
』
巻
二
五
「
簡
諸
宰
輔
序
仏
教
隆
替
状
」）

　
「
室
利
房
」
の
名
称
は
、
唐
代
の
元
和
年
間
に
活
躍
し
た
神
清
編
纂
、
慧
宝
注
釈
の
『
北
山
録
』
に
初
見
す
る
。
南
宋
の

『
仏
祖
統
紀
』
は
「
室
利
房
」
の
名
称
を
採
用
し
た
。
こ
れ
は
『
北
山
録
』
の
影
響
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

秦
正
世
秦
始
皇
、
姓
嬴
名
正
、
字
祖
竜
、
秦
襄
王
之
子
。
收
六
国
、
築
万
里
長
城
。
令
方
士
入
海
往
蓬
莱
求
仙
薬
也
。
有
十
八
沙

門
自
西
域
至
謂
室
利
房
等
十
八
人
也
。
彼
暴
嬴
方
有
事
于
天
下
、
不
遑
大
道
遑
、
及
也
。
不
及
行
於
大
道
。
醜
我
有
德
、
獄
沙

門
於
重
垣
、
為
力
士
神
、
奮
威
擊
垣
始
皇
惟
降
服
礼
謝
、
道
人
却
反
西
国
。

 

（『
北
山
録
』
巻
二
）

　

因
み
に
、
平
安
末
期
の
説
話
集
『
今
昔
物
語
』
巻
六
の
第
一
話
「
震
旦
秦
始
皇
時
天
竺
僧
渡
語
」
に
は
、「
釈
の
利
房
」
を

登
場
人
物
と
し
て
、
前
掲
す
る
話
が
収
録
さ
れ
た
。

　

鎌
倉
初
期
の
説
話
集
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
巻
一
五
「
秦
始
皇
自
天
竺
来
僧
禁
獄
事
」
は
、「
釈
の
利
房
」
を
明
言
し
な
い
が
、

『
今
昔
物
語
』
と
類
似
す
る
内
容
を
掲
載
し
た
。

　

但
し
注
意
す
べ
き
と
こ
ろ
は
、
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
説
話
の
中
で
は
、「
金
剛
力
士
神
」
で
は
な
く
、
全
て
金
色
の
光
を
放

つ
釈
迦
如
来
が
獄
門
を
踏
み
壊
し
、
利
房
た
ち
を
救
出
し
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
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◎
江
西
有
一
寺
＝
こ
の
霊
験
談
は
断
片
的
で
、
難
解
で
あ
る
。
後
世
宗
暁
の
『
金
光
明
経
照
解
』
で
は
『
諸
天
伝
』
の
記
述
を

参
照
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
潤
色
さ
せ
次
の
よ
う
に
補
充
説
明
を
し
た
。

　

江
西
公
安
有
二
聖
院
、
蓋
仏
殿
塑
二
金
剛
。
最
為
霊
迹
、
故
院
名
因
以
顯
称
。
院
無
寸
土
、
雲
水
要
衝
、
皆
是
二
聖
打

供
。
建
炎
中
金
人
犯
其
院
、
人
伝
其
霊
、
乃
以
鉄
索
拽
之
、
力
士
忽
発
声
大
吼
、
兵
衆
驚
倒
而
散
、
院
像
至
今
猶
存
。
蜀

僧
往
返
皆
経
過
焉
。
事
見
『
諸
天
伝
』。

 

（『
金
光
明
経
照
解
』
巻
下
）

　
「
公
安
」
は
現
在
の
湖
北
省
公
安
県
の
こ
と
で
あ
り
、
地
理
的
に
も
、
歴
史
的
に
も
宋
代
の
「
江
南
西
路
」
に
属
し
て
い
な

い
。『
諸
天
伝
』
が
記
し
た
「
江
西
」
は
、
誤
記
の
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
は
単
に
長
江
の
西
側
を
指
す
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

仏
殿
に
二
体
の
金
剛
力
士
の
み
を
祀
る
公
安
県
二
聖
院
に
つ
い
て
、
南
宋
代
の
范
成
大
（
一
一
二
六
～
一
一
九
三
）
の
『
呉
船

録
』
に
次
の
よ
う
な
記
録
が
見
ら
れ
る
。

　

丙
子
、
発
江
瀆
廟
七
十
里
至
公
安
県
、
登
二
聖
寺
。
二
聖
之
名
、
江
湖
間
競
尚
之
、
即
在
処
仏
門
寺
両
金
剛
神
也
。
此

則
遷
之
殿
上
。
伝
記
載
発
迹
霊
異
、
大
略
出
於
夢
応
。
云
是
千
仏
数
中
最
後
者
、
一
名
婁
至
徳
、
一
名
青
葉
髻
。

 

（『
呉
船
録
』
巻
下
）

　
『
呉
船
録
』
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
公
安
県
の
二
聖
寺
の
本
尊
に
は
他
の
寺
院
と
異
な
り
、
二
体
の
金
剛
神
が
本
殿
に
祀
ら
れ
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て
い
る
。
そ
の
由
来
に
関
す
る
霊
験
談
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
あ
る
夢
告
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
二
体
の
金
剛
神
は
護
法

力
士
で
あ
り
な
が
ら
も
、『
宝
積
経
』
な
ど
が
記
述
し
た
賢
劫
千
仏
の
最
後
の
二
仏
で
も
あ
り
、
一
人
は
婁
至
徳
如
来
と
言
い
、

も
う
一
人
は
青
葉
髻
如
来
と
言
う
。

　
『
呉
船
録
』
作
者
の
范
成
大
は
南
宋
初
期
の
高
級
官
僚
で
あ
り
、
南
宋
の
使
節
と
し
て
金
国
と
敏
腕
に
交
渉
周
旋
を
し
た
。

『
諸
天
伝
』
が
記
し
た
建
炎
年
間
の
金
兵
を
退
散
さ
せ
た
霊
験
談
が
事
実
で
あ
れ
ば
、
范
成
大
が
書
き
漏
ら
す
わ
け
が
な
い
。

し
か
し
『
呉
船
録
』
に
は
こ
の
話
が
収
録
さ
れ
て
お
ら
ず
、
逆
に
『
諸
天
伝
』
の
霊
験
談
の
信
憑
性
に
は
疑
問
が
残
る
。

　

范
成
大
が
指
摘
し
た
「
夢
告
」
の
話
に
つ
い
て
、
南
宋
の
陸
游
（
一
一
二
五
～
一
二
一
〇
）
の
『
入
蜀
記
』
に
次
の
よ
う
に
述

べ
る
。

　

十
四
日
、
次
公
安
。
古
所
謂
油
口
也
（
中
略
）
游
二
聖
報
恩
光
孝
禅
寺
。
二
聖
謂
青
葉
髻
如
来
、
婁
至
徳
如
来
也
。
皆

示
鬼
神
力
士
之
形
、
高
二
丈
餘
、
陰
威
凛
然
可
畏
。
正
殿
中
為
釈
迦
、
右
為
青
葉
髻
、
号
大
聖
。
左
為
婁
至
徳
、
号
二
聖
。

三
像
皆
南
面
。

　

予
按
蔵
経
駒
字
函
、
娑
羅
浮
殊
童
子
成
道
、
為
青
葉
髻
如
来
、
青
葉
髻
如
来
再
出
世
、
為
楼
至
如
来
、
則
二
如
来
本
一

身
耳
。

　

有
碑
言
、
邑
人
一
夕
同
夢
二
神
人
、
言
我
青
葉
髻
、
婁
至
徳
如
来
也
。
有
二
巨
木
在
江
干
、
我
所
運
者
、
俟
鄯
行
者
来
、

令
刻
為
我
像
。
已
而
、
果
有
人
自
称
鄯
行
者
、
又
善
肖
像
。
邑
人
欣
然
請
之
、
像
成
、
人
皆
謂
酷
類
所
夢
。
然
碑
無
年
月
、

不
知
何
代
也
。

 

（『
入
蜀
記
』
巻
五
）
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二
聖
寺
に
あ
る
年
代
不
詳
の
碑
文
に
よ
れ
ば
、
あ
る
夜
の
出
来
事
で
、
す
べ
て
の
村
人
が
夢
の
中
で
青
葉
髻
と
婁
至
徳
如
来

の
二
人
よ
り
、「
我
ら
は
川
に
大
き
な
木
を
こ
の
村
ま
で
に
運
ん
で
き
た
、
し
ば
ら
く
す
る
と
「
鄯
行
者
」
と
い
う
職
人
が
来

る
た
め
、
こ
の
方
を
留
め
て
我
ら
の
像
を
造
ら
せ
る
よ
う
に
」
と
告
げ
ら
れ
た
。
そ
の
後
、「
鄯
行
者
」
と
名
乗
る
職
人
が
予

言
通
り
に
や
っ
て
き
た
。
村
人
は
彼
に
お
願
い
し
、
二
聖
の
木
像
を
造
ら
せ
、
二
聖
寺
に
祀
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
が
こ
の

寺
の
本
殿
に
二
体
の
金
剛
力
士
を
祀
る
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
で
あ
っ
た
。
と
陸
游
が
記
し
た
。

　

陸
游
が
年
代
不
詳
と
指
摘
し
た
こ
の
石
碑
に
つ
い
て
、
南
宋
代
の
王
象
之
（
一
一
六
三
～
一
二
三
〇
）
の
『
輿
地
碑
記
目
』
巻

二
「
江
陵
府
碑
記
」
は
、「
晋
公
安
県
二
聖
記
」
と
名
づ
け
、「
永
和
年
間
、
唐
〈
晋
の
誤
記
か
〉
人
王
粲
、
記
婁
至
徳
如
来
聖

迹
」
と
の
注
記
も
加
え
た
。
恐
ら
く
二
聖
院
に
あ
る
同
一
の
碑
文
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
陸
游
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
公
安
県
の
二
聖
寺
ま
た
は
二
聖
院
と
呼
ば
れ
た
寺
院
は
、
そ
の
時
で
は
「
二
聖
報
恩
光

孝
禅
寺
」
と
呼
ば
れ
た
。
仏
殿
は
本
尊
釈
迦
牟
尼
仏
の
傍
ら
に
、
二
体
の
鬼
神
力
士
を
建
て
ら
れ
て
い
た
。
民
衆
で
は
、
右
の

青
葉
髻
如
来
を
「
大
聖
」
と
呼
び
、
左
の
婁
至
徳
如
来
を
「
二
聖
」
と
呼
ぶ
。
陸
游
の
こ
の
記
述
か
ら
、
金
剛
力
士
の
姿
を
持

つ
二
聖
は
伝
説
だ
け
で
は
な
く
、
本
当
に
こ
の
寺
院
の
供
養
の
主
体
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
推
察
で
き
る
。

　
「
青
葉
髻
」
お
よ
び
「
婁
至
徳
」
の
「
二
聖
」
を
供
養
す
る
た
め
の
経
典
根
拠
に
つ
い
て
、
陸
游
は
、『
大
乗
悲
分
陀
利
経
』

に
あ
る
と
言
い
、
さ
ら
に
「
青
葉
髻
」
と
「
婁
至
徳
」
の
二
聖
は
と
も
に
娑
羅
浮
殊
童
子
の
転
生
で
あ
る
、
つ
ま
り
こ
の
二
聖

が
実
は
同
一
人
物
で
あ
る
も
指
摘
し
た
。

　

其
最
後
娑
羅
浮
殊
童
子
、
当
成
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
、
名
青
葉
髻
王
如
来
。

 

（『
大
乗
悲
分
陀
利
経
』
巻
四
）
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宝
蔵
如
来
告
持
大
力
童
子
言
、
善
哉
善
哉
、
善
丈
夫
、
汝
当
為
衆
生
作
善
良
薬
脱
諸
苦
難
。
善
丈
夫
、
是
故
字
汝
為
無

垢
明
薬
王
。
汝
無
垢
明
藥
王
、
於
当
来
世
過
一
恒
河
沙
数
阿
僧
祇
、
二
恒
河
沙
数
阿
僧
祇
之
餘
、
於
賢
劫
中
千
四
如
来
成

仏
未
久
、
汝
先
供
養
乃
至
如
汝
立
願
、
青
葉
髻
王
如
来
般
涅
槃
已
、
正
法
滅
後
、
汝
当
成
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
、
号
曰

楼
至
如
来
。

 

（『
大
乗
悲
分
陀
利
経
』
巻
四
）

　

し
か
し
、『
大
乗
悲
分
陀
利
経
』
の
原
文
で
は
、
娑
羅
浮
殊
童
子
が
「
青
葉
髻
王
如
来
」
に
な
り
、
持
大
力
童
子
が
「
楼
至

如
来
」
に
な
る
と
記
し
た
た
め
、
両
者
は
も
と
も
と
別
人
で
あ
り
、
陸
游
の
言
う
「
二
如
来
本
一
身
」
が
誤
り
で
あ
る
と
言
わ

ざ
る
を
得
な
い
。

　

た
だ
し
、
宋
代
の
仏
教
界
で
も
寺
院
に
安
置
す
る
金
剛
神
が
一
体
か
二
体
か
、
ま
た
金
剛
神
が
も
と
も
と
一
人
な
の
に
、
な

ぜ
二
体
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
に
つ
い
て
論
争
が
あ
っ
た
た
め
、
陸
游
の
「
二
如
来
本
一
身
」
の
発
言
は
必
ず
し
も

彼
の
独
断
的
な
見
解
と
は
言
え
な
い
。

　

同
じ
く
南
宋
代
の
洪
邁
（
一
一
二
三
～
一
二
〇
二
）
の
『
夷
堅
志
』
に
も
公
安
県
の
二
聖
寺
の
他
の
霊
験
談
を
録
し
て
い
た
。

　

江
陵
公
安
県
、
一
寺
甚
雄
偉
。
所
事
神
俗
称
二
聖
、
曰
青
葉
髻
如
来
、
曰
楼
至
徳
如
来
。
霊
效
彰
著
。

　

紹
興
初
、
蜀
僧
懶
牛
者
主
此
寺
、
以
殿
柱
朽
壊
、
欲
易
之
。
聞
遠
村
巨
室
有
豫
章
大
木
、
遣
其
徒
往
問
、
主
人
索
高
価

不
可
售
。
懶
牛
将
自
往
、
未
及
行
、
知
客
僧
乃
引
其
人
至
、
云
、「
向
者
承
需
木
、
方
擬
布
施
、
而
来
价
遽
還
。
次
日
木

上
忽
生
一
枝
、
大
類
如
来
手
、
今
豈
敢
復
斬
、
愿
於
二
仏
前
焚
香
敬
白
、
以
明
初
心
。」
如
其
言
、
既
伐
木
而
奉
其
枝
、
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龕
於
香
殿
桌
上
、
指
甲
筋
節
視
像
、
了
無
小
異
云
。

 

（『
夷
堅
支
志
』
景
巻
第
十
「
公
安
木
手
」）

　

洪
邁
も
建
炎
年
間
の
金
兵
を
退
散
し
た
霊
験
談
を
述
べ
て
い
な
い
。

◎
本
華
実
芽
＝
芽
が
出
な
け
れ
ば
、
花
も
咲
く
こ
と
が
な
い
と
い
う
自
然
現
象
。

　

失
訳
『
仏
説
大
乗
稻
杆
経
』
に
、「
所
謂
従
種
生
芽
、
従
芽
生
葉
、
従
葉
生
茎
、
従
茎
生
節
、
従
節
生
穂
、
従
穂
生
花
、
従

花
生
実
。
若
無
有
種
、
芽
即
不
生
、
乃
至
若
無
有
花
、
実
亦
不
生
」
と
あ
る
。

　
『
宗
鏡
録
』
巻
七
七
、「
如
似
種
子
、
能
生
於
芽
、
従
芽
生
葉
、
従
葉
生
節
、
従
節
生
茎
、
従
茎
生
穂
、
従
穂
生
華
、
従
華
生

実
。
無
種
子
故
無
芽
、
乃
至
無
有
華
実
。
有
種
子
故
芽
生
、
乃
至
有
華
故
果
生
」
と
あ
る
。

◎
母
鳴
子
応
＝
親
子
の
間
に
極
自
然
に
あ
る
感
応
現
象
。

　

王
充
『
論
衡
』
巻
五
に
、「
伝
『
書
』
言
、
曽
子
之
孝
、
與
母
同
気
。
曽
子
出
薪
於
野
、
有
客
至
而
欲
去
。
曽
母
曰
、『
願
留
、

参
方
到
。』
即
以
右
手
搤
其
左
臂
。
曽
子
左
臂
立
痛
、
即
馳
至
、
問
母
、『
臂
何
故
痛
。』
母
曰
、『
今
日
客
来
、
欲
去
。
吾
搤
臂

以
呼
汝
耳
。』
蓋
以
至
孝
、
與
父
母
同
気
。
体
有
疾
病
、
精
神
輒
感
」
と
あ
る
。

　

干
宝
『
搜
神
記
』
巻
一
一
に
、「
曽
子
従
仲
尼
在
楚
而
心
動
、
辞
帰
問
母
、
母
曰
『
思
爾
齧
指
。』
孔
子
曰
、『
曽
参
之
孝
、

精
感
万
里
。』」
と
あ
る
。
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※　
　
　
　

※　
　
　
　

※

　
然
賢
劫
千
仏
之
二
弟
︒
一
為
調
達
以
魔
悩
︑
一
為
力
士
以
護
持
︒
則
『
法
華
』
以
提
婆
達
多
善
知
識
故
︑
得
成
正
覚
︑
授
記

号
「
天
王
如
来
」︒『
上
生
経
』
中
︑
婁
至
仏
願
作
力
士
︑
護
千
兄
教
︒
得
非
逆
順
皆
其
助
乎
︒
是
知
形
気
相
求
︑
各
因
其
類
︒

　
故
『
楞
厳
』
云
︑「
是
故
鬼
神
︑
及
諸
天
魔
︑
魍
魎
妖
精
︑
於
三
昧
時
︑
僉
来
悩
汝
︒
然
彼
諸
魔
︑
雖
有
大
怒
︑
彼
塵
勞
内
︑

汝
妙
覚
中
︑
如
風
吹
光
︑
如
刀
断
水
︑
了
不
相
觸
︒
汝
如
沸
湯
︑
彼
如
堅
氷
︒
煖
気
漸
鄰
︑
不
日
銷
殞
︒
徒
恃
威
神
︑
但
為
其

客
︒
成
就
破
亂
︑
由
汝
心
中
五
陰
主
人
︒
主
人
若
迷
︑
客
得
其
便
︒
当
処
禅
那
︑
覚
悟
無
惑
︒
則
彼
魔
事
︑
無
奈
汝
何
︒」

　
是
知
邪
念
若
生
︑
魔
必
得
便
︒
正
心
若
発
︑
力
士
潜
護
︒
故
仏
一
呼
︑
空
中
頓
現
︒
室
利
枉
囚
︑
破
垣
脱
厄
︒
得
非
是
與
！

故
修
行
者
能
持
正
法
︑
則
大
士
必
執
金
剛
之
杵
而
左
右
之
︒
所
謂
能
以
正
法
︑
摧
滅
諸
悪
者
也
︒

　

聖
賢
が
出
世
す
る
時
代
に
現
れ
た
千
人
の
仏
は
、
二
人
の
弟
が
い
る
。
そ
の
一
人
は
調
達
の
よ
う
な
非
道
に
な
り
、
魔
の
力

を
使
い
、
兄
た
ち
の
成
道
を
試
す
。
も
う
一
人
は
金
剛
力
士
に
な
り
、
大
誓
願
を
発
し
、
兄
た
ち
の
成
道
を
護
持
す
る
。
そ
も

そ
も
『
法
華
経
』
に
は
、
極
悪
人
で
あ
る
提
婆
達
多
が
本
来
善
知
識
で
あ
り
、
釈
尊
の
成
道
を
も
助
け
、
釈
尊
よ
り
未
来
世
に

必
ず
「
天
王
如
来
」
に
な
る
と
予
言
さ
れ
た
ほ
ど
の
人
物
で
あ
る
と
い
う
。『
上
生
経
』
に
も
、
婁
至
仏
が
金
剛
力
士
に
な
る

と
誓
い
、
千
人
の
兄
の
成
道
を
護
持
す
る
と
い
う
。〈
二
人
の
弟
の
〉
や
り
方
は
正
反
対
の
よ
う
に
見
え
る
も
の
の
、
と
も
に

〈
千
人
の
兄
た
ち
の
〉
仏
法
成
就
を
外
護
し
よ
う
と
す
る
目
的
は
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
世
間
万
物
は
そ
れ
ぞ

れ
異
な
る
相
性
に
よ
り
、
う
ま
く
補
い
合
っ
て
成
し
遂
げ
ら
れ
る
と
の
道
理
が
よ
く
分
か
る
。

　
『
楞
厳
経
』
に
、「
鬼
神
や
天
魔
、
な
ら
び
に
魍
魎
妖
精
な
ど
の
と
も
が
ら
は
、
修
行
者
が
禅
定
に
入
る
時
に
、
相
次
い
で
邪

魔
を
し
に
来
る
。
し
か
し
魔
神
た
ち
の
妨
害
が
と
て
も
悍
ま
し
い
と
は
い
え
、
煩
悩
に
陥
る
彼
ら
は
、
す
で
に
禅
定
に
入
っ
た
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修
行
者
を
相
手
に
し
て
、
ま
さ
に
風
が
太
陽
の
光
を
吹
き
散
ら
そ
う
と
、
刀
で
流
れ
る
水
を
切
ろ
う
と
、
全
く
勝
負
に
な
ら
な

い
の
で
あ
っ
た
。
修
行
者
と
魔
神
た
ち
の
拮
抗
は
、
沸
騰
し
た
お
湯
と
堅
い
冰
の
よ
う
な
も
の
で
、
お
湯
の
暖
か
さ
が
近
づ
け

ば
、
氷
は
し
ば
ら
く
し
て
消
え
て
し
ま
う
。
魔
神
た
ち
の
妨
害
は
凄
ま
じ
い
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
外
部
に
よ
る
魔
障
に
過
ぎ

な
い
。
修
行
者
が
仏
道
を
成
就
し
、
魔
障
を
打
破
す
る
に
は
自
ら
の
正
し
い
観
心
に
因
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
修
行
者

が
自
ら
迷
い
を
悟
ら
な
け
れ
ば
、
外
部
の
魔
障
は
こ
の
隙
を
狙
い
必
ず
修
行
を
妨
害
に
来
る
。
深
く
禅
定
の
境
地
を
入
り
、
正

し
い
観
心
に
よ
り
迷
う
こ
と
を
退
け
ば
、
魔
神
の
妨
害
は
い
さ
さ
か
も
修
行
者
に
及
ぶ
こ
と
が
な
い
」
と
い
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
邪
念
が
生
ず
る
時
に
は
、
魔
障
が
必
ず
こ
の
隙
を
狙
っ
て
修
行
者
を
犯
し
、
正
し
く
発
心
す
れ
ば
、
金
剛
密

迹
は
ひ
そ
か
に
修
行
者
を
守
る
。
釈
尊
が
仏
法
護
持
の
た
め
に
、
金
剛
密
迹
を
招
請
す
る
途
端
に
、
す
ぐ
に
空
中
に
現
れ
る
。

天
竺
僧
の
室
利
ら
が
無
実
の
罪
で
投
獄
さ
れ
て
も
、
金
剛
密
迹
が
牢
獄
の
壁
を
破
り
、
彼
ら
を
救
出
す
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
は

疑
う
余
地
の
な
い
事
実
で
あ
る
。
修
行
者
が
正
し
い
仏
法
の
教
え
を
し
っ
か
り
遵
守
す
れ
ば
、
金
剛
密
迹
大
士
は
必
ず
金
剛
杵

を
持
っ
て
影
の
よ
う
に
修
行
者
を
護
衛
す
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
金
剛
密
迹
は
正
し
い
仏
の
教
え
を
護
衛
す
る
た
め
に
、

さ
ま
ざ
ま
な
外
道
を
破
滅
さ
せ
る
諸
天
の
一
員
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

◎
『
法
華
』
＝
『
法
華
経
』「
提
婆
達
多
品
」
に
、「
由
提
婆
達
多
善
知
識
故
、
令
我
具
足
六
波
羅
蜜
、
慈
悲
喜
捨
、
三
十
二
相
、

八
十
種
好
、
紫
磨
金
色
、
十
力
、
四
無
所
畏
、
四
攝
法
、
十
八
不
共
神
通
道
力
、
成
等
正
覚
、
広
度
衆
生
。
皆
因
提
婆
達
多
善

知
識
故
。
告
諸
四
衆
、
提
婆
達
多
、
却
後
過
無
量
劫
、
当
得
成
仏
。
号
曰
天
王
如
来
応
供
正
遍
知
明
行
足
善
逝
世
間
解
無
上
士

調
御
丈
夫
天
人
師
仏
世
尊
」
と
あ
る
。
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◎
『
上
生
経
』
＝
前
出
注
記
参
照
。
ま
た
は
本
論
文
「
記
」
の
「
金
剛
密
迹
因
縁
談
三
種
」
を
参
照
。

◎
『
楞
厳
』
云
…
＝
『
首
楞
厳
経
』
巻
九
。

　

こ
の
内
容
に
つ
い
て
、
南
宋
の
可
度
の
『
楞
厳
経
箋
』
巻
九
下
は
、「
魔
王
以
怒
為
力
、
還
能
悩
得
行
人
否
。
云
、
彼
魔
在

塵
労
内
、
汝
等
行
人
、
在
妙
覚
中
。
来
悩
於
行
人
、
似
風
吹
日
月
之
光
。
風
喻
魔
力
、
光
喻
行
人
心
。
刀
喻
魔
力
、
水
喻
行
人

心
」
と
解
釈
す
る
。

※　
　
　
　

※　
　
　
　

※

讚
曰
︑

　
　
密
迹
力
士
執
金
剛
︑
群
魔
来
悩
悉
能
防
︒

　
　
烏
芻
瑟
摩
初
発
願
︑
三
昧
圓
成
号
火
光
︒

　
　
法
意
昔
因
曽
立
誓
︑
千
兄
賢
劫
護
行
蔵
︒

　
　
一
一
尽
皆
成
正
覚
︑
教
法
遐
宣
遍
一
方
︒

　
　
最
後
成
仏
名
婁
至
︑
即
是
密
迹
證
法
王
︒

　
　
見
住
鷲
峰
或
天
上
︑
或
云
五
百
守
天
堂
︒

　
　
或
云
八
万
皆
名
異
︑
十
恒
河
沙
数
莫
量
︒

　
　
其
身
赤
色
頭
有
髻
︑
手
持
宝
杵
力
難
当
︒

　
　
現
身
曽
折
阿
摩
晝
︑
破
獄
因
救
室
利
房
︒
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由
慈
誓
願
弘
持
故
︑
至
今
仏
宇
息
它
殃
︒

　
　
自
此
仰
祈
呵
護
力
︑
永
銷
魔
罥
法
門
昌
︒

讃
嘆
し
て
い
わ
く
、

　
　

密み
つ
し
や
く迹力
士
は
金
剛
を
執と

り
、
群
魔
来
た
り
悩
せ
ば
悉
く
能
く
防
ぐ
。

　
　

烏ウ

芻ス

瑟シ
ユ

摩マ

初
め
願
を
発
し
、
三
昧
圓
成
し
て
「
火
光
」
と
号
す
。

　
　

法
意
、
昔
し
曽
て
誓
い
を
立
て
る
に
因
り
て
、
千
兄
の
た
め
に
賢
劫
に
行
蔵
を
護
す
。

　
　

一
一
尽
く
皆
な
正
覚
を
成な

し
、
教
法
、
遐は
る

か
に
宣の

べ
て
一そ
の
ち方
に
遍あ
ま
ねし
。

　
　

最
後
に
成
仏
し
て
「
婁
至
」
と
名
づ
け
、
即
ち
是
れ
「
密
迹
」
に
し
て
法
王
を
證
す
。

　
　

鷲し
ゆ

峰ほ
う

或あ
る

い
は
天
上
に
見
住
し
、
或
い
は
「
五
百
」
と
云
い
、
天
堂
を
守
る
。

　
　

或
い
は
「
八
万
」
と
云
い
皆
な
名
は
異
な
り
、
十
恒
河
沙
に
し
て
、
数
、
量
る
こ
と
莫な

し
。

　
　

其
の
身
、
赤
色
に
し
て
頭
に
髻

も
と
ど
り有
り
、
手
に
宝
杵
を
持
し
て
、
力
、
当
り
難
し
。

　
　

身
を
現
じ
、
曽
て
阿ア

摩マ
チ

晝ユ
ウ

を
折く
じ

き
、
獄
を
破や
ぶ

り
、
因
り
て
室
利
房
を
救
う
。

　
　

慈
誓
願
に
由
り
て
弘
持
す
る
が
故
に
、
今
に
至
る
ま
で
仏
宇
に
它わ

ざ

殃わ
い

を
息や

む
。

　
　

此
れ
自よ

り
仰
ぎ
て
呵か

護ご

の
力
を
祈
り
、
永
く
魔ま

罥け
ん

を
銷け

し
て
法
門
昌さ
か

ん
な
り
。

◎
号
火
光
＝
「
火
光
」
の
号
に
つ
い
て
、
本
来
は
「
火
頭
」
に
作
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
詩
偈
の
作
成
に
際
し
、
韻
を
踏

ま
せ
る
た
め
に
、
近
い
意
味
の
「
火
光
」
に
し
た
と
思
わ
れ
る
。
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『
首
楞
厳
経
』
巻
五
、「
烏
芻
瑟
摩
於
如
来
前
、
合
掌
頂
礼
仏
之
双
足
、
而
白
仏
言
、『
我
常
先
憶
、
久
遠
劫
前
、
性
多
貪
欲
、

有
仏
出
世
、
名
曰
空
王
、
説
多
婬
人
、
成
猛
火
聚
。
教
我
遍
観
、
百
骸
四
肢
、
諸
冷
暖
気
、
神
光
内
凝
、
化
多
婬
心
、
成
智
慧

火
。
從
是
諸
仏
、
皆
呼
召
我
、
名
為
火
頭
』」
と
あ
る
。

　
『
首
楞
厳
経
』
巻
五
、「
我
以
火
光
三
昧
力
故
、
成
阿
羅
漢
。
心
発
大
願
、
諸
仏
成
道
、
我
為
力
士
、
親
伏
魔
怨
。
仏
問
圓
通
、

我
以
諦
観
、
身
心
暖
觸
、
無
礙
流
通
、
諸
漏
既
銷
、
生
大
宝
焰
、
登
無
上
覚
、
斯
為
第
一
」
と
あ
る
。

◎
名
婁
至
＝
『
義
楚
六
帖
』「
幽
冥
鬼
神
部
」「
金
剛
」
の
「
名
曰
婁
至
」
条
に
「『
上
生
経
』
云
、
賢
劫
千
仏
、
最
後
名
曰
婁

至
、
願
作
力
士
、
護
千
兄
法
」
と
あ
る
。

　

こ
の
説
は
、
唐
代
の
呉
郡
双
林
寺
の
長
寿
大
師
志
鴻
の
『
四
分
律
行
事
鈔
搜
玄
録
』
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
後

に
、
五
代
の
呉
越
国
の
景
霄
の
『
四
分
律
行
事
鈔
簡
正
記
』
に
正
確
で
は
な
い
と
論
破
さ
れ
た
。

◎
魔
罥
＝
「
罥
」
は
も
と
も
と
罠
、
網
な
ど
の
鳥
や
獣
を
捕
る
道
具
で
あ
る
。「
魔
罥
」
は
、
魔
の
力
を
持
ち
、
修
行
者
を
縛

り
上
げ
、
そ
の
自
由
を
奪
う
も
の
で
あ
り
、
魔
障
の
一
種
で
あ
る
。

　
『
八
十
華
厳
』「
入
法
界
品
」
に
「
住
苦
牢
獄
、
入
魔
罥
網
。
生
老
病
死
、
憂
悲
悩
害
」
と
あ
る
。

　
『
一
切
経
音
義
』
巻
十
二
、
慧
琳
撰
「
大
宝
積
経
音
義
」「
魔
罥
」
条
に
、「
此
鬼
神
有
大
神
力
、
能
障
修
行
十
善
、
因
以
名

焉
」、「
経
云
『
魔
罥
』
者
、
五
欲
也
、
魔
王
以
此
繫
縛
衆
生
也
」
と
あ
る
。

※　
　
　
　

※　
　
　
　

※
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〔
記
〕

一
︑
金
剛
密
迹
因
縁
談
三
種

　
「
金
剛
密
迹
」
の
由
来
に
関
し
て
、
行
霆
は
『
重
編
諸
天
伝
』
の
中
で
、『
宝
積
経
』
お
よ
び
『
上
生
経
』
に
述
べ
ら
れ
た
二

種
の
伝
説
を
紹
介
し
た
。
そ
の
他
に
、『
重
編
諸
天
伝
』
に
は
取
り
上
げ
て
い
な
い
が
、
宋
代
以
降
の
中
国
仏
教
界
に
も
っ
と

も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
は
、
第
三
種
の
『
正
法
念
経
』
由
来
と
言
わ
れ
た
金
剛
密
迹
因
縁
談
で
あ
る
。

『
宝
積
経
』
の
金
剛
密
迹
因
縁
談

　

行
霆
が
紹
介
し
た
最
初
の
伝
説
は
、
唐
代
の
菩
提
流
志
が
編
訳
し
た
『
宝
積
経
』
に
収
録
さ
れ
た
西
晋
の
竺
法
護
訳
の
七
巻

本
『
金
剛
力
士
経
』（『
宝
積
経
』
で
は
「
密
迹
金
剛
力
士
会
」
と
改
称
し
た
）
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
釈
尊
が
寂
意
菩
薩

に
語
っ
た
過
去
世
の
一
つ
の
因
縁
物
語
で
あ
る
。

　
『
金
剛
力
士
経
』
の
金
剛
密
迹
出
世
因
縁
談
の
概
要
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

釈
尊
は
寂
意
菩
薩
に
対
し
、
あ
る
因
縁
談
を
語
っ
た
。

　

昔
、
勇
郡
王
と
い
う
国
王
は
、
名
君
で
あ
り
、
千
人
も
の
立
派
な
子
息
を
も
育
て
て
い
た
。
仏
教
を
深
く
尊
崇
す
る
国

王
の
影
響
を
受
け
、
千
人
の
子
息
は
い
ず
れ
も
家
業
を
捨
て
、
仏
道
修
行
に
励
み
た
い
と
誓
っ
た
。
そ
し
て
、
国
王
は
当

時
の
仏
世
尊
に
説
法
を
請
い
、
国
を
あ
げ
て
盛
大
な
供
養
を
行
っ
た
。
後
日
、
二
人
の
夫
人
の
膝
元
に
、「
法
意
」
と
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「
法
念
」
を
名
乗
る
二
人
の
子
供
が
忽
然
と
現
れ
た
（
化
生
と
し
て
生
ま
れ
た
。
仏
教
の
因
縁
談
に
み
ら
れ
る
降
誕
の
一
種
で
あ

る
）。
勇
郡
王
は
驚
き
感
心
し
た
の
ち
、
必
ず
成
仏
で
き
る
と
い
う
仏
の
預
言
を
受
け
た
千
人
の
子
息
に
、
成
仏
の
順
序

の
く
じ
引
き
占
い
を
行
っ
た
。
千
番
目
と
な
る
貧
乏
く
じ
を
引
い
た
「
意
無
量
」
太
子
は
、
成
仏
が
遅
く
な
る
た
め
、
兄

弟
た
ち
か
ら
「
そ
ん
な
に
遅
れ
て
成
仏
す
る
な
ら
、
救
え
る
衆
生
も
い
な
く
な
る
ぞ
」
と
馬
鹿
に
さ
れ
た
。
し
か
し
「
意

無
量
」
太
子
は
、
五
体
投
地
し
て
泣
き
な
が
ら
「
た
と
え
私
の
成
仏
に
か
か
る
時
間
が
遅
く
、
み
な
さ
ん
の
成
仏
に
か
か

る
時
間
の
合
計
と
同
じ
く
ら
い
長
く
な
っ
て
も
、
私
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
衆
生
の
数
は
決
し
て
み
な
さ
ん
と
変
わ
ら
な
い

よ
う
に
す
る
」
と
誓
っ
た
。
そ
の
時
、
仏
教
を
守
護
す
る
百
千
の
天
神
が
空
中
に
現
れ
、「
誓
願
の
通
り
、
汝
が
千
子
の

う
ち
の
一
番
最
後
に
成
仏
と
な
る
が
、
未
来
世
に
は
必
ず
「
楼
由
如
来
」
と
な
る
」
と
予
言
し
、「
意
無
量
」
太
子
を
賛

嘆
し
た
。

　

そ
の
後
、
く
じ
引
き
に
参
加
し
な
か
っ
た
「
法
意
」
と
「
法
念
」
の
両
太
子
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
誓
願
を
立
て

た
。

　
「
法
意
」
太
子
は
、「
兄
た
ち
が
成
仏
す
れ
ば
、
私
は
金
剛
力
士
と
な
り
、
彼
ら
が
遊
行
説
法
す
る
時
に
、
そ
の
左
右
を

護
衛
し
な
が
ら
、
そ
の
教
え
を
承
る
。
彼
ら
が
衆
生
教
化
の
た
め
に
、
身
口
意
三
密
の
教
え
を
用
い
て
垂
迹
す
る
こ
と
を

も
よ
く
理
解
し
、
決
し
て
疑
っ
た
り
し
な
い
」
と
誓
っ
た
。

　
「
法
念
」
太
子
は
、「
兄
た
ち
が
成
仏
す
れ
ば
、
必
ず
私
は
彼
ら
に
衆
生
に
説
法
す
る
よ
う
に
勧
め
た
い
。
彼
ら
も
私
の

願
い
を
受
け
入
れ
説
法
す
る
に
違
い
な
い
」
と
誓
っ
た
。

　

寂
意
菩
薩
よ
、
こ
の
因
縁
談
に
登
場
し
た
勇
郡
王
は
、
過
去
世
の
定
光
如
来
で
あ
る
。
千
人
の
息
子
は
、
後
の
賢
劫
に

成
仏
し
た
千
人
の
仏
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
、
第
一
子
は
拘
留
孫
仏
と
な
り
、
第
千
子
は
楼
由
仏
と
な
る
。「
法
意
」
太
子
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は
、
い
ま
こ
こ
に
い
る
「
密
迹
」
と
名
乗
る
金
剛
力
士
の
こ
と
で
あ
る
。「
法
念
」
太
子
は
、
い
ま
こ
こ
に
い
る
私
に
説

法
す
る
よ
う
に
願
う
大
梵
天
の
こ
と
で
あ
る
。

 

『
金
剛
力
士
経
』
巻
二
、『
宝
積
経
』
巻
九
の
内
容
よ
り

　

行
霆
が
『
宝
積
経
』
か
ら
依
用
し
た
の
は
、「
法
意
」
太
子
が
自
ら
「
金
剛
力
士
」
に
な
る
誓
願
の
内
容
だ
け
で
あ
る
。
千

子
の
成
仏
因
縁
お
よ
び
「
法
念
」
太
子
の
誓
願
な
ど
は
、
全
く
取
り
上
げ
て
い
な
い
。

『
上
生
経
』
注
疏
に
見
ら
れ
る
金
剛
密
迹
因
縁
談

　

千
子
の
成
仏
因
縁
な
ど
に
つ
い
て
、
行
霆
は
『
集
要
』
と
い
う
著
述
の
説
を
引
用
し
、『
仏
名
経
』
及
び
『
上
生
経
』
由
来

の
金
剛
密
迹
因
縁
談
を
紹
介
し
た
。

　
『
重
編
諸
天
伝
』
に
記
し
た
内
容
は
、『
宝
積
経
』
所
録
の
因
縁
談
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、「
法
念
」
太
子
の
誓
願
の
部
分

は
異
な
る
。『
集
要
』
の
説
に
よ
れ
ば
、「
法
念
」
太
子
は
兄
た
ち
の
成
仏
に
際
し
、
天
魔
に
変
成
し
て
、
兄
た
ち
が
成
道
す
る

た
め
の
不
退
転
の
信
心
を
試
し
た
い
と
誓
っ
た
。
こ
の
説
に
従
い
、
行
霆
は
修
行
者
の
成
道
に
は
魔
障
に
よ
る
妨
害
と
、
金
剛

力
士
に
よ
る
護
衛
と
が
併
存
す
る
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
、
仏
法
成
就
を
さ
せ
る
た
め
に
は
、
外
護
す
る
者
の
や
り
方
は
必
ず

し
も
一
方
的
な
護
持
の
み
に
留
ま
ら
ず
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、『
法
華
経
』
の
提
婆
達
多
の
よ
う
に
修
行
者
を
故
意
に
阻
害
し
、

そ
の
信
念
を
試
す
行
為
が
あ
っ
て
も
よ
い
と
し
て
、
従
来
に
は
な
い
論
調
へ
と
発
展
さ
せ
た
。

　

し
か
し
、『
集
要
』
由
来
の
こ
の
説
は
、『
重
編
諸
天
伝
』
以
外
、
現
存
す
る
仏
教
典
籍
に
は
ま
っ
た
く
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
。
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ま
た
、『
集
要
』
に
つ
い
て
、
そ
の
著
者
及
び
著
述
の
全
称
は
不
明
で
あ
る
。
南
宋
の
宗
暁
は
『
金
光
明
経
照
解
』
の
中
で
、

こ
れ
が
『
諸
経
要
集
』
で
あ
る
と
説
明
し
た
が
、『
諸
経
要
集
』
に
は
こ
れ
ら
の
内
容
が
見
当
た
ら
な
い
か
ら
、『
集
要
』
を

『
諸
経
要
集
』
と
す
る
こ
と
は
誤
解
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
『
集
要
』
に
取
り
上
げ
た
『
仏
名
経
』
は
、
恐
ら
く
訳
者
不
明
の
『
現
在
賢
劫
千
仏
名
経
』
の
こ
と
を
指
す
が
、
こ
の
経
典

で
は
拘
留
孫
仏
か
ら
楼
至
仏
（『
宝
積
経
』
に
登
場
し
た
楼
由
仏
と
同
一
人
物
）
ま
で
の
千
仏
の
名
称
が
掲
示
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、

『
重
編
諸
天
伝
』
に
記
さ
れ
た
因
縁
談
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

　
『
上
生
経
』
の
金
剛
密
迹
因
縁
談
に
つ
い
て
、『
集
要
』
の
ほ
か
、『
義
楚
六
帖
』「
幽
冥
鬼
神
部
」「
金
剛
」
項
の
「
名
曰
婁

至
」
条
に
は
、「『
上
生
経
』
に
よ
れ
ば
、
賢
劫
の
千
仏
の
最
後
に
成
仏
し
た
者
は
婁
至
と
言
い
、
発
心
し
て
金
剛
力
士
に
な
り
、

千
人
の
兄
の
成
道
を
見
守
り
た
い
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
劉
宋
の
沮
渠
京
声
訳
の
『
上
生
経
』
に
は
、
こ
の
よ
う
な
因
縁
談
が
見
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
、
吉
蔵
『
弥
勒
経
遊

意
』、
基
法
師
『
観
弥
勒
上
生
兜
率
天
経
賛
』、
新
羅
元
暁
『
弥
勒
上
生
経
宗
要
』
な
ど
の
『
上
生
経
』
注
疏
は
、
と
も
に
『
金

剛
力
士
経
』（『
宝
積
経
』「
密
迹
金
剛
力
士
会
」
の
こ
と
）
を
引
用
し
、『
重
編
諸
天
伝
』
に
記
し
た
因
縁
談
に
近
い
記
事
を
述
べ

て
い
た
。

　
『
上
生
経
』
諸
注
疏
に
見
ら
れ
る
金
剛
密
迹
因
縁
談
の
特
徴
は
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
一
に
、『
上
生
経
』
由
来
で
あ
る
と
の
明
言
が
な
く
、『
金
剛
力
士
経
』
の
千
子
成
仏
因
縁
の
み
に
基
づ
く
因
縁
談
で
あ
る

と
見
ら
れ
る
。
ま
た
、「
法
意
」
と
「
法
念
」
の
両
太
子
の
誓
願
な
ど
は
取
り
上
げ
て
い
な
い
。

　

第
二
に
、『
金
剛
力
士
経
』
の
記
述
と
異
な
る
点
は
、
先
に
成
仏
す
る
予
定
の
兄
た
ち
が
、
遅
れ
て
最
後
に
成
仏
す
る
予
定

の
王
子
（
後
の
婁
至
仏
）
の
た
め
に
、
後
に
金
剛
力
士
と
な
り
、
外
護
を
行
う
と
い
う
注
釈
者
に
よ
る
独
自
の
解
釈
が
見
ら
れ
る
。
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こ
の
独
自
の
解
釈
は
、『
上
生
経
』
の
諸
注
疏
を
介
し
て
後
世
に
伝
わ
り
、
金
剛
密
迹
の
由
来
と
し
て
『
金
剛
力
士
経
』
か
ら

派
生
し
た
別
の
系
統
に
つ
ら
な
る
話
、
す
な
わ
ち
、
千
人
の
兄
が
金
剛
力
士
に
な
る
伝
説
が
出
現
し
た
と
言
え
る
。

　

第
三
に
、
天
台
智
顗
の
『
観
音
義
疏
』
巻
下
に
、
観
音
菩
薩
が
教
化
の
た
め
に
種
々
の
応
身
を
現
す
こ
と
が
あ
る
こ
と
に
つ

い
て
、
金
剛
神
に
も
同
じ
よ
う
な
傾
向
が
見
ら
れ
、「
金
剛
神
は
天
竜
八
部
の
類
で
は
な
く
、
手
に
金
剛
杵
を
持
ち
、
仏
法
を

護
持
す
る
。
鬼
神
の
よ
う
な
仮
の
姿
で
欲
色
天
に
諸
天
を
教
化
大
権
神
で
あ
る
。
あ
る
経
典
に
は
、
金
剛
神
は
仏
の
兄
で
あ
る

と
い
う
」（
金
剛
非
八
部
数
、
手
執
此
宝
護
持
仏
法
。
或
言
在
欲
色
天
中
教
化
諸
天
、
即
大
権
神
也
。
経
云
、
是
吾
之
兄
）
と
説
明
し
た
。

　
『
観
音
義
疏
』
に
取
り
上
げ
た
経
典
名
は
不
明
で
あ
る
も
の
の
、
智
顗
の
時
代
に
も
『
上
生
経
』
諸
注
疏
の
説
に
類
似
す
る

「
金
剛
神
が
仏
の
兄
で
あ
る
」
と
い
う
伝
説
が
存
在
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
敦
煌
本
『
救
疾
経
』（S2467

、S1198

、
北

京
本
の
人
字
四
号
）
に
も
「
金
剛
密
迹
は
私
の
兄
で
あ
り
、
阿
難
は
私
の
弟
で
あ
る
」（
金
剛
密
迹
是
吾
長
兄
、
阿
難
是
吾
小
弟
）
と

の
記
述
が
あ
っ
た
た
め
、
隋
唐
時
代
に
お
い
て
、
こ
の
種
の
伝
説
が
あ
る
程
度
広
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
後
世
に
残
る
『
上
生
経
』
と
関
わ
り
が
あ
る
金
剛
密
迹
因
縁
談
は
、
少
な
く
と
も
さ
ら
に
、
三
つ
の
別
々
の

話
が
派
生
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

一
つ
目
は
『
上
生
経
』
諸
注
疏
に
書
か
れ
た
婁
至
仏
の
た
め
に
、
先
に
成
仏
で
き
た
王
子
た
ち
が
、
再
び
金
剛
力
士
に
転
生

す
る
話
で
あ
る
。

　

二
つ
目
は
『
義
楚
六
帖
』「
幽
冥
鬼
神
部
」「
金
剛
」
項
の
「
名
曰
婁
至
」
条
に
収
録
し
た
『
上
生
経
』
由
来
と
言
わ
れ
た
婁

至
仏
が
自
分
が
成
仏
す
る
ま
で
の
間
に
、
金
剛
力
士
に
な
り
、
兄
た
ち
の
た
め
に
護
法
を
行
う
話
で
あ
る
。

　

三
つ
目
は
、『
重
編
諸
天
伝
』
が
『
集
要
』
よ
り
し
た
『
上
生
経
』
由
来
と
言
わ
れ
た
、
天
魔
に
な
る
弟
及
び
金
剛
力
士
に

な
る
弟
の
二
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
や
り
方
で
兄
た
ち
の
成
道
を
護
衛
す
る
話
で
あ
る
。
こ
の
話
に
は
従
来
と
異
な
る
展
開
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が
記
さ
れ
た
た
め
、
興
味
深
い
。
中
国
文
学
者
の
駒
田
信
二
（
一
九
一
四
～
一
九
九
四
）
の
『
対
の
思
想
』
と
い
う
論
考
に
は
次

の
よ
う
に
記
す
。

　

大
衆
の
好
む
説
話
が
そ
の
好
む
方
向
に
む
か
っ
て
ふ
く
れ
あ
が
っ
て
ゆ
く
こ
と
は
、
中
国
の
場
合
も
日
本
の
場
合
も
か

わ
り
は
な
い
。
だ
が
、
日
本
の
場
合
は
〈
影
の
部
分
〉
を
削
り
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
ふ
く
れ
あ
が
っ
て
ゆ
く
の
に
反
し
て
、

中
国
の
場
合
に
は
〈
影
の
部
分
〉
を
つ
け
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
ふ
く
れ
あ
が
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
（
中
略
）
松
柏
、
花

鳥
な
ど
と
い
う
並
立
的
な
対
で
は
な
く
、
是
非
、
善
悪
、
美
醜
な
ど
の
い
わ
ば
対
比
的
な
対
で
あ
る
（
中
略
）
対
立
さ
せ

た
善
と
悪
と
は
、
同
じ
比
重
に
お
い
て
眺
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
善
あ
る
い
は
悪
の
中
に
、
さ
ら
に

対
を
見
る
。

 

駒
田
信
二
『
対
の
思
想　

中
国
文
学
と
日
本
文
学
』
勁
草
書
房
、
一
九
六
九

　
『
重
編
諸
天
伝
』
に
見
ら
れ
る
金
剛
密
迹
因
縁
談
の
内
容
変
化
も
、
こ
の
よ
う
な
中
国
的
な
思
惟
方
式
を
新
た
に
用
い
た
か

ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

『
正
法
念
経
』
由
来
の
金
剛
密
迹
因
縁
談

　
『
正
法
念
経
』
由
来
の
説
は
、
宋
代
以
降
に
仏
教
界
の
金
剛
密
迹
因
縁
談
の
一
つ
の
主
流
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
宋
代
天

台
教
団
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
『
金
光
明
経
』
の
注
疏
研
究
と
関
連
す
る
。
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行
霆
は
『
重
編
諸
天
伝
』
の
目
次
に
お
い
て
、「
四
天
王
伝
」
の
次
に
「
金
剛
密
迹
伝
」
を
編
入
し
、
さ
ら
に
金
光
明
法
会

の
配
置
図
に
金
剛
密
迹
の
位
置
を
四
天
王
の
次
に
置
く
べ
き
で
あ
る
と
明
示
し
た
。
こ
れ
は
金
剛
密
迹
を
高
く
評
価
す
る
も
の

と
取
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
実
は
『
金
光
明
経
』「
鬼
神
品
」
の
世
尊
の
偈
文
に
書
か
れ
た
順
序
に
従
っ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

　

こ
の
順
序
を
公
の
も
の
と
し
て
決
め
た
背
景
は
、
宋
代
天
台
教
団
に
お
い
て
金
剛
密
迹
の
立
場
を
再
認
識
す
る
動
き
が
見
ら

れ
た
か
ら
で
あ
る
。
中
に
は
神
煥
の
よ
う
に
「
本
迹
説
」（『
重
編
諸
天
伝
』
巻
下
）
を
取
り
上
げ
、「
千
人
の
兄
の
成
仏
に
護
衛

し
尽
力
し
た
金
剛
密
迹
は
、
本
来
菩
薩
の
位
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
諸
々
の
鬼
神
と
同
列
す
る
よ
う
な
「
垂
迹
」
の
み
で
評

価
す
る
こ
と
は
容
認
し
難
い
」（
金
剛
密
迹
、
本
護
千
兄
成
仏
。
不
揣
其
本
而
斉
其
迹
、
可
乎
）
と
い
う
論
説
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う

な
金
剛
密
迹
を
高
く
評
価
す
る
事
例
の
出
現
は
、
宋
代
天
台
教
団
が
大
い
に
主
張
し
た
『
正
法
念
経
』
由
来
の
法
意
王
子
が
敢

え
て
成
仏
を
放
棄
し
、
金
剛
密
迹
に
な
る
因
縁
談
と
、
少
な
か
ら
ず
関
係
す
る
の
で
あ
る
。

　

宋
代
天
台
の
諸
師
の
う
ち
、
最
初
に
こ
の
『
正
法
念
経
』
由
来
説
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
孤
山
智
円
（
九
七
六
～
一
〇
二
二
）

の
『
金
光
明
経
文
句
索
隠
記
』（
散
逸
）
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
知
礼
（
九
六
〇
～
一
〇
二
八
）
の
『
金
光
明
経
文
句
記
』、
従
義

（
一
〇
四
二
～
一
〇
九
一
）
の
『
金
光
明
経
文
句
新
記
』、
宗
暁
（
一
一
五
一
～
一
二
一
四
）
の
『
金
光
明
経
照
解
』
は
、
い
ず
れ
も
、

こ
の
智
円
説
を
採
用
し
た
。

　
『
正
法
念
経
』
由
来
説
が
天
台
教
団
に
徐
々
に
定
着
し
た
の
ち
、南
宋
代
の
法
雲
（
一
〇
八
七
～
一
一
五
八
）
は
仏
教
辞
書
『
翻

訳
名
義
集
』、
宗
鑑
（
生
卒
不
詳
）
は
仏
教
史
伝
書
『
釈
門
正
統
』（
十
三
世
紀
の
成
立
）
に
も
こ
の
説
を
取
り
入
れ
、
天
台
教
団

に
お
い
て
は
、
よ
り
一
層
こ
の
説
の
正
統
性
が
確
立
さ
れ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
流
れ
か
ら
、
宋
明
代
以
降
の
『
法
華
経
』、『
圓
覚
経
』、『
楞
厳
経
』
の
注
釈
書
の
多
く
も
金
剛
密
迹
『
正
法
念

経
』
由
来
説
を
引
用
し
、
そ
の
説
の
正
統
性
を
受
け
継
い
だ
。



300

　

し
か
し
、『
正
法
念
経
』
由
来
説
に
対
し
、
疑
問
を
抱
く
僧
も
い
る
。
明
末
の
天
台
宗
霊
峰
系
（
智
旭
派
）
の
三
世
で
あ
る
紹

曇
上
人
の
著
書
『
天
台
四
教
儀
集
註
辨
訛
』（
散
逸
）
に
「『
正
法
念
経
』
不
明
、
応
『
宝
積
経
』」（『
正
法
念
経
』
の
出
典
は
不
明

で
あ
り
、
正
し
く
は
『
宝
積
経
』
に
拠
る
べ
き
で
あ
る
）
と
記
さ
れ
て
お
り
、
後
に
清
初
の
性
権
も
、『
天
台
四
教
儀
註
彙
補
輔
宏

記
』
巻
七
上
に
こ
の
紹
曇
の
説
を
収
録
し
、
賛
同
し
た
。

　

日
本
に
お
い
て
も
、
無
著
道
忠
の
『
禅
林
象
器
箋
』
は
、
金
剛
密
迹
因
縁
談
に
つ
い
て
、『
宝
積
経
』「
密
迹
金
剛
力
士
会
」

及
び
北
宋
の
法
護
が
訳
し
た
『
如
来
不
思
議
秘
密
大
乗
経
』（
こ
の
内
容
は
『
宝
積
経
』「
密
迹
金
剛
力
士
会
」
と
類
似
す
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
明
代
受
登
の
『
準
提
三
昧
行
法
』
の
「
分
持
明
験
相
第
五
」
に
す
で
に
言
及
し
た
）
に
由
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、『
金
光
明
経

文
句
記
』、『
義
楚
六
帖
』、『
重
編
諸
天
伝
』
の
説
の
い
ず
れ
も
『
宝
積
経
』
の
記
述
と
は
異
な
り
、
誤
り
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
と
判
断
し
て
い
る
。

　

道
忠
は
、
か
つ
て
金
剛
密
迹
因
縁
談
の
出
典
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

　

四
明
知
礼
の
『
金
光
明
経
文
句
記
』
に
は
、「
法
意
」、「
法
念
」
両
太
子
が
金
剛
密
迹
及
び
大
梵
天
に
な
る
因
縁
談
は
、

『
正
法
念
経
』
に
あ
る
と
記
し
た
。
し
か
し
私
は
何
度
も
七
十
巻
も
あ
る
『
正
法
念
経
』
を
読
み
直
し
て
も
、
ま
っ
た
く

こ
の
話
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
残
念
な
こ
と
で
、『
翻
訳
名
義
集
』、『
釈
門
正
統
』、『
圓
覚
経
集
解
』
の

著
者
た
ち
は
、
す
べ
て
知
礼
の
こ
の
説
を
鵜
呑
み
し
て
、
確
認
も
せ
ず
間
違
い
の
ま
ま
自
著
に
転
載
し
た
。
人
が
誤
っ
た

内
容
を
後
世
に
伝
え
れ
ば
、
た
く
さ
ん
の
方
が
そ
れ
を
信
じ
、
さ
ら
に
代
々
に
伝
承
さ
れ
て
い
く
、
こ
の
よ
う
に
、
誤
っ

た
内
容
が
い
つ
の
間
に
か
真
実
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
。
堅
実
に
学
問
を
こ
な
し
て
い
く
こ
と
は
な
か
な
か
容
易
と
は

言
え
な
い
。
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（『
光
明
文
句
記
』
説
二
弟
為
金
剛
梵
王
因
縁
為
出
『
正
法
念
経
』、
余
遍
検
彼
経
七
十
巻
都
無
文
。『
名
義
集
』、『
釈
門
正
統
』、『
圓
覚

集
解
』
並
承
訛
一
律
矣
。
一
人
伝
虚
、
万
人
伝
実
、
故
実
学
難
矣
）

 

『
禅
林
象
器
箋
』「
霊
像
門
」「
密
迹
金
剛
」

　

道
忠
は
、『
正
法
念
経
』
に
は
金
剛
密
迹
因
縁
談
が
存
在
し
な
い
と
考
え
、
四
明
知
礼
の
『
金
光
明
経
文
句
記
』
の
誤
っ
た

説
を
確
認
も
せ
ず
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
後
世
の
学
者
の
学
問
姿
勢
を
も
批
判
し
た
。

　

し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
、『
正
法
念
経
』
由
来
の
金
剛
密
迹
因
縁
談
は
、
四
明
知
礼
の
説
で
は
な
く
、
天
台
教
団
に
お

い
て
、
孤
山
智
円
の
『
金
光
明
経
文
句
索
隠
記
』（
散
逸
）
に
最
初
に
取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
『
正
法
念
経
』
由
来
の
金
剛
密
迹
因
縁
談
は
、
宋
代
以
前
に
す
で
に
存
在
し
て
い
た
。
こ
れ
は
晩
唐
の
法
宝

大
師
玄
暢
（
七
九
七
～
八
七
五
、
伝
は
『
宋
高
僧
伝
』
巻
一
七
に
録
す
）
の
『
四
分
律
行
事
鈔
顕
正
記
』
に
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
『
四
分
律
行
事
鈔
顕
正
記
』
は
散
逸
し
た
た
め
、
こ
こ
で
は
、
呉
越
国
の
景
霄
（
生
卒
不
詳
、
伝
は
『
宋
高
僧
伝
』
巻
一
六
に
録

す
）
撰
述
の
『
四
分
律
行
事
鈔
簡
正
記
』
巻
一
五
に
引
用
さ
れ
た
『
顕
正
記
』
の
関
連
内
容
に
つ
い
て
検
討
す
る
。　

　
　
　

法
宝
大
師
玄
暢
は
〈『
四
分
律
行
事
鈔
顕
正
記
』
に
次
の
よ
う
に
〉
述
べ
る
。

　

金
剛
密
迹
の
由
来
に
つ
い
て
、
確
か
に
、
す
で
に
『
大
宝
積
経
』
に
因
縁
談
が
記
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
こ
こ
で
は

『
正
法
念
経
』
の
所
説
に
従
い
た
い
。

　

過
去
世
に
羼
勇
王
と
い
う
国
王
が
い
た
。
国
王
の
二
人
の
夫
人
の
う
ち
、
そ
の
第
一
夫
人
は
千
人
の
子
息
を
生
ん
だ
。

子
息
た
ち
は
と
も
に
仏
道
の
修
行
に
励
み
、
い
ず
れ
、
成
仏
す
る
見
込
み
で
あ
っ
た
。
国
王
は
千
人
の
子
息
の
成
仏
の
順
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序
を
い
ち
早
く
知
る
た
め
、
金
瓶
に
一
か
ら
千
ま
で
の
数
字
が
書
か
れ
た
く
じ
を
入
れ
、
王
宮
に
千
人
の
子
息
を
呼
び
、

く
じ
引
き
を
命
じ
た
。
後
に
俱
留
孫
仏
に
な
る
王
子
は
一
番
く
じ
を
得
て
、
釈
迦
仏
に
な
る
王
子
は
四
番
く
じ
を
得
た
。

し
か
し
、
千
番
目
の
く
じ
を
手
に
し
た
楼
至
仏
に
な
る
予
定
の
王
子
は
、「
衆
生
は
先
に
成
仏
さ
れ
た
兄
た
ち
に
す
べ
て

救
わ
れ
、
こ
の
千
番
く
じ
を
引
い
た
私
に
は
救
う
べ
き
衆
生
が
だ
れ
も
残
っ
て
い
な
い
の
で
は
…
」
と
焦
り
だ
し
大
泣
き

し
た
。
こ
れ
を
聞
き
、
父
親
の
国
王
は
「
衆
生
は
無
量
無
数
で
あ
り
、
た
と
え
最
も
遅
く
に
成
仏
す
る
と
し
て
も
悲
し
ん

で
泣
く
必
要
は
な
い
」
と
慰
め
た
。

　

こ
こ
に
登
場
し
た
楼
至
仏
は
、「
胡
盧
支
」
と
音
訳
さ
れ
、
中
国
で
は
「
愛
子
」
と
も
意
訳
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
国

王
の
末
子
と
し
て
、
父
か
ら
も
っ
と
も
寵
愛
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

国
王
の
第
二
夫
人
は
「
正
念
」
と
「
法
意
」
の
名
を
持
つ
二
人
の
子
息
を
産
む
。
こ
の
二
人
は
、
千
人
の
兄
が
将
来
次

第
に
仏
に
な
る
こ
と
を
聞
き
、
敢
え
て
成
仏
し
な
い
と
の
大
願
を
誓
っ
た
。
一
人
は
、
大
梵
天
に
な
り
、
仏
に
な
り
遂
げ

た
兄
た
ち
に
積
極
的
に
説
法
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
援
助
し
た
い
と
い
い
、
も
う
一
人
は
密
迹
金
剛
に
な
り
、
仏
に

な
り
遂
げ
た
兄
た
ち
の
護
衛
を
し
た
い
と
い
う
。

　
〈
法
宝
大
師
玄
暢
が
言
う
、〉
以
上
の
内
容
は
、
す
べ
て
『
正
法
念
経
』
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
登
場
し
た
金
剛

神
は
、
実
は
第
二
夫
人
の
次
子
、
法
意
太
子
で
あ
り
、
楼
至
仏
の
化
身
で
は
な
い
。

（
宝
曰
、『
大
宝
積
経
』
文
、
咸
有
緣
起
。
今
且
准
『
正
法
念
経
』
所
説
。
昔
有
国
王
、
名
為
羼
勇
王
。
有
二
夫
人
、
第
一
夫
人
生
千
子
、

皆
修
行
俱
、
合
得
成
仏
。
其
王
城
〈
誠
〉
欲
千
子
成
道
前
後
、
遂
将
千
著
置
金
瓶
中
、
挙
著
紫
金
楼
上
、
令
千
子
抽
之
。
俱
留
孫
得
第
一
、

釈
迦
得
第
四
。
乃
至
楼
至
得
第
一
千
、
彼
作
念
云
、「
一
切
有
情
皆
被
諸
兄
度
尽
、
我
有
何
人
得
度
。」
遂
乃
啼
泣
。
父
王
告
之
、「
衆
生

界
無
尽
、
不
用
悲
泣
。」
又
此
楼
至
、
亦
云
「
胡
盧
支
」、
此
云
「
愛
子
」。
謂
王
之
小
子
、
甚
愛
惜
故
。
其
第
二
夫
人
有
二
子
、
一
名
正
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念
、
二
名
法
意
。
聞
千
兄
次
第
成
仏
、
遂
乃
発
願
言
、
我
不
成
仏
。
一
願
為
梵
王
、
請
千
兄
転
法
輪
。
一
願
為
蜜
〈
密
〉
迹
金
剛
、
護

千
兄
教
法
。
已
上
所
列
、
並
是
経
文
。
准
此
金
剛
神
、
是
第
二
夫
人
次
子
法
意
太
子
、
且
非
楼
至
如
来
化
身
也
。）

 

景
霄
『
四
分
律
行
事
鈔
簡
正
記
』
巻
一
五

　
『
宋
高
僧
伝
』
に
よ
れ
ば
、
安
徽
省
宣
城
出
身
の
玄
暢
は
二
十
歲
で
福
州
の
兜
率
戒
壇
に
て
具
足
戒
を
受
け
、
そ
の
後
、
一

人
で
長
安
に
行
き
、
曽
て
南
山
道
宣
が
住
持
し
た
西
明
寺
で
戒
律
の
研
究
に
励
ん
だ
。
会
昌
破
仏
の
時
に
、
長
安
仏
教
界
の
代

表
と
し
て
推
挙
さ
れ
、
唐
の
武
宗
と
の
直
接
交
渉
に
臨
ん
だ
。
し
か
し
、
武
宗
は
彼
の
進
言
を
退
け
、
玄
暢
は
還
俗
を
余
儀
な

く
さ
れ
た
。
宣
宗
の
代
で
は
仏
教
界
に
復
帰
し
、
紫
衣
の
着
用
を
勅
許
さ
れ
た
。
懿
宗
の
代
に
な
る
と
、
戒
律
の
講
義
を
六
十

回
ほ
ど
開
催
し
、
数
千
人
の
弟
子
を
育
成
し
た
。
さ
ら
に
追
福
院
の
首
領
（
院
主
）
お
よ
び
總
持
寺
の
維
那
に
も
任
命
さ
れ
、

「
法
宝
大
師
」
の
号
を
下
賜
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

　

玄
暢
が
述
べ
た
『
正
法
念
経
』
由
来
の
金
剛
密
迹
因
縁
談
は
、
現
存
す
る
『
正
法
念
経
』
に
は
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
、

玄
暢
が
『
宝
積
経
』
の
説
を
知
っ
た
上
で
、
あ
え
て
金
剛
密
迹
の
由
来
伝
説
を
『
正
法
念
経
』
に
よ
る
と
決
め
た
点
は
、
記
憶

の
間
違
い
と
も
言
い
難
い
。
さ
ら
に
、『
正
法
念
経
』
の
説
は
、『
宝
積
経
』
の
説
と
比
べ
、
明
ら
か
に
内
容
が
異
な
る
箇
所
も

あ
る
た
め
、
金
剛
密
迹
因
縁
談
の
一
種
で
あ
る
と
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
前
述
し
た
『
上
生
経
』
由
来
の
金
剛
密
迹
因
縁
談
は
後
に
、『
義
楚
六
帖
』「
幽
冥
鬼
神
部
」「
金
剛
」
項
の

「
名
曰
婁
至
」
条
に
吸
収
さ
れ
、「
金
剛
密
迹
」
は
、
実
は
婁
至
の
化
身
で
あ
る
と
の
異
説
が
派
生
し
た
。
玄
暢
説
を
正
義
と
認

め
る
景
霄
の
『
四
分
律
行
事
鈔
簡
正
記
』
巻
一
六
に
よ
れ
ば
、「
婁
至
化
身
」
の
異
説
は
唐
代
の
呉
郡
双
林
寺
の
長
寿
大
師
志

鴻
の
『
四
分
律
行
事
鈔
搜
玄
録
』
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
玄
暢
説
を
以
て
こ
の
誤
り
を
正
す
こ
と
が
で
き
る
と
言
う
。
玄
暢
の
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こ
の
「
金
剛
密
迹
は
婁
至
仏
の
化
身
で
は
な
い
」
と
い
う
訂
正
は
、
後
の
宋
代
天
台
の
諸
師
た
ち
に
も
正
説
と
し
て
受
け
継
が

れ
た
。

二
︑
金
剛
像
の
威
儀
と
安
置

　

日
本
で
は
「
金
剛
密
迹
」
を
「
仁
王
」
と
言
う
こ
と
が
多
く
、
規
模
の
大
き
い
寺
院
に
は
、
唐
宋
代
の
中
国
寺
院
の
様
式
に

真
似
し
、
仏
敵
の
侵
入
を
防
ぐ
た
め
、
山
門
に
二
体
の
「
仁
王
」
像
を
安
置
す
る
こ
と
が
あ
る
。
行
霆
が
描
い
た
「
赤
色
」、

「
半
裸
」、「
裸
足
」、「
手
に
金
剛
杵
」
な
ど
の
は
っ
き
り
し
た
特
徴
は
、
現
代
の
寺
院
の
金
剛
像
に
も
見
て
取
れ
る
。

金
剛
密
迹
の
威
儀
に
つ
い
て

　
『
重
編
諸
天
伝
』
の
中
で
、
行
霆
は
「
上
半
身
は
裸
体
で
、
目
を
丸
く
し
て
睨
み
、
口
を
開
い
て
怒
鳴
り
の
相
を
示
し
、
全

身
は
赤
色
で
、
髪
を
頭
上
に
束
ね
、
手
に
金
剛
杵
を
持
ち
、
両
足
に
は
靴
な
ど
を
履
か
ず
、
雄
々
し
く
堂
々
た
る
姿
で
あ
っ

た
」
と
金
剛
密
迹
の
威
儀
を
説
明
し
た
。

　

世
間
に
「
鬼
に
金
棒
」
の
こ
と
わ
ざ
が
あ
る
よ
う
に
、
金
剛
密
迹
が
手
に
持
つ
「
金
剛
杵
」
は
金
剛
の
素
材
で
作
ら
れ
た
棍

棒
と
し
て
想
起
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
実
は
、「
金
剛
杵
」
の
形
に
は
決
ま
り
が
存
在
す
る
。

　

無
著
菩
薩
の
『
金
剛
般
若
論
』
巻
上
は
、「
金
剛
杵
」
の
形
を
「
初
後
闊
、
中
則
狭
」
と
し
、
そ
の
両
端
の
突
き
出
し
た
部

分
は
大
き
く
見
え
、
真
ん
中
握
り
の
部
分
が
細
い
と
示
し
て
い
る
。
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唐
代
の
天
竺
三
蔵
輸
波
迦
羅
訳
の
『
蘇
婆
呼
童
子
請
問
経
』
巻
上
は
、「
金
剛
杵
」
の
長
さ
に
は
、
八
指
、
十
指
、
十
二
指
、

十
六
指
、
二
十
指
な
ど
の
違
い
が
あ
る
と
し
、
さ
ら
に
目
的
に
応
じ
て
使
用
す
る
原
料
も
異
な
る
と
い
う
。

　

宋
代
の
天
息
災
訳
の
『
一
切
如
来
大
秘
密
王
未
曽
有
最
上
微
妙
大
曼
拏
羅
経
』
巻
五
で
は
、
様
々
な
菩
薩
が
持
つ
形
の
異
な

る
「
金
剛
杵
」
の
様
子
を
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　

因
み
に
、
金
剛
密
迹
が
持
つ
「
金
剛
杵
」
に
つ
い
て
、
晩
唐
の
玄
暢
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
「
金
剛
」
は
も
と
も
と
金
剛
密
迹
神
の
持
ち
物
の
呼
び
名
で
あ
り
、
梵
語
の
音
訳
は
「
跋
折
羅
」
と
言
い
、
中
国
で
は

そ
れ
を
「
金
剛
」
と
意
訳
し
た
。
そ
の
先
端
部
の
形
は
三
角
錐
の
よ
う
で
、
そ
ば
の
種
に
似
て
、
固
く
て
世
間
万
物
を
砕

く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
特
徴
に
よ
り
金
剛
密
迹
神
の
持
ち
物
の
名
称
が
決
め
ら
れ
、
金
剛
密
迹
神
を
顕
彰
す
る

名
号
に
も
な
っ
た
。

（
金
剛
本
是
杵
号
、
梵
語
跋
折
羅
、
此
云
金
剛
。
状
有
三
陵
、
如
喬
麦
子
、
能
摧
万
物
。
取
此
杵
名
、
以
彰
神
号
。）

 

景
霄
『
四
分
律
行
事
鈔
簡
正
記
』
巻
一
六

　

玄
暢
が
指
摘
し
た
「
金
剛
杵
」
が
そ
ば
の
種
に
似
て
い
る
と
の
説
明
は
、
非
常
に
想
像
し
や
す
い
。
そ
ば
種
の
三
角
に
と
が

っ
た
鋭
利
な
様
子
は
、
ま
さ
に
「
金
剛
杵
」
の
先
端
部
分
と
一
致
す
る
。

　

平
安
時
代
日
本
天
台
宗
の
僧
侶
で
あ
る
五
大
院
安
然
（
生
卒
不
詳
、
九
世
紀
中
葉
～
十
世
紀
前
半
に
活
躍
）
は
、『
胎
蔵
金
剛
菩

提
心
義
略
問
答
抄
』
巻
二
（
同
巻
五
に
も
）
に
、「『
注
梵
網
経
』
云
、『
昔
有
千
二
王
子
、
時
千
王
子
発
心
成
仏
、
其
二
王
子
誓

護
仏
法
。』
今
諸
寺
門
金
剛
力
士
二
像
是
也
」
と
指
摘
し
た
。
こ
の
指
摘
か
ら
、
平
安
時
代
初
期
の
日
本
で
は
、
す
で
に
『
宝
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積
経
』
由
来
の
伝
説
に
基
づ
き
、
寺
院
の
山
門
に
二
体
の
金
剛
力
士
像
が
建
立
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

鶴
見
の
曹
洞
宗
大
本
山
總
持
寺
の
三
門
（
仏
殿
前
の
広
場
に
入
る
門
、「
三
解
脱
門
」
ま
た
「
山
門
」
と
も
言
う
。
寺
院
の
仏
殿
に
至

る
ま
で
通
り
か
か
る
三
箇
所
の
門
、
総
門
、
中
門
、
山
門
で
あ
る
と
の
解
釈
も
見
ら
れ
る
が
、
一
般
的
に
は
寺
院
の
入
り
口
を
指
す
。
道
誠

『
釈
氏
要
覧
』
巻
上
「
寺
院
三
門
」
条
を
参
照
）
に
は
、「
仁
王
」
像
が
納
め
ら
れ
て
い
る
。
赤
色
で
は
な
い
も
の
の
、
そ
の
姿
は
行

霆
の
記
述
通
り
で
あ
る
。
名
称
も
「
仁
王
」
で
は
な
く
、
口
を
開
い
た
方
を
「
密
迹
金
剛
」、
口
を
閉
じ
た
方
を
「
那
羅
延
金

剛
」
と
さ
れ
て
い
る
。『
重
編
諸
天
伝
』
の
説
明
に
従
え
ば
、「
密
迹
」
及
び
「
那
羅
延
」
は
い
ず
れ
も
金
剛
神
の
訳
名
で
あ
る

た
め
、
總
持
寺
の
三
門
に
祀
る
二
体
の
金
剛
像
も
、
同
じ
金
剛
神
の
分
身
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
な
の
か
、
そ
れ
と
も
別
々
の

金
剛
神
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
な
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

　

増
上
寺
（
東
京
都
港
区
）
の
旧
台
徳
院
霊
廟
惣
門
に
安
置
さ
れ
た
二
体
の
「
仁
王
」
像
は
、
全
身
赤
色
で
、
そ
の
容
貌
も
行

霆
の
記
述
と
全
く
一
緒
で
あ
る
。
港
区
の
教
育
委
員
会
の
紹
介
資
料
に
よ
れ
ば
、
現
在
は
「
仁
王
像
」
と
さ
れ
て
お
り
、「
金

剛
」
と
さ
れ
た
痕
跡
は
な
か
っ
た
。
恐
ら
く
、
埼
玉
県
北
足
立
郡
戸
塚
村
（
現
在
の
川
口
市
西
立
野
）
の
真
言
宗
西
福
寺
に
あ
っ

た
こ
の
二
体
の
金
剛
像
が
、
浅
草
寺
や
増
上
寺
へ
と
転
々
と
す
る
う
ち
に
、「
仁
王
像
」
と
名
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

行
霆
が
述
べ
た
金
剛
密
迹
の
威
儀
は
、
日
本
の
寺
院
に
見
ら
れ
る
仁
王
像
及
び
金
剛
像
の
特
徴
と
も
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
行
霆

の
記
述
の
元
と
な
る
出
典
は
、
全
く
見
当
た
ら
な
い
も
の
の
、
長
い
年
月
を
経
て
も
金
剛
密
迹
の
姿
が
変
わ
ら
ず
定
着
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
、
仏
教
伝
承
の
力
強
さ
を
物
語
る
。
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三
門
に
金
剛
像
安
置
に
関
す
る
論
争

　

行
霆
は
『
重
編
諸
天
伝
』
の
序
文
の
あ
と
に
「
諸
天
の
総
別
、
位
次
の
争
い
に
決
着
を
付
け
た
い
」
と
の
論
考
を
述
べ
、
寺

院
で
諸
般
の
法
要
が
行
わ
れ
る
時
に
、
諸
天
を
奉
請
す
る
に
あ
た
り
、
金
剛
密
迹
を
単
体
の
天
神
と
し
て
安
置
す
べ
き
で
あ
る

と
し
、
道
場
図
を
書
い
て
配
置
場
所
ま
で
明
確
に
指
定
し
た
。
ま
た
「
金
剛
密
迹
伝
」
で
も
、
様
々
の
経
典
に
お
い
て
、
金
剛

密
迹
の
数
は
五
百
、
八
万
、
ま
た
は
無
量
無
数
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
金
光
明
懺
法
な
ど
の
法
要
を
行
う
天
台

寺
院
で
は
、
安
置
す
べ
き
金
剛
密
迹
は
や
は
り
単
体
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
し
か
し
、
同
じ
『
重
編
諸
天
伝
』
の

「
金
剛
密
迹
伝
」
に
は
、
二
聖
寺
の
金
剛
霊
験
談
を
取
り
上
げ
る
に
あ
た
り
、
二
体
の
金
剛
像
を
祀
る
寺
院
の
存
在
を
認
め
、

そ
の
正
当
性
に
つ
い
て
、
な
に
も
論
議
し
て
い
な
い
。

　

二
聖
寺
は
湖
北
省
公
安
県
に
あ
り
、
古
来
よ
り
金
剛
霊
験
の
話
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
五
代
後
唐
の
学
者
孫
光
憲
（
？
～
九
六

八
）
の
『
北
夢
瑣
言
』
巻
九
に
、「
公
安
県
に
あ
る
寺
院
に
は
、
二
体
の
金
剛
神
が
祀
ら
れ
、
そ
の
地
の
人
た
ち
は
こ
れ
を
『
二

聖
』
と
呼
び
、
た
く
さ
ん
の
霊
験
が
あ
っ
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

南
宋
の
陸
游
（
一
一
二
五
～
一
二
一
〇
）
の
『
入
蜀
記
』
に
、「
こ
の
「
二
聖
報
恩
光
孝
禅
寺
」
の
『
二
聖
』
は
青
葉
髻
如
来

と
婁
至
徳
如
来
の
こ
と
で
あ
る
。
と
も
に
金
剛
力
士
の
形
を
し
、
高
さ
は
二
丈
あ
ま
り
（
現
在
の
六
メ
ー
ト
ル
半
ぐ
ら
い
）
で
あ

る
。
怒
り
の
相
に
し
て
威
勢
が
よ
く
、
迫
力
も
あ
っ
た
。
仏
殿
の
正
中
に
は
釈
迦
の
像
、
そ
の
右
に
大
聖
の
青
葉
髻
、
そ
の
左

に
二
聖
の
婁
至
徳
が
あ
る
。『
大
乗
悲
分
陀
利
経
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
二
聖
は
と
も
に
娑
羅
浮
殊
童
子
の
転
生
で
あ
り
、
も
と

も
と
同
一
人
物
で
あ
る
」
と
い
う
。

　

南
宋
の
范
成
大
（
一
一
二
六
～
一
一
九
三
）
の
『
呉
船
録
』
に
、「
ほ
か
の
寺
院
に
は
よ
く
「
仏
門
」（
寺
の
入
り
口
の
こ
と
）
に
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二
体
の
金
剛
神
を
侍
立
さ
れ
る
が
、
二
聖
寺
で
は
そ
う
で
は
な
く
、
わ
ざ
わ
ざ
仏
殿
に
金
剛
神
二
体
を
安
置
さ
れ
て
い
る
」
と

い
う
。

　
『
呉
船
録
』
に
よ
れ
ば
、
二
聖
寺
の
金
剛
像
は
仏
殿
に
安
置
さ
れ
た
た
め
、
金
剛
像
を
寺
院
の
入
り
口
に
安
置
す
る
ほ
か
の

寺
院
と
は
異
な
る
。
こ
の
記
述
か
ら
、
三
門
（
ま
た
は
山
門
）
に
二
体
の
金
剛
像
を
建
立
す
る
の
が
宋
代
寺
院
の
一
つ
の
慣
習

で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
慣
習
に
つ
い
て
、
北
宋
初
期
の
天
台
宗
の
孤
山
智
円
は
『
金
光
明
経
文
句
索
隠
記
』
に
、「
最
近
の
寺
院
の
入
り
口
に

は
、
二
体
の
金
剛
像
が
建
立
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
本
来
の
仏
寺
院
の
や
り
方
で
は
な
く
、
後
世
の
人
た
ち
が
、
見
た
目
が

よ
い
と
考
え
、
一
対
の
金
剛
像
を
置
い
た
か
ら
で
あ
る
。
金
剛
密
迹
は
も
と
も
と
一
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
今
伽
藍
之
門

有
二
身
者
、
乃
後
人
立
之
以
相
対
耳
。
其
実
但
有
一
人
也
）
と
示
す
一
方
、「
こ
れ
は
臨
機
応
変
な
方
法
で
あ
り
、
寺
院
の
入
り
口
に

一
対
の
金
剛
像
を
置
く
こ
と
は
決
し
て
不
適
切
な
こ
と
で
は
な
い
」（
応
変
無
方
、
多
亦
無
咎
）
と
一
定
の
理
解
を
示
し
た
。
智

円
の
こ
の
説
は
、
後
に
知
礼
の
『
金
光
明
経
文
句
記
』
に
収
録
さ
れ
、
寺
院
の
三
門
（
ま
た
は
山
門
）
に
便
宜
上
に
一
対
の
金

剛
像
を
置
く
一
つ
の
理
由
と
な
っ
た
。

　

智
円
及
び
知
礼
の
見
解
に
つ
い
て
、
反
論
を
試
み
た
の
が
後
世
の
宋
代
天
台
宗
に
属
す
る
従
義
と
宗
暁
の
二
人
で
あ
っ
た
。

従
義
の
『
金
光
明
経
文
句
新
記
』
に
は
、
理
由
を
明
か
さ
ず
、
た
だ
智
円
説
に
問
題
が
あ
る
と
示
す
の
に
対
し
、
宗
暁
の
『
金

光
明
経
照
解
』「
問
答
釈
疑
」
の
第
十
二
番
の
問
答
で
は
、「
智
円
の
説
は
仏
教
の
儀
軌
伝
統
を
守
っ
て
い
な
い
。
仏
教
の
諸
経

典
に
お
け
る
、
金
剛
密
迹
の
数
に
関
す
る
記
述
は
様
々
で
あ
り
、
都
合
の
た
め
だ
け
に
金
剛
密
迹
の
数
を
二
体
に
限
定
す
る
こ

と
に
は
無
理
が
あ
る
」
と
し
た
。
さ
ら
に
宗
暁
は
、
当
時
の
雲
間
訳
梵
と
い
う
僧
が
、『
楞
厳
経
』
に
基
づ
い
て
三
門
に
置
か

れ
た
二
体
の
金
剛
は
と
も
に
仏
法
を
護
衛
す
る
烏
芻
瑟
摩
金
剛
と
密
迹
金
剛
の
二
人
で
あ
る
と
称
え
た
説
に
つ
い
て
も
、「
烏
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芻
瑟
摩
金
剛
と
密
迹
金
剛
は
確
か
に
仏
教
を
護
衛
す
る
神
で
あ
る
が
、
三
門
に
安
置
す
る
こ
と
は
、
ど
の
経
典
も
書
い
て
い
な

い
。
そ
も
そ
も
密
迹
金
剛
は
釈
尊
が
遊
行
す
る
と
き
に
そ
の
左
右
に
追
随
す
る
護
衛
神
で
あ
り
、
三
門
に
置
く
像
で
は
な
い
」

と
批
判
し
、「
ど
う
し
て
も
三
門
に
守
護
神
の
像
を
置
き
た
い
の
で
あ
れ
ば
、『
毘
奈
耶
律
』（
義
浄
訳
四
十
巻
『
根
本
説
一
切
有
部

毘
奈
耶
雑
事
』
の
こ
と
）
が
記
す
『
寺
門
の
両
側
に
は
杖
を
持
つ
夜
叉
を
描
く
べ
き
』
と
い
う
説
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
は
世
尊
が
自
ら
示
し
た
教
え
で
あ
る
」
と
、
三
門
に
安
置
す
る
守
護
神
が
夜
叉
で
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
問
題
に
な
ら
な
い

と
主
張
し
た
。

　

し
か
し
、
宗
鑑
の
天
台
宗
史
伝
書
『
釈
門
正
統
』
巻
三
で
は
、
再
び
智
円
説
を
復
権
さ
せ
た
。「『
五
分
律
』
は
た
し
か
に
、

仏
の
周
囲
に
は
五
百
の
金
剛
が
い
る
と
い
う
が
、
今
時
の
三
門
に
置
か
れ
た
二
体
の
金
剛
は
、
こ
の
五
百
の
金
剛
の
中
の
二
体

で
あ
り
、
疑
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
」（
又
五
分
律
云
、
仏
四
面
有
五
百
金
剛
。
今
状
其
二
、
無
可
疑
也
）
と
、
寺
院
の
三
門
に
二
体

の
金
剛
が
建
立
さ
れ
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
と
判
定
し
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
宋
代
天
台
教
団
に
発
生
し
た
密
迹
金
剛
像
の
安
置
議
論
に
つ
い
て
、
以
下
の
通
り
、
賛
成
派
と
反
対
派
の

双
方
の
争
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

　

第
一
に
、
両
者
は
、
い
ず
れ
も
密
迹
金
剛
が
元
々
一
体
の
み
で
あ
る
と
認
め
て
い
る
。
ま
た
通
常
の
仏
会
、
金
光
明
懺
儀
な

ど
の
法
要
及
び
輪
蔵
を
護
衛
す
る
「
八
大
神
将
」
に
登
場
し
た
密
迹
金
剛
は
、
一
体
の
み
で
あ
る
と
判
定
す
る
点
も
、
共
通
す

る
。

　

し
か
し
、
山
門
に
安
置
す
る
金
剛
像
に
つ
い
て
は
、
賛
成
派
は
、
時
に
分
身
の
形
で
、
時
に
烏
芻
瑟
摩
金
剛
及
び
密
迹
金
剛

の
組
み
合
わ
せ
の
形
で
、
二
体
の
像
を
以
て
山
門
の
前
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
と
判
断
し
た
。
一
方
、
反
対
派
は
、
山
門
に
金

剛
像
を
安
置
す
る
こ
と
す
ら
認
め
な
い
。
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第
二
に
、
密
迹
金
剛
を
山
門
に
置
く
根
拠
に
つ
い
て
、
反
対
派
は
、『
毘
奈
耶
律
』
に
よ
れ
ば
寺
門
の
両
側
に
は
杖
を
持
つ

夜
叉
神
を
置
く
べ
し
と
示
し
、
密
迹
金
剛
を
安
置
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
賛
成
派
は
『
重
編
諸
天
伝
』

「
金
剛
密
迹
伝
」
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
た
『
倶
舎
論
』
の
「
妙
高
山
に
は
諸
天
を
護
衛
す
る
た
め
に
五
百
人
の
『
金
剛
手
』
と

い
う
名
の
薬
叉
神
が
住
ん
で
い
る
」
と
の
記
述
の
よ
う
に
、『
毘
奈
耶
律
』
の
説
に
従
い
、
夜
叉
の
別
名
を
持
つ
金
剛
神
を
山

門
の
守
護
神
と
し
て
受
け
入
れ
た
。

宋
代
以
前
諸
寺
院
に
於
け
る
金
剛
像
の
安
置

　

宋
代
以
前
の
寺
院
の
諸
記
録
を
再
び
確
認
す
る
と
、
寺
院
の
入
り
口
の
み
な
ら
ず
、
本
殿
の
内
外
に
も
金
剛
像
を
置
く
例
が

見
ら
れ
る
。

　

唐
代
法
琳
の
『
破
邪
論
』
に
、
仏
を
護
衛
す
る
金
剛
像
は
、
左
右
対
称
の
二
体
で
あ
る
と
言
う
。

　

釈
尊
が
遊
行
に
出
か
け
る
時
に
、
帝
釈
天
は
そ
の
前
に
道
を
開
き
、
説
法
が
終
わ
れ
ば
、
大
梵
天
は
そ
の
後
を
護
衛
す

る
。
左
に
い
る
金
剛
密
迹
は
、
世
間
の
悪
を
滅
ぼ
し
。
右
に
い
る
金
剛
密
迹
は
、
民
衆
に
善
を
増
長
さ
せ
る
。

（
出
則
帝
釈
居
前
、
入
則
梵
王
従
後
。
左
輔
密
迹
、
以
滅
悪
為
功
。
右
弼
金
剛
、
以
長
善
為
務
。）『
広
弘
明
集
』
巻
十
一

　

し
か
し
、『
増
一
阿
含
経
』
で
は
、
世
尊
遊
行
時
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
記
し
た
。
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釈
尊
が
遊
行
に
出
か
け
る
時
に
、
大
梵
天
と
帝
釈
天
は
手
に
払
子
を
持
ち
、
釈
尊
の
左
右
に
侍
立
す
る
。
密
迹
金
剛
力

士
は
金
剛
杵
を
手
に
し
、
釈
尊
の
後
ろ
に
立
つ
。
毘
沙
門
天
は
七
宝
の
傘
を
持
っ
て
、
空
中
か
ら
釈
尊
を
翳か

ざ

す
。

（
梵
天
王
在
如
来
右
、
釈
提
桓
因
在
如
来
左
、
手
執
払
。
密
迹
金
剛
力
士
在
如
来
後
、
手
執
金
剛
杵
。
毘
沙
門
天
王
手
執
七
宝
之
蓋
、
処

虚
空
中
、
在
如
来
上
。）

 

『
増
一
阿
含
経
』
巻
二
二
「
須
陀
品
」

　

法
琳
（
五
七
二
～
六
四
〇
）
の
『
破
邪
論
』
は
、
道
士
出
身
の
排
仏
論
を
主
張
す
る
官
僚
傅
奕
を
論
破
す
る
た
め
に
、
秦
王
の

李
世
民
に
呈
上
し
た
反
論
で
あ
る
。『
増
一
阿
含
経
』
の
記
述
と
は
異
な
り
、
敢
え
て
左
右
対
称
の
金
剛
像
を
文
中
に
記
し
た

こ
と
は
、
王
子
の
李
世
民
に
仏
教
の
秩
序
を
教
え
る
目
的
で
は
あ
る
が
、
唐
の
始
め
に
す
で
に
こ
の
よ
う
な
置
き
方
が
一
般
化

さ
れ
、
こ
の
よ
う
な
書
き
方
が
伝
わ
り
や
す
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

晩
唐
の
張
彦
遠
（
生
卒
不
詳
）
の
『
歴
代
名
画
記
』
に
は
、
洛
陽
の
敬
愛
寺
東
禅
院
の
塑
像
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
記
す
。

　

東
禅
院
の
般
若
台
の
中
に
飾
る
仏
教
の
諸
法
具
、
中
門
に
置
く
二
体
の
神
将
、
大
門
の
内
外
の
四
体
の
金
剛
像
及
び
そ

れ
ぞ
れ
二
体
あ
る
獅
子
像
、
昆
侖
奴
像
、
さ
ら
に
迎
送
す
る
た
め
の
金
剛
神
王
像
及
び
四
大
獅
子
の
像
、
食
堂
と
講
堂
に

置
く
二
体
の
聖
僧
の
像
は
、
ど
れ
も
竇
弘
果
が
作
っ
た
も
の
で
あ
る
。

（
東
禅
院
般
若
台
内
仏
事
、
中
門
両
神
、
大
門
内
外
四
金
剛
并
獅
子
崑
崙
各
二
、
并
迎
送
金
剛
神
王
及
四
大
獅
子
、
両
食
堂
講
堂
両
聖
僧
。

已
上
並
是
竇
弘
果
塑
。）

 

『
歴
代
名
画
記
』
巻
三
「
敬
愛
寺
」
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敬
愛
寺
の
別
院
と
見
ら
れ
る
東
禅
院
で
は
、
大
殿
の
入
り
口
に
四
体
の
金
剛
像
を
置
く
ほ
か
、
法
要
を
行
う
時
に
導
師
送
迎

の
た
め
の
金
剛
神
も
置
か
れ
て
い
た
。『
歴
代
名
画
記
』
で
は
こ
の
よ
う
な
仏
像
の
安
置
法
は
、
初
唐
の
国
使
と
し
て
三
度
も

イ
ン
ド
な
ど
西
域
地
域
に
使
し
た
王
玄
策
が
西
域
の
寺
院
を
模
写
し
た
図
案
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

　

四
方
ま
た
は
四
角
に
四
体
の
金
剛
像
を
置
く
様
子
に
つ
い
て
、
唐
代
不
空
訳
『
法
華
曼
荼
羅
威
儀
形
色
法
経
』
で
は
次
の
よ

う
に
語
る
。

　

四
大
金
剛
は
仏
法
を
護
持
す
る
た
め
に
、
一
切
の
煩
悩
を
除
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
中
略
）
第
二
院
で
は
、
そ
の
東

門
に
金
剛
鎖
菩
薩
を
置
き
、
南
門
に
金
剛
鈴
菩
薩
を
置
き
、
本
尊
で
あ
る
多
宝
如
来
を
奉
る
宝
塔
の
前
に
は
金
剛
鉤
菩
薩

を
置
き
、
北
門
に
金
剛
索
菩
薩
を
置
く
（
中
略
）
第
三
院
で
は
、
東
門
に
持
国
天
王
を
置
き
、
南
門
に
毘
楼
勒
叉
天
王
を

置
き
、
西
門
に
毘
楼
博
叉
天
王
を
置
き
、
北
門
に
大
梵
天
王
を
置
く
（
中
略
）
さ
ら
に
、
第
三
院
の
東
北
の
角
に
聖
烏
芻

沙
摩
金
剛
を
置
き
、
東
南
方
の
角
に
聖
軍
吒
利
金
剛
を
置
く
、
西
南
方
の
角
に
聖
不
動
尊
金
剛
を
置
き
、
西
北
の
角
に
聖

除
三
世
金
剛
を
置
く
。

（
四
大
金
剛
所
護
持
故
。
浄
除
一
切
塵
垢
（
中
略
）
次
於
第
二
院
、
於
其
東
門
置
金
剛
鎖
菩
薩
、
南
門
置
金
剛
鈴
菩
薩
、
当
塔
前
金
剛
鉤

菩
薩
、
北
門
金
剛
索
菩
薩
（
中
略
）
次
於
第
三
重
院
、
東
門
置
持
国
天
王
、
南
門
置
毘
楼
勒
叉
天
王
、
西
門
置
毘
楼
博
叉
天
王
、
北
門

置
大
梵
天
王
（
中
略
）
於
東
北
隅
聖
烏
芻
沙
摩
金
剛
、
東
南
方
隅
置
聖
軍
吒
利
金
剛
、
西
南
方
隅
置
聖
不
動
尊
金
剛
、
西
北
隅
置
聖
除

三
世
金
剛
。）

 

不
空
訳
『
法
華
曼
荼
羅
威
儀
形
色
法
経
』
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『
法
華
曼
荼
羅
威
儀
形
色
法
経
』
に
記
さ
れ
た
金
剛
神
は
、
金
剛
菩
薩
と
護
法
の
金
剛
の
二
種
に
見
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
の
他
、

護
法
の
四
天
王
や
天
竜
八
部
も
安
置
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
こ
れ
は
曼
荼
羅
を
描
く
時
の
位
置
設
定
で
あ
り
、
実
際
の
寺
院
も

同
じ
よ
う
に
安
置
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
。

　

北
宋
の
黄
休
復
（
生
卒
不
詳
）『
益
州
名
画
録
』
に
は
、
当
時
の
四
川
地
域
の
絵
師
た
ち
が
、
頻
繁
に
寺
門
に
二
体
の
金
剛
像

を
画
い
た
こ
と
を
記
録
さ
れ
て
い
た
。
開
成
年
間
（
八
三
六
～
八
四
〇
）
に
范
瓊
は
大
聖
慈
寺
石
経
院
の
門
に
、
宝
暦
年
間
（
八

二
五
～
八
二
六
）
に
左
全
は
大
聖
慈
寺
極
樂
院
の
門
に
、
長
興
年
間
（
九
三
〇
～
九
三
四
）
に
蒲
師
訓
は
大
聖
慈
寺
観
音
院
の
門
に
、

そ
れ
ぞ
れ
二
体
の
金
剛
像
を
画
か
さ
れ
た
と
い
う
。

　

大
聖
慈
寺
は
四
川
成
都
に
あ
る
寺
院
で
あ
り
、『
通
志
』
に
よ
れ
ば
、
唐
の
粛
宗
（
七
一
一
～
七
六
二
、
七
五
六
～
七
六
二
在

位
）
の
勅
賜
寺
院
で
あ
る
た
め
、
特
例
と
し
て
会
昌
の
破
仏
か
ら
免
れ
た
成
都
唯
一
の
寺
院
で
あ
る
と
い
う
。『
仏
祖
統
紀
』

に
よ
れ
ば
、
勅
賜
寺
院
で
あ
る
た
め
、
大
聖
慈
寺
は
九
十
六
の
別
院
を
持
つ
成
都
の
大
寺
で
あ
る
と
い
う
。

　

北
宋
の
李
之
純
（
生
卒
不
詳
）
の
「
大
聖
慈
寺
画
記
」
は
、
会
昌
の
破
仏
か
ら
逃
れ
、
仏
教
芸
術
の
最
後
の
牙
城
と
な
っ
た

大
聖
慈
寺
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
記
す
。

　

こ
の
国
の
唐
代
の
仏
画
を
語
る
時
、
成
都
ほ
ど
も
の
が
多
い
と
こ
ろ
は
な
い
。
成
都
の
仏
画
を
語
る
時
、
大
聖
慈
寺
ほ

ど
素
晴
ら
し
い
も
の
が
多
い
と
こ
ろ
は
な
い
（
中
略
）
大
聖
慈
寺
は
全
部
で
九
十
六
の
別
院
を
持
ち
、
閣
、
殿
、
塔
、
庁
、

堂
、
房
、
廊
で
分
類
す
れ
ば
、
お
お
よ
そ
八
千
五
百
二
十
四
の
建
物
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
建
物
に
飾

ら
れ
た
諸
仏
如
来
の
絵
の
数
は
一
千
二
百
十
五
、
菩
薩
の
絵
の
数
は
一
万
四
百
八
十
八
、
帝
釈
梵
王
の
絵
の
数
は
六
十
八
、

羅
漢
像
及
び
祖
師
像
の
数
は
一
千
七
百
八
十
五
、
天
王
、
明
王
、
大
神
将
の
絵
の
数
は
二
百
六
十
二
で
あ
り
、
仏
会
及
び
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霊
験
談
ま
た
説
話
な
ど
の
壁
画
は
一
百
五
十
八
面
で
あ
る
。
た
だ
し
夾
紵
像
、
雕
像
、
塑
像
の
数
は
こ
の
統
計
に
含
ま
れ

て
い
な
い
。

（
挙
天
下
之
言
唐
画
者
、
莫
如
成
都
之
多
。
就
成
都
較
之
、
莫
如
大
聖
慈
寺
之
盛
（
中
略
）
総
九
十
六
院
、
按
閣
殿
塔
庁
堂
房
廊
、
無
慮

八
千
五
百
二
十
四
間
。
画
諸
仏
如
来
一
千
二
百
一
十
五
、
菩
薩
一
万
四
百
八
十
八
、
帝
釈
梵
王
六
十
八
、
羅
漢
祖
僧
一
千
七
百
八
十
五
、

天
王
明
王
大
神
将
二
百
六
十
二
、
仏
会
経
験
変
相
一
百
五
十
八
堵
。
夾
紵
雕
塑
者
不
與
焉
。）

 

宋
・
扈
仲
栄
編
『
成
都
文
類
』
巻
四
十
五

　

こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
、
宋
代
天
台
教
団
の
教
理
面
に
お
け
る
金
剛
密
迹
設
置
の
是
非
論
議
と
は
別
に
、
唐
代
よ
り
、
一
部
の

寺
院
は
す
で
に
複
数
の
金
剛
神
を
寺
院
内
ま
た
は
寺
門
に
設
置
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
営
造
の
様
式
は

宋
代
以
降
に
一
つ
の
伝
統
と
し
て
伝
わ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

宋
代
以
降
中
国
寺
院
に
於
け
る
金
剛
像
の
安
置

　

宋
代
禅
宗
の
寺
院
で
は
三
門
に
金
剛
神
を
安
置
す
る
慣
習
が
あ
る
。
西
巌
了
慧
禅
師
（
一
一
九
八
～
一
二
六
二
）
は
、「
三
門

八
字
打
開
、
左
右
青
葉
婁
至
」（『
西
巌
和
尚
語
録
』
巻
上
「
元
宵
上
堂
」）
の
偈
句
を
作
り
、
当
時
の
禅
寺
の
三
門
の
左
右
に
は
青

葉
髻
と
婁
至
徳
の
二
体
の
金
剛
力
士
の
姿
を
す
る
像
が
置
か
れ
て
い
た
と
い
う
。
西
巌
了
慧
は
当
時
の
五
山
第
一
寺
径
山
万
寿

寺
住
職
無
準
師
範
（
一
一
七
七
～
一
二
四
九
）
の
高
弟
で
あ
り
、
寧
波
天
童
寺
、
温
州
能
仁
寺
な
ど
の
大
寺
を
歴
住
し
た
高
僧
で

も
あ
る
。
こ
の
偈
句
の
内
容
に
よ
り
、
当
時
の
禅
寺
の
三
門
に
は
、
二
体
の
金
剛
神
が
安
置
さ
れ
る
こ
と
が
常
識
の
よ
う
で
あ
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っ
た
と
分
か
る
。

　

西
巌
了
慧
の
門
弟
で
あ
る
月
澗
文
明
禅
師
（
生
卒
不
詳
）
も
「
左
婁
至
、
右
青
葉
」（『
月
澗
和
尚
語
録
』
巻
上
「
饒
州
薦
福
禅
寺

語
録
」）
と
い
う
提
唱
を
後
世
に
残
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
二
体
の
金
剛
力
士
の
左
右
の
位
置
を
再
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
置

か
れ
た
位
置
は
陸
游
の
『
入
蜀
記
』
の
記
述
と
同
じ
で
あ
る
。

　

無
著
道
忠
の
『
禅
林
象
器
箋
』「
霊
像
門
」
の
「
密
迹
金
剛
」
条
に
、「
禅
刹
の
山
門
に
も
金
剛
像
を
安
置
し
、
世
間
に
は
こ

れ
を
『
二
王
』
と
名
づ
け
る
」、「『
二
王
』
は
法
意
太
子
の
化
身
、
密
迹
金
剛
と
も
言
う
。
し
か
し
中
国
の
禅
語
録
で
は
ほ
と

ん
ど
『
青
葉
仏
』
及
び
『
婁
至
仏
』
と
呼
び
、
こ
の
二
人
の
仏
は
金
剛
力
士
の
形
と
し
て
世
に
現
れ
た
」
と
い
う
。
お
そ
ら
く

こ
の
宋
代
以
降
に
、
中
国
禅
宗
寺
院
か
ら
始
ま
っ
た
風
調
が
日
本
に
も
浸
透
し
、
禅
宗
寺
院
が
条
件
さ
え
備
わ
れ
ば
、
山
門
に

「
二
王
」
が
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
た
だ
し
、
金
剛
の
名
称
に
つ
い
て
は
、
日
本
の
禅
宗
寺
院
は
五
大
院

安
然
の
時
代
か
ら
伝
わ
っ
た
伝
統
に
従
い
、「
青
葉
仏
」
及
び
「
婁
至
仏
」
の
よ
う
な
新
し
い
呼
び
方
を
採
用
し
な
か
っ
た
。

　

一
方
、
中
国
の
明
清
時
代
に
は
、
寺
院
の
山
門
に
二
体
の
金
剛
像
を
建
立
す
る
こ
と
は
、
ほ
ぼ
定
着
し
、
金
剛
像
の
様
子
に

つ
い
て
も
さ
ら
な
る
変
化
が
生
じ
た
と
見
ら
れ
る
。
明
代
呉
承
恩
の
『
西
遊
記
』
に
、

　

寺
の
山
門
に
入
り
、
両
側
の
赤
い
漆
を
塗
っ
た
柵
の
中
に
、
堂
々
と
二
体
の
金
剛
が
そ
び
え
立
っ
て
い
る
（
中
略
）
第

二
の
山
門
を
通
り
過
ぎ
た
時
、
四
天
王
の
像
が
見
え
る
。
そ
れ
ぞ
れ
持
国
、
多
聞
、
増
長
、
広
目
と
呼
ば
れ
、
東
北
西
南

及
び
風
調
雨
順
の
意
味
を
表
す
。

（
径
入
山
門
、
只
見
両
辺
紅
漆
欄
杆
裡
面
、
高
坐
著
一
対
金
剛
（
中
略
）
又
到
了
二
層
山
門
之
内
、
見
有
四
大
天
王
之
像
。
乃
是
持
国
、

多
聞
、
増
長
、
広
目
、
按
東
北
西
南
、
風
調
雨
順
之
意
。）
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『
西
遊
記
』
第
三
十
六
回
「
心
猿
正
処
諸
縁
伏　

劈
破
傍
門
見
月
明
」

　
『
西
遊
記
』
の
こ
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
明
代
の
寺
院
は
最
初
の
山
門
に
二
体
の
金
剛
像
を
安
置
し
、
そ
の
次
の
山
門
に
は

「
風
調
雨
順
」
を
司
る
四
天
王
の
像
を
安
置
す
る
と
い
う
。

　

同
じ
明
代
の
小
説
『
封
神
演
義
』（
著
者
不
明
、
許
仲
琳
の
作
と
伝
わ
る
）
で
は
、
小
説
上
で
創
作
さ
れ
た
「
哼
哈
二
将
」
を
仏

教
寺
院
の
山
門
に
鎮
座
す
る
二
体
の
金
剛
神
に
指
名
す
る
一
場
面
が
あ
っ
た
。

　

な
ん
じ
ら
二
人
に
西
方
釈
教
の
山
門
に
鎮
護
す
る
こ
と
を
命
じ
、
仏
の
教
化
を
広
め
、
寺
院
の
法
宝
を
守
り
、「
哼
哈

二
将
」
の
神
と
名
付
け
る
。

（
敕
封
爾
等
鎮
守
西
釈
山
門
、
宣
布
教
化
、
保
護
法
宝
、
為
哼
哈
二
将
之
神
。）

 

『
封
神
演
義
』
九
十
九
回
「
姜
子
牙
帰
国
封
神
」

　
『
封
神
演
義
』
に
よ
れ
ば
、「
哼
哈
二
将
」
の
一
人
は
口
を
開
き
、
黄
色
い
息
を
吐
く
こ
と
で
敵
を
倒
し
、
も
う
一
人
は
口
を

閉
じ
、
鼻
か
ら
白
い
息
を
出
す
こ
と
で
敵
を
対
治
す
る
と
い
う
。「
哼
哈
二
将
」
の
原
型
は
恐
ら
く
元
来
仏
教
寺
院
の
山
門
に

立
た
さ
れ
た
阿
と
吽
の
口
型
を
す
る
金
剛
密
迹
神
の
像
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、『
封
神
演
義
』
で
創
作
さ
れ
た
「
魔
家
四
将
」
を
仏
教
の
護
法
四
天
王
に
指
名
す
る
場
面
も
見
ら
れ
る
。

　

な
ん
じ
ら
四
人
に
四
天
王
の
職
を
与
え
、
仏
教
の
諸
教
典
を
護
衛
し
、
そ
れ
ぞ
れ
地
、
水
、
火
、
風
の
相
に
基
づ
く
。
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国
家
を
守
り
、
民
心
を
安
定
さ
せ
、
そ
れ
ぞ
れ
風
、
調
、
雨
、
順
の
力
を
司
る
。
末
永
く
四
天
王
の
大
役
を
果
た
し
、
こ

の
新
任
に
恥
じ
る
こ
と
な
く
日
々
精
進
せ
よ
。
増
長
天
王
魔
礼
青
は
、
青
光
宝
剣
を
管
掌
し
、「
風
」
を
司
る
。
広
目
天

王
魔
礼
紅
は
、
碧
玉
琵
琶
を
管
掌
し
、「
調
」
を
司
る
。
多
聞
天
王
魔
礼
海
は
、
掌
管
混
元
珍
珠
傘
を
管
掌
し
、「
雨
」
を

司
る
。
持
国
天
王
魔
礼
寿
は
、
紫
金
竜
花
狐
貂
を
管
掌
し
、「
順
」
を
司
る
。

（
今
特
敕
封
爾
為
四
大
天
王
之
職
、
輔
弼
西
方
教
典
、
立
地
水
火
風
之
相
、
護
国
安
民
、
掌
風
調
雨
順
之
権
。
永
修
厥
職
、
毋
忝
新
綸
。

増
長
天
王
魔
礼
青
、
掌
青
光
宝
剣
一
口
、
職
風
。
広
目
天
王
魔
礼
紅
、
掌
碧
玉
琵
瑟
一
面
、
職
調
。
多
聞
天
王
魔
礼
海
、
掌
管
混
元
珍

珠
傘
、
職
雨
。
持
国
天
王
魔
礼
寿
、
掌
紫
金
竜
花
狐
貂
、
職
順
。）

 

『
封
神
演
義
』
九
十
九
回
「
姜
子
牙
帰
国
封
神
」

　

以
上
の
よ
う
に
、
明
末
清
初
の
小
説
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
寺
院
の
山
門
に
は
阿
と
吽
の
口
型
を
す
る
二
体
の
金
剛
像

が
置
か
れ
、『
封
神
演
義
』
で
は
民
衆
が
覚
え
や
す
い
よ
う
に
そ
れ
を
「
哼
〈
吽
型
〉
と
哈
〈
阿
型
〉
の
口
型
を
す
る
二
将
」

と
い
う
中
国
神
の
形
と
し
て
世
に
送
り
出
し
た
。
そ
し
て
、『
西
遊
記
』
と
『
封
神
演
義
』
は
い
ず
れ
も
仏
教
の
守
護
神
で
あ

る
四
天
王
に
「
風
、
調
、
雨
、
順
」（
一
年
中
、
風
が
う
ま
く
調
和
さ
れ
、
雨
も
よ
い
具
合
に
降
ら
せ
る
様
子
）
と
い
う
新
し
い
役
割

を
付
与
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

　

そ
の
後
、「
風
、
調
、
雨
、
順
」
と
い
う
新
し
い
役
割
を
持
つ
四
天
王
は
、
次
第
に
中
国
仏
教
の
独
自
性
を
表
す
金
剛
像
、

す
な
わ
ち
「
風
調
雨
順
像
」
へ
と
移
行
し
て
い
く
。
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三
︑
風
調
雨
順
像
と
四
大
金
剛

　
「
風
調
雨
順
」
と
い
う
言
葉
は
、
為
政
者
が
実
施
し
た
徳
政
の
代
名
詞
と
し
て
よ
く
使
わ
れ
て
い
た
。
唐
代
の
呉
兢
の
『
貞

観
政
要
』
巻
九
に
、
唐
の
太
宗
李
世
民
の
「
貞
観
の
治
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

貞
観
年
間
（
六
二
七
～
六
四
九
）
よ
り
始
ま
っ
た
国
政
運
営
は
、
二
十
余
年
を
過
ぎ
、
天
候
は
毎
年
相
変
わ
ら
ず
に
順
調

で
あ
り
、
毎
年
の
豊
作
に
よ
り
歳
入
も
増
え
て
い
る
。
人
民
に
は
自
然
災
害
に
よ
る
疲
憊
が
な
く
、
国
に
は
飢
饉
に
よ
る

人
災
も
起
き
て
い
な
い
。

（
貞
観
已
来
二
十
有
余
載
、
風
調
雨
順
、
年
登
歲
稔
。
人
無
水
旱
之
弊
、
国
無
饑
饉
之
災
。）

 

『
貞
観
政
要
』
巻
九
「
征
伐
」

　
「
風
調
雨
順
」
の
一
語
も
ま
た
、
禅
宗
に
と
っ
て
も
非
常
に
な
じ
み
の
あ
る
言
葉
の
一
つ
で
あ
る
。
日
本
曹
洞
宗
が
毎
年
の

四
月
か
ら
七
月
に
行
っ
て
い
た
修
行
僧
の
安
居
を
祈
念
す
る
法
要
「
楞
厳
会
」
に
お
い
て
、
必
ず
毎
朝
に
諷
唱
す
る
「
普
回

向
」
に
、「
国く

う
か
い
あ
ん
に
ん
ひ
ん
か
あ
し
よ
う

界
安
寧
兵
革
銷
、
風
ふ
う
ち
よ
う
ゆ
う
じ
ゆ
ん
み
ん
こ
う
ら
あ

調
雨
順
民
康
楽
」
の
一
句
が
あ
る
。
こ
れ
は
訓
読
せ
ず
に
中
国
本
土
由
来
の
唐
宋
音
で
唱

え
る
こ
と
を
基
本
と
す
る
。

　

こ
の
「
楞
厳
会
」
の
「
普
回
向
」
は
、
南
宋
の
真し

ん
け
つ
せ
い
り
よ
う

歇
清
了
禅
師
（
一
〇
八
九
～
一
一
五
一
）
の
作
と
言
わ
れ
て
い
た
。「
風
調

雨
順
」
の
意
義
を
仏
教
の
回
向
に
導
入
し
た
の
も
宋
代
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
ど
の
時
代
に
四
天
王
の
四
人
に
「
風
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調
雨
順
」
の
役
割
を
分
担
さ
せ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
前
述
す
る
『
西
遊
記
』
と
『
封
神
演
義
』
の
ほ
か
、
明
代
万
暦
年
間

（
一
五
七
三
～
一
六
二
〇
）
の
成
立
と
見
ら
れ
る
小
説
『
金
瓶
梅
』（
著
者
不
明
。
笑
笑
生
の
作
と
伝
わ
る
）
に
も
、
当
時
の
寺
院
に

お
け
る
「
風
調
雨
順
」
像
の
様
子
に
つ
い
て
の
詩
文
が
見
え
る
。

　

前
殿
に
は
風
調
雨
順
を
司
る
四
天
王
が
置
か
れ
、
後
殿
に
は
過
去
仏
の
釈
迦
と
未
来
仏
の
弥
勒
を
供
養
す
る
。

（
前
殿
塑
風
調
雨
順
、
後
殿
供
過
去
未
来
。）

 

『
金
瓶
梅
』
八
十
九
回
「
清
明
節
寡
婦
上
新
墳　

永
福
寺
夫
人
逢
故
主
」

　
『
金
瓶
梅
』
に
お
け
る
寺
院
の
描
写
に
登
場
し
た
「
前
殿
」
と
は
、
恐
ら
く
明
代
以
降
の
寺
院
に
よ
く
見
ら
れ
る
四
天
王
を

奉
る
「
天
王
殿
」
の
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。「
天
王
殿
」
は
唐
宋
時
代
の
毘
沙
門
天
の
み
を
奉
る
「
天
王
堂
」
と
は
異
な

り
、
四
天
王
を
一
堂
に
奉
る
の
が
特
徴
で
あ
り
、
現
代
中
国
の
仏
教
寺
院
も
「
天
王
殿
」
を
建
立
す
る
伝
統
を
受
け
継
い
で
い

る
。
そ
の
歴
史
的
変
遷
に
つ
い
て
は
、
佐
々
木
日
嘉
里
の
最
新
研
究
「
中
国
禅
宗
建
築
史
に
お
け
る
「
天
王
殿
」
の
位
置
づ

け
」（『
禅
学
研
究
』
九
八
号
、
二
〇
二
〇
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
こ
で
は
、「
風
調
雨
順
像
」
が
中
国
仏
教
の
寺
院
に
現
れ
た
諸

事
例
に
注
目
し
た
い
。

風
調
雨
順
像
の
出
現

　

明
代
以
降
、「
風
、
調
、
雨
、
順
」
の
役
割
が
付
与
さ
れ
た
四
天
王
を
「
風
調
雨
順
像
」
と
言
い
、
さ
ら
に
こ
れ
を
「
四
金
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剛
」
と
言
う
場
合
も
あ
る
。

　

明
代
に
博
識
第
一
と
言
わ
れ
、
正
德
六
年
科
挙
試
験
の
状
元
（
首
席
合
格
者
）
で
あ
る
楊
慎
（
一
四
八
八
～
一
五
五
九
）
は
、
当

時
の
「
風
調
雨
順
像
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

こ
の
ご
ろ
の
仏
寺
の
山
門
に
侍
立
さ
れ
た
金
剛
像
、
す
な
わ
ち
「
風
、
調
、
雨
、
潤
」
を
司
る
四
人
の
金
剛
の
こ
と
に

つ
い
て
、
手
に
剣
を
執
る
者
は
「
風
」
を
司
る
金
剛
で
あ
り
、
琵
琶
を
弾
く
者
は
「
調
」
を
司
る
金
剛
で
あ
り
、
傘
を
持

つ
者
は
「
雨
」
を
司
る
金
剛
で
あ
り
、
手
に
蛇
を
握
る
者
は
「
蜃
〈
潤
〉」
を
司
る
金
剛
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
蚌
も
蜃
も
、

種
類
が
同
じ
て
も
そ
の
姿
形
が
異
な
る
。

（
今
寺
門
金
剛
風
調
雨
潤
、
手
執
剣
者
、
風
也
。
弾
琵
琶
者
、
調
也
。
執
傘
者
、
雨
也
。
手
中
如
蛇
者
、
蜃
也
。
則
與
「
蚌
、
蜃
」
字
同

物
異
。）

 

『
升
菴
集
』
巻
四
十
四
「
蜃
」

　

楊
慎
の
こ
の
「
風
調
雨
潤0

」
説
（「
風
調
雨
順0

」
で
は
な
く
）
は
、
明
末
の
天
啓
二
年
（
一
六
二
二
）
刊
行
の
張
存
紳
（
生
卒
不

詳
）
の
俗
語
辞
書
『
雅
俗
稽
言
』
巻
二
十
「
人
物
・
仙
釈
」
の
「
風
調
雨
潤0

」
条
に
そ
の
ま
ま
継
承
さ
れ
、
さ
ら
に
世
間
一
般

に
四
金
剛
を
「
風
調
雨
順0

」
と
い
う
の
は
誤
り
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
し
か
し
、
楊
慎
の
『
芸
林
伐
山
』
は
四
金
剛
を
「
風
調

雨
順
」
と
明
言
し
た
こ
と
が
あ
る
た
め
、「
風
調
雨
順
」
の
言
い
方
を
誤
り
だ
と
断
言
す
る
『
雅
俗
稽
言
』
の
見
解
は
一
面
的

で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

無
著
道
忠
は
、
こ
の
『
升
菴
集
』
に
あ
る
楊
慎
の
説
を
『
禅
林
象
器
箋
』
に
収
録
し
、「
風
調
雨
順
像
」
に
つ
い
て
は
、
疑
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義
を
呈
し
た
。

　

日
本
で
は
「
風
調
雨
順
」
を
司
る
四
人
の
金
剛
像
を
見
た
こ
と
が
な
く
、
ま
た
経
典
よ
り
確
実
な
根
拠
も
存
在
し
な
い
。

恐
ら
く
近
ご
ろ
の
中
国
で
、
ふ
ざ
け
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
楊
慎
が
記
し
た
内
容
は
、
一
応
「
密
迹
金
剛
」
条
の

附
録
と
し
て
収
録
す
る
。
ま
た
「
手
に
蛇
を
握
る
者
は
『
潤
』
を
司
る
金
剛
で
あ
る
」
と
い
う
べ
き
内
容
の
は
ず
だ
が
、

「
蛇
を
握
る
者
は
『
蜃
』
を
司
る
金
剛
で
あ
る
」
な
ど
と
記
述
さ
れ
、
そ
の
意
味
は
難
解
で
、
誤
字
脱
字
の
あ
る
可
能
性

も
考
え
ら
れ
る
。

（
日
本
不
見
此
四
像
、
又
無
本
拠
。
恐
中
華
末
代
妄
造
。
今
且
附
見
于
金
剛
下
。
又
可
言
「
手
中
握
如
蛇
者
、
潤
也
」。「
如
蛇
者
、
蜃

也
」
寫
者
、
以
為
累
文
訛
脱
。）

 

『
禅
林
象
器
箋
』「
霊
像
門
」「
密
迹
金
剛
」
条

　

道
忠
が
「
累
文
訛
脱
」
と
指
摘
し
た
箇
所
に
つ
い
て
は
、
同
じ
楊
慎
の
『
芸
林
伐
山
』
で
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

　

今
寺
門
金
剛
風
調
雨
順0

、
手
執
剣
者
、
風
也
。
弾
琵
琶
者
、
調
也
。
執
傘
者
、
雨
也
。
手
中
如
蛇
者
、
蜃
也
。
則
與
「
蚌
、
蜃
」
字
、

同
物
異
音0

。

 

『
芸
林
伐
山
』
巻
七
「
蜃
」（
傍
点
は
『
升
菴
集
』
と
異
な
る
箇
所
）

　

こ
こ
で
は
、『
升
菴
集
』
に
書
い
た
「
風
調
雨
潤0

」
で
は
な
く
、
従
来
通
り
「
風
調
雨
順0

」
に
な
っ
て
い
た
。
ま
た
道
忠
が
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「
脱
字
の
可
能
性
が
あ
る
」
と
の
指
摘
は
正
し
か
っ
た
。『
芸
林
伐
山
』
の
記
述
で
は
、「
蛇
」
そ
の
も
の
は
、「
蚌
、
蜃
」
の
二

物
と
と
も
に
、
み
な
同
種
の
も
の
に
よ
る
変
身
で
あ
り
、
発
音
だ
け
が
異
な
る
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。

　

明
代
の
顔
文
選
（
生
卒
不
詳
、
一
五
八
六
年
、
す
な
わ
ち
万
暦
一
四
年
の
進
士
）
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

　

い
ま
ど
き
の
仏
寺
の
山
門
で
見
か
け
る
「
風
調
雨
順
」
を
司
る
四
体
の
金
剛
像
の
う
ち
、
手
に
握
る
蛇
を
「
蜃
」
と
解

釈
す
る
説
が
あ
り
、
そ
れ
は
「
蜃シ

ン

」
の
発
音
が
「
順シ
ユ
ン」
と
同
じ
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。『
月
令
』
に
は
「
雉き
じ

が
海
に
入
っ

て
、
蜃

は
ま
ぐ
りに
変
身
す
る
」
と
言
い
、
そ
の
注
記
に
は
「
晋
代
の
張
華
は
武
器
庫
に
現
れ
た
雉
を
見
て
、
こ
れ
は
蛇
か
ら
の
変

身
で
あ
る
と
言
っ
た
と
こ
ろ
、
雉
の
側
に
本
当
に
蛇
の
ぬ
け
が
ら
が
あ
っ
た
」
の
逸
話
が
引
用
さ
れ
た
た
め
、
金
剛
像
の

手
に
握
っ
た
蛇
は
や
は
り
「
順
」
と
同
じ
発
音
を
持
つ
「
蜃
」
の
こ
と
で
あ
る
。

（
今
寺
門
金
剛
風
調
雨
順
、
執
蛇
者
蜃
也
、
與
順
同
音
。『
月
令
』「
雉
入
大
水
為
蜃
」、
註
引
「
張
華
識
武
庫
中
雉
、
云
必
蛇
所
化
、
旁

果
有
蛇
蛻
。」
蛇
為
蜃
也
。）

 

『
駱
丞
集
注
』
巻
一
「
在
江
南
贈
宋
五
之
問
」
の
注
記

　

顔
文
選
の
注
に
示
さ
れ
た
こ
の
説
明
は
、
楊
慎
の
説
と
類
似
す
る
が
、
楊
慎
説
の
不
明
確
な
箇
所
に
『
礼
記
』「
月
令
篇
」

の
説
を
取
り
上
げ
て
補
足
し
た
。「
蜃
」
の
発
音
が
「
順
」
と
同
じ
で
あ
る
と
い
う
指
摘
も
楊
慎
説
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で

あ
る
。『
礼
記
』「
月
令
篇
」
の
該
当
注
記
は
元
代
の
陳
澔
の
『
礼
記
集
説
』
巻
三
の
説
で
あ
る
と
見
ら
れ
、
ま
た
張
華
の
逸
話

も
『
晋
書
』
の
「
張
華
伝
」
に
見
え
る
。
発
音
や
出
典
な
ど
を
介
し
て
、
理
路
整
然
と
説
明
を
し
た
つ
も
り
で
あ
る
も
の
の
、

「
蛇
」
を
「
順
」
に
辿
る
ま
で
の
解
釈
は
判
然
と
し
な
い
点
も
多
々
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
仏
教
を
中
国
化
す
る
長
い
歴
史
の
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中
に
現
れ
た
様
々
な
事
例
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
ど
の
時
代
に
も
起
こ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
と
も
言
え
る
。

　

ち
な
み
に
、
後
世
で
は
、
顔
文
選
の
「
同
音
説
」
に
啓
発
さ
れ
、
民
衆
た
ち
は
、
手
に
剣
を
執
る
者
が
「
風
」
を
司
る
金
剛

と
な
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、
剣
の
「
鋒

ほ
こ
さ
き」（

フ
ァ
ン
）
は
「
風
」（
フ
ァ
ン
）
と
同
音
の
た
め
、
都
合
の
よ
い
解
釈
を
生
み
出
し
た

と
い
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
道
忠
が
「
風
調
雨
順
像
」
を
「
無
本
拠
」（
経
典
よ
り
確
実
な
根
拠
が
な
い
）
と
指
摘
し
た
点
に
つ
い
て
、
そ
れ
は

剣
や
琵
琶
や
傘
そ
し
て
蛇
ま
で
を
手
に
し
た
「
風
調
雨
順
像
」
が
、
伝
統
的
な
四
天
王
像
の
様
子
か
ら
大
幅
に
乖
離
し
た
こ
と

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
元
王
朝
が
中
国
を
統
一
し
た
あ
と
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
民
間
へ
の
浸
透
に
よ
り
、
四
天
王
像
の
様
子
が
変
わ
っ
た

こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

　

元
世
祖
フ
ビ
ラ
イ
か
ら
「
江
浙
釈
教
都
総
統
」
と
任
命
さ
れ
た
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
僧
侶
沙
囉
巴
（
シ
ェ
ー
ラ
ブ
・
パ
ル
、
一
二

五
九
～
一
三
一
四
）
は
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
サ
キ
ャ
派
（
赤
帽
派
）
の
座
主
八
思
巴
（
パ
ク
パ
ま
た
は
パ
ス
パ
と
も
言
う
、
一
二
三
五
～

一
二
八
〇
）
の
門
下
生
で
あ
る
。
彼
が
漢
訳
し
た
密
教
典
籍
『
薬
師
琉
璃
光
王
七
仏
本
願
功
德
経
念
誦
儀
軌
供
養
法
』
の
中
で

は
、
四
天
王
像
の
そ
れ
ぞ
れ
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

東
方
の
持
国
大
天
王
は
、
そ
の
全
身
は
白
色
で
、
琵
琶
を
手
に
す
る
。

南
方
の
増
長
大
天
王
は
、
そ
の
全
身
は
青
色
で
、
宝
剣
を
手
に
す
る
。

西
方
の
広
目
大
天
王
は
、
そ
の
全
身
は
紅
色
で
、
罥
索
を
手
に
す
る
。

北
方
の
多
聞
大
天
王
は
、
そ
の
全
身
は
緑
色
で
、
宝
叉
を
手
に
す
る
。
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（
東
方
持
国
大
天
王
、
其
身
白
色
持
琵
琶
。
南
方
増
長
大
天
王
、
其
身
青
色
執
宝
剣
。
西
方
広
目
大
天
王
、
其
身
紅
色
執
罥
索
。
北
方
多

聞
大
天
王
、
其
身
緑
色
執
宝
叉
。）

 

『
薬
師
琉
璃
光
王
七
仏
本
願
功
德
経
念
誦
儀
軌
供
養
法
』

　

元
の
時
代
に
、
中
国
仏
教
の
牙
城
と
も
言
う
べ
き
江
浙
地
域
の
指
導
者
と
な
っ
た
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
僧
侶
沙
囉
巴
が
漢
訳
の

形
で
示
し
た
四
天
王
の
造
型
は
、
明
清
時
代
の
「
風
調
雨
順
像
」
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。

　

元
王
朝
が
仏
像
営
造
の
基
準
を
改
革
し
た
点
に
つ
い
て
は
、
清
代
の
工
布
查
布
（
生
卒
不
詳
、
十
七
世
紀
後
半
～
十
八
世
紀
中

葉
）
の
『
造
像
量
度
経
』
の
「
引
」（
序
文
の
意
味
）
に
よ
れ
ば
、
元
の
世
祖
フ
ビ
ラ
イ
は
国
師
八
思
巴
の
推
薦
を
受
け
入
れ
、

西
域
出
身
の
仏
像
職
人
阿
尼
哥
と
そ
の
弟
子
の
劉
元
（
河
北
省
宝
坻
の
出
身
）
の
た
め
に
梵
像
提
挙
司
（
国
立
仏
像
製
造
局
）
を
新

設
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
元
来
の
仏
像
営
造
の
流
派
「
漢
式
」
の
ほ
か
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
に
親
し
み
や
す
い
「
梵
式
」
営
造
法

を
正
式
に
中
国
の
仏
教
界
に
取
り
入
れ
た
。
ま
た
劉
元
の
仏
像
営
造
の
技
法
が
絶
妙
で
あ
り
、
都
の
北
京
に
あ
る
様
々
な
名
刹

の
仏
像
の
模
様
替
え
は
、
ほ
と
ん
ど
劉
元
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

　
「
江
浙
釈
教
都
総
統
」
沙
囉
巴
が
敢
え
て
従
来
の
「
漢
式
」
の
四
天
王
の
営
造
法
を
無
視
し
、
供
養
法
に
「
梵
式
」
の
四
天

王
像
を
取
り
入
れ
る
こ
と
も
、
元
王
朝
が
推
進
し
た
仏
像
営
造
基
準
の
改
革
の
産
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
の
ほ
か
、
琵
琶
を
手
に
す
る
東
方
天
王
の
記
述
は
、
唐
代
の
善
無
畏
三
蔵
訳
の
『
尊
勝
仏
頂
脩
瑜
伽
法
軌
儀
』
巻
下
に
も

見
ら
れ
る
た
め
、「
風
調
雨
順
像
」
の
造
型
は
必
ず
し
も
道
忠
が
言
う
、
ふ
ざ
け
て
作
ら
れ
た
全
く
根
拠
の
な
い
も
の
で
あ
る

と
は
言
え
な
い
。

　
「
風
調
雨
順
像
」
の
出
現
は
、
仏
教
の
中
国
化
過
程
の
一
つ
の
出
来
事
で
あ
る
と
言
え
る
。
政
治
の
極
致
で
あ
る
「
風
調
雨
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順
」
の
意
味
を
、
ま
ず
仏
教
の
回
向
に
導
入
し
、
僧
侶
た
ち
が
国
家
と
宗
教
と
の
接
点
を
見
つ
け
、
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
の
天
王

に
意
味
を
当
て
は
め
、
同
時
に
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
か
ら
伝
え
ら
れ
た
色
鮮
や
か
な
天
王
像
と
統
合
さ
せ
、
僧
侶
で
は
な
く
、
文
人

の
豊
か
な
想
像
力
の
も
と
で
説
話
ま
た
は
小
説
の
形
で
世
に
定
着
さ
せ
、
数
世
紀
に
亘
り
中
国
社
会
の
大
多
数
の
民
衆
に
受
け

入
れ
ら
れ
る
形
に
辿
り
着
き
、
こ
の
「
風
調
雨
順
像
」
が
よ
う
や
く
出
現
し
た
と
言
え
る
。
そ
の
後
、
中
国
民
間
に
お
い
て
は
、

「
風
調
雨
順
像
」
が
い
よ
い
よ
四
大
金
剛
像
へ
と
移
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

四
金
剛
の
出
現
と
定
着

　

宋
代
か
ら
寺
院
の
山
門
に
て
侍
立
さ
れ
る
こ
と
が
ほ
ぼ
定
着
し
た
二
体
の
金
剛
像
の
名
称
に
つ
い
て
、
明
代
の
神
魔
小
説

『
封
神
演
義
』
の
影
響
力
に
よ
っ
て
、「
青
葉
、
婁
至
」
の
よ
う
な
禅
宗
由
来
の
呼
び
方
は
消
え
て
な
く
な
り
、
一
部
の
僧
侶
を

除
き
、
ほ
と
ん
ど
の
民
衆
が
こ
れ
を
中
国
土
着
の
神
々
で
あ
る
と
思
い
込
み
、
現
代
に
至
る
ま
で
「
哼
哈
二
将
」
と
呼
ん
で
い

る
。

　

一
方
、
四
天
王
の
代
名
詞
の
一
つ
と
し
て
、「
四
金
剛
」
と
い
う
造
語
が
明
代
以
降
に
仏
教
界
の
み
な
ら
ず
、
一
般
民
衆
ま

で
に
使
わ
れ
始
め
た
の
で
あ
る
。「
四
天
王
」
を
「
四
金
剛
」
と
言
い
替
え
た
の
は
楊
慎
で
は
な
い
か
と
い
う
説
も
見
ら
れ
る

が
、
実
際
の
明
代
当
時
は
広
く
使
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

明
の
正
徳
十
三
年
（
一
五
一
八
）
に
、
成
化
二
十
三
年
（
一
四
八
七
）
進
士
出
身
の
李
堂
（
生
卒
不
詳
、
一
説
で
は
一
四
六
二
～
一

五
二
四
）
が
撰
述
し
た
「
重
修
阿
育
王
寺
上
塔
碑
」（
明
代
郭
子
章
『
阿
育
王
山
志
』
巻
三
）
に
は
、「
像
塑
三
宝
、
諸
天
、
十
八
羅

漢
、
四
金
剛
、
八
菩
薩
、
土
地
、
聖
僧
。
綵
繪
金
碧
、
為
之
煥
然
」（
伽
藍
に
奉
ら
れ
た
諸
天
、
十
八
羅
漢
、
四
金
剛
、
八
菩
薩
、
土
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地
神
、
聖
僧
な
ど
の
諸
尊
像
を
作
り
直
し
、
き
れ
い
に
金
泥
や
彩
色
を
塗
り
、
す
っ
か
り
と
新
し
く
仕
上
げ
た
）
と
記
し
、
阿
育
王
寺
の

九
十
四
世
住
職
で
あ
る
広
福
が
寺
院
を
再
建
す
る
際
に
、
四
天
王
像
と
見
ら
れ
る
「
四
金
剛
」
像
を
も
一
新
し
た
と
言
う
。

　

し
か
し
、
明
の
万
暦
年
間
（
一
五
七
三
～
一
六
〇
八
）
の
刊
行
と
見
ら
れ
る
陸
嘘
云
（
生
卒
不
詳
）
の
俗
語
辞
書
『
世
事
通
考
』

で
は
、「
金
剛
」
を
「
四
天
王
」
と
同
一
視
し
な
い
。

　

仏
土
に
は
八
人
の
神
が
い
る
。
そ
の
相
貌
は
荒
々
し
く
怖
く
、
身
に
金
色
の
甲
を
着
け
、
手
に
宝
刀
を
持
つ
。
こ
れ
ら

の
神
は
「
金
剛
」
と
呼
ば
れ
、
む
か
し
世
尊
が
雷
音
寺
に
説
法
す
る
時
の
護
衛
で
あ
っ
た
。

（
西
方
有
神
八
人
、
相
貌
獰
獰
、
身
披
金
甲
、
手
持
宝
刀
、
名
之
金
剛
。
嘗
衛
世
尊
説
法
于
雷
音
寺
。）

 

『
世
事
通
考
』
巻
上
「
釈
道
類
」「
金
剛
」

　

日
本
曹
洞
宗
泉
岳
寺
（
東
京
都
港
区
）
の
山
門
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
「
萬
松
山
」
の
額
、
そ
し
て
同
宗
青
松
寺
（
東
京
都
港

区
）
の
山
門
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
「
萬
年
山
」
の
額
は
、
と
も
に
明
末
の
高
僧
為
霖
道
霈
（
一
六
一
五
～
一
七
〇
二
）
に
よ
る
揮

毫
で
あ
る
。
為
霖
の
語
録
『
餐
香
録
』
に
次
の
よ
う
な
提
唱
が
記
さ
れ
て
い
た
。

　

三
門
か
ら
仏
殿
ま
で
建
物
は
整
然
に
配
置
さ
れ
、
四
人
の
金
剛
神
は
と
も
に
こ
こ
を
守
る
。

（
三
門
仏
殿
長
相
対
、
四
大
金
剛
眼
共
覷
。）

 

『
餐
香
録
』
巻
上
「
小
参
」
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こ
こ
に
登
場
し
た
「
四
大
金
剛
」
は
、
三
門
に
建
て
ら
れ
た
四
天
王
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

清
代
の
康
煕
五
十
六
年
（
一
七
一
七
）
に
刊
行
さ
れ
た
王
棠
（
生
卒
不
詳
。
伝
は
阮
元
『
淮
海
英
霊
集
』
巻
七
参
照
）
の
『
燕
在
閣

知
新
録
』
に
「
寺
門
四
金
剛
」
の
項
目
が
収
録
さ
れ
た
。

　

寺
の
三
門
に
奉
ら
れ
た
四
人
の
金
剛
神
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
宝
物
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
世
間
は
よ
く
彼

ら
を
「
風
、
調
、
雨
、
順
」
の
四
事
を
司
る
神
で
あ
る
と
言
う
。
手
に
剣
を
執
る
者
は
、「
風
」
を
司
る
神
で
あ
り
、
琵

琶
を
弾
く
者
は
、「
調
」
を
司
る
神
で
あ
り
、
傘
を
持
つ
者
は
、「
雨
」
を
司
る
神
で
あ
り
、
手
に
蛇
を
握
る
者
は
「
順
」

を
司
る
神
で
あ
る
。
し
か
し
「
順
」
の
説
明
だ
け
は
理
解
し
に
く
い
。
む
か
し
楊
慎
の
『
芸
林
伐
山
』
に
は
、「
握
ら
れ

た
る
蛇
の
こ
と
は
、
蜃

お
お
は
ま
ぐ
りの
こ
と
で
あ
る
。
蜃
の
形
は
蛇
に
似
て
、
蛇
よ
り
も
大
き
い
。
だ
か
ら
蛇
は
蚌
や
蜃
と
、
も
と

も
と
み
な
同
じ
物も

の

種だ
ね

で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
言
い
方
や
発
音
だ
け
が
異
な
る
」
と
い
う
解
釈
が
見
ら
れ
る
。

（
寺
門
金
剛
、
各
執
一
物
。
俗
謂
之
風
調
雨
順
。
手
執
剣
者
、
風
也
。
執
琵
琶
者
、
調
也
。
執
傘
者
、
雨
也
。
執
蛇
者
、
順
也
。
独
順
字

思
之
不
得
其
解
。
升
菴
『
芸
林
伐
山
』
云
、「
執
蛇
者
、
蜃
也
。
蜃
形
似
蛇
而
大
。
與
蚌
蜃
同
物
異
音
耳
。」）

 

『
燕
在
閣
知
新
録
』
巻
九
「
寺
門
四
金
剛
」

　

こ
こ
で
、
四
金
剛
の
由
来
に
つ
い
て
、
王
棠
は
楊
慎
説
を
取
り
上
げ
つ
つ
も
、
理
解
に
苦
し
む
と
の
結
論
を
呈
し
た
。『
燕

在
閣
知
新
録
』
の
学
術
価
値
に
つ
い
て
、
清
代
考
証
学
の
第
一
人
者
で
あ
る
阮
元
（
一
七
六
四
～
一
八
四
九
）
は
か
つ
て
「
先
人

の
様
々
な
論
述
を
集
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
根
拠
を
考
証
し
、
そ
の
上
で
論
断
を
下
す
。
顧
炎
武
の
『
日
知
録
』
に
は
及
ば
な
い
が
、

楊
慎
の
『
丹
鉛
録
』
を
遥
か
に
超
え
て
い
る
」（
採
集
衆
論
、
考
其
原
始
、
参
以
論
断
、
雖
未
及
顧
氏
『
日
知
録
』、
而
遠
出
楊
慎
『
丹
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鉛
録
』）
と
、
王
棠
の
学
問
態
度
は
楊
慎
よ
り
も
真
面
目
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　

百
科
事
典
全
書
の
よ
う
な
存
在
と
な
っ
た
『
燕
在
閣
知
新
録
』
は
、
王
棠
以
降
の
学
者
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
清
代
の

翟
灏
（
？
～
一
七
八
八
）
は
自
ら
編
集
し
た
俗
語
辞
書
『
通
俗
編
』
の
中
で
、
王
棠
説
（『
通
俗
編
』
は
王
棠
を
「
王
業
」
と
誤
っ
て

引
用
し
た
）
を
取
り
上
げ
、
改
正
（
傍
点
箇
所
参
照
）
を
も
行
っ
た
。

　

王
業
〈
棠
〉『
燕
在
閣
知
新
録
』。
凡
寺
門
金
剛
、
各
執
一
物
。
俗
謂
風
調
雨
順
。
執
剣
者
、
風
也
。
執
琵
琶
者
、
調
也
。
執
傘
者
、

雨
也
。
執
蛇
者
、
順
也
。
独
順
字
思
之
不
得
其
解
。
升
菴
『
芸
林
伐
山
』
云
，「
所
執
非
蛇

0

0

，
乃
蜃
也
，
蜃
形
似
蛇
而
大
，
字
音
如
順

0

0

0

0

。」

 

『
通
俗
編
』
巻
十
「
祝
誦
」「
風
調
雨
順
」
条

　

王
棠
が
か
つ
て
理
解
に
苦
し
む
と
論
じ
た
蛇
を
持
つ
金
剛
の
由
来
に
つ
い
て
、
翟
灏
は
明
代
の
顔
文
選
と
同
じ
よ
う
に
、
中

国
人
の
親
し
み
や
す
い
「
同
音
、
諧
音
」
の
原
理
で
、「
字
音
如
順

0

0

0

0

」（
蛇
の
同
類
で
あ
る
蜃
の
発
音
は
順
と
似
て
い
る
か
ら
で
あ
る
）

と
の
回
答
を
示
し
た
。
さ
ら
に
こ
れ
を
自
説
で
は
な
く
、
元
々
楊
慎
説
で
あ
り
、
さ
ら
に
先
輩
の
王
業
〈
棠
〉
の
『
燕
在
閣
知

新
録
』
の
引
用
を
経
て
、『
通
俗
編
』
が
収
録
し
た
よ
う
に
見
せ
か
け
、
そ
の
正
統
性
を
主
張
し
た
。

　

翟
灏
の
『
通
俗
編
』
巻
一
九
「
神
鬼
」
に
「
四
金
剛
」
の
条
項
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
『
長
阿
含
経
』
の
四
天
王
の
記
述
を
引

用
し
つ
つ
も
、
わ
ざ
わ
ざ
「
按
語
」（
注
釈
の
意
味
）
の
形
に
、「
此
即
四
金
剛
也
」（『
長
阿
含
経
』
に
書
か
れ
た
四
天
王
は
、
世
に

あ
る
四
金
剛
の
こ
と
で
あ
る
）
と
説
明
し
、「
四
金
剛
」
が
「
四
天
王
」
で
あ
る
説
を
強
く
支
持
し
た
の
で
あ
る
。

　

結
局
、
翟
灏
の
『
通
俗
編
』
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
「
風
調
雨
順
」
を
司
る
四
金
剛
の
由
来
の
説
は
定
説
で
あ
る
か
の
よ
う
に

な
り
、
後
の
学
者
は
彼
が
引
用
し
た
王
業
〈
棠
〉
説
を
間
違
っ
た
ま
ま
に
転
載
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
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清
代
の
蔵
書
家
楊
復
吉
（
一
七
四
七
～
一
八
二
〇
）
は
『
夢
蘭
瑣
筆
』「
叢
談
」
の
「
四
金
剛
」
条
に
、「
四
金
剛
」
は
も
と
も

と
そ
の
出
典
は
仏
教
典
籍
で
あ
り
、
翟
灏
の
『
通
俗
編
』
に
引
用
し
た
王
業
〈
棠
〉『
燕
在
閣
知
新
録
』
の
説
が
そ
の
由
来
に

な
る
と
説
明
し
た
。

　

清
代
の
梁
章
鉅
（
一
七
七
五
～
一
八
四
九
）
は
、
同
郷
の
林
則
徐
と
と
も
に
、
英
国
に
よ
る
阿
片
密
輸
の
取
り
締
ま
り
を
断
行

し
た
人
物
で
あ
る
。
彼
の
『
浪
跡
続
談
』
巻
七
の
「
四
大
金
剛
」
条
と
「
風
調
雨
順
」
条
は
、
と
も
に
『
通
俗
編
』
の
同
項
目

を
そ
の
ま
ま
転
載
し
た
と
見
ら
れ
る
。
但
し
、「
四
大
金
剛
」
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
梁
章
鉅
は
補
充
と
し
て
「
然
則
『
風

〈
封
〉
神
』
伝
之
四
大
金
剛
、
非
無
本
矣
」
の
一
言
を
加
え
、
小
説
『
封
神
演
義
』
の
四
大
金
剛
の
物
語
は
、
や
は
り
根
拠
の

あ
る
も
の
で
あ
る
と
説
明
し
た
。

　

梁
章
鉅
の
『
浪
跡
続
談
』
の
説
は
、
後
の
民
国
時
代
の
言
語
学
者
孫
錦
標
（
一
八
五
六
～
一
九
二
七
）
が
俗
語
辞
書
『
通
俗
常

言
疏
證
』
の
巻
一
「
天
文
」
項
の
「
風
調
雨
順
」
条
、
巻
二
「
仙
仏
」
項
の
「
四
大
金
剛
」
条
に
継
承
さ
れ
た
。

　

一
方
、
中
国
の
仏
教
界
で
は
丁
福
保
（
一
八
七
四
～
一
九
五
二
）
が
日
本
の
織
田
得
能
の
『
仏
教
大
辞
典
』
を
選
訳
し
、
さ
ら

に
中
国
独
自
の
仏
教
事
情
を
踏
ま
え
、
一
九
二
一
年
に
『
仏
学
大
辞
典
』
を
刊
行
し
た
。
日
中
で
共
通
す
る
「
四
天
王
」
条
を

収
録
し
た
ほ
か
、
中
国
独
自
の
解
釈
で
あ
る
「
四
金
剛
」
条
も
収
録
し
た
。
こ
の
「
四
金
剛
」
の
内
容
は
、
丁
氏
に
よ
れ
ば
、

『
夢
蘭
瑣
筆
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

　

以
上
、
明
代
以
降
に
中
国
本
土
に
見
ら
れ
た
「
四
天
王
」
の
代
名
詞
「
四
金
剛
」
の
出
現
を
、
資
料
記
録
の
角
度
か
ら
整
理

し
た
。「
四
金
剛
」
と
い
う
呼
び
方
の
出
現
は
、
決
し
て
従
来
意
味
の
「
四
天
王
」
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
こ
れ

を
以
て
寺
院
の
門
番
で
あ
る
金
剛
密
迹
を
代
替
す
る
も
の
で
も
な
い
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
時
代
に
応
じ
、
中
国
民
衆
を
よ
り
仏

教
に
近
寄
ら
せ
る
よ
う
に
仏
教
界
の
寛
容
を
背
景
と
す
る
及
び
知
識
人
に
よ
る
主
導
の
結
果
で
あ
り
、
い
わ
ば
仏
教
中
国
化
の
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一
つ
の
様
相
で
あ
る
。

近
現
代
中
国
寺
院
に
於
け
る
金
剛
像
の
安
置

　

十
三
世
紀
に
フ
ビ
ラ
イ
政
権
の
国
師
で
あ
る
八
思
巴
が
、「
梵
式
」
の
仏
像
営
造
法
を
中
国
仏
教
に
取
り
入
れ
、
そ
の
弟
子

の
「
江
浙
釈
教
都
総
統
」
沙
囉
巴
が
四
天
王
の
威
儀
を
新
た
に
決
め
て
か
ら
、
さ
ら
に
数
世
紀
を
経
て
、
十
六
世
紀
前
半
に
楊

慎
が
寺
院
で
見
か
け
た
「
四
金
剛
」
像
の
様
子
は
、
す
っ
か
り
隋
唐
及
び
宋
代
の
も
の
と
は
異
な
り
、
結
局
、
沙
囉
巴
が
決
め

た
規
格
も
一
つ
の
営
造
の
基
準
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
十
六
世
紀
後
半
に
小
説
『
封
神
演
義
』
が
仏
教
の
金
剛
神
を
「
哼
哈
二
将
」、
四
天
王
を
「
魔
家
四
将
」
と
中
国

化
し
て
か
ら
、
士
大
夫
階
級
も
含
め
、
中
国
社
会
全
体
が
こ
の
影
響
を
受
け
、『
封
神
演
義
』
が
描
い
た
様
子
が
金
剛
神
の
威

儀
の
主
流
に
な
る
。
一
方
、
仏
教
側
も
こ
の
動
向
を
無
視
で
き
ず
、
元
来
の
伝
統
を
守
り
つ
つ
も
、
民
衆
の
知
覚
に
合
わ
せ
、

金
剛
像
を
営
造
す
る
際
に
工
夫
を
こ
ら
し
た
。
例
え
ば
、
一
部
の
ラ
マ
教
寺
院
も
中
国
化
さ
れ
た
「
四
天
王
」
或
い
は
「
四
金

剛
」
の
造
型
を
著
書
及
び
寺
院
の
法
要
に
取
り
入
れ
た
の
で
あ
る
。

　

清
末
の
北
京
ラ
マ
教
寺
院
浄
住
寺
住
職
、
兼
盛
京
（
現
在
の
瀋
陽
）
ラ
マ
教
寺
院
、
皇
帝
一
族
専
用
の
供
養
寺
で
あ
る
実
勝

寺
住
職
の
阿
旺
扎
什
（
生
卒
不
詳
）
が
道
光
四
年
（
一
八
二
四
）
に
『
修
薬
師
儀
軌
布
壇
法
』
を
訳
出
し
た
。
道
場
に
置
か
れ
る

「
四
天
王
」
像
の
記
述
に
関
し
て
は
、
中
国
化
さ
れ
た
「
四
金
剛
」
の
模
様
を
参
考
し
た
と
見
ら
れ
る
。

　

東
の
方
角
に
持
国
天
王
を
置
き
、
白
色
の
甲
に
し
て
、
そ
の
二
手
は
琵
琶
を
持
つ
。



『金剛密迹伝』訳注記

331

　

南
の
方
角
に
増
長
天
王
を
置
き
、
青
色
の
甲
に
し
て
、
剣
を
持
つ
。

　

西
の
方
角
に
広
目
天
王
を
置
き
、
赤
色
の
甲
に
し
て
、
蛇
の
形
に
し
た
羂
索
を
持
つ
。

　

北
の
方
角
に
多
聞
天
王
を
置
き
、
黃
色
の
甲
に
し
て
、
輝
い
た
光
を
放
つ
鼠
を
持
つ
。

　

以
上
の
四
天
王
は
み
な
、
頭
に
宝
冠
を
被
り
、
身
に
天
衣
を
着
て
、
仏
の
直
立
と
同
じ
く
両
足
を
ま
っ
す
ぐ
に
揃
え
て

い
る
。
四
天
王
の
こ
の
よ
う
な
威
儀
は
、
香
料
入
り
の
顔
料
で
画
か
れ
た
り
、
木
材
や
漆
ま
た
土
で
作
れ
た
り
、
そ
の
う

ち
、
も
っ
と
も
よ
い
の
が
金
銀
な
ど
の
金
属
で
で
き
た
も
の
で
あ
る
。

（
東
門
中
持
国
天
王
、
白
色
、
二
手
持
琵
琶
。
南
門
中
増
長
天
王
、
藍
色
、
持
剣
。
西
門
中
広
目
天
王
、
紅
色
、
持
蛇
索
。
北
門
中
多
聞

天
王
、
黃
色
、
持
宝
鼠
。
以
上
四
天
王
、
頭
戴
宝
冠
、
身
著
天
衣
、
両
足
並
立
。
如
是
等
相
、
不
論
香
薬
木
泥
画
塑
皆
可
、
金
銀
造
之

尤
妙
。）

 

『
修
薬
師
儀
軌
布
壇
法
』

　

こ
の
作
法
に
記
さ
れ
た
四
天
王
の
姿
は
、
元
代
の
沙
囉
巴
が
漢
訳
し
た
『
薬
師
琉
璃
光
王
七
仏
本
願
功
德
経
念
誦
儀
軌
供
養

法
』
の
記
述
を
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
多
聞
天
の
持
ち
物
の
み
が
、
知
ら
ぬ
間
に
「
叉
」
か
ら

「
宝
鼠
」
の
よ
う
な
小
動
物
に
変
え
ら
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、『
封
神
演
義
』
で
は
、「
貂
」（
貂
鼠
と
も
い
う
）
と
い
う
小
動

物
を
四
天
王
の
持
ち
物
の
一
種
で
あ
る
と
示
し
た
た
め
、
阿
旺
扎
什
は
『
封
神
演
義
』
由
来
の
こ
の
変
化
を
採
用
し
た
と
思
わ

れ
る
。

　

一
方
、
中
国
仏
教
を
伝
統
と
す
る
諸
寺
院
は
、
宋
代
以
降
に
現
れ
た
四
天
王
（
ま
た
は
四
金
剛
）
の
新
し
い
役
割
「
風
調
雨

順
」
に
つ
い
て
は
、
違
和
感
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
す
ん
な
り
と
受
け
入
れ
、
し
か
し
一
般
民
衆
の
馴
染
み
易
い
『
封
神
演
義
』
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に
書
か
れ
た
四
金
剛
像
に
は
左
右
さ
れ
ず
、「
風
調
雨
順
」
の
解
釈
を
軸
に
独
自
に
発
展
を
行
っ
た
。
以
下
、
天
台
山
国
清
寺

の
現
在
の
事
例
を
取
り
上
げ
て
説
明
し
た
い
。

　

現
在
の
国
清
寺
の
主
な
建
物
は
清
代
雍
正
十
一
年
（
一
七
三
三
）
の
勅
命
に
よ
る
再
建
で
あ
る
。
今
の
寺
院
に
置
か
れ
る
諸

尊
像
は
ほ
と
ん
ど
四
十
年
ぐ
ら
い
前
（
二
十
世
紀
七
十
年
代
）
か
ら
徐
々
に
営
造
ま
た
は
他
寺
か
ら
移
管
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
置
く
位
置
や
名
称
は
、
ほ
ぼ
清
代
以
降
に
確
立
さ
れ
た
も
の
と
同
じ
で
あ
る
。

　

国
清
寺
の
山
門
に
は
金
剛
密
迹
像
が
置
か
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
代
わ
り
に
、
第
一
殿
で
あ
る
「
弥
勒
殿
」
の
中
に
、
弥
勒
仏

と
韋
駄
天
を
祀
る
ほ
か
、「
密
迹
金
剛
」
と
「
威
迹
金
剛
」
の
二
体
の
金
剛
像
が
殿
内
の
両
側
に
侍
立
さ
れ
て
い
る
。
二
体
は

全
身
に
色
鮮
や
か
な
甲
冑
を
着
け
、
宝
剣
の
長
さ
に
相
当
す
る
金
剛
杵
を
「
密
迹
金
剛
」
の
左
手
と
「
威
迹
金
剛
」
の
右
手
に

そ
れ
ぞ
れ
持
た
さ
れ
て
い
る
。「
密
迹
金
剛
」
は
「
阿
」
の
口
型
を
し
、「
威
迹
金
剛
」
は
「
吽
」
の
口
型
を
す
る
。
一
般
民
衆

は
こ
れ
を
見
て
「
哼
哈
二
将
」
と
言
う
が
、
国
清
寺
で
は
仏
教
の
伝
統
に
従
い
、
こ
れ
を
「
金
剛
」
と
呼
ぶ
。「
密
迹
金
剛
」

は
、『
宝
積
経
』
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
、「
威
迹
金
剛
」
は
も
と
も
と
烏
芻
瑟
摩
金
剛
の
こ
と
で
あ
る
。
宋

代
で
は
山
門
に
密
迹
金
剛
と
烏
芻
瑟
摩
金
剛
の
二
体
を
立
つ
伝
承
（
雲
間
訳
梵
の
説
）
が
あ
る
た
め
、
現
在
の
国
清
寺
は
こ
の

伝
統
に
従
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

　
『
一
切
経
音
義
』
ま
た
『
続
一
切
経
音
義
』
に
よ
れ
ば
、
烏
芻
瑟
摩
金
剛
の
別
名
の
一
つ
が
「
穢
迹
金
剛
」
で
あ
る
。
さ
ら

に
「
穢フ

エ

」
と
「
威ウ
エ

」
の
中
国
音
が
類
似
す
る
た
め
、
後
世
の
人
が
「
密
迹
金
剛
」
の
名
称
と
揃
え
る
た
め
に
、
烏
芻
瑟
摩
金
剛
、

す
な
わ
ち
穢
迹
金
剛
の
こ
と
を
よ
り
威
勢
の
よ
い
「
威
迹
金
剛
」
と
改
称
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
二
体
の
金
剛
像
に

見
ら
れ
る
中
国
化
し
た
最
大
の
特
徴
は
、
京
劇
な
ど
の
伝
統
芸
能
の
隈
取
り
の
手
法
を
取
り
入
れ
、
顔
の
色
が
違
う
点
で
あ
る
。

黒
の
顔
色
を
持
つ
「
密
迹
金
剛
」
お
よ
び
赤
の
顔
色
を
持
つ
「
威
迹
金
剛
」
像
に
よ
っ
て
、
民
衆
に
そ
の
性
格
が
正
直
ま
た
は
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忠
厚
で
あ
る
と
連
想
さ
せ
、
仏
教
の
金
剛
神
よ
り
一
層
親
近
感
を
持
た
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

国
清
寺
の
第
二
殿
は
四
天
王
を
奉
る
「
雨
花
殿
」
で
あ
る
。
他
の
寺
院
で
は
四
天
王
を
奉
る
場
所
を
「
天
王
殿
」
と
呼
ぶ
の

が
一
般
的
で
あ
る
が
、
国
清
寺
の
「
雨
花
殿
」
は
天
台
宗
第
五
祖
（
天
台
九
祖
説
に
よ
れ
ば
）
章
安
潅
頂
の
霊
験
を
記
念
す
る
た

め
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、「
天
王
殿
」
と
は
呼
ば
れ
て
い
な
い
。「
雨
花
殿
」
に
は
四
天
王
の
み
が
祀
ら
れ
、
殿
の

右
側
は
入
り
口
か
ら
「
風
」
を
司
る
、
剣
を
持
つ
増
長
天
及
び
「
調
」
を
司
る
、
琵
琶
を
持
つ
持
国
天
の
二
体
が
置
か
れ
、
殿

の
左
側
は
入
り
口
か
ら
「
順
」
を
司
る
、
蛇
を
持
つ
広
目
天
及
び
「
雨
」
を
司
る
、
傘
を
持
つ
多
聞
天
の
二
体
が
置
か
れ
て
い

る
。「
弥
勒
殿
」
に
い
る
二
体
の
金
剛
像
と
比
べ
て
、
普
通
の
武
将
の
兜
を
し
て
い
た
金
剛
像
に
対
し
、
四
天
王
は
と
も
に
同

じ
形
の
宝
冠
を
し
、
身
分
の
違
い
を
現
し
て
い
る
。
ま
た
、
入
り
口
か
ら
見
れ
ば
、
逆
時
計
回
り
の
順
で
、
最
初
の
増
長
天
か

ら
最
後
の
広
目
天
ま
で
、「
風
、
調
、
雨
、
順
」
の
順
序
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
特
徴
的
と
言
え
る
。「
雨
花
殿
」
に
置
か
れ
た

四
天
王
の
位
置
と
順
序
は
、
明
清
代
以
降
に
作
ら
れ
、『
封
神
演
義
』
の
よ
う
な
根
拠
無
き
説
明
と
は
異
な
り
、「
左
尊
右
卑
」

（
第
三
殿
の
大
雄
宝
殿
に
い
る
本
尊
か
ら
見
れ
ば
）
の
儒
教
由
来
の
伝
統
に
従
い
、
さ
ら
に
「
風
、
調
、
雨
、
順
」
の
順
序
に
も
配

慮
し
な
が
ら
で
き
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
『
封
神
演
義
』
の
説
と
異
な
る
点
に
つ
い
て
、
民
衆
た
ち
は
気
に
す

る
こ
と
な
く
、
依
然
と
し
て
「
四
金
剛
」
と
呼
ん
て
い
た
。

　

ち
な
み
に
、
現
在
の
ほ
と
ん
ど
の
中
国
寺
院
の
天
王
殿
の
配
列
が
「
雨
花
殿
」
の
様
式
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
様
式
は
も
ち

ろ
ん
日
本
の
諸
寺
院
に
見
ら
れ
る
唐
代
由
来
の
四
天
王
配
置
法
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
。

　

国
清
寺
の
第
三
殿
は
本
殿
の
「
大
雄
宝
殿
」
で
あ
り
、
天
王
像
や
金
剛
像
は
置
か
れ
て
い
な
い
。
殿
の
正
中
に
は
釈
迦
牟
尼

仏
が
置
か
れ
、
そ
の
す
ぐ
側
に
二
大
弟
子
の
阿
難
と
迦
葉
の
像
が
置
か
れ
て
い
る
。
殿
の
両
側
に
金
色
の
木
造
十
八
羅
漢
像
が

分
列
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
両
端
に
は
獅
子
に
乗
る
文
殊
像
（
入
り
口
か
ら
見
る
右
端
）
と
白
象
に
乗
る
普
賢
像
（
入
り
口
か
ら
見
る



334

左
端
）
が
置
か
れ
て
い
る
。
釈
迦
牟
尼
仏
の
後
方
の
壁
の
裏
に
は
観
音
の
立
像
が
あ
り
、
そ
の
両
側
に
竜
女
と
善
財
の
像
が
置

か
れ
て
い
る
。

　

天
台
山
国
清
寺
に
見
ら
れ
た
諸
金
剛
像
の
設
置
は
、
近
現
代
中
国
仏
教
に
お
け
る
「
金
剛
」
認
識
の
変
遷
の
一
つ
に
過
ぎ
な

い
も
の
の
、
そ
の
過
程
に
出
現
し
た
様
々
な
変
化
は
、
仏
教
の
中
国
化
を
物
語
る
実
例
で
あ
る
と
言
え
る
。「
音
通
」
の
便
宜

を
利
用
し
て
、「
穢
迹
金
剛
」
を
「
威
迹
金
剛
」
と
ま
で
改
称
し
た
点
、「
風
、
調
、
雨
、
順
」
の
意
味
に
附
会
す
る
四
天
王

（
四
金
剛
と
も
言
う
）
の
役
割
を
再
構
築
し
た
点
、
す
べ
て
寺
院
本
位
の
出
来
事
で
は
な
く
、
民
衆
を
よ
り
一
層
仏
教
に
近
づ
か

せ
る
た
め
に
苦
心
を
重
ね
た
も
の
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
同
時
に
、
一
般
民
衆
で
は
文
化
人
を
は
じ
め
、
仏

教
寺
院
の
こ
の
よ
う
な
変
化
を
他
人
事
に
せ
ず
、
積
極
的
に
理
解
し
（
場
合
に
よ
っ
て
は
『
封
神
演
義
』
の
よ
う
な
間
違
っ
た
形
で
）、

生
活
の
一
部
分
の
よ
う
に
取
り
入
れ
よ
う
と
す
る
動
向
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
変
化
が
あ
る
こ
そ
、
中
国
仏

教
が
民
衆
の
信
仰
と
し
て
長
く
続
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 

（
了
）
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絶
対
無
と
真
の
自
己
の
現
成
（
続
）

清
水
大
介

　

本
稿
は
、
花
園
大
学
国
際
禅
学
研
究
所
論
叢
第
一
六
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
）
所
収
の
「
絶
対
無
と
真
の
自
己
の
現
成
」（
九
七
頁
─
一
四

四
頁
）
の
続
編
で
あ
り
、
小
論
全
体
の
後
半
部
に
相
当
す
る
。

3
　
大
慧
「
有
句
無
句
」

　
「
絶
対
無
か
ら
真
の
自
己
の
現
成
へ
の
転
換
」
と
い
う
の
は
、
哲
学
的
な
表
現
で
あ
り
、
実
地
の
禅
修
行
の
世
界
で
は
、
む

し
ろ
「
大
死
一
番
、
絶
後
再
蘇
」
と
い
う
言
葉
が
流
通
し
て
い
る
。
こ
の
実
体
験
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
先
に
趙
州
無
字
の
則
に
対

す
る
無
門
評
語
に
見
た
よ
う
に
、
宋
代
臨
済
宗
で
教
義
化
さ
れ
た
二
段
階
見
性
の
プ
ロ
セ
ス
に
他
な
ら
な
い
。

　

大
応
国
師
（
南
浦
紹
明
、
一
二
三
五
─
一
三
〇
八
）
が
宋
代
臨
済
宗
楊
岐
派
の
虚
堂
智
愚
（
一
一
八
五
─
一
二
六
九
）
の
下
で
大
悟

し
た
と
き
の
偈
に
、

忽
然
と
し
て
心
と
境
と
共
に
亡
ず
る
時

大
地
山
河
機
を
透
脱
す

法
王
の
法
身
は
全
体
現
ず
る
に



336

時
人
相
対
す
れ
ど
も
相
知
ら
ず（　
）
55

と
あ
る
が
、
こ
こ
で
「
忽
然
心
境
共
亡
時
」
が
絶
対
無
の
境
地
で
あ
り
、「
法
王
法
身
全
体
現
」
が
絶
対
無
の
転
換
し
た
真
の

自
己
の
現
成
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
も
は
っ
き
り
と
、
大
応
が
、
宋
代
臨
済
宗
楊
岐
派
の
二
段
階
見
性
プ
ロ
セ
ス
を
受
け
継
い
で

い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

　

白
隠
は
、
こ
う
し
た
宋
代
臨
済
宗
と
応
燈
関
の
伝
統
を
受
け
継
い
で
、
自
ら
の
思
想
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

宋
代
臨
済
宗
に
お
い
て
絶
対
無
か
ら
真
の
自
己
と
万
象
の
現
成
へ
と
転
換
す
る
根
本
経
験
に
つ
い
て
の
一
事
例
と
し
て
、
大
慧

宗
杲
（
一
〇
八
九
─
一
一
六
三
）
の
大
悟
の
様
子
を
『
大
慧
語
録
』「
普
説
第
一
七
」
に
よ
っ
て
検
討
し
て
み
る
。
幸
い
鈴
木
大

拙
の
現
代
語
意
訳
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
見
て
い
く
。
大
慧
は
当
時
の
士
大
夫
間
に
人
気
が
あ
り
、
政
界
に
影
響
力
を

も
っ
た
臨
済
宗
楊
岐
派
の
大
禅
匠
で
あ
る
。

自
分
は
真し

ん
じ
よ
う浄和
尚
の
言
葉
を
喜
ん
で
い
る
。
そ
の
真
浄
和
尚
の
い
う
の
は
こ
う
だ
。
今
の
人
は
、
心
身
寂
滅
、
前
後
際
断

し
、
そ
う
し
て
休
し
去
り
、
歇け

つ

し
去
り
、
一
念
万
年
に
し
去
り
、
古
廟
裏
の
香
炉
の
よ
う
に
し
去
り
、
冷
れ
い
し
ゆ
う
し
ゆ
う

湫
湫
地
に
し
去

り
、
そ
れ
を
究
竟
の
所
と
考
え
て
い
る
が
、
そ
れ
で
は
こ
の
勝
妙
の
境
界
に
障さ

え
ら
れ
て
、
自
分
の
正
知
見
が
現
前
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
多
い
。
神
通
の
光
明
が
発
露
し
な
い
。（
…
）
昔
、
宝
峰
に
広こ
う

道ど
う

と
い
う
人
が
い
た
が
、
こ
れ

は
な
か
な
か
の
道
人
で
あ
っ
た
。
す
べ
て
世
間
の
こ
と
に
頓
着
し
な
い
し
、
世
間
の
塵
労
の
こ
と
に
対
し
て
は
全
く
関
係

な
し
に
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
道
人
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
ど
う
も
こ
の
今
い
っ
た
一
念
万
年
、
前
後
際
断
と
い
う

境
界
を
勝
妙
の
境
界
と
心
得
て
、
か
え
っ
て
道
眼
を
障
却
し
去
っ
た
の
は
、
い
か
に
も
惜
し
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
一
念

不
生
、
前
後
際
断
と
い
う
と
こ
ろ
に
来
て
、
こ
こ
で
大
い
に
尊
宿
方
の
導
き
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る（　
）
56

。

　

真
浄
和
尚
と
は
、
黄
龍
派
の
真
浄
克
文
（
一
〇
二
五
─
一
一
〇
二
）
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
大
慧
は
ど
う
も
こ
の
人
辺
り
か
ら
、
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絶
対
無
か
ら
真
の
自
己
へ
の
転
換
と
い
う
公
式
が
明
白
に
言
わ
れ
て
き
て
い
る
と
見
て
い
る
ら
し
い
。
引
用
文
で
は
省
略
し
た

が
、
五
祖
法
演
（
？
─
一
一
〇
四
）
が
あ
る
時
に
真
浄
の
語
録
を
読
ん
で
讃
嘆
し
、
大
慧
の
師
匠
の
圜
悟
克
勤
（
一
〇
六
三
─
一

一
三
五
）
に
勧
め
た
と
あ
る
。

　

そ
の
真
浄
の
見
方
で
は
、「
心
身
寂
滅
、
前
後
際
断
」、「
休
去
、
歇
去
、
一
念
万
年
去
」、「
似
古
廟
裏
香
炉
去
」、「
冷
湫
湫

地
去
」
の
境
涯
で
は
駄
目
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
境
地
は
、
絶
対
無
の
境
地
で
あ
る
。
そ
こ
は
ま
だ
「
究
竟
」
の
と
こ
ろ

で
は
な
く
、
前
段
階
に
過
ぎ
な
い
。
確
か
に
、「
勝
妙
の
境
界
」
に
ち
が
い
は
な
い
が
、
そ
れ
で
は
却
っ
て
そ
の
境
界
に
遮
ら

れ
て
、「
究
竟
」
の
「
自
己
正
知
見
」
な
い
し
「
神
通
光
明
」
が
現
前
で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
「
自
己
正
知
見
」

な
い
し
「
神
通
光
明
」
の
現
前
と
は
、
本
来
の
面
目
、
真
の
自
己
、
仏
性
の
現
前
に
他
な
ら
ず
、
こ
れ
が
大
慧
の
「
究
竟
」
の

と
こ
ろ
で
あ
る
。
絶
対
無
の
境
涯
で
生
き
抜
い
た
道
人
の
例
と
し
て
、
宝
峰
の
広
道
が
引
か
れ
て
い
る
。
こ
の
人
は
、
恐
ら
く
、

後
述
の
会
和
尚
と
同
じ
よ
う
な
境
涯
で
人
生
を
送
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。「
一
念
不
生
、
前
後
際
断
」
と
い
う
絶
対
無
の
境
涯
を

「
勝
妙
の
境
界
」
と
心
得
て
、
事
物
世
界
を
超
越
し
て
生
き
抜
い
た
道
人
で
あ
っ
た
が
、
真
の
自
己
と
い
う
「
道
眼
を
障
却
」

し
去
っ
た
の
は
、
如
何
に
も
残
念
な
こ
と
で
あ
っ
た
、
と
大
慧
は
言
う
。
こ
の
「
一
念
不
生
、
前
後
際
断
」
と
い
う
絶
対
無
の

と
こ
ろ
に
き
て
、「
尊
宿
」
の
導
き
を
得
て
、
大
転
換
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

次
い
で
数
々
の
大
転
換
の
因
縁
話
頭
を
紹
介
し
た
後
、
大
慧
は
「
尊
宿
」
の
導
き
を
得
た
自
己
の
体
験
を
述
べ
始
め
る
。

こ
れ
か
ら
自
分
自
身
（
大
慧
）
の
経
験
を
お
話
し
す
る
と
、
十
七
年
の
間
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
へ
参
禅
を
し
、
あ
ち
ら
で
も

少
し
、
こ
ち
ら
で
も
少
し
、
き
れ
ぎ
れ
に
何
か
悟
っ
た
こ
と
も
な
か
っ
た
で
は
な
い
。
雲
門
宗
の
所
へ
行
っ
て
幾
ら
か
わ

か
り
も
し
、
曹
洞
門
下
へ
行
っ
て
も
ま
た
い
く
ら
か
わ
か
り
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
前
後
際
断
と
い
う
境
界
へ

は
這
入
れ
な
か
っ
た
。（
大
拙
註
。
前
後
際
断
と
い
う
所
が
最
後
で
は
な
い
が
、
前
後
際
断
を
通
し
て
転
回
の
所
を
見
な
く
て
は
な
ら



338

ぬ
。
そ
れ
が
手
に
這
入
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
）。
そ
の
後
、
京
師
の
天
寧
寺
へ
行
っ
て
、
そ
う
し
て
そ
こ
で
圜
悟
和
尚
の
会

下
に
加
わ
っ
た
。
そ
の
と
き
に
圜
悟
和
尚
が
上
堂
を
し
て
、
昔
、
一
僧
が
雲
門
に
尋
ね
た
問
答
を
挙
揚
し
た
。
そ
の
僧
の

問
に
「
如
何
な
る
か
是
れ
諸
仏
出
身
の
所
」、
こ
う
い
っ
た
ら
ば
、
雲
門
は
「
東
山
水
上
行
」、
東
山
が
水
の
上
を
行
く
。

こ
う
い
っ
た
と
い
う
が
、
圜
悟
和
尚
が
、
自
分
な
ら
ば
そ
う
は
い
わ
ぬ
。「
如
何
な
る
か
是
れ
諸
仏
出
身
の
所
」
と
い
わ

れ
る
の
に
対
し
て
は
、「
薫く

ん
ぷ
う
み
な
み
よ
り
き
た
り

風
自
南
来
、
殿で
ん
か
く
び
り
よ
う
を
し
よ
う
ず

閣
生
微
涼
」
と
。
そ
う
い
わ
れ
た
の
を
聞
い
て
、
自
分
は
忽
然
と
し
て

前
後
際
断
の
境
界
に
這
入
っ
て
、
ち
ょ
う
ど
一
束
の
乱
れ
た
糸
を
一
刀
に
切
り
放
っ
た
よ
う
な
も
の
で
、
通
身
汗
が
出
た
。

何
ら
動
相
は
生
じ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
か
え
っ
て
浄じ

よ
う
ら倮
倮ら

の
所
に
坐
在
し
て
自
由
を
得
な
か
っ
た
。
或
る
日
、
参
禅
を

し
た
ら
、
圜
悟
和
尚
が
い
わ
れ
る
の
に
、「
お
前
の
体
験
し
た
と
こ
ろ
は
な
か
な
か
人
の
到
り
が
た
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る

が
、
惜
し
い
こ
と
に
は
、
死
ん
で
し
ま
っ
て
活
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
言
句
を
疑
わ
ざ
る
の
が
一
大
病
で
あ
る
、
こ
う

い
う
こ
と
が
あ
る
。『
懸
崖
に
手
を
撒さ

つ

し
て
自
ら
肯う
け
がう
て
承
当
す
、
絶
後
に
再
び
甦
れ
ば
、
君
を
欺
く
こ
と
を
得
ず
』。
こ

う
い
う
こ
と
が
あ
る
、
が
、
こ
れ
は
事
実
で
あ
る
の
で
、
こ
の
体
験
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
圜
悟
自
分
が
今
の
得
所
に
よ

れ
ば
、
す
で
に
快
活
を
き
わ
め
て
、
更
に
知
的
理
会
を
め
ぐ
ら
す
べ
き
余
地
は
な
い
の
で
あ
る
」。
こ
う
い
わ
れ
た（　
）
57

。

　

大
慧
は
、
見
性
す
る
前
に
、
雲
門
宗
や
曹
洞
門
下
へ
行
っ
て
、
そ
れ
な
り
の
見
処
を
得
て
い
る
。
こ
う
し
て
得
た
見
処
は
大

切
な
こ
と
で
あ
っ
て
、
後
々
悟
後
の
境
涯
の
構
築
に
役
に
立
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ま
だ
実
地
に
前
後
裁
断
と
い
う
絶
対

無
の
境
地
に
入
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
圜
悟
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
た
。

　

圜
悟
は
上
堂
時
、
或
る
僧
の
「
如
何
な
る
か
是
れ
諸
仏
出
身
の
所
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
雲
門
と
は
異
な
る
見
解
を
出

し
た
。
雲
門
の
答
え
は
「
東
山
水
上
行
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
真
の
自
己
と
万
象
の
一
体
と
な
っ
た
現
成
の
レ
ベ
ル
で
の
見
解

で
あ
る
。
し
か
し
、「
諸
仏
出
身
の
所
」
と
は
、
元
来
絶
対
無
の
場
所
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、
レ
ベ
ル
が
よ
り
深
い
。「
東
山
水
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上
行
」
の
見
解
は
間
違
っ
て
は
い
な
い
が
、
万
象
に
真
の
自
己
が
行
き
渡
っ
て
い
る
境
地
で
あ
り
、
レ
ベ
ル
が
一
つ
ず
れ
て
浅

い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
圜
悟
は
「
薫
風
自
南
来
、
殿
閣
生
微
涼
」
と
答
え
る
が
、
こ
の
見
解
は
「
東
山
水
上
行
」
よ

り
相
当
静
態
的
で
あ
り
、
絶
対
無
の
境
地
に
近
づ
い
て
い
る
。
こ
の
語
を
機
縁
と
し
て
大
慧
は
、
忽
然
と
し
て
前
後
裁
断
し
た

絶
対
無
の
境
地
に
入
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
う
し
た
絶
対
無
の
前
後
裁
断
の
境
界
は
、「
一
束
の
乱
れ
た
糸
を
一
刀
に
切
り
放
っ
た
よ
う
」
で
、「
動
相
不

生
」
の
「
淨
裸
裸
」
の
処
で
あ
っ
た
が
、
却
っ
て
身
動
き
が
取
れ
ず
、
自
由
を
得
な
か
っ
た
。

　

圜
悟
曰
く
、
絶
対
無
の
境
界
は
な
か
な
か
人
の
到
り
得
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
惜
し
い
こ
と
に
死
ん
で
し
ま
っ
て
い
て
活

き
か
え
る
こ
と
が
な
い
。
活
き
返
る
と
は
、
超
越
次
元
に
留
ま
ら
な
い
で
事
物
世
界
に
復
帰
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
生
き

返
る
に
は
、
疑
い
が
必
要
で
あ
る
。
圜
悟
は
偶
々
「
言
句
の
疑
い
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
表
現
上
の
疑
い
に
限
ら
な
い
。
こ
れ

は
ど
う
し
た
の
だ
と
い
う
現
状
に
対
す
る
せ
っ
ぱ
つ
ま
っ
た
疑
い
の
働
き
が
、
現
世
へ
と
引
き
戻
し
て
く
れ
る
。
真
に
見
性
し

た
人
な
ら
、
皆
な
知
っ
て
い
る
事
柄
で
あ
る
。
死
ん
だ
と
こ
ろ
（
一
切
皆
無
）
か
ら
活
き
返
る
境
界
が
、「
懸
崖
撒
手
自
肯
承
當
、

絶
後
再
甦
」
と
定
式
化
さ
れ
て
い
る
境
地
で
あ
る
。「
欺
君
不
得
」
と
は
、（
こ
こ
で
は
挙
げ
な
い
が
）
こ
の
後
圜
悟
が
大
慧
に

「
お
前
を
騙
さ
な
か
っ
た
ろ
う
」
と
述
懐
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
一
般
に
見
性
者
が
「
昔
の
人
は
嘘
を
言
わ
な
か
っ
た
」

と
感
慨
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
境
涯
に
お
い
て
は
、
快
活
に
生
活
す
る
の
み
で
、
理
会
を
め
ぐ
ら
す
余
地
は
基
本

的
に
な
い
の
で
あ
る
。

　

大
慧
の
場
合
、
絶
対
無
の
境
界
に
入
り
な
が
ら
、
そ
こ
か
ら
の
転
換
が
な
か
な
か
な
さ
れ
な
い
。
そ
の
原
因
と
し
て
考
え
ら

れ
る
の
は
、
絶
対
無
の
境
地
が
浅
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
深
け
れ
ば
深
い
ほ
ど
、
転
換
が
即
刻
行
わ
れ
る
。
し
か
し
、
絶
対

無
の
境
地
が
浅
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
事
物
世
界
に
親
炙
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
絶
後
再
蘇
以
降
、
現
世
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で
大
活
躍
し
や
す
い
と
い
う
こ
と
は
あ
る
。

　

絶
対
無
か
ら
の
転
換
は
、
大
慧
の
場
合
知
的
分
別
が
狭
ん
で
い
て
、
例
え
ば
仏
光
国
師
の
よ
う
に
体
験
的
に
徹
底
し
て
い
て

激
烈
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
暫
く
現
世
の
生
活
を
続
け
な
が
ら
、
絶
対
無
の
境
涯
を
浅
く
続
け
る
と
い
う
経
過
を
要
し

た
よ
う
で
あ
る
。

そ
こ
で
自
分
は
、
択た

く
ぼ
く
り
よ
う

木
寮
へ
行
っ
て
、
侍
者
の
役
目
を
勤
め
て
い
た
。
そ
れ
で
、
毎
日
二
、
三
遍
ず
つ
は
参
禅
す
る
こ
と

を
許
さ
れ
た
が
、
そ
の
と
き
に
圜
悟
和
尚
は
、「
有
句
無
句
は
藤
の
樹
に
倚よ

る
が
如
し
」
と
い
う
公
案
を
授
け
ら
れ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
何
か
口
を
あ
け
て
答
を
し
よ
う
と
す
る
と
、「
い
け
な
い
、
い
け
な
い
」
と
し
り
ぞ
け
ら
れ
た
。
こ
う
い

う
あ
ん
ば
い
に
し
て
半
年
も
た
っ
て
、
た
だ
公
案
に
参
じ
て
い
た
が
、
な
か
な
か
容
易
に
透
過
す
る
機
会
が
な
か
っ
た
。

或
る
日
、
他
の
い
ろ
い
ろ
の
人
が
方
丈
で
御
飯
を
た
べ
て
い
た
と
き
に
、
箸
を
手
に
は
持
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
御
飯
を

た
べ
る
こ
と
も
、
す
べ
て
忘
れ
て
い
る
く
ら
い
に
な
っ
た
。
圜
悟
和
尚
は
そ
れ
を
見
て
「
こ
の
漢お

と
こは
黄こ
う

楊よ
う

木ぼ
く

の
禅
を
参
得

し
て
た
だ
縮
み
あ
が
る
こ
と
だ
け
し
か
や
り
得
な
い
」。
こ
う
批
評
を
せ
ら
れ
た
が
、
そ
の
と
き
の
自
分
の
境
界
は
こ
う

い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。「
ち
ょ
う
ど
犬
が
油
の
ぐ
ら
ぐ
ら
わ
い
て
い
る
鍋
の
そ
ば
に
い
る
よ
う
な
も
の
で
、
な
め

た
い
こ
と
は
な
め
た
い
が
、
な
め
る
こ
と
も
で
き
ず
、
そ
ん
な
ら
捨
て
て
去
ろ
う
と
思
っ
て
も
捨
て
去
れ
ぬ
」。
こ
ん
な

こ
と
を
話
し
た
ら
、
圜
悟
和
尚
は
、「
そ
の
喩
は
頗
る
お
も
し
ろ
い
」、
こ
う
い
わ
れ
た
が
、
ち
ょ
う
ど
金こ

ん

剛ご
う

圏け
ん

、
栗
り
つ
き
よ
く
ほ
う

棘
蓬

で
、
何
と
も
手
の
つ
け
よ
う
が
な
か
っ
た（　
）
58

。

　

圜
悟
の
授
け
た
「
有
句
無
句
は
藤
の
樹
に
倚
る
が
如
し
」
は
解
説
を
要
す
る
。
小
論
の
取
り
扱
い
方
で
は
、「
有
句
」
は
事

物
・
万
象
に
、「
無
句
」
は
真
の
自
己
・
仏
性
に
相
当
す
る（　
）
59

。「
藤
の
樹
に
倚
る
が
如
し
」
と
は
、「
有
句
」
が
「
無
句
」
に

「
倚
」
っ
て
い
る
、
即
ち
、
事
物
万
象
が
真
の
自
己
・
仏
性
に
依
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
実
の
と
こ
ろ
は
、
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真
の
自
己
・
仏
性
も
事
物
万
象
に
依
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
両
者
は
相
依
相
属
で
一
体
で
あ
る
。
藤
と
樹
で
は
な
く
、
藤

と
藤
と
が
か
ら
み
合
っ
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
人
も
い
る
。
圜
悟
は
前
後
裁
断
し
た
絶
対
無
の
只
中
に
あ
る
大
慧
に
、
何
と
か

し
て
万
象
と
真
の
自
己
と
が
一
体
に
な
っ
て
現
成
す
る
と
こ
ろ
を
見
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
圜
悟
の
大
慧
に
対
す
る
徹
困
の

慈
悲
で
あ
る
。
大
慧
が
何
を
言
っ
て
き
て
も
、「
不
是
」
と
全
否
定
し
て
、
ひ
た
す
ら
大
慧
の
見
性
を
待
っ
て
い
る
。
大
慧
は

ひ
た
す
ら
絶
対
無
の
境
地
に
入
っ
た
ま
ま
抜
け
出
し
て
こ
な
い
の
で
、
圜
悟
は
、「
こ
の
漢
は
黄
楊
木
の
禅
を
参
得
し
て
た
だ

縮
み
あ
が
る
こ
と
だ
け
し
か
や
り
得
な
い
」
と
残
念
が
っ
て
い
る
。
黄
楊
木
と
い
う
樹
木
は
、
縮
む
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
大
慧
は
心
境
を
吐
露
し
、「
ち
ょ
う
ど
犬
が
熱ね

つ

油ゆ
し
よ
う鐺
を
見
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
、
舐
め
た
い
が
舐
め

得
ず
、
捨
て
た
い
が
捨
て
得
な
い
」
と
答
え
て
い
る
。
熱
油
鐺
を
舐
め
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、
見
性
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
辺

も
、
大
慧
の
反
省
的
で
理
知
的
な
と
こ
ろ
が
表
わ
れ
て
い
て
、
興
味
深
い
。「
金
剛
圏
、
栗
棘
蓬
」
と
い
う
の
は
、
手
の
つ
け

よ
う
の
な
い
と
こ
ろ
を
い
い
、
絶
対
無
の
境
地
を
形
容
し
て
い
る
。

　

そ
れ
か
ら
大
慧
は
、
自
分
の
見
性
を
述
懐
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
見
性
経
験
も
記
述
さ
れ
て
い
る
限
り
で
は
生
の
直
接
性

に
乏
し
く
、
理
会
の
範
囲
で
述
べ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
こ
の
よ
う
に
自
身
の
原
体
験
を
包
み
隠
し
て
い
く

こ
と
が
、
宋
代
臨
済
宗
の
禅
匠
た
ち
の
嗜
み
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
で
は
挙
げ
な
い
が
、
圜
悟
の
投
機
の
偈
で
も
、

明
ら
か
に
、
包
み
隠
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
。

或
る
と
き
、
圜
悟
和
尚
に
こ
う
尋
ね
た
こ
と
が
あ
る
。「
和
尚
さ
ま
が
そ
の
か
み
五
祖
の
所
で
、
有
句
無
句
は
藤
の
樹
に

倚
る
が
如
し
と
い
う
公
案
に
参
ぜ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
を
聞
い
て
お
り
ま
す
が
、
五
祖
和
尚
は
そ
の
と
き
何
と
答
え
ら
れ

ま
し
た
か
」。（
…
）
そ
う
し
た
ら
圜
悟
和
尚
は
こ
う
い
っ
て
聞
か
せ
て
く
れ
た
。
自
分
が
「
有
句
無
句
は
藤
の
樹
に
倚
る

が
如
き
時
如
何
」。
こ
う
尋
ね
た
ら
、
五
祖
は
、「
描
け
ど
も
描
き
成
ら
ず
、
画
け
ど
も
画
き
成
ら
ず
」。
こ
う
い
わ
れ
た
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の
で
、
圜
悟
は
即
ち
い
っ
た
、「
忽
ち
樹
倒
れ
藤
枯
る
る
時
如
何
」。
五
祖
は
、「
相
随
来
也
（
そ
う
ず
い
ら
い
や
）」（
引
っ

か
か
っ
て
来
た
）。
こ
う
い
わ
れ
た
の
を
聞
い
て
、
自
分
（
圜
悟
）
は
た
だ
ち
に
そ
の
義
理
を
会
得
し
た
と
。
圜
悟
老
和
尚

が
こ
の
問
答
を
説
か
れ
た
の
を
聞
い
て
、
自
分
〔
大
慧
〕
は
た
だ
ち
に
ま
た
そ
の
意
味
に
徹
底
し
た（　
）
60

。

　

五
祖
が
「
描
け
ど
も
描
き
成
ら
ず
、
画
け
ど
も
画
き
成
ら
ず
」
と
答
え
た
の
は
、
有
句
無
句
の
一
体
と
な
っ
た
様
は
表
現
で

き
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
圜
悟
の
「
忽
ち
樹
倒
れ
藤
枯
る
る
時
如
何
」
は
、
有
句
無
句
が
動
き
に
転
じ
た
の
で
あ
る
。
真

の
自
己
・
仏
性
が
事
物
万
象
と
一
体
に
な
っ
て
現
成
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
潙
山
大
安
（
長
慶
懶
安
、
七
九
三
─
八
八
三
）
が
疎

山
匡
仁
（
八
三
七
─
九
〇
九
）
に
呵
々
大
笑
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る（　
）
61

。
五
祖
は
「
相
随
来
也
」
と
答
え
て
い
る
が
、
鈴
木
大
拙

が
「
引
っ
か
か
っ
て
来
た
」
と
訳
し
て
い
る
の
は
、
必
ず
し
も
適
訳
で
な
い
。
梶
谷
宗
忍
は
「
相
随
っ
て
来
る
」
と
訳
し
、
道

前
宗
閑
は
「
一
緒
に
お
伴
す
る
」
と
訳
し
て
い
る
が
、
そ
の
ほ
う
が
よ
い（　
）
62

。
ト
ー
マ
ス
・
カ
ー
シ
ュ
ナ
ー
が
、「
大
隋
劫
火

洞
然
」
の
「
随
他
去
」（It goes along w

ith that.

）
と
同
じ
に
見
て
お
り
、
適
解
か
と
思
わ
れ
る（　
）
63

。

　

大
慧
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
絶
対
無
の
只
中
か
ら
万
象
と
一
体
と
な
っ
て
現
成
す
る
真
の
自
己
に
蘇
っ
た
の
で
あ
る
。
多

く
の
場
合
、
こ
の
転
換
の
事
態
は
、「
大
死
一
番
、
絶
後
再
蘇
」、「
懸
崖
撒
手
、
絶
後
再
蘇
」、「
大
死
一
番
、
大
活
現
成
」
な

ど
と
い
わ
れ
る
。
大
慧
の
見
性
は
、
ま
さ
し
く
宋
代
臨
済
宗
の
二
段
階
見
性
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
っ
た
。

　

代
表
的
な
「
大
死
一
番
、
絶
後
再
蘇
」
は
、「
絶
対
無
か
ら
真
の
自
己
の
現
成
へ
の
転
換
」
の
禅
的
表
現
で
あ
り
、
言
葉
の

意
味
は
、「
一
度
死
に
切
っ
た
の
ち
、
よ
み
が
え
る
」
こ
と
で
あ
る（　
）
64

。
こ
の
種
の
定
式
が
は
っ
き
り
と
言
い
出
さ
れ
た
の
は
、

雲
居
道
膺
（
八
三
五
？
─
九
〇
二
）
の
法
嗣
で
あ
る
、
永
光
真
（
生
没
年
不
詳
）
の
上
堂
に
お
い
て
ら
し
い
。
唐
代
曹
洞
系
の
人

の
よ
う
で
あ
る
。

蘇
州
永
光
院
真
禅
師
。
上
堂
謂
衆
曰
。
言
鋒
若
し
差た

が

わ
ば
、
郷
関
万
里
。
直た

だ
須
ら
く
懸
崖
よ
り
手
を
撒さ
つ

し
て
、
自
ら
肯
う
け
が
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っ
て
承じ
よ
う
と
う当す
べ
し
。
絶
後
に
再
び
蘇
ら
ば
、
君
を
欺あ
な
どる
こ
と
を
得
ず
。
非
常
の
旨
、
人
焉い
ず
くん
ぞ
廋か
く

さ
ん
や（　
）
65

。

　
「
言
鋒
若
し
差
わ
ば
、
郷
関
万
里
」
と
は
、
言
葉
の
鋒
先
が
少
し
で
も
違
っ
た
ら
、
本
来
の
家
郷
か
ら
は
ほ
ど
遠
く
な
る
と

い
う
警
告
で
あ
る
。
言
葉
は
当
て
に
な
ら
な
い
。
懸
崖
よ
り
手
を
撒
し
て
、
絶
後
に
再
蘇
す
る
と
い
う
実
体
験
の
ほ
う
が
大
切

な
の
で
あ
る
。「
大
死
一
番
」
が
「
懸
崖
撒
手
」
に
こ
こ
で
は
な
っ
て
い
る
が
、
同
じ
事
態
で
あ
る
。
二
段
階
の
見
性
プ
ロ
セ

ス
が
い
わ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
永
光
真
の
「
懸
崖
撒
手
、
絶
後
再
蘇
」
を
、
圜
悟
が
、『
碧
巌
録
』
第
四
一
則
「
趙
州
大
死
底
人
」
本
則
評
唱
に
お
い

て
、
趙
州
の
示
し
た
「
大
死
底
の
人
、
却
っ
て
活
す
る
時
如
何
」
と
い
う
問
い
の
意
味
と
し
て
出
し
て
き
て
い
る
。
趙
州
の
問

い
の
解
説
と
し
て
ま
ず
圜
悟
は
、

五
祖
先
師
は
之
を
「
命
根
断
た
れ
ず
」
と
謂
う
。
須す

べ
か是
ら
く
大
死
一
番
し
、
却
っ
て
活
し
て
始
め
て
得よ

し（　
）
66

。

と
述
べ
る
。
五
祖
法
演
の
「
命
根
不
断
」
の
「
命
根
」
と
は
、
根
底
的
に
は
「
ア
ー
ラ
ヤ
識
」
の
こ
と
で
あ
り
、「
不
断
」
と

い
う
こ
と
で
は
、
命
根
が
転
換
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
言
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
次
の
「
大
死
一
番
却
活
」
と
と
も
に
、

二
段
階
見
性
プ
ロ
セ
ス
が
意
味
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
命
根
不
断
」
と
「
大
死
一
番
却
活
」
の
後
に
、
先
の
永
光
真
の
上

堂
の
語
を
置
き
、「
趙
州
の
問
意
は
此
の
如
し
」
と
結
ん
で
い
る
。

　

趙
州
は
元
々
「
大
死
底
の
人
が
活
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
、
散
々
苦
労
し
た
人
が
九
死
に
一
生
を
得
た
と
き
は
ど
う
な
の
だ

ろ
う
か
、
と
一
般
的
に
問
う
て
い
る
ら
し
い
こ
と
が
、
文
献
を
遡
る
と
知
ら
れ
る
が（　
）
67

、
圜
悟
は
、
そ
こ
に
宋
代
臨
済
宗
の

二
段
階
見
性
プ
ロ
セ
ス
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
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4
　
長
沙
の
「
学
道
之
人
不
識
真
」
と
「
百
丈
竿
頭
不
動
人
」

　

一
般
的
に
、
禅
の
因
縁
・
話
頭
に
は
、
外
見
上
か
ら
、
以
上
論
ぜ
ら
れ
た
よ
う
な
宋
代
臨
済
宗
的
な
二
段
階
見
性
プ
ロ
セ
ス

だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
事
例
が
多
数
見
ら
れ
る
。
以
下
、
豊
穣
な
唐
代
の
禅
録
か
ら
幾
つ
か
事
例
を
挙
げ
て
み
る
。

定じ
よ
う上
座
と
い
う
も
の
有
り
、
到
り
参
じ
て
問
う
、
如
何
な
る
か
是
れ
仏
法
の
大
意
。
師
〔
臨
済
〕、
縄
じ
よ
う
し
よ
う
床
を
下
り
、
擒
き
ん
じ
ゆ
う住

し
て
一
掌
を
与
え
て
、
即
ち
托
開
す
。
定
、
佇
立
す
。
傍
僧
云
く
、
定
上
座
、
何
ぞ
礼
拝
せ
ざ
る
。
定
、
礼
拝
す
る
に
方あ

た

っ
て
、
忽
然
と
し
て
大
悟
す（　
）
68

。

　

こ
こ
で
、
定
上
座
（
生
没
年
不
詳
）
が
佇
立
し
た
状
態
が
、
絶
対
無
に
入
っ
た
と
こ
ろ
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
、
礼
拝
行

為
に
出
た
機
縁
に
よ
り
、
大
悟
し
て
い
る
。
大
悟
の
内
容
は
、
万
象
と
真
の
自
己
の
現
前
で
あ
っ
た
こ
と
と
推
察
さ
れ
る
。
定

上
座
は
、
そ
の
強
い
性
格
に
も
よ
る
が
、
原
体
験
が
強
烈
で
明
白
だ
っ
た
た
め
だ
ろ
う
、
以
降
批
判
的
言
辞
に
対
し
て
全
く
揺

が
な
い
こ
と
が
、
欽
山
文
邃
（
生
没
年
不
詳
）
と
の
遣
り
取
り
で
知
ら
れ
る（　
）
69

。

　

秋
月
は
本
条
に
次
の
よ
う
な
解
説
を
付
し
て
い
る
。

の
ち
に
は
、
禅
匠
た
ち
は
、
こ
の
「
打
成
一
片
（
大
死
一
番
）
か
ら
驀
然
打
発
（
大
活
現
前
）
へ
」
と
い
う
、
禅
経
験
の
心

0

0

0

0

0

理
的
プ
ロ
セ
ス

0

0

0

0

0

0

を
、
弟
子
を
悟
り
体
験
に
み
ち
び
く
た
め
の
手
段
と
し
て
意
識
的
に
活
用
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

よ
う
に
な
る
。
い
わ
ゆ
る

宋
代
の
「
公
案
禅
」
に
よ
る
二
段
階
的
見
性
で
あ
る
。
わ
が
白
隠
禅
は
、
こ
れ
に
さ
ら
に
綿
密
親
切
な
教
授
体
系
を
加
え

て
、
禅
経
験
へ
の
教
育
法
と
し
て
一
応
の
完
成
を
見
た
も
の
と
い
え
よ
う（　
）
70

。

　

も
う
一
つ
事
例
を
挙
げ
る
。

師
〔
徳
山
〕
看
侍
す
る
こ
と
数
日
、
因
み
に
一
夜
参
ず
る
次
い
で
、
龍
潭
云
く
、
何
ぞ
帰
り
去
ら
ざ
る
。
師
対
え
て
曰
く
、
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黒
し
。
龍
潭
便
ち
燭
を
点
じ
て
師
に
与
う
。
師
の
接
せ
ん
と
擬
す
る
や
龍
潭
便
ち
息
却
せ
り
。
師
便
ち
礼
拝
す
。
潭
云
く
、

什
麼
の
道
理
を
見
し
や
。
師
云
く
、
今
よ
り
向
去
、
終
に
天
下
の
老
師
の
舌
頭
を
疑
わ
じ（　
）
71

。

　

こ
の
徳
山
宣
鑑
（
七
八
二
？
─
八
六
五
）
の
見
性
の
経
緯
も
、
外
見
か
ら
判
断
し
て
、
絶
対
無
か
ら
見
性
へ
の
転
換
を
示
す
も

の
で
あ
ろ
う
。
数
日
龍
潭
崇
信
（
生
没
年
不
詳
）
と
商
量
し
た
挙
句
、
一
夜
徳
山
は
な
か
な
か
帰
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
。
龍
潭

に
何
故
帰
ら
な
い
の
か
と
聞
か
れ
て
、
真
っ
暗
だ
（「
黒
し
」）
と
答
え
て
い
る
が
、
恐
ら
く
こ
の
真
っ
暗
な
の
は
外
の
闇
だ
け

で
は
な
く
て
、
徳
山
の
内
外
・
自
他
・
主
客
を
絶
し
た
意
識
全
体
が
疑
い
に
な
り
切
っ
て
真
っ
暗
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
絶
対
の

無
で
あ
る
。
徳
山
は
帰
ろ
う
に
も
帰
れ
な
か
っ
た
。
龍
潭
は
灯
火
を
点
じ
て
徳
山
に
与
え
る
が
、
徳
山
が
受
け
取
ろ
う
と
し
た

そ
の
瞬
間
に
息
却
、
吹
き
消
し
て
し
ま
う
。
頃
合
い
よ
し
と
見
た
龍
潭
の
活
作
略
で
あ
っ
た
ろ
う
。
再
び
真
っ
暗
に
な
っ
た
場

面
動
転
を
機
縁
と
し
て
、
徳
山
は
見
性
し
た
の
で
あ
る
。「
天
下
の
老
師
の
舌
頭
を
疑
わ
じ
」
と
い
う
の
は
、
現
代
禅
者
で
い

う
と
「
昔
の
人
は
嘘
を
言
わ
な
か
っ
た
」
と
本
当
に
わ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
見
性
者
の
典
型
的
な
感
慨
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
事
例
を
挙
げ
る
。

師
〔
百
丈
〕、
潙
山
の
因
み
に
夜
深
に
参
ず
る
を
見
る
次
い
で
、
師
云
く
、
你
我
が
た
め
に
火
を
撥
開
せ
よ
。
潙
山
云
く
、

火
無
し
。
師
云
く
、
我
れ
適
来
有
る
を
見
た
り
。
自
ら
起
ち
来
り
て
撥
開
し
、
一
星
火
を
見
て
夾
起
し
来
り
て
云
く
、
這

个
是
れ
火
な
ら
ず
し
て
是
れ
什
麼
ぞ
。
潙
山
便
ち
悟
る（　
）
72

。

　

こ
の
因
縁
話
頭
も
、
外
見
か
ら
推
測
し
て
、
絶
対
無
か
ら
一
切
現
成
へ
の
転
換
を
示
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

れ
も
深
夜
で
、
潙
山
霊
祐
（
七
七
一
─
八
五
三
）
に
、
師
の
百
丈
懐
海
（
七
四
九
─
八
一
四
）
が
、
火
を
掘
り
起
こ
し
て
く
れ
る
よ

う
に
頼
む
の
で
あ
る
が
、
潙
山
は
、
火
は
無
い
と
答
え
る
。
絶
対
の
無
の
只
中
だ
と
見
て
よ
い
。
百
丈
の
掘
り
起
こ
し
た
火
を

見
て
、
潙
山
は
す
ぐ
に
悟
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
悟
り
が
絶
対
無
か
ら
蘇
っ
た
一
切
現
成
の
悟
り
で
あ
る
こ
と
は
、
次
の
問
答
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を
見
れ
ば
わ
か
る
。

師
、
潙
山
と
作
務
す
る
次
い
で
、
師
問
う
、
火
有
り
や
。
対
え
て
云
く
、
有
り
。
師
云
く
、
什
麼
の
処
に
有
り
や
。
潙
山

一
枝
木
を
把
っ
て
吹
く
こ
と
両
三
下
し
、
師
に
過
与
す
。
師
云
く
、
虫
の
木
を
喰
う
が
如
し（　
）
73

。

　

深
夜
の
火
の
遣
り
取
り
の
後
、
百
丈
は
潙
山
と
作
務
を
し
て
い
た
の
だ
が
、
や
に
わ
に
「
火
は
あ
る
か
」
と
聞
い
て
い
る
。

こ
の
火
は
当
然
か
の
深
夜
掘
り
起
こ
し
た
火
の
こ
と
で
あ
り
、
本
来
の
面
目
、
真
の
自
己
を
、
広
義
に
は
仏
性
を
暗
示
し
て
い

る
。
そ
れ
に
対
し
て
潙
山
は
、「
有
る
」
と
い
っ
て
、
側
に
あ
っ
た
木
の
枝
を
取
り
、（
火
な
の
で
）
何
度
か
ふ
う
ふ
う
吹
い
て
、

百
丈
に
渡
し
て
い
る
。
火
は
木
の
枝
な
の
で
あ
る
。
真
の
自
己
、
仏
性
が
一
切
の
事
物
に
現
成
し
て
い
る
と
い
う
体
験
な
し
で

は
、
こ
う
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
火
も
木
の
枝
も
、
真
の
自
己
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
、
区
別
さ
れ
な
が
ら
同
一
で
あ
る
。

こ
の
と
き
、
潙
山
は
無
心
の
境
地
で
あ
り
、
一
切
事
物
の
広
が
り
の
場
所
、
宇
宙
意
識
に
な
っ
て
い
る
。
百
丈
が
、
潙
山
の
ふ

う
ふ
う
吹
い
て
い
る
姿
を
「
虫
が
木
を
食
べ
て
い
る
よ
う
だ
」
と
評
し
て
い
る
の
は
、
潙
山
の
悟
境
を
是
認
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

　

唐
代
の
禅
録
に
お
い
て
、
絶
対
無
か
ら
真
の
自
己
の
現
成
へ
の
転
換
が
外
見
か
ら
推
定
で
き
る
事
例
の
枚
挙
に
は
、
い
と
ま

が
な
い
。
本
転
換
が
、
は
っ
き
り
と
し
た
思
想
と
し
て
は
、
こ
れ
を
教
義
化
し
た
宋
代
臨
済
宗
に
見
出
さ
れ
る
だ
ろ
う
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
が
、
唐
代
の
禅
録
中
に
も
、
た
だ
の
外
見
か
ら
で
は
な
く
、
明
瞭
な
思
想
と
し
て
発
見
さ
れ
う
る
。
一
例
を

挙
げ
る
。

〔
師
（
仰
山
）
曰
く
、〕
汝
は
是
れ
什
麼
の
処
の
人
ぞ
。〔
僧
〕
曰
く
、
幽
州
の
人
な
り
。
師
曰
く
、
汝
、
還
た
彼
の
処
を

思
ふ
や
否
や
。
曰
く
、
常
に
思
ふ
。
師
曰
く
、（
…
）
汝
、
思
ふ
底
を
返
せ
、
還
た
許こ

多た

般は
ん

有
り
や
。
僧
曰
く
、
某
甲
、

遮
裏
に
到
っ
て
、
一
切
有
る
こ
と
を
見
ず
。
師
曰
く
、
汝
が
解
は
猶
ほ
境
に
在
る
が
ご
と
し
、
信
位
は
即
ち
是
な
る
も
、
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人
位
は
即
ち
不
是
な
り
、
汝
が
所
解
に
拠
ら
ば
、
只
だ
一
玄
の
み
を
得
ん
、
得
坐
被
衣
、
向
後
自
ら
看
よ
。
其
の
僧
、
礼

謝
し
て
去
る（　
）
74

。

　

僧
の
い
う
「
某
甲
、
遮
裏
に
到
っ
て
、
一
切
有
る
こ
と
を
見
ず
」
と
は
、
自
ら
の
絶
対
無
の
境
地
を
宣
言
し
た
も
の
で
あ
る
。

大
死
一
番
の
境
地
を
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
仰
山
慧
寂
（
八
〇
七
─
八
八
三
）
は
、
こ
の
僧
の
場
合
で
は
、
そ
う
し

た
境
地
が
無
を
対
象
的
に
見
る
「
信
位
」
に
す
ぎ
ず
、「
只
だ
一
玄
の
み
を
得
」
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
未
だ
主
客
を
絶
し
て
現

成
す
る
「
人
位
」、
即
ち
真
の
自
己
の
見
性
の
位
で
は
な
い
と
い
う
。
絶
対
無
の
境
地
か
ら
真
の
自
己
の
現
成
す
る
境
地
へ
の

転
換
、
即
ち
本
来
人
の
大
活
現
成
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
本
来
の
見
性
の
た
め
に
は
、
さ
ら
に
日
常
の
「
得
坐
被

衣
」
の
内
で
、
生
活
の
変
移
に
対
し
て
こ
れ
何
も
の
ぞ
と
注
意
を
集
中
し
、
三
昧
に
入
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら

に
ま
た
、
こ
の
僧
の
「
一
切
有
る
こ
と
を
見
ず
」
は
、
ま
だ
絶
対
無
の
境
地
の
入
口
に
立
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
仰
山
が
「
猶
ほ
境
に
有
る
が
ご
と
し
」
と
述
べ
、
無
を
対
象
的
に
見
る
「
信
位
」
に
す
ぎ
な
い
と
評
す
る
の
も
そ
の
故

で
あ
る
。
真
に
天
地
未
萌
・
主
客
未
分
の
絶
対
無
の
境
域
に
入
り
こ
ん
だ
な
ら
、
一
切
現
成
と
真
の
自
己
へ
の
転
換
は
自
動
的

に
生
起
す
る
で
あ
ろ
う
。
と
も
か
く
、
本
問
答
は
、
絶
対
無
か
ら
真
の
自
己
へ
の
転
換
と
い
う
二
段
階
の
見
性
が
仰
山
の
思
想

と
し
て
前
提
さ
れ
て
な
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
え
る
。

　

絶
対
無
か
ら
真
の
自
己
と
万
象
の
現
成
へ
の
転
換
に
つ
い
て
は
、
目
立
た
な
い
が
、『
寒
山
詩
』
の
よ
う
な
修
道
的
な
隠
者

の
審
美
的
な
詩
に
お
い
て
も
、
思
想
と
し
て
姿
を
見
せ
て
い
る
。

万
機
倶
に
迹
を
泯ほ

ろ

ぼ
し

方は
じ

め
て
本
来
の
人
を
識
る（　
）
75

　

前
半
の
「
万
機
倶
泯
迹
」
が
絶
対
無
に
入
り
こ
ん
だ
こ
と
を
、
後
半
の
「
方
識
本
来
人
」
が
真
の
自
己
の
現
成
を
謂
っ
て
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い
る
。泯み

ん

す
る
時
万
象
は
痕
迹
無
く

舒
す
る
処
周
流
し
て
大
千
に
徧あ

ま
ねし

光
影
は
騰
輝
し
て
心
地
を
照
ら
す（　
）
76

　

一
行
目
の
「
泯
時
万
象
無
痕
迹
」
が
絶
対
無
を
、
二
行
目
の
「
舒
処
周
流
徧
大
千
」
が
一
切
現
成
を
、
三
行
目
の
「
光
影
騰

輝
照
心
地
」
が
真
の
自
己
（
清
浄
識
）
の
現
成
を
、
そ
れ
ぞ
れ
指
し
示
し
て
い
る
。

　

唐
代
の
禅
録
に
お
い
て
、
絶
対
無
か
ら
真
の
自
己
の
現
成
へ
の
転
換
が
、
体
験
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
思
想
と
し
て
も
鮮
か

に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
の
は
、
何
と
い
っ
て
も
、
唐
代
の
傑
出
し
た
行
学
兼
備
の
禅
匠
で
あ
っ
た
長
沙
景
岑
（
？
─
八
六
八
？
、

南
泉
の
法
嗣
）
の
言
辞
に
お
い
て
で
あ
る
。

客
有
っ
て
来
た
り
謁
す
。
師
〔
長
沙
〕
召
し
て
曰
く
、「
尚
書
」。
其
の
人
応
諾
す
。
師
曰
く
、「
是
れ
尚
書
の
本
命
な
ら

ず
」。
対
え
て
曰
く
、「
即
今
の
祗
対
を
離
却
し
て
別
に
第
二
の
主
人
有
る
べ
か
ら
ず
」。
師
曰
く
、「
尚
書
を
喚
ん
で
至
尊

と
作
す
は
得
ろ
し
き
や
」。
彼
云
く
、「
恁
麼
に
総
じ
て
祗
対
せ
ざ
る
時
、
是
れ
弟わ

た
し子
の
主
人
な
る
莫
き
や
」。
師
曰
く
、

「
但
だ
祗
対
す
る
と
祗
対
せ
ざ
る
時
の
み
に
非
ず
、
無
始
劫
来
、
是
れ
箇
の
生
死
の
根
本
な
り
」。
偈
有
り
て
曰
く
、

学
道
の
人
の
真
を
識
ら
ざ
る
は
、

只
だ
従
来
よ
り
識
神
を
認
む
る
が
為
な
り
。

無
始
劫
来
の
生
死
の
本
、

痴
人
は
喚
ん
で
本
来
身
と
作
す（　
）
77

。

　
「
尚
書
」
と
呼
ば
れ
る
こ
の
官
人
は
、
自
身
と
世
界
を
動
か
す
内
な
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
自
己
世
界
原
理
に
気
が
つ
い
て
い
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る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
自
分
の
「
主
人
」、「
至
尊
」、
真
の
自
己
に
到
り
着
い
た
と
自
認
し
て
い
る
。
諸
行
為
の
仮
想
的
な

セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
経
験
的
主
観
（em

pirisches Subjekt 

経
験
的
な
現
象
と
し
て
の
自
我
）
を
超
え
て
い
る
こ
と
は
評
価
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
れ
で
は
ほ
と
ん
ど
「
そ
の
ま
ま
悟
り
」
な
の
で
あ
る
。
現
代
の
禅
の
世
界
に
活
躍
す
る
人
に
も
、
こ
の

よ
う
な
考
え
の
人
が
多
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
官
人
は
馬
祖
の
「
即
心
即
仏
」
説
の
影
響
を
受
け
た
の
で
も
あ
ろ
う
か
、
一

つ
の
気
づ
き
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
か
し
、
そ
の
経
験
的
な
現
象
と
し
て
の
自
我
を
超
え
た
自
己
世
界
原
理
が
、
ま
だ

時
間
性
と
因
果
性
の
支
配
下
に
あ
り
、
生
死
に
お
け
る
迷
い
の
世
界
原
理
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
は
気
が
つ
い
て
い
な
い
。
輪
廻

の
サ
ン
サ
ー
ラ
の
必
然
性
に
支
配
さ
れ
、
真
を
識
ら
な
い
学
道
の
人
な
の
で
あ
る
。
こ
の
迷
い
の
世
界
原
理
が
、
イ
ン
ド
大
乗

仏
教
以
来
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
と
い
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
長
沙
は
「
識
神
」
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
、「
無
始
劫
来
の

生
死
の
本
」、
輪
廻
の
主
体
に
す
ぎ
な
い
の
だ
が
、
ま
だ
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
人
（「
痴
人
」）
は
、
そ
れ
を
「
本
来
身
」、
す

な
わ
ち
真
の
自
己
だ
と
思
い
込
む
の
で
あ
る
。

　

日
本
江
戸
期
の
白
隠
も
、

今
時
奴ぬ

郎ろ
う

弁
ぜ
ず
、
玉
石
分
た
ざ
る
底
の
無
眼
禿と
く

奴ぬ

の
部
属
、
往
々
に
言
ふ
。
自
心
即
是
れ
仏
け
、
話
頭
了
し
て
何
か
為せ

ん
。
心
浄
け
れ
ば
浄
土
浄
し
、
語
録
を
閲
し
て
何
ん
の
用
ぞ
と
。
此
れ
等
の
類
い
を
未
証
謂
証
、
未
得
謂
得
、
無
慚
昏
愚

の
外
道
と
す
。
竊ひ

そ

か
に
彼
が
心
と
称
す
る
所
以
の
者
を
見
れ
ば
、
八
識
頼
耶
〔
ア
ー
ラ
ヤ
識
〕、
無
智
無
明
の
暗
窟
な

り（　
）
78

。

と
、
警
告
を
発
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
と
こ
ろ
、
つ
ま
り
、
経
験
的
な
各
人
の
個
我
を
越
え
た
、
集
団
的
無
意
識
と
も
い
わ
れ
る
よ
う
な
、
時
間
性
と
因

果
性
に
支
配
さ
れ
て
い
る
超
越
論
的
な
主
観
が
真
の
自
己
だ
と
見
做
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
、
い
つ
の
時
代
で
も
、
ど
こ
の
地
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域
に
お
い
て
も
、
禅
や
本
来
の
哲
学
が
、
従
っ
て
人
類
の
意
識
が
発
展
す
る
の
に
、
隠
れ
た
最
大
の
障
害
に
な
っ
て
い
る
の
で

あ
っ
て
、
唐
代
の
洞
山
良
价
（
八
〇
七
─
八
六
九
）
も
深
く
嘆
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

師
〔
洞
山
〕、
僧
に
問
う
、
名
は
甚な

麼ん

ぞ
、
僧
云
く
、
某そ
れ

甲が
し

。
師
云
く
、
阿あ

那な

箇こ

か
是
れ
闍
梨
が
主
人
公
な
る
。
僧
云
く
、

見げ
ん

に
祗
対
す
る
次
で
。
師
云
く
、
苦
な
る
哉
、
苦
な
る
哉
。
今
時
の
人
、
例
し
て
皆
な
此
の
如
し
。
秪
だ
驢
前
馬
後
す
る

底
を
認
得
し
て
将
て
自
己
と
為
す
、
仏
法
の
平
沈
す
る
、
此
れ
は
之
れ
是
な
り（　
）
79

。

　

洞
山
が
「
阿
那
箇
か
是
れ
闍
梨
が
主
人
公
な
る
」
と
僧
に
問
う
と
き
、
僧
に
迷
い
の
世
界
原
理
で
あ
る
ア
ー
ラ
ヤ
識
を
越
え

た
真
の
自
己
を
現
示
し
て
ほ
し
い
の
で
あ
る
。「
見げ

ん

」
は
、
現
代
日
本
語
で
は
「
現
」
で
あ
る
。「
驢
前
馬
後
す
る
底
」
と
は
、

時
間
性
と
因
果
性
に
支
配
さ
れ
抜
い
て
い
る
と
こ
ろ
を
い
う
。

　

問
題
は
、
事
物
の
個
々
の
経
験
的
な
レ
ベ
ル
の
転
換
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
従
っ
て
、
経
験
的
な
個
我
の
レ
ベ
ル
の
転
換
に

あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
経
験
的
な
個
我
の
レ
ベ
ル
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
超
越
論
的
な
レ
ベ
ル
に
お
け
る
転
換
に
あ
る
の
で

あ
る
。
ア
ー
ラ
ヤ
識
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
、
閉
塞
と
束
縛
と
諸
悪
を
も
た
ら
す
根
底
の
自
己
世
界
原
理
を
越
え
て
い
く
こ
と
が
、

人
類
の
現
在
と
将
来
の
た
め
に
要
請
さ
れ
る
。
ア
ー
ラ
ヤ
識
は
、
カ
ン
ト
な
ら
ば
、
時
間
と
因
果
の
経
験
界
を
構
成
す
る
超
越

論
的
主
観
性
（transzendentale Subjektivität

）
に
該
当
し
、
Ｃ
・
Ｇ
・
ユ
ン
グ
（
一
八
七
五
─
一
九
六
一
）
で
は
、
深
層
の
集

合
的
無
意
識
に
相
当
す
る
。
カ
ン
ト
で
は
、
超
越
論
的
主
観
性
か
ら
純
粋
実
践
理
性
（
ヌ
ー
ス
）
へ
と
抜
け
出
し
て
い
き
、
こ

の
転
換
は
カ
ン
ト
哲
学
の
か
な
め
で
あ
る
の
だ
が
、
禅
に
お
け
る
真
正
の
学
道
の
人
も
、
そ
う
し
た
生
死
に
お
け
る
迷
い
の
世

界
原
理
を
抜
け
出
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
は
、
カ
ン
ト
と
同
様
に
、
迷
い
の
世
界
原
理
と
し
て
の

ア
ー
ラ
ヤ
識
の
特
性
で
あ
る
時
間
性
と
因
果
性
か
ら
一
度
脱
却
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
修
行
者
は
主
客
未
分
の
個
々

三
昧
行
を
徹
底
し
て
修
し
、
時
間
の
過
去
と
未
来
を
絶
し
た
絶
対
現
在
に
入
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
間
性
と
そ
れ
に
基
づ
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く
因
果
性
を
超
え
る
。
普
段
の
心
が
け
と
し
て
は
、
王
陽
明
が
よ
く
い
う
「
人
欲
を
去
り
、
天
理
を
存
す
る
」
と
い
う
原
則
を

守
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
善
悪
の
倫
理
性
を
守
り
抜
く
人
に
し
て
初
め
て
、
善
悪
を
越
え
た
別
次
元
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
。

胡
麻
化
し
て
世
渡
り
す
る
人
は
百
パ
ー
セ
ン
ト
打
ち
抜
け
な
い
。
担
板
漢
が
見
性
に
近
い
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
絶
対
現
在
の

持
続
に
お
い
て
い
つ
か
忽
然
と
王
三
昧
に
到
達
し
、
主
客
双
泯
の
絶
対
の
無
に
陥
入
し
、
そ
こ
か
ら
甦
っ
て
、
万
象
と
一
体
の

清
浄
識
が
現
成
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
到
達
す
る
。
こ
こ
に
到
達
し
て
初
め
て
「
本
来
身
」、
万
物
一
体
の
真
の
自
己
の
現
成

と
い
う
こ
と
が
体
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
長
沙
は
、
絶
対
無
に
入
り
込
ん
で
そ
こ
か
ら
万
物
と
一
体
の
真
の
自
己
の
現
成
に
転
換
す
る
と
い
う
事
態
に
つ

い
て
、
何
も
言
っ
て
い
な
い
の
か
、
そ
れ
と
も
何
か
言
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
に
言
い
表
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

は
た
し
て
、
こ
の
転
換
を
描
い
て
い
る
の
が
、
有
名
な
長
沙
の
「
百
尺
竿
頭
」
の
偈
な
の
で
あ
る
。『
景
徳
伝
灯
録
』
に
よ
っ

て
示
す
。

師
〔
長
沙
〕
は
一
僧
を
去ゆ

か
せ
同
参
の
会
和
尚
に
問
わ
し
め
て
云
く
、「
和
尚
、
南
泉
に
見ま
み

え
し
後
如
何
」。
会
、
黙
然
た

り
。
僧
云
く
、「
和
尚
未
だ
南
泉
に
見
え
ざ
る
已
前
作
麼
生
」。
会
云
く
、「
更
に
別
に
有
る
べ
か
ら
ず
」。
僧
、
廻か

え

り
て
師

に
挙
似
す
。
師
、
一
偈
を
示
し
て
曰
く
、

百
丈
竿
頭
の
不
動
の
人
、

得
入
す
と
雖い

え
ど然
も
未
だ
真
為た

ら
ず
。

百
丈
竿
頭
須
ら
く
歩
を
進
む
べ
し
、

十
方
世
界
是
れ
全
身
。

僧
問
う
、「
只
だ
百
丈
竿
頭
の
如
き
は
、
如
何
が
歩
を
進
め
ん
」。
師
云
く
、「
朗
州
の
山
、
澧れ

い

州
の
水
」。
僧
云
く
、「
請
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う
師
道
え
」。
師
云
く
、「
四
海
五
湖
、
皇
化
の
裏
」（　
）
80

。

　

南
泉
下
同
参
の
会
和
尚
（
生
没
年
不
詳
）
は
長
沙
に
、

未
だ
諸
聖
有
ら
ざ
る
已
前
作そ

も
さ
ん

麼
生（　
）
81

。

と
問
う
て
い
る
。「
諸
聖
」
と
は
、
三
世
諸
仏
と
歴
代
祖
師
で
あ
る
。
こ
の
問
い
か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
会
和
尚
は
未
発

の
絶
対
無
を
志
向
し
て
い
た
ら
し
い
。
そ
の
よ
う
な
会
和
尚
に
、
長
沙
の
ほ
う
か
ら
質
問
し
、
悟
境
を
確
か
め
て
い
る
の
が
、

本
話
頭
で
あ
る
。「
南
泉
を
見
る
」
と
は
開
悟
を
意
味
し
て
い
る
。「
見
南
泉
」
の
後
ど
う
か
と
問
わ
れ
て
、
会
和
尚
は
「
黙

然
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
絶
対
の
無
の
悟
境
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
「
見
南
泉
」
以
前
を
問
わ
れ
て
、「
別
に
変
わ
っ
た
こ
と
は
な
い
」
と
答
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
こ
れ
で
よ
く
、
そ
れ
な
り
に

絶
対
無
の
悟
境
が
成
熟
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
と
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
会
和
尚
の
絶
対
無
の
境
地
は
、
上
座
部
仏
教
の
阿
羅
漢
が
最
終
的
に
到
達
す
る
ニ
ロ
ー
ダ
（
滅
尽
）
の
境
地
に

近
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
禅
で
は
但
空
と
名
指
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
長
沙
が
批
判
し
て
い
る
の
は
、
そ
う
し
た
何
も
無
い
と

い
う
、
寂
滅
の
境
地
自
体
に
対
し
て
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
何
も
無
い
と
い
う
但
空
の
境
地
に
留
ま
っ
て
、
そ
こ
か
ら
事
々

物
々
と
衆
生
の
次
元
に
出
て
い
か
な
い
の
は
よ
く
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
竿
頭
か
ら
歩
を
進
め
て

竿
頭
下
に
飛
び
降
り
る
こ
と
は
、
大
乗
的
な
衆
生
済
度
の
菩
薩
の
見
地
に
立
つ
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

会
和
尚
の
超
越
的
な
絶
対
無
の
境
地
は
、
長
沙
の
見
処
か
ら
見
れ
ば
、「
百
丈
竿
頭
不
動
人
」
の
境
地
で
あ
っ
た
。
悟
り
の

超
越
的
な
頂
上
に
動
か
な
い
で
坐
っ
た
ま
ま
な
の
で
あ
る
が
、
長
沙
の
目
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
は
一
応
「
得
入
」
し
、
空
無
・

寂
静
に
悟
っ
た
立
場
で
は
あ
っ
て
も
、
ま
だ
「
真
」
で
は
な
い
。
心
源
湛
寂
、
不
動
不
揺
底
な
だ
け
で
あ
る
。

　

本
頌
で
は
、
前
の
頌
の
「
識
神
」、
即
ち
ア
ー
ラ
ヤ
識
に
つ
い
て
は
、
何
も
言
わ
れ
て
い
な
い
。
恐
ら
く
長
沙
は
こ
こ
で
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ア
ー
ラ
ヤ
識
を
入
れ
て
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
と
も
か
く
、
か
の
官
人
の
境
涯
と
、
今
の
一
応
得
入
し
て
い

る
会
和
尚
の
境
地
と
は
、
全
く
別
物
で
あ
る
。
敢
え
て
ア
ー
ラ
ヤ
識
を
入
れ
て
考
え
る
と
す
れ
ば
、
か
の
官
人
の
場
合
で
は
、

ア
ー
ラ
ヤ
識
は
活
動
中
で
あ
る
が
、
会
和
尚
の
竿
頭
上
の
場
合
で
は
、
八
識
活
動
が
休
止
し
、
深
層
の
無
意
識
の
ア
ー
ラ
ヤ
識

が
寂
滅
境
と
し
て
現
出
し
て
い
る
状
態
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　

先
に
検
討
し
た
通
り
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
が
心
源
湛
寂
、
不
動
不
揺
底
の
う
ち
に
現
前
す
る
と
は
、
万
里
の
層
氷
裏
、
瑠
璃
瓶
裏

に
あ
る
が
如
き
状
態
で
あ
り
、
要
す
る
に
未
発
の
絶
対
無
の
只
中
に
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
長
沙
の
い
う
百
丈
竿
頭
上
不
動
の

境
地
も
、
未
発
の
絶
対
無
の
只
中
に
あ
る
境
地
な
の
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
百
丈
竿
頭
上
の
境
地
に
は
、
第
二
義
的
に
、
万
象
と
切
り
離
さ
れ
た
真
の
自
己
を
体
認
し
た
と
い
う
境
地
を
も

入
れ
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
も
な
い
。
先
の
正
受
老
人
面
会
以
前
の
若
き
白
隠
の
境
地
で
あ
る
。
た
だ
し
、
真
の
自

己
は
、
実
際
に
は
百
丈
竿
頭
か
ら
歩
を
進
め
て
飛
び
降
り
て
か
ら
、
竿
頭
下
に
お
い
て
万
象
の
現
成
と
一
体
に
現
前
す
る
の
で

あ
っ
て
、
白
隠
の
場
合
で
も
鐘
の
音
と
と
も
に
現
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
万
象
と
切
り
離
さ
れ
た
真
の
自
己
と
い
う
境
地
が
あ
る

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
い
っ
た
ん
飛
び
降
り
て
竿
頭
下
で
万
象
と
一
体
の
真
の
自
己
を
体
認
し
て
お
り
な
が
ら
、
真
の
自
己

（
清
浄
識
）
自
体
も
湛
寂
清
浄
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
再
び
湛
寂
な
竿
頭
上
に
登
る
よ
う
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。
多
様
な
生
き
た
事

物
世
界
は
忘
却
さ
れ
る
。
竿
頭
上
で
は
、
万
象
は
捨
象
さ
れ
、
真
の
自
己
だ
け
が
抽
象
化
さ
れ
て
絶
対
無
の
境
域
中
に
残
る
こ

と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
状
態
も
ま
た
、「
無
始
劫
来
生
死
の
本
」、「
湛
々
た
る
黒
暗
の
深
坑
」
に
な
り
う
る
。
こ
の
よ
う
に
、

絶
対
無
の
レ
ベ
ル
で
あ
る
竿
頭
上
に
は
、
二
種
類
の
境
地
が
解
釈
さ
れ
う
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

白
隠
は
、
こ
の
二
番
目
の
境
地
を
含
め
て
、
絶
対
無
の
境
地
に
留
ま
ろ
う
と
す
る
こ
と
を
諌
め
、

往
々
此
の
〔
初
住
・
初
地
の
〕
一
片
の
所
見
を
担
っ
て
乃
ち
曰
く
、
我
れ
今
既
に
朕
兆
未
発
以
前
、
仏
祖
未
興
の
処
に
向
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っ
て
立
つ
。
者
〔
這
〕
裡
全
く
生
死
な
く
、
涅
槃
な
く
、
煩
悩
な
く
、
菩
提
な
し
。
一
代
の
蔵
経
は
不
浄
を
拭
ふ
の
故
紙
、

菩
薩
羅
漢
は
屍し

穢え

の
如
く
、
参
禅
・
学
道
〔
は
〕
閑
妄
想
、
古
則
・
公
案
は
眼
中
の
翳
、
者
裡
今
時
な
く
、
那
辺
な
く
、

仏
を
求
め
ず
、
祖
を
求
め
ず
、
饑き

飯は
ん

困
眠
何
の
欠
少
す
る
所
か
あ
る
。（
…
）
長
沙
は
此
を
百
尺
の
竿
頭
不
動
の
人
と
言
ひ
、

林
才
〔
臨
済
〕
は
湛
々
た
る
黒
暗
の
深
坑
と
言
ふ
。
是
を
見
地
不
脱
と
言
ふ
。
謂い

わ

ゆ
る
機
、
位
を
離
れ
ず
、
毒
海
に
堕
在

す
る
者
な
り
。
只
だ
一
片
の
所
見
を
執
し
て
揩か

い
ま
じ
よ
う
じ
ん

磨
浄
尽
し
て
一
生
を
錯
り
了
る（　
）
82

。

と
述
べ
、
非
難
し
て
い
る
。

　

真
の
悟
り
は
、
そ
う
し
た
暗
窟
の
百
丈
竿
頭
か
ら
飛
び
降
り
て
、
地
上
の
事
物
世
界
と
一
体
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
開
か
れ

る
。
飛
び
降
り
れ
ば
、
十
方
世
界
が
自
分
の
全
身
に
な
る
の
で
あ
る
。
広
々
と
し
た
事
々
物
々
が
真
の
自
分
と
な
っ
て
現
前
す

る
。
暗
窟
だ
っ
た
絶
対
無
の
境
地
が
転
換
し
て
、
万
象
が
真
の
自
己
と
し
て
現
成
す
る
。

　

飛
び
降
り
る
と
い
っ
て
も
、
個
我
の
我
意
か
ら
無
理
に
飛
び
降
り
る
の
で
は
な
い
。
自
然
と
飛
び
降
り
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

僧
（『
祖
堂
集
』
で
は
三
聖
慧
然
）
が
、
飛
び
降
り
る
仕
方
を
聞
い
て
い
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
長
沙
は
、「
朗
州
の
山
、
澧
州
の

水
」
と
、
飛
び
降
り
た
竿
頭
下
で
の
自
然
の
風
景
で
答
え
て
い
る
。
そ
れ
以
外
に
答
え
よ
う
が
な
い
。
人
為
的
な
方
法
は
な
い

の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
問
わ
れ
て
そ
の
有
様
に
つ
い
て
、
全
世
界
（「
四
海
五
湖
」）
は
真
の
自
己
の
現
成
の
内
に
あ
る
（「
皇
化
の
裏
」）
と
、

万
象
現
前
の
基
底
を
開
示
し
て
い
る
。「
皇
化
」
の
「
皇
」
は
、『
祖
堂
集
』
そ
の
他
で
は
「
王
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
本
来
の

面
目
、
真
の
自
己
の
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
真
の
自
己
の
現
成
を
基
底
と
し
て
万
物
が
現
前
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
、

長
沙
が
公
式
の
「
上
堂
」
説
法
で
力
説
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

上
堂
。
曰
く
、
我
れ
若
し
一
向
に
宗
教
を
挙
揚
せ
ば
、
法
堂
裏
は
須
ら
く
草
深
き
こ
と
一
丈
な
ら
ん
。
我
れ
事
已
む
こ
と
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を
獲え

ず
、
所
以
に
汝
諸
人
に
向
か
っ
て
道
う
、「
尽
十
方
世
界
は
是
れ
沙
門
の
眼
」「
尽
十
方
世
界
は
是
れ
沙
門
の
全
身
」

「
尽
十
方
世
界
は
是
れ
自
己
の
光
明
」「
尽
十
方
世
界
は
自
己
の
光
明
裏
に
在
り
」「
尽
十
方
世
界
は
一
人
と
し
て
是
れ
自

己
な
ら
ざ
る
な
し
」
と
。
我
れ
常
に
汝
諸
人
に
向
か
っ
て
道
う
、「
三
世
諸
仏
は
尽
法
界
衆
生
と
共
に
是
れ
摩
訶
般
若
の

光
な
り
」
と
。〔
と
は
い
え
〕
光
未
発
時
、
汝
等
諸
人
、
什い

麼ず

処こ

に
向
い
て
か
委し

る
。
光
未
発
時
、
尚
お
仏
無
く
衆
生
の

消
息
無
し
。
何い

ず
く処
に
か
山
河
国
土
を
得え

来
た
る（　
）
83

。

　
「
尽
十
方
世
界
は
是
れ
沙
門
の
眼
」
と
い
う
の
は
、
先
の
無
門
の
「
大
地
群
生
眼
豁
開
」
で
あ
り
、
万
象
が
眼ま

な
こを
開
い
た
の

で
あ
る
。「
尽
十
方
世
界
は
是
れ
沙
門
の
全
身
」
も
体
験
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
身
体
の
内
側
に
あ
る
と
思
っ
て
い
た
自
己
と

い
う
も
の
が
、
ち
ょ
う
ど
裏
返
し
に
な
っ
て
周
囲
の
万
象
に
現
じ
て
き
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
言
い
表
わ
し
は
、

長
沙
投
機
の
偈
に
い
わ
れ
る
「
処
々
真
、
処
々
真
。
塵
々
尽
く
是
れ
本
来
人（　
）
84

」
と
い
う
端
的
な
体
験
の
言
語
的
な
展
開
で

あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
真
の
自
己
が
眼
を
開
い
て
周
囲
の
万
象
と
一
体
に
光
の
よ
う
に
現
ず
る
の
で
、「
尽
十
方
世
界
は

是
れ
自
己
の
光
明
」
と
も
い
わ
れ
て
く
る
。
さ
ら
に
、
真
の
自
己
の
光
は
万
象
に
及
ぶ
の
で
、
そ
う
し
た
光
を
基
底
と
し
て
万

象
は
存
在
す
る
と
見
做
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
り
、「
尽
十
方
世
界
は
自
己
の
光
明
裏
に
在
り
」
と
表
現
で
き
る
こ
と
に

な
る
。
こ
こ
で
、
真
の
自
己
は
、
個
々
の
事
物
と
一
体
に
そ
れ
ぞ
れ
現
前
す
る
だ
け
で
な
く
、
個
々
の
事
物
の
基
底
と
見
做
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。
体
験
的
に
「
沙
門
の
全
身
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
真
の
自
己
と
い
う
世
界
の
基
底
（
内
外
無
差
別
の

意
識
の
根
底
）
に
お
い
て
、
万
象
が
現
ず
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
先
の
「
四
海
五
湖
、
皇
化
の
裏
」
で
あ
る
。

そ
し
て
、
万
象
は
真
の
自
己
と
し
て
現
ず
る
の
で
、
万
象
は
物
で
も
人
で
も
、
一
つ
ひ
と
つ
が
、
一
人
ひ
と
り
が
、
か
け
が
え

の
な
い
自
分
で
あ
る
。
そ
れ
故
、「
尽
十
方
世
界
は
一
人
と
し
て
是
れ
自
己
な
ら
ざ
る
な
し
」
と
宣
言
さ
れ
る
。
抽
象
的
な
真

の
自
己
で
は
な
く
、
真
の
自
己
の
現
じ
た
個
が
大
切
な
の
で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
体
験
さ
れ
た
真
の
自
己
が
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唯
識
教
学
の
大
円
鏡
智
の
光
に
他
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
の
世
に
現
わ
れ
る
仏
も
衆
生
も
、
大
乗
仏
教
で
一
般
的
な
般
若
波

羅
蜜
の
光
そ
の
も
の
と
い
っ
て
も
よ
い
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、「
三
世
諸
仏
は
尽
法
界
衆
生
と
共
に
是
れ
摩
訶
般
若
の
光
な

り
」
と
も
い
わ
れ
う
る
。
三
世
諸
仏
と
尽
法
界
衆
生
は
同
列
に
置
か
れ
、
摩
訶
般
若
の
光
な
の
で
あ
る
。
禅
の
修
行
者
が
無
力

な
が
ら
や
む
に
や
ま
れ
ず
人
々
を
助
け
る
働
き
に
出
て
い
く
と
き
、
そ
れ
は
仏
教
の
文
献
を
読
ん
で
概
念
的
に
行
動
に
出
る
の

で
は
全
く
な
い
。
人
々
、
事
々
物
々
が
自
分
そ
の
も
の
だ
か
ら
（
平
等
性
智
）、
自
分
の
身
命
を
抛
っ
て
、
助
け
よ
う
と
す
る
の

で
あ
る
。

　

長
沙
の
説
法
は
委
曲
を
尽
く
し
て
い
る
。
禅
宗
史
上
稀
に
見
る
名
文
句
の
連
続
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
諸
表
現
は
、
長

沙
に
と
っ
て
大
寺
の
法
堂
で
止
む
を
得
ず
し
て
提
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
師
匠
の
南
泉
の
い
う
狸
奴
白
牯
と
境
涯
を
同
じ
く

す
る
生
活
（
異
類
中
行
）
を
す
る
な
ら
、
本
来
は
「
黙
」
で
通
す
べ
き
事
柄
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
長
沙
は
結
局
大
寺
を
離
れ
、

遊
行
の
生
を
送
る
こ
と
に
な
る
。
長
沙
に
と
っ
て
は
、「
法
堂
裏
は
草
深
き
こ
と
一
丈
」
が
、
あ
る
べ
き
本
来
の
姿
だ
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。

　

長
沙
の
竿
頭
下
の
風
景
は
、
事
々
物
々
と
一
体
化
し
た
真
の
自
己
の
現
成
の
風
景
な
の
で
あ
る
が
、
実
に
典
型
的
な
悟
り
方

な
の
で
あ
っ
て
、
禅
録
に
そ
の
事
例
は
多
い
。
例
と
し
て
、
興
教
洪
寿
（
生
没
年
不
詳
）
の
「
撲
落
非
他
」
を
挙
げ
て
み
る
。

洪
寿
は
薪
の
崩
れ
落
ち
る
音
を
聞
き
、
そ
の
崩
れ
落
ち
た
有
様
を
見
て
契
悟
し
、
次
の
よ
う
に
頌
し
た
。

撲
落
他
物
に
非
ず
、

縦
横
是
れ
塵
に
非
ず
、

山
河
并
び
に
大
地
、

全
く
法
王
身
を
露
わ
す（　
）
85

。
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「
他
物
に
非
ず
」
と
は
自
己
で
あ
り
、
以
下
の
「
法
王
身
」
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
謂
う
。「
塵
に
非
ず
」
と
は
、「
法
王

身
」
が
舞
い
上
が
る
塵
の
よ
う
な
事
物
の
レ
ベ
ル
を
超
え
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
山
河
大
地
と
一
体
に
「
法
王
身
」
が
現

じ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
法
王
身
」
と
は
真
の
自
己
、
仏
性
の
こ
と
で
あ
る
。

　

洪
寿
は
法
眼
宗
に
属
す
る
が
、
宗
祖
の
法
眼
文
益
（
八
八
五
─
九
五
八
）
も
、
同
種
の
絵
に
画
い
た
よ
う
な
悟
り
方
を
し
た
人

で
あ
る
。「
三
界
唯
心
」
で
心
中
の
石
を
か
か
え
て
行
脚
し
て
い
て
は
重
か
ろ
う
と
い
わ
れ
、
誠
実
に
ジ
レ
ン
マ
に
逢
着
し
た
。

そ
し
て
「
某
甲
詞
窮
し
理
絶
せ
り
」
と
絶
対
無
の
状
況
に
追
い
込
ま
れ
て
か
ら
、
羅
漢
桂
琛
（
八
六
七
─
九
二
八
）
に
「
若
し
仏

法
を
論
ぜ
ば
、
一
切
現
成
す
」
と
い
わ
れ
て
、
絶
対
無
か
ら
の
、
一
切
と
真
の
自
己
の
現
成
に
目
覚
め
て
い
る（　
）
86

。
心
内
は

外
部
世
界
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
長
沙
の
尽
十
方
世
界
も
内
外
一
如
の
世
界
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
、
長
慶
慧
稜
（
八
五
四
─
九
三
二
）
の
「
万
象
之
中
独
露
身
」
も
、
典
型
的
に
長
沙
竿
頭
下
の
風
景
と
感
慨
を
表
現

し
て
い
る
。

万
象
の
中
独
露
身
、

唯た
だ

人
自
ら
肯
う
て
乃す
な
わち
方ま
さ

に
親
し
、

昔
時
は
謬
っ
て
途
中
に
向
っ
て
覓も

と

む
、

今
日
看
れ
ば
火
裏
の
氷
の
如
し（　
）
87

。

　
「
独
露
身
」
と
は
真
の
自
己
が
普
遍
的
な
独
在
者
と
し
て
現
成
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
万
象
の
中
」
に
、

す
な
わ
ち
万
象
と
一
体
に
現
前
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
根
源
の
事
態
は
、
そ
の
ま
ま
受
け
取
る
し
か
仕
方
が
な
い
が
、
実
に
親

し
い
事
柄
な
の
で
あ
る
。
か
っ
て
は
、
誤
っ
て
途
中
の
レ
ベ
ル
に
探
し
て
い
た
。
今
見
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
も
の
は
「
火
裏
の

氷
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
大
悟
に
お
い
て
は
一
切
の
概
念
的
な
構
築
物
が
崩
壊
す
る
か
ら
で
あ
る
。
一
行
目
で
、
長
沙
竿
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頭
下
の
尽
十
方
世
界
の
悟
り
の
端
的
を
言
い
表
わ
し
て
お
り
、
そ
れ
以
降
の
行
は
感
慨
で
あ
る
。

　

さ
て
と
こ
ろ
で
、
長
沙
の
「
竿
頭
進
歩
」
は
、
宋
代
臨
済
宗
楊
岐
派
の
公
案
集
『
無
門
関
』
に
も
第
四
六
則
と
し
て
載
せ
ら

れ
て
い
る
。

石
霜
和
尚
云
く
、「
百
尺
竿
頭
、
如
何
が
歩
を
進
め
ん
」。
又
た
古
徳
云
く
、「
百
尺
竿
頭
に
坐
す
る
底
の
人
は
、
得
入
す

と
雖い

え
ど然
も
、
未
だ
真
と
為
さ
ず
。
百
尺
竿
頭
に
須
ら
く
歩
を
進
め
て
、
十
方
世
界
に
全
身
を
現
ず
べ
し
」
と（　
）
88

。

　

最
初
の
石
霜
和
尚
は
、
宋
代
臨
済
宗
の
石
霜
山
慈
明
楚
円
（
九
八
六
─
一
〇
三
九
）
で
あ
り
、
こ
の
人
か
ら
臨
済
宗
は
黄
龍
派

と
楊
岐
派
に
分
か
れ
た
と
い
う
大
物
で
あ
る
。
こ
の
人
は
ま
た
、
苦
修
中
の
「
引
錐
自
刺
」
で
若
き
白
隠
を
発
奮
さ
せ
た
こ
と

で
も
著
名
で
あ
る（　
）
89

。
後
半
の
「
百
尺
竿
頭
坐
底
人
」
の
文
章
に
は
多
少
の
字
句
の
異
同
は
あ
れ
ど
、「
古
徳
」
が
長
沙
で
あ

る
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
な
い
。
二
禅
僧
の
二
つ
の
文
句
が
如
何
な
る
連
関
に
立
つ
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
究
明
の
課
題
と
な
る
。

同
じ
よ
う
に
見
え
て
、
二
文
句
の
そ
れ
ぞ
れ
目
指
す
意
味
合
い
に
偏
差
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

楚
円
の
語
録
中
に
百
尺
竿
頭
の
話
は
な
い
そ
う
だ（　
）
90

。
従
っ
て
、
楚
円
の
竿
頭
進
歩
の
語
は
、
無
門
の
法
系
に
伝
わ
っ
て

い
た
の
を
、
無
門
が
『
無
門
関
』
で
公
開
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、『
無
門
関
』
に
は
、
五
祖
法
演
の
語

録
や
『
伝
灯
録
』
五
祖
章
に
載
っ
て
い
な
い
五
祖
関
連
の
重
要
な
話
頭
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
無
門
の
法
系
に
伝
わ
っ
て
い

た
も
の
が
無
門
に
よ
っ
て
公
開
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る（　
）
91

。
竿
頭
進
歩
の
語
も
、
楚
円
の
語
録
中
に
発
見
で
き
れ
ば
、

置
か
れ
た
文
脈
か
ら
真
意
を
推
定
で
き
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
今
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
、
楚
円
の
竿
頭
進
歩
の
語
の
真
意
は
、
本
則
に
付
さ
れ
た
無
門
の
解
説
か
ら
推
し
量
る
し
か
な
い
。
は
た
し
て
無

門
の
頌
が
、
楚
円
の
竿
頭
進
歩
の
真
意
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

頂
門
の
眼ま

な
こを
瞎か
つ
き
や
く却し
、
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錯
っ
て
定
じ
よ
う
ば
ん
じ
よ
う

盤
星
を
認
む
。

身
を
拚す

て
能
く
命
を
捨
て
、

一
盲
衆
盲
を
引
く（　
）
92

。

　

最
後
の
四
行
目
の
「
一
盲
」
と
は
、
悟
り
の
眼
を
つ
ぶ
し
た
仏
向
上
の
人
で
あ
る
。
悟
り
の
消
え
た
人
で
な
け
れ
ば
、
事
々

物
々
の
世
界
に
適
合
し
き
れ
な
い
と
こ
ろ
が
残
り
、「
衆
盲
を
引
」
い
て
衆
生
済
度
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ

る
。
従
っ
て
、「
頂
門
の
眼
を
瞎
却
し
、
錯
っ
て
定
盤
星
（
秤
の
目
盛
）
を
認
む
」
と
は
、
悟
り
の
眼
が
つ
ぶ
れ
て
お
ら
ず
、
本

来
の
あ
る
べ
き
衆
生
済
度
の
あ
り
方
か
ら
は
ず
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る（　
）
93

。
楚
円
と
無
門
は
、
悟
り
の

消
え
て
い
な
い
人
を
、「
百
尺
竿
頭
坐
底
人
」
と
見
做
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

悟
り
と
は
、
こ
こ
で
は
但
空
無
相
の
絶
対
無
の
心
境
だ
け
で
は
な
く
、
長
沙
の
「
尽
十
方
世
界
は
是
れ
沙
門
の
眼
」
と
い
う

真
空
妙
有
の
大
悟
の
境
地
も
入
る
で
あ
ろ
う
。
長
沙
に
と
っ
て
は
、「
竿
頭
進
歩
」
し
て
こ
そ
悟
り
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、

楚
円
や
無
門
に
し
て
み
れ
ば
、「
竿
頭
進
歩
」
と
は
、
そ
う
し
た
悟
り
の
眼
を
つ
ぶ
す
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、

長
沙
の
「
竿
頭
進
歩
」
に
よ
る
「
尽
十
方
世
界
は
是
れ
沙
門
の
眼
」
と
い
う
大
悟
の
境
地
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
悟
り
の
眼
を
つ

ぶ
し
て
衆
生
済
度
に
打
っ
て
出
る
と
い
う
楚
円
の
「
竿
頭
進
歩
」
も
成
り
立
た
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
長
沙
の
「
竿
頭
進
歩
」

は
、
楚
円
の
「
竿
頭
進
歩
」
の
基
礎
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
本
則
は
、
楚
円
の
「
竿
頭
進
歩
」
の
あ
と

に
、
長
沙
の
「
竿
頭
進
歩
」
を
添
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

禅
は
宋
代
に
至
っ
て
、
存
亡
の
危
機
に
あ
る
国
家
を
支
え
る
士
大
夫
間
に
広
が
っ
た
。
宋
代
臨
済
宗
に
は
国
家
体
制
に
完
全

に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
倫
理
的
に
徹
底
的
な
現
実
志
向
が
要
請
さ
れ
た
。
要
す
る
に
、
儒
教
の
現
実
重
視
の
倫
理
性

に
近
づ
く
の
で
あ
る
。
仏
教
は
、
イ
ン
ド
以
来
の
超
俗
的
宗
教
の
性
格
を
一
層
薄
め
、
一
層
現
実
化
中
国
化
し
た
の
で
あ
る
。
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現
実
に
適
合
す
る
た
め
に
は
、
仏
向
上
と
い
う
、
悟
り
を
払
っ
た
日
常
性
の
境
地
が
ま
す
ま
す
必
要
と
さ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
、

仏
向
上
の
境
地
は
、
唐
代
の
禅
で
も
い
わ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
長
沙
も
南
泉
遷
化
の
行
方
を
尋
ね
ら
れ
て
、
狸
奴
白
牯
の

境
地
か
ら
「
東
家
に
驢
と
な
り
、
西
家
に
馬
と
な
る
」
と
述
べ
、
ま
た
別
に
「
石
頭
沙
弥
た
り
し
時
、
六
祖
に
参
見
す
」
と
も

答
え
て
い
る（　
）
94

。
宋
代
臨
済
宗
で
は
、
そ
う
し
た
仏
向
上
の
日
常
性
の
境
涯
が
さ
ら
に
理
念
化
さ
れ
て
端
的
に
重
要
視
さ
れ

た
。
し
か
も
、
仏
向
上
の
要
請
の
た
め
に
、
本
箇
所
に
お
け
る
よ
う
に
、
唐
代
禅
録
の
語
句
を
仏
向
上
の
方
向
に
解
釈
し
直
す

と
こ
ろ
ま
で
に
到
っ
た
の
で
あ
る
。
宋
代
の
臨
済
禅
で
は
、
百
尺
竿
頭
か
ら
飛
び
降
り
る
と
は
、
超
脱
的
な
悟
り
を
得
る
こ
と

で
は
な
く
、
む
し
ろ
悟
り
の
眼
を
つ
ぶ
し
て
日
常
平
常
の
生
活
の
中
に
戻
り
、
苦
し
ん
で
い
る
衆
生
の
た
め
に
実
際
に
悪
戦
苦

闘
し
て
い
く
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
宋
代
臨
済
宗
に
と
っ
て
は
、
そ
う
す
る
こ
と
こ
そ
「
十
方
世
界
に
全
身
を
現
ず
」
る
こ

と
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
観
念
化
さ
れ
た
悟
り
は
邪
魔
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
悟
り
の
眼
を
つ
ぶ
す
と
い
っ
て
も
、
眼
前
に
思
い
浮
か
べ
ら
れ
た
、
観
念
化
さ
れ
た
悟
り
（
絶
対
無
と
真
の
自
己
と

い
う
観
念
）
が
消
滅
す
る
だ
け
な
の
で
あ
っ
て
、
元
来
の
背
景
・
媒
体
と
し
て
の
絶
対
無
と
真
の
自
己
は
、
日
常
的
世
界
意
識

の
基
底
と
し
て
、
あ
く
ま
で
潜
在
的
に
広
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
衆
盲
を
引
く
一
盲
は
、
背
景
・
媒
体
と
し
て
の
意
識
根
底

の
潜
在
的
な
広
が
り
を
自
覚
し
た
上
で
前
進
し
、
菩
薩
と
し
て
仏
国
土
の
建
立
に
勤
し
む
の
で
あ
っ
て
、
見
性
体
験
の
な
い
無

眼
子
の
、
自
他
・
内
外
・
主
客
の
対
立
に
支
配
さ
れ
た
境
涯
か
ら
妄
動
す
る
こ
と
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
る（　
）
95

。

　

楚
円
と
無
門
の
「
竿
頭
進
歩
」
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
長
沙
の
絶
対
無
か
ら
真
の
自
己
の
現
成
へ
の
転
換
の
思
想
が
、

よ
り
鮮
明
に
な
っ
た
か
と
思
う
。
楚
円
と
無
門
が
中
国
的
に
現
実
世
界
重
視
の
倫
理
性
の
立
場
で
あ
る
に
対
し
、
長
沙
は
専
ら

そ
の
倫
理
性
の
基
礎
と
な
る
、
見
性
と
い
う
超
越
レ
ベ
ル
の
認
識
を
説
い
て
い
る
と
い
え
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、
こ
の
辺
で
、
長
沙
の
上
堂
説
法
に
戻
り
、
残
さ
れ
た
最
後
の
部
分
を
究
明
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
れ
ま
で
は
、
尽
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十
方
世
界
に
お
け
る
真
の
自
己
の
現
成
を
「
光
明
」
と
し
て
把
え
て
竿
頭
下
の
風
景
の
描
写
を
続
け
て
い
た
の
だ
が
、
こ
こ
に

至
っ
て
、
そ
の
光
が
ま
だ
起
こ
っ
て
い
な
い
境
域
が
掘
り
下
げ
て
問
題
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
光
（
真
の
自
己
、
清
浄
識
、
仏
性
、

世
界
意
識
の
根
底
）
が
未
発
で
あ
る
と
き
、
そ
こ
で
は
仏
も
衆
生
も
山
河
国
土
も
現
成
し
て
こ
な
い
。

光
未
発
時
、
汝
等
諸
人
、
什
麼
処
に
向
い
て
か
委
る
。
光
未
発
時
、
尚
お
仏
無
く
衆
生
の
消
息
無
し
。
何
処
に
か
山
河
国

土
を
得
来
た
る
。

　

こ
こ
か
ら
は
相
当
難
し
く
、
今
後
の
さ
ら
な
る
研
究
を
必
要
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
大
体
の
見
通
し
だ
け
仮
説
と
し
て

述
べ
て
み
る
。「
光
未
発
時
、
尚
お
仏
無
く
衆
生
の
消
息
無
し
。
何
処
に
か
山
河
国
土
を
得
来
た
る
」
と
は
、
真
の
自
己
な
い

し
清
浄
識
（
白
隠
の
い
う
大
円
鏡
光
）
が
ま
だ
発
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
（
仏
無
く
と
は
、
仏
性
が
無
い
と
い
う
こ
と
）、

同
時
に
仏
も
衆
生
も
出
て
き
て
お
ら
ず
、
山
河
国
土
の
よ
う
な
万
象
も
現
成
し
て
い
な
い
状
態
な
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
も

う
絶
対
無
の
境
域
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
つ
ま
り
、
長
沙
は
、
会
和
尚
の
い
う
「
未
だ
諸
聖
有
ら

ざ
る
已
前
」
の
レ
ベ
ル
の
あ
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
そ
こ
に
留
ま
っ
て
い
て
は
い
け
な
い
こ
と
を

い
う
の
で
あ
る
。

　

上
堂
の
論
旨
の
流
れ
か
ら
い
っ
て
、
ど
う
も
こ
の
絶
対
無
の
境
域
は
、
真
の
自
己
と
事
々
物
々
の
現
成
の
レ
ベ
ル
よ
り
も
よ

り
根
源
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
ら
し
い
。
無
は
妙
有
よ
り
も
深
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
絶
対
無
は
、
真
の
自
己
と
万

有
の
現
成
を
超
越
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
絶
対
無
は
、
宋
代
臨
済
禅
と
日
本
白
隠
禅
の
二
段
階
見
性
説
の
よ
う
に
、
妙
有
経

験
の
前
段
階
に
位
置
付
け
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　

長
沙
の
、
真
の
自
己
と
諸
事
物
の
現
成
か
ら
絶
対
無
の
境
域
へ
と
論
じ
て
い
く
行
き
方
は
、
や
は
り
唐
代
の
盤
山
宝
積
（
生

没
年
不
詳
、
馬
祖
の
法
嗣
）
の
語
に
も
典
型
的
に
見
出
さ
れ
る
。
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心
月
孤
円
、
光
万
象
を
呑
む
。

光
境
を
照
ら
す
に
非
ず
、
境
も
亦
た
存
す
る
に
非
ず
。

光
境
倶
に
亡
ず
、
復
た
是
れ
何
物
ぞ（　
）
96

。

　

こ
こ
で
「
光
」
と
は
真
の
自
己
、
仏
性
（
白
隠
の
い
う
大
円
鏡
光
）
で
あ
り
、
真
の
自
己
が
万
象
と
一
体
に
現
前
し
て
い
る
状

態
を
、「
光
、
万
象
を
呑
む
」
と
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
う
し
た
状
態
は
、
主
客
未
分
の
三
昧
に
お
い
て
現
出
す
る
の

で
あ
る
か
ら
、
万
象
の
境
が
単
独
で
対
境
と
し
て
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
く
（「
境
も
亦
た
存
す
る
に
非
ず
」）、
真
の
自
己
と
万

象
の
境
と
が
分
か
れ
て
、
真
の
自
己
が
万
象
の
境
を
照
ら
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
、
即
ち
「
光
、
境
を
照
ら
す
に
非
ず
」
な

の
で
あ
る
。

　

し
か
も
、
こ
こ
か
ら
が
難
し
い
の
で
あ
る
が
、
盤
山
は
、
三
昧
が
さ
ら
に
進
め
ば
、「
光
境
倶
に
亡
ず
」
と
い
う
、
真
の
自

己
も
万
象
の
境
も
共
に
無
く
な
っ
た
絶
対
無
の
境
域
が
出
て
く
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の
絶
対
無
の
境
域
は
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
盤
山
は
問
い
の
形
で
終
え
て
い
る
。「
光
境
倶
に
亡
ず
」
は
、
ど
う
見
て
も
、
先
の
長
沙
の

「
光
未
発
時
、
尚
お
仏
無
く
衆
生
の
消
息
無
し
。
何
処
に
か
山
河
国
土
を
得
来
た
る
」
と
同
じ
境
域
を
指
し
示
し
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
。
つ
ま
り
は
、
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
、
宋
代
臨
済
宗
に
お
い
て
も
定
式
化
さ
れ
た
、
真
の
自
己
の
現
成
す
る
前
段

階
と
し
て
の
絶
対
無
の
境
域
を
指
し
示
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
注
意
す
べ
き
は
、
盤
山
の
「
境
も
亦
た
存
す
る

に
非
ず
。
光
境
倶
に
亡
ず
」
も
、
長
沙
の
「
光
未
発
時
、
尚
お
仏
無
く
衆
生
の
消
息
無
し
」
も
、
光
（
仏
性
、
清
浄
識
、
真
の
自

己
）
と
と
も
に
事
物
も
一
切
無
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
主
要
眼
目
に
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
絶
対
無
の
境
地
に

な
っ
て
い
る
と
い
え
、
従
っ
て
、
こ
れ
を
仏
性
が
消
え
て
事
々
物
々
だ
け
が
残
っ
た
仏
向
上
の
境
地
（『
十
牛
図
』
の
第
八
・
九

・
十
図
）
と
取
り
違
え
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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盤
山
の
「
光
境
倶
に
亡
ず
」
に
つ
い
て
は
、
後
に
雪
峯
義
存
（
八
二
二
─
九
〇
八
）
と
法
嗣
の
長
ち
よ
う
し
よ
う
生
皎
然
（
生
没
年
不
詳
）
が

次
の
よ
う
な
問
答
を
残
し
て
い
る
。

一
日
、
雪
峯
、
因
に
古
人
の
語
を
読
ん
で
、
光
境
倶
に
亡
ず
、
復
た
是
れ
何
〔
物
ぞ
〕
に
到
っ
て
、
便
ち
師
〔
長
生
〕
に

問
う
、
這
裡
に
合は

た
什
麼
の
字
を
か
著
け
ん
。
師
対
え
て
云
く
、
某
甲
の
過
を
放ゆ
る

さ
ば
、
个
の
道
処
有
ら
ん
。
峯
云
く
、

你
の
過
を
放
す
。
作
摩
生
か
道
わ
ん
。
対
え
て
云
く
、
某
甲
も
亦
た
、
和
尚
の
過
を
放
す（　
）
97

。

絶
対
無
の
よ
う
な
究
極
処
は
表
現
不
能
で
あ
る
。
お
互
い
そ
れ
を
認
め
合
お
う
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。
仏
性
も
ま
だ
出
て
こ
な
い
、
万
象
も
全
く
出
て
こ
な
い
、
未
萌
の
究
極
絶
対
無
に
つ
い
て
は
、
言
表
不
可
能
で

あ
る
。
両
者
と
も
に
、
そ
の
よ
う
な
境
域
に
つ
い
て
実
体
験
し
て
い
る
の
で
、
言
表
で
き
な
い
と
い
う
「
過
」
を
「
放
」
そ
う

と
認
め
合
う
の
で
あ
る
。

　

以
前
に
南
泉
の
「
日
常
平
常
底
」
を
説
明
し
た
箇
所
で
引
用
し
た
、
南
泉
の
「
仏
未
だ
出
世
せ
ざ
る
已
前
」
は
、
ま
た
「
空

劫
以
前
」
と
も
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
法
嗣
の
長
沙
の
「
光
未
発
時
、
尚
お
仏
無
く
衆
生
の
消
息
無
し
」
の
こ
と
で
あ

り
、
同
参
の
盤
山
の
「
光
境
倶
に
亡
ず
」
の
境
域
で
も
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
要
す
る
に
絶
対
無
の
境
域
を
指
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
う
一
つ
、
南
泉
の
「
仏
未
だ
出
世
せ
ざ
る
已
前
」
の
事
例
を
挙
げ
て
お
く
。

師
〔
魯
祖
〕
は
尋ひ

ご
ろ常
僧
の
来
た
る
を
見
る
や
便
ち
面
壁
す
。
南
泉
聞
い
て
云
く
、「
我
れ
尋
常
僧
に
、
仏
の
未
だ
出
世
せ

ざ
る
時
に
向お

い
て
会
取
せ
よ
と
道
う
も
、
尚
お
一
箇
半
箇
す
ら
得
ず
、
他
は
恁あ
の
よ
う

麼
地
に
驢
年
に
し
去
る
」（　
）
98

。

　

南
泉
か
ら
見
れ
ば
、
魯
祖
は
「
仏
の
未
だ
出
世
せ
ざ
る
時
に
お
い
て
」
面
壁
・
坐
禅
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
南
泉
、
長
沙
、
盤
山
、
魯
祖
の
間
に
は
、
絶
対
無
の
境
域
に
つ
い
て
の
共
通
の
理
解
が
あ
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
こ
の
共
通
の
理
解
に
お
い
て
は
、
絶
対
無
な
い
し
空
は
真
の
自
己
と
万
象
の
現
成
の
未
萌
の
根
源
な
の
で
あ
る
。
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会
和
尚
も
、「
未
だ
諸
聖
有
ら
ざ
る
已
前
作
麼
生
」
と
問
う
と
き
、
こ
の
共
通
の
理
解
圏
に
属
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
長

沙
は
、
根
源
に
閉
じ
籠
っ
て
い
る
だ
け
で
は
駄
目
で
、
そ
こ
か
ら
事
物
世
界
へ
と
出
て
行
く
局
面
を
説
示
す
る
の
で
あ
る
。
そ

の
こ
と
は
、
異
類
中
行
を
説
く
南
泉
の
宗
旨
で
も
あ
っ
た
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
真
の
自
己
と
万
象
の
現
成
の
前
段
階
と
し
て
の
未
発
の
絶
対
無
と
、
真
の
自
己
と
万
象

の
現
成
以
前
の
根
源
的
な
絶
対
無
は
、
概
念
と
し
て
は
同
類
で
あ
っ
て
も
、
経
験
と
し
て
同
じ
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑

問
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
現
象
学
的
問
題
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
慎
重
に
様
々
に
検
討
さ
れ
る
余
地
が
残
さ
れ
て

お
り
、
そ
う
い
っ
た
点
に
つ
い
て
は
現
時
点
で
未
定
の
ま
ま
に
し
て
お
く
し
か
な
い
。

　

再
度
確
認
し
て
お
く
が
、「
光
未
発
時
、
尚
お
仏
無
く
衆
生
の
消
息
無
し
」
と
い
わ
れ
、
ま
た
「
光
境
倶
に
亡
ず
」
と
い
わ

れ
る
場
合
、「
衆
生
」
も
「
境
」
も
全
く
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
は
っ
き
り
言
わ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
一
部
の
識
者

が
主
張
す
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
事
物
が
全
く
無
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
だ
、
な
ど
と
判
定
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。

　

長
沙
や
盤
山
の
こ
の
よ
う
な
見
方
に
は
、
当
時
の
理
論
的
な
般
若
空
観
の
影
響
を
考
慮
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
根
源

の
絶
対
無
を
認
め
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
当
時
中
国
で
流
布
し
て
い
た
弁
証
法
的
な
空
の
見
方
で
あ
る
「
空
を
も
空
じ
た
空
」、
す
な
わ
ち
中
国
的
「
三

諦（　
）
99

」
が
、
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
長
沙
や
盤
山
の
「
仏
無
く
衆
生
の
消
息
無
し
」
の
絶
対
無
の
境
域
と
は
無
関
係
で

あ
る
こ
と
に
、
留
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
な
暫
定
的
な
考
察
か
ら
は
、
少
な
く
と
も
次
の
こ
と
が
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
禅
の
世
界
構
造
は
、
絶
対
無

（
空
）、
真
の
自
己
（
仏
性
）、
万
象
（
色
、
諸
事
物
）
の
三
層
か
ら
成
っ
て
い
る
、
と
。
も
ち
ろ
ん
、
地
層
の
よ
う
に
た
だ
積
み
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重
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
絶
対
無
は
真
の
自
己
に
、
絶
対
無
と
真
の
自
己
は
万
象
に
浸
透
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
禅
の
三
層
構
造
は
、
哲
学
（philosophia

）
の
伝
統
に
も
対
応
が
見
出
さ
れ
る
。
哲
学
の
伝
統
と
は
、
広
義
で
の

プ
ラ
ト
ン
主
義
の
潮
流
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
最
高
峰
の
哲
学
者
の
一
人
で
あ
っ
た
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
（
二
〇
五
？
─
二

七
〇
？
）
の
ヒ
ュ
ポ
ス
タ
シ
ス
の
思
想
で
い
う
と
、
禅
の
絶
対
無
は
一
者
（
ト　

ヘ
ン
）
に
、
真
の
自
己
は
叡
知
（
ヌ
ー
ス
）
に
、

万
象
は
事
物
世
界
に
相
当
し
て
い
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
下
降
の
道
に
お
い
て
は
、
ト　

ヘ
ン
は
ヌ
ー
ス

に
、
ヌ
ー
ス
は
事
物
世
界
に
浸
透
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

小
論
の
大
き
な
意
図
の
一
つ
は
、
こ
う
し
た
禅
と
哲
学
の
対
応
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
準
備
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

そ
の
際
、
表
象
（
想
い
浮
か
べ
）
と
概
念
か
ら
な
る
論
文
と
い
う
形
式
に
依
ら
ざ
る
を
え
ず
、
心
源
を
心
源
の
ま
ま
に
生
き
抜

く
と
い
っ
た
本
来
の
現
実
的
生
の
あ
り
方
が
等
閑
に
さ
れ
た
の
は
止
む
を
え
な
い
。
し
か
し
、
禅
と
哲
学
の
対
応
関
係
が
明
ら

か
に
な
れ
ば
、
禅
と
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
の
同
質
性
も
一
層
明
白
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
人
類
の
世
界
文
明
の
相
互
理

解
に
も
決
定
的
に
寄
与
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
日
本
の
禅
の
再
活
性
化
に
も
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
う
し
た
対
応
構
造

に
つ
い
て
は
、
ま
た
稿
を
改
め
て
論
じ
る
つ
も
り
で
あ
る
。

5
　
廓
庵
『
十
牛
図
』
第
八
︑
九
︑
十
図

　

以
上
の
小
論
全
体
は
、
宋
代
臨
済
宗
楊
岐
派
の
小
綱
要
書
で
あ
る
廓
庵
『
十
牛
図
』
で
い
う
と
、
主
と
し
て
第
三
「
見
牛
」

の
境
域
を
論
じ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
降
の
諸
段
階
を
主
題
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。
特
に
『
十
牛
図
』
最
後
の
、
第
八

「
人に

ん
ぎ
ゆ
う
ぐ
ぼ
う

牛
倶
忘
」（
真
空
無
相
）、
第
九
「
返へ
ん

本ぼ
ん

還げ
ん

源げ
ん

」（
真
空
妙み
よ
う
う有
）、
第
十
「
入に
つ

鄽て
ん

垂す
い

手し
ゆ

」（
真
空
妙み
よ
う
ゆ
う用）
の
三
局
面
は
、
元
来
第
三
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「
見
牛
」
と
い
う
真
の
自
己
（
仏
性
）
の
現
成
の
境
域
に
見
ら
れ
た
も
の
が
、
真
の
自
己
の
現
成
（
悟
り
）
の
消
え
た
段
階
に
移

さ
れ
て
設
定
・
展
開
さ
れ
る
と
い
う
、
い
わ
ば
空
前
絶
後
の
離
れ
業
が
遂
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
仏
向
上
の
境

涯
に
つ
い
て
は
、
小
論
で
は
南
泉
の
と
こ
ろ
と
『
無
門
関
』
第
四
六
則
の
と
こ
ろ
以
外
に
お
い
て
は
殆
ど
本
格
的
に
論
じ
ら
れ

て
い
な
い
。
し
か
し
、
宋
代
臨
済
宗
と
現
代
日
本
臨
済
禅
の
精
髄
は
、
実
に
こ
こ
に
示
さ
れ
る
と
見
做
さ
れ
る
向
き
も
あ
る
。

禅
の
中
国
的
な
性
格
か
ら
見
る
限
り
、
こ
の
見
方
は
正
鵠
を
得
て
い
る
。

　

仏
向
上
の
境
地
を
表
わ
す
『
十
牛
図
』
の
第
八
、
九
、
十
図
に
つ
い
て
は
、
中
国
的
な
絶
対
無
の
境
域
だ
と
さ
れ
る
こ
と
が

あ
る　
。

　

元
来
絶
対
無
と
は
、
哲
学
的
に
は
、
上
昇
の
道
に
お
け
る
事
物
世
界
を
超
越
し
た
次
元
を
指
示
す
る
用
語
で
あ
っ
た
。
西
田

哲
学
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
超
越
次
元
は
、
一
切
の
事
物
や
事
物
に
由
来
す
る
観
念
は
無
く
、
た
だ
対
象
的
に
無
い

だ
け
で
は
な
く
、
諸
対
象
や
諸
観
念
を
認
識
し
て
い
る
認
識
主
観
自
体
が
無
く
な
っ
て
い
る
事
態
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
絶
対

的
な
超
越
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
対
象
的
な
無
で
あ
れ
ば
有
に
対
立
す
る
が
、
絶
対
無
は
認
識
主
観
を
失
っ
て
い
る
た
め
に
、

有
と
対
立
せ
ず
、
有
と
一
体
に
な
り
う
る
無
で
あ
っ
た
。
下
降
の
道
と
い
う
文
脈
で
い
う
と
、
絶
対
的
で
あ
っ
て
相
対
的
な
無

で
は
な
い
た
め
に
、
事
々
物
々
の
次
元
と
対
立
せ
ず
、
事
々
物
々
の
次
元
に
下
降
浸
透
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
上
昇
の

道
に
お
け
る
超
越
の
事
態
は
禅
に
お
い
て
は
王
三
昧
に
お
い
て
起
き
う
る
。
哲
学
の
伝
統
に
お
い
て
も
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
や
そ

の
他
の
哲
学
者
と
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
者
ら
が
同
様
の
体
験
を
し
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
。
そ
う
し
た
絶
対
無
は
下
降
の
道

に
お
い
て
、
ヌ
ー
ス
に
な
り
、
さ
ら
に
プ
シ
ュ
ケ
ー
、
諸
事
物
へ
と
浸
透
・
流
出
し
て
い
っ
た
。
ま
と
め
る
と
、
哲
学
的
に
は
、

絶
対
無
は
事
々
物
々
を
超
え
た
超
越
次
元
を
表
わ
す
名
称
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
哲
学
的
な
絶
対
無
の
規
定
は
、
禅
修
行
の
カ
ナ
メ
で
あ
る
絶
対
無
と
真
の
自
己
の
現
成
と
い
う
根
本
体
験
に
も
当

（　

）
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て
嵌
る
。
だ
が
、
か
く
な
る
元
来
の
絶
対
無
の
規
定
は
、
禅
修
業
の
進
ん
だ
『
十
牛
図
』
の
第
八
、
九
、
十
図
の
仏
向
上
の
境

地
が
絶
対
無
と
さ
れ
る
場
合
に
該
当
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
『
十
牛
図
』
の
第
八
、
九
、
十
図
の
仏
向
上
の
境
地
で
は
、
特
に
基
本
と
な
る
第
八
図
に
お
い
て
牛
と
人
が
い
な
く
な
る
（
人

牛
倶
忘
）。
す
な
わ
ち
、
牛
に
象
徴
さ
れ
た
叡
知
的
な
仏
性
（
清
浄
識
、
真
の
自
己
）
が
な
く
な
り
、
そ
れ
を
体
現
し
て
い
た
聖
人

も
い
な
く
な
る
。「
空
を
も
空
じ
た
空
」
に
な
る
。
事
々
物
々
（
九
図
）
と
た
だ
の
人
（
十
図
）
だ
け
に
な
り
、
華
厳
で
い
う

事
々
無
礙
法
界
の
世
界
に
な
る
。
理
事
無
礙
の
理
は
消
え
る
。
従
っ
て
、
大
乗
仏
教
に
お
け
る
仏
性
と
い
う
理
想
（Ideal

）
が

全
く
無
く
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
し
た
中
国
的
な
禅
の
仏
向
上
の
境
地
は
、
哲
学
的
に
は
、
反
哲
学
の
立
場
に
立
っ
た
近

代
の
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ニ
ー
チ
ェ
（
一
八
四
四
─
一
九
〇
〇
）
の
「
積
極
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
と
「
運
命
愛
（am

or fati

）」
の
世

界
観
に
相
似
し
て
く
る　
。
超
越
者
は
消
え
る
（「
神
は
死
せ
り
」）。『
十
牛
図
』
の
第
八
、
九
、
十
図
の
境
地
は
、
ニ
ヒ
リ
ズ

ム
（
虚
無
主
義
）
の
立
場
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、『
十
牛
図
』
の
第
八
、
九
、
十
図
の
仏
向
上
の
境
地
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

的
な
哲
学
や
神
秘
主
義
と
は
異
な
る
独
特
な
絶
対
無
の
境
域
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
て
く
る
。

　

だ
が
、
絶
対
無
の
境
地
と
い
っ
て
も
、
元
来
の
哲
学
的
な
絶
対
無
の
規
定
と
は
全
く
異
な
る
虚
無
世
界
の
境
地
で
あ
る
こ
と

は
明
瞭
で
あ
る
。
哲
学
的
な
絶
対
無
の
次
元
が
一
切
の
事
々
物
々
を
絶
対
的
に
超
越
す
る
こ
と
で
あ
る
の
に
対
し
、
中
国
的
な

『
十
牛
図
』
の
第
八
、
九
、
十
図
の
仏
向
上
の
境
地
は
、
む
し
ろ
正
反
対
に
事
々
物
々
の
世
界
に
下
降
し
尽
く
し
、
事
々
物
々

だ
け
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
理
想
と
か
理
念
と
い
っ
た
も
の
は
消
え
失
せ
る
。
と
も

す
れ
ば
、
法
家
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
「
力
へ
の
意
志
」
の
社
会
に
な
っ
て
し
ま
う
恐
れ
す
ら
あ
る
。

　

イ
ン
ド
の
大
乗
仏
教
が
中
国
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
、
あ
る
意
味
で
は
変
質
、
別
の
意
味
で
は
徹
底
化
を
遂
げ
た
の
は
、
や

は
り
実
に
漢
民
族
特
有
の
現
世
志
向
の
倫
理
性
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
イ
ン
ド
よ
り

（　

）
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も
遥
か
に
強
靭
に
、
現
実
の
事
々
物
々
の
世
界
に
立
ち
戻
る
こ
と
が
、
漢
民
族
共
同
体
に
お
け
る
人
々
の
基
本
的
思
惟
・
行
動

様
式
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
事
々
物
々
と
た
だ
の
人
し
か
残
ら
な
い
仏
向
上
の
境
地
が
、
最
終
的
な
絶
対
的
境
域
と
さ
れ
て
し
ま
っ
て
よ
い
の
だ

ろ
う
か
。
こ
の
境
地
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
立
場
な
の
で
あ
り
、
一
種
の
袋
小
路
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
事
々
物
々
の
仏
向
上
の

境
地
が
と
も
す
れ
ば
行
き
着
く
か
も
し
れ
な
い
先
は
、
無
味
乾
燥
な
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
で
テ
ク
ニ
カ
ル
な
問
題
処
理
で
済
ま

せ
る
世
界
に
な
る
可
能
性
が
高
い
。
そ
れ
こ
そ
「
乏
し
き
時
代
」
と
い
わ
れ
る
現
代
文
明
の
姿
な
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ

る
。『
十
牛
図
』
第
八
、
九
、
十
図
の
仏
向
上
の
境
地
が
行
き
着
く
と
こ
ろ
は
、
そ
の
よ
う
な
現
代
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に

事
物
的
処
理
だ
け
を
遂
行
し
て
い
く
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
万
能
の
世
界
と
変
わ
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
を
失
っ
て
多
だ

け
に
な
っ
た
世
界
は
、
必
ず
分
裂
・
抗
争
す
る
。
そ
こ
で
は
、
ご
ま
か
し
と
裏
切
り
、
謀
議
と
工
作
、
争
い
と
対
立
が
支
配
的

か
も
し
れ
な
い
。
事
々
物
々
と
い
う
テ
ク
ニ
ッ
ク
万
能
の
倫
理
の
下
で
、
臨
機
応
変
の
権
力
志
向
と
正
義
の
人
々
へ
の
抑
圧
が

続
い
て
い
き
か
ね
な
い
。
そ
う
し
た
不
正
な
行
き
方
を
正
当
化
で
き
る
根
拠
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
、
残
念
な
こ
と
に

禅
の
仏
向
上
の
教
理
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
理
想
と
理
念
が
消
え
て
い
る
。
陰
で
自
我
が
増

長
し
て
い
く
。
そ
う
し
た
逼
塞
し
た
現
実
状
況
の
中
で
、
本
当
の
心
の
安
ら
ぎ
は
見
出
せ
る
の
だ
ろ
う
か
。
事
々
物
々
だ
け
の

世
界
に
お
い
て
、
ど
こ
に
な
お
も
精
神
的
な
救
い
の
道
は
残
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
な
疑
問
に
応
え
る
た
め
に
は
、『
十
牛
図
』
第
八
、
九
、
十
図
の
仏
向
上
の
境
地
が
本
当
の
と
こ
ろ
で
如
何
な
る

も
の
で
あ
る
か
、
さ
ら
に
精
細
に
検
討
・
究
明
が
な
さ
れ
て
よ
い
。
今
一
度
自
ら
の
境
涯
を
子
細
に
検
討
し
て
み
る
と
よ
い
と

思
わ
れ
る
。
実
は
、
事
々
物
々
だ
け
の
世
界
に
も
、
全
く
目
立
た
な
い
仕
方
で
非
対
象
的
な
背
景
（H

intergrund

）
と
し
て
、

叡
知
的
な
仏
性
（
清
浄
識
、
真
の
自
己
）
が
月
光
の
よ
う
に
浸
透
し
て
お
り
、
そ
の
根
源
に
は
未
発
の
絶
対
無
が
陰
を
潜
め
て
い
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る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
自
身
の
回
り
世
界
に
お
け
る
別
次
元
の
背
後
の
背
景
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

事
々
物
々
の
世
界
に
お
い
て
、
そ
こ
に
差
し
込
む
月
の
光
の
よ
う
な
目
立
た
な
い
背
景
を
、
静
か
に
自
己
と
し
て
生
き
抜
く
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
源
に
安
ん
じ
、
事
々
物
々
の
対
立
と
抗
争
の

中
で
と
も
す
れ
ば
蘇
り
が
ち
な
自
我
へ
の
閉
鎖
性
を
破
り
、
人
々
が
相
互
に
慈
愛
の
心
を
注
ぐ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
特
に
、
公
正
な
政
治
を
司
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
為
政
者
や
国
民
の
民
度
を
上
げ
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
教
育
者
、
さ
ら
に
は
人
々
の
命
を
救
う
医
療
従
事
者
に
、
こ
の
よ
う
な
回
り
世
界
の
根
底
へ
の
洞
察
は
是
非
と
も
必
要

な
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
日
暮
れ
て
松
間
に
半
輪
の
月
、
南
村
は
く
ら
く
、
北
村
は
お
ぼ
ろ
」。

注

 
 

荒
木
見
悟
、
大
応
、
日
本
の
禅
語
録
、
第
三
巻
、
講
談
社
、
一
九
七
八
年
、
五
七
頁
。
ま
た
、
大
応
の
『
法
語
』「
空
証
禅
人
に

示
す
」
に
、「
天
地
が
ま
だ
分
れ
ず
、
万
象
が
ま
だ
あ
ら
わ
れ
な
い
以
前
」
と
あ
る
の
が
絶
対
無
、「
忽
然
と
本
来
の
面
目
・
本
地
の

風
光
が
あ
り
あ
り
と
見
え
る
」
と
あ
る
の
が
真
の
自
己
の
現
成
に
相
当
す
る
。
同
書
六
五
頁
。

 
 

鈴
木
大
拙
、
鈴
木
大
拙
禅
選
集
、
新
装
版
第
二
巻
「
禅
問
答
と
悟
り
」、
春
秋
社
、
一
九
七
五
年
、
Ⅱ 

悟
り
、
九
、
一
一
三
─
一

一
四
頁
。「
老
漢
常
愛
真
淨
和
尚
道
。
如
今
人
多
是
得
箇
身
心
寂
滅
前
後
際
斷
。
休
去
歇
去
一
念
萬
年
去
。
似
古
廟
裏
香
爐
去
。
冷

湫
湫
地
去
。
便
為
究
竟
。
殊
不
知
。
卻
被
此
勝
妙
境
界
障
蔽
。
自
己
正
知
見
不
能
現
前
。
神
通
光
明
不
能
發
露
。（
…
）
舊
時
寶
峰

有
箇
廣
道
者
。
便
是
這
般
人
一
箇
渾
身
都
不
理
會
。
都
不
見
有
世
間
事
。
世
間
塵
勞
昧
他
不
得
。
雖
然
恁
麼
。
卻
被
這
勝
妙
境
界
障

卻
道
眼
。
須
知
到
一
念
不
生
前
後
際
斷
處
。
正
要
尊
宿
」（
大
慧
普
覚
禅
師
語
録
、
大
慧
普
覚
禅
師
普
説
巻
第
一
七
、
礼
侍
者
断
七

請
普
説
、
大
正
大
蔵
経
、
第
四
七
巻
、
八
八
二
頁
上
段
─
中
段
）。

 
 

鈴
木
大
拙
、
鈴
木
大
拙
禅
選
集
、
新
装
版
第
二
巻
「
禅
問
答
と
悟
り
」、
前
掲
書
、
一
一
七
頁
以
下
。「
老
漢
十
七
年
參
也
。
曾
零

零
碎
碎
悟
來
。
雲
門
下
也
理
會
得
些
子
。
曹
洞
下
也
理
會
得
些
子
。
只
是
不
能
得
前
後
際
斷
。
後
來
在
京
師
天
寧
。
見
老
和
尚
陞
堂
。
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舉
僧
問
雲
門
。
如
何
是
諸
佛
出
身
處
。
門
曰
。
東
山
水
上
行
。
若
是
天
寧
即
不
然
。
如
何
是
諸
佛
出
身
處
。
薫
風
自
南
來
殿
閣
生
微

涼
。
向
這
裏
忽
然
前
後
際
斷
。
譬
如
一
綟
亂
絲
將
刀
一
截
截
斷
相
似
。
當
時
通
身
汗
出
。
雖
然
動
相
不
生
。
卻
坐
在
淨
裸
裸
處
得
。

一
日
去
入
室
。
老
和
尚
曰
。
也
不
易
爾
到
這
箇
田
地
。
可
惜
爾
死
了
不
能
活
。
不
疑
言
句
。
是
為
大
病
。
不
見
道
。
懸
崖
撒
手
自
肯

承
當
。
絶
後
再
甦
欺
君
不
得
。
須
信
有
這
箇
道
理
。
老
漢
自
言
。
我
只
據
如
今
得
處
。
已
是
快
活
。
更
不
能
理
會
得
也
」（
大
慧
普

覚
禅
師
語
録
、
大
慧
普
覚
禅
師
普
説
巻
第
一
七
、
前
掲
書
、
大
正
大
蔵
経
、
第
四
七
巻
、
八
八
三
頁
上
段
）。

 
 

鈴
木
大
拙
、
鈴
木
大
拙
禅
選
集
、
新
装
版
第
二
巻
「
禅
問
答
と
悟
り
」、
前
掲
書
、
一
一
八
頁
以
下
。「
老
和
尚
卻
令
我
在
擇
木
寮

作
不
釐
務
。
侍
者
每
日
同
士
大
夫
。
須
得
三
四
回
入
室
。
只
舉
有
句
無
句
如
藤
倚
樹
。
纔
開
口
便
道
。
不
是
。
如
是
半
年
間
。
只
管

參
。
一
日
同
諸
官
員
在
方
丈
藥
石
次
。
我
只
把
箸
在
手
。
都
忘
了
喫
食
。
老
和
尚
曰
。
這
漢
參
得
黃
楊
木
禪
。
卻
倒
縮
去
。
我
遂
説

箇
譬
喩
曰
。
和
尚
。
這
箇
道
理
。
恰
如
狗
看
著
熱
油
鐺
相
似
。
要
舐
又
舐
。
不
得
。
要
捨
又
捨
不
得
。
老
和
尚
曰
。
爾
喩
得
極
好
。

只
這
箇
便
是
金
剛
圈
栗
棘
蓬
」（
大
慧
普
覚
禅
師
語
録
、
大
慧
普
覚
禅
師
普
説
巻
第
一
七
、
前
掲
書
、
大
正
大
蔵
経
、
第
四
七
巻
、

八
八
三
頁
上
段
─
中
段
）。

 
 

「
有
句
無
句
＝
有
と
無
。
有
と
は
、
一
切
の
現
象
・
差
別
の
世
界
・
偏
位
・
向
下
門
・
方
便
門
等
を
い
う
。
無
と
は
、
根
本
・
平

等
・
正
位
・
法
身
・
向
上
門
等
を
い
う
。
こ
の
有
と
無
と
は
共
に
同
等
の
力
を
も
っ
て
絡
み
あ
っ
て
い
る
と
言
う
。
つ
ま
り
共
に
あ

い
倚
り
合
っ
て
お
り
、
一
方
だ
け
で
は
立
っ
て
お
れ
な
い
こ
と
を
い
う
。
例
え
ば
正
位
と
か
法
身
と
い
う
も
の
は
、
偏
位
と
か
差
別

の
現
象
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
お
り
、
そ
の
偏
位
と
か
差
別
の
現
象
な
る
も
の
は
、
正
位
と
か
法
身
に
よ
っ
て
い
る
」（
梶
谷
宗
忍
、

宗
門
葛
藤
集
、
法
蔵
館
、
一
九
八
二
年
、
第
三
五
則
「
懶
安
有
句
」、
語
注
、
八
三
頁
）。

 
 

鈴
木
大
拙
、
鈴
木
大
拙
禅
選
集
、
新
装
版
第
二
巻
「
禅
問
答
と
悟
り
」、
前
掲
書
、
一
一
九
頁
。「
一
日
因
問
老
和
尚
。
見
説
。
和

尚
當
時
在
五
祖
。
曾
門
這
箇
話
。
不
知
五
祖
和
尚
如
何
答
。（
…
）
老
和
尚
乃
曰
。
我
問
。
有
句
無
句
如
藤
倚
樹
時
如
何
。
祖
曰
。

描
也
描
不
成
。
畫
也
畫
不
就
。
又
問
。
忽
遇
樹
倒
藤
枯
時
如
何
。
祖
曰
。
相
隨
來
也
。
老
漢
纔
聞
舉
便
理
會
得
。
乃
曰
。
某
會
也
」

（
大
慧
普
覚
禅
師
語
録
、
大
慧
普
覚
禅
師
普
説
巻
第
一
七
、
前
掲
書
、
大
正
大
蔵
経
、
第
四
七
巻
、
八
八
三
頁
中
段
）。

 
 

「
師
〔
疎
山
〕
福
州
大
潙
の
安
和
尚
の
示
衆
を
聞
く
。
曰
く
、『
有
句
無
句
は
、
藤
の
樹
に
倚
る
が
如
し
』
と
。
師
、
特
に
嶺
に
入
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っ
て
彼か
し
こに
到
り
、
潙
の
壁
を
泥
る
に
値あ

う
。
便
ち
問
う
、『
承
り
聞
く
、
和
尚
、「
有
句
無
句
は
、
藤
の
樹
に
倚
る
が
如
し
」
と
道
う

と
。
是
な
り
や
否
や
』。
潙
曰
く
、『
是
な
り
』。
師
曰
く
、『
忽
ち
に
樹
倒
れ
藤
枯
る
る
に
遇
わ
ば
、
句
は
何
れ
の
處
に
か
歸
す
』。

潙
、
泥で
い

槃ば
ん

を
放
下
し
、
呵
呵
大
笑
し
て
方
丈
に
歸
る
。
師
曰
く
、『
某
甲
、
三
千
里
、
布ふ

單た
ん

を
賣ま
い
き
や
く却し
、
特
に
此
の
事
の
爲
に
し
て

來
た
る
。
和
尚
、
何
ぞ
相あ
い

弄ろ
う

す
る
こ
と
を
得
た
る
』。
潙
、
侍
者
を
喚
び
、『
二
百
錢
を
取
っ
て
這
の
上
座
に
與
え
去
れ
』
と
。
遂
に

囑
し
て
曰
く
、『
向
後
、
獨
眼
龍
有
っ
て
、
子
が
爲
に
點
破
す
る
こ
と
在
ら
ん
』」（
能
仁
晃
道
〔
訓
読
〕、
訓
読
五
灯
会
元
、
中
巻
、

前
掲
書
、
巻
一
三
、
疎
山
匡
仁
章
、
三
九
八
頁
）。
潙
山
有
句
無
句
の
話
頭
の
淵
源
は
、
潙
山
霊
祐
と
雲
巌
・
道
吾
と
の
問
答
に
あ

る
ら
し
い
。
柳
田
聖
山
序
、
祖
堂
集
、
高
麗
復
刻
本
影
印
、
前
掲
書
、
巻
一
六
、
潙
山
章
、
三
〇
八
頁
上
段
。
古
賀
英
彦
、
訓
注
祖

堂
集
、
前
掲
書
、
巻
一
六
、
潙
山
章
、
六
六
七
頁
。
も
っ
と
も
、
本
話
頭
で
は
、「
樹
倒
れ
藤
枯
る
る
」
と
い
う
こ
と
で
、
真
の
自

己
も
万
象
も
無
く
な
っ
た
と
こ
ろ
へ
の
示
唆
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

 
 

梶
谷
宗
忍
、
宗
門
葛
藤
集
、
前
掲
書
、
第
三
五
則
「
懶
安
有
句
」、
訳
、
八
二
頁
。
道
前
宗
閑
、
校
訂
本
宗
門
葛
藤
集
訓
注
・
和

訳
、
禅
文
化
研
究
所
、
二
〇
一
〇
年
、〔
三
二
〕
懶
安
有
句
、
五
八
頁
。

 
 
Kirchner, Thom

as Yuho, Entangling Vines: Zen Koans of the Shum
on Kattoshu, Tenryu-ji Institute for 

Philosophy and Religion 2004, p. 22, note 9.
 
 

入
矢
義
高
〔
監
修
〕、
古
賀
英
彦
〔
編
著
〕、
禅
語
辞
典
、
思
文
閣
出
版
、
第
五
版
、
一
九
九
九
年
、
二
九
二
頁
（「
大
死
一
番
」）、

二
五
四
頁
（「
絶
後
再
蘇
」）。

 
 

「
蘇
州
永
光
院
眞
禪
師
。
上
堂
謂
衆
曰
。
言
鋒
若
差
郷
關
萬
里
。
直
須
懸
崖
撒
手
自
肯
承
當
。
絶
後
再
蘇
欺
君
不
得
。
非
常
之
旨

人
焉
廋
哉
」（
景
徳
伝
灯
録
、
巻
二
〇
、
永
光
真
章
、
大
正
大
藏
經
、
巻
五
一
、
三
六
二
頁
上
段
）。

 
 

入
矢
義
高
他
〔
校
注
〕、
碧
巌
録
（
中
）、
ワ
イ
ド
版
岩
波
文
庫
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
、
一
一
〇
頁
。
ち
な
み
に
「
大
死
底

人
却
活
」
の
語
も
、
今
の
第
四
一
則
と
第
六
則
「
雲
門
十
五
日
」
に
見
出
さ
れ
る
。

 
 

趙
州
の
発
問
は
『
祖
堂
集
』（
巻
六
、
投
子
章
、
古
賀
『
訓
注
祖
堂
集
』、
前
掲
書
、
一
五
七
頁
）
で
も
『
景
徳
伝
灯
録
』（
巻
一

五
、
投
子
大
同
章
、
大
正
大
蔵
経
、
巻
五
一
、
三
一
九
頁
上
段
。）
で
も
「
死
中
得
活
時
如
何
」
と
い
う
軽
い
表
現
で
あ
り
、『
碧
巌
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録
』
の
よ
う
に
「
大
死
底
人
却
活
時
如
何
」
と
大
き
な
表
現
に
な
っ
て
い
な
い
。

 
 

入
矢
義
高
〔
訳
注
〕、
臨
済
録
、
前
掲
書
、「
勘
弁
」
一
九
、
一
六
九
頁
。『
碧
巌
録
』
第
三
二
則
「
定
上
座
問
臨
済
」。

 
 

『
碧
巌
録
』
第
三
二
則
「
定
上
座
問
臨
済
」
本
則
評
唱
。

 
 

秋
月
龍
珉
著
作
集
、
第
一
二
巻
「
空
の
詩
」、
前
掲
書
、
第
二
部
「
禅
語
の
教
え
」、
五
「『
悟
り
』
の
体
験
と
は
何
か
」、（
３
）

「
内
外
打
成
一
片
」、
一
七
七
頁
以
下
。「
大
活
現
前
」
と
は
、
絶
対
無
か
ら
真
の
自
己
が
現
前
す
る
の
で
あ
る
。

 
 

柳
田
聖
山
序
、
祖
堂
集
、
高
麗
復
刻
本
影
印
、
前
掲
書
、
徳
山
章
、
一
〇
八
頁
下
段
。
古
賀
英
彦
、
訓
注
祖
堂
集
、
前
掲
書
、
巻

五
、
徳
山
章
、
一
四
八
頁
。
ま
た
景
徳
伝
灯
録
巻
一
五
徳
山
章
。

 
 

柳
田
聖
山
序
、
祖
堂
集
、
高
麗
復
刻
本
影
印
、
前
掲
書
、
巻
一
四
、
百
丈
章
、
二
七
一
頁
下
段
。
古
賀
英
彦
、
訓
注
祖
堂
集
、
前

掲
書
、
巻
一
四
、
百
丈
章
、
五
七
七
頁
。
ま
た
景
徳
伝
灯
録
巻
九
潙
山
章
。

 
 

柳
田
聖
山
序
、
祖
堂
集
、
高
麗
復
刻
本
影
印
、
前
掲
書
、
巻
一
四
、
百
丈
章
、
同
頁
。
古
賀
英
彦
、
訓
注
祖
堂
集
、
前
掲
書
、
巻

一
四
、
百
丈
章
、
同
頁
。
原
文
の
「
也
無
」
は
古
典
語
の
「
乎
」
と
同
様
に
疑
問
を
表
わ
す
文
末
助
詞
。

 
 

景
徳
伝
灯
録
、
巻
一
一
、
仰
山
章
、
大
正
大
蔵
経
、
巻
五
一
、
二
八
三
頁
下
段
。
ま
た
、
能
仁
晃
道
〔
訓
読
〕、
訓
読
五
灯
会
元
、

中
巻
、
前
掲
書
、
巻
九
、
仰
山
章
、
二
六
頁
。『
祖
堂
集
』、
巻
一
八
、
仰
山
章
。『
従
容
録
』
第
三
二
則
「
仰
山
心
境
」。
人
位
と
は
、

或
る
註
解
に
「
人に
ん

位い

は
忍
位
、
無む
し
よ
う生
法ぼ
う

忍に
ん

を
発ほ
つ

得と
く

し
て
不
退
の
境
に
入
る
位
」（
荒
木
見
悟
、
大
慧
書
、
禅
の
語
録
第
一
七
巻
、
筑

摩
書
房
、
一
九
六
九
年
、
答
汪
内
翰
第
二
書
、
一
二
一
頁
）
と
も
い
わ
れ
て
お
り
、
要
す
る
に
見
性
の
位
を
謂
っ
て
い
る
と
見
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

 
 

久
須
本
文
雄
、
寒
山
拾
得
、
下
巻
、
講
談
社
、
一
九
八
五
年
、
二
七
三
段
「
本
志
道
倫
を
慕
う
」、
一
六
一
頁
。『
宗
鏡
録
』
巻
九

八
に
も
引
用
さ
れ
る
。
大
正
大
蔵
経
、
巻
四
八
、
九
四
五
頁
上
段
。「
本
来
人
」
と
は
真
の
自
己
の
こ
と
で
あ
る
。

 
 

久
須
本
文
雄
、
寒
山
拾
得
、
下
巻
、
前
掲
書
、
二
〇
四
段
「
我
が
家
は
本
よ
り
住
し
て
寒
山
に
在
り
」、
五
八
頁
。
こ
の
詩
も
全

体
が
『
宗
鏡
録
』
巻
一
二
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
大
正
大
蔵
経
、
巻
四
八
、
四
八
一
頁
中
段
。

 
 

入
矢
義
高
〔
監
修
〕、
景
徳
伝
灯
録
研
究
会
〔
編
〕、
景
徳
伝
灯
録
四
、
禅
文
化
研
究
所
、
一
九
九
七
年
、
巻
一
〇
、
長
沙
章
、
一
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三
頁
。
長
沙
に
編
集
さ
れ
た
語
録
は
残
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
。
さ
っ
さ
と
大
寺
の
住
持
を
止
め
て
、
南
泉
の
い
う
狸
奴
白
牯
と
境

涯
を
同
じ
く
す
る
遊
行
の
生
活
に
入
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
本
偈
は
、「
百
尺
竿
頭
」
偈
と
と
も
に
、
宋
代
臨
済
宗
に
と
っ
て
も
重

要
で
あ
る
た
め
か
、『
無
門
関
』
に
も
採
録
さ
れ
て
い
る
。
平
田
高
士
、
無
門
関
、
前
掲
書
、
第
一
二
則
「
巌
喚
主
人
」、
五
五
頁
。

但
し
、「
従
来
」
が
「
従
前
」
に
、「
無
始
劫
来
」
が
「
無
量
劫
来
」
に
、「
本
来
身
」
が
「
本
来
人
」
に
変
え
ら
れ
て
い
る
。

 
 

伊
豆
山
格
堂
、
遠
羅
天
釜
、
前
掲
書
、
巻
之
上
、
一
〇
一
頁
。

 
 

柳
田
聖
山
主
編
、
四
家
語
録
・
五
家
語
録
、
據
日
本
花
園
・
駒
澤
大
學
圖
書
館
藏
本
影
印
、
禪
學
叢
書
之
三
、
中
文
出
版
社
、
一

九
八
三
年
、
五
家
語
録
、
洞
山
、
一
三
四
頁
。
柳
田
聖
山
〔
注
解
〕、
洞
山
録
、
一
〇
六
段
、
世
界
の
名
著
、
続
三
巻
「
禅
語
録
」、

中
央
公
論
社
、
一
九
七
四
年
、
三
六
七
頁
上
段
。

 
 

入
矢
義
高
〔
監
修
〕、
景
徳
伝
灯
録
研
究
会
〔
編
〕、
景
徳
伝
灯
録
四
、
禅
文
化
研
究
所
、
一
九
九
七
年
、
巻
一
〇
、
長
沙
章
、
一

一
頁
。『
景
徳
伝
灯
録
』
で
は
「
百
丈
」
と
す
る
が
、『
祖
堂
集
』、『
五
灯
会
元
』、『
無
門
関
』、『
従
容
録
』
で
は
「
百
尺
」
で
あ
り
、

「
百
尺
」
の
ほ
う
が
一
般
的
で
あ
る
。

 
 

柳
田
聖
山
序
、
祖
堂
集
、
高
麗
復
刻
本
影
印
、
前
掲
書
、
巻
一
七
、
岑
章
、
三
二
四
頁
。
古
賀
英
彦
、
訓
注
祖
堂
集
、
前
掲
書
、

巻
一
七
、
岑
章
、
七
〇
一
頁
。

 
 

伊
豆
山
格
堂
、
遠
羅
天
釜
、
前
掲
書
、
巻
之
下
、
二
四
九
頁
以
下
。

 
 

入
矢
義
高
〔
監
修
〕、
景
徳
伝
灯
録
研
究
会
〔
編
〕、
景
徳
伝
灯
録
四
、
前
掲
書
、
巻
一
〇
、
長
沙
章
、
六
頁
。

 
 

長
沙
の
投
機
の
偈
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。「
処
々
真
、
処
々
真
。
塵
々
尽
く
是
れ
本
来
人
。
真
実
説
時
、
声
現
ぜ
ず
。
正

体
堂
々
、
身
を
没
却
す
」（
柳
田
聖
山
序
、
祖
堂
集
、
高
麗
復
刻
本
影
印
、
前
掲
書
、
巻
一
七
、
岑
章
、
三
二
五
頁
。
古
賀
英
彦
、

訓
注
祖
堂
集
、
前
掲
書
、
巻
一
七
、
岑
章
、
七
〇
五
頁
）。

 
 

梶
谷
宗
忍
〔
訳
注
〕、
宗
門
葛
藤
集
、
法
蔵
館
、
一
九
八
二
年
、
第
二
八
一
則
「
撲
落
非
他
」、
六
〇
六
頁
以
下
。
能
仁
晃
道
〔
訓

読
〕、
訓
読
五
灯
会
元
、
中
巻
、
前
掲
書
、
巻
一
〇
、
洪
寿
章
、
一
四
八
頁
。

 
 

五
家
語
録
、
法
眼
宗
、
大
日
本
続
蔵
経
、
巻
一
一
九
、
九
九
四
頁
。
金
陵
清
涼
院
文
益
禅
師
語
録
、
大
正
大
蔵
経
、
巻
四
七
、
五
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八
八
頁
中
段
。「
見
成
」
は
「
現
成
」
に
同
じ
で
あ
る
。

 
 

景
徳
伝
灯
録
、
巻
一
八
、
長
慶
章
、
大
正
大
蔵
経
、
巻
五
一
、
三
四
七
頁
中
段
。

 
 

平
田
高
士
、
無
門
関
、
前
掲
書
、
第
四
六
則
「
竿
頭
進
歩
」、
一
六
二
頁
。

 
 

芳
澤
勝
弘
〔
訳
註
〕、
壁
生
草
、
白
隠
禅
師
法
語
全
集
、
第
三
冊
、
前
掲
書
、
巻
上
、
一
六
二
頁
。
芳
澤
勝
弘
〔
訳
註
〕、
八
重
葎

巻
之
三
、
白
隠
禅
師
法
語
全
集
、
第
七
冊
、
前
掲
書
、
一
三
八
頁
以
下
。
藤
吉
慈
海
、
禅
関
策
進
、
禅
の
語
録
、
第
一
九
巻
、
筑
摩

書
房
、
一
九
七
〇
年
、「
引
錐
自
刺
」、
一
五
三
頁
以
下
。

 
 

平
田
高
士
、
無
門
関
、
前
掲
書
、
第
四
六
則
「
竿
頭
進
歩
」、
一
六
四
頁
。

 
 

平
田
高
士
、
無
門
関
、
前
掲
書
、
解
説
、
二
〇
一
頁
。

 
 

平
田
高
士
、
無
門
関
、
前
掲
書
、
第
四
六
則
「
竿
頭
進
歩
」、
一
六
二
頁
以
下
。「
拚
」
は
異
体
字
を
充
て
た
。

 
 

本
頌
は
、
諸
家
に
よ
っ
て
様
々
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
秋
月
の
解
釈
が
、
首
尾
一
貫
し
て
い
て
、
正
鵠
を
得
て
い
る
か
と

思
わ
れ
る
。
秋
月
龍
珉
著
作
集
、
第
一
四
巻
「
禅
宗
語
録
漢
文
入
門
」、
三
一
書
房
、
一
九
八
〇
年
、
三
五
九
頁
以
下
。

 
 

入
矢
義
高
〔
監
修
〕、
景
徳
伝
灯
録
研
究
会
〔
編
〕、
景
徳
伝
灯
録
四
、
前
掲
書
、
巻
一
〇
、
長
沙
章
、
一
七
頁
、
三
一
頁
以
下
。

 
 

禅
修
業
の
こ
う
し
た
局
面
に
つ
い
て
は
、
印
象
的
な
「
遠
山
無
限
碧
層
層
」
の
句
に
参
ず
る
と
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
大
森
曹

玄
、
碧
巌
録
、
上
巻
、
前
掲
書
、
第
二
〇
則
「
龍
牙
西
来
意
無
意
」、
頌
、
一
五
九
頁
以
下
。
大
森
は
本
頌
の
解
説
を
「
あ
す
も
ま

た
、
あ
の
山
を
乗
り
越
え
て
行
こ
う
。
い
ざ

─
」
と
い
う
文
句
で
終
え
て
い
る
。

 
 

景
徳
伝
灯
録
、
巻
七
、
盤
山
章
、
大
正
大
蔵
経
、
巻
五
一
、
二
五
三
頁
中
段
。
入
矢
義
高
〔
監
修
〕、
景
徳
伝
灯
録
研
究
会
〔
編
〕、

景
徳
伝
灯
録　

三
、
禅
文
化
研
究
所
、
一
九
九
三
年
、
巻
七
、
盤
山
章
、
三
六
頁
。
他
に
、
碧
巌
録
、
八
六
則
評
唱
、
九
〇
則
評
唱
。

 
 

柳
田
聖
山
序
、
祖
堂
集
、
高
麗
復
刻
本
影
印
、
前
掲
書
、
巻
一
〇
、
長
生
章
、
一
九
二
頁
上
段
。
古
賀
英
彦
、
訓
注
祖
堂
集
、
前

掲
書
、
巻
一
〇
、
長
生
章
、
三
二
九
頁
。「
你
」
の
字
は
修
正
。
ま
た
、
景
徳
伝
灯
録
、
巻
一
八
、
長
生
章
、
大
正
大
蔵
経
、
巻
五

一
、
三
五
〇
頁
上
段
。
能
仁
晃
道
〔
訓
読
〕、
訓
読
五
灯
会
元
、
上
巻
、
前
掲
書
、
巻
七
、
長
生
章
、
六
六
九
頁
。

 
 

入
矢
義
高
〔
監
修
〕、
景
徳
伝
灯
録
研
究
会
〔
編
〕、
景
徳
伝
灯
録　

三
、
前
掲
書
、
巻
七
、
魯
祖
章
、
六
頁
。
ま
た
、
柳
田
聖
山
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序
、
祖
堂
集
、
高
麗
復
刻
本
影
印
、
前
掲
書
、
巻
一
四
、
魯
祖
章
、
二
七
六
頁
下
段
以
下
。
古
賀
英
彦
、
訓
注
祖
堂
集
、
前
掲
書
、

巻
一
四
、
魯
祖
章
、
五
八
八
頁
以
下
。『
従
容
録
』
第
二
三
則
「
魯
祖
面
壁
」。
魯
祖
と
は
池
州
魯
祖
山
宝
雲
の
こ
と
で
、
馬
祖
の
法

嗣
と
い
わ
れ
る
。「
驢
年
に
し
去
る
」
と
は
、
何
時
ま
で
経
っ
て
も
人
（「
一
箇
半
箇
」）
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
と
い
う

意
味
で
あ
る
が
、
実
は
南
泉
は
こ
の
よ
う
に
言
う
こ
と
で
、
魯
祖
を
称
揚
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
 

「
イ
ン
ド
の
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
（
竜
樹
）
の
著
わ
し
た
『
中
論
』
の
う
ち
で
『
中
道
』
を
説
い
て
い
る
詩
句
（
二
四
・
一
八
）

は
有
名
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
原
文
を
直
訳
す
る
と
、『
縁
起
な
る
も
の
を
、
わ
れ
ら
は
、
空
な
り
と
説
く
。
そ
れ
は
仮
名
に
し

て
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
中
道
な
り
』。
こ
れ
は
縁
起
・
空
・
仮け
み
よ
う名
・
中
道
と
い
う
四
つ
の
概
念
が
同
一
趣
意
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の

四
語
が
同
義
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
偈
を
ク
マ
ー
ラ
ジ
ー
ヴ
ァ
（
鳩く

摩ま

羅ら
じ
ゆ
う什
）
は
、『
衆
因
縁

生
法
、
我
説
即
是
無
、
亦
為
是
仮
名
、
亦
是
中
道
義
』
と
訳
し
て
い
る
が
、
シ
ナ
で
は
、
の
ち
に
そ
れ
の
字
句
を
多
少
変
更
し
て
、

『
因
縁
所
生
法
、
我
説
即
是
空
、
亦
為
是
仮
名
、
亦
是
中
道
義
』
と
し
て
一
般
に
伝
え
て
い
る
。
天
台
宗
も
三
論
宗
も
後
者
の
文
を

採
用
し
て
い
る
し
、
ま
た
後
者
の
ほ
う
が
む
し
ろ
原
文
に
忠
実
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
偈
は
北
斉
の
慧え

文も
ん

禅
師
に
よ
っ
て
重
視

せ
ら
れ
、
し
か
も
か
な
り
異
な
っ
た
趣
意
に
解
釈
さ
れ
る
に
至
っ
た
。『
二
祖
北
斎
尊
者
慧
文
。（
…
）
師
又
因
読
中
論
、
至
四
諦
品

云
、「
因
縁
所
生
法
、
我
説
即
是
空
、
亦
名
為
仮
名
、
亦
名
中
道
義
」。
恍
然
大
悟
、
頓
了
諸
法
、
無
非
因
縁
所
生
。
而
此
因
縁
有
不

定
有
。
空
不
定
空
。
空
有
不
二
名
為
中
道
』（『
仏
祖
統
記
』
第
六
巻
、
大
正
大
蔵
経
、
四
九
巻
、
一
七
八
頁
下
段
）。
そ
う
し
て
天
台

宗
に
よ
っ
て
、
こ
の
偈
は
空
・
仮
・
中
の
三さ
ん

諦た
い

（
三
つ
の
真
理
）
を
説
く
も
の
と
解
せ
ら
れ
、
三さ
ん

諦た
い

偈げ

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
諸
法
（
も
ろ
も
ろ
の
事
物
）
は
因
縁
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
の
自じ
し
よ
う性
（
そ
れ
自
体
）
が
無
い
か
ら

空
で
あ
る
（
空
諦
）。
こ
の
こ
と
は
た
し
か
に
真
理
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
『
空
』
と
い
う
特
殊
な
原
理
を
考
え
て
は

な
ら
な
い
。『
空
』
と
い
う
の
も
『
仮け
み
よ
う名
』（
仮
に
立
て
て
名
づ
け
ら
れ
た
も
の
）
で
あ
る
。
空
を
実
体
視
し
て
は
な
ら
な
い
（
仮け

諦た
い

）。
ゆ
え
に
空
は
さ
ら
に
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。『
空く
う

亦や
く

復ぶ

空く
う

』。
空
を
さ
ら
に
空
じ
た
と
こ
ろ
の
境
地
に
『
中
道
』
が
あ
ら

わ
れ
る
。
因い
ん
ね
ん
し
よ
し
よ
う

縁
所
生
の
諸
法
を
空
ず
る
か
ら
非
有
で
あ
り
、
そ
の
非
有
（
＝
空
）
を
も
空
ず
る
か
ら
非
空
で
あ
り
、
か
く
て
非
有
非

空
の
中
道
が
成
立
す
る
（
中
諦
）。
す
な
わ
ち
中
道
は
二
重
の
否
定

0

0

0

0

0

を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
因
縁
生
（
＝
有
）
→
空
→
仮
名

（　

）
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（
＝
非
空
）
→
中
道
と
い
う
否
定
の
進
行
が
説
か
れ
て
い
る
と
解
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
に
一
種
の
弁
証
法

0

0

0

を
認
め
た
の

で
あ
る
。
そ
の
の
ち
シ
ナ
・
日
本
の
仏
教
界
で
は
、
伝
統
的
に
こ
の
解
釈
に
従
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
原

意
と
は
異
な
っ
た
も
の
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
シ
ナ
語
の
指
示
代
名
詞
に
性
・
数
・
格
が
な
い
た
め
に
『
是
』
の
さ
す
語
を
と
り
ち
が

え
た
の
で
、
こ
の
よ
う
な
別
の
解
釈
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
」（
中
村
元
、
東
洋
人
の
思
惟
方
法
二
、
中
村
元
選
集
第
二
巻
、
春
秋

社
、
第
五
刷
、
一
九
六
七
年
、
三
八
頁
以
下
）。

 
 

上
田
閑
照
、
自
己
の
現
象
学

─
禅
の
十
牛
図
を
手
引
き
と
し
て
、
上
田
閑
照
、
柳
田
聖
山
、
十
牛
図

─
自
己
の
現
象
学
、
筑

摩
書
房
、
一
九
八
二
年
、
所
収
。
論
述
全
体
が
検
討
に
値
す
る
。
特
に
特
徴
的
な
の
は
、
一
一
五
頁
─
一
一
七
頁
。
上
田
閑
照
、
柳

田
聖
山
、
十
牛
図

─
自
己
の
現
象
学
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
二
年
、
一
三
四
頁
─
一
三
六
頁
。

 
 

「
と
こ
ろ
で
も
し
、
極
端
な
『
無
』
が
『
神
が
有
る
』
そ
の
事
自
体
を
否
定
し
た
と
す
る
と
、
そ
の
時
、
第
八
空
円
相
へ
の
も
う

ひ
と
つ
の
ア
ナ
ロ
ギ
ー
が
あ
ら
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
、
西
洋
精
神
史
で
は
ど
の
よ
う
な
事
態
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
す
ぐ

に
実
体
性
そ
の
も
の
の
空
解
と
い
う
仏
教
的
意
味
に
お
い
て
で
は
な
く
て
、
実
体
が
基
礎
に
考
え
ら
れ
た
ま
ま
で
、
し
か
し
今
ま
で

実
体
が
占
め
て
い
た
と
こ
ろ
が
完
全
に
空
無
化
さ
れ
た
と
す
る
と
、
す
な
わ
ち
実
体
が
絶
対
の
マ
イ
ナ
ス
に
な
っ
た
と
す
る
と
、
あ

る
い
は
、
神
が
虚
脱
し
て
そ
こ
が
空
白
に
な
っ
た
と
す
る
と
、
ど
の
よ
う
な
事
態
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
こ
そ
、
ニ
ー
チ
ェ
の

言
う
『
神
は
死
せ
り
』
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。（
…
）
神
の
代
り
に
『
神
の
死
』、
実
体
が
空
白
に
な
っ
た
そ
の
深
淵
的
な
虚
無

が
、
す
べ
て
を
統
べ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
無
根
拠
が
最
高
の
根
拠
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
神
が
一
切
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
か

ら
虚
無
が
一
切
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。（
…
）
こ
こ
に
徹
底
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
立
場
が
あ
ら
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
」（
上
田
閑
照
、
前

掲
書
、
一
一
七
頁
以
下
。
文
庫
版
、
一
三
六
頁
以
下
）。
こ
こ
で
は
、「
西
洋
精
神
史
」
に
お
い
て
、
根
本
的
で
徹
底
的
な
ニ
ヒ
リ
ズ

ム
が
登
場
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
事
態
は
、
実
際
問
題
と
し
て
は
、
東
洋
の
禅
に
お
い
て
も
そ
れ
ほ

ど
変
わ
る
と
こ
ろ
な
く
立
ち
現
れ
て
く
る
。『
十
牛
図
』
の
第
八
、
九
、
十
図
の
境
域
も
広
い
意
味
で
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
立
場
な
の
で

あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
も
、
根
底
的
な
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
へ
と
落
ち
込
ん
で
抜
け
出
せ
な
い
危
険
性
が
潜
ん
で
い
る
。
ど
の
よ
う
に
す
れ

ば
、
こ
の
危
険
性
か
ら
脱
却
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
上
田
論
文
は
、
第
八
、
九
、
十
図
の
境
域
で
は
「
実
体
性
の
空
解
」
と
い
う
こ

（　

）
100

（　

）
101
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と
が
起
こ
っ
て
い
る
か
ら
大
丈
夫
だ
と
主
張
し
、
小
論
は
後
述
す
る
よ
う
に
「
非
対
象
化
」
と
い
う
心
構
え
を
提
案
し
て
い
る
。
双

方
の
解
決
策
は
、
と
も
に
仏
教
的
な
主
客
未
分
の
三
昧
境
に
お
け
る
こ
と
で
あ
る
点
に
お
い
て
き
わ
め
て
似
て
い
る
。
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『
弁
慧
考
―
そ
の
出
生
を
め
ぐ
る
諸
問
題
』（
中
）

森　
　

慈　

尋

1
　
初
め
に

　

前
回
の
論
で
彦
根
藩
四
代
藩
主
井
伊
直
興
と
庶
子
弁
慧
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
従
来
西
田
耕
三
氏

の
著
書
な
ど
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
般
舟
三
昧
院
の
住
持
と
な
っ
た
弁
慧
と
、
永
源
寺
や
大
洞
弁
天
の
記
録
に
残
る
弁
慧

（
遠
江
掛
川
藩
四
代
藩
主　

井
伊
直
矩
）
が
別
人
で
あ
る
事
が
確
認
で
き
た
。
ま
た
、
永
源
寺
で
行
わ
れ
た
直
興
発
願
の
様
々
な
法

要
の
分
析
を
通
じ
て
、
直
興
が
な
ぜ
幼
少
の
子
息
直
矩
を
永
源
寺
住
持　

南
嶺
慧
詢
の
元
で
出
家
さ
せ
、
か
つ
大
洞
弁
天
の
社

僧
と
し
て
自
身
の
厄
除
け
祈
祷
に
参
列
さ
せ
た
の
か
、
そ
の
信
仰
態
度
に
つ
い
て
永
源
寺
に
残
る
史
料
か
ら
そ
の
考
察
を
試
み

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
近
世
期
の
永
源
寺
に
関
す
る
先
行
研
究
が
少
な
い
な
か
で
、
寛
永
二
十
年
（
一
六
四
三
）
の
中
興
開
山

一
絲
文
守
永
源
寺
住
山
か
ら
直
興
の
亡
く
な
る
享
保
年
間
（
一
七
一
六
～
一
七
三
六
）
ま
で
広
範
な
事
象
を
扱
っ
た
結
果
、
議
論

が
煩
雑
に
な
り
、
十
分
論
点
が
絞
り
き
れ
な
い
論
考
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
今
回
は
そ
の
補
足
と
し
て
ま
ず
、
一
絲
文
守
を
中
心

に
展
開
し
た
永
源
寺
と
朝
廷
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
参
考
文
献
、
参
考
史
料
の
整
理
を
行
い
、
そ
こ
か
ら
晩
年
の
直
興
と
も
う

一
人
の
弁
慧
そ
し
て
妙
幢
浄
慧
の
関
係
に
つ
い
て
再
び
検
討
を
行
う
材
料
と
し
た
い
。
今
回
の
考
察
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
、
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現
在
指
導
を
お
願
い
し
て
い
る
飯
島
直
孝
氏
の
著
書
『
語
ら
れ
続
け
る
一
休
像
』
を
参
考
に
さ
せ
て
頂
い
た
。
今
も
語
り
続
け

ら
れ
る
一
休
像
の
分
析
手
法
を
借
り
る
事
に
よ
っ
て
、
色
あ
せ
て
語
り
え
な
い
存
在
へ
と
凋
落
し
た
一
絲
像
を
再
検
討
す
る
端

緒
と
な
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
う
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

2
　
一
絲
像
の
形
成
と
大
通
文
智
（
後
水
尾
上
皇
第
一
皇
女
　
梅
宮
）
に
関
す
る
評
価
の
変
遷

一
︑
戦
前
に
お
け
る
一
絲
像
の
形
成

　

今
回
の
永
源
寺
と
朝
廷
と
の
関
係
を
考
察
す
る
上
で
ま
ず
参
照
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
が
、
辻
善
之
助
氏
の
『
一
絲
和
尚

と
朝
幕
関
係（　
）
1

』（
併
せ
て
『
一
絲
和
尚
と
朝
幕
関
係
補
遺（　
）
2
』）
で
あ
ろ
う
。
そ
の
中
で
辻
氏
は
、
後
水
尾
上
皇
の
一
絲
へ
の
ひ

と
か
た
な
ら
ぬ
厚
情
と
帰
依
を
述
べ
た
後
「
こ
の
宮
（
大
通
文
智
）
が
、
男
身
を
受
け
ざ
る
を
恨
み
た
ま
ひ
し
事
、
和
尚
が
変

成
男
子
の
道
を
説
き
し
こ
と
は
、
実
に
味
ふ
べ
き
言
で
あ
る
。
宮
は
賀
茂
宮
薨
御
の
後
に
於
て
は
、
実
は
後
水
尾
天
皇
第
一
皇

女
に
ま
し
〳
〵
た
の
で
あ
る
。
宮
は
、
実
に
明
正
天
皇
の
御
姉
宮
に
当
ら
せ
ら
る
ゝ
。
明
正
天
皇
の
御
即
位
の
時
に
は
、
宮
は

御
降
嫁
前
で
あ
っ
て
、
宮
中
に
ゐ
ま
し
た
の
で
あ
る
。
若
し
男
子
に
生
れ
し
ゝ
な
ら
ば
と
い
ふ
御
考
は
、
必
し
も
御
無
理
と
は

申
れ
ま
い
。
一
絲
和
尚
は
、
宮
の
御
心
根
を
思
ひ
や
り
奉
り
て
、
わ
づ
か
に
変
成
男
子
の
道
を
説
い
て
、
慰
め
奉
つ
た
と
は
申

し
な
が
ら
、
翻
つ
て
つ
ら
〳
〵
そ
の
由
つ
て
来
る
源
を
考
て
は
、
幕
府
に
対
す
る
恨
み
の
情
は
、
自
ら
湧
い
て
来
ず
に
は
居
ら

れ
ま
い
。」
と
一
絲
の
上
皇
や
文
智
尼
へ
の
感
情
（
シ
ン
パ
シ
ー
）
が
、
や
が
て
幕
府
に
対
す
る
憤
慨
へ
と
繋
が
っ
た
事
を
指
摘

し
た
上
で
、「
一
絲
和
尚
と
朝
幕
関
係
の
事
は
、
た
ゞ
こ
れ
だ
け
の
事
で
あ
る
。
甚
些
細
な
事
柄
で
あ
る
が
、
か
ゝ
る
感
情
が

積
り
積
つ
て
、
つ
ひ
に
勤
王
論
を
起
す
よ
う
に
な
つ
た
、
そ
の
源
泉
の
一
流
で
あ
る
と
思
へ
ば
、
些
細
な
り
と
て
、
軽
軽
に
か
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ん
か
す
る
こ
も
で
き
ま
い
と
思
ふ
。」
と
結
論
さ
れ
る
。
こ
の
辻
氏
の
一
文
に
よ
っ
て
勤
王
僧
一
絲
と
い
う
像
が
盛
ん
に
形
成

さ
れ
る
前
提
が
与
え
ら
れ
た
と
考
え
る
事
が
で
き
る
。
ま
た
こ
の
論
調
は
『
近
世
日
本
国
民
史
』
を
執
筆
し
た
徳
富
蘇
峰
の

『
大
梅
山
夜
話
解
説
』
に
も
引
き
継
が
れ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
一
文
か
ら
も
容
易
に
推
測
さ
れ
る
事
と
思
う
。「
一
絲
は
実

に
村
上
源
氏
の
正
派
た
る
久
我
氏
の
庶
流
岩
倉
氏
よ
り
出
つ
。（
中
略
）
北
条
家
の
桎
梏
を
逃
れ
て
、
越
前
の
山
中
に
入
り
た

る
道
元
禅
師
も
亦
た
久
我
家
の
出
也
。
久
我
家
の
遠
祖
た
る
師
房
、
顕
房
の
輩
、
亦
後
三
条
天
皇
を
翊
襄
し
て
朝
権
を
摂
籙
の

手
よ
り
挽
回
せ
ん
こ
と
を
勗
め
た
り
。
而
し
て
此
の
尊
皇
の
血
液
は
、
長
き
時
代
を
隔
て
ゝ
脈
々
相
伝
し
、
実
に
一
絲
の
血
管

に
横
溢
せ
ん
許
り
に
流
れ
た
り
し
也
。
蓋
し
彼
は
上
皇
の
信
寵
を
博
し
た
る
か
為
に
、
尊
皇
家
た
り
し
に
あ
ら
す
。
尊
皇
家
た

り
し
か
為
め
に
信
寵
を
博
し
た
る
也
。
上
皇
は
本
来
博
愛
家
に
て
存
し
き
、
或
は
沢
庵
を
召
し
て
、
原
人
論
を
講
述
せ
し
め
ら

れ
、
或
は
愚
堂
和
尚
に
宗
要
を
問
は
せ
ら
れ
、
雲
居
和
尚
の
如
き
も
、
一
た
ひ
召
対
の
恩
遇
を
被
り
、
辛
く
も
再
召
を
避
け
得

た
る
程
に
て
あ
り
し
。
然
も
単
り
一
青
年
僧
の
一
絲
に
の
み
、
特
眷
の
専
注
せ
ら
れ
た
る
か
如
き
所
以
は
、
惟
に
彼
か
生
死
大

事
の
問
題
以
外
に
、
更
に
上
皇
胸
奥
の
琴
線
に
、
深
く
触
る
ゝ
も
の
あ
り
し
か
為
め
な
ら
さ
る
な
き
を
得
ん
や
。
総
て
と
云
は

さ
る
も
、
足
利
時
代
の
禅
僧
の
多
く
は
、
大
義
名
分
に
就
て
は
、
殆
ん
と
一
種
の
色
盲
者
た
り
し
か
如
し
。
彼
等
は
往
々
自
国

を
卑
下
し
て
、
外
国
を
尊
崇
し
、
覇
王
を
瞻
仰
し
て
、
皇
室
を
等
閑
に
す
。
彼
等
の
詞
賦
文
章
に
は
、
殆
ど
日
本
臣
民
た
る
の

自
覚
心
を
失
墜
し
た
る
も
の
あ
る
を
免
れ
す
。
単
り
我
か
一
絲
に
至
り
て
は
、
水
戸
義
公
を
待
た
す
、
朱
子
学
の
尊
王
覇
説
を

待
た
す
、
其
の
見
識
卓
爾
と
し
て
俗
流
に
超
絶
し
た
り
。（
中
略
）
彼
は
弘
法
、
伝
教
、
法
然
、
親
鸞
、
日
蓮
等
の
如
き
、
自

ら
一
宗
の
開
山
た
る
可
き
大
器
に
あ
ら
ず
。
さ
れ
と
彼
は
改
革
者
と
し
て
は
、
殆
ん
と
無
二
の
資
格
を
具
へ
た
り
。
其
の
自
か

ら
信
す
る
篤
き
也
。
其
の
自
か
ら
奉
す
る
薄
き
也
。
其
の
自
ら
か
ら
處
す
る
勇
決
也
、
其
の
世
の
弊
害
を
感
す
る
、
極
め
て
痛

切
に
、
而
し
て
之
を
矯
正
せ
ん
と
す
る
の
精
神
、
頗
る
熱
烈
也
。
況
ん
や
他
人
を
周
辺
に
吸
引
す
る
の
磁
力
と
、
周
辺
を
鼓
動
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す
る
弁
口
、
文
筆
と
を
兼
ね
有
し
た
る
を
や
。
彼
に
し
て
若
し
沢
庵
の
年
齢
程
な
ら
さ
る
も
、
今
十
年
の
寿
命
を
延
は
し
た
ら

は
、
吾
人
は
更
に
造
詣
の
長
遠
に
し
て
、
其
の
収
穫
の
多
大
な
る
可
か
り
し
を
、
疑
う
能
は
す
。
然
も
彼
三
十
九
歳
に
し
て
逝

き
し
も
、
実
に
徳
川
時
代
の
禅
道
に
、
一
の
著
明
な
る
足
跡
を
印
し
た
り（　
）
3

。」

　

こ
こ
で
の
二
人
の
態
度
で
注
意
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
は
、
辻
氏
が
文
智
尼
と
一
絲
文
守
の
関
係
を
重
視
す
る
の
に
対
し
、

蘇
峰
は
文
智
尼
に
は
殆
ど
触
れ
ず
寧
ろ
沢
庵
と
一
絲
の
師
弟
関
係
を
重
視
す
る
点
で
あ
る
。
蘇
峰
は
始
め
に
江
戸
時
代
ま
で
の

禅
宗
の
流
れ
を
概
観
し
た
上
で
次
の
よ
う
に
語
る
。「
斯
る
時
代
に
於
て
時
代
に
於
て
、
吾
人
か
見
逃
か
す
可
ら
さ
る
禅
僧
二

人
あ
り
。
其
一
は
沢
庵
に
し
て
、
他
は
一
絲
也
。
彼
等
は
政
治
僧
と
し
て
よ
り
も
、
学
僧
と
し
て
よ
り
も
、
詞
僧
と
し
て
よ
り

も
、
寧
ろ
碧
眼
胡
児
の
真
面
目
た
る
、
禅
僧
の
真
骨
頂
を
有
し
、
真
面
目
を
発
揮
し
た
り
。
若
し
徳
川
氏
初
期
に
於
て
、
正
し

き
意
味
に
於
手
、
正
し
き
意
味
に
於
け
る
禅
道
の
興
隆
あ
り
し
と
せ
は
、
此
の
二
人
に
負
ふ
所
、
甚
大
な
ら
す
ん
は
あ
ら
す
。

而
し
て
此
の
二
人
か
、
師
弟
の
関
係
あ
る
に
拘
ら
す
、
互
い
に
其
の
特
色
を
具
有
し
、
其
の
独
自
一
己
の
面
目
を
発
揮
し
た
る

に
至
り
て
は
、
頗
る
対
照
の
妙
な
し
と
せ
す（　
）
4

。」
と
述
べ
、
更
に
沢
庵
が
紫
衣
事
件
配
流
以
降
、
家
光
の
庇
護
を
受
け
江
戸

に
留
ま
っ
た
こ
と
が
、
公
家
出
身
の
一
絲
が
袂
を
分
か
つ
大
き
な
要
因
に
な
っ
た
事
を
、
一
絲
の
沢
庵
宛
て
書
簡
な
ど
を
挙
げ

指
摘
し
た
上
で
、
最
後
に
日
を
置
か
ず
し
て
亡
く
な
っ
た
二
人
の
師
弟
の
関
係
を
以
下
の
よ
う
に
語
っ
て
『
大
梅
夜
話
解
説
』

を
締
め
く
く
る
。「
此
の
如
く
し
て
両
高
僧
を
亡
う
た
る
我
か
徳
川
初
期
の
禅
界
は
、
容
易
に
填
補
し
難
き
大
陥
欠
を
生
し
た

り
。
然
も
彼
等
は
日
本
に
於
け
る
霊
界
の
偉
人
と
し
て
、
長
へ
に
我
か
国
民
を
化
導
す
可
き
也
。
此
の
意
味
に
於
て
、
一
絲
和

尚
は
猶
お
活
け
る
也
。
彼
自
か
ら
嘆
し
て
曰
く
、『
尽
情
弾
了
無
人
賞
。
憶
得
伯
牙
曾
絶
絃
。』
と
。
然
も
数
百
載
の
下
、
豈
に

賞
音
者
な
か
ら
ん
哉（　
）
5

。」
こ
の
若
き
改
革
者
（
清
教
徒
）
の
情
熱
（
勤
皇
思
想
）
が
、
公
武
合
体
の
霊
性
的
融
合
を
促
し
、
や

が
て
国
体
思
想
へ
と
変
貌
す
る
様
子
は
、
応
燈
関
の
流
れ
か
ら
愚
堂
東
寔
、
そ
し
て
白
隠
で
完
成
さ
れ
、
そ
の
後
脈
々
と
伝
承
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さ
れ
て
き
た
と
す
る
現
在
の
臨
済
宗
の
教
説
か
ら
は
想
像
も
で
き
な
い
内
容
で
あ
る
が
、
ほ
ん
の
百
年
ほ
ど
前
ま
で
公
の
場
で

熱
狂
的
に
享
受
さ
れ
喧
伝
さ
れ
て
き
た
事
実
を
、
我
々
は
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
が
、
近
世
禅
宗
史
の
文
脈

で
一
絲
の
周
辺
を
研
究
す
る
困
難
さ
（
語
り
に
く
さ
）
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
、
と
筆
者
は
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

戦
前
の
一
絲
像
を
ど
の
様
に
評
価
す
る
か
に
焦
点
が
集
ま
る
限
り
、
朝
廷
（
勤
皇
）
と
幕
府
（
佐
幕
）、
聖
（
中
世
仏
教
の
勃
興
）

と
俗
（
近
世
仏
教
の
堕
落
）、
皇
国
史
観
と
マ
ル
ク
ス
史
観
な
ど
安
易
で
単
純
な
対
立
構
図
に
置
き
換
え
ら
れ
る
結
果
と
な
り
、

そ
の
事
が
却
っ
て
問
題
の
本
質
を
捉
え
る
上
で
大
き
な
障
害
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
一
つ
例
を
挙
げ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
も
そ
も
一
絲
の
著
述
で
あ
る
『
大
梅
夜
話
』
は
、
大
梅
山
法
常
寺
で
弟
子
の
た
め
に
行
っ
た
夜
話
（
漢
籍
仏
典
の
講
義
）
の
中

か
ら
、
宮
廷
の
婦
女
子
に
も
わ
か
る
五
戒
や
十
善
行
な
ど
を
分
か
り
易
い
話
題
を
講
述
し
、
仮
名
書
き
に
改
め
た
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
大
正
五
年
版
『
大
梅
夜
話
解
説
』
所
収
の
「
大
梅
夜
話
序（　
）
6

」
に
す
で
に
書
か
れ
て
い
る
。

　

寛
永
十
有
九
年
龍
集
壬
午
之
冬
、
文
守
偶
侍

太
上
皇
帝
之
次
奏
以
新
條
夜
話
、

皇
情
亦
以
爲
然
。
且
曰
、
施
之
衣
冠
搢
紳
之
間
亦
不
爲
無
補
矣
。
文
守
還
山
之
後
無
何

　

而
聞

皇
帝
近
命
近
臣
十
餘
人
講
夜
話
之
會
。
凡
渉
談
藪
遊
藝
苑
之
諸
君
子
、
皆
謂
有
補
于

　

今
日
矣
。
猗
歟

王
道
佛
法
本
無
異
致
之
謂
乎
。
文
守
屬
者
録
山
中
一
會
夜
話
、
抱
趨

輦
轂
之
下
、
其
意
竊
欲
塵

乙
覽
。
顧
夫
、
不
恃
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聖
情
寛
仁
特
愍
僧
流
、
烏
能
得
如
此
耶
。
又
念
方
今

皇
后
及
諸
宮
妃
宮
女
等
、
悉
皆
依
三
寶
好
衆
善
、
蓋
是
一
人
之
意
、
千
萬
人
之
意
也
、
以

　

故
以
假
名
字
冩
之
。
私
擬
便
其
觀
覧
饒
益
淨
信
而
已
。
恭
願

　

聖
朝
越
日
月

　

叡
筭
等
乾
坤

　

流
德
澤
於
四
海

　

護
正
宗
於
無
窮

　
　

寛
永
二
十
禩
暮
春
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
梅
山
主
釈　
文
守
序

　

実
は
傍
線
を
し
た
「
又
念
方
今
…
…
」
以
下
の
文
章
は
寛
文
七
年
に
出
版
さ
れ
た
『
一
絲
和
尚
語
録
』
に
は
含
ま
れ
る
が
、

元
禄
十
五
年
に
再
編
さ
れ
た
『
仏
頂
国
師
語
録
』
で
は
削
除
さ
れ
て
い
る
事
も
注
意
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
稿

を
改
め
て
詳
し
く
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
こ
で
の
一
絲
の
態
度
は
、
僧
侶
で
あ
る
と
同
時
に
宮
中
の
序
列
を
重
ん

じ
る
公
家
と
し
て
の
立
場
を
越
え
る
も
の
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
後
水
尾
上
皇
の
要
請
に
応
え
る
形
で
進
講
が
行
わ
れ
、
中

宮
御
所
に
控
え
る
皇
后
、
諸
宮
妃
な
ど
皇
族
の
女
性
に
対
す
る
配
慮
が
序
だ
け
で
な
く
『
大
梅
夜
話
』
の
仮
名
書
き
本
文
か
ら

も
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
先
ほ
ど
挙
げ
た
辻
氏
の
文
章
が
穏
当
で
正
鵠
を
得
た
記
述
で
あ
る

事
が
わ
か
る
。
辻
氏
は
当
時
の
公
家
の
日
記
や
記
録
類
だ
け
で
な
く
、
補
足
と
し
て
一
絲
の
文
智
尼
宛
て
書
簡
も
翻
刻
さ
れ
て

い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
参
考
史
料
と
し
て
挙
げ
る
に
留
め
る
。
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二
︑
一
絲
文
守
の
「
持
戒
禅
」
に
つ
い
て

　

先
の
項
で
一
絲
の
戒
に
対
す
る
態
度
に
つ
い
て
述
べ
た
の
で
、
一
絲
文
守
の
禅
風
を
表
す
言
葉
と
し
て
よ
く
使
わ
れ
る
「
持

戒
禅
」
に
つ
い
て
も
み
て
い
き
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
「
持
戒
禅
」
と
い
う
言
葉
に
、
戦
前
の
一
絲
像
に
共
通
す
る
イ
メ
ー

ジ
を
決
定
的
に
定
着
さ
せ
た
根
本
的
な
問
題
点
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
「
持
戒
禅
」
と
い
う
言
葉
は
、
大
蔵
経
Ｄ
Ｂ
な
ど
で
調
べ
た
限
り
余
り
用
例
が
見
ら
れ
な
い
。
一
般
に
戒
定
慧
の

戒
と
定
を
表
す
「
持
戒
禅
定
」
と
い
う
使
い
方
が
一
般
的
で
、
勿
論
一
絲
文
守
の
行
状
や
年
譜
に
其
の
用
例
は
見
ら
れ
な
い
。

そ
こ
で
は
っ
き
り
持
戒
禅
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
た
初
出
を
探
し
て
い
く
と
、
川
上
孤
山
著
『
妙
心
寺
史　

下（　
）
7

』
中
の
、

雪
窓
宗
崔
の
項
と
隠
元
来
朝
と
妙
心
寺
の
対
応
に
関
す
る
記
事
が
初
出
で
あ
る
事
が
分
か
っ
た
。
い
く
つ
か
本
文
を
挙
げ
て
み

る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

①
（
師
の
）
雲
居
が
檀
主
と
契
は
ざ
る
所
あ
り
退
院
す
る
に
際
し
、
師
も
亦
退
去
し
京
都
に
上
り
、
法
山
に
寓
し
て
法
器
を
練

り
、
或
は
泉
涌
寺
に
入
り
宗
門
革
制
に
竭
さ
ん
が
爲
め
、
専
ら
泉
涌
寺
に
律
儀
を
究
め
且
同
寺
學
徒
の
爲
め
碧
巖
錄
を
た
、
提

唱
し
た
、
時
に
退
藏
院
の
北
高
は
雪
窓
の
提
唱
を
參
聽
し
歸
つ
て
其
違
法
の
點
あ
り
し
を
責
め
師
を
法
山
よ
り
擯
出
せ
し
め
ん

と
す
る
に
及
ば
ん
と
し
た
、
蓋
し
師
は
雲
居
の
念
佛
禪
を
鼓
吹
し
禪
を
他
力
化
せ
ん
と
し
た
事
が
其
不
都
合
と
稱
す
る
原
因
で

あ
つ
た
、
師
は
時
代
の
趨
勢
に
鑑
が
み
之
に
適
應
し
た
る
禪
林
に
も
慈
悲
の
門
を
啓
い
て
易
行
安
心
を
擧
揚
せ
ん
と
し
た
の
で

あ
る
、
要
す
る
に
師
は
雲
居
の
念
佛
と
一
絲
の
持
戒
禪
と
を
併
せ
持
戒
念
佛
を
唱
へ
ん
と
し
た
、
然
し
一
絲
の
樣
に
純
禪
律
主

義
を
執
つ
た
の
で
な
く
禪
淨
律
一
致
の
安
心
法
を
唱
道
し
た
の
で
あ
る
、
寛
永
十
六
年
師
は
一
絲
の
奏
聞
に
依
り
後
水
尾
上
皇

の
召
に
應
じ
雪
窓
に
宣
旨
を
傳
へ
禪
門
の
要
義
を
聽
か
せ
給
う
た
、
此
時
光
明
皇
后
の
御
筆
に
か
ゝ
る
法
華
經
一
軸
と
り
、
專

金
毛
の
拂
子
、
一
揮
及
び
鼈
甲
の
杖
一
本
を
下
賜
せ
ら
れ
た
、
後
正
保
三
年
師
は
法
山
に
入
寺
し
、
其
翌
年
正
月
山
規
蓋
し
師
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は
雲
居
に
準
じ
再
び
宮
闕
に
入
つ
て
咫
尺
に
對
し
來
た
、
而
し
て
舊
地
豐
後
に
歸
り
禪
門
易
行
の
法
を
皷
吹
し
つ
ゝ
あ
つ
た
が
、

長
崎
奉
行
井
上
筑
後
守
の
請
を
受
け
長
崎
に
赴
て
吉
み
利
支
丹
門
徒
に
三
歸
戒
を
授
與
し
て
持
戒
念
佛
の
安
心
を
勸
め
渠
等
が

受
く
可
き
刑
死
を
恩
賜
の
紫
衣
に
包
み
救
う
た
、
恁
う
し
た
師
の
持
戒
禪
は
長
崎
地
方
人
士
の
信
仰
す
る
所
と
な
り
度
生
實
に

其
數
一
万
八
千
人
と
云
う
の
で
あ
つ
た
時
の
長
崎
奉
行
井
上
氏
も
此
の
好
結
果
を
幕
府
に
啓
し
て
佛
寺
建
立
の
上
一
大
國
刹
た

ら
し
め
ん
と
し
た
。

②
さ
て
長
崎
な
る
隱
元
は
興
福
寺
に
於
け
る
結
制
終
了
の
後
明
曆
元
年
九
月
六
日
、
攝
州
普
門
寺
に
入
る
の
で
あ
る
が
、
結
制

中
禿
翁
の
法
兄
虛
極
は
長
崎
に
赴
き
、
崇
福
會
裡
に
隱
元
と
接
見
し
、
親
し
く
支
那
僧
の
法
儀
を
視
察
し
歸
途
普
門
寺
の
龍
溪

と
相
議
し
て
之
を
法
山
に
請
せ
ん
と
し
た
、
法
山
で
は
四
派
が
異
議
を
唱
へ
、
已
む
な
く
禿
翁
龍
溪
は
萬
難
を
排
し
て
兎
も
角
、

隱
元
を
龍
溪
の
普
門
寺
に
請
し
、
一
方
龍
溪
は
幕
府
に
上
申
し
て
隱
元
入
落
の
許
可
を
仰
い
だ
、
け
れ
ど
も
幕
府
で
は
已
に
竺

印
が
此
の
事
を
出
願
し
て
ゐ
る
の
で
其
何
れ
に
許
可
す
べ
き
か
に
苦
し
み
、
龍
溪
、
禿
翁
兩
人
に
出
府
を
命
じ
た
、
當
時
幕
府

で
も
兩
派
が
生
じ
た
と
見
え
、
久
し
く
其
所
决
を
見
る
に
至
其
後
隱
元
は
龍
溪
の
盡
力
に
依
り
普
門
寺
に
大
叢
林
を
開
き
天
下

の
雲
禍
を
聚
め
て
自
家
の
宗
風
を
提
唱
し
つ
ゝ
あ
つ
た
、
け
れ
ど
も
幕
府
で
は
未
だ
隱
元
の
開
法
宣
傳
を
公
然
許
容
せ
な
い
有

樣
で
あ
る
か
ら
隱
元
は
歸
國
の
意
を
起
す
に
至
つ
た
、
そ
こ
で
龍
溪
は
再
三
再
四
、
隱
元
歸
國
の
中
止
を
求
め
た
其
當
時
、
曾

て
一
絲
の
弟
子
た
り
し
持
戒
禪
を
傳
う
可
く
遺
旨
を
受
け
た
、
獨
照
が
隱
元
に
隨
侍
せ
る
を
奇
貨
と
し
て
、
一
絲
に
御
因
緣
深　

後
水
尾
上
皇
に
隱
元
對
御
の
事
を
獨
照
に
伏
奏
せ
し
め
、
猶
上
皇
の
女
御
た
り
し
園
氏
（
圓
光
院
幡
技
圓
通
寺
の
開
基
）
を
通
じ

て
上
皇
に
お
勸
め
申
し
上
げ
し
め
た
（
獨
照
は
近
江
富
田
氏
の
出
に
し
て
薙
髮
後
、
澤
菴
に
和
泉
の
祥
雲
寺
に
參
ず
る
こ
と
數
年
、
後
一

絲
に
丹
波
の
法
常
寺
に
參
じ
て
所
解
を
呈
し
、
多
病
の
故
を
以
て
同
地
栖
雲
庵
に
閑
居
し
て
ゐ
た
、
正
保
三
年
一
絲
が
江
州
永
源
寺
に
示
寂
す

る
や
、
直
ち
に
其
裏
に
奔
り
、
の
ち
嵯
峨
に
直
指
庵
を
營
み
退
居
し
た
、
承
應
三
年
（
一
六
五
四
）
隱
元
長
崎
に
至
る
を
聞
く
や
、
直
ち
に
至
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り
朝
參
暮
請
し
、
爾
來
隱
元
に
師
事
し
遂
に
其
籍
を
移
し
た
の
で
あ
る
）。

③
無
難
の
如
き
も
愚
堂
の
「
實
鑑
錄
」
に
在
る
如
き
漢
文
法
語
に
反
し
て
渠
は
盤
珪
と
同
じ
く
假
名
法
語
を
出
し
た
、
皆
是
等

諸
師
の
假
名
法
語
の
歡
迎
せ
ら
れ
た
と
同
時
に
、
當
時
教
界
の
信
仰
問
題
が
理
論
よ
り
も
實
踐
的
實
利
主
義
に
變
化
し
た
事
が

判
か
る
、
故
に
盤
珪
一
人
の
み
な
ら
ず
、
既
に
雪
窓
の
持
戒
禪
出
で
、
雲
居
の
念
佛
禪
起
り
、
何
れ
も
簡
單
に
し
て
要
訣
を
體

得
せ
よ
う
と
す
る
の
時
代
思
想
は
我
禅
門
の
み
な
ら
ず
他
面
に
於
て
も
稍
々
頻
出
す
る
の
状
を
し
め
し
た
の
で
あ
る
。

④
併
る
に
山
崎
齋
闇
一
派
の
神
道
が
現
は
れ
、
王
道
を
皷
吹
し
又
も
や
倒
幕
の
聲
を
な
す
に
至
つ
た
、
又
一
面
に
は
五
山
僧
祿

が
宗
權
を
振
り
廻
は
し
、
宮
寺
の
山
隣
（
大
徳
、
妙
心
）
壓
倒
す
べ
く
、
兩
山
の
四
僧
滴
流
の
問
題
を
惹
起
し
た
、
そ
こ
で
朝

幕
益
疎
隔
す
る
と
共
に
愚
堂
一
絲
の
如
き
義
僧
現
は
れ
た
の
で
あ
る
、
元
來
一
絲
は
遠
忌
（
開
山
三
百
年
忌
）
十
三
年
前
に
寂
し
、

遺
志
を
弟
子
獨
照
に
嗣
が
し
め
た
獨
照
は
妙
心
の
禿
翁
、
龍
安
の
龍
溪
等
と
共
に
遇
々
明
僧
隱
元
來
朝
を
機
と
し
て
隱
元
の
來

朝
を
機
と
し
て
、
本
邦　

禪
界
の
革
新
を
企
圖
し
て
或
方
面
に
活
躍
せ
ん
と
し
た
。（
中
略
）
結
極
隱
元
招
聘
問
題
は
何
時
し

か
に
異
議
分
裂
し
て
左
の
如
く
變
况
し
た
。

一
、
遠
忌
法
會
の
賓
客
と
し
て
隱
元
を
迎
ふ
る
に
過
ぎ
ず
と
思
ひ
し
者

―
竺
印
及
一
山
僧
衆
の
者
（
愛
山
主
義
）

二
、
一
絲
の
主
願
た
り
し
持
戒
禪
を
唱
道
せ
ん
と
し
た
る
者

―
永
源
の
如
雪
、
禿
翁
、
湛
月
、
萬
拙
等
（
純
尊
王
主
義
者
）

三
、
隱
元
を
妙
心
寺
に
住
せ
し
め
て
佐
幕
的
に
、
僧
錄
職
を
得
ん
と
し
た
者

―
龍
渓
、
獨
照
、
堤
州
等
。

　

①
～
④
は
愚
堂
の
法
嗣
で
あ
る
一
絲
如
雪
の
系
譜
を
妙
心
寺
派
の
歴
史
の
中
に
編
入
す
る
目
的
で
予
め
整
序
が
加
え
ら
れ
た
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上
、
④
の
二
、（
純
尊
王
主
義
者
）
に
分
類
す
る
為
『
対
治
邪
執
論
』
を
著
し
た
雪
窓
宗
崔
と
共
に
持
戒
禅
の
唱
道
者
と
し
て
一

括
り
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
本
来
語
ら
れ
る
べ
き
三
人
の
修
行
遍
歴
や
戒
を
め
ぐ
る
解
釈
の
違
い
が
取
捨
さ
れ
、
宗
派
図
を

拠
り
所
に
近
代
的
な
教
説
へ
と
置
き
換
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
い
う
妙
心
寺
派
の
系
譜
と
は
あ
く
ま
で
白
隠
下
の
法
脈
に
準
ず
る

と
い
う
意
味
で
、
愚
堂
東
寔
→
至
道
無
難
→
道
鏡
慧
端
→
白
隠
慧
鶴
の
流
れ
で
あ
る
と
同
時
に
、
無
著
道
忠
を
頂
点
と
す
る
妙

心
寺
学
僧
に
よ
る
黄
檗
批
判
と
黄
檗
僧
排
斥
の
流
れ
で
あ
る
。

三
︑
一
絲
文
守
の
戒
律
観

　

一
絲
文
守
の
戒
律
観
は
彼
の
著
書
で
あ
る
『
永
明
延
寿
垂
誡
注
解
』『
緇
門
宝
蔵
集
』『
大
梅
夜
話
』
な
ど
に
詳
し
い
が
、
基

本
的
に
五
戒
、
十
善
行
、
八
斎
戒
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
基
本
的
に
自
身
の
弟
子
（
年
少
）
や
宮
中
の
上
皇
な
ら
び
に
皇
子
女
、

公
家
へ
の
進
講
、
も
し
く
は
在
家
の
信
者
へ
の
説
法
の
為
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
永
源
寺
並
に
末
寺
に
残
る

史
料
か
ら
二
点
を
紹
介
し
た
い
。

①
奈
良
の
尼
門
跡
円
照
寺
寺
院
規
則
で
あ
る
『
普
門
山
之
記
』
の
な
か
で
、
大
通
文
智
尼
（
後
水
尾
天
皇
第
一
皇
女　

梅
宮
）
は

菩
薩
戒
を
受
戒
し
、
代
々
轉
授
す
る
重
要
性
を
鑑
み
て
次
の
一
条
を
加
え
る
。

一
上
自
公
主
下
至
菴
軒
之
輩

　

梵
網
、
法
華
、
佛
祖
三
経
、
臨
済
録
、
大
慧
書
、

禅
門
寶
訓
、
山
菴
雑
録
、
寂
室
録

緇
門
法
蔵
集
等
、
朝
讀
暮
習
研
究

文
義
可
不
失
宗
旨
躰
裁
事
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大
通
文
智
は
一
絲
の
下
で
落
髪
得
度
し
た
の
で
あ
る
が
、
一
絲
の
三
十
三
回
忌
の
翌
年
い
わ
ゆ
る
近
世
三
律
坊
の
一
つ
西
明

寺
の
霊
松
律
師
を
請
じ
て
、
授
戒
会
を
し
て
菩
薩
戒
を
授
か
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
は
円
照
寺
で
戒
壇
を
設
け
て
代
々
菩
薩

戒
の
授
受
が
継
承
さ
れ
て
い
く
。
そ
も
そ
も
『
大
梅
夜
話
』
は
皇
族
子
女
に
持
戒
の
重
要
性
を
分
か
り
易
く
説
い
た
も
の
で
あ

る
が
、
こ
れ
は
他
の
一
絲
の
著
作
『
永
明
延
寿
垂
誡
註
解
』
や
『
緇
門
法
蔵
集
』
に
も
共
通
す
る
特
徴
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
テ

キ
ス
ト
は
一
絲
の
法
脈
は
勿
論
の
こ
と
、
大
通
文
智
を
中
心
に
し
た
尼
門
跡
で
こ
れ
ら
が
流
通
し
て
い
た
事
は
留
意
し
て
置
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
滋
賀
県
日
野
町
に
あ
る
永
源
寺
派
末
寺
霊
松
寺
は
一
絲
の
年
譜（　
）
8

に
も
出
て
く
る
由
緒
寺
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
残
る
『
霊

松
寺
門
徒
之
制
誡
候
事
』
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
　

霊
松
寺
門
徒
之
制
誡
候
事

一　

二
祖
三
佛
忌
、
観
世
音
菩
薩
之
縁
日

　
　

開
山
一
糸
和
尚
之
月
忌
、
人
々
親
之
、
命
日
に
は

　
　

魚
鳥
酒
肉
を
禁
断
し
て
、
諷
経
之
時
分
者
参

　
　

詣
被
申
、
仏
祖
ニ
結
縁
者
や　

若
菩
提
心

　
　

深
人
者
、
比
日
五
戒
十
善
行
を
持
可
被
持
齋
や

　
　

二
親
之
命
日
に
寺
へ
参
詣
之
事
者
其
人
之

　
　

任
意
者
や　
　
　
　

二
祖
と
者
十
月
五
日
達
磨
忌　

三
月
十
九
日
に
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
佛
と
者
四
月
八
日
佛
誕
生
臘
月
八
日
之
成
道
二
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
五
日
之
佛
涅
槃
是
等
や
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一　

開
山
よ
り
六
齋
日
之
内
三
日
ニ
て
も
五
日
ニ
て
も
受
戒
之
分
者

　
　

堅
可
被
守
申
者
や　

信
心
深
人
者
比
日
可
被
持
齋
や

一　

他
所
ニ
て
も
當
所
ニ
て
も
大
酒
を
飲
み
砕
狂
喧
嘩
高
論

　
　

堅
可
被
禁
断
者
や

　
　
　
　

右
之
條
々
於
霊
照
寺
門
徒
者
堅
所
制
や
、
若

　
　
　
　

是
等
之
制
戒
難
守
人
者
始
よ
り
他
宗
へ
可

　
　
　
　

被
帰
依
者
や
此
條
々
霊
照
寺
至
極
之
教
化
に

　
　
　
　

者
あ
ら
ず
、
大
体
如
是
。
若
誠
之
志
深
人
者
子
結
（
？
）
ニ

　
　
　
　

問
尋
事
。
今
度
可
被
永
成
佛
者
や

　
　
　
　
　

正
保
丙
戌　

三
年　

十
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

霊
照
寺
比
丘
自
芸　

花
押

　
　
　
　
　

霊
照
寺
門
下
中

　

こ
こ
で
は
在
俗
の
信
者
に
対
し
八
齋
戒
を
説
き
、
酒
を
飲
ま
な
い
な
ど
平
明
な
説
明
で
、
一
絲
の
一
門
が
布
教
を
行
っ
て
い

た
事
が
分
か
る
。
不
飲
酒
、
や
肉
食
の
禁
止
な
ど
は
一
絲
が
繰
り
返
し
、
和
文
、
漢
文
様
々
な
教
説
で
取
り
上
げ
る
話
題
で
あ

る
。

　

一
絲
の
戒
律
思
想
の
中
で
特
に
影
響
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
の
が
、『
宗
鏡
録
』
を
著
し
た
唐
末
五
代
の
永
明
延
寿
で
あ
る
。

こ
れ
は
一
絲
が
延
寿
の
垂
誡
に
注
釈
を
付
け
出
版
し
た
事
か
ら
も
確
認
で
き
る
が
、
そ
の
他
の
一
絲
の
著
作
中
に
も
『
宗
鏡

録
』
な
ど
か
ら
多
く
引
用
し
て
い
る
事
か
ら
も
顕
著
な
特
徴
だ
と
言
え
る
。
た
だ
し
一
絲
の
永
明
延
寿
観
は
、
圭
峰
宗
密
の
流
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れ
を
汲
む
禅
と
律
の
実
践
的
な
大
成
者
（
教
禅
一
致
）
の
立
場
で
あ
る
。
こ
れ
は
隠
元
来
朝
の
前
後
か
ら
日
本
に
流
入
し
た
明

末
仏
教
の
中
で
形
成
さ
れ
る
、
浄
土
教
の
蓮
宗
第
六
祖
の
立
場
と
は
異
な
る
事
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
一
絲
文
守
は
隠
元
来

朝
以
前
に
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
、
彼
の
説
く
教
禅
一
致
の
姿
勢
は
、
相
国
寺
の
五
山
僧
や
夢
窓
国
師
の
立
場
に
近
い
と
思
わ

れ
る
。
特
に
夢
窓
に
対
す
る
敬
慕
は
『
大
梅
夜
話
』
の
中
で
も
く
り
返
し
述
べ
ら
れ
る
。
一
絲
は
仏
教
典
籍
を
参
究
す
る
一
方
、

『
夢
中
問
答
』
の
よ
う
な
仮
名
法
語
に
よ
る
平
易
な
講
説
を
常
に
意
識
し
て
い
た
と
も
言
え
る
。

四
︑
ま
と
め

　

次
の
戦
後
の
一
絲
像
を
俯
瞰
す
る
上
で
い
く
つ
か
の
問
題
点
を
提
起
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

イ 

、
一
絲
文
守
の
戒
律
観
と
次
の
住
職
と
な
っ
た
如
雪
文
巌
の
真
言
律
を
中
心
と
し
た
戒
律
復
興
運
動
の
流
れ
は
必
ず
し
も
一

致
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。

ロ 

、
一
絲
も
如
雪
も
明
に
渡
ろ
う
と
し
た
経
歴
を
持
つ
が
、
隠
元
来
朝
以
前
の
一
絲
文
守
の
戒
律
観
を
後
の
明
末
仏
教
の
影
響

を
受
け
た
律
坊
の
戒
律
も
し
く
は
清
規
と
同
一
視
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

ハ 

、
江
戸
前
期
の
臨
済
宗
各
派
は
大
徳
・
妙
心
な
ど
の
山
隣
（
林
下
）
を
中
心
に
転
開
し
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
鹿
苑
僧
録
か

ら
江
戸
幕
府
の
信
任
を
受
け
た
南
禅
寺　

金
地
院
僧
録
へ
と
五
山
制
度
の
中
心
が
移
動
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
が
ま
ず
重
要
で

あ
る
（
妙
心
・
大
徳
両
本
山
に
大
き
な
損
害
と
禍
根
を
残
し
た
紫
衣
事
件
も
、
永
源
寺
の
復
興
に
と
っ
て
は
同
様
に
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー

で
あ
る
）。

ニ 

、
永
源
寺
は
如
雪
の
住
山
と
隠
元
の
来
朝
以
後
強
く
黄
檗
の
影
響
を
受
け
る
。
こ
の
事
は
文
献
上
明
ら
か
と
言
え
る
が
現
在

の
永
源
寺
の
法
式
や
伽
藍
様
式
か
ら
そ
れ
を
確
認
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
間
接
的
に
授
戒
会
や
僧
堂
の
清
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現
な
ど
の
形
で
現
在
に
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

3
　
戦
後
に
お
け
る
一
絲
像
の
再
形
成
と
大
通
文
智
に
関
す
る
評
価
の
変
遷

一
︑
戦
後
変
化
し
た
一
絲
像
に
つ
い
て

　

次
に
戦
後
の
一
絲
像
が
ど
の
よ
う
な
変
遷
し
て
い
っ
た
か
を
検
証
す
る
た
め
『
禅
文
化
一
〇
一
号　

特
集
一
絲
文
守
』
に
掲

載
さ
れ
た
特
徴
的
な
論
文
を
二
点
挙
げ
る
。
ま
ず
初
め
は
吉
村
貞
司
の
「
純
然
と
し
て
白
日
を
捧
ぐ

―
一
絲
文
守
の
精
神
と

そ
の
時
代（　
）
9

」
で
あ
る
。
吉
村
氏
は
初
め
の
文
章
で
一
絲
の
立
場
を
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
。「
一
絲
文
守
の
悲
劇
は
徳
川
政

権
と
妙
心
寺
と
の
衝
突
、
あ
る
い
は
幕
府
と
朝
廷
の
権
力
争
い
と
い
う
次
元
で
と
ら
え
る
の
は
、
正
当
で
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
攻
撃
側
に
た
っ
た
幕
府
は
新
政
権
に
よ
る
秩
序
の
樹
立
を
必
要
と
し
、
古
い
存
在
を
邪
魔
物
と
し
て
廃
し
よ
う

と
し
た
。
そ
れ
は
新
秩
序
が
自
己
確
立
を
達
す
る
た
め
に
、
ぜ
ひ
と
も
当
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旧
勢
力
の
打
倒
に
力
を
尽

す
に
他
な
ら
な
く
な
る
。」
と
し
て
一
絲
を
旧
秩
序
に
属
す
る
敗
者
と
定
義
し
た
上
で
次
に
「
こ
の
公
式
的
解
釈
に
し
た
が
う

な
ら
、
極
め
て
単
純
な
争
い
に
過
ぎ
な
く
な
り
、
一
絲
文
守
の
生
命
を
か
け
た
抗
争
も
、
い
わ
ば
時
代
の
動
向
を
理
解
す
る
こ

の
で
き
な
か
っ
た
悪
あ
が
き
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
事
実
、
彼
の
行
為
は
そ
う
し
た
時
代
錯
誤
と
言
い
す
て
る
事
の
で
き

な
い
も
の
が
あ
る
。（
中
略
）
彼
の
戦
い
は
決
し
て
保
守
と
革
新
の
間
で
行
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
精
神
の
自
由
、
人
間
性
の

必
然
に
よ
っ
て
主
張
す
べ
き
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
る
。
私
は
色
め
が
ね
を
通
さ
ず
、
極
め
て
冷
静
に
こ
れ
を
見
る
な
ら
ば
、

一
絲
文
守
は
澄
み
き
っ
て
純
粋
で
あ
っ
た
し
、
幕
府
側
は
利
欲
や
無
理
な
主
張
、
政
策
的
な
か
け
引
き
そ
の
他
、
い
わ
ゆ
る
に

ご
り
に
に
ご
り
、
汚
れ
に
汚
れ
た
悪
虐
と
し
か
う
つ
ら
な
い
。
つ
ま
り
純
粋
精
神
と
世
俗
精
神
の
せ
め
あ
い
と
し
て
写
っ
て
く
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る
。」
新
た
な
政
治
勢
力
に
抵
抗
す
る
清
廉
な
青
年
僧
の
イ
メ
ー
ジ
は
保
持
さ
れ
な
が
ら
、
純
粋
精
神
と
世
俗
精
神
と
い
う
や

や
も
す
れ
ば
感
傷
的
な
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
に
落
ち
込
む
よ
う
な
一
絲
像
に
、
戦
前
の
熾
烈
な
勤
皇
僧
の
イ
メ
ー
ジ
は
す
で
に
失

わ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
さ
ら
に
次
の
難
解
な
文
章
表
現
で
補
強
さ
れ
て
い
く
。「
江
戸
幕
府
の
改
革
意
欲

に
一
絲
文
守
が
生
命
を
投
げ
う
っ
て
抗
議
し
た
の
は
、
純
粋
精
神
の
発
露
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
彼
の
行
動
を
自
由
意
志
、
真

実
追
究
に
よ
っ
て
眺
め
る
な
ら
ば
、
人
間
を
真
の
人
間
た
ら
し
め
る
人
間
主
義
的
に
見
る
以
外
は
な
い
。
つ
ま
り
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

ズ
ム
も
実
現
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
一
絲
文
守
に
近
代
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
げ
る
角
度
に
な
る
。」
こ
の
文
脈
か
ら
一
絲
文

守
と
梅
宮
（
大
通
文
智
）
の
関
係
に
も
劇
的
な
転
換
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
吉
村
氏
は
先
行
文
献
に
先
ほ
ど
の
辻
氏
の
論

文
と
唐
木
順
三
氏
「
梅
宮
覚
書（　
）
10

」
及
び
「
文
智
尼
と
一
絲
文
守
、
並
び
に
そ
の
周
辺

―
梅
宮
覚
書
付
記
」、
鈴
木
助
次
郎

氏
「
龍
門
の
梅

―
一
絲
和
尚
伝（　
）
11

」
を
あ
げ
た
上
で
次
の
よ
う
に
文
智
尼
に
つ
い
て
語
る
。「
こ
と
に
梅
宮
と
の
交
情
は
諸

家
の
同
情
を
ひ
く
と
こ
ろ
が
あ
る
。
私
は
そ
の
精
神
的
な
高
さ
、
そ
の
愛
の
純
粋
さ
と
は
げ
し
さ
を
、
ア
ベ
ラ
ー
ル
と
エ
ロ

イ
ー
ズ
に
な
ぞ
ら
う
べ
き
で
あ
る
と
思
っ
た
。」
こ
の
一
絲
と
大
通
文
智
を
め
ぐ
る
論
説
は
先
ほ
ど
の
唐
木
氏
の
論
文
な
ど
を

参
照
し
な
が
ら
次
の
章
で
詳
し
く
述
べ
た
い
。
一
方
で
吉
村
氏
は
政
治
と
宗
教
の
対
立
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
家
康
に
対

す
る
妙
心
寺
派
の
鉄
山
和
尚
の
拒
絶
を
例
に
挙
げ
た
上
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
私
は
鉄
山
と
家
康
の
ド
ラ
マ
に
、
権
力
と

宗
教
の
対
立
を
見
る
。
宗
教
は
政
権
と
い
か
な
る
関
係
が
あ
る
か
を
問
題
に
せ
ず
、
寧
ろ
権
力
の
犯
し
た
罪
を
問
う
。
宗
教
と

は
人
と
し
て
の
罪
を
ゆ
る
す
べ
き
で
は
な
い
の
で
（
中
略
）
鉄
山
の
拒
絶
も
、
と
も
に
人
間
性
の
必
然
に
た
っ
て
い
た
の
だ
。」

こ
の
人
間
性
と
い
う
見
地
か
ら
新
た
な
一
絲
像
が
見
え
て
く
る
。「
権
力
と
宗
教
と
は
時
に
は
全
く
相
い
れ
る
こ
と
の
で
き
な

い
対
立
に
落
ち
込
む
。
こ
と
に
長
い
戦
国
乱
世
、
内
乱
に
つ
ぐ
内
乱
、
殺
戮
に
つ
ぐ
殺
戮
の
凄
絶
な
時
代
を
う
け
て
、
精
神
の

荒
廃
は
そ
の
極
に
達
し
て
い
た
。
政
治
に
平
和
体
制
を
確
立
す
る
こ
と
が
必
須
の
責
任
で
あ
っ
た
と
同
様
に
、
人
間
道
徳
の
粛
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正
も
ま
た
精
神
運
動
も
ま
た
精
神
運
動
と
し
て
性
急
を
要
し
た
。
家
康
が
平
和
政
治
の
確
定
に
ま
い
進
し
た
の
は
、
か
か
る
必

然
を
行
動
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
限
に
お
い
て
、
精
神
を
指
導
す
る
決
定
的
な
人
物
を
欠
い
た
の
は
日
本
の
た
め
に
大

き
な
不
幸
で
あ
っ
た
。」
こ
こ
か
ら
引
用
が
長
く
な
る
が
、
先
ほ
ど
の
純
粋
精
神
と
世
俗
精
神
と
同
じ
構
図
で
鉄
山
和
尚
と
一

絲
の
立
場
の
違
い
を
強
調
す
る
。「
家
康
は
は
じ
め
鉄
山
を
妙
心
寺
に
送
り
込
ん
で
朝
廷
の
心
を
得
よ
う
と
し
た
。
そ
の
時
は

妙
心
寺
の
権
威
に
従
順
な
る
も
の
で
あ
り
、
積
極
的
に
外
護
の
役
を
果
そ
う
と
す
る
。
し
か
し
一
変
し
て
そ
の
弾
圧
者
と
な
り
、

暴
君
に
な
る
。
家
康
が
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
に
転
向
し
た
と
き
、
妙
心
寺
側
は
た
だ
時
勢
の
傍
観
に
終
始
し
、
た
ち
ま
ち
受
動
的

に
な
っ
た
。
次
か
ら
次
に
起
る
事
件
を
積
極
的
う
け
と
め
る
の
み
で
、
そ
の
処
理
に
奔
命
す
る
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。」
こ
の

妙
心
寺
の
態
度
を
近
世
仏
教
の
堕
落
と
と
ら
え
、
そ
れ
に
純
粋
な
る
一
絲
の
精
神
と
パ
ト
ス
を
対
峙
さ
せ
る
。「
こ
の
時
、
に

わ
か
に
お
し
よ
せ
た
受
難
の
津
波
を
満
身
に
浴
び
て
、
そ
そ
り
立
っ
て
い
る
の
が
一
絲
文
守
で
あ
る
。
彼
は
生
死
を
こ
え
、
守

る
べ
き
を
守
り
抜
い
た
。
私
が
こ
れ
か
ら
た
ど
ろ
う
と
す
る
の
は
、
か
か
る
一
絲
の
悲
劇
的
足
あ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
中

に
こ
そ
一
絲
禅
の
本
質
が
あ
る
の
だ
。」
こ
こ
で
い
う
「
一
絲
禅
の
本
質
」
と
は
い
か
な
る
も
の
を
さ
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

れ
は
鉄
山
や
沢
庵
の
禅
と
は
ど
こ
が
根
本
的
に
違
う
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
れ
は
、
ど
の
よ
う
に
嗣
法
し
た
愚
堂

東
寔
の
禅
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
と
証
明
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
彼
の
禅
が
純
粋
精
神
や
本
質
（
真
理
）
と
い
っ
た

言
葉
で
、
崇
高
な
語
り
得
な
い
も
の
へ
と
転
化
さ
れ
、
彼
の
苦
難
の
生
涯
そ
の
も
の
が
信
仰
の
対
象
へ
と
変
貌
を
遂
げ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
戦
前
の
勤
皇
僧
一
絲
文
守
像
を
批
判
的
な
立
場
で
論
述
し
た
市
川
白
絃
氏
で
あ
る
。
氏
の
『
ふ
た
つ
の
夜
話
を

め
ぐ
っ
て

―
「
大
梅
夜
話
」
と
「
東
海
夜
話
」（　
）
12

』
の
中
か
ら
、
ま
ず
次
の
部
分
を
取
り
上
げ
る
。「
一
絲
さ
ん
は
、
戦
時

中
勤
皇
僧
と
し
て
く
り
か
え
し
語
ら
れ
た
。「
十
善
の
天
子
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
前
世
に
十
善
を
行
っ
た
功
徳
に
よ
っ
て
、

今
世
に
天
子
の
位
に
つ
い
た
と
い
う
。
人
間
の
貴
賤
・
禍
福
は
前
世
の
倫
理
的
生
き
ざ
ま
の
報
い
だ
と
い
う
こ
と
が
、
わ
た
し
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に
は
わ
か
ら
な
い
。（
中
略
）
唯
一
特
定
の
血
の
一
系
と
徳
の
一
系
皇
位
の
三
位
一
体
を
説
い
た
の
は
、
近
代
で
は
教
育
勅
語

で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
三
位
一
体
が
、
史
実
で
も
何
で
も
な
い
こ
と
は
、
人
の
知
る
通
り
で
あ
る
。
吉
本
隆
明
は
こ
れ
を
「
共

同
幻
想
」
と
読
ん
だ
。
お
び
た
だ
し
い
三
界
萬
霊
を
血
祭
り
し
、
は
て
し
な
い
大
地
を
焦
土
に
し
た
「
幻
想
」
で
あ
る
。
日
本

禅
は
こ
の
幻
想
の
呪
縛
か
ら
、
ど
こ
ま
で
解
放
さ
れ
て
い
る
の
か
。
普
遍
性
ゼ
ロ
の
特
殊
の
特
殊
、
偶
然
の
偶
然
を
お
し
た
て
、

こ
れ
を
も
っ
て
世
界
人
類
を
支
配
し
よ
う
と
し
た
の
が
、「
八
紘
一
宇
」
の
哲
学
・
宗
教
（
？
）
で
あ
っ
た
。」
な
ど
、
戦
前
の

学
会
や
宗
教
界
が
プ
ロ
パ
ー
と
し
て
積
極
的
に
戦
争
協
力
を
行
っ
た
こ
と
に
強
烈
な
批
判
を
加
え
る
。
ま
た
一
絲
の
『
大
梅
夜

話
』
と
沢
庵
の
『
東
海
夜
話
』
を
比
較
し
な
が
ら
自
説
を
展
開
し
て
い
く
過
程
で
沢
庵
と
一
絲
の
師
弟
関
係
を
主
軸
に
据
え
る

蘇
峰
の
『
大
梅
夜
話
解
説
』
か
ら
文
章
を
引
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
視
点
は
極
め
て
対
照
的
で
、
一
絲
が
上
皇
に
献
じ

る
た
め
に
様
々
な
文
献
か
ら
引
用
し
た
「
三
世
因
果
説
」
や
涅
槃
経
の
教
説
が
や
が
て
「
た
と
え
ば
五
戒
を
犯
し
て
も

―
不

殺
生
戒
を
破
っ
て
も

―
正
法
を
護
れ
と
い
う
涅
槃
経
の
文
脈
は
、
十
五
年
戦
争
の
さ
い
、
仏
教
者
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
た
。」

と
近
代
戦
争
を
肯
定
す
る
言
説
へ
と
変
貌
し
て
い
っ
た
事
実
を
問
題
点
と
し
て
指
摘
す
る
。
そ
し
て
最
後
に
一
絲
と
沢
庵
の
関

係
を
総
括
し
て
以
下
の
よ
う
に
も
述
べ
る
。「
天
網
恢
々
疎
に
し
て
漏
ら
さ
ず
、
と
い
わ
れ
る
が
、
悪
い
や
つ
ほ
ど
よ
く
眠
る
。

と
も
い
う
。
こ
の
不
条
理
を
な
ん
と
か
処
理
す
る
た
め
に
、
三
世
因
果
説
が
あ
る
と
も
い
う
面
も
あ
ろ
う
。
大
梅
夜
話
の
相
手

は
「
太
上
皇
帝
、
衣
冠
縉
紳
、
皇
后
、
諸
宮
妃
、
宦
女
等
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
高
貴
の
斜
陽
族
は
、
有
職
故
実
や
風
雅
の
道

に
は
長
け
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
因
縁
ば
な
し
、
妖
怪
談
が
入
り
込
む
余
地
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
ぬ
。
一
絲
は
貴
族
出
身
、

沢
庵
は
武
家
出
身
。
東
海
夜
話
の
相
手
は
、
武
家
で
あ
っ
た
。
武
将
が
縁
起
を
か
つ
い
で
い
た
ら
、
戦
に
は
勝
て
ぬ
。（
中
略
）

沢
庵
が
林
羅
山
の
朱
子
学
に
対
抗
し
て
い
た
こ
と
は
、
彼
の
「
夜
話
」
に
、
何
か
影
響
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
朱
子
学
は
、

妖
怪
ば
な
し
と
は
無
縁
の
「
合
理
性
」
に
立
っ
て
い
た
。」
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。
勿
論
一
絲
や
沢
庵
が
禅
僧
と
し
て
厳
し
い
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修
行
を
積
ん
だ
上
で
禅
の
宗
旨
を
理
解
し
、
弟
子
の
接
化
を
行
う
禅
匠
で
あ
っ
た
事
は
一
旦
棚
上
げ
し
た
上
で
、
パ
ト
ロ
ン
に

迎
合
し
て
前
近
代
的
な
妄
言
、
創
作
を
行
っ
た
事
態
を
や
む
な
し
と
断
っ
た
上
で
、「
合
理
性
」
と
い
う
一
見
便
利
な
キ
ー

ワ
ー
ド
で
、
政
教
の
分
離
と
旧
態
依
然
と
し
た
宗
教
界
へ
の
批
判
を
展
開
し
た
。
立
場
の
違
い
は
あ
れ
、
こ
の
政
治
と
宗
教
の

対
立
と
、
そ
こ
か
ら
起
こ
る
内
な
る
矛
盾
葛
藤
が
、
青
年
僧
一
絲
の
思
想
形
成
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
た
と
い
う
点
で
は
両
者

は
共
通
す
る
。

　

こ
こ
ま
で
戦
前
と
戦
後
で
一
絲
像
が
大
き
く
変
化
す
る
と
い
う
事
で
、
四
人
の
識
者
の
論
考
を
紹
介
し
た
が
、
一
絲
文
守
が

若
く
し
て
博
識
な
教
養
を
持
ち
、
戒
律
に
厳
し
く
清
廉
で
、
皇
統
の
護
持
に
生
涯
を
捧
げ
た
殉
教
者
で
あ
っ
た
と
い
う
彼
の
評

価
そ
の
も
の
は
基
本
的
に
共
通
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
典
型
的
な
判
官
贔
屓
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
、
像

（
シ
ン
ボ
ル
）
と
し
て
の
一
絲
へ
の
態
度
が
変
遷
し
て
い
く
原
因
を
、
も
っ
ぱ
ら
時
代
的
制
約
の
中
で
変
化
す
る
政
治
と
宗
教
の

対
立
な
ど
の
外
的
要
因
に
依
る
と
捉
え
、
対
照
的
に
一
絲
禅
の
本
質
を
純
粋
精
神
の
発
露
と
呼
び
、
崇
高
で
不
可
侵
な
殉
教
者

と
い
う
か
く
も
紋
切
り
型
の
人
物
像
に
造
形
し
て
し
ま
う
の
は
、
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
一
絲
に

関
す
る
論
述
が
、
彼
の
伝
記
資
料
を
中
心
に
、
語
録
や
書
簡
、
朝
廷
や
幕
府
の
記
録
類
か
ら
編
年
的
に
読
み
解
く
作
業
に
終
始

し
、
か
れ
の
中
心
的
な
著
作
で
あ
る
『
緇
門
法
蔵
集
』『
永
明
延
寿
垂
誡
註
解
』『
大
梅
夜
話
』
な
ど
を
、
近
世
の
禅
宗
史
の
中

で
ど
の
よ
う
な
系
譜
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
か
検
討
す
る
事
も
無
し
に
、
い
き
な
り
戒
律
禅
と
一
括
り
に
説
明
さ
れ
て
い
る

現
状
と
も
深
く
関
連
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
事
に
つ
い
て
は
最
後
の
結
論
で
改
め
て
取
り
上
げ
、
再
度
検
討
を
加
え

た
い
。
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二
︑
戦
前
と
戦
後
の
一
絲
像
の
比
較
―
一
絲
と
文
智
尼
の
関
係
を
中
心
に

　

こ
こ
ま
で
シ
ン
ボ
ラ
イ
ズ
さ
れ
た
一
絲
像
に
つ
い
て
時
代
を
追
っ
て
そ
の
特
徴
を
考
察
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
一
絲
の
人

物
像
を
語
る
上
で
も
う
一
点
必
ず
問
題
に
な
る
の
が
、
後
水
尾
上
皇
の
第
一
皇
女
（
梅
宮
）
大
通
文
智
と
の
関
係
で
あ
る
。
一

絲
と
後
水
尾
上
皇
を
中
心
と
し
た
朝
廷
内
の
皇
子
女
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
久
保
貴
子
氏
の
一
連
の
著
作（　
）
13

に
詳
し
い
の

で
あ
る
が
、
ま
ず
辻
善
之
助
氏
の
紹
介
し
た
一
絲
大
通
文
智
宛
書
翰
を
取
り
上
げ
、
同
じ
文
書
に
つ
い
て
唐
木
順
三
氏
や
吉
村

氏
と
の
表
現
の
比
較
を
行
い
た
い
。
辻
善
之
助
氏
は
「
一
絲
和
尚
と
朝
幕
関
に
係
補
遺
」
の
中
で
、
先
述
の
文
智
尼
に
対
す
る

一
絲
の
同
情
を
述
べ
た
上
で
、
大
通
文
智
宛
の
書
簡
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
こ
の
書
簡
に
於
て
感
ず
る
こ
と
は
、

一
に
大
通
尼
王
と
一
絲
和
尚
の
御
仲
が
、
か
の
一
絲
語
録
な
ど
に
よ
っ
て
察
せ
ら
れ
る
所
の
も
の
と
は
違
っ
て
、
よ
ほ
ど
深
い

も
の
ゝ
あ
つ
た
こ
と
で
あ
る
。
語
録
で
は
言
語
が
堅
く
る
し
い
だ
け
に
、
尚
多
少
表
面
的
の
感
が
あ
る
。
こ
の
書
簡
で
は
、
流

石
に
く
だ
け
た
書
方
で
、
殆
ど
想
像
が
つ
か
な
か
つ
た
ほ
ど
の
懇
さ
現
れ
て
居
る
。
今
一
つ
感
じ
た
こ
と
は
、
一
絲
和
尚
の
幕

府
に
対
す
る
感
情
で
あ
る
。」
と
、
辻
氏
は
一
絲
の
文
智
尼
へ
の
尋
常
な
ら
ざ
る
思
い
と
、
反
幕
感
情
の
二
点
を
強
調
さ
れ
る
。

二
人
の
関
係
を
よ
く
表
す
と
し
て
、
書
簡
の
次
の
項
目
を
挙
げ
る
。
一
つ
は
第
二
項
の
「
千
里
万
里
無
碍
自
在
の
一
心
さ
へ
通

は
ゞ
、
五
尺
に
た
ら
ぬ
革
袋
子
の
身
は
、
近
く
も
遠
く
も
何
の
関
す
る
所
か
あ
ら
ん
と
は
い
い
な
が
ら
も
、（
中
略
）
御
別
れ

し
た
る
こ
と
の
残
多
き
を
憾
ん
で
居
る
。」
そ
し
て
、
変
成
男
子
を
説
い
た
第
七
項
の
有
名
な
一
節
を
引
用
す
る
。「
要
す
る
に

宮
と
一
絲
と
は
、
心
は
一
つ
身
は
二
つ
、
さ
り
な
が
ら
身
は
二
つ
と
い
ひ
な
が
ら
も
、
男
女
体
を
異
に
せ
ず
、『
同
じ
男
根
の

身
二
つ
欲
し
く
候
、』
男
女
と
分
か
れ
て
居
る
が
為
世
を
憚
る
、
宮
の
変
成
男
子
の
工
夫
受
用
に
よ
つ
て
、
宮
も
一
絲
も
男
身

と
し
い
て
い
た
い
。」
と
し
て
、
二
人
の
関
係
を
簡
潔
に
「
宮
の
一
絲
和
尚
を
慕
ひ
給
ふ
御
様
子
、
一
絲
和
尚
が
宮
に
対
し
奉

る
御
同
情
は
、
唯
本
編
よ
く
之
を
悉
す
で
あ
ろ
う（　
）
14

。」
と
述
べ
る
。
あ
く
ま
で
も
悲
劇
の
中
心
は
第
一
皇
女
で
あ
っ
た
大
通
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文
智
に
あ
っ
て
、
そ
の
同
情
か
ら
一
絲
が
反
幕
感
情
を
抱
く
、
と
い
う
の
が
主
題
で
あ
っ
て
、
特
殊
な
恋
愛
感
情
よ
り
優
先
さ

れ
る
べ
き
重
要
な
事
項
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
徳
富
氏
の
『
大
梅
夜
話
解
説
』
に
文
智
尼
の
記
載
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
事

と
も
共
通
す
る
。

　

次
に
戦
後
こ
の
書
簡
を
扱
っ
た
文
章
に
唐
木
順
三
氏
の
『
梅
宮
覚
書
』
が
あ
る
。
唐
木
氏
は
後
水
尾
天
皇
の
サ
ロ
ン
や
修
学

院
離
宮
の
造
営
な
ど
へ
の
興
味
か
ら
、
文
智
尼
と
一
絲
の
関
係
に
つ
い
て
興
味
を
持
ち
、
辻
氏
の
前
掲
論
文
を
参
考
に
し
な
が

ら
、
二
人
の
書
簡
を
現
代
語
に
訳
さ
れ
た
。
唐
木
氏
は
こ
の
書
簡
の
印
象
を
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。「
我
々
は
さ
き
に
掲

げ
た
山
居
十
首
の
作
者
（
一
絲
）、
丹
波
の
大
梅
山
下
に
韜
晦
す
る
こ
と
十
年
、
後
水
尾
院
を
し
て
、『
山
陰
道
の
か
た
は
ら
に

世
捨
人
あ
り
、
白
茅
を
結
び
て
す
め
る
事
十
と
せ
、
岑
寂
を
あ
ま
な
ひ
て
、
禅
定
に
修
し
、
す
で
に
詩
熟
し
、
禅
熟
せ
り
』
と

い
わ
し
め
た
と
こ
ろ
の
作
者
の
面
影
を
描
い
て
き
た
。
草
木
と
共
に
朽
ち
ん
こ
と
を
計
り
、
病
身
痩
骨
を
清
閑
に
養
い
、
枯
木

を
も
や
し
て
う
す
粥
を
煮
て
い
る
白
茅
の
世
捨
人
を
描
い
て
き
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
三
十
七
歳
の
時
の
手
紙
は
、

こ
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
違
う
。
別
人
と
は
い
わ
な
い
が
、
人
間
の
表
裏
は
複
雑
な
も
の
だ
と
思
わ
ざ
る
を
え
な
い
。『
語
録
』
を

よ
み
、
詩
偈
を
よ
ん
で
き
た
我
々
は
、
こ
の
仮
名
が
き
の
ふ
み
を
よ
ん
で
、
ま
ご
つ
き
な
が
ら
も
人
間
と
い
う
も
の
に
対
す
る

底
知
れ
ぬ
興
味
を
あ
ら
た
に
す
る
。」
と
、
一
絲
の
語
録
や
偈
頌
か
ら
受
け
る
一
絲
の
印
象
と
の
違
い
を
述
べ
た
上
で
「
徳
川

家
に
憎
ま
れ
る
理
由
が
あ
っ
て
髪
を
落
と
し
た
梅
宮
」
と
「
師
の
沢
庵
禅
師
を
喝
し
（
中
略
）
大
納
言
の
烏
丸
光
広
を
叱
っ
た

山
僧
」
が
共
に
「
反
幕
の
象
徴
」
と
し
て
「
豊
臣
滅
亡
直
後
の
険
悪
に
し
て
邪
推
に
み
ち
た
時
代
、
朝
廷
を
温
存
し
な
が
ら
、

武
力
を
も
っ
て
こ
れ
を
拘
束
し
、
外
様
の
み
な
ら
ず
、
外
界
一
切
と
の
ゆ
き
き
に
、
隠
密
の
眼
を
ひ
ら
か
せ
て
い
た
幕
府
治
下

の
京
都
を
背
景
に
お
け
ば
、
一
絲
文
守
の
こ
の
長
い
手
紙
を
、
一
種
の
デ
ィ
ヴ
ィ
ナ
・
コ
メ
デ
ィ
ア
（
神
聖
喜
劇
）
と
し
て
読

む
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。」
と
さ
れ
る
。
政
治
の
陰
画
と
し
て
二
人
の
関
係
は
、
よ
り
高
次
の
ダ
ン
テ
の
叙
事
詩
と
対
置
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さ
れ
象
徴
の
次
元
へ
と
押
し
上
げ
ら
れ
る
。
書
簡
を
あ
く
ま
で
歴
史
的
史
料
と
し
て
解
読
し
よ
う
と
す
る
辻
氏
の
見
解
と
は
対

比
す
べ
く
も
な
い
が
、
唐
木
氏
が
一
絲
文
守
を
め
ぐ
る
言
説
が
、
後
代
に
創
作
さ
れ
た
虚
構
性
を
孕
む
と
い
う
見
方
は
、
二
章

で
取
り
上
げ
た
吉
村
氏
へ
と
引
き
継
が
れ
る
。

　

吉
村
氏
が
一
絲
と
文
智
尼
に
関
す
る
記
述
は
前
章
で
触
れ
た
が
、
特
徴
的
な
記
述
と
し
て
文
智
尼
の
出
家
の
様
子
を
描
い
た

箇
所
を
見
る
と
「
上
皇
と
皇
女
（
文
智
尼
）、
世
に
も
っ
と
も
高
貴
な
親
子
で
あ
る
。
そ
の
高
貴
さ
故
に
心
の
自
由
を
縛
り
あ
げ

ら
れ
た
、
も
っ
と
も
不
幸
な
親
子
で
あ
っ
た
。
傷
つ
き
血
ま
み
れ
に
な
っ
た
魂
は
、
も
っ
と
も
救
い
が
必
要
で
あ
っ
た
。
上
皇

は
だ
か
ら
こ
そ
一
絲
文
守
の
純
潔
の
禅
を
欲
し
た
。
し
ば
し
ば
一
絲
は
招
か
れ
て
そ
の
禅
を
説
か
し
め
ら
れ
た
。
梅
宮
は
そ
れ

を
隣
室
か
ら
聴
聞
し
た
。（
中
略
）
女
性
と
し
て
生
ま
れ
た
の
は
、
愛
す
る
唯
一
の
異
性
を
見
つ
け
る
こ
と
に
あ
る
。
愛
す
る

こ
と
は
彼
女
の
精
神
を
別
の
女
に
し
て
し
ま
う
。
梅
宮
は
こ
の
時
、
一
絲
文
守
に
永
遠
の
彼
を
見
た
の
だ
。
一
絲
は
か
ぎ
り
な

く
純
潔
で
あ
っ
た
か
ら
、
自
分
も
ふ
さ
わ
し
く
純
潔
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
そ
れ
は
も
っ
と
も
深
い
霊
魂
の
愛
で
あ

る
。
父
上
皇
に
向
か
っ
て
、
尼
に
な
る
こ
と
を
申
し
出
た
。」
書
簡
の
執
筆
に
つ
い
て
は
「
一
絲
と
梅
宮
は
恋
し
た
。
私
は
他

に
言
葉
が
な
い
か
ら
恋
と
い
う
字
を
使
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
私
た
ち
が
恋
と
い
う
言
葉
か
ら
感
ず
る
感
情
の
乱
れ
か
ら
は
は

る
か
に
へ
だ
た
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。（
中
略
）
も
し
一
絲
が
恋
に
と
ら
わ
れ
て
い
い
た
ら
、
弱
化
し
た
禅
の
中
で
ひ
と
り

か
が
や
い
て
い
た
一
絲
は
た
ち
ま
ち
堕
落
し
い
、
凡
俗
の
域
に
も
と
ど
ま
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
恋
は
人
間
の
本
能

で
あ
り
、
必
然
で
あ
る
。
恋
を
禁
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
非
人
間
的
、
反
人
間
的
に
な
る
。
一
絲
は
宗
教
と
人
間
的
必
然
の

相
剋
に
立
っ
て
、
梅
宮
の
恋
を
拒
ま
な
い
の
で
あ
る（　
）
15

。」
こ
の
脱
俗
化
し
た
聖
な
る
存
在
で
あ
る
一
絲
の
善
導
が
、
上
皇
や

文
智
尼
の
信
仰
の
中
心
に
あ
り
、
そ
の
精
神
は
彼
へ
の
愛
に
よ
っ
て
浄
化
さ
れ
る
。
少
し
戻
る
が
「
梅
宮
の
恋
は
公
然
た
る
も

の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
相
手
が
精
神
の
中
核
、
徹
底
し
た
禅
の
極
致
で
た
る
一
絲
で
あ
っ
た
。
彼
に
愛
さ
れ
る
た
め
に
は
、
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彼
女
も
精
神
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
単
な
る
精
神
で
は
な
く
、
透
徹
し
た
精
神
で
あ
る
。
彼
女
の
恋
は
感
情
に
お
ぼ
れ

る
こ
と
を
ゆ
る
さ
な
か
っ
た
。（
中
略
）
す
で
に
彼
女
に
愛
が
純
然
た
る
決
意
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
語
る
。」
こ
の
一

絲
と
文
智
尼
の
た
だ
な
ら
ぬ
師
弟
関
係
は
、
一
見
し
て
一
休
と
森
女
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
想
起
さ
せ
る
。
ホ
イ
ジ
ン
ガ
流
の
図
式

で
表
す
と
す
れ
ば
、
聖
（
仏
法
）
と
俗
（
王
法
）
を
異
化
す
る
遊
（
祝
祭
）
の
空
間
が
現
出
す
る
こ
と
で
、
変
成
男
子
（
同
じ
男

根
の
身
二
つ
欲
し
く
候
）
の
よ
う
な
中
世
仏
教
の
キ
ー
ワ
ー
ド
も
神
聖
な
恋
愛
劇
や
貴
種
流
異
譚
へ
と
昇
華
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
。

　

こ
の
様
に
一
絲
を
め
ぐ
る
戦
後
の
様
々
な
言
説
を
取
り
上
げ
た
理
由
は
、
現
在
語
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
っ
た
一
絲
像
に

つ
い
て
、
王
法
と
仏
法
の
対
立
や
情
愛
の
世
界
で
紡
が
れ
た
物
語
の
イ
メ
ー
ジ
の
み
が
、
辛
う
じ
て
我
々
の
対
象
と
し
て
残
さ

れ
て
い
る
、
と
い
う
事
を
主
張
し
た
い
か
ら
で
は
な
い
。
こ
の
一
見
荒
唐
無
稽
な
唐
木
氏
や
吉
村
氏
の
視
点
が
た
だ
の
創
作
で

は
な
く
、
実
は
文
智
尼
あ
て
の
書
簡
や
一
絲
派
関
連
の
寺
院
に
残
る
女
房
奉
書
な
ど
の
史
料
と
『
一
絲
和
尚
行
状
』
や
『
仏
頂

国
師
年
譜
』
な
ど
の
後
世
編
ま
れ
た
伝
記
史
料
を
照
合
す
る
と
、
近
世
初
期
の
朝
廷
、
と
り
わ
け
後
水
尾
上
皇
周
辺
の
皇
女
が

出
家
す
る
た
め
作
り
上
げ
ら
れ
た
一
絲
像
と
の
相
関
関
係
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
、
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

三
︑
文
智
尼
を
中
心
に
見
た
一
絲
と
関
連
寺
院
の
関
係
に
つ
い
て
―
一
絲
像
か
ら
一
絲
現
象
へ

　

大
通
文
智
は
元
和
五
年
に
生
ま
れ
、
元
禄
十
年
七
十
九
歳
で
示
寂
し
た
。
円
照
寺
蔵
が
所
蔵
す
る
文
智
尼
の
頂
相
は
黒
衣
で
、

一
絲
の
い
う
所
の
変
成
男
子
を
体
現
し
た
姿
に
見
え
る
。
こ
の
像
と
霊
源
寺
の
後
水
尾
上
皇
の
像
を
比
較
し
て
見
る
と
そ
の
類

似
性
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。（
こ
の
二
枚
の
写
真
は
禅
文
化
一
〇
一
号
に
所
収
）
こ
の
頂
相
に
つ
い
て
吉
村
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ

る
。「
唐
木
順
三
氏
は
梅
宮
を
薄
幸
の
美
女
と
し
て
描
い
た
が
、
後
に
円
照
寺
で
発
行
さ
れ
た
、
末
永
雅
雄
、
西
堀
一
三
両
氏

に
よ
る
『
文
智
女
王
』
を
見
、
そ
の
巻
頭
を
飾
る
梅
宮
の
御
影
（
一
条
院
真
敬
法
親
王
。
親
王
は
梅
宮
の
異
母
弟
に
あ
た
る
）
を
見
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て
、
繊
細
で
優
雅
な
イ
メ
ー
ジ
を
剛
毅
な
女
丈
夫
に
変
え
て
い
る
。（
中
略
）
実
物
と
印
刷
の
相
違
が
、
唐
木
氏
の
い
う
『
意

志
強
固
の
程
を
示
す
頑
丈
な
顎
、
固
く
結
ば
れ
た
へ
の
字
口
』
だ
け
で
な
く
、
た
だ
の
し
っ
か
り
者
の
口
や
か
ま
し
い
老
婆
の

印
象
に
留
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
七
十
九
歳
で
亡
く
な
ら
れ
た
晩
年
か
ら
、
若
い
頃
の
色
香
を
し
の
ぶ
す
べ
は
な
く
、

歯
が
抜
け
て
す
ぼ
ま
っ
た
口
か
ら
、
や
さ
し
さ
を
う
か
が
う
事
も
不
可
能
で
あ
る
。
と
も
か
く
七
十
九
歳
の
顔
か
ら
若
い
日
の

面
影
を
決
定
し
よ
う
と
し
た
唐
木
氏
の
強
引
さ
に
い
さ
さ
か
呆
れ
た
。
こ
の
御
影
か
ら
言
え
る
の
は
、
悲
痛
な
決
意
で
骨
身
を

削
る
修
行
に
は
げ
ん
だ
五
十
年
を
こ
え
る
精
神
生
活
を
き
ざ
み
こ
み
、
つ
く
り
上
げ
た
こ
と
だ
っ
た
。
父
上
皇
似
で
あ
っ
た
事

は
疑
い
を
入
れ
な
い
が
、
女
性
と
し
て
の
若
さ
が
美
し
さ
に
な
ら
な
か
っ
た
と
、
ど
う
し
て
言
え
よ
う
。」
こ
れ
は
唐
木
氏
が

前
掲
の
文
章
中
一
絲
の
弟
子
浄
因
と
文
智
尼
の
関
係
を
書
い
た
次
の
一
節
「
一
絲
の
遺
稿
を
編
輯
し
た
浄
因
は
尼
宮
の
歿
後
三

年
に
し
て
八
十
歳
で
歿
し
て
い
る
。
こ
の
浄
因
と
の
関
係
を
、
は
し
た
な
く
想
像
す
る
こ
と
も
、
ま
ん
ざ
ら
に
無
理
と
は
思
わ

な
い
。
一
絲
を
敬
愛
す
る
二
人
の
男
女
が
、
そ
の
敬
愛
を
な
か
だ
ち
に
し
て
、
深
く
交
わ
り
を
結
ん
だ
と
す
る
こ
と
は
、
あ
な

が
ち
不
当
と
は
い
わ
れ
ま
い
。」
と
、
そ
う
変
わ
り
が
な
い
ば
か
り
か
、
上
皇
や
第
一
皇
女
を
化
導
し
た
勤
皇
僧
と
同
じ
く
ら

い
、
一
絲
と
文
智
尼
の
関
係
を
愛
す
る
男
性
に
盲
目
で
従
順
な
女
性
と
い
う
ロ
マ
ン
主
義
的
な
人
物
造
形
に
矮
小
化
し
て
し
ま

っ
て
い
る
。
何
度
も
言
う
よ
う
に
こ
の
二
点
が
、
一
絲
文
守
を
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
な
主
人
公
と
し
て
語
り
え
な
い
存
在
へ
と
変

貌
さ
せ
て
し
ま
う
大
き
な
要
因
で
あ
る
。
で
は
こ
の
ゆ
が
み
を
ど
の
程
度
矯
正
す
れ
ば
、
我
々
は
新
た
な
一
絲
像
へ
と
焦
点
を

向
け
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
の
解
決
が
な
け
れ
ば
今
後
二
人
目
の
弁
慧
を
考
察
す
る
事
は
不
可
能
に
な

る
、
そ
の
く
ら
い
基
礎
的
か
つ
重
要
な
作
業
だ
と
私
は
考
え
て
い
る
。
そ
こ
で
ま
ず
前
掲
の
久
保
貴
子
氏
の
論
文
や
『
文
智
女

王
』
を
参
考
に
、
永
源
寺
や
一
絲
関
連
の
寺
院
に
残
る
大
通
文
智
や
東
福
門
院
に
感
す
る
古
文
書
等
の
史
料
を
紹
介
し
な
が
ら
、

今
後
の
研
究
の
課
題
を
あ
げ
、
次
章
の
む
す
び
へ
と
つ
な
が
る
一
連
の
問
題
提
起
を
行
い
た
い
。
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ま
ず
『
永
源
寺
文
書
』
に
は
貞
享
四
年
大
通
文
智
が
円
照
寺
で
揮
毫
し
た
『
普
門
山
之
記
（
普
門
山
規
矩
）（　
）
16

』
の
写
し
が

あ
る
。
ま
た
参
考
資
料
と
し
て
は
他
に
、
安
永
七
年
（
一
七
七
八
）
洛
西
の
永
源
寺
派
法
雲
院
の
住
持
で
あ
っ
た
魯
山
祖
欽
に

よ
っ
て
編
ま
れ
た
『
圓
照
寺
宮
文
智
大
師
紀
略（　
）
17

』
が
あ
る
。
こ
の
資
料
に
よ
っ
て
、
一
絲
や
文
智
尼
が
亡
く
な
っ
た
後
も

永
源
寺
と
円
照
寺
門
跡
の
関
係
が
維
持
さ
れ
て
い
た
事
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
円
照
寺
は
開
山
像
と
し
て
一
絲
と
寂
室
の
像
を

安
置
し
て
い
る
こ
と
が
『
文
智
女
王
』
の
な
か
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。『
一
絲
和
尚
語
録
』
を
編
纂
し
た
智
明
浄
因
が
一
絲
歿

後
円
照
寺
に
程
近
い
安
明
寺
に
止
住
し
た
こ
と
は
唐
木
氏
の
指
摘
の
通
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
な
ど
は
む
し
ろ
、
一
絲
文
守
の
弟

子
た
ち
が
護
持
に
勤
め
た
法
常
寺
、
霊
源
寺
、
永
源
寺
と
文
智
尼
の
間
の
交
渉
と
、
延
宝
六
年
の
一
絲
文
守
三
十
三
回
忌
を
機

に
定
慧
明
光
仏
頂
国
師
と
し
て
追
贈
が
行
わ
れ
、
一
絲
を
開
山
と
す
る
一
絲
派
の
本
山
（
法
常
寺
、
霊
源
寺
）
を
創
設
す
る
事
に

従
事
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
一
絲
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
三
十
数
年
の
間
に
永
源
寺
と
文
智
尼
の
関
係
も
大
き
く
変
化

し
て
い
く
。『
普
門
山
之
記
』
の
な
か
で
、
文
智
尼
は
菩
薩
戒
を
受
戒
し
、
代
々
轉
授
す
る
重
要
性
を
次
の
よ
う
に
説
く
。

予
曽
看
虎
関
國
師
禅
戒
軌
而
深
慕
之
。
欲
於
此
山
創
菩
薩
大
戒
以
為
萬
世
規
範
。

以
延
寶
七
年
己
未
之
冬
共
各
衆
預
修
懺
者
五
七
日
、
因
延
槇
尾
雲
松
比
丘
受
梵
網
大
戒

乃
十
一
月
初
九
日
也
。
衆
亦
次
第
授
受
焉
。
唯
満
分
受
随
其
器
耳
。
自
此
半
月
布
薩
無
闕
也
。

茲
歳
貞
享
四
丁
卯
之
秋
八
月
二
十
四
日
、
予
始
闡
菩
薩
戒
壇
以
授
會
下
一
衆
。
自
今
後

代
住
持
及
上
座
輩
期
未
来
際
、
須
轉
授
不
絶
持
犯
開
遮
諳
誦
意
解
、
持
律
清
浄
不
染
世
縁

共
成
無
上
道
焉

　

一
絲
の
三
十
三
回
忌
の
翌
年
い
わ
ゆ
る
近
世
三
律
坊
の
一
つ
西
明
寺
の
霊
松
律
師
を
請
じ
て
授
戒
会
を
し
て
菩
薩
戒
を
授
か

る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
は
円
照
寺
で
戒
壇
を
設
け
て
代
々
菩
薩
戒
の
授
受
が
継
承
さ
れ
て
い
く
様
子
が
分
か
る
。
そ
も
そ
も
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『
大
梅
夜
話
』
は
皇
族
子
女
に
持
戒
の
重
要
性
を
分
か
り
易
く
説
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
他
の
一
絲
の
著
作
『
永
明
延

寿
垂
誡
註
解
』
や
『
緇
門
法
蔵
集
』
に
も
共
通
す
る
特
徴
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
テ
キ
ス
ト
は
一
絲
の
法
脈
は
勿
論
の
こ
と
、
大

通
文
智
を
中
心
に
し
た
尼
門
跡
で
こ
れ
ら
が
流
通
し
て
い
た
事
は
留
意
し
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

ま
た
別
の
視
点
か
ら
延
宝
六
年
の
文
智
尼
に
関
す
る
記
述
と
し
て
は
、
久
保
田
貴
子
氏
の
論
文
『
幕
府
統
制
下
に
見
る
天
皇

家
と
有
縁
寺
院（　
）
18

』
の
近
衛
家
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
。「
こ
の
よ
う
に
延
宝
六
年
は
両
寺
（
法
常
寺
・
霊
源
寺
）
に
と
っ
て
も

大
き
な
節
目
の
年
と
な
っ
た
が
、
法
皇
に
両
寺
の
将
来
を
託
さ
れ
た
近
衛
家
に
と
っ
て
も
そ
れ
は
あ
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。
近

衛
家
に
こ
の
件
に
感
す
る
動
き
が
見
え
始
め
る
の
は
『
基
熙
公
記
』
に
よ
れ
ば
、
同
年
二
月
十
八
日
か
ら
で
あ
る
。『
丹
州
法

常
寺
住
持
禅
岩
（
本
名
祖
運
、
通
福
卿
弟
、
一
絲
和
尚
徒
弟
也
）、
霊
源
寺
住
持
祖
岸
来
談
、
抑
於
両
寺　

法
皇
御
建
立
仏
頂
国
師

開
基
也
、
予
一
絲
以
来
先
祖
由
緒
有
之
間
、
別
不
存
如
在
之
間
、
就
両
寺
事
内
談
有
之
故
也
、
両
人
終
日
談
話
、
入
夜
参
円
照

寺
宮
暫
時
談
話
、
両
人
同
道
』（
中
略
）
二
十
六
日
に
は
円
照
寺
宮
（
文
智
女
王
）
も
訪
れ
た
。
宮
と
し
て
も
、
師
で
あ
る
故
一

絲
が
開
山
と
な
っ
て
い
る
両
寺
の
こ
と
が
気
が
か
り
だ
っ
た
の
で
あ
る
。」
霊
源
寺
の
祖
岸
文
舟
は
久
保
氏
の
記
述
を
参
考
に

す
る
と
「
一
絲
の
従
兄
弟
に
あ
た
る
園
基
音
の
子
で
、
法
皇
（
後
水
尾
上
皇
）
の
妃
新
中
納
言
局
（
国
子
）
の
弟
で
も
あ
る
。」

と
な
る
。
こ
の
他
に
文
智
尼
は
京
都
の
永
源
寺
派
寺
院
で
近
衛
家
の
菩
提
寺
で
あ
る
西
王
寺
を
し
ば
し
ば
訪
ね
て
い
る
事
も

『
基
熙
公
記
』
の
記
述
か
ら
確
認
で
き
る
。
久
保
氏
は
著
書
『
徳
川
和
子
』
で
、
文
智
尼
に
と
っ
て
一
絲
と
の
出
会
い
と
が
重

要
で
あ
っ
た
と
前
置
き
し
た
上
で
、
そ
の
晩
年
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
文
智
は
仏
道
に
精
進
し
つ
つ

も
、
法
皇
や
東
福
門
院
、
弟
妹
た
ち
と
の
交
流
も
大
切
に
し
て
い
た
。
仏
門
に
入
っ
た
こ
と
で
、
心
の
安
寧
を
得
ら
れ
た
結
果

な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
法
皇
、
東
福
門
院
を
は
じ
め
、
弟
妹
の
明
正
上
皇
、
女
三
宮
、
後
光
明
天
皇
、
後
西
上
皇
ら

を
見
送
っ
た
の
ち
元
禄
十
年
（
一
六
九
七
）
一
月
十
三
日
、
七
十
九
歳
で
没
し
た
。」
文
智
尼
の
行
動
が
多
分
に
政
治
的
で
あ
る
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の
も
、
自
身
の
弟
妹
の
み
な
ら
ず
、
婚
姻
を
結
ば
な
い
皇
女
達
の
安
息
の
住
処
と
し
て
円
照
寺
を
運
営
す
る
事
に
心
を
割
い
て

い
た
事
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
一
絲
と
の
出
会
い
か
ら
共
に
仏
道
を
そ
の
拠
り
所
と
し
て
心
を
通
わ
せ
た
後
水
尾
上
皇
と
文
智

尼
の
肖
像
が
酷
似
し
て
い
る
こ
と
も
推
し
て
計
る
べ
き
で
あ
る
。
仏
法
の
上
で
得
度
の
師
と
弟
子
の
関
係
は
絶
対
で
あ
る
が
、

し
か
し
同
時
に
天
皇
を
頂
点
に
し
た
階
層
秩
序
（
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
）
が
失
な
わ
れ
る
事
も
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
。

4
　
む
す
び

　

最
後
に
な
ぜ
一
絲
と
文
智
尼
の
関
係
が
彦
根
藩
主
の
庶
子
弁
慧
と
関
連
す
る
の
か
そ
の
推
論
を
述
べ
て
み
た
い
。
ま
ず
桜
田

門
外
で
拾
わ
れ
た
弁
慧
は
井
伊
直
興
の
側
室
松
源
院
の
も
と
で
育
て
ら
れ
る
。
こ
れ
は
前
の
論
考
で
説
明
し
た
。
し
か
し
な
ぜ

井
伊
直
興
の
庶
子
が
天
皇
家
の
法
要
（
中
陰
や
年
忌
）
を
執
行
す
る
般
舟
三
昧
院
に
入
寺
で
き
た
の
か
、
全
く
見
当
が
つ
か
な

か
っ
た
。
そ
こ
で
彦
根
藩
の
正
室
や
側
室
が
藩
内
で
ど
の
様
な
政
治
的
立
場
で
組
織
化
さ
れ
て
い
る
の
か
考
え
て
い
く
内
、
院

号
を
授
る
た
め
盛
ん
に
寺
院
へ
の
寄
進
を
行
っ
て
い
る
事
に
気
が
つ
い
た
。
ま
た
同
時
期
も
一
絲
文
守
の
関
係
寺
院
の
多
く
が

東
福
門
院
の
寄
進
で
再
興
さ
れ
て
い
る
事
と
も
関
連
が
な
い
か
調
べ
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

　

主
な
寺
院
と
し
て
、
法
常
寺
（
一
絲
文
守
）
永
源
寺
（
一
絲
中
興
）、
和
束　

正
法
寺
（
如
雪
文
巌
）、
光
雲
寺
（
英
中
玄
賢
）
松

雲
寺
（
南
嶺
慧
詢
）
霊
源
寺
（
石
鼎
文
頑
・
祖
岸
文
舟
）
日
野　

正
明
寺
（
一
絲
中
興
・
流
渓
性
潜
）
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
一
絲

は
中
和
門
院
（
後
陽
成
天
皇
如
御
）
の
も
と
で
、
南
嶺
は
壬
生
院
（
後
水
尾
天
皇
後
宮
）
の
猶
子
と
し
て
育
て
ら
れ
て
い
る
。
南
禅

寺
派
の
光
雲
寺
は
東
福
門
院
開
基
で
女
三
宮
の
墓
所
で
も
あ
る
。
文
智
尼
と
霊
源
寺
と
の
繋
が
り
は
久
保
氏
の
一
連
の
論
文
で

実
証
さ
れ
て
い
る
。
正
法
寺
の
土
地
は
東
福
門
院
の
化
粧
地
で
あ
り
、
開
山
の
如
雪
、
霊
源
寺
二
世
の
石
鼎
は
そ
も
そ
も
槙
尾
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西
明
寺
の
律
師
で
あ
っ
た
の
が
、
一
絲
の
亡
く
な
る
前
年
に
永
源
寺
に
来
て
、
嗣
法
を
す
る
（
一
絲
が
愚
堂
か
ら
印
可
を
受
け
た

の
は
そ
の
二
年
前
の
寛
永
二
十
年
）。
彼
等
の
拠
点
と
し
た
宇
治
巌
松
院
に
は
東
福
門
院
の
念
持
仏
が
秘
蔵
さ
れ
て
い
る
。

　

一
絲
の
歿
後
再
興
さ
れ
た
日
野
の
黄
檗
宗
正
明
寺
に
は
円
照
寺
宛
て
の
一
絲
書
簡
が
大
切
に
保
管
さ
れ
て
お
り
、
二
人
目
の

弁
慧
を
指
導
し
た
妙
幢
浄
慧
の
師
と
目
さ
れ
る
寂
門
道
律
は
照
山
元
瑶
（
後
水
尾
上
皇
第
八
皇
女
、
林
丘
寺
開
山
）
の
推
挙
で
正

明
寺
に
住
持
と
な
る
。
正
明
寺
の
開
基
は
後
水
尾
上
皇
で
龍
渓
性
潜
の
弟
子
と
な
っ
て
臨
済
正
宗
を
嗣
法
す
る
。
鉄
眼
版
大
蔵

経
の
初
版
本
は
今
も
正
明
寺
の
経
蔵
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。
妙
幢
の
著
書
『
儒
釈
雑
記
』
に
照
山
元
瑶
の
こ
と
を
再
三
取
り
上

げ
て
い
る
こ
と
は
、
西
田
耕
三
氏
が
『
近
世
の
僧
と
文
学
』
の
中
で
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
後
水
尾
院
や
東

福
門
院
の
名
で
発
給
さ
れ
た
女
房
奉
書
や
こ
の
時
期
に
寄
進
さ
れ
た
仏
像
仏
画
、
仏
舎
利
等
な
ど
が
、
寺
社
奉
行
に
提
出
す
る

寺
の
由
緒
書
で
も
一
定
の
公
的
証
明
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
た
事
例
な
ど
も
、
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

　

こ
れ
ら
の
一
見
バ
ラ
バ
ラ
に
見
え
る
事
象
を
、
ど
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
け
ば
良
い
の
か
考
え
て
い
く
内
に
、
後
水
尾
院
の

皇
子
（
法
親
王
）
や
、
皇
女
（
門
跡
）
が
入
寺
す
る
為
の
寺
院
規
則
や
戒
律
を
整
え
、
皇
統
の
系
譜
を
保
持
し
な
が
ら
、
臨
済
正

宗
の
法
脈
を
中
世
以
来
の
五
山
十
刹
制
度
と
は
別
の
形
で
継
承
し
た
人
物
（
開
山
）
に
よ
っ
て
新
た
に
創
出
さ
れ
た
都
合
の
良

い
本
山
制
度
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
条
件
で
実
現
可
能
か
と
い
う
風
に
問
題
の
設
定
を
変
え
て
み
る
こ
と
に

し
た
。
始
め
に
護
る
べ
き
仏
教
の
戒
律
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
政
治
（
王
法
）
が
侵
犯
し
て
い
く
こ
と
で
、
仏
教
の
堕
落
が
起
る

の
で
は
な
く
、
政
治
的
な
諸
条
件
に
よ
っ
て
、
そ
の
都
度
仏
教
制
度
の
再
構
築
を
行
い
、
そ
こ
か
ら
利
害
の
対
立
す
る
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ー
の
正
員
が
最
低
限
所
属
可
能
な
新
た
な
戒
律
や
規
則
の
創
出
を
行
う
動
的
な
モ
デ
ル
と
し
て
近
世
仏
教
を
捉
え
直
す

と
、
一
絲
像
は
モ
ノ
ク
ロ
の
静
止
画
像
で
は
な
く
、
多
面
的
な
現
象
と
し
て
、
能
動
的
に
働
き
か
け
る
事
が
可
能
な
存
在
へ
と

変
容
し
て
い
く
、
そ
う
仮
定
し
て
み
た
。
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高
埜
利
彦
編
『
近
世
史
講
義
』
の
中
で
久
保
氏
が
近
世
の
皇
女
の
婚
姻
を
取
り
上
げ
、
三
割
が
婚
姻
を
結
び
、
六
割
が
出
家

し
て
比
丘
尼
御
所
に
入
寺
す
る
。
残
り
の
一
割
は
未
婚
か
成
人
ま
で
に
死
亡
す
る
と
具
体
的
な
数
字
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
勿
論

近
世
の
比
丘
尼
御
所
は
中
世
の
尼
五
山
を
モ
デ
ル
に
再
編
さ
れ
た
も
の
な
の
で
、
五
山
制
度
と
同
じ
く
、
寺
格
に
よ
っ
て
色
衣

の
着
用
な
ど
厳
密
な
位
階
が
存
在
す
る
。
た
だ
厳
密
な
戒
律
に
よ
る
運
営
だ
け
で
は
、
六
割
か
そ
れ
以
上
の
皇
女
、
皇
后
及
諸

宮
妃
、
宮
女
を
受
け
入
れ
る
事
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
そ
れ
ら
の
事
を
伝
達
す
る
手
段
と
し
て
、
仏
典
漢
籍
を
仮
名

書
き
に
翻
案
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
が
、
こ
れ
は
ど
こ
で
ど
の
様
に
作
製
す
る
の
が
一
番
効
率
的
な
の
だ
ろ
う
か
。
様
々
な

諸
条
件
を
勘
案
す
る
内
に
、
後
水
尾
院
・
大
通
文
智
と
一
絲
文
守
の
関
係
を
、
主
従
や
男
女
の
関
係
に
限
定
せ
ず
、
荒
廃
か
ら

復
興
し
た
永
源
寺
が
本
山
と
し
て
存
立
す
る
た
め
の
条
件
と
し
て
、
後
水
尾
上
皇
・
東
福
門
院
・
大
通
文
智
を
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
、

一
絲
文
守
、
智
明
浄
因
、
如
雪
文
巌
を
サ
ー
バ
ン
ト
に
配
置
し
て
、
円
照
寺
の
立
ち
上
げ
か
ら
運
営
、
維
持
管
理
ま
で
行
う

エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
考
え
る
事
に
し
た
。

　

サ
ー
バ
ン
ト
は
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
要
求
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
合
わ
せ
て
シ
ス
テ
ム
を
柔
軟
に
再
構
築
が
可
能
で
あ
る
。
ま
た
ク

ラ
イ
ア
ン
ト
は
シ
ス
テ
ム
の
規
模
に
合
わ
せ
て
最
も
経
財
効
率
の
高
い
サ
ー
バ
ン
ト
を
採
用
で
き
る
。
あ
く
ま
で
も
顧
客
の
利

益
が
最
優
先
に
そ
の
都
度
組
織
の
制
度
設
計
を
書
き
換
え
る
た
め
に
は
、
既
存
の
大
き
な
組
織
体
を
利
用
す
る
の
で
は
な
く
、

小
規
模
な
宗
派
に
属
す
る
テ
ク
ノ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
（
技
術
者
集
団
）
を
立
ち
上
げ
る
の
も
一
つ
の
選
択
肢
だ
と
考
え
ら
れ
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
場
合
、
戒
律
は
管
理
者
と
な
っ
て
シ
ス
テ
ム
そ
の
も
の
の
ル
ー
ル
を
書
き
換
え
る
権
限
を
付
与
す
る
承
認

の
た
め
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
機
能
す
る
。
但
し
あ
く
ま
で
も
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
望
む
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
為
の
シ
ス
テ
ム
の

構
築
と
運
営
を
行
う
た
め
の
管
理
者
で
あ
る
事
に
変
わ
り
は
な
い
。
ま
た
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
は
シ
ス
テ
ム
の
規
模
に
合
わ
せ
て
事

業
を
分
割
し
、
複
数
の
サ
ー
バ
ン
ト
に
運
営
管
理
を
委
託
す
る
事
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
は
複
数
の
シ
ス
テ
ム
間
の
情
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報
を
や
り
取
り
す
る
た
め
の
共
通
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
や
、
大
規
模
な
デ
ー
タ
を
保
管
す
る
メ
イ
ン
サ
ー
バ
ー
（
寺
社
奉
行
や
本
末
制

度
）
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。

　

久
保
氏
の
著
書
『
後
水
尾
天
皇
』
を
参
考
に
文
智
尼
の
生
涯
を
た
ど
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
文
智
尼
は
寛
永
十
七
年
（
一

六
四
〇
）
一
絲
の
許
で
剃
髪
し
、
寛
永
十
八
年
（
一
六
四
一
）
に
洛
北
修
学
院
に
初
め
て
庵
を
結
ぶ
。
正
保
三
年
（
一
六
四
六
）

一
絲
が
亡
く
な
る
。
一
絲
文
守
の
歿
後
、
そ
の
弟
子
の
智
明
浄
因
が
文
智
尼
の
補
佐
を
勤
め
、
永
源
寺
は
如
雪
文
巌
が
住
持
と

な
る
。
慶
安
三
年
（
一
六
五
〇
）
後
陽
成
天
皇
の
三
十
三
回
忌
に
あ
わ
せ
、
文
智
尼
を
導
師
に
仙
洞
御
所
で
十
三
人
の
尼
衆
に

よ
る
観
音
懺
法
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
中
に
は
異
母
妹
理
昌
（
八
重
宮
、
法
鏡
寺
宮
）
元
昌
（
滋
宮
、
大
聖
寺
宮
）
が
加
わ
っ
て
上
皇

の
命
で
行
わ
れ
て
い
る
。
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）
洛
北
か
ら
奈
良
県
の
八
島
に
円
照
寺
を
移
し
た
。『
普
門
山
之
記
』
に
「
数

歳
之
後
徒
衆
二
十
餘
輩
第
菴
狭
陋
而
無
由
修
列
坐
法
事
私
乞
有
縁
同
志
新
創
圓
通
殿
」
と
あ
る
よ
う
に
二
十
人
以
上
の
尼
僧
が

文
智
尼
に
付
き
従
っ
て
円
照
寺
で
の
叢
林
生
活
を
送
っ
て
い
た
事
が
分
か
る
。
明
暦
元
年
は
隠
元
禅
師
が
宇
治
に
黄
檗
山
萬
福

寺
を
創
立
し
た
年
で
、
如
雪
と
黄
檗
宗
の
関
係
は
前
回
の
論
考
で
検
証
し
た
。
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
如
雪
は
和
束
正
法
寺

に
隠
棲
し
、
南
禅
寺
の
英
中
玄
賢
が
永
源
寺
の
補
住
と
な
る
。
寛
文
七
年
、
徳
川
家
光
の
十
七
回
忌
追
善
法
要
に
仙
洞
御
所
で

文
智
尼
を
導
師
に
再
び
観
音
懺
法
が
行
わ
れ
、
寛
文
八
年
に
将
軍
徳
川
家
綱
よ
り
朱
印
地
を
賜
り
、
翌
九
年
（
一
六
六
九
）
八

島
か
ら
近
隣
の
山
村
へ
円
照
寺
を
移
居
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
久
保
氏
は
「
当
時
、
円
照
寺
は
、
寺
院
と
し
て
十
分
で
な
く
、

比
丘
尼
御
所
に
ふ
さ
わ
し
い
体
裁
を
整
え
る
た
め
で
あ
っ
た
。」
と
し
て
お
ら
れ
る
。
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
一
絲
の
三
十
三

回
忌
に
併
せ
後
水
尾
法
皇
は
正
式
に
「
定
慧
明
光
仏
頂
国
師
」
の
国
師
号
を
下
賜
し
、
法
常
、
霊
源
両
寺
を
一
絲
開
山
の
本
山

と
定
め
る
。
永
源
寺
が
本
山
に
な
る
の
延
宝
三
年
。）
こ
の
間
、
文
智
尼
も
京
都
と
奈
良
を
往
復
し
な
が
ら
精
力
的
活
動
を
続

け
全
て
を
見
届
け
た
元
禄
十
年
（
一
六
九
七
）
七
十
九
歳
の
生
涯
を
終
え
た
事
は
前
の
章
で
見
た
通
り
で
あ
る
。
全
国
的
に
見
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て
も
徳
川
政
権
の
初
期
家
康
・
家
光
の
時
代
か
ら
中
期
（
元
禄
に
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
）
綱
吉
の
時
代
ま
で
寺
院
の
規
模
は
拡
大
の

一
途
を
続
け
る
。

　

従
来
一
絲
や
如
雪
に
つ
い
て
、
槙
尾
西
明
寺
の
明
忍
律
師
や
高
野
山
新
別
所
の
賢
俊
律
師
な
ど
が
始
め
た
戒
律
復
興
運
動
と

の
関
連
で
、
一
括
り
に
戒
律
禅
と
よ
ば
れ
る
事
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
相
国
寺
で
得
度
し
一
絲
が
、
西
明
寺
を
経
て
沢
庵
の
弟

子
と
な
り
な
が
ら
紫
衣
事
件
以
降
袂
を
分
か
ち
、
結
局
、
晩
年
愚
堂
の
法
嗣
と
な
っ
て
永
源
寺
に
来
山
後
数
年
で
亡
く
な
る
事

と
、
如
雪
が
高
野
山
で
十
年
間
真
言
宗
の
修
行
に
励
み
、
更
に
西
王
寺
で
正
式
な
律
師
と
し
て
活
躍
し
た
後
、
一
絲
の
後
を
嗣

い
で
永
源
寺
住
持
を
二
十
年
勤
め
、
晩
年
和
束
の
正
法
寺
に
隠
棲
し
な
が
ら
黄
檗
隠
元
へ
と
傾
倒
し
て
い
く
遍
歴
を
比
較
し
て

み
て
、
個
人
の
宗
教
的
資
質
や
純
粋
な
求
道
心
だ
け
で
は
、
彼
等
の
師
承
関
係
を
説
明
で
き
な
い
事
が
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
。
そ

れ
は
上
賀
茂
霊
源
寺
二
世
で
一
絲
の
死
後
一
年
足
ら
ず
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
石
鼎
文
頑
や
如
雪
の
跡
を
請
け
補
住
に
な
っ
た

南
禅
住
持
の
英
中
玄
賢
、
十
代
で
一
絲
の
法
を
継
い
だ
南
嶺
慧
詢
と
続
く
永
源
寺
の
法
脈
が
単
純
に
愚
堂
の
法
脈
だ
け
で
説
明

可
能
な
の
か
、
正
直
よ
く
分
か
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
更
に
理
解
不
能
な
の
が
彼
等
の
弟
子
達
の
動
向
で
、
臨
済
宗
（
五
山
・

林
下
）、
真
言
宗
、
真
言
律
宗
、
黄
檗
宗
な
ど
得
度
し
た
宗
派
は
勿
論
の
事
、
正
式
な
僧
侶
と
な
っ
て
か
ら
も
自
由
（
ラ
ン
ダ

ム
）
に
宗
派
間
を
移
動
し
て
い
く
様
子
に
は
頭
を
抱
え
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
つ
じ
つ
ま
合
わ
せ
の
結
果
が
先
ほ
ど
の
ク
ラ
イ
ア

ン
ト
（
後
水
尾
上
皇
・
東
福
門
院
・
大
通
文
智
）
の
リ
ク
エ
ス
ト
に
合
わ
せ
て
サ
ー
バ
ン
ト
（
一
絲
文
守
・
如
雪
文
巌
・
英
中
玄
賢
）

が
人
材
を
集
め
た
自
律
的
な
組
織
（
シ
ス
テ
ム
）
を
作
り
上
げ
た
、
と
言
う
仮
説
で
あ
る
。

　

も
し
こ
の
図
式
が
近
世
の
永
源
寺
を
分
析
す
る
手
段
と
し
て
有
効
で
あ
る
な
ら
ば
、
二
人
目
の
弁
慧
に
関
す
る
問
題
も
臨
済

宗
、
黄
檗
宗
、
天
台
宗
、
真
言
律
宗
を
移
動
す
る
僧
侶
の
問
題
で
は
な
く
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
（
井
伊
直
興
・
直
興
の
側
室
八
大
姉
）

の
要
望
に
サ
ー
バ
ン
ト
（
南
嶺
慧
詢
・
妙
幢
浄
慧
・
弁
慧
・
全
應
玄
堤
）
が
柔
軟
に
対
応
し
て
構
築
し
た
シ
ス
テ
ム
と
そ
の
維
持
管
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理
の
問
題
と
し
て
捉
え
直
す
事
が
可
能
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
但
し
南
嶺
の
次
の
世
代
で
は
、
シ
ス
テ
ム
は
更
に
多

角
的
に
転
回
し
、
サ
ー
バ
ン
ト
が
い
く
つ
か
の
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
（
朝
廷
・
近
衛
家
・
彦
根
藩
・
西
大
路
藩
な
ど
）
と
契
約
し
、
大
小

の
寄
進
に
よ
っ
て
勅
願
所
や
菩
提
寺
を
建
立
す
る
事
で
、
同
等
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
出
来
る
だ
け
の
人
材
の
確
保
と
育
成
が
可

能
な
、
大
が
か
り
な
組
織
統
治
（
ガ
バ
ナ
ン
ス
）
へ
と
変
貌
す
る
。
本
末
制
度
な
ど
の
近
世
仏
教
を
支
え
る
制
度
は
寺
院
諸
法

度
な
ど
の
法
整
備
の
み
で
、
短
期
間
に
出
来
た
訳
で
は
な
く
、
十
七
世
紀
初
頭
か
ら
十
八
世
紀
に
わ
た
る
ほ
ぼ
百
年
の
時
間
を

か
け
て
、
全
国
に
末
寺
を
展
開
す
る
地
方
本
山
が
存
立
可
能
な
経
済
的
基
盤
を
整
備
し
た
と
考
え
た
訳
で
あ
る
。
因
み
に
江
戸

中
期
以
降
、
寺
領
を
持
た
な
い
永
源
寺
の
資
産
運
用
の
中
心
的
役
割
を
担
っ
た
の
が
、
不
動
産
（
土
地
の
集
積
）
で
は
な
く
金

融
業
（
サ
ー
ビ
ス
）
で
あ
っ
た
事
も
、
た
だ
の
偶
然
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
事
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

江
戸
中
期
以
降
、
幕
府
の
様
々
な
改
革
（
緊
縮
政
策
）
で
永
源
寺
は
経
済
的
に
衰
退
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
近

江
商
人
や
在
郷
の
支
配
層
の
力
を
借
り
て
細
々
と
命
脈
を
保
っ
て
い
く
。
そ
れ
は
直
興
の
死
後
二
人
目
の
弁
慧
が
辿
っ
た
数
奇

な
生
涯
と
併
せ
、
次
回
の
論
考
で
更
に
考
察
を
加
え
て
い
き
た
い
。
ま
た
コ
ロ
ナ
禍
で
調
査
が
滞
っ
て
い
た
禅
宗
寺
院
に
帰
属

す
る
比
丘
尼
御
所
や
尼
衆
や
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
霊
源
寺
や
円
照
寺
の
史
料
を
も
う
一
度
精
査
し
た
上
で
、
他
の
尼
五
山
成

立
と
の
関
わ
り
や
彦
根
藩
の
側
室
が
行
っ
た
授
戒
儀
礼
と
の
比
較
な
ど
を
中
心
に
再
調
査
を
行
っ
て
い
く
所
存
で
あ
る
。

注

 
 

辻
善
之
助
著
『
日
本
仏
教
史
研
究　

第
二
巻
』（
一
七　

一
絲
和
尚
と
朝
幕
関
係　

二
一
〇
～
二
三
五
頁
）

 
 

辻
善
之
助
著
『
日
本
仏
教
史
研
究　

第
四
巻
』（
一
五　

一
絲
和
尚
と
朝
幕
関
係
補
遺　

一
五
～
二
六
頁
）

 
 

徳
富
蘇
峰
著
『
大
梅
山
夜
話
解
説
』（
八　

六
頁
）

 
 

徳
富
蘇
峰
著
『
大
梅
山
夜
話
解
説
』（
十
四　

十
三
頁
）

（　

）
1

（　

）
2

（　

）
3

（　

）
4
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徳
富
蘇
峰
著
『
大
梅
山
夜
話
解
説
』（
十
五　

十
八
頁
）

 
 

大
正
五
年
版　

石
蓮
実
全
編
『
大
梅
山
夜
話
解
説
』　

巻
末

 
 

川
上
孤
山
著
『
妙
心
寺
史　

下
』
雪
窓
宗
崔
と
一
絲
文
守
（
九
九
頁
～
一
〇
二
頁
、
二
七
六
頁
～
二
七
九
頁
）、
黄
檗
隠
元
の
来

朝
と
妙
心
寺
（
一
一
九
頁
～
一
三
〇
頁
）
盤
珪
の
不
生
禅
と
雪
窓
の
持
戒
禅
（
二
一
三
頁
）

 
 

霊
松
寺
は
、
永
源
寺
中
興　

一
絲
文
守
禅
師
仏
頂
国
師
を
開
山
、
千
手
観
音
を
本
尊
と
す
る
小
庵
で
あ
る
。
か
い
そ
う
は
不
明
で

あ
る
が
、
天
台
か
ら
浄
土
真
宗
、
ま
た
禅
宗
へ
改
宗
し
た
と
い
い
、
相
当
に
古
い
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。
禅
宗
へ
の
転
派
は
江
戸
寛

永
年
間
、
仏
頂
国
師
永
源
寺
に
ご
住
山
の
と
き
、
村
の
有
力
者
が
国
師
に
帰
依
し
、
師
を
勧
請
開
山
と
し
て
そ
の
弟
子
を
迎
え
、
一

村
が
永
源
寺
派
の
檀
徒
と
な
っ
た
。
そ
の
折
正
保
三
年
に
記
さ
れ
た
『
霊
照
寺
門
徒
之
制
誡
』
は
厳
格
で
、
不
承
と
す
る
者
は
村
を

去
り
甲
賀
の
辺
り
へ
移
住
し
た
と
い
う
が
、
詳
し
く
は
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
。

　
　
　

寛
文
十
年
十
一
月
末
（
一
六
七
一
）、
出
火
に
よ
り
堂
宇
灰
燼
と
帰
し
た
が
、
焼
跡
よ
り
仏
頂
国
師
真
筆
の
『
本
師
釈
迦
牟
尼

仏
』
名
号
た
だ
一
つ
焼
亡
を
逃
れ
て
発
見
さ
れ
、
国
師
の
奇
跡
に
皆
が
驚
い
た
と
い
う
話
が
『
仏
頂
国
師
語
録
』
に
残
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
御
筆
は
宮
中
に
て
御
叡
覧
の
後
、
彦
根
藩
に
よ
り
軸
装
さ
れ
、
今
も
寺
宝
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
。（
現
在
番
・
昌
秀
記
）

 
 

吉
村
貞
司
「
純
然
と
し
て
白
日
を
捧
ぐ

―
一
絲
文
守
の
精
神
と
そ
の
時
代
」（
禅
文
化
一
〇
一
号　

特
集
一
絲
文
守　

二
〇
～

六
一
頁
）

 
 

唐
木
順
三
「
梅
宮
覚
書
」（
飛
花
落
葉
抄　

三
四
～
六
二
頁
）　

＊
「
文
智
尼
と
一
絲
文
守
、
並
び
に
そ
の
周
辺

―
梅
宮
覚
書
付

記
」
は
未
見

 
 

鈴
木
助
次
郎
「
龍
門
の
梅

―
一
絲
和
尚
伝
」（
禅
文
化
一
〇
一
号　

特
集
一
絲
文
守　

六
二
～
一
三
七
頁
）

 
 

市
川
白
絃
氏
『
ふ
た
つ
の
夜
話
を
め
ぐ
っ
て

―
「
大
梅
夜
話
」
と
「
東
海
夜
話
」』（
禅
文
化
一
〇
一
号　

特
集
一
絲
文
守　

一

五
三
～
一
五
九
頁
）

 
 

『
近
世
の
朝
廷
運
営

―
朝
幕
関
係
の
展
開

―
』（
岩
田
書
院
、
一
九
九
八
年
）、『
徳
川
和
子
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
）、

『
後
水
尾
天
皇
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
八
年
）

（　

）
5

（　

）
6

（　

）
7

（　

）
8

（　

）
9

（　

）
10

（　

）
11

（　

）
12

（　

）
13
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『弁慧考―その出生をめぐる諸問題』（中）
 
 

辻
善
之
助
著
『
日
本
仏
教
史
研
究　

第
四
巻
』（
一
五　

一
絲
和
尚
と
朝
幕
関
係
補
遺　

一
八
頁
）

 
 

吉
村
卓
司
『
純
然
と
し
て
白
日
に
捧
ぐ
（
承
前
）

―
一
絲
文
守
の
精
神
と
そ
の
時
代
』（
禅
文
化
一
〇
二
号　

九
八
～
一
五
〇

頁
）

 
 『

普
門
山
之
記
』

予
濫
入
空
門
而
百
無
能
真
箇
癡

獃
禿
丁
尼
也
且
性
慵
病
多
不
欲

與
世
浮
沈
只
圖
於
空
山
林
野
守

一
味
幽
閉
以
終
一
報
之
身
曽
結

庵
於
洛
北
修
学
院
棲
遅
者
一
十

六
年
然
被
間
為
人
事
折
困
不
能

無
隔
竊
謂
更
可
入
深
居
長
謝
世

縁
有
時
夢
有
人
告
曰
汝
當
於

伊
勢
八
幡
春
日
三
神
社
之
内
随

心
住
而
以
取
終
焉
自
是
決
欲
赴

和
州
奈
良
之
辺
因
宣　

叔
父
前

一
条
院
尊
覺
法
親
王
以
尋
幽
栖

之
地
又
更
命
人
踏
遍
郡
邑
相
求

不
得
一
夜
又
夢
只
驅
覓
奈
良
一

里
許
之
間
矣
後
果
相
攸
得
八
嶋

東
山
於
此　

門
主
乞
其
地
於
藤

（　

）
14

（　

）
15

（　

）
16
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堂
氏
遂
得
移
居
於
此
扁
菴
曰
擁

葉
追
慕
忠
國
師
高
躅
也
題
偈
云

数
椽
始
架
小
禅
房　

先
寄
衣
盂
事
祝
香

宿
志
従
来
世
塵
外　

便
将
擁
葉
學
南
陽

寔
明
暦
二
年
丙
申
四
月
五
日
也

数
歳
之
後
徒
衆
二
十
餘
輩
第
菴

狭
陋
而
無
由
修
列
坐
法
事
私
乞

有
縁
同
志
新
創
圓
通
殿
啓
懺
摩

等
之
法
筵
以
漸
成
一
菴
風
度
矣

寛
文
己
酉
年
得

東
福
門
院
之
詔　

東
関
令
此
山

間
為
精
藍
之
地
前
村
充
食
邑
蓋

報
縁
之
偶
然
耳
此
地
也
幸
是
古

基
而
堂
塔
礎
石
若
于
猶
存
焉
居

民
称
大
楽
寺
千
坊
者
也
□
（
奥
）
移
梵

宇
而
重
新
之
聊
擬
禅
林
制
以
創

定
叢
規
一
要
循
佛
祖
之
垂
範
而

使
汝
等
袈
裟
下
不
失
人
身
也
各

自
以
生
死
事
大
為
念
日
夕
究
明

己
事
修
練
清
業
莫
空
断
送
時
光

称
予
之
法
孫
亦
足
焉
予
曽
看
虎
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『弁慧考―その出生をめぐる諸問題』（中）

関
國
師
禅
戒
軌
而
深
慕
之
欲
於

此
山
創
菩
薩
大
戒
以
為
萬
世
規

範
以
延
寶
七
年
己
未
之
冬
共
各

衆
預
修
懺
者
五
七
日
因
延
槇
尾

雲
松
比
丘
受
梵
網
大
戒
乃
十
一

月
初
九
日
也
衆
亦
次
第
授
受
焉

唯
満
分
受
随
其
器
耳
而
此
半
月

布
薩
無
闕
也
茲
歳
貞
享
四
丁
卯

之
秋
八
月
二
十
四
日
予
始
闡
菩

薩
戒
壇
以
授
會
下
一
衆
自
今
後

代
住
持
及
上
座
輩
期
未
来
際
須

轉
授
不
絶
持
犯
開
遮
諳
誦
意
解

持
律
清
浄
不
染
世
縁
共
成
無
上

道
焉

是
此
住
山
實

春
日
大
明
神
之
冥
助
而
𡭗
（
爾
）
此
故

逐
日
設
別
供
以
報
彼
洪
徳
祈
其

鎮
護
後
代
宣
効
之
也

予
初
移
八
嶋
日
以
宿
蘊
擇
山
上

清
浄
之
土
試
塑
永
源
寂
室
禅
祖

之
像
蓋
祖
是
本
朝
山
林
達
士
高
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踏
尊
宿
而
先
師
仏
頂
國
師
亦
曽

慕
其
跡
以
赴
永
源
之
請
予
某
時

訪
國
師
之
日
親
瞻
礼
遺
像
眼
畧

記
之
以
故
安
排
新
居
祝
効
其
道

風
矣
并
塑
國
師
之
像
私
擬
開
山

令
各
衆
修
其
厳
忌
辨
報
乳
之
供

師
乃
受
訣
於
華
園
愚
堂
寶
鑑
國

師
若
論
宗
脉
當
依
焉
復
次
塑

後
水
尾
院
聖
像
親
栽
其　

御
髪

設
茵
於
壇
之
左
者

故
院
曽
傾　

睿
信
於
吾
宗
特
重

國
師
道
韻
予
遠
離
宮
掖
而
修
定

省
之
孝
日
少
見
垂
慈
愛
年
久
以

故
尓
（
爾
）
也
又
安
本
願

東
福
門
院
之
牌
共
傳
法
孫
晨
燈

夕
香
以
報
答
昊
天
之
徳
者
也

妙
荘
厳
院
昭
子
内
親
王
者
匪
啻

連
枝
之
親
於
吾
法
因
縁
尤
深
且

遺
命
令
寄
此
寺
産
之
三
分
之
一

所
以
其
追
修
特
不
可
欠
者
也
且

（
故
ニ
）
大
樹
厳
有
院
者
是
山
林
寺
産
之
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『弁慧考―その出生をめぐる諸問題』（中）

大
檀
越
也
追
薦
等
莫
敢
怠
也

一
夫
住
持
者
實
是
傳
法
根
苗
山
門

　

基
本
也
事
不
容
易
代
須
請
公
主

　

若
無
公
主
之
應
其
器
者
或
皇
族

　

之
内
若
親
王
家
若
摂
家
之
息
女

　

亦
可
也
若
雖
公
主
幼
年
而
得
度

　

當
於
五
八
之
戒
随
分
次
第
受
持

　

焉
開
遮
持
犯
之
學
窮
了
齢
至
二

　

十
宜
如
法
受
菩
薩
大
戒
其
戒
師

　

者
縦
雖
非
公
主
可
以
上
座
之
中

　

戒
徳
更
備
者
為
師
只
重
其
法
不

　

輕
其
姓
平
生
只
須
志
念
堅
固
而

　

道
學
兼
研
分
甘
閑
淡
寂
寞
不
失

　

山
居
家
風
也
臨
衆
之
法
常
抱
慈

　

愛
可
以
安
慰
一
衆
於
受
教
讀
書

　

之
上
座
長
不
可
忘
謹
教
之
禮
若

　

一
衆
中
有
直
諫
宜
安
受
衆
亦
勿

　

懈
其
諫
雖
左
右
侍
者
及
乳
母
不

　

可
使
令
有
髪
者
若
於
欲
為
尼
者

　

暫
要
見
其
器
不
可
越
五
七
月
事

一
大
凡
首
座
維
那
藏
司
侍
者
等
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之
職
者
道
學
超
邁
而
扶
持
叢

　

林
人
之
所
任
也
今
時
雖
尼
寺

　

以
職
名
換
位
次
而
称
者
似
失

　

其
實
吾
此
菴
門
多
随
省
約
且

　

乏
其
人
唯
自
少
年
使
令
左
右

　

者
雖
不
呼
職
名
自
是
侍
者
也

　

同
挙
経
者
称
維
那
也
戒
學
漸

　

備
操
履
堅
實
大
戒
満
受
者
可

　

称
座
元
其
職
分
者
如
輪
守
寮
記

一
上
自
公
主
下
至
菴
軒
之
輩
梵

　

網
法
華
佛
祖
三
経
臨
済
録
大

　

慧
書
禅
門
寶
訓
山
菴
雑
録
寂

　

室
録
緇
門
法
蔵
集
等
朝
讀
暮
習

　

研
究
文
義
可
不
失
宗
旨
躰
裁

　

事
一
二
時
勤
行
神
呪
洛
叉
晡
時
坐

　

禅
且
聖
祝　

聖
并
月
次
懺
法

　

半
月
布
薩
等
不
可
懈
怠
修
正

　

盆
供
三
佛
二
祖
忌
等
者
宜
依

　

年
分
須
知
行
之
事

一
袈
裟
者
須
以
細
密
布
而
如
法
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『弁慧考―その出生をめぐる諸問題』（中）

　

割
截
黒
色
惟
公
主
者
大
戒
満

　

受
之
後
着
青
色
及
木
蘭
別
于

　

衆
亦
可
矣
如
直
裰
者
同
密
布

　

木
綿
黒
色
而
不
可
用
薄
衣
及

　

絹
類
事

一
各
軒
之
後
住
亦
可
擇
其
器
與

　

俗
姓
縦
雖
應
其
器
近
邊
地
下

　

之
輩
或
因
骨
肉
之
好
以
非
器

　

者
為
後
住
等
堅
不
可
許
之
又

　

軒
料
者
可
受
常
住
之
支
配
事

一
葉
掃
庵
（
院
）
者
元
為
先
妣
明
鏡
院

　

所
創
建
也
向
後
為
予
塔
頭
上

　

座
之
輩
輪
次
可
以
其
菴
（
院
）
料
勤

　

侍
真
事

　

貞
享
四
丁
卯
年
冬
佛
成
道
日

　
　
　
　

住　

普
門
山
圓
照
寺

　
　
　
　
　
　
　
　

大
通
文
智
至
嘱
〃
〃

普
門
山
圓
照
大
禅
寺
之

規
矩
一
巻
者
文
智
尼
公
主
之

手
自
所
筆
禅
室
要
須
之
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教
戒
當
寺
万
代
之
龜
鏡
也

法
子
法
孫
永
流
傳
件
々

之
旨
趣
敢
莫
忘
公
主
之

素
願
矣

　
　
　
　
　
　
　
　

太
上
天
皇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
判

 
 　

『
圓
照
寺
宮
文
智
大
師
紀
略
』

圓
照
寺
宮
開
山
深
如
海
院
大
通
文
智
尼
和
尚

　
　
　
　

稱
善
帰
菴
主　
　

准
桐
江
菴
主
乎

　

元
禄
十
丁
丑
年
正
月
十
八
日　

七
十
九
迂
化

　
　

御
領
三
百
石

　

永
源
中
興
佛
頂
國
師
一
絲
大
和
尚
法
嗣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

見
于
山
上
宗
譜　

印
本

後
水
尾
院
尊
儀
最
初
女
一
宮

　

御
母
者
御
與
津
御
料
人

　
　
　
　
　

四
辻
正
二
位
権
大
納
言
公
遠
卿
女

鷹
司
従
一
位
左
大
臣
教
乎
公
御
簾
中

　
　
　

離
別
後
御
遁
世
二
十
一
歳
祝
髪
出
家

一　

普
門
山
圓
照
寺
者

（　

）
17
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『弁慧考―その出生をめぐる諸問題』（中）

　
　

大
和
州
南
都
之
辰
巳
一
里
半
許
在
于
山
村

　
　

山
麓

一　

京
都　

御
里
坊
者　
　

新
堪
町　

寺
町
西
入
北
側

　
　
　
　
　
　
　
　

留
主
居　

山
田
伊
織
子
才
治

一　

仏
頂
國
師
年
譜
曰

　
　

長
皇
女
嘗
竊
聞
師
對

　
　

御
説
話
深
信
佛
乗
屡
請
為
尼
其
志
不
可
奪
也
於

　
　

是
詔
許
依
師
剃
度
名
以
文
智
號
曰
大
通
乃
離
宮

　
　

隠
于
四
明
山
麓
後
和
州
普
門
山
創
圓
照
寺

　
　

住
焉
其
道
業
世
之
所
欽
也　

文

一　

文
智
大
師　

新
古　

仏
頂
國
師
語
録　

行
状
・
年
譜
見

　
　

于
処
々

一　

文
智
大
師
降
臨
于
江
州
瑞
石
山
永
源
禅
寺

　
　

正
保
二
乙
酉
年
閏
五
月
七
日

　
　

録
進
于
仏
頂
國
師
御
作

　
　

不
意
今
朝
寄
比
身　

青
山
重
疂
四
無
隣　

慇
懃

掬
得
永
源
水　

洗
盡
多
生
曠
却
塵

國
師
即
嗣
玉
響

　
　

枯
木
巖
前
一
老
身　

従
来
無
徳
孰
為
隣

　
　

定
中
驚
看
香
輪
致　

急
喚
黄
童
掃
却
塵

一　

一
乗
院
宮
真
敬
親
王　

佛
頂
國
師
髪
塔
銘
曰
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長
公
主　

文
智
公
主
相
見
宮
坊
鉗
槌
妙
密

　
　

漸
登
其
堂　

文

一　

文
智
大
師
御
生
涯
慕
于
仏
頂
國
師
道
風
古

　
　

淡
錦
蜜
純
一
無
雑
禅
道
佛
法
精
錬
刻
苦
孜

　
　

〃
無
倦
外
持
浄
戒
内
研
佛
心
内
外
衣
不
着

　
　

絹
唯
布
素
而
耳
跣
足
而
自
令
文
衛
伝
予
拝

　
　

參
于

　
　

御
山
略
聞
之
矣

一　

文
智
大
師
信
乎
佛
頂
國
師
重
哉
耶
手
自
塑
像
于

　
　

國
師
小
真
容
安
寛
于
普
門
山
御
佛
殿
焉
予

　
　

至
于　

御
室
因
親
拝
瞻
而
誌
于
今
茲
哉

一　

能
于
御
書

　
　
　
　
　

司
馬
溫
公
獨
楽
園
記　

一
首

　
　

行
草　

御
筆

　
　
　
　
　

御
印　

善
帰
菴
主　

弐
箇　

大
智
壱
箇

　
　
　
　
　

深
如
海
院
御
筆　

外
題
者　

進
藤
氏
云
云
菴
筆

　
　
　
　
　
　
　

秘
蔵
于
西
京
西
王
禅
寺　

拝
見
記
之

　
　

後
水
尾
院
尊
儀
者　

仏
頂
國
師
法
嗣　

見
于
山
上
宗
譜

　
　

文
智
大
師

　
　

永
源
中
興
仏
頂
國
師
傳
法
之
支
流
派
脈
也

　
　

故
御
因
縁
有
之
尤
深
重
矣
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『弁慧考―その出生をめぐる諸問題』（中）

　
　

安
永
七
戊
戌
年
正
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　

京
西
法
雲
院　

魯
山
祖
欽
拝
識

　
　
　
　
　

乙
冊

　
　
　

奉
于
寄
附

　

瑞
石
山　

永
源
寺

 
 

久
保
貴
子
『
近
世
の
朝
廷
運
営

―
朝
幕
関
係
の
展
開

―
』（
付
章　

幕
府
統
制
下
に
見
る
天
皇
家
と
有
縁
寺
院　

七
七
～
一

〇
二
頁
）

参
考
文
献

飯
島
直
孝
著
『
語
ら
れ
続
け
る
一
休
像
』（
ペ
リ
カ
ン
社　

二
〇
二
一
年
）

吉
田
紹
欽
著
『
禅
思
想
史
論
』（
春
秋
社　

一
九
六
六
）

妙
心
寺
開
創
六
百
年
紀
念
雪
江
禅
師
四
百
五
十
年
遠
諱
大
法
会
局
編
『
妙
心
寺
六
百
年
史
』（
一
九
三
五
）

宮
崎
英
修
著
『
日
蓮
宗
央
研
究
第
一
』（
孔
官
堂
出
版　

一
九
五
〇
）

柳
幹
康
著
『
永
明
延
寿
と
『
宗
鏡
録
』
の
研
究
』（
法
蔵
館　

二
〇
一
五
）

（　

）
18
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一
休
関
係
資
料
紹
介

─
『
自
戒
集
』
関
連
資
料
と
『
一
休
老
和
尚
不
審
物
』

─
堀
川
貴
司

　

近
年
知
る
こ
と
を
得
た
一
休
宗
純
に
関
わ
る
資
料
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。
貴
重
な
資
料
の
紹
介
を
ご
許
可
頂
い
た
落
合
博
志

氏
、
閲
覧
の
便
を
図
っ
て
下
さ
っ
た
群
馬
大
学
総
合
情
報
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
中
央
図
書
館
に
深
謝
申
し
上
げ
る
。

一
　『
自
戒
集
』
関
連
資
料

ア
︑
落
合
博
志
氏
蔵
断
簡

　
『
自
戒
集
』
は
兄
弟
子
養
叟
宗
頤
お
よ
び
そ
の
弟
子
の
春
浦
宗
煕
に
よ
る
布
教
活
動
を
批
判
し
た
詩
文
を
集
め
た
も
の
で
、

特
異
な
内
容
・
表
現
な
が
ら
、
林
下
大
応
派
の
活
動
や
、
室
町
期
の
芸
能
お
よ
び
芸
能
民
の
実
態
を
知
る
た
め
の
貴
重
な
資
料

と
し
て
、
ま
た
五
山
文
学
関
係
の
資
料
に
断
片
的
に
し
か
現
れ
な
い
狂
詩
（
言
葉
遊
び
や
諷
刺
を
伴
っ
た
詩
）
作
品
の
ま
と
ま
っ

た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
。
さ
ら
に
は
、
舞
台
と
な
る
堺
の
都
市
史
史
料
、
あ
る
い
は
一
休
門
下
の
結
束
の
問
題
と
の

関
連
で
も
研
究
さ
れ
て
い
る
（
矢
内
一
磨
「
一
休
宗
純
「
自
戒
集
」
に
み
る
語
彙
と
そ
の
比
喩

─
堺
布
教
の
問
題
を
中
心
に

─
」、
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『
中
世
・
近
世
堺
地
域
史
料
の
研
究
』
和
泉
書
院
、
二
〇
一
七
、
所
収
）。
ま
た
、
従
来
酬
恩
庵
所
蔵
の
一
部
自
筆
を
含
む
伝
本
の
み
が

知
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
大
徳
寺
真
珠
庵
所
蔵
の
別
本
が
『
一
休
和
尚
全
集
』
第
三
巻
（
春
秋
社
、
二
〇
〇
三
）
に
お
い
て
初
め

て
紹
介
さ
れ
、
酬
恩
庵
本
に
な
い
作
品
の
翻
刻
・
注
釈
が
収
録
さ
れ
た
。

　

こ
こ
に
紹
介
す
る
の
は
、
酬
恩
庵
本
と
は
異
な
る
配
列
を
持
つ
伝
本
の
一
部
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
断
簡
で
あ
る
。
作
品
そ

の
も
の
は
酬
恩
庵
本
・
真
珠
庵
本
両
者
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
の
み
で
、
新
出
作
品
は
な
い
が
、
す
べ
て
に
丁
寧
な
訓
点
が
施

さ
れ
て
い
る
点
が
貴
重
で
あ
る
し
、
詞
書
や
注
が
酬
恩
庵
本
と
一
部
異
な
っ
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。

　

簡
単
に
書
誌
事
項
を
記
す
。
二
二
・
二
×
二
〇
・
二
糎
、
右
か
ら
五
・
二
糎
の
と
こ
ろ
に
紙
継
が
あ
る
。
字
高
一
五
・
五
糎

前
後
、
一
行
一
六
字
、
墨
の
返
点
・
送
仮
名
・
竪
点
、
朱
の
句
点
（
注
部
分
の
み
）・
朱
引
を
施
す
。
紙
継
の
右
側
、
す
な
わ
ち

第
一
紙
末
尾
に
半
行
分
程
度
の
余
白
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
は
袋
綴
本
（
半
紙
本
で
あ
ろ
う
）
の
面
の
終
わ
り
部
分
で
あ
り
、
少
し

余
白
を
切
り
詰
め
て
次
の
面
と
継
い
だ
の
で
あ
ろ
う
。
第
二
紙
は
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
切
ら
れ
て
い
る
が
、
縦
横
の
比
率
か
ら
す
る

と
、
お
そ
ら
く
第
二
紙
が
半
丁
分
な
の
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
と
半
丁
九
行
書
と
な
る
。
極
札
は
「
東
福
寺
岐
陽
〈
庭
掃
〉

（「
重
」）」
と
あ
っ
て
、
印
記
か
ら
古
筆
了
雪
（
一
六
一
二
～
七
五
、
古
筆
家
初
代
了
佐
の
五
男
。
子
の
了
珉
は
古
筆
本
家
を
継
い
で
第
五

代
と
な
る
）
の
極
と
知
ら
れ
る
。
も
し
岐
陽
方
秀
で
あ
れ
ば
室
町
初
期
の
書
写
と
な
る
が
、
そ
れ
で
は
『
自
戒
集
』
成
立
以
前

と
な
っ
て
し
ま
う
。
書
風
か
ら
見
て
、
室
町
後
期
以
降
で
あ
ろ
う
。

　

内
容
は
、『
一
休
和
尚
全
集
』
の
作
品
番
号
で
順
に
５
（
後
半
一
二
字
の
み
）・
24
（
こ
こ
で
紙
継
）
25
・
６
・
57
・
26
（
前
半
一

六
字
の
み
）
と
な
る
。

　

酬
恩
庵
本
は
、
韻
字
の
異
な
る
冒
頭
三
首
（
１
～
３
）
に
対
す
る
次
韻
と
い
う
こ
と
で
、
１
の
次
韻
を
４
～
23
、
２
の
次
韻

を
24
～
51
、
３
の
次
韻
を
55
～
89
と
い
う
ふ
う
に
連
続
さ
せ
て
い
る
（
52
～
54
の
三
首
は
そ
れ
ぞ
れ
３
・
１
・
２
の
韻
字
を
用
い
る
）。
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冒
頭
三
首
は
、
堺
に
お
け
る
養
叟
の
活
動
を
批
判
し
た
「
ソ
ノ
ヘ
ン
ノ
狂
客
」
の
無
住
榜
（
匿
名
の
文
書
）
で
、
そ
れ
に
続
く

次
韻
詩
は
、
無
住
榜
を
見
て
京
に
逃
げ
た
養
叟
に
対
し
て
「
商
人
唱
門
士
坂
者
強
党
異
類
異
形
人
畜
」
た
ち
が
作
っ
て
送
っ
た

も
の
、
と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
本
資
料
で
は
三
種
の
韻
字
が
入
り
乱
れ
た
状
態
に
な
っ
て
い
て
、
酬
恩
庵
本
か
ら
の
再
編
集

と
考
え
ら
れ
よ
う
。
な
お
、
紙
継
前
後
は
酬
恩
庵
本
の
24
と
25
で
連
続
し
て
い
る
の
で
、
断
簡
原
本
で
も
連
続
し
て
い
た
可
能

性
が
高
い
か
。

　

配
列
以
外
の
本
文
異
同
は
次
の
二
箇
所
。

・
第
四
・
五
首
に
「
坂
ノ
モ
ノ
ヽ
中
ヨ
リ
二
首
」
と
詞
書
を
記
す
が
、
酬
恩
庵
本
に
は
な
い
。

・
第
四
首
の
注
で
「
徹
翁
和
尚
法
語
」
ま
た
「
ウ
ケ
ン
ト
ア
リ
」
と
あ
る
が
、
酬
恩
庵
本
で
は
「
徹
翁
和
尚
示
栄
衒
徒
法
語
」

ま
た
「
ウ
ケ
ン
ト
ア
ル
ハ
」
と
な
っ
て
い
る
。

　

後
者
は
内
容
的
な
変
更
で
は
な
い
が
、
前
者
は
意
図
的
な
改
変
で
あ
る
。
た
だ
し
、
酬
恩
庵
本
の
次
韻
詩
を
作
っ
た
と
さ
れ

る
人
々
の
な
か
か
ら
「
坂
者
」
を
取
り
出
し
て
き
た
わ
け
で
、
配
列
同
様
、
酬
恩
庵
本
と
の
連
続
性
が
認
め
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
が
本
断
簡
原
本
独
自
の
も
の
か
ど
う
か
は
、
真
珠
庵
本
の
作
品
配
列
等
が
不
明
で
あ
る
た
め
判
然
と
し
な
い
。
同
本

の
全
容
紹
介
を
待
っ
て
さ
ら
に
検
討
す
べ
き
課
題
で
あ
る
。

【
翻
刻
】

・
通
行
字
体
を
用
い
、
句
の
切
れ
目
に
読
点
を
加
え
る
。
竪
点
は
省
略
す
る
。

・
補
入
訂
正
は
訂
正
後
の
形
で
示
す
。

庭ニ
ワ
ハ
キ掃
ノ

大
黒
カ

僕
ト㆒

、
御キ
ヨ
コ
ウ溝
ノ

掃サ
ウ

地チ

水
腋エ
キ

洪
ナ
リ
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不サ
㆑ル
コ
ト
ハ

知シ
ラ㆑

愧ハ
チ
ヲ

只
如
シ㆓

犬ケ
ン

狗ク
ノ㆒

、
養
叟
ハ

逢ア
㆑ウ
テ

銭セ
ニ
ヽ

緩ナ
㆓ヤ
ス

足ア
シ

手テ
ヲ㆒

、
五
百

一
貫
ハ

不ス
㆑

及ヲ
ヨ
ハ㆑

申マ
ウ
ス
ニ

、
十
文
二
十
モ

塞フ
サ

㆑イ
テ

目メ
ヲ

取ト
ル

糞ク
ソ
ト
ヒ鴟
ノ

輩
ト
モ
カ
ラハ

非ア
㆓ラ
ス

式シ
キ
ノ

天
狗ク
ニ㆒

、
魔マ
㆓

魅ミ
ス
ル
コ
ト
ハ

男
女
ヲ㆒

是
レ

好
手
、
熾シ
シ
ヤ
ウ盛
ノ

貪ト
ン

欲ヨ
ク

深フ
カ
シ㆑

於ヨ
リ
モ㆑

淵フ
チ

、
紹
煕
養
叟
又
取ト
リ
〳
〵々

　

坂
ノ
モ
ノ
ヽ
中
ヨ
リ
二
首

養
叟
新シ

ン

癩ラ
イ

五
橋
ノ

東
、
忽タ
チ
マチ

見ミ
ル

法
罰ハ
チ
ノ

厚ア
ツ

深フ
カ
ウ

中ア
タ
ル
コ
ト
ヲ

、
竊ヒ
ソ
カ
ニ

脱ヌ
㆓イ
テ

黄キ
コ
ロ
モ衣
ヲ㆒

換カ
ウ㆓

柿カ
キ
カ
タ
ヒ
ラ
帷
ニ㆒

、
庁チ
ヤ
ウ
リ吏
ノ

之
下シ
タ

恩
波
洪
ナ
リ

〈
徹
翁
和
尚
法
語
云
、

三
生
六
十
劫
、
癩
病
ノ
苦
ヲ
ウ
ケ
ン
ト
ア
リ
、
養
叟
カ
コ
ト
ク
ナ

ル
、
イ
タ
カ
ノ
事
也
、〉

直タ
ト
ヒ饒
水
上
ニ

泛ウ
カ

㆓フ
ト
モ

鉄
船
ヲ㆒

、
不シ
㆑

休
セ

養
叟
カ

異イ

高タ
カ
ノ

禅
、
養
叟
カ

門
弟
ハ

我
カ

旁ハ
ウ

輩ハ
イ

、
悪
銭
莫ナ
㆑カ
レ

嫌キ
ラ
ウ
コ
ト

癩カ
ツ

体タ
イ

銭

不ス
㆑

作ナ
ラ㆓

金
毛
ト㆒

逐ヲ
ウ㆑

塊
ツ
チ
ク
レヲ

狗イ
ヌ

、
無
シ㆑

慚ハ
㆓ツ
ル
コ
ト

鉄
面
ヲ㆒

攫ツ
カ
ム㆑

銭
ヲ

手テ

、
養
叟

イ
︑
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
赤
尾
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
蔵
『
狂
雲
集
』
付
載
「
一
休
法
華
宗
ニ
ナ
ル
」

　

慶
應
義
塾
に
寄
託
さ
れ
、
稿
者
の
所
属
す
る
大
学
附
属
研
究
所
斯
道
文
庫
が
保
管
し
て
い
た
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
文
化
財
団
所
蔵

資
料
の
う
ち
、
小
松
茂
美
氏
が
収
集
し
た
古
典
籍
資
料
の
一
群
に
『
狂
雲
集
』
の
写
本
が
あ
り
、
二
〇
一
八
年
に
セ
ン
チ
ュ

リ
ー
文
化
財
団
寄
託
品
展
覧
会
「
禅
僧
の
書
と
書
物
」
を
学
内
で
行
っ
た
際
に
出
陳
し
、
図
録
に
簡
単
な
解
説
を
記
し
た
（
こ

れ
ら
の
資
料
は
二
〇
二
一
年
に
全
て
寄
贈
に
切
り
替
わ
り
、
新
た
に
「
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
赤
尾
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
と
名
付
け
ら
れ
た
）。

図版 1：落合博志氏蔵自戒集断簡
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こ
れ
に
つ
い
て
も
書
誌
事
項
を
ま
ず
記
す
。
請
求
番
号
セ
二
〇
七
・
〇
三
四
・
一
、
大
本
一
冊
、〔
江
戸
前
期
〕
写
（
一
筆
）。

原
装
朽
葉
色
無
地
表
紙
（
二
七
・
〇
×
二
〇
・
五
糎
）、
押
八
双
あ
り
、
料
紙
楮
打
紙
。
外
題
左
肩
無
辺
題
簽
墨
書
「
狂
雲
集
」

（
本
文
と
は
別
筆
か
）。
前
遊
紙
一
丁
あ
り
。
本
文
無
辺
無
界
一
一
行
二
一
字
、
字
高
二
三
・
四
糎
。
墨
の
返
点
・
送
仮
名
・
竪
点
、

朱
の
句
点
・
朱
引
を
施
す
。
墨
付
全
四
八
丁
。
冒
頭
三
九
丁
に
偈
頌
二
七
一
首
、
つ
い
で
改
丁
し
て
七
丁
に
号
頌
四
九
首
を
記

す
。
中
本
環
編
『
酬
恩
庵
本
狂
雲
集　

付
、
自
戒
集
』（
中
世
文
芸
叢
書
一
〇
、
広
島
中
世
文
芸
研
究
会
、
一
九
六
七
、
後
に
増
補
さ

れ
て
新
撰
日
本
古
典
文
庫
五
『
狂
雲
集
・
狂
雲
詩
集
・
自
戒
集
』
現
代
思
潮
社
、
一
九
七
六
）
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
ま
で
、
内
容
・
書
写
形

態
と
も
酬
恩
庵
本
と
ほ
と
ん
ど
一
致
す
る
。
唯
一
異
な
る
の
は
、
号
頌
末
尾
に
「
十
竹
斎
」
一
首
が
付
加
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
が
、
こ
の
作
品
も
酬
恩
庵
別
本
に
収
め
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
改
丁
し
て
二
丁
、
カ
ナ
交
じ
り
文
「
一
休
法
華
宗
ニ
ナ

ル
」
を
記
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
本
書
は
、
酬
恩
庵
本
の
転
写
本
に
二
つ
の
作
品
を
追
加
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
問
題
に
な
る

の
は
「
一
休
法
華
宗
ニ
ナ
ル
」
と
い
う
文
章
で
あ
る
。

　
『
自
戒
集
』
に
い
く
つ
か
収
め
ら
れ
る
文
章
の
う
ち
、
冒
頭
の
「
念
仏
宗
ト
ナ
ル
」
云
々
の
文
、
末
尾
近
く
の
「
作
法
華
宗

意
趣
」
と
題
す
る
文
、
そ
れ
に
継
ぐ
「
曹
洞
明
峯
和
尚
」
で
始
ま
る
文
、
の
三
篇
の
内
容
を
適
宜
取
り
合
わ
せ
た
よ
う
な
文
章

に
な
っ
て
い
て
、
こ
れ
も
酬
恩
庵
本
か
ら
の
再
編
集
が
想
定
さ
れ
る
。

　

一
方
、『
一
休
和
尚
全
集
』
第
三
巻
二
八
三
頁
、
真
珠
庵
本
『
自
戒
集
』
に
つ
い
て
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
下
巻
冒
頭
に
ほ
ぼ

同
題
の
「
一
休
法
華
宗
ト
ナ
ル
」
が
あ
り
、
そ
の
内
容
は
「
作
法
華
宗
意
趣
」
と
は
本
文
が
著
し
く
異
な
り
、
真
珠
庵
所
蔵

『
狂
雲
集
頌
古
』
所
収
の
も
の
と
同
文
と
言
う
。
こ
の
『
狂
雲
集
頌
古
』
と
は
い
わ
ゆ
る
真
珠
庵
本
『
狂
雲
集
』
の
こ
と
で
、

伊
藤
敏
子
「
狂
雲
集
諸
本
の
校
合
に
つ
い
て　

附　

考
異
狂
雲
集
」（『
大
和
文
華
』
四
一
、
一
九
六
四
・
八
）
に
お
い
て
、「
一
休
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法
華
宗
ニ
ナ
ル
」
な
る
一
文
が
付
加
さ
れ
て
い
る
、
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
と
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
本
の
文
と

が
同
文
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
は
真
珠
庵
の
関
与
の
可
能
性
も
想
定
さ
れ
、
酬
恩
庵
・
真
珠
庵
両
者
の
交
流
の
な
か
か
ら
、

新
た
な
『
狂
雲
集
』
伝
本
が
生
み
出
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

【
翻
刻
】

・
通
行
字
体
を
用
い
、
句
読
点
を
補
う
。

　
　

一
休
法
華
宗
ニ
ナ
ル

康（
マ
マ
）正
二
年
冬
至
ノ
日
、
始
テ
法
華
宗
ニ

ナ
ル
。
我
身
後
ニ

我
門
弟
子
ニ

、
純
蔵
主
カ
印
可
ト
云
テ
、
イ
タ
カ
ヲ
ス
ル
僧
俗
ア
ラ
ン
。

我
存
生
之
時
タ
ニ
モ
、
我
カ
印
可
ト
云
僧
俗
ア
マ
タ
ア
リ
。
我
狂
シ
テ
、
自
然
カ
ナ
フ
ミ
ニ
テ
人
ヲ
褒
美
シ
タ
ル
事
ア
ル
ヘ
シ
。

ソ
レ
ハ
、
我
カ
女
坊
モ
チ
タ
ル
証
拠
ヲ
人
ニ

シ
ラ
シ
メ
ン
カ
タ
メ
ナ
リ
。
タ
ト
ヒ
臨
済
徳
山
ノ
如
ノ
者
ト
ホ
メ
タ
リ
ト
モ
、
カ

ナ
ニ
テ
ホ
メ
タ
ラ
ハ
、
一
向
ノ
狂
言
タ
ワ
コ
ト
ナ
ル
ヘ
シ
。
華
叟
和
尚
ハ
言
外
和
尚
ヨ
リ
ノ
印
可
ナ
シ
。
宗
純
又
華
叟
ヨ
リ
ノ

印
可
ナ
シ
。
我
他
宗
ニ
ナ
リ
タ
ラ
ハ
、
純
蔵
主
カ
印
可
ト
云
ト
モ
、
人
不
可
信
。
道
号
斎
名
又
ハ
御
影
ノ
賛
ナ
ン
ト
ニ
人
ヲ
褒

美
ス
ル
事
ハ
、
仁
義
也
。
ソ
レ
テ
印
可
ト
イ
ワ
ン
者
ハ
、
大
モ
ン
マ
ウ
ニ
シ
テ
一
文
不
通
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
大
ヌ
ス
人
ナ
ル

ヘ
シ
。
我
カ
身
後
ニ
、
我
印
可
ト
イ
ワ
ン
者
ヲ
ハ
、
此
ノ
証
状
ヲ
以
テ
官
ニ
訴
テ
、
盗
賊
之
罪
過
ニ
ヲ
コ
ナ
ウ
ヘ
シ
。
仍
後
日

ノ
為
ノ
状
如
件
。

昔
曹
洞
明
峰
和
尚
、
俗
人
ヲ
印
可
ア
リ
。
其
俗
、
和
尚
ノ
身
後
ニ
知
識
ト
ナ
リ
テ
、
其
ノ
児
孫
今
ニ
ア
リ
、
ト
ウ
ケ
タ
マ
ワ
リ

ヌ
。
カ
ノ
和
尚
モ
、
ソ
ノ
俗
ハ
サ
シ
タ
ル
者
ニ

テ
ナ
ケ
レ
ト
モ
、
結
縁
分
ニ

少
分
ノ
御
印
可
ア
リ
、
ト
世
間
ニ

人
申
也
。
当
代
言

外
和
尚
ノ
直
弟
ノ
俗
人
ア
リ
。
僧
ヲ
チ
ナ
リ
。
言
外
ニ
直
参
申
シ
タ
リ
ト
テ
、
人
ヲ
シ
テ
参
学
セ
シ
ム
。
コ
レ
ヲ
信
ス
ル
者
モ
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ア
リ
。
又
案
内
者
ハ
、
コ
ノ
俗
人
ハ
生
年
七
十
五
也
、
言
外
ノ
御
入
滅
ハ
七
十
一
年
也
、
初
生
孩
子
ヨ
リ
両
三
年
参
学
ヲ
ツ
カ

マ
ツ
ル
奇
特
ノ
人
ナ
リ
、
ト
申
ス
。
タ
ヽ
シ
我
ハ
、
総
シ
テ
僧
俗
ト
モ
ニ
印
可
シ
タ
ル
事
ハ
ナ
ケ
レ
ト
モ
、
カ
ヽ
ル
大
ヌ
ス
人

世
ニ
ア
レ
ハ
、
我
弟
子
ノ
僧
俗
ニ
モ
ヌ
ス
人
ハ
ア
リ
ヌ
ヘ
シ
。
上
代
サ
ヘ
ア
リ
、
況
末
法
ナ
ル
ヲ
ヤ
。
コ
レ
ニ
ヨ
ツ
テ
、
今
罰

文
ヲ
以
テ
申
ス
。
仏
祖
ノ
御
罰
タ
チ
マ
チ
ア
タ
リ
テ
、
眉
鬚
堕
落
ノ
ホ
ウ
ヲ
ウ
ケ
ン
ス
ル
ニ
、
僧
俗
ト
モ
ニ
印
可
シ
タ
ル
事
ナ

シ
。
他
宗
ニ

ナ
ル
ハ
、
我
レ
ヲ
得
法
ノ
者
ト
門
弟
子
ト
モ
ヲ
モ
ヘ
リ
。
カ
レ
コ
レ
ニ
ヨ
ツ
テ
、
カ
ク
ノ
コ
ト
ク
起
請
文
ヲ
カ
ク

ナ
リ
。

　

寛
正
二
年
六
月
十
六
日

　

ア
・
イ
の
資
料
を
通
し
て
見
え
て
く
る
の
は
、
一
休
没
後
、
酬
恩
庵
お
よ
び
真
珠
庵
に
お
い
て
、『
狂
雲
集
』『
自
戒
集
』
の

両
本
に
つ
い
て
、
内
容
的
な
改
編
を
伴
う
書
写
活
動
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
真
珠
庵
本
『
自
戒
集
』
の
み
に

存
す
る
作
品
や
、「
一
休
法
華
宗
ニ
ナ
ル
」
な
ど
が
、
酬
恩
庵
本
『
自
戒
集
』
に
合
綴
さ
れ
な
か
っ
た
一
休
自
身
の
断
片
的
な

メ
モ
に
基
づ
い
て
い
る
可
能
性
も
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
り
、
完
全
に
門
弟
た
ち
の
作
為
で
あ
る
と
ま
で
断
定
は
で
き
な
い
。

し
か
し
、
少
な
く
と
も
自
筆
本
お
よ
び
自
筆
を
含
む
本
か
ら
新
た
な
伝
本
を
生
み
出
し
て
い
る
こ
と
だ
け
は
確
か
で
、
こ
の
よ

う
な
活
動
と
、
室
町
末
か
ら
江
戸
の
初
め
に
爆
発
的
に
創
作
さ
れ
て
い
く
一
休
仮
託
の
法
語
や
笑
話
の
生
成
と
が
、
ど
こ
か
し

ら
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
一
休
墨
蹟
の
真
偽
取
り
混
ぜ
た
流
通
も
含
め
、
真
の
著
作
や
自
筆
資
料
の

延
長
線
上
に
近
世
の
一
休
像
は
形
成
さ
れ
、
茶
の
湯
の
流
行
や
出
版
文
化
の
普
及
と
い
っ
た
時
流
に
乗
っ
て
膨
ら
ん
で
い
っ
た
、

そ
の
動
き
を
実
は
門
弟
や
そ
の
後
継
者
が
陰
で
支
え
て
い
た
様
子
が
、
こ
れ
ら
の
資
料
か
ら
垣
間
見
え
る
よ
う
に
思
う
。
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二
　『
一
休
老
和
尚
不
審
物
』

　

本
作
品
は
、
一
休
と
銘
打
た
れ
て
い
る
も
の
の
、『
一
休
骸
骨
』『
一
休
水
鏡
』
等
の
仮
名
法
語
類
と
同
様
、
一
休
の
真
作
と

は
認
め
が
た
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、『
一
休
和
尚
全
集
』
第
四
巻
・
一
休
仮
名
法
語
（
春
秋
社
、
二
〇
〇
〇
）
に
も

収
め
ら
れ
ず
、
近
世
に
お
け
る
一
休
享
受
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
言
及
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ

に
紹
介
を
試
み
る
。

　

こ
れ
ま
で
管
見
に
入
っ
た
伝
本
は
、
架
蔵
本
と
群
馬
大
学
総
合
情
報
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
中
央
図
書
館
新
田
文
庫
本

N
188.84/I36f

『
一
休
不
審
草
子
』（
以
下
、
新
田
文
庫
本
）
の
二
本
の
み
で
、
両
者
同
版
本
で
あ
る
。
ま
ず
、
保
存
状
態
の
良

い
新
田
文
庫
本
に
よ
り
書
誌
を
示
す
。

　

原
装
縹
色
無
地
表
紙
（
二
七
・
三
×
一
八
・
五
糎
）、
五
つ
目
綴
、
原
題
簽
（
間
似
合
紙
風
の
滑
ら
か
な
料
紙
）
左
肩
双
辺
「
一
休

不
審
草
子
」。
本
文
無
辺
無
界
一
〇
行
一
八
字
前
後
、
字
高
二
一
・
七
糎
。
一
つ
書
き
次
行
以
下
低
一
格
。
句
点
・
ル
ビ
・
濁

点
・
竪
点
あ
り
。
版
心
「
一
休
不
審
草
子　

一
（
～
十
終
）」。
全
一
〇
丁
。
題
簽
下
部
余
白
部
分
に
朱
で
「
訥
」
ら
し
き
文
字

が
見
え
る
。
ま
た
、
裏
表
紙
裏
側
の
折
り
返
し
に
か
か
る
位
置
に
「
日
野
や
［　

］」
と
い
う
墨
書
が
あ
る
。
後
者
は
本
来
で

あ
れ
ば
見
返
紙
に
隠
れ
て
見
え
な
い
場
所
な
の
で
、
所
蔵
者
の
識
語
で
は
な
く
、
表
紙
屋
の
メ
モ
で
あ
ろ
う
か
。

　

架
蔵
本
は
原
装
茶
色
無
地
表
紙
、
た
だ
し
傷
み
が
激
し
く
、
表
表
紙
は
同
系
色
の
料
紙
で
補
修
あ
り
（
二
七
・
四
×
一
八
・
五

糎
）、
原
題
簽
も
傷
ん
で
い
た
た
め
か
、
別
紙
を
重
ね
て
貼
付
、「
一
休
老
和
尚
不
審
物
／
（
一
休
不
審
草
子
）」
と
墨
書
す
る
。

本
文
料
紙
に
も
部
分
的
な
裏
打
ち
が
あ
る
。
書
入
・
蔵
書
印
な
し
。

　

こ
の
よ
う
に
本
書
は
伝
本
が
少
な
く
、
そ
れ
ほ
ど
流
布
し
な
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
書
籍
目
録
に
は
、
寛
文
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一
〇
年
（
一
六
七
一
）
か
ら
正
徳
五
年
（
一
七
一
五
）
ま
で
、
書
名
を
「
不
審
双
紙
」（
元
禄
九
年
以
降
「
フ
シ
ン
サ
ウ
シ
」
と
ル
ビ

あ
り
）、
作
者
名
を
「
一
休
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
続
け
て
い
る
。
部
門
は
「
法
語
」（
元
禄
九
・
宝
永
六
・
正
徳
五
は
「
佛
書
」）
で

あ
る
（『
江
戸
時
代
書
林
出
版
書
籍
目
録
集
成
』
井
上
書
房
、
一
九
六
四
、
に
よ
る
）。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
遅
く
と
も
寛
文
一
〇
年
に

は
刊
行
さ
れ
、
近
世
中
期
ま
で
購
入
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

通
常
の
仮
名
法
語
と
は
異
な
り
、
仏
教
に
関
す
る
疑
問
を
掲
げ
て
「
不
審
の
事
」（
仮
名
表
記
も
あ
り
）
で
結
ぶ
文
章
を
列
挙

し
た
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
問
答
形
式
の
仮
名
法
語
で
あ
れ
ば
、
当
然
な
が
ら
答
え
の
中
に
こ
そ
作
者
が
意
図
す
る
教
化
内
容

が
含
ま
れ
て
い
て
、
問
い
は
そ
れ
を
引
き
出
す
き
っ
か
け
に
過
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
が
本
書
は
、
そ
の
「
不
審
」
に
対
す
る
答
え

は
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
仮
名
法
語
と
し
て
は
中
途
半
端
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

　

た
と
え
ば
僧
侶
の
説
法
の
際
に
、
聴
衆
が
持
つ
と
予
想
さ
れ
る
疑
問
を
こ
の
本
に
よ
っ
て
事
前
に
知
り
、
そ
こ
か
ら
ど
の
よ

う
に
話
す
べ
き
か
を
考
え
る
、
と
い
っ
た
使
い
方
は
可
能
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
い
っ
た
プ
ロ
向
け
の
書
物
と
し
て
作
ら
れ

た
の
で
あ
れ
ば
、
簡
単
な
漢
字
に
ま
で
ル
ビ
を
振
っ
た
り
、
濁
点
が
ほ
ぼ
全
体
に
施
さ
れ
て
い
た
り
し
て
、
専
門
家
以
外
の
読

者
も
想
定
し
て
い
る
よ
う
な
本
文
の
体
裁
に
な
っ
て
い
る
の
が
不
審
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
内
容
を
読
む
と
、
偶
像
崇
拝
、
現
世
利
益
の
た
め
の
祈
禱
、
後
世
を
弔
う
儀
礼
、
因
果
応
報
、
草
木
成
仏
、

輪
廻
転
生
、
神
仏
習
合
な
ど
、
中
世
に
お
け
る
顕
密
お
よ
び
浄
土
の
各
宗
派
の
教
義
と
そ
の
世
俗
化
と
い
う
展
開
の
な
か
で
普

及
し
た
世
界
観
や
死
生
観
に
対
す
る
根
本
的
な
疑
問
を
提
示
し
、
さ
ら
に
仏
教
に
は
合
理
的
な
自
然
観
が
欠
け
て
い
る
こ
と
ま

で
も
述
べ
た
上
で
、
自
ら
の
坐
禅
工
夫
に
よ
っ
て
「
不
審
」
を
離
れ
る
こ
と
こ
そ
悟
り
で
あ
る
、
と
禅
の
教
え
に
導
く
も
の
に

な
っ
て
い
る
（
た
だ
し
世
俗
的
な
権
威
に
堕
し
た
禅
僧
に
は
厳
し
い
批
判
の
目
を
向
け
る
）。
他
の
一
休
作
と
称
す
る
仮
名
法
語
が
、

一
部
を
除
け
ば
、
む
し
ろ
世
俗
的
な
仏
教
理
解
に
棹
さ
す
内
容
で
あ
る
の
と
は
一
線
を
画
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
ラ
デ
ィ
カ
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ル
な
姿
勢
こ
そ
が
一
休
に
ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
せ
る
面
白
さ
が
あ
ろ
う
。
仮
名
法
語
全
般
に
つ
い
て
の
知
識
が
乏
し
い
た
め
、

類
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
管
見
の
範
囲
で
は
『
夢
中
問
答
集
』
に
お
け
る
足
利
直
義
の
問
い
に
近
い
も
の
を
感
じ

た
。

【
翻
刻
】

・
架
蔵
本
を
底
本
と
し
、
虫
損
等
の
部
分
は
新
田
文
庫
本
を
参
照
し
た
。

・
句
点
・
ル
ビ
・
濁
点
は
原
文
の
ま
ま
と
し
、
竪
点
は
省
略
し
た
。
用
字
は
通
行
字
体
に
統
一
し
た
。

・
一
つ
書
き
に
通
し
番
号
を
加
え
た
。
面
が
わ
り
は
「（
一
オ
）」
の
ご
と
く
表
示
し
た
。

　
　

一
休
老
和
尚
不
審
物

1
一
仏
。
何な

に

事ご
と

も
。
人
の
。
い
の
り
を
。
か
な
へ
。
万よ
ろ
づ
じ自
由ゆ
う

自じ

在ざ
い

と
申
候
へ
共
。
大
世せ

尊そ
ん

を
。
は
じ
め
奉
り
。
病び
や
う
な
ん
し

難
死
苦く

を
。

図版 2：群馬大学総合情報メディ
アセンター蔵本表紙

図版 3：群馬大学総合情報メディ
アセンター蔵本冒頭
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う
け
さ
せ
給
ふ
。
不
審し
ん

の
事

2
一
仏ぶ

つ

体た
い

を
。
木き

に
き
ざ
み
。
絵ゑ

に
う
つ
し
。
い
け
る
が
ご
と
く
に
。
う
や
ま
ふ
と
い
へ
共
。
霊れ
い

な
き
こ
と
多
し
。
又
う
や
ま

は
ず
と
い
へ
共
。
し
ん
じ
ん
あ
る
人
と
。
か
は
り
な
き
。
ふ
し
ん
の
事

3
一
神じ

ん

社し
や

仏ぶ
つ

閣か
く

を
。
放ほ
う

火く
わ

す
る
人
あ
れ
ど
も
。
仏
神
忽
た
ち
ま
ち出
て
。
火
を
消け
す

こ
と
も
な
く
。
其
人
を
。
厳げ
ん

に
。（
一
オ
）
け
こ
ろ
し

給
ふ
こ
と
も
な
し
。
し
か
れ
ば
。
人
間
の
。
火く

わ

難な
ん

。
水す
い

難な
ん

を
。
い
か
に
し
て
。
す
く
ひ
給
ふ
べ
き
や
。
た
ゞ
し
。
仏
神
も
。
き

げ
ん
に
よ
る
か
。
ふ
し
ん
の
事

4
一
現げ

ん

世ぜ

に
て
。
後ご

世せ

を
。
た
す
く
る
様
あ
り
と
て
。
死し

骸が
い

に
。
き
や
う
か
た
び
ら
き
せ
。
額ひ
た
いに
。
梵ぼ
ん

字じ

を
す
へ
。
路み
ち

に
て
の
。

用や
う

と
て
。
杖つ
え

笠か
さ

ま
て
。
棺く
わ
んに
入
。
す
な
は
ち
。
や
き
も
し
。
う
づ
み
も
し
の
け
て
。
心
ば
か
り
。
極こ
く

楽ら
く

へ
も
。
地ち

獄ご
く

へ
も
。
ゆ

く
べ
き
や
。
ふ
し
ん
の
こ
と

5
一
旅た

び

の
時
。
光
く
わ
う
み
や
う
し
ん
ご
ん

明
真
言
と
て
。
諸し
よ

宗し
う

。
と
な
へ
て
。
来ら
い

世せ

（
一
ウ
）
の
。
く
ら
き
事
を
。
た
す
く
る
と
申
せ
ど
も
。
六
道た
う

の
。

火
と
て
。
六
と
こ
ろ
に
。
火
を
立た

つ

る
事こ
と

。
来
世
と
や
ら
ん
は
。
い
づ
く
や
ら
ん
。
不
審
の
こ
と

6
一
現げ

ん

世せ

に
て
。
諸し
よ

道だ
う

を
。
学か
く

文も
ん

す
る
こ
と
さ
へ
。
こ
ん
き
。
ま
ち
〳
〵
に
し
て
。
と
ゝ
の
へ
が
た
し
。
其そ
の

上う
へ

か
た
か
な
。
ま

め
が
な
。
だ
に
。
見
し
ら
ぬ
人
。
死
し
て
も
。
ゐ
ん
だ
う
。
ね
ん
じ
ゆ
し
。
あ
こ
を
つ
く
り
。
め
つ
ら
し
き
。
語ご

と
も
を
出
し
。

四
喝か

つ

を
。
く
だ
す
こ
と
。
死
人
聞
請
て
。
心
得
ゆ
く
よ
し
。
い
か
ゞ
〳
〵
。
不
審
の
事
。

7
一
引い

ん

導だ
う

あ
つ
て
。
た
し
か
に
。
成じ
や
う
ぶ
つ仏を
心
得
た
る
上
に
。
四
十
（
二
オ
）
九
日
。
百
ケ
日
。
年ね
ん

忌き

。
月く
わ
つ
き忌
と
て
。
い
ろ
〳
〵

の
。
と
ふ
ら
ひ
を
な
す
事
。
仏
に
経き

や
うと
云
へ
る
た
と
へ
か
。
如
何
と
。
心
も
と
な
き
か
。
み
や
う
が
の
為た
め

か
。
念
の
為
か
。
不

審
の
事
。

8
一
盆ぼ

ん

と
て
。
諸
も
ろ
〳
〵の
死
人
。
来
る
よ
し
。
兼か
ね

て
。
成し
や
う
ぶ
つ仏せ
よ
と
て
引い
ん

導だ
う

し
。
さ
ま
〳
〵
と
ふ
ら
ひ
を
な
し
。
又
存ぞ
ん
じ
や
う生に
も
。
し
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ゆ
〴
〵
。
後ご

世せ

を
願ね
が
いて
。
死
す
る
と
。
成
仏
と
。
心
得
し
人
の
。
跡
に
も
。
色
〳
〵
の
。
手た

向む
け

を
な
し
。
地ぢ

獄こ
く

の
竈か
ま

の
ふ
た
。

あ
く
と
て
。
生い

け

る
人
に
。
あ
へ
る
が
こ
と
く
す
。
扨さ
て

は
み
な
を
し
な
べ
て
。
地ぢ

獄ご
く

へ
落お
つ

る
や
。
是
も
念ね
ん

の
為
か
。
不
審
の
事
。

（
二
ウ
）

9
一
慥
に
成
仏
せ
し
と
お
も
ふ
。
亡
じ
や
に
も
。
仏
し
や
う
を
。
手
向
。
茶ち
や

菓く
わ

子し

を
。
ま
い
ら
す
る
こ
と
。
ほ
と
け
に
な
り
て

も
。
彼
と
こ
ろ
ふ
ぢ
ゆ
ふ
な
る
や
。
又
も
し
地ぢ

獄ご
く

に
墜お
ち

し
人
に
も
。
さ
ま
〳
〵
手
向
を
な
せ
ば
。
獄ご
く

卒そ
つ

ど
も
ゆ
る
し
て
。
そ
の

手
向
を
。
く
は
せ
に
。
か
へ
す
や
。
不
審
の
事
。

10
一
諸
経
は
。
さ
と
れ
と
の
。
お
し
へ
な
り
と
承
候
に
。
大
声
を
出
し
て
。
数
を
つ
く
り
て
よ
む
人
お
ほ
し
。
い
か
ゞ
心
得
が

た
し
。
と
い
へ
ば
結
縁
と
い
へ
り
。
今
の
よ
み
候
事
を
。
前
の
縁
と
申
さ
ん
哉
。
又
後
の
縁
と
申
さ
む
や
。
不
（
三
オ
）
審
の

事
。

11
一
魂こ

ん

霊れ
い

。
心し
ん

魄は
く

と
て
。
霊
あ
り
と
。
申
つ
た
へ
侍
れ
共
。
つ
ゐ
に
。
そ
の
か
た
ち
を
見
ず
。
し
か
れ
ど
も
。
生い
き
り
や
う
し
り
や
う

霊
死
霊
と
て
。

人
に
つ
く
と
申
す
。
さ
あ
ら
ば
。
末ま

つ

後ご

に
遺ゆ
い

言げ
ん

と
て
。
色
〳
〵
申
さ
ん
よ
り
。
魂こ
ん

魄は
く

来
て
。
用
ど
も
を
。
達た
つ

せ
さ
る
や
。
た
ゞ

し
霊れ

い

な
き
や
。
人
に
つ
く
こ
と
自じ

由ゆ
ふ

な
ら
ば
。
弓
矢
。
太
刀
か
た
な
も
。
い
ら
ず
。
の
ろ
ひ
殺こ
ろ

し
て
。
ほ
し
き
も
の
。
天
下
を

も
と
る
べ
し
。
た
ゞ
し
な
し
や
有
り
や
。
不
審
の
事
。

12
一
因い

ん

果く
わ

と
て
。
忽
た
ち
ま
ちむ
く
い
あ
る
よ
し
。
過く
わ
こ
い
ん
ぐ
わ
き
や
う

去
因
果
経
に
仏
は
。
説
た
ま
へ
と
も
。
人
に
よ
り
て
。
今こ
ん
じ
や
う生に
て
。
む
く
（
三

ウ
）
ひ
あ
る
人
と
。
む
く
ひ
な
き
人
と
あ
り
。
不
審
の
事
。

13
一
幼や

う

少せ
う

な
る
も
の
。
す
こ
し
も
。
あ
し
き
こ
と
を
な
さ
ず
し
て
。
十
歳
の
内
に
。
火く
わ
な
ん
す
い
な
ん
ご
う
び
や
う

難
水
難
業
病
を
。
う
く
る
。
是
は
。
因い
ん

果ぐ
わ

な
り
と
申
人
あ
り
。
何
を
以
申
伝つ
た
え候
哉
ら
ん
。
支し
し
や
う証
な
し
。
是
は
ほ
と
け
に
な
る
べ
し
や
。
罪
な
き
も
の
な
る
が
。
地
獄
に

お
つ
べ
し
や
ふ
し
ん
の
事
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14
一
諸
人
先
祖
代
〳
〵
さ
う
ぞ
く
な
く
て
は
。
出
生
あ
る
べ
か
ら
ず
。
然
に
三
代
ば
か
り
過
ば
。
と
ぶ
ら
は
ず
。
久
し
き
亡ば
う

者し
や

は
。
仏
に
な
る
や
。
何
に
な
る
や
。
不
審
の
事

15
一
弘こ

う

法ほ
う

伝で
ん

教ぎ
や
う
ゑ恵
心し
ん

法ほ
う

然ね
ん

日に
ち

蓮れ
ん

な
ど
は
。
日
本
に
て
（
四
オ
）
大
願
を
立
し
人
な
り
と
て
。
是
を
仏ぶ
つ

菩ほ

薩さ
つ

の
化け

身し
ん

な
り
と
申
伝

る
事
。
何
の
証し

や
う
こ拠
を
以
申
す
や
但た
ゝ
し
ご
く
ら
く

極
楽
よ
り
。
い
づ
か
た
へ
ぞ
。
と
ゞ
け
の
文
。
来
や
不
審
の
事
。

16
一
日
月
を
諸
人
。
仏
と
申
伝
へ
り
。
仏
の
始
は
。
釈
迦
也
。
釈し

や

迦か

已い

前ぜ
ん

の
。
ほ
と
け
も
。
諸
経
を
み
て
こ
そ
。
知
り
。
日
は

火
気
の
。
か
う
し
た
る
也
。
月
は
。
水
気
の
か
う
し
た
る
な
り
。
水
火
を
。
仏
と
な
ら
は
。
人
間
は
。
申
に
及
ば
す
。
山せ

ん

河か

大だ
い

地ぢ

。
い
づ
れ
か
水
火
な
ら
ざ
る
や
。
皆
ほ
と
け
な
ら
は
。
経
よ
み
。
座ざ

禅ぜ
ん

工
夫
。
い
ら
さ
る
も
の
か
。
但
先ま
づ

此こ
の

世
の
（
四
ウ
）

い
と
な
み
か
。
不
審
の
事

17
一
無む

心し
ん

の
草く
さ

木き

に
も
。
輪り
ん

廻ゑ

あ
り
と
申
伝つ
た

ふ
。
青あ
を

葉ば

と
。
な
り
。
又
黄き

ば
み
お
つ
。
是
を
輪
廻
と
申
也
。
又
是
も
自し

然ぜ
ん

の
理

な
る
や
誰た

れ

人
ぞ
。
草
木
に
な
り
て
。
よ
く
輪
廻
あ
る
こ
と
を
。
し
る
や
。
不
審
の
事

18
一
牛う

し

馬む
ま

鹿し
ゝ

猿さ
る

。
よ
ろ
つ
の
。
禽き
ん

獣じ
う

に
至い
た
るま
で
。
何な
ん

の
業ご
う

を
。
う
く
べ
し
や
。
し
か
れ
ど
も
大た
い
み
や
う名大
仁じ
ん

の
家
に
て
。
あ
ひ
せ
ら

る
ゝ
も
あ
り
。
貧ひ

ん

賎せ
ん

の
家
に
。
と
ら
え
ら
れ
。
大
業
を
請う
く
るも
あ
り
。
何
の
ゑ
ん
。
何
の
む
く
ひ
有
て
。
加
様
に
な
る
や
。
不
審

の
事
（
五
オ
）

19
一
大
地
よ
り
万ば
ん
ぶ
つ
し
や
う

物
生
ず
る
に
。
種し
ゆ

々
様さ
ま

〳
〵
の
。
色い
ろ

有あ
り

。
陰い
ん

と
陽や
う

と
。
何
と
し
て
別わ
か
つや
。
誰た
れ

あ
つ
て
是
を
。
生
す
る
。
は
か

り
こ
と
を
。
な
す
ぞ
や
。
ふ
し
ん
の
事

20
一
草
木
に
。
千
年
の
よ
は
ひ
。
あ
る
も
あ
り
。
又
年と

し

こ
と
に
。
か
れ
う
せ
て
。
春
こ
と
に
。
生
る
も
あ
り
。
是
は
何
の
因い
ん

果ぐ
わ

ぞ
や
。
不
審
の
事

21
一
同お

な
し
に
ん
た
い

人
体
を
。
う
け
な
が
ら
。
こ
ん
き
ま
ち
〳
〵
に
し
て
。
智ち

恵ゑ
き
や
う軽
重じ
う

あ
り
。
二に

親し
ん

の
。
な
す
と
こ
ろ
に
も
。
あ
ら
ず
。
其
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身
の
し
わ
ざ
と
も
。
み
え
ず
。
何
と
是
を
。
さ
た
す
べ
き
や
。
不
審
の
こ
と
（
五
ウ
）

22
一
酒
は
。
上
戸ご

の
腹は
ら

に
入
て
は
。
安あ
ん

楽ら
く

の
お
も
ひ
を
な
し
。
下げ

戸
の
腹
に
入
て
は
。
太
病
の
ご
と
く
に
な
れ
り
。
い
か
な
る

罪
の
。
相そ

う

違い

ぞ
不
審
の
事

23
一
鳥
類
の
中
に
。
雁か

り

は
秋
来
て
。
塞こ
ま
じに
か
へ
り
。
燕つ
は
めは
。
都
の
花
に
来
。
な
に
の
ゑ
ん
。
何
の
ち
ぐ
う
ぞ
や
。
ふ
し
ん
の
事

24
一
風
は
。
吹
時
は
。
大
木
を
も
折
。
大
船
を
も
。
は
し
ら
す
。
又
ふ
か
ぬ
と
き
は
。
い
つ
れ
の
所
に
。
い
か
な
る
。
形
に
て
。

あ
る
や
。
不
審
之
事

25
一
火
う
ち
に
。
火
あ
り
と
い
へ
ど
も
。
打
さ
れ
ば
。
出
ず
。
又
打
（
六
オ
）
出
す
火
。
物
に
つ
き
て
。
徳と
く

を
な
す
。
い
く
た

び
の
火
も
。
本
の
火
打
に
。
火
の
あ
る
事
。
何
と
お
さ
ま
る
や
。
ふ
し
ん
の
事

26
一
我
一
身
の
。
ね
い
り
た
る
時
。
風
の
お
さ
ま
る
と
。
同お

な
じか
た
ち
な
る
や
。
目
さ
む
れ
ば
。
何
方
よ
り
来
り
。
帰
る
や
ら
ん

身
を
は
な
た
ず
し
て
。
不
審
の
事

27
一
仏
神
に
。
い
の
る
こ
と
。
成
就
を
は
。
福
徳
一
命
も
。
お
も
ふ
ま
ゝ
に
。
い
の
り
お
き
。
さ
て
。
後
世
も
い
の
り
。
お
く

へ
き
こ
と
。
い
と
や
す
し
。
加
様
の
こ
と
も
。
き
と
く
な
く
て
。
い
の
ら
ざ
る
や
。
仏ぶ

つ

僧そ
う

神か
ん

主ぬ
し

。
す
ゝ
め
ま
わ
れ
ど
も
。（
六

ウ
）
し
や
う
い
ん
。
せ
ざ
れ
は
な
り
。
い
さ
ゝ
か
。
か
な
ふ
事
も
。
し
ぜ
ん
の
理
と
い
は
ん
か
。
ふ
し
ん
の
事

28
一
天
の
は
て
。
地
の
果は

て

。
日に
つ
し
よ
く蝕。
月
く
わ
つ
し
よ
く
蝕
と
て
。
し
ら
れ
ま
し
き
こ
と
を
。
む
か
し
よ
り
。
し
る
し
伝
へ
侍
る
。
心
が
け
て
も
。

人
に
よ
り
て
。
し
る
と
。
し
ら
さ
る
と
。
あ
り
。
不
審
の
事

29
一
天
照
大
神
は
。
慈ぢ

悲ひ
く
わ
う広
大だ
い

な
る
神
也
。
然し
か
るに
。
信し
ん

じ
て
。
参ま
い
るも
の
に
。
か
へ
つ
て
し
ほ
り
と
て
。
く
る
し
み
を
う
く
る
。

人
あ
り
。
不
審
の
事

30
一
天
照
大
神
は
。
法
師
を
い
み
た
ま
ひ
て
。
社や

し
ろの
前
へ
（
七
オ
）
も
。
よ
せ
給
は
ざ
る
に
。
寺
〳
〵
の
。
れ
き
〳
〵
と
し
た
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る
。
法
師
た
ち
の
。
信
し
て
。
参
り
た
ま
ふ
こ
と
な
れ
ば
。
ま
し
て
。
尼あ
ま

禅せ
ん

門も
ん

と
も
。
残
ら
ず
ま
い
り
。
後
生
ね
が
ひ
と
。
名

を
と
り
て
も
。
参
る
こ
と
。
ふ
し
ん
の
事

31
一
越ゑ

つ

中ち
う

の
国く
に

。
立
山
の
地
獄ご
く

。
伊い

豆づ

。
箱は
こ

根ね

。
越ゑ
つ

後こ

の
。
め
う
く
わ
つ
（
マ
マ
）山
。
な
と
ゝ
て
。
お
そ
ろ
し
き
。
所
あ
る
を
。
地
獄

と
。
申
な
ら
は
す
こ
と
仏
に
。
口
上
に
て
う
け
給
し
。
人
あ
る
か
仏
の
説せ

つ

に
は
み
え
ず
。
但た
ゞ
し日
本
に
て
申
出
し
た
る
ら
ん
。
い

か
や
う
の
心
に
て
。
地
獄
と
付
け
る
や
。
ふ
し
ん
の
事
（
七
ウ
）

32
一
物
を
ま
じ
な
ふ
こ
と
。
し
ぜ
ん
に
。
あ
ふ
こ
と
も
。
ま
じ
な
ひ
の
し
る
し
と
。
い
へ
ど
も
。
十
に
一
な
ら
で
は
。
き
か
ず

時
節
に
て
。
お
こ
り
な
ど
ふ
る
ひ
。
わ
な
ゝ
く
と
き
も
、
亡ぼ

う

魂こ
ん

の
つ
き
た
り
な
と
て
。
石い
し
ほ
と
け仏。
石い
し

神か
み

。
歳さ
い
の
か
み神。
ふ
る
き
石せ
き

塔た
う

な

ど
を
。
藁わ

ら

に
て
。
し
ば
り
て
。
亡
魂
。
邪
神
立
去
た
り
。
な
ど
ゝ
い
へ
る
。
う
へ
こ
そ
。
仏
神
五
り
ん
に
。
け
つ
れ
り
。
中
は
。

石
な
り
。
此
石
の
内
へ
は
。
風
た
に
い
ら
ぬ
も
の
と
。
み
ゆ
る
に
。
邪
心
に
て
も
、
慈じ

悲ひ

心し
ん

に
て
も
。
入
べ
き
こ
と
な
し
。
い

か
ゞ
ふ
し
ん
の
事

33
一
熊く

ま

野の

。
参さ
ん

詣け
い

と
て
参
る
人
多
し
。
一
番ば
ん

の
利り
し
や
う生
に
（
八
オ
）
は
。
死
す
る
也
。
二
番
の
り
し
や
う
に
は
。。
家い
へ

を
焼や
き

。
三

番
に
は
。
万よ

ろ
づの
失し
つ

墜つ
い

を
す
る
と
。
昔
よ
り
申
伝
へ
し
。
是
を
り
し
や
う
と
。
申
な
ら
は
し
た
り
。
右
の
三
ケ
条
を
。
祈い
の
りて
参
も

の
は
。
あ
る
ま
じ
。
然し

か
らば
。
人
も
。
い
の
ら
ぬ
。
り
し
や
う
を
。
何
事
に
。
あ
た
ふ
る
や
。
参
る
者
も
。
不
審
の
事

34
一
世
に
。
威い

勢せ
い

を
ふ
る
ふ
。
長
老
た
ち
。
何
事
を
し
り
。
何
事
を
。
さ
と
り
給
ひ
て
。
大
な
る
顔か
を

を
な
し
く
す
み
。
ち
ぎ
つ

て
お
は
す
る
や
法ほ

う

談だ
ん

を
の
べ
。
け
つ
か
う
な
る
。
け
さ
こ
ろ
も
に
。
身
を
ま
と
ひ
。
口
ぎ
よ
ふ
に
。
お
し
へ
た
ま
へ
ど
も
。
そ

の
身
は
。
い
さ
ゝ
か
も
。
お
こ
な
ひ
（
八
ウ
）
た
ま
は
ず
。
是
は
。
い
か
な
る
。
地
ご
く
に
か
。
落
給
ら
ん
。
木も
く

像ぞ
う

画ゑ

像そ
う

に
。

い
の
り
て
。
罪つ

み

を
の
が
れ
。
た
ま
ふ
や
。
ま
た
て
ん
ほ
に
。
あ
く
が
う
な
し
た
ま
ふ
や
。
心こ
ゝ
ろ
ね根
。
ふ
し
ん
の
こ
と

35
一
人
間
に
。
生む

ま
れを
う
け
て
。
学が
く

文も
ん

。
入
道
あ
る
人
も
あ
り
。
又
畜ち
く

類る
い

に
。
同
じ
様や
う

な
る
。
人
も
お
ほ
し
。
お
な
し
人
体た
い

に
て
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い
さ
ゝ
か
も
。
か
は
ら
ざ
る
に
。
と
き
人
と
。
に
ぶ
き
人
と
の
。
相さ
う

違い

あ
る
事
。
不
審
の
事

36
一
う
ら
な
ひ
人
。
よ
く
う
ら
な
ふ
と
て
。
天
下
に
。
か
く
れ
な
き
も
の
と
。
い
へ
ど
も
。
病ひ

や
う
な
ん
し

難
死
苦く

。
常つ
ね

の
人
に
。
か
は

（
九
オ
）
る
事
な
し
。
同
は
。
先ま
つ

人
を
う
ら
な
ひ
。
と
ま
せ
ん
よ
り
。
お
の
れ
が
。
災さ
い

難な
ん

な
く
。
富
と
み
さ
か
ゆ
る
盛
や
う
に
し
て
。
扨
人
を
も
。

た
す
け
た
き
事
な
り
。
但た

ゝ
し
み身
の
上
は
。
祈い
の

り
。
か
な
わ
ぬ
や
。
さ
あ
ら
ば
。
人
の
上
も
。
心
も
と
な
し
。
殊
に
。
出
家
な
ぞ
の
。

い
の
り
。
き
た
う
。
い
さ
ゝ
か
も
。
お
ろ
か
な
る
事
な
り
。
仏
は
。
奇き

特ど
く

な
き
を
。
正し
や
う
ぼ
う法と
お
し
へ
。
た
ま
ふ
に
。
相さ
う

違い

あ
る

こ
と
な
り
。
け
さ
こ
ろ
も
。
に
あ
は
ず
侍
る
。
お
ん
や
う
じ
。
祈き

禱た
う

法ほ
う

師し

の
わ
ざ
。
よ
わ
た
る
。
あ
き
な
ひ
か
。
又
心し
ん
し
や
う上に
。

て
つ
し
つ
る
か
。
不
し
ん
の
事
（
九
ウ
）

37
一
同
人
に
生む
ま
れて
。
狐
き
つ
ね
た
ぬ
き
貉
の
様や
う

な
る
。
法ほ
う

師し

等ら

に
。
た
ぶ
ら
か
さ
れ
て
。
万よ
ろ
つの
人
。
不
審
を
な
さ
ず
し
て
。
一
命
の
た
め
と
て
。

木も
く

仏ぶ
つ

絵ゑ

像そ
う

に
。
心
を
う
ば
わ
れ
。
お
ほ
く
の
宝た
か
らを
。
つ
く
し
。
大
さ
ん
ふ
ぐ
ん
を
。
ゝ
こ
な
ひ
。
さ
ま
〳
〵
の
。
祈き

禱た
う

を
い
た

し
。
金き

ん

銀ぎ
ん

を
。
ち
り
ば
め
。
家い
へ

を
。
う
し
な
ふ
も
の
あ
り
。
又
祈き

禱た
う

法ほ
う

師し

は
。
善ぜ
ん

根こ
ん

は
。
し
き
み
の
下
よ
り
。
か
へ
る
と
い
へ

り
。
か
へ
る
や
不
審
の
事

38
一
四
生し

や
うに
。
し
や
う
や
う
す
る
も
の
は
。
過く
わ

去こ

を
し
る
こ
と
な
し
。
こ
ゝ
に
お
ひ
て
。
坐さ

禅ぜ
ん

を
な
し
。
万よ
ろ
つの
事
。
工く

（
十

オ
）
夫ふ
う

し
て
、
き
や
う
が
い
に
。
不
審
を
は
な
る
ゝ
を
。
悟
と
申
な
り
。
経き
や
う
も
ん文は
。
二
や
う
な
る
物
な
れ
ば
。
知
り
が
た
し
。

お
ろ
か
な
る
人
。
悟さ

と
りと
や
ら
ん
云
事
は
。
山
の
あ
な
た
な
る
こ
と
ゝ
か
や
。
い
か
に
し
て
。
凡ぼ
ん

夫ぶ

の
。
さ
と
り
得へ

ん
と
。
お
も

ひ
き
り
て
。
手て

も
つ
け
ず
。
な
に
こ
と
を
か
。
さ
と
る
と
。
心
得
た
る
ら
ん
。
不
審
の
事

39
一　

法ほ

華け
き
や
う
に
い
は
く

経
曰　

如に
よ

是ぜ

相そ
う　

如
是
性し
や
う　

如
是
体た
い　

如
是
力り
き　

如
是
作さ　

如
是
因い
ん　

如
是
縁ゑ
ん　

如
是
報ほ
う　

如
是
本ほ
ん

末ま
つ

究く
き
や
う竟
等と
う
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黄
檗
希
運
の
母
を
度
す
る
伝
説
に
つ
い
て

林　
　

觀　

潮

目
　
次

は
じ
め
に

一
、
南
宋
『
運
菴
普
巖
禪
師
語
録
』「
大
義
渡
」
の
頌
詩

二
、
南
宋
『
五
家
正
宗
贊
』「
黄
檗
斷
際
禪
師
」
の
簡
約
記
事

三
、
元
代
『
新
増
説
文
韻
府
群
玉
』「
足
心
誌
」
の
神
話
的
な
表
現

四
、
明
僧
即
非
「
題
斷
際
運
和
尚
度
母
圖
倂
序
」
の
詳
し
い
描
写

五
、
大
義
渡
と
西
溪
村
―
永
遠
の
郷
愁

お
わ
り
に

は
じ
め
に

　

唐
代
の
禅
僧
黄
檗
希
運
（
？
―
八
五
〇
）
は
、
福
建
福
唐
（
今
の
福
建
省
福
州
市
福
清
）
の
林
氏
の
出
身
で
、
故
郷
の
黄
檗
山
建

福
禅
寺
（
今
の
福
清
黄
檗
山
萬
福
禅
寺
）
で
出
家
し
、
江
西
、
安
徽
、
浙
江
な
ど
長
江
下
游
の
各
地
に
遊
学
し
、
百
丈
懐
海
（
七

四
九
―
八
一
四
）
の
法
を
嗣
ぎ
、
洪
州
に
黄
檗
山
広
唐
寺
（
今
の
江
西
省
宜
豊
県
黄
崗
郷
黄
檗
寺
）
を
開
き
、
大
い
に
禅
風
を
扇
い
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だ
。
希
運
は
『
傳
心
法
要
』
の
語
録
を
伝
え
、
そ
の
寂
後
に
唐
の
宣
宗
か
ら
「
斷
際
禪
師
」
の
諡
号
を
勅
賜
さ
れ
、
ま
た
臨
済

宗
の
祖
で
あ
る
義
玄
（
？
―
八
六
七
）
の
師
と
し
て
も
よ
く
知
ら
れ
る（　
）
1

。

　

希
運
は
そ
の
業
績
と
深
い
影
響
が
あ
っ
た
故
、
時
代
を
超
え
て
後
世
の
人
々
に
慕
わ
れ
、
そ
の
生
涯
の
事
跡
に
様
々
な
伝
説

を
付
け
加
え
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
希
運
が
唐
の
宣
宗
を
教
え
た
こ
と
、
希
運
と
裴
休
（
七
九
七
―
八
七
〇
）
と
の
師
弟
の
関
係
、

希
運
が
母
を
度
化
し
た
こ
と
、
希
運
が
「
塵
勞
迥
脫
事
非
常
、
緊
把
繩
頭
做
一
場
。
不
是
一
翻
寒
徹
骨
、
怎
得
梅
花
撲
鼻
香
」

と
い
う
梅
花
の
詩
を
作
っ
た
こ
と
、
希
運
が
趙
州
從
諗
（
七
七
八
―
八
九
七
）
の
無
字
公
案
を
用
い
た
こ
と
、
な
い
し
希
運
が
歴

史
上
の
著
名
な
予
言
者
で
唐
代
か
ら
近
代
ま
で
の
歴
史
発
展
を
予
見
し
て
数
の
あ
る
讖
詩
を
作
っ
た
こ
と
な
ど
。

　

そ
の
様
々
な
伝
説
の
中
、
希
運
の
母
を
度
す
る
伝
説
は
、
日
中
両
国
の
仏
教
界
に
よ
く
知
ら
れ
、
今
日
も
人
々
の
心
に
感
動

を
与
え
て
い
る
。
希
運
度
母
の
形
成
と
受
容
に
つ
い
て
は
、
小
川
太
龍
氏
が
既
に
素
晴
ら
し
い
論
考
を
出
さ
れ
た（　
）
2

。
拙
稿

は
度
母
伝
説
の
本
質
を
故
郷
と
親
を
別
れ
た
郷
愁
と
理
解
し
、
そ
の
内
容
の
発
展
に
関
し
て
探
究
を
補
っ
て
試
み
る
。

一
︑
南
宋
『
運
菴
普
巖
禪
師
語
録
』「
大
義
渡
」
の
頌
詩

　

希
運
度
母
の
伝
説
は
、
早
期
の
記
事
と
し
て
、
南
宋
の
運
菴
普
巖
（
一
一
五
六
―
一
二
二
六
）
の
語
録
に
見
え
る
。『
運
菴
普

巖
禪
師
語
録
』「
偈
頌
」
に
あ
る
頌
詩
の
「
大
義
渡
」
は
、「
孩
兒
不
見
棄
渾
身
、
可
惜
婆
婆
眼
不
親
。
白
浪
洪
波
無
了
日
、
至

今
愁
殺
渡
頭
人
。（
孩
兒
を
見
え
ず
に
渾
身
を
棄
て
、
惜
し
む
べ
し
、
婆
婆
の
眼
が
不
親
な
る
こ
と
を
。
白
浪
と
洪
波
は
了
日
無
け
れ
ば
、

今
に
至
っ
て
も
渡
頭
の
人
を
愁
殺
す
。）」
と
書
い
た（　
）
3

。

　

清
代
性
音
編
の
『
禪
宗
雜
毒
海
』
卷
四
に
収
め
ら
れ
、
天
目
文
禮
（
一
一
六
七
―
一
二
五
〇
）
が
作
っ
た
同
名
の
頌
詩
「
大
義
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渡
」
は
、「
白
頭
望
盡
萬
重
山
、
曠
劫
恩
波
徹
底
乾
。
不
是
胸
中
藏
忤
逆
、
出

家
端
的
報
親
難
。（
白
頭
は
万
重
の
山
を
望
み
尽
し
、
曠
劫
の
恩
波
を
徹
底
に
乾
す
。

胸
中
に
忤
逆
を
蔵
す
る
に
あ
ら
ず
ん
ば
、
出
家
は
端
的
に
親
を
報
い
難
き
な
り
。）」
と

書
い
た（　
）
4

。
因
み
に
、
天
目
文
禮
は
運
菴
の
法
弟
で
あ
る
。

　

こ
の
二
詩
は
共
に
母
が
大
義
渡
の
船
場
に
希
運
の
帰
り
を
待
つ
情
景
を
表
し

て
い
る
。
二
詩
に
よ
れ
ば
、
希
運
度
母
の
伝
説
は
十
三
世
紀
の
禅
宗
文
学
に
お

い
て
初
め
て
記
録
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

運
菴
普
巖
は
浙
江
明
州
の
杜
氏
の
出
身
で
、
臨
済
宗
の
禅
僧
で
あ
り
、
浙
江

に
法
を
弘
め
、
日
本
禅
宗
と
深
い
因
縁
を
持
っ
た
。
運
菴
は
松
源
崇
岳
（
一
一

三
二
―
一
二
〇
二
）
に
法
を
嗣
ぎ
、
虛
堂
智
愚
（
一
一
八
五
―
一
二
六
九
）
に
法
を

伝
え
、
虛
堂
は
入
宋
求
法
の
日
本
僧
南
浦
紹
明
（
一
二
三
五
―
一
三
〇
八
）
に
法

を
伝
え
た
。
南
浦
は
帰
国
後
、
大
い
に
禅
宗
を
弘
め
、
圓
通
大
應
國
師
の
諡
号

を
賜
り
、
そ
の
門
流
は
大
應
派
と
呼
ば
れ
る（　
）
5

。

　

南
浦
は
宗
峰
妙
超
（
一
二
八
二
―
一
三
三
七
）
に
法
を
伝
え
、
宗
峰
は
關
山
慧

玄
（
一
二
七
七
―
一
三
六
〇
）
に
法
を
伝
え
た
。
宗
峰
は
京
都
紫
野
に
龍
寶
山
大

德
寺
を
創
り
、
臨
済
宗
大
徳
寺
派
を
開
き
、
關
山
は
京
都
洛
西
に
正
法
山
妙
心

寺
を
創
り
、
臨
済
宗
妙
心
派
を
開
い
た（　
）
6

。
こ
の
故
、
運
菴
の
法
脈
は
日
本

禅
宗
の
中
に
綿
々
と
し
て
延
び
る
。
現
存
の
『
運
菴
普
巖
禪
師
語
録
』
の
版
本

（『運菴普巖禪師語録』「大義渡」、日本南北朝時代刊、日本国立国会図書館存）



442

の
中
、
日
本
元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）
に
、
妙
心
寺
派
禅
僧
宗
著
が
再
刊
し
た
も
の
が
あ
る
。
宗
著
は
ま
た
『
炎
宋
安
吉
州
道

場
山
護
聖
萬
歲
禪
寺
運
菴
禪
師
行
實
』
を
撰
し
、
運
菴
語
録
の
後
ろ
に
付
け
た（　
）
7

。『
運
菴
普
巖
禪
師
語
録
』
の
流
伝
に
伴
っ

て
、
頌
詩
「
大
義
渡
」
に
表
れ
た
希
運
度
母
の
伝
説
は
、
日
本
仏
教
に
も
広
が
り
、
人
々
の
興
味
を
誘
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
う
。

二
︑
南
宋
『
五
家
正
宗
贊
』「
黄
檗
斷
際
禪
師
」
の
簡
約
記
事

　

運
菴
に
や
や
遅
れ
て
、
運
菴
の
法
侄
に
あ
た
る
希
叟
紹
曇
（
？
―
一
二
九
七
）
は
南
宋
理
宗
寶
祐
二
年
（
一
二
五
四
）
撰
の

『
五
家
正
宗
贊
』
に
、
簡
約
的
に
希
運
の
度
母
伝
説
を
纏
め
た（　
）
8

。

　
『
五
家
正
宗
贊
』
卷
一
に
あ
る
「
黄
檗
斷
際
禪
師
」
は
、
希
運
語
録
か
ら
の
事
跡
と
機
縁
の
精
選
で
あ
る
。
そ
の
中
の
一
節

に
、「
師
俗
居
貧
。
母
老
、
聞
師
住
黄
檗
、
特
來
相
見
。
師
不
顧
、
母
為
飢
寒
。
至
大
義
渡
頭
、
失
脚
攧
死
。
後
果
生
天
、
夢

師
曰
：
我
當
時
若
受
汝
一
粒
米
、
當
墮
地
獄
、
寧
有
今
日
。
再
拜
而
去
。（
師
の
俗
居
は
貧
な
り
。
母
は
老
い
て
、
師
の
黄
檗
に
住
す

る
を
聞
き
、
特
に
来
り
て
相
見
す
。
師
は
顧
み
ず
。
母
は
為
に
飢
寒
な
り
。
大
義
渡
頭
に
至
り
、
失
脚
し
攧
死
す
。
後
に
果
し
て
天
に
生
ず
る
。

師
を
夢
に
し
て
曰
わ
く
、「
我
れ
は
当
時
若
し
汝
に
一
粒
の
米
を
受
け
れ
ば
、
当
に
地
獄
に
堕
す
べ
し
。
寧
ぞ
今
日
有
ら
ん
や
」
と
。
再
び
拝

し
て
去
る
）」
と
書
い
た
。

　

こ
こ
に
、
希
叟
は
簡
約
的
な
散
文
で
、
希
運
が
母
に
世
間
一
般
の
世
話
を
し
な
く
て
反
っ
て
母
を
度
し
た
こ
と
を
書
き
、
出

家
す
れ
ば
ま
さ
に
親
の
愛
を
徹
底
に
棄
て
成
道
に
な
れ
る
故
に
、
親
を
度
化
で
き
る
と
言
う
趣
旨
を
示
し
た
。

　

希
叟
は
西
蜀
の
出
身
で
、
臨
済
宗
の
禅
僧
で
あ
り
、
無
準
師
範
（
一
一
七
七
―
一
二
四
九
）
に
法
を
嗣
ぎ
、
浙
江
に
法
を
弘
め
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た
。
運
菴
と
同
じ
く
、
希
叟
も
日
本
禅
宗
と
深
い
因
縁
が
あ
り
、
弟
子
の
中
に
入
宋
の
日
本
僧
白
雲
惠
曉
が
居
た
。
そ
の
『
希

叟
紹
曇
禪
師
語
録
』
は
南
宋
衛
王
二
年
（
元
世
祖
至
元
十
六
年
、
一
二
七
九
）
に
編
成
さ
れ
、
白
雲
惠
曉
に
よ
っ
て
日
本
に
持
ち

帰
ら
れ
た（　
）
9

。

　
『
希
叟
紹
曇
禪
師
語
録
』
の
中
、
法
語
の
「
示
東
川
希
革
侍
者
、
往
江
陵
省
親
」
が
あ
り
、「
革
侍
者
髫
齓
出
家
、
尋
師
訪
道
、

奮
志
効
圓
通
萬
庵
之
作
。
每
恨
不
逢
樵
子
徑
、
未
識
葛
洪
家
。
朅
來
玉
乳
峰
前
、
背
法
堂
、
著
草
鞋
。
上
門
上
戶
眼
如
鈴
、
有

麼
有
麼
機
如
電
。
不
消
山
僧
輕
輕
噴
啑
、
寒
毛
卓
竪
、
緊
捉
烏
藤
、
革
轍
二
門
、
必
期
打
透
。
頻
呼
小
玉
、
認
即
非
聲
。
扯
破

犀
牛
、
見
即
非
色
。
稍
知
蹊
逕
、
痛
欲
加
鞭
。
秋
風
襲
衣
、
遽
有
江
陵
省
親
之
舉
。
臨
行
需
語
、
為
途
中
道
伴
。
因
謂
學
道
如

初
、
成
佛
有
餘
。
驊
騮
墮
地
、
抱
千
里
之
志
、
不
可
半
途
而
息
。
大
鵬
展
翅
、
乘
九
萬
之
風
、
豈
戀
槍
榆
之
樂
。
當
思
一
等
喫

花
瑞
菜
、
春
陽
煦
嫗
、
霜
雪
憑
陵
、
信
口
吐
出
、
如
優
曇
薝
蔔
。
撲
鼻
馨
香
。
原
其
所
自
。
無
非
離
心
意
。
出
聖
凡
。
項
上
生

鐵
三
百
斤
。
打
硬
做
成
。
任
是
古
佛
。
也
合
低
頭
。
甘
聽
處
分
。
到
者
裏
。
森
羅
萬
像
。
介
甲
昆
蟲
。
總
是
生
身
父
母
。
春
水

滿
澤
。
夏
雲
奇
峰
。
秋
月
揚
輝
。
冬
松
孔
秀
。
時
時
順
色
。
日
日
承
顏
。
冷
面
相
看
。
少
曾
間
隔
。
豈
不
思
大
義
渡
、
放
慕
顧

一
著
子
、
日
月
星
辰
為
之
撲
落
。
放
一
線
道
、
緊
繫
草
鞋
。
若
到
江
陵
、
有
問
千
丈
巖
前
事
、
切
不
得
道
。
奉
化
縣
到
山
四
十

里
、
興
盡
早
回
。
革
轍
向
上
、
大
有
事
在
、
亦
要
汝
東
針
西
劄
。
予
當
忍
死
而
俟
。」
と
書
い
た
。

　

こ
こ
に
あ
る
「
豈
不
思
大
義
渡
、
放
慕
顧
一
著
子
、
日
月
星
辰
為
之
撲
落
（
豈
に
大
義
渡
を
思
わ
ん
や
、
慕
顧
の
一
著
子
を
放
せ

ば
、
日
月
星
辰
は
こ
の
為
に
撲
落
す
る
こ
と
に
な
り
）」
の
一
句
は
、
希
運
の
度
母
故
事
を
指
し
、『
五
家
正
宗
贊
』「
黄
檗
斷
際
禪

師
」
の
記
事
と
同
じ
趣
旨
を
示
し
た
。

　

現
に
公
開
さ
れ
た
最
古
の
希
運
語
録
の
版
本
は
、
南
宋
紹
興
十
八
年
戊
辰
（
一
一
四
八
）
で
福
州
開
元
禅
寺
に
雕
造
さ
れ
た

毗
盧
大
藏
經
の
『
千
字
文
』
序
列
の
「
實
」
の
部
に
あ
る
『
天
聖
廣
燈
録
』
第
一
帙
の
卷
首
に
収
め
ら
れ
た
『
筠
州
黄
檗
山
断
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際
禪
師
傳
心
法
要
』
と
『
黄
檗
断
際
禪
師
宛
陵
録
』、
ま
た
『
天
聖
廣
燈
録
』
卷
八
に
収
め
ら
れ
た
『
筠
州
黄
檗
鷲
峯
山
断
際

禪
師
』
で
あ
る（　
）
10

。
こ
の
三
種
の
語
録
は
、
希
運
の
本
来
面
目
に
最
も
接
近
し
、
そ
の
事
跡
と
禅
風
を
的
確
に
伝
え
る
最
も

信
用
で
き
る
読
本
と
考
え
ら
れ
る
。

　

南
宋
理
宗
寶
祐
二
年
（
一
二
五
四
）
に
成
書
し
た
希
叟
『
五
家
正
宗
贊
』「
黄
檗
斷
際
禪
師
」
の
內
容
に
は
、
希
運
の
度
母
伝

説
の
一
節
以
外
、
ほ
か
の
部
分
は
百
年
前
の
福
州
開
元
禅
寺
版
希
運
語
録
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
度
母
伝
説
の
一
節
は
、
希
叟

の
新
し
い
追
加
と
思
わ
れ
る
。

　

運
菴
普
巖
、
天
目
文
禮
、
希
叟
紹
曇
な
ど
の
影
響
を
受
け
て
、
元
代
成
宗
大
德
五
年
（
一
三
〇
一
）、
普
洽
は
撰
し
た
「
蘇
州

景
德
寺
普
潤
大
師
行
業
記
」
に
、
南
宋
末
期
の
普
潤
法
雲
の
親
孝
行
を
讃
美
し
、
希
運
の
度
母
伝
説
を
も
引
用
し
た
。
そ
の
中
、

「
普
潤
大
師
、
名
法
雲
、
字
天
瑞
、
自
稱
無
機
子
。···

。
續
因
慈
母
年
邁
、
思
念
報
親
之
恩
、
遂
謝
事
歸
寧
、
廬
于
祖
墳
、
曰

藏
雲
。
居
雖
叢
爾
、
躡
屩
尤
多
、
假
道
問
津
、
盈
諸
戶
外
。
仍
造
西
方
三
聖
像
設
、
廣
以
化
人
。
其
母
後
有
微
疾
、
師
就
臥
床
、

夜
講
心
經
、
念
彌
陀
佛
。
佛
放
金
光
、
母
及
四
方
無
不
瞻
覩
。
殊
祥
既
兆
、
臨
終
怡
然
。
火
餘
舍
利
、
燦
如
圓
珠
。
閱
數
日
、

現
蓮
華
跡
二
莖
、
其
為
生
處
蓋
可
知
矣
。
以
此
方
彼
大
義
渡
頭
為
道
、
似
乎
岐
致
。
然
至
人
適
理
、
何
往
不
從
？
故
我
世
尊
上

昇
忉
利
說
法
酬
恩
、
指
鬘
比
丘
彌
為
慈
行
。···

。
大
德
五
年
歲
在
辛
丑
九
月
九
日
、
嗣
祖
住
持
永
定
教
寺
、
吉
祥
雄
辯
大
師
普

洽
記
。」
と
書
い
た（　
）
11

。

　

こ
こ
に
あ
る
「
以
此
方
彼
大
義
渡
頭
為
道
、
似
乎
岐
致
。
然
至
人
適
理
、
何
往
不
從
（
こ
れ
を
以
っ
て
か
の
大
義
渡
頭
の
為
道

を
方
す
れ
ば
、
岐
致
に
似
た
る
。
然
る
に
至
人
は
理
に
適
え
ば
、
何
ん
ぞ
往
い
て
従
わ
ず
こ
と
な
ら
ん
や
）」
と
い
う
一
句
に
、
普
洽
は
普

潤
の
帰
郷
し
て
母
の
世
話
を
し
た
こ
と
と
希
運
の
母
を
顧
み
な
か
っ
た
こ
と
を
、
実
に
同
じ
く
至
人
の
振
る
舞
い
で
仏
理
に
適

っ
て
母
を
成
道
さ
せ
る
と
考
え
た
。
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三
︑
元
代
『
新
増
説
文
韻
府
群
玉
』「
足
心
誌
」
の
神
話
的
な
表
現

　
『
五
家
正
宗
贊
』
成
書
の
百
年
後
、
元
代
順
帝
至
正
十
六
年
（
一
三
五
六
）
刊
刻
の
『
新
増
説
文
韻
府
群
玉
』
は
、「
四
寘·

痣
」
の
条
目
に
、
神
話
的
な
彩
り
を
持
つ
希
運
の
度
母
伝
説
を
、
次
の
よ
う
に
書
い
た（　
）
12

。

　
「
足
心
誌
。
黄
檗
運
禪
師
得
道
之
後
、
忽
思
省
侍
父
母
。
一
婆
子
出
問
：
何
處
。
曰
：
江
西
。
婆
曰
：
我
家
亦
有
一
子
、
在

江
西
多
年
不
歸
。
因
借
宿
、
婆
親
為
洗
足
。
運
足
心
一
誌
甚
大
。
婆
失
記
是
其
子
。
次
日
、
運
辞
去
、
於
三
里
外
説
與
郷
人

云
：
吾
母
不
識
山
僧
、
但
母
子
一
見
足
矣
。
郷
人
報
知
其
母
。
母
趕
至
福
清
渡
、
運
已
登
舟
。
母
一
跌
而
終
。
運
不
回
、
但
於

隔
岸
秉
炬
、
法
語
云
：
一
子
出
家
、
九
族
登
天
。
若
不
生
天
、
諸
佛
妄
言
。
擲
炬
、
火
然
。
兩
岸
人
皆
見
其
母
於
火
焔
中
轉
為

男
子
身
、
乗
大
光
明
、
上
生
夜
摩
天
宮
。
後
官
司
改
福
清
渡
為
大
義
渡
。（
足
心
の
誌
。
黄
檗
運
禅
師
は
得
道
の
後
、
忽
に
父
母
を
省

侍
す
る
こ
と
を
思
う
。
一
の
婆
子
は
出
て
、「
何
処
」
と
問
う
。「
江
西
」
と
曰
わ
く
。
婆
は
、「
我
が
家
に
ま
た
一
子
有
り
、
江
西
に
在
る
こ

と
多
年
に
し
て
帰
ら
ず
」
と
曰
わ
く
。
因
っ
て
宿
を
借
り
、
婆
は
親
し
く
為
に
足
を
洗
う
。
運
の
足
心
に
一
誌
は
甚
だ
大
な
り
。
婆
は
是
れ
其

の
子
な
る
を
失
記
す
。
次
の
日
、
運
は
辞
し
て
去
り
、
三
里
外
に
於
い
て
郷
人
に
説
与
し
て
云
わ
く
、「
吾
が
母
は
山
僧
を
識
ら
ず
、
但
し
母

子
は
一
見
し
て
足
り
る
」
と
。
郷
人
は
其
の
母
に
報
知
す
。
母
は
趕
っ
て
福
清
渡
に
至
っ
て
も
、
運
は
已
に
舟
に
登
る
。
母
は
一
跌
し
て
終
わ

る
。
運
は
回
ら
ず
、
但
だ
隔
岸
に
於
い
て
秉
炬
を
し
、
法
語
を
し
て
云
わ
く
、「
一
子
は
出
家
す
れ
ば
、
九
族
は
天
に
登
る
。
若
し
生
天
せ
ざ

れ
ば
、
諸
仏
は
妄
言
す
る
こ
と
に
な
り
」
と
。
炬
を
擲
げ
、
火
は
然
ゆ
る
。
両
岸
の
人
は
み
な
其
の
母
が
火
焔
中
に
於
い
て
転
じ
て
男
子
の
身

と
為
り
、
大
光
明
に
乗
り
、
夜
摩
天
宮
に
上
生
す
る
こ
と
を
見
る
。
後
に
官
司
は
、
福
清
渡
を
改
め
て
大
義
渡
と
為
す
。）」

　
『
五
家
正
宗
贊
』「
黄
檗
斷
際
禪
師
」
と
比
較
す
れ
ば
、『
新
増
説
文
韻
府
群
玉
』「
足
心
誌
」
の
記
事
は
、
希
運
の
言
動
、
郷

人
の
所
見
な
ど
の
細
節
を
添
加
し
た
。
し
か
も
、
両
岸
の
人
た
ち
が
み
な
見
え
る
、
母
の
火
焔
中
に
男
子
の
身
と
変
化
し
て
夜
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摩
天
宮
に
上
生
す
る
と
言
う
生
々
し
い
場
景
は
、
明
ら
か
に
神
話
的
な
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
は
、『
五
家
正
宗
贊
』「
黄
檗
斷
際

禪
師
」
に
あ
る
母
が
夢
に
現
れ
て
生
天
を
知
ら
せ
た
と
言
う
冷
静
的
な
記
事
と
、
随
分
違
っ
て
い
た
。
世
間
の
現
実
を
超
え
た
、

こ
の
神
話
的
な
表
現
は
、
人
た
ち
に
衝
撃
的
な
印
象
を
与
え
、
好
ま
れ
て
長
く
流
伝
さ
れ
た
。

　

十
八
世
紀
の
江
戸
時
代
、
日
本
臨
済
宗
妙
心
寺
派
の
無
著
道
忠
（
一
六
五
三
―
一
七
四
四
）
は
『
禪
林
象
器
箋
』
の
「
秉
炬
」

条
目
に
、
元
代
『
新
増
説
文
韻
府
群
玉
』「
足
心
誌
」
に
あ
る
希
運
の
度
母
記
事
を
そ
の
ま
ま
抄
録
し
た（　
）
13

。

　
『
禪
林
象
器
箋
』
第
一
九
類
「
喪
薦
門
」：「
秉
炬
。
敕
修
清
規
、
尊
宿
荼
毗
、
云
：
喪
至
涅
槃
臺
。
喪
司
維
那
、
俟
都
寺
上

香
茶
了
、
進
前
燒
香
。
引
小
師
、
拜
請
秉
炬
佛
事
。
舊
說
曰
：
秉
炬
與
下
火
同
。
然
因
師
集
賢
録
分
為
二
。
或
曰
：
秉
炬
語
長
、

下
火
語
短
。
又
下
火
一
人
行
之
、
秉
炬
數
人
遞
為
之
。
凡
立
地
佛
事
、
忌
語
繁
。
唯
秉
炬
有
及
數
句
者
。
秉
炬
佛
事
語
長
、
而

復
數
人
行
之
。
若
用
真
火
、
移
刻
易
燼
、
故
刻
木
炬
塗
朱
、
擬
火
狀
。
或
紅
綿
繒
造
花
、
著
炬
首
、
而
不
點
火
。
備
更
把
焉
。

是
故
其
語
落
句
、
可
言
火
處
。
或
言
花
而
已
。
有
弟
子
為
師
秉
炬
者
。
普
燈
録
、
黄
龍
祖
心
禪
師
入
滅
、
黄
庭
堅
請
得
法
上
首

死
心
秉
炬
（
詳
職
位
門
主
喪
處
）。
有
子
為
母
秉
炬
者
。
羣
玉
集
云
：
黄
檗
運
禪
師
得
道
之
後
、
忽
思
省
侍
父
母
。
一
婆
子
出

問
：
何
處
。
曰
：
江
西
。
婆
曰
：
我
家
亦
有
一
子
、
在
江
西
多
年
不
歸
。
因
借
宿
、
婆
親
為
洗
足
。
運
足
心
一
誌
甚
大
。
婆
失

記
是
其
子
。
次
日
、
運
辞
去
、
於
三
里
外
説
與
郷
人
云
：
吾
母
不
識
山
僧
、
但
母
子
一
見
足
矣
。
郷
人
報
知
其
母
。
母
趕
至
福

清
渡
、
運
已
登
舟
。
母
一
跌
而
終
。
運
不
回
、
但
於
隔
岸
秉
炬
、
法
語
云
：
一
子
出
家
、
九
族
登
天
。
若
不
生
天
、
諸
佛
妄
言
。

擲
炬
、
火
然
。
兩
岸
人
皆
見
其
母
於
火
焔
中
轉
為
男
子
身
、
乗
大
光
明
、
上
生
夜
摩
天
宫
。
後
官
司
改
福
清
渡
為
大
義
渡
。」

　

こ
こ
に
「
羣
玉
集
云
」
と
言
う
の
は
、
元
代
『
新
増
説
文
韻
府
群
玉
』
を
指
す
こ
と
で
あ
る
。「
有
子
為
母
秉
炬
者
（
子
が

母
の
為
に
秉
炬
を
す
る
者
有
り
）」
の
一
句
が
言
う
よ
う
に
、
無
著
は
希
運
の
度
母
伝
説
に
お
け
る
現
実
的
な
原
型
が
母
の
葬
儀

に
行
わ
れ
た
秉
炬
仏
事
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
こ
れ
は
ま
さ
に
洞
察
力
の
あ
る
鋭
い
分
析
で
あ
っ
た
。
希
運
は
禅
宗
史
上
に
お
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い
て
広
く
影
響
が
あ
っ
た
故
、
彼
の
度
母
伝
説
に
見
え
る
秉
炬
仏
事
は
、
日
本
仏
教
の
中
で
た
い
へ
ん
注
目
さ
れ
、
遂
に
一
つ

の
手
本
と
な
っ
た
。

四
︑
明
僧
即
非
「
題
斷
際
運
和
尚
度
母
圖
倂
序
」
の
詳
し
い
描
写

　

神
話
化
さ
れ
た
希
運
の
度
母
伝
説
は
、
出
家
僧
の
親
孝
行
の
理
想
的
な
境
地
と
見
な
さ
れ
、
画
の
素
材
と
も
さ
れ
た
。
希
運

祖
師
と
も
、
本
師
の
隠
元
（
一
五
九
二
―
一
六
七
三
）
と
も
、
同
じ
く
福
建
福
清
の
林
氏
の
出
身
で
あ
っ
た
即
非
如
一
（
一
六
一

六
―
一
六
七
一
）
は
、
長
崎
に
渡
航
し
た
後
の
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
秋
、
長
崎
奉
行
所
存
の
希
運
度
母
の
画
を
拝
見
し
て
感

動
し
、
奉
行
の
請
い
に
応
じ
て
、
長
い
序
文
と
三
つ
の
讃
詩
を
綴
り
、「
題
斷
際
運
和
尚
度
母
圖
倂
序
」
を
作
っ
た
。

　
　
「
題
斷
際
運
和
尚
度
母
圖
倂
序（　
）
14

」

　
　
（
断
際
運
和
尚
度
母
の
図
を
題
し
、
倂
び
に
序
す
）

　

黄
檗
希
運
和
尚
係
予
傳
法
三
十
四
世
祖
也
。
俗
同
宗
。
賦
質
魁
偉
、
廣
目
豐
頤
、
頂
隆
肉
珠
、
足
印
肉
痣
、
智
慧
天
縱
、
世

緣
莫
羈
、
脫
白
本
山
、
嗣
法
百
丈
。
壯
年
履
歷
三
吳
荊
楚
豫
章
西
蜀
間
。
隨
緣
卓
錫
、
杳
絕
郷
音
。
其
母
陳
氏
夫
人
懷
祖
日
切
、

悲
泣
失
明
。
遂
於
福
川
要
道
、
建
庵
接
待
。
凡
龍
象
掛
單
、
躬
為
洗
足
、
意
欲
知
運
祖
也
。
祖
後
得
聞
、
潛
回
相
度
。
造
庵
投

宿
、
不
告
生
緣
。
母
伏
盆
摸
痣
、
忽
變
如
輪
、
疑
莫
敢
認
。（
黄
檗
希
運
和
尚
は
予
の
伝
法
の
三
十
四
世
祖
に
係
る
。
俗
は
同
宗
な
り
。

賦
質
は
魁
偉
し
、
広
目
豐
頤
を
し
、
頂
は
肉
珠
を
隆
ま
り
、
足
は
肉
痣
を
印
し
た
。
智
慧
は
天
縦
し
、
世
縁
は
羈
ぐ
莫
れ
。
本
山
に
脱
白
し
、

百
丈
に
法
を
嗣
ぐ
。
壮
年
に
三
吳
荊
楚
豫
章
西
蜀
の
間
に
履
歴
し
た
。
縁
に
随
っ
て
卓
錫
し
、
杳
く
郷
音
を
絶
つ
。
そ
の
母
陳
氏
夫
人
は
祖
を

懐
か
し
ん
で
日
に
切
な
り
、
悲
し
う
泣
い
て
失
明
し
た
。
遂
に
福
川
の
要
道
に
お
い
て
、
庵
を
建
て
接
待
す
。
凡
そ
龍
象
は
掛
単
す
れ
ば
、
躬
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ら
為
に
足
を
洗
い
、
意
に
し
て
運
祖
を
知
ん
と
欲
す
。
祖
は
後
に
聞
き
得
て
、
潜
ん
で
回
っ
て
相
度
す
。
庵
に
造
っ
て
宿
に
投
じ
、
生
縁
を
告

が
ず
。
母
は
盆
に
伏
し
て
痣
を
摸
れ
ば
、
忽
ち
に
変
わ
っ
て
輪
の
如
き
な
り
、
疑
っ
敢
え
て
認
め
ず
。）

　

次
早
、
祖
辭
去
、
三
里
外
語
郷
人
曰
：
吾
老
母
失
明
、
不
識
山
僧
。
但
母
子
一
會
足
矣
。
郷
人
報
知
、
夫
人
飛
輿
趕
至
大
義

渡
口
、
祖
已
登
舟
矣
。
於
是
夫
人
頓
足
搥
胸
、
大
哀
一
聲
脫
去
。
祖
亦
不
回
、
但
於
隔
岸
秉
炬
云
：
一
子
得
道
、
九
族
生
天
。

若
不
生
天
、
諸
佛
妄
言
。
擲
炬
燃
之
、
夫
人
於
火
焰
中
、
轉
男
子
身
、
乘
光
明
雲
、
昇
於
天
上
。
萬
目
仰
瞻
、
駭
歎
希
有
。
聞

於
有
司
、
節
度
使
李
立
碑
要
衝
、
以
旌
神
孝
。（
次
の
早
、
祖
は
辞
し
て
去
り
、
三
里
外
に
郷
人
に
語
語
っ
て
曰
わ
く
、「
吾
が
老
母
は

失
明
し
、
山
僧
を
識
ら
ず
、
但
し
母
子
は
一
会
し
て
足
り
る
。」
と
。
郷
人
は
報
知
し
、
夫
人
は
輿
を
飛
ば
し
て
趕
い
、
大
義
渡
口
に
至
っ
て

も
、
祖
は
已
に
舟
に
登
る
。
こ
こ
に
夫
人
は
頓
足
搥
胸
し
、
大
い
に
一
声
を
哀
し
ん
で
脱
去
す
。
祖
は
ま
た
回
ら
ず
、
但
だ
隔
岸
に
於
い
て
秉

炬
を
し
て
云
わ
く
、「
一
子
は
得
道
す
れ
ば
、
九
族
は
天
に
生
ず
。
若
し
生
天
せ
ざ
れ
ば
、
諸
仏
は
妄
言
す
る
こ
と
に
な
り
」
と
。
炬
を
擲
げ

て
、
こ
れ
を
燃
ゆ
る
。
夫
人
は
火
焰
の
中
に
、
男
子
の
身
に
転
じ
、
光
明
雲
に
乘
り
、
天
上
に
昇
る
。
萬
目
は
仰
瞻
し
、
希
有
を
駭
歎
す
。
有

司
に
聞
か
れ
、
節
度
使
の
李
は
要
衝
に
碑
を
立
て
、
以
っ
て
神
孝
を
旌
す
。）

　

毒
海
禪
師
有
頌
云
：
濯
足
機
先
被
熱
瞞
、
黄
金
之
義
鐵
心
肝
。
十
成
報
德
酬
恩
句
、
萬
古
一
江
風
月
寒
。
文
禮
禪
師
頌
云
：

白
頭
望
斷
萬
重
山
、
曠
劫
恩
波
竭
底
乾
。
不
是
胸
中
藏
五
逆
、
出
家
端
的
報
親
難
。（
毒
海
禅
師
は
頌
有
り
て
云
く
、「
足
を
濯
え
ば

機
先
は
熱
瞞
さ
れ
、
黄
金
の
義
は
鉄
心
肝
な
り
。
報
德
酬
恩
の
句
を
十
成
す
れ
ば
、
萬
古
の
一
江
に
風
月
は
寒
く
な
り
。」
と
。
文
禮
禅
師
は

頌
有
り
て
云
く
、「
白
頭
は
万
重
の
山
を
望
み
尽
し
、
曠
劫
の
恩
波
を
竭
底
に
乾
す
。
胸
中
に
五
逆
を
蔵
す
る
に
あ
ら
ず
ん
ば
、
出
家
は
端
的

に
親
を
報
い
難
き
な
り
。」
と
。）

　

己
亥
秋
、
崎
主
持
圖
請
讃
、
敬
述
緣
起
、
倂
繫
讃
三
首
于
簡
端
。（
己
亥
の
秋
、
崎
主
は
図
を
持
っ
て
讃
を
請
っ
た
。
縁
起
を
敬
述

し
、
倂
び
に
讃
の
三
首
を
簡
端
に
繫
ぐ
。）
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相
見
依
然
在
別
峰
、
娘
睛
雙
瞎
子
雙
聾
。
沒
弦
琴
上
無
生
曲
、
別
有
宮
商
調
不
同
。（
相
見
し
て
も
依
然
に
別
峰
に
在
り
、
娘
の

睛
は
双
つ
に
瞎
し
て
子
は
双
つ
に
聾
す
。
没
弦
琴
の
上
に
無
生
の
曲
は
、
別
に
宮
商
有
り
て
調
は
不
同
な
り
。）

　

黄
檗
由
來
號
大
蟲
、
大
蟲
好
個
闊
喉
嚨
。
吞
幹
愛
海
無
涓
滴
、
咒
起
盲
龜
化
活
龍
。（
黄
檗
は
由
来
に
大
虫
と
号
し
、
大
虫
は
好

個
に
喉
嚨
を
闊
く
。
愛
海
を
吞
み
幹
し
て
涓
滴
を
無
く
せ
ば
、
盲
亀
を
咒
起
し
て
活
龍
に
化
す
。）

　

黄
金
鑄
就
鐵
心
肝
、
半
偈
驚
開
佛
祖
關
。
母
德
如
天
酬
已
竟
、
無
雙
孝
道
載
三
山
。（
黄
金
は
鉄
心
肝
を
鑄
就
し
、
半
偈
は
仏
祖

の
関
を
驚
く
開
す
。
母
德
は
天
の
如
き
な
れ
ば
酬
い
は
已
に
竟
り
、
無
双
の
孝
道
は
三
山
に
載
す
。）

　

こ
こ
に
、
即
非
は
元
代
『
新
増
説
文
韻
府
群
玉
』「
足
心
誌
」
の
記
事
を
吸
収
し
、
更
に
い
ろ
ん
な
細
節
を
書
き
添
え
て
、

す
ば
ら
し
い
文
学
的
な
表
現
を
使
っ
て
、
希
運
度
母
の
経
緯
を
詳
し
く
描
写
し
た
。
こ
の
「
題
斷
際
運
和
尚
度
母
圖
倂
序
」
は
、

今
ま
で
見
え
る
希
運
度
母
の
記
事
の
中
、
最
も
豊
富
な
内
容
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
中
、
希
運
の
生
涯
、
母
の
出
身
陳
氏
、

母
の
失
明
、
母
の
要
道
に
庵
を
建
て
往
来
の
僧
を
接
待
す
る
こ
と
、
希
運
の
帰
郷
、
希
運
の
母
に
会
っ
て
も
子
と
し
て
告
が
な

い
こ
と
、
李
節
度
使
の
碑
を
立
て
神
孝
を
顕
す
こ
と
、
な
ど
の
細
節
は
、
即
非
の
新
し
い
追
加
で
あ
る
。

　

後
に
日
本
寛
文
七
年
（
一
六
六
七
）
の
秋
、
即
非
は
望
郷
の
思
い
で
、
そ
の
開
山
で
あ
る
豊
前
国
小
倉
藩
広
寿
山
福
聚
禅
寺

（
今
の
福
岡
県
北
九
州
市
小
倉
北
区
福
聚
寺
）
に
、『
福
清
縣
志
續
略
』
を
編
纂
し
た
。
そ
の
卷
十
二
「
人
物
類·

僧
寶
」
に
、「
唐

黄
檗
希
運
禪
師
」
と
い
う
標
題
で
希
運
の
伝
記
を
纏
め
、
度
母
の
伝
説
を
中
心
と
し
た
。
そ
の
内
容
は
、「
題
斷
際
運
和
尚
度

母
圖
倂
序
」
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る（　
）
15

。

　

日
本
万
治
三
年
（
一
六
六
〇
）
三
月
、
摂
州
慈
雲
山
普
門
寺
（
今
の
高
槻
市
富
田
町
普
門
寺
）
に
住
し
た
隠
元
は
、
即
非
の
「
題

斷
際
運
和
尚
度
母
圖
倂
序
」
に
案
じ
た
よ
う
で
、
希
運
の
度
母
因
緣
に
関
し
て
、
次
の
詩
を
詠
じ
た
。

　
　
「
頌
黄
檗
運
和
尚
隔
江
度
母
因
緣（　
）
16

」
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（
黄
檗
運
和
尚
の
隔
江
度
母
の
因
縁
を
頌
す
）

　
　

天
倫
義
重
両
相
關
、
天
倫
と
義
重
は
両
つ
な
が
ら
相
い
関
り
、

　
　

万
里
聞
風
特
地
還
。
万
里
に
聞
風
し
て
特
地
に
還
る
。

　
　

寄
宿
道
通
明
大
本
、
寄
宿
し
て
道
が
通
っ
て
大
本
を
明
ら
か
に
し
、 

　
　

拍
盲
愛
結
翳
真
顔
。
盲
を
拍
し
て
愛
が
結
ん
で
真
顔
を
翳
う
。

　
　

掀
翻
慈
海
非
常
事
、
慈
海
を
掀
翻
す
る
こ
と
は
常
事
に
非
ず
ん
ば
、

　
　

竭
尽
恩
波
豈
等
閒
。
恩
波
を
竭
尽
す
る
こ
と
は
豈
に
等
閒
な
ら
ん
や
。

　
　

一
擲
隔
江
三
昧
火
、
一
た
び
隔
江
の
三
昧
火
を
擲
け
れ
ば
、

　
　

頓
超
天
上
与
人
間
。
頓
に
天
上
と
人
間
を
超
え
る
。

　

日
本
寬
文
五
年
（
一
六
六
五
）
七
月
、
希
運
祖
師
と
も
同
じ
く
福
建
福
清
の
林
氏
の
出
身
で
、
隠
元
の
法
孫
た
る
高
泉
性
潡

（
一
六
三
三
―
一
六
九
五
）
は
、
住
し
た
奥
州
二
本
松
城
の
甘
露
山
法
雲
院
に
『
釋
門
孝
傳
』
を
撰
し
、
イ
ン
ド
、
中
国
、
日
本

に
親
孝
行
を
尽
く
す
仏
門
人
物
の
五
十
一
人
を
讃
え
た
。
そ
の
中
の
第
十
六
則
の
「
隔
江
度
母
」
は
、
即
ち
希
運
度
母
の
記
事

で
、
即
非
の
「
題
斷
際
運
和
尚
度
母
圖
倂
序
」
に
よ
る
も
の
で
も
あ
っ
た（　
）
17

。

　

こ
の
よ
う
に
、
遠
祖
希
運
の
度
母
伝
説
は
、
即
非
、
隠
元
、
高
泉
な
ど
、
日
本
に
渡
し
た
明
代
晩
期
の
禅
僧
の
中
に
も
、
大

事
に
記
録
し
て
い
た
の
で
あ
る
。



黄檗希運の母を度する伝説について

451

五
︑
大
義
渡
と
西
溪
村
―
永
遠
の
郷
愁

　

希
運
度
母
の
因
縁
は
、
歴
代
の
禅
僧
に
注
意
さ
れ
て
伝
わ
れ
た
。
実
に
、
こ
の
度
母
伝
説
に
は
、
故
郷
と
親
を
離
別
し
た
、

希
運
の
郷
愁
も
、
歴
代
禅
僧
の
郷
愁
も
、
託
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
悲
し
い
郷
愁
は
、
希
運
度
母
の
伝
説
が
生
ま
れ
た
感
情
的
な

主
因
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
元
の
普
洽
が
「
蘇
州
景
德
寺
普
潤
大
師
行
業
記
」
に
希
運
度
母
の
因
縁
を
「
大
義
渡
頭
為

道
」
と
い
う
よ
う
に
、
度
母
伝
説
に
書
か
れ
た
場
所
と
し
て
の
大
義
渡
は
、
郷
愁
の
象
征
と
し
て
、
禅
宗
の
話
題
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。

　

実
に
、
大
義
渡
は
希
運
の
故
郷
福
建
に
あ
っ
た
船
場
で
、
閩
江
の
支
流
で
あ
る
義
溪
の
沿
い
に
あ
り
、
福
建
の
都
で
あ
る
福

州
に
繋
が
り
、
唐
宋
以
来
の
南
北
交
通
の
要
道
で
あ
っ
た（　
）
18

。

　

即
非
が
『
福
清
縣
志
續
略
』「
唐

黄
檗
希
運
禪
師
」
に
「
師
邑
之
西
溪

林
氏
子
」
と
指
し
た
よ
う
に
、
希
運

の
生
地
は
西
溪
村
で
、
福
清
県
城
の

西
に
流
れ
る
溪
の
傍
に
拠
る
村
で
あ

っ
た
。
し
か
も
、
西
溪
村
は
大
義
渡

の
南
方
の
近
く
に
あ
り
、
両
者
の
間

に
僅
か
に
一
つ
の
小
さ
な
山
脈
が
横

た
わ
る
。
一
九
八
五
年
、
西
溪
水
庫

（現の西溪水庫、2021年12月11日撮影）

（大義渡の地図、山田玉田描き、1925年。
『支那祖蹟巡拝記』38頁）
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（
ダ
ム
）
を
造
っ
た
た
め
に
、
西
溪
村
は
水
庫
の
底
に
沈
み
、
そ
こ
に
住

ん
で
い
た
林
氏
、
陳
氏
な
ど
の
人
た
ち
は
近
く
の
村
に
移
っ
た
。
西
溪

水
庫
の
所
在
地
は
今
の
福
建
省
福
州
市
福
清
市
陽
下
街
道
に
あ
る（　
）
19

。

　

水
路
の
交
通
を
主
と
し
た
古
代
に
、
西
溪
村
の
人
た
ち
は
外
出
し
た

ら
、
主
に
あ
の
小
さ
な
山
脈
を
登
り
越
え
て
、
大
義
渡
の
船
場
に
着
き
、

そ
こ
か
ら
義
溪
を
遡
り
、
閩
江
に
入
り
、
都
の
福
州
に
辿
り
着
い
た
。

そ
し
て
、
福
州
よ
り
、
江
西
、
安
徽
、
浙
江
、
湖
南
な
ど
の
長
江
下
游

の
一
円
に
向
っ
た
。
希
運
禅
師
も
、
こ
の
線
路
で
故
郷
を
後
に
し
て
、
修
道
の
旅
に
立
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

二
十
世
紀
二
十
年
代
ま
で
も
、
大
義
渡
は
南
北
交
通
に
お
け
る
重
要
な
渡
船
場
と
し
て
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
一
九
二
五

年
四
月
二
十
八
日
、
祖
庭
の
福
清
黄
檗
山
萬
福
禅
寺
を
参
拝
す
る
た
め
に
、
日
本
黄
檗
宗
の
禅
僧
隆
琦
大
雄
、
山
田
玉
田
、
阪

田
金
龍
、
安
部
禅
梁
は
福
州
に
入
っ
た
。
二
十
九
日
午
後
五
時
半
、
一
行
の
四
人
は
船
に
乘
っ
て
福
州
か
ら
出
発
し
、
閩
江
に

沿
っ
て
南
へ
下
っ
た
。
三
十
日
午
前
六
時
、
四
人
は
大
義
渡
に
着
き
、
そ
れ
か
ら
陸
路
で
福
清
黄
檗
山
に
向
か
っ
た
。
大
義
渡

に
立
っ
て
そ
の
風
景
を
目
に
し
た
四
人
は
、
遠
祖
希
運
の
度
母
伝
説
を
思
い
出
し
、
一
時
に
感
無
量
で
あ
っ
た（　
）
20

。

　

現
代
の
陸
路
交
通
の
発
達
に
伴
っ
て
、
二
十
世
紀
五
十
年
代
以
後
、
大
義
渡
は
廃
棄
さ
れ
、
遂
に
古
の
面
影
は
完
全
に
な
く

な
っ
た
。
そ
の
遺
跡
の
所
在
地
は
今
の
福
建
省
福
州
市
閩
侯
区
青
口
鎮
大
義
村
船
尾
自
然
村
に
あ
る（　
）
21

。
こ
の
よ
う
に
、
今

日
な
く
な
っ
た
大
義
渡
は
、
希
運
禅
師
の
生
地
西
溪
村
と
共
に
、
幸
い
禅
宗
の
文
学
に
生
き
、
永
遠
の
郷
愁
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。

（現の大義村に立つ石碑「大義」、
2014年12月14日撮影）
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お
わ
り
に

　

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
希
運
度
母
の
伝
説
は
長
く
世
間
に
口
頭
で
伝
え
ら
れ
た
後
、
希
運
寂
後
の
四
百
年
近
く
の
十
三
世

紀
南
宋
時
代
に
な
っ
て
、
頌
詩
と
簡
約
な
記
事
が
現
わ
さ
れ
、
ま
た
元
明
時
代
を
経
て
、
文
学
的
な
細
節
が
添
付
さ
れ
つ
つ
、

つ
い
に
神
話
的
な
彩
り
を
具
え
る
詳
し
い
物
語
と
な
っ
た
。

　

仏
道
修
行
に
向
か
っ
て
故
郷
と
親
と
別
れ
た
郷
愁
は
、
希
運
自
身
に
も
、
歴
代
の
禅
僧
に
も
、
秘
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。
こ
の
悲
し
い
郷
愁
が
、
希
運
度
母
の
伝
説
を
作
り
出
し
た
主
因
で
あ
っ
て
、
日
中
両
国
に
亘
っ
て
歴
代
禅
僧
に

好
ま
れ
た
主
因
で
も
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
な
お
研
究
の
余
地
が
あ
る
と
思
う
。

註

 
 

林
觀
潮
「
黄
檗
希
運
の
出
身
地
と
語
録
に
つ
い
て
」、『
花
園
大
学
国
際
禅
学
研
究
所
論
叢
』
第
十
六
号
、
一
八
五
―
二
〇
五
頁
。

京
都
花
園
大
学
国
際
禅
学
研
究
所
、
二
〇
二
一
年
三
月
。

 
 

①
小
川
太
龍
「
黄
檗
と
母
の
機
縁
話
」、
博
士
論
文
『
黄
檗
希
運
研
究
：
思
想
と
そ
の
祖
師
像
の
変
遷
』、
第
一
章
「
人
と
法
の
記

録
」
第
一
節
「
黄
檗
希
運
の
伝
記
と
伝
説
」、
第
一
四
頁
、
二
〇
一
八
年
。
花
園
大
学
博
論
報
告
番
号
：
乙
第
五
号
。
日
本
國
立
國

會
圖
書
館
存
。
②
小
川
太
龍
「
黄
檗
度
母
話
の
形
成
と
受
容
」、『
禪
學
研
究
』
第
九
十
七
號
、
四
七
―
一
〇
〇
頁
。
花
園
大
学
禅
学

研
究
会
、
二
〇
一
九
年
三
月
。

 
 

『
運
菴
普
巖
禪
師
語
録
』、
十
五
丁
表
。
南
宋
運
菴
普
巖
著
、
侍
者
元
靖
、
智
能
、
惟
衍
編
。
日
本
南
北
朝
時
代
（
一
三
三
一
―
一

三
九
二
）
の
刊
本
。
日
本
國
立
國
會
圖
書
館
存
。
請
求
記
号
：W

A6-31
。

 
 

『
禪
宗
雜
毒
海
』、
八
卷
、
清
代
性
音
重
編
、
康
熙
五
十
三
年
（
一
七
一
四
）
序
。
新
纂
卍
續
藏
第
六
十
五
冊
№
一
二
七
八
。

（ 

）
1

（ 

）
2

（ 

）
3

（ 

）
4
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『
二
十
四
流
宗
源
圖
記
』：「
十
一
大
應
派
。
楊
岐
宗
松
源
下
、
號
橫
嶽
門
徒
。
築
前
橫
嶽
開
山
南
浦
明
、
諡
大
應
國
師
、
入
宋
嗣

徑
山
虛
堂
、
楊
岐
十
一
世
、
為
本
朝
之
一
派
。
紫
野
派
、
妙
心
派
、
俱
出
於
大
應
。
松
源
嶽
―
運
庵
岩
―
虛
堂
愚
―
南
浦
明
。
十
二

西
澗
派
。
楊
岐
宗
松
源
下
、
號
大
通
門
徒
。
建
長
西
澗
曇
嗣
石
帆
、
諡
大
通
禪
師
、
宋
人
、
來
朝
為
本
國
之
一
派
、
楊
岐
十
一
世
。

松
源
嶽
―
運
庵
岩
―
石
帆
衍
―
西
澗
曇
。」
釋
半
人
子
著
、
日
本
延
寶
五
年
（
一
六
七
七
）
序
。
相
澤
惠
海
編
『
禅
学
要
鑑
』
所
収
、

東
京
元
々
堂
書
房
、
一
九
二
二
年
。

 
 

荻
須
純
道
『
禪
宗
史
入
門
』「
日
本
篇　

南
浦
紹
明
の
求
法·

松
源
一
流
と
虚
堂
智
愚
」、
京
都
平
樂
寺
書
店
、
一
九
七
七
年
七
月
。

 
 

『
運
菴
普
巖
禪
師
語
録
』、
一
卷
、
南
宋
運
菴
普
巖
著
、
侍
者
元
靖
、
智
能
、
惟
衍
編
。
日
本
元
禄
七
年
甲
戌
（
一
六
九
四
）
宗
著

の
重
刊
。
卷
末
に
宗
著
撰
の
『
炎
宋
安
吉
州
道
場
山
護
聖
萬
歲
禪
寺
運
菴
禪
師
行
實
』
を
附
録
し
、
文
末
に
「
元
禄
甲
戌
七
年
小
至

日
、
武
丘
容
安
軒
屬
末
宗
著
拜
識
。」
と
記
す
。
新
纂
卍
續
藏
第
七
十
冊
№
一
三
七
九
。

 
 

『
五
家
正
宗
贊
』、
四
卷
、
南
宋
希
叟
紹
曇
撰
。
南
宋
理
宗
寶
祐
二
年
甲
寅
（
一
二
五
四
）
序
。
卷
頭
に
希
叟
『
五
家
正
宗
贊
并

序
』
が
あ
り
、
文
末
に
「
寶
祐
甲
寅
西
蜀
比
丘
紹
曇
百
拜
書
于
靈
鷲
放
山
室
。」
と
記
す
。
新
纂
卍
續
藏
第
七
十
八
冊
№
一
五
五
四
。

 
 

『
希
叟
紹
曇
禪
師
語
録
』、
一
卷
、
南
宋
希
叟
紹
曇
著
、
自
悟
等
編
。
南
宋
衛
王
二
年
（
元
世
祖
至
元
十
六
年
、
一
二
七
九
）
の
趙

孟
何
の
序
。
元
成
宗
大
德
三
年
己
亥
（
一
二
九
九
）
の
居
涇
の
跋
語
。
卷
末
の
刊
記
：「
日
本
國
參
學
比
丘
惠
曉
布
施
刊
行
。」
ま
た
、

居
涇
の
跋
語
が
あ
り
、「
白
雲
曉
禪
師
臨
歸
國
時
、
布
施
令
刊
先
師
希
叟
和
尚
語
一
冊
。
相
寄
便
速
、
不
及
多
印
。
守
先
師
友
雲
塔

所
居
涇
拜
呈
東
福
寺
諸
位
法
兄
禪
師
。···

。
大
德
三
年
己
亥
中
夏
、
居
涇
謹
書
。
曾
寄
白
雲
、
布
施
刊
行
先
師
語
録
一
冊
并
頌
。
恐

不
到
會
蒙
兄
、
再
寫
此
奉
寄
。」
と
書
く
。
新
纂
卍
續
藏
第
七
十
冊
№
一
三
八
九
。

 
 

①
『
筠
州
黄
檗
山
断
際
禪
師
傳
心
法
要
』、
福
州
開
元
禪
寺
版
、
南
宋
高
宗
紹
興
十
八
年
戊
辰
（
一
一
四
八
）
雕
造
、『
千
字
文
』

「
實
」
部
『
天
聖
廣
燈
録
』
第
一
帙
卷
首
。
京
都
知
恩
院
存
。
柳
田
聖
山
主
編
『
寶
林
傳
・
傳
燈
玉
英
集　

附
録　

天
聖
廣
燈
録
』、

禅
学
叢
書
之
五
、
京
都
中
文
出
版
社
、
一
九
七
五
年
、
三
三
七
―
三
四
五
頁
影
印
。
②
『
黄
檗
断
際
禪
師
宛
陵
録
』、
福
州
開
元
禪

寺
版
、
南
宋
高
宗
紹
興
十
八
年
戊
辰
（
一
一
四
八
）
雕
造
、『
千
字
文
』「
實
」
部
『
天
聖
廣
燈
録
』
第
一
帙
卷
首
。
京
都
知
恩
院
存
。

柳
田
聖
山
主
編
『
寶
林
傳
・
傳
燈
玉
英
集　

附
録　

天
聖
廣
燈
録
』、
禅
学
叢
書
之
五
、
京
都
中
文
出
版
社
、
一
九
七
五
年
、
三
四

（ 

）
5

（ 

）
6

（ 

）
7

（ 

）
8

（ 

）
9

（ 

）
10
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五
―
三
五
〇
頁
影
印
。
③
『
筠
州
黄
檗
鷲
峯
山
断
際
禪
師
』、
福
州
開
元
禪
寺
版
、
南
宋
高
宗
紹
興
十
八
年
戊
辰
（
一
一
四
八
）
雕

造
、『
千
字
文
』「
實
」
部
『
天
聖
廣
燈
録
』
卷
第
八
。
京
都
知
恩
院
存
。
柳
田
聖
山
主
編
『
寶
林
傳
・
傳
燈
玉
英
集　

附
録　

天
聖

廣
燈
録
』、
禅
学
叢
書
之
五
、
京
都
中
文
出
版
社
、
一
九
七
五
年
、
四
〇
七
―
四
一
四
頁
影
印
。

 
 

普
洽
「
蘇
州
景
德
寺
普
潤
大
師
行
業
記
」、『
翻
譯
名
義
集
』
卷
首
。『
翻
譯
名
義
集
』、
一
卷
、
宋
代
普
潤
法
雲
編
。
大
正
藏
五
十

四
冊
、
№
二
一
三
一
。

 
 

『
新
増
説
文
韻
府
群
玉
』、
第
七
冊
、
巻
十
三
、
二
十
七
丁
裏
、「
四
寘
・
痣
・
足
心
誌
」。
元
代
陰
時
夫
、
陰
中
夫
編
輯
。
卷
頭
有

刊
記
、
文
末
標
記
：「
至
正
丙
申
莫
春
劉
氏
日
新
堂
謹
白
。」
元
代
順
帝
至
正
十
六
年
丙
申
（
一
三
五
六
）
刊
。
日
本
国
立
国
會
圖
書

館
存
本
、
請
求
記
号
：W

A35-25

。

 
 

『
禅
林
象
器
箋
』
第
十
九
類
「
喪
薦
門
」。『
禅
林
象
器
箋
』、
二
十
卷
、
目
録
一
卷
、
無
著
道
忠
著
。
大
藏
經
補
編
第
十
九
冊
№
一

〇
三
。

 
 

即
非
如
一
「
題
斷
際
運
和
尚
度
母
圖
倂
序
」、『
新
纂
校
訂
即
非
全
集
』、
六
五
〇
頁
。
平
久
保
章
編
。
京
都
思
文
閣
、
一
九
九
三

年
十
二
月
。

 
 

『
福
清
縣
志
續
略
』
卷
十
二
「
人
物
類·
僧
寶
」：「
唐
黄
檗
希
運
禪
師
。
師
邑
之
西
溪
林
氏
子
。
賦
質
魁
偉
、
廣
目
豐
頤
、
頂
隆

肉
珠
、
足
印
肉
痣
、
智
慧
天
縱
、
世
緣
莫
羈
、
脫
白
本
山
、
嗣
法
百
丈
。
壯
年
履
歷
三
吳
荊
楚
豫
章
西
蜀
間
。
隨
緣
卓
錫
、
杳
絕
郷

音
。
其
母
陳
氏
夫
人
懷
祖
日
切
、
悲
泣
失
明
、
遂
於
福
川
要
道
、
建
庵
接
待
。
凡
龍
象
掛
單
、
躬
為
洗
足
、
意
欲
知
運
祖
也
。
祖
後

得
聞
、
潛
回
相
度
、
造
庵
投
宿
、
不
告
生
緣
。
母
伏
盆
摸
痣
、
忽
變
如
輪
、
疑
莫
敢
認
。
次
早
、
祖
辭
去
三
里
外
、
語
郷
人
曰
：
吾

老
母
失
明
、
不
識
山
僧
。
但
母
子
一
會
足
矣
。
郷
人
報
知
、
夫
人
飛
輿
趕
至
大
義
渡
口
、
祖
已
登
舟
矣
。
於
是
夫
人
頓
足
槌
胸
、
大

哀
一
聲
脫
去
。
祖
亦
不
回
、
但
於
隔
岸
秉
炬
云
：
一
子
成
道
、
九
族
生
天
。
若
不
生
天
、
諸
佛
妄
言
。
擲
炬
燃
之
、
夫
人
於
火
焰
中
、

轉
男
子
身
、
乘
光
明
雲
、
昇
於
天
上
。
萬
目
仰
瞻
、
駭
歎
希
有
。
聞
於
有
司
、
節
度
使
李
立
碑
要
衝
、
以
旌
神
孝
。
毒
海
禪
師
有
頌

云
：
濯
足
機
先
被
熱
瞞
、
黄
金
之
義
鐵
心
肝
。
十
成
報
德
酬
恩
句
、
萬
古
一
江
風
月
寒
。
文
禮
禪
師
頌
云
：
白
頭
望
斷
萬
重
山
、
曠

劫
恩
波
竭
底
乾
。
不
是
胸
中
藏
五
逆
、
出
家
端
的
報
親
難
。
武
宗
廢
教
、
師
隱
於
勞
侶
。
裴
休
相
國
鎮
宛
陵
、
行
香
至
寺
、
見
壁
間

（ 
）
11

（ 

）
12

（ 

）
13

（ 

）
14

（ 

）
15
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畫
像
、
乃
問
寺
主
有
禅
僧
否
。
曰
：
適
有
掃
地
僧
、
頗
似
禪
者
。
遂
請
出
相
見
、
以
前
語
問
之
。
師
呼
云
：
裴
公
。
裴
應
諾
。
師

云
：
在
甚
麽
處
。
裴
於
言
下
頓
契
、
禮
迎
至
於
所
部
安
居
。
旦
夕
問
道
、
有
語
録
一
卷
、
名
曰
黄
檗
心
要
。
贈
詩
一
首
云
：
自
從
大

士
傳
心
印
、
額
有
圓
珠
八
尺
身
。
掛
賜
十
年
栖
蜀
水
、
浮
盃
今
日
渡
鄣
濱
。
三
千
龍
象
隨
高
步
、
萬
里
香
華
結
勝
因
。
擬
欲
事
師
為

弟
子
、
不
知
將
法
付
何
人
。
宣
宗
得
聞
、
迎
入
禁
中
、
受
戒
三
日
、
指
師
謂
裴
相
曰
：
黄
檗
僧
寶
、
誠
國
寶
也
。
賜
衲
衣
道
具
、
命

中
使
送
還
山
。
大
中
四
年
庚
午
八
月
圓
寂
、
勑
諡
斷
際
禪
師
、
塔
曰
廣
業
。」『
福
清
縣
志
續
略
』、
即
非
如
一
編
、
日
本
寛
文
七
年

丁
未
（
一
六
六
七
）
序
、
江
戸
時
代
刊
本
、
京
都
黄
檗
山
萬
福
禪
寺
文
華
殿
存
。

 
 

『
新
纂
校
訂
隠
元
全
集
』、
二
七
八
〇
頁
、
平
久
保
章
編
。
東
京
開
明
書
院
、
一
九
七
九
年
十
月
。

 
 

『
釋
門
孝
傳
』「
隔
江
度
母
」：「
唐
黄
檗
斷
際
希
運
禪
師
、
俗
姓
林
、
身
長
七
尺
、
額
有
神
珠
、
足
生
肉
痣
、
出
家
本
山
、
嗣
法
百

丈
。
久
歷
諸
方
、
絕
無
郷
信
。
其
母
陳
氏
夫
人
懷
師
悲
切
、
兩
眼
喪
明
、
遂
於
福
川
周
衝
、
立
庵
接
待
四
方
龍
象
。
一
日
師
至
、
不

告
名
字
、
越
宿
辭
去
數
里
許
、
告
郷
人
曰
：
老
母
老
且
眇
、
不
復
相
識
。
但
子
母
一
會
足
矣
。
郷
人
報
聞
、
夫
人
飛
輿
趕
至
大
義
渡

口
、
師
已
登
舟
矣
。
於
是
夫
人
槌
胸
頓
足
、
大
哀
一
聲
脫
去
。
師
於
岸
頭
秉
炬
云
：
一
子
出
家
、
九
族
生
天
。
若
不
生
天
、
諸
佛
妄

言
。
擲
炬
燃
之
。
兩
岸
人
民
見
夫
人
於
火
焰
中
騰
身
飛
去
、
駭
然
驚
異
。
聞
於
有
司
、
節
度
使
李
立
碑
要
衝
、
以
旌
神
孝
。
贊
曰
：

裂
愛
網
於
現
生
、
拔
神
靈
乎
身
後
。
始
若
忤
之
而
終
順
之
、
夫
是
之
謂
神
孝
。」『
高
泉
全
集
』、
第
一
一
〇
五
頁
、
高
泉
全
集
編
纂

委
員
会
編
、
京
都
黄
檗
山
萬
福
禪
寺
文
華
殿
影
印
、
二
〇
一
四
年
二
月
。

 
 

南
宋
梁
克
家
撰
『
淳
熙
三
山
志
』
卷
五
：「
渡
。
州
東
南
門
河
口
登
舟
。
大
義
渡
。
乗
退
潮
東
經
古
山
尾
、
憩
程
水
港
。
潮
西
入

峡
門
旁
入
港
、
即
此
渡
。
貞
觀
中
、
别
駕
衛
總
持
見
其
處
西
旅
、
賓
主
有
序
、
故
名
之
。」
卷
四
十
二
：「
木
。
松
。
四
時
不
改
柯
易

葉
。
史
記
曰
：
松
柏
者
百
木
之
長
也
。
蔡
密
學
襄
知
州
日
、
令
諸
邑
道
傍
皆
植
之
。
又
自
大
義
渡
、
夾
道
達
于
泉
漳
。
人
稱
頌
之
。

詩
曰
：
夾
道
松
、
夾
道
松
、
問
誰
栽
之
、
我
蔡
公
。
行
人
六
月
不
知
暑
、
千
古
萬
古
揺
清
風
。
樹
既
老
、
愚
民
多
穴
取
其
松
明
以
燒
、

以
至
枯
折
。
尉
司
雖
嘗
籍
記
、
或
令
補
種
、
未
能
禁
絶
。
舊
憲
司
近
亦
申
嚴
云
。」
南
宋
梁
克
家
撰
、
明
代
萬
曆
四
十
一
年
癸
丑

（
一
六
一
三
）
刊
本
、
北
京
方
志
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
影
印
。

 
 

二
〇
二
一
年
十
二
月
十
一
日
、
福
建
省
福
州
市
福
清
市
陽
下
街
道
西
溪
水
庫
に
、
筆
者
は
現
地
調
査
を
し
た
。

（ 

）
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山
田
玉
田
『
支
那
祖
蹟
巡
拝
記
』：「（
一
九
二
五
年
四
月
）
二
十
九
日
。
曇
。
又
は
雨
。
午
後
五
時
半
、
愈
々
古
黃
檗
に
向
っ
て

出
發
し
た
。
先
づ
閩
江
の
舢
板
に
乘
り
込
み
、
萬
壽
橋
畔
に
民
船
ジ
ャ
ン
ク
に
乘
り
換
へ
て
、
約
百
支
里
閩
江
の
支
流
を
溯
る
こ
と

に
な
っ
た
。···

。
三
十
日
。
晴
天
。
午
前
六
時
頃
、
ジ
ャ
ン
ク
は
大
義
村
の
渡
船
場
に
着
い
た
。
豚
箱
ジ
ャ
ン
ク
の
蓬
窓
か
ら
匍
ひ

出
し
て
や
っ
と
甦
生
の
思
ひ
を
な
し
、
一
茶
店
に
入
っ
て
洗
面
休
憩
し
た
。
此
の
大
義
の
渡
船
場
は
、
黃
檗
希
運
禪
師
修
業
時
の
一

の
劇
的
な
實
話
の
傳
へ
ら
れ
て
い
る
處
で
あ
ら
う
。···

。
直
ち
に
出
発
、
三
支
里
を
徒
歩
し
、
大
義
の
村
端
れ
で
轎
と
い
ふ
乗
り
物

を
傭
ふ
、
轎
と
い
ふ
の
は
御
輿
に
似
た
乗
り
物
で
、
前
後
二
人
か
つ
ぐ
、
こ
こ
か
ら
黄
檗
山
ま
で
約
百
支
里
で
あ
る
。」
三
六
―
三

九
頁
。
京
都
黄
檗
山
萬
福
禅
寺
真
光
院
、
一
九
二
六
年
十
月
。

 
 

二
〇
一
四
年
十
二
月
十
四
日
、
福
建
省
福
州
市
閩
侯
区
青
口
鎮
大
義
村
船
尾
自
然
村
に
、
筆
者
は
現
地
調
査
を
し
た
。

◎ 

こ
の
文
は
、
二
〇
二
一
年
中
国
国
家
社
科
基
金
項
目
『
渡
日
明
僧
隱
元
所
傳
黄
檗
文
化
與
中
日
交
流
的
研
究
』（21BZJ028

）
に
か
か

わ
る
成
果
の
一
つ
で
あ
る
。

（ 

）
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（ 
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臨
済
宗
の
回
向
文 

訳
注
（
一
）

―
葬
儀
・
法
事
の
偈
文
と
回
向
文

―
妙
心
寺
派
教
化
セ
ン
タ
ー 

教
学
研
究
委
員
会

　

葬
儀
や
法
事
と
い
っ
た
追
善
供
養
を
行
う
の
は
、
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

肉
体
が
死
ん
だ
瞬
間
か
ら
次
の
世
界
に
生
ま
れ
変
わ
る
瞬
間
ま
で
の
期
間
、
も
し
く
は
、
そ
の
期
間
の
存
在
形
態
を
「
中

有
」「
中
陰
」
と
い
う
。
現
世
を
去
っ
た
人
は
、
中
有
・
中
陰
の
あ
い
だ
、「
善
処
（
＝
善
い
世
界
）」
に
生
ま
れ
変
わ
る
た
め
の

善
行
を
実
践
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
わ
け
で
、
生
き
て
い
る
人
々
が
故
人
の
代
わ
り
に
善
行
を
実
践
す

る
こ
と
に
よ
り
、
故
人
が
六
道
（
＝
天
上
・
人
間
・
修
羅
・
畜
生
・
餓
鬼
・
地
獄
）
の
う
ち
の
天
上
界
や
人
間
界
に
生
ま
れ
変
わ
る

こ
と
を
祈
り
願
う
。
苦
悩
が
少
な
い
と
さ
れ
る
天
上
界
、
苦
と
楽
と
が
相
い
半
ば
す
る
人
間
界
は
、
衆
生
が
過
去
に
つ
く
っ
た

業
を
清
算
し
、
過
去
・
現
在
・
未
来
の
三
世
に
わ
た
る
業
の
連
続
性
を
解
消
し
て
輪
廻
の
サ
イ
ク
ル（　
）
1

か
ら
抜
け
出
る
た
め

の
修
行
を
行
う
の
に
適
し
た
世
界
だ
か
ら
で
あ
る（　
）
2

。

　

仏
教
で
は
、
死
後
の
行
き
先
は
、
業
に
よ
っ
て
決
ま
る
と
さ
れ
る
。
業
と
は
、
身
体
活
動
で
あ
る
身
業
、
言
語
活
動
で
あ
る

口
業
、
精
神
活
動
で
あ
る
意
業
と
い
っ
た
、
こ
れ
ら
人
間
の
行
為
全
般
の
こ
と
、
あ
る
い
は
、
こ
う
し
た
行
為
を
原
因
と
し
た
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結
果
（
果
報
）
を
も
た
ら
す
目
に
見
え
な
い
力
の
こ
と
で
あ
る
。
善
い
行
い
を
す
れ
ば
善
い
結
果
が
、
悪
い
行
い
を
す
れ
ば
悪

い
結
果
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
因
果
応
報
の
考
え
方
に
も
と
づ
け
ば
、
生
前
に
善
い
業
を
積
む
な
ら
、
天
上
界
や
人
間
界
と

い
っ
た
善
い
世
界
に
生
ま
れ
変
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
生
前
に
悪
い
業
を
積
む
な
ら
、
地
獄
や
餓
鬼
と
い
っ
た
悪
い
世
界

に
生
ま
れ
変
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
も
と
も
と
自
業
自
得
を
原
則
と
す
る
仏
教
で
は
、
た
と
え
ば
、
善
行
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
善
業
は
、
そ
れ
を

実
践
す
る
当
人
に
よ
っ
て
の
み
享
受
さ
れ
る
。
し
か
し
、
自
ら
が
積
ん
だ
善
業
を
自
己
の
み
な
ら
ず
他
者
へ
と
転
回
さ
せ
、
他

者
に
向
け
て
そ
れ
を
享
受
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
の
が
大
乗
仏
教
の
回
向
の
思
想
で
あ
る（　
）
3

。
大
乗
仏
教
で
は
、
自

ら
の
善
業
を
積
極
的
に
衆
生
に
差
し
向
け
て
い
く
こ
と
が
説
か
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
回
向
の
対
象
を
故
人
や
先
祖
に
特

化
し
た
も
の
が
、
葬
儀
・
法
事
と
い
っ
た
追
善
供
養
（
＝
善
業
を
追
加
す
る
た
め
の
行
事
）
で
あ
る
。

　
「
回
向
」
は
、
と
き
と
し
て
回
向
文
を
指
す
こ
と
が
あ
る
。
江
戸
時
代
の
学
僧
、
無
著
道
忠
（
一
六
五
三
～
一
七
四
五
）
が
編

纂
し
た
『
禅
林
象
器
箋
』
の
「
回
向
」
条
に
は
「〔
経
文
を
〕
読
誦
し
た
後
の
願
文
（
＝
願
意
を
記
し
た
文
）
で
あ
る
。〔
自
分

が
〕
修
め
た
善
業
を
所
願
〔
成
就
の
た
め
〕
に
差
し
向
け
る
の
で
あ
る
（
諷
誦
之
後
願
文
。
以
所
修
善
業
、
回
向
所
願
事
也
。）」（
巻

一
三
・
諷
唱
類
・
禅
学
叢
書
本
）
と
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
無
著
道
忠
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
回
向
」
は
、
回
向
文
の
こ
と
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
回
向
文
と
は
、
経
文
を
唱
え
た
善
業
を
誰
の
た
め
に
、
何
を
祈
っ
て
差
し
向
け
る
か
を
表
明
し
伝
え
る
た
め

の
言
葉
で
あ
る
。

　

善
業
を
自
ら
の
悟
り
の
成
就
（
自
利
）
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
他
者
の
幸
福
（
利
他
）
の
た
め
に
差
し
向
け
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
と
す
る
回
向
の
思
想
。
こ
の
回
向
の
思
想
に
も
と
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
回
向
文
は
、
追
善
供
養
を
は
じ
め
と
す
る
臨
済

宗
の
諸
行
事
に
お
い
て
必
ず
読
経
の
後
に
誦
み
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
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そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
回
向
文
に
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
か
。
曹
洞
宗
の
回
向
文
に
つ
い
て
は
、

櫻
井
秀
雄
『
修
訂 

曹
洞
宗
回
向
文
講
義
』（
曹
洞
宗
宗
務
庁
・
一
九
九
七
年
）
な
ど
の
詳
細
な
研
究
成
果
が
あ
る
が
、
臨
済
宗
に

関
し
て
言
え
ば
意
外
に
も
少
な
い
。
僅
か
に
荒
川
元
暉
師
の
成
果
が
あ
り（　
）
4

、
主
要
な
回
向
文
の
内
容
を
把
握
す
る
の
に
大

い
に
参
考
に
な
る
が
、
し
か
し
、
語
句
の
細
か
な
解
釈
な
ど
、
さ
ら
に
検
討
す
る
べ
き
課
題
も
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
そ
こ
で
、
妙
心
寺
派
教
化
セ
ン
タ
ー
教
学
研
究
委
員
会
で
は
、
臨
済
宗
で
現
在
用
い
ら
れ
て
い
る
回
向
文
の
解
釈
に
取
り

組
み
、
そ
の
訳
注
成
果
を
定
期
的
に
発
表
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
臨
済
宗
で
現
用
さ
れ
て
い
る
回
向
文
は
、
永
禄
九
（
一
五
六
六
）
年
に
編
纂
さ
れ
た
天
倫
楓
隠
の
『
諸
回
向
清

規
式
』
と
、
貞
享
元
（
一
六
八
四
）
年
に
刊
行
さ
れ
た
無
著
道
忠
の
『
小
叢
林
略
清
規
』
に
拠
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
、
こ
れ
ら

両
書
に
収
め
ら
れ
た
回
向
文
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
す
る
も
の
も
多
い
。
し
か
し
一
方
で
、
現
用
の
も
の
と
の
あ
い
だ
に
字
句
の
異

同
が
あ
っ
た
り
、
現
在
で
は
見
ら
れ
な
い
文
言
が
含
ま
れ
て
い
た
り
す
る
場
合
が
あ
る
。

　

こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
訳
注
の
際
の
底
本
と
し
て
は
、
現
在
の
臨
済
宗
各
派
に
お
い
て
実
際
に
誦
み
あ
げ
ら
れ
て
い
る

回
向
文
を
収
め
た
『
新
修
第
二
版 

臨
済
宗
勤
行
聖
典
』
全
三
巻
（
雛
僧
教
育
研
究
会
監
修
・
禅
文
化
研
究
所
編
集
・
禅
文
化
研
究
所

・
二
〇
一
〇
年
）、『
臨
済
宗
檀
信
徒
葬
儀
法
』（
禅
文
化
研
究
所
編
集
発
行
・
一
九
九
五
年
）
を
用
い
る
こ
と
と
し
、
両
本
未
収
の
回

向
文
に
関
し
て
は
『
諸
回
向
清
規
式
抄
』（
禅
文
化
研
究
所
編
・
二
〇
〇
四
年
）
を
用
い
る
こ
と
と
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
こ
れ
ら

現
用
の
各
種
回
向
文
と
、『
諸
回
向
清
規
式
』（
善
通
寺
所
蔵
本
・T81
）、『
小
叢
林
略
清
規
』（
江
湖
叢
書
影
印
本
・T81

）
所
収
の

回
向
文
と
の
比
較
を
試
み
る
。

　

今
後
、
訳
注
を
担
当
す
る
の
は
、
妙
心
寺
派
教
化
セ
ン
タ
ー
教
学
研
究
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
、
小
川
太
龍
・
桐
野
祥
陽
・
篠

塚
純
海
・
瀧
瀬
尚
純
・
廣
田
宗
玄
・
本
多
道
隆
・
松
原
信
樹
・
丸
毛
俊
宏
・
水
野
隆
道
（
五
十
音
順
）
の
九
名
で
あ
る
。
各
委
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員
は
そ
れ
ぞ
れ
イ
ン
ド
学
や
中
国
学
を
専
攻
し
て
は
い
る
も
の
の
、
こ
う
し
た
回
向
文
の
解
釈
に
必
ず
し
も
精
通
し
て
い
る
と

は
言
い
難
く
、
そ
の
た
め
、
読
み
誤
り
や
不
適
当
な
口
語
訳
な
ど
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
読
者
諸
賢
か
ら
の
忌
憚
な
き
ご
意

見
を
賜
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

§

　

第
一
回
目
の
本
稿
で
は
、
禅
文
化
研
究
所
編
集
発
行
『
臨
済
宗
檀
信
徒
葬
儀
法
』
を
底
本
と
し
て
、
葬
儀
・
法
事
で
誦
み
あ

げ
ら
れ
る
回
向
文
と
、
そ
れ
に
加
え
て
葬
儀
の
な
か
で
唱
え
ら
れ
る
偈
文
を
取
り
あ
げ
、
こ
れ
ら
の
訳
注
を
試
み
る
。
そ
の
前

に
、
臨
済
宗
に
お
け
る
葬
儀
の
流
れ
や
、「
年
忌
法
要
」
と
呼
ば
れ
る
故
人
の
た
め
の
節
目
ご
と
の
法
事
の
成
立
過
程
に
つ
い

て
確
認
し
て
お
こ
う
。

　

地
域
に
よ
っ
て
多
少
の
差
異
は
あ
る
も
の
の
、
在
家
者
向
け
の
葬
儀
式
次
第
と
そ
の
内
容
は
、
お
よ
そ
《
１
》
か
ら
《
８
》

の
通
り
で
あ
る
（
ゴ
シ
ッ
ク
体
は
、
本
稿
で
訳
出
を
試
み
る
偈
文
・
回
向
文
で
あ
る
）。

　
　
《
１
》
剃
髪
偈

　

髪
や
鬚
を
剃
っ
て
出
家
者
の
姿
に
す
る
作
法
で
あ
る
。
葬
儀
の
最
初
に
剃
髪
す
る
に
あ
た
り
、「
剃
髪
偈
」
を
唱
え
る
。

　
　
《
２
》
懺
悔
文

　

出
家
の
道
に
入
る
に
あ
た
り
、
過
去
に
つ
く
っ
た
悪
業
を
懺
悔
す
る
作
法
で
あ
る
。
貪む

さ
ぼり
・
瞋い
か

り
・
愚
か
し
さ
の
「
三
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毒
」
と
い
う
根
本
的
な
煩
悩
か
ら
生
じ
た
一
切
の
悪
業
を
悔
い
改
め
る
こ
と
を
誓
う
「
懺
悔
文
」
を
唱
え
る
。

　
　
《
３
》
三
帰
戒

　

仏
・
法
・
僧
の
三
宝
に
帰
依
す
る
こ
と
を
表
明
す
る
作
法
で
あ
り
、「
三
帰
戒
」
を
唱
え
る
。
髪
や
鬚
を
剃
り
、
過
去

に
つ
く
っ
た
悪
業
を
懺
悔
し
、
仏
・
法
・
僧
の
三
宝
に
帰
依
す
る
。
こ
う
し
た
一
連
の
作
法
を
経
て
、
在
家
の
故
人
は
、

は
じ
め
て
戒
名
を
授
か
る
に
値
す
る
出
家
者
と
な
る
。

　
　
《
４
》
龕
前
念
誦

　
「
龕
」
と
は
、
遺
体
を
納
め
た
棺
。
棺
の
前
で
念
誦
す
る
こ
と
。「
龕
前
念
誦
」
で
は
、
故
人
が
死
を
迎
え
た
こ
と
、
そ

し
て
、
そ
の
霊
魂
を
悟
り
の
道
へ
と
導
く
た
め
に
、
僧
侶
た
ち
が
こ
れ
か
ら
「
十
仏
名
」
を
唱
え
る
こ
と
を
告
げ
る
文
が

誦
み
あ
げ
ら
れ
る
。
あ
ら
ゆ
る
功
徳
を
そ
な
え
た
「
十
仏
名
」
を
唱
え
、
そ
の
功
徳
が
成
就
す
る
こ
と
を
願
う
の
で
あ
る
。

　
　
《
５
》
鎖
龕
仏
事

　
「
鎖
」
字
に
は
「
と
ざ
す
。
と
じ
る
。
し
め
る
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
。「
鎖
龕
」
と
は
「
棺
を
閉
じ
る
」
こ
と
。
棺
を

閉
じ
る
に
あ
た
っ
て
『
大
悲
呪
』（『
大
悲
円
満
無
礙
神
呪
』）
を
読
誦
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
故
人
が
生
ま
れ
変
わ
る
と
こ

ろ
を
厳
か
に
整
え
る
た
め
に
『
大
悲
呪
』
を
唱
え
た
こ
と
を
述
べ
る
回
向
文
「
鎖
龕
回
向
」
を
誦
み
あ
げ
る
。『
大
悲

呪
』
の
読
誦
に
は
、
臨
終
時
に
願
い
の
ま
ま
往
生
で
き
る
、
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
の
三
つ
の
悪
し
き
世
界
（
三
悪
道
）
に

堕
ち
る
こ
と
が
な
い
、
と
い
っ
た
様
々
な
利り

益や
く

が
あ
る
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る（　
）
5

。
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《
６
》
起
龕
仏
事

　

鎖
龕
仏
事
に
続
い
て
行
わ
れ
る
の
が
起
龕
仏
事
で
あ
る
。「
起
龕
」
と
は
、
棺
を
送
り
出
す
た
め
に
「
棺
を
起
こ
す
」

こ
と
。
す
な
わ
ち
「
出
棺
」
で
あ
る
。
鎖
龕
仏
事
と
同
じ
く
『
大
悲
呪
』
を
読
誦
し
て
起
龕
回
向
を
行
う
。
起
龕
仏
事
で

誦
み
あ
げ
ら
れ
る
回
向
文
「
起
龕
回
向
」
は
、
先
の
鎖
龕
仏
事
の
回
向
文
の
「
鎖
龕
之
次
荘
厳
報
地
（
棺
を
閉
じ
る
に
あ
た

っ
て
生
ま
れ
変
わ
る
と
こ
ろ
を
厳
か
に
整
え
る
）」
と
い
う
個
所
を
「
起
龕
之
次
荘
厳
報
地
（
棺
を
起
こ
す
に
あ
た
っ
て
生
ま
れ
変

わ
る
と
こ
ろ
を
厳
か
に
整
え
る
）」
と
言
い
換
え
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
《
７
》
引
導
／
秉ひ

ん

炬こ

（
下あ

火こ

）

　

葬
儀
を
執
り
行
う
導
師
が
松た
い

明ま
つ

（
炬こ

火か

）
を
手
に
取
り
、
遺
体
に
火
を
点
け
る
。
こ
の
作
法
を
「
秉ひ
ん

炬こ

（
下あ

火こ

）」
と
い

う
。
秉
炬
に
あ
た
っ
て
は
、
故
人
の
人
柄
や
功
績
を
称
え
、
悟
り
へ
と
導
く
た
め
の
教
え
の
言
葉
「
法
語
」
を
唱
え
て
一

喝
す
る
。
棺
に
向
け
て
松
明
を
投
げ
る
と
い
う
所
作
、
そ
し
て
、
故
人
に
最
後
の
教
え
を
示
す
と
い
う
所
作
、
こ
れ
ら
一

連
の
所
作
が
葬
儀
に
お
け
る
「
引
導
」
で
あ
り
、
葬
儀
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
も
言
え
る
重
要
な
作
法
で
あ
る
。　

　

中
国
で
は
、
宋
代
に
入
っ
た
十
一
世
紀
以
降
の
禅
語
録
な
ど
に
、
秉
炬
に
際
し
て
唱
え
ら
れ
た
祖
師
た
ち
の
法
語
を
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
作
法
に
よ
る
弔
い
方
は
、
当
初
、
出
家
者
に
限
ら
れ
て
い
た
が
、
時
代
が
下
る
に
つ

れ
、
そ
の
対
象
は
、
在
家
者
に
も
広
が
り
を
見
せ
、
現
代
の
引
導
作
法
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

　
　
《
８
》
荼
毘

　

遺
体
を
火
葬
し
て
弔
う
こ
と
を
「
荼
毘
」
と
い
う
。
現
代
の
葬
儀
式
で
は
、
引
導
後
に
『
観
音
経
』（『
観
世
音
菩
薩
普
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問
品
』）
な
ど
が
読
誦
さ
れ
る
。
読
経
中
に
参
列
者
た
ち
が
順
次
焼
香
し
、
焼
香
後
に
荼
毘
回
向
を
行
う
。
こ
こ
で
誦
み

あ
げ
ら
れ
る
回
向
文
「
荼
毘
回
向
」
は
、
鎖
龕
仏
事
の
「
鎖
龕
之
次
荘
厳
報
地
」、
起
龕
仏
事
の
「
起
龕
之
次
荘
厳
報

地
」
の
個
所
を
「
荼
毘
之
次
荘
厳
報
地
（
火
葬
す
る
に
あ
た
っ
て
生
ま
れ
変
わ
る
と
こ
ろ
を
厳
か
に
整
え
る
）」
と
言
い
換
え
た

も
の
で
あ
る
。

　

以
上
が
、
現
在
、
臨
済
宗
で
行
わ
れ
て
い
る
在
家
者
向
け
の
葬
儀
式
の
大
ま
か
な
流
れ
と
内
容
で
あ
る
が
、
今
回
の
訳
注
で

は
《
７
》「
引
導
／
秉
炬
（
下
火
）」
を
除
く
各
作
法
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
偈
文
と
回
向
文
を
取
り
あ
げ
る
。

　

中
国
や
日
本
の
禅
宗
寺
院
で
は
、
年
中
行
事
・
臨
時
行
事
の
次
第
や
修
行
僧
が
守
る
べ
き
日
常
規
範
な
ど
を
ま
と
め
た
清
規

が
数
多
く
定
め
ら
れ
た
が
、
現
在
、
日
本
の
禅
宗
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
在
家
者
向
け
の
葬
儀
は
、
こ
れ
ら
諸
清
規
に
記
さ

れ
た
、
尊
宿
（
＝
寺
院
の
住
職
と
な
っ
た
高
徳
の
僧
）
と
、
そ
れ
以
外
の
僧
（
亡
僧
）
の
た
め
の
葬
送
儀
礼
を
ア
レ
ン
ジ
し
た
も
の

で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
儀
式
の
最
初
に
は
剃
髪
、
懺
悔
、
授
戒
の
作
法
を
行
な
い
、
戒
律
を
守
る
誓
い
の
証あ

か
しと
し
て
与
え
ら
れ

る
戒
名
を
授
け
て
出
家
者
と
し
、
そ
の
う
え
で
、
引
導
を
渡
し
て
故
人
を
送
り
出
す
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
没
し
た
後
に
僧
侶
と
な
る
」
こ
と
か
ら
、
こ
の
葬
儀
の
形
式
を
「
没も

つ

後ご

作さ

僧そ
う

」
と
呼
ぶ
。
生
前
に
出
家
し

て
い
な
い
故
人
を
、
こ
う
し
た
か
た
ち
で
出
家
さ
せ
る
の
は
、
た
と
え
ば
、『
観
無
量
寿
経
』
が
、「
九
品
往
生
（
＝
極
楽
往
生

の
際
の
九
つ
の
階
位
）」
の
最
上
位
で
あ
る
「
上
品
上
生
」
を
成
就
で
き
る
衆
生
と
し
て
、「
慈
悲
の
心
で
〔
生
き
物
を
〕
殺
さ
ず
、

諸
々
の
戒
律
を
守
っ
て
い
る
（
慈
心
不
殺
、
具
諸
戒
行
）」
者
、「
大
乗
経
典
を
読
誦
す
る
（
読
誦
大
乗
方
等
経
典
）」
者
、「〔
仏
・

法
・
僧
・
戒
・
捨
（
施
）・
天
を
繰
り
返
し
憶
念
す
る
〕
六
念
を
実
践
す
る
（
修
行
六
念
）」
者
を
挙
げ
、「〔
こ
れ
ら
の
人
々
が
、

こ
れ
ら
善
行
の
功
徳
を
自
ら
の
信
心
に
〕
差
し
向
け
て
、
彼か

の
仏
国
土
に
生
ま
れ
た
い
と
願
う
な
ら
、
一
日
か
ら
七
日
の
あ
い
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だ
に
仏
国
土
に
生
ま
れ
る
（
廻
向
発
願
、
生
彼
仏
国
、
具
此
功
徳
、
一
日
乃
至
七
日
、
即
得
往
生
）」（T12-344c

、
岩
波
文
庫
本
㊦p.69

）

こ
と
が
で
き
る
と
説
く
か
ら
で
あ
る
。
仏
に
帰
依
し
、
そ
の
教
え
に
従
う
者
に
は
、
三
界
を
超
え
た
輪
廻
の
一
変
形
と
考
え
ら

れ
る
極
楽
へ
の
往
生
が
約
束
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る（　
）
6

。

§

　

冒
頭
で
触
れ
た
通
り
、
中
有
・
中
陰
の
あ
い
だ
の
故
人
に
代
わ
っ
て
親
族
が
善
業
を
追
加
す
る
供
養
、
そ
れ
が
追
善
供
養
で

あ
る
。
そ
の
か
た
ち
に
は
、
仏
壇
に
手
を
合
わ
せ
た
り
、
墓
参
り
を
し
た
り
、
写
経
を
し
た
り
と
い
っ
た
ほ
か
、
他
者
に
施
し

を
行
う
布
施
行
な
ど
様
々
な
も
の
が
あ
る
が
、
故
人
を
見
送
る
葬
儀
を
は
じ
め
、
初
七
日
か
ら
四
十
九
日
（
満
中
陰
）
ま
で
の

中
陰
忌
法
要
、
一
周
忌
以
降
の
年
忌
法
要
と
い
っ
た
法
事
も
ま
た
、
僧
侶
に
よ
る
読
経
を
中
心
と
し
て
営
ま
れ
る
追
善
供
養
で

あ
る
。

　

没
後
の
一
年
後
に
一
周
忌
を
、
そ
の
翌
年
、
す
な
わ
ち
、
丸
二
年
が
経
っ
た
日
に
は
三
回
忌
を
、
そ
し
て
、
三
回
忌
以
降
も
、

七
回
忌
や
十
三
回
忌
と
い
っ
た
よ
う
に
、
数
年
の
間
隔
を
空
け
て
定
期
的
に
法
事
を
営
ん
で
い
く
。
こ
れ
ら
の
法
事
で
は
、
故

人
の
位
牌
を
安
置
し
、
僧
侶
が
『
観
音
経
』『
大
悲
呪
』
な
ど
を
読
経
し
て
「
亡
者
忌
回
向
」
を
誦
み
あ
げ
、
故
人
の
冥
福
を

祈
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
「
亡
者
忌
回
向
」
を
簡
潔
に
し
た
回
向
文
が
、
故
人
の
月
命
日
な
ど
で
用
い
ら
れ
る
「
亡
者
忌

略
回
向
」
で
あ
る
。

　

で
は
、
現
在
の
日
本
に
お
い
て
、
一
周
忌
以
降
も
数
多
く
の
年
忌
法
要
が
営
ま
れ
る
の
は
、
一
体
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
、
恐
ら

く
中
有
・
中
陰
の
期
間
の
長
さ
が
、
イ
ン
ド
か
ら
中
国
を
経
て
日
本
に
至
る
過
程
に
お
い
て
次
第
に
延
び
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
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ろ
う（　
）
7

。

　
『
阿
毘
達
磨
大
毘
婆
沙
論
』
巻
七
〇
に
詳
し
く
説
か
れ
る
よ
う
に
、
イ
ン
ド
に
は
、
中
有
・
中
陰
の
期
間
を
め
ぐ
っ
て
幾
つ

か
の
説
が
あ
っ
た（　
）
8
（T27-360c

、361b

）。
そ
の
う
ち
の
一
つ
が
、
い
わ
ゆ
る
「
七な
な

七な
の

日か

説
」
で
あ
る
。
四
十
九
日
の
あ
い
だ
、

中
有
・
中
陰
の
状
態
に
あ
る
霊
魂
に
は
七
日
お
き
に
生
と
死
と
が
交
互
に
巡
っ
て
く
る
と
さ
れ
、
そ
の
七
日
お
き
に
巡
っ
て
く

る
、
い
ず
れ
か
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
必
ず
次
の
世
界
に
生
ま
れ
変
わ
る
と
さ
れ
る
。
日
本
の
仏
教
で
、
こ
の
七
七
日
の
四
十
九
日

を
「
満
中
陰
」
と
し
、
こ
の
日
を
も
っ
て
「
忌
明
け
」
と
す
る
の
は
、
イ
ン
ド
以
来
の
、
こ
の
七
七
日
説
を
踏
ま
え
て
の
こ
と

で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
追
善
供
養
が
本
格
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
中
国
で
は（　
）
9

、
儒
教
が
説
く
「
三
年
の
喪（　
）
10

」
の
影
響
を

受
け
て
、
中
有
・
中
陰
の
続
く
期
間
が
イ
ン
ド
よ
り
も
長
く
な
る
。
唐
代
の
十
世
紀
頃
、『
仏
説
預
修
十
王
生
七
経
』（X1

）
が

撰
述
さ
れ
、
こ
の
経
典
が
説
く
と
こ
ろ
を
根
拠
と
し
て
、
中
有
・
中
陰
の
期
間
が
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
四
十
九
日
か
ら
、
足
か

け
三
年
（
丸
二
年
）
に
延
び
る
こ
と
に
な
っ
た（　
）
11

。

　

こ
の
『
預
修
十
王
経
』
で
は
、
人
は
亡
く
な
る
と
、
閻
魔
王
を
は
じ
め
と
す
る
冥
界
の
十
王
に
よ
っ
て
生
前
の
罪
が
裁
か
れ

る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。『
預
修
十
王
経
』
が
説
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
死
後
、
初
七
日
か
ら
四
十
九
日
ま
で
の
七
日
ご
と
、

さ
ら
に
百
日
・
一
年
・
三
年
に
至
る
ま
で
、
こ
れ
ら
十
王
の
裁
き
を
受
け
、
生
前
の
善
行
や
親
族
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
追
善
の

度
合
い
に
従
っ
て
、
次
に
生
ま
れ
変
わ
る
先
が
決
定
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
故
人
が
十
王
に
裁
か
れ
る
日
、
も
し
く
は
、
そ
れ

よ
り
も
前
の
日
に
親
族
が
法
事
を
営
み
、
そ
の
功
徳
に
よ
っ
て
故
人
の
生
前
の
罪
を
軽
く
し
た
り
、
故
人
が
善
い
世
界
に
生
ま

れ
変
わ
る
こ
と
を
祈
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
初
七
日
か
ら
四
十
九
日
の
満
中
陰
に
至
る
七
日
ご
と
の
法
事
（
七
七
斎
）

に
、
百
箇
日
・
一
周
忌
・
三
回
忌
を
加
え
た
合
計
一
〇
回
の
法
事
が
営
ま
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
。
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か
く
し
て
、
中
国
で
生
ま
れ
た
十
王
信
仰
は
、
日
本
で
新
た
な
展
開
を
見
せ
る
。
た
と
え
ば
、
閻
魔
王
は
地
蔵
菩
薩
の
仮
の

姿
で
あ
る
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
十
王
の
本
来
の
姿
と
し
て
十
の
仏
・
菩
薩
、
す
な
わ
ち
、
本
地
仏
が
、
十
王
そ
れ
ぞ
れ
に
割
り

当
て
ら
れ
た
。
十
王
に
対
す
る
本
地
仏
と
い
う
、
こ
の
発
想
は
、
イ
ン
ド
や
中
国
に
は
な
い
日
本
独
自
の
も
の
で
あ
り
、
日
本

で
撰
述
さ
れ
た
『
仏
説
地
蔵
菩
薩
発
心
因
縁
十
王
経（　
）
12

』（X1

）
な
ど
の
経
典
に
見
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
日
本
で
は
、
中
国
の
合
計
一
〇
回
の
法
事
に
加
え
、
七
回
忌
・
十
三
回
忌
・
三
十
三
回
忌
と
、
合
計
一
三
回
の
法

事
が
営
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
七
回
忌
・
十
三
回
忌
・
三
十
三
回
忌
に
も
新
た
に
そ
れ
ぞ
れ
冥
界
の
王
と
本
地
仏
と

が
加
え
ら
れ
た
。
こ
れ
が
、
十
四
世
紀
の
終
わ
り
か
ら
十
五
世
紀
の
初
め
に
か
け
て
、
室
町
時
代
の
頃
に
成
立
し
た
十
三
仏
信

仰（　
）
13

で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
日
本
で
は
、
次
の
世
界
に
生
ま
れ
変
わ
る
ま
で
の
中
有
・
中
陰
の
期
間
が
延
長
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
、
そ
の
期
間
が
足
か
け
三
十
三
年
（
丸
三
十
二
年
）
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

日
本
に
お
け
る
年
忌
法
要
の
数
は
、
そ
の
後
も
更
に
増
加
し
て
い
く（　
）
14

。
こ
の
こ
と
は
、
諸
文
献
に
も
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
、
室
町
時
代
の
十
五
世
紀
中
頃
に
は
、
す
で
に
十
七
回
忌
（『
康
富
紀
』
宝
徳
二
年
・
六
月
九
日
条
）、
二
十
五
回
忌
（『
蔭
凉

軒
日
録
』・
永
享
九
年
・
七
月
十
三
日
条
）
が
、
江
戸
時
代
の
十
八
世
紀
半
ば
か
ら
後
半
に
か
け
て
は
、
二
十
三
回
忌
（『
天
明
集
成

絲
綸
録
』
宝
暦
三
年
・
二
月
条
）、
二
十
七
回
忌
（
同
、
天
明
七
年
・
五
月
条
）
が
行
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
三
十
三
回
忌
以
降
に
つ

い
て
も
、
五
十
回
忌
や
百
回
忌
な
ど
の
、
五
十
年
ご
と
の
遠
諱
（
遠
忌
）
が
、
室
町
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て
営
ま
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
年
忌
法
要
の
一
つ
一
つ
が
ど
の
時
代
に
行
わ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
ど
の
時
代
に
定
着
し
て
い
た
か
を
時
系
列

に
沿
っ
て
確
認
し
て
い
く
と
、
た
と
え
ば
、『
続
日
本
紀
』
に
記
録
さ
れ
た
、
天
平
宝
字
元
（
七
五
七
）
年
の
聖
武
天
皇
の
一
周

忌
な
ど
は
、
日
本
に
お
け
る
年
忌
法
要
の
最
も
早
い
事
例
で
あ
る
が
（
巻
二
〇
・
五
月
己
酉
条
）、
現
在
行
わ
れ
て
い
る
一
周
忌
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以
降
の
法
事
が
、
奈
良
時
代
の
時
点
か
ら
す
べ
て
出
揃
っ
た
か
た
ち
で
存
在
し
て
い
た
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
こ
と
が
明
ら
か

に
な
る
。

　

日
本
で
行
わ
れ
て
い
る
四
十
九
日
や
百
箇
日
、
一
周
忌
や
三
回
忌
、
三
十
三
回
忌
や
五
十
回
忌
と
い
っ
た
数
多
く
の
法
事
は
、

中
国
・
日
本
に
お
い
て
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
次
第
に
営
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
段
階
的
に
形
成
さ
れ
て

き
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

§

　

幕
末
期
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
の
禅
僧
、
今
北
洪
川
（
一
八
一
六
～
一
八
九
二
）
が
、
様
々
な
仏
典
を
引
用
し
た
う
え
で
、

「〔
故
人
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
四
十
九
日
ま
で
の
〕
中
陰
の
あ
い
だ
七
日
ご
と
に
仏
事
を
厳
修
す
る
の
は
、
善
業
を
積
ん
だ
功
徳

に
よ
っ
て
、
故
人
が
来
世
に
生
ま
れ
変
わ
る
と
こ
ろ
を
厳
か
に
整
え
、
故
人
の
仏
道
修
行
を
増
し
高
め
て
速す

み

や
か
に
善
い
世
界

に
生
ま
れ
変
わ
ら
せ
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
（
中
陰
之
内
、
追
七
之
日
修
仏
事
者
、
所
以
因
此
作
善
之
功
徳
、
荘
厳
亡
者
報
土
、
増

崇
亡
者
品
位
、
而
使
速
生
善
処
也
）」（『
蒼
龍
広
録
』
巻
二
「
対
問
上
書
」32b

）
と
説
く
よ
う
に
、
葬
儀
か
ら
四
十
九
日
の
法
事
に
至

る
ま
で
の
一
連
の
仏
事
に
関
し
て
は
、
中
有
・
中
陰
の
七
七
日
説
が
根
拠
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
七
七
日
説
の
立
場
を
と
る
洪
川
は
、
し
か
し
、
百
箇
日
以
降
の
年
忌
法
要
を
な
ぜ
営
む
の
か
と
い
う
理
由
に
つ
い
て
は
、

「
諸
経
論
を
調
べ
て
も
、
そ
の
典
拠
は
見
つ
か
ら
な
い
（
某
按
諸
経
論
、
不
見
典
拠
）」（
同
上
）
と
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
、
洪
川

が
指
摘
す
る
通
り
、
仏
典
の
説
に
明
確
な
根
拠
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
な
る
と
、
洪
川
の
よ
う
に
、
も
し
中
有
・
中

陰
の
満
期
を
四
十
九
日
と
み
な
し
た
場
合
、
そ
の
後
の
法
事
を
営
む
積
極
的
な
意
義
は
見
い
だ
し
づ
ら
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
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う
。
そ
の
た
め
、
古
来
、
年
忌
法
要
の
意
義
を
め
ぐ
っ
て
様
々
な
説
明
が
試
み
ら
れ
て
き
た（　
）
15

。

　

洪
川
は
、
さ
す
が
儒
家
か
ら
転
身
し
た
禅
僧
だ
け
あ
っ
て
、
儒
教
の
『
礼
記
』「
祭
義
」
篇
に
見
ら
れ
る
「
君
子
に
終
身
の

喪
有
り
（
君
子
有
終
身
之
喪
）」（
新
釈
漢
文
大
系
本
㊥p.701

）、
す
な
わ
ち
「
君
子
に
は
一
生
を
か
け
て
の
喪
が
あ
る
」
と
い
う
言

葉
に
着
目
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
生
涯
を
通
し
て
四
六
時
中
、
喪
に
服
し
て
ば
か
り
い
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
の
た
め
、

日
本
で
は
、
日
常
生
活
の
事
柄
に
差
し
支
え
が
な
い
よ
う
「
年
忌
法
要
の
慣
習
（
年
回
修
福
之
制
）」（32b

）
が
定
め
ら
れ
た
の

で
あ
ろ
う
、
と
い
う
見
解
を
示
し
た
。
そ
し
て
、「
三
」「
七
」
と
い
う
数
字
に
は
「
き
ち
ん
と
し
た
根
拠
が
あ
る
（
必
有
条
理

可
拠
）」（
同
上
）
と
し
た
う
え
で
、
た
と
え
ば
、
三
回
忌
に
つ
い
て
は
、「
子
ど
も
は
生
ま
れ
る
と
三
年
た
っ
て
や
っ
と
父
母
の

懐ふ
と
こ
ろか
ら
離
れ
る
と
い
う
、
そ
の
恩
に
報
い
る
た
め
に
行
う
（
報
子
生
三
年
免
父
母
懐
之
恩
修
之
）」（
同
上
）
の
で
あ
る
と
説
く
。

三
年
の
服
喪
期
間
を
父
母
へ
の
報
恩
と
す
る
こ
の
説
は
、『
論
語
』「
陽
貨
」
篇
に
見
ら
れ
る
孔
子
の
教
え
で
あ
る
（
岩
波
文
庫

本
・p.247

）。
あ
る
い
は
ま
た
、
七
回
忌
に
つ
い
て
は
、「
中
陰
七
七
の
〔
七
と
い
う
〕
大
い
な
る
数
字
に
な
ら
っ
て
〔
故
人

を
〕
弔
う
（
例
中
陰
七
七
之
大
数
吊
薦
）」（32b
）、
十
三
回
忌
に
つ
い
て
は
、「
干
支
が
一
巡
し
て
更
に
新
た
に
始
ま
る
年
で
あ

る
か
ら
、〔
故
人
が
亡
く
な
っ
た
そ
の
年
と
同
じ
〕
か
つ
て
の
干
支
を
迎
え
て
〔
故
人
を
〕
追
思
す
る
（
以
十
二
支
一
巡
又
始
之

年
故
、
迎
先
支
而
寓
追
思
）」（33a

）
と
い
っ
た
よ
う
に
、
三
十
三
回
忌
ま
で
の
年
忌
の
意
味
合
い
に
つ
い
て
一
つ
一
つ
説
明
し

て
い
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
れ
ら
数
あ
る
年
忌
法
要
は
、「
結
局
の
と
こ
ろ
、〔
父
母
に
よ
く
仕
え
る
〕
孝
行
な
子
が

生
涯
に
わ
た
っ
て
〔
両
親
を
は
じ
め
と
す
る
〕
先
人
を
追
憶
す
る
慕
情
を
〔
法
事
と
い
う
か
た
ち
で
〕
表
し
た
も
の
だ
（
畢
竟

孝
子
表
終
身
羹
牆
之
慕
情
已
）」（
同
上
）
と
総
括
し
た
。

　

洪
川
に
よ
る
「
終
身
の
喪
」
と
い
う
観
点
か
ら
の
説
は
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
こ
れ
で
遺
族
が
故
人
を
弔
う
意
義
と
し
て
は

説
得
力
を
持
ち
得
る
教
示
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
故
人
を
偲
ん
で
葬
儀
・
法
事
を
行
う
現
世
に
生
き
る
遺
族
側
の
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心
情
に
特
化
し
て
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
四
十
九
日
以
降
の
故
人
が
そ
の
死
後
ど
の
よ
う
な
状
態
に
あ
る
か
を
説
明
し
た
う

え
で
、
そ
の
後
の
追
善
供
養
を
営
む
意
義
を
説
く
も
の
で
は
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
現
在
の
年
忌
法
要
や
月
命
日
な
ど
の
場
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
亡
者
忌
回
向
」「
亡
者
忌
略
回
向
」
に
は
、
の

ち
に
本
稿
で
訳
出
す
る
通
り
、「〔
読
経
の
供
養
に
よ
っ
て
〕
集
め
た
功
徳
は
、〈
某
名
〉　

の
霊
魂
の
た
め
に
捧
げ
る
も
の
で
あ

り
、
来
世
に
生
ま
れ
変
わ
る
と
こ
ろ
が
厳
か
に
整
え
ら
れ
ま
す
よ
う
に
（
所
集
功
徳
、
奉
為　
〈
某
名
〉　

霊
位
、
荘
厳
報
地
）」
と

い
う
文
言
が
含
ま
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
回
向
文
を
誦
み
あ
げ
る
法
事
の
場
で
は
、
僧
侶
と
参
列
者
と
の
あ
い
だ
で
仏
教

の
輪
廻
観
が
共
有
さ
れ
、
故
人
が
中
有
・
中
陰
の
状
態
に
あ
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
も
そ
も
、
中
有
・
中
陰
を
四
十
九
日
の
時
点
で
句
切
る
と
す
る
な
ら
、
忌
明
け
後
の
年
忌
法
要
は
、
す
で
に
中

有
・
中
陰
の
状
態
を
脱
し
来
世
で
新
た
な
生
を
う
け
て
い
る
は
ず
の
故
人
に
対
し
、
い
ま
だ
「
後
生
善
処
（
＝
来
世
で
善
い
世
界

に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
）」
を
祈
っ
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
と
な
る
と
、
中
有
・
中
陰
の
状
態
を
想
定

し
て
誦
み
あ
げ
ら
れ
る
「
亡
者
忌
回
向
」
や
「
亡
者
忌
略
回
向
」
の
内
容
と
、
来
世
に
お
け
る
故
人
の
実
情
と
の
あ
い
だ
に
は

齟
齬
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。　

　

こ
う
見
て
く
る
と
、
三
十
三
回
忌
ま
で
を
行
う
日
本
の
現
状
に
即
し
て
言
え
ば
、
四
十
九
日
を
一
応
の
節
目
と
し
な
が
ら
も
、

来
世
へ
の
転
生
が
定
ま
ら
な
い
中
有
・
中
陰
の
状
態
が
足
か
け
三
十
三
年
（
丸
三
十
二
年
）
続
く
と
捉
え
た
ほ
う
が
、
年
忌
法

要
を
営
む
意
義
を
矛
盾
な
く
説
明
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
中
有
・
中
陰
を
三
十
三
年
と
捉
え
る
こ
の
見
方
は
日
本
独
自
の
も
の
で
あ
り
、
イ
ン
ド
由
来
の
仏
典
に
「
三
十

三
年
」
と
い
う
年
数
を
明
示
す
る
説
は
な
い
。
た
だ
し
、
中
有
・
中
陰
の
期
間
を
め
ぐ
る
イ
ン
ド
に
お
け
る
諸
説
の
う
ち
、
七

七
日
説
以
外
に
、
期
間
は
特
に
定
ま
っ
て
い
な
い
と
す
る
「
無
定
限
」
を
説
い
た
仏ぶ

っ

陀だ

提だ
い

婆ば

の
説
が
あ
る（　
）
16
（『
阿
毘
達
磨
大
毘
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婆
沙
論
』
巻
七
〇
・T27-361b

、『
阿
毘
曇
毘
婆
沙
論
』
巻
三
六
・T28-267b

）。
し
た
が
っ
て
、
必
ず
し
も
仏
教
に
お
け
る
主
流
の
説

と
は
言
え
な
い
も
の
の
、
中
有
・
中
陰
を
三
十
三
年
と
捉
え
る
見
方
も
実
は
仏
典
に
根
拠
を
求
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
仏
典
に
お
い
て
七
七
日
説
が
主
流
を
占
め
る
以
上
、
や
は
り
四
十
九
日
を
満
中
陰
と
み
な
し
た
う
え
で
、
忌
明

け
後
に
営
ま
れ
る
数
あ
る
法
事
の
意
義
や
、
こ
う
し
た
場
で
「
亡
者
忌
回
向
」「
亡
者
忌
略
回
向
」
を
誦
み
あ
げ
る
意
義
に
つ

い
て
も
同
様
に
検
討
が
試
み
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

中
国
は
南
宋
期
、
無
門
慧
開
（
一
一
八
三
～
一
二
六
〇
）
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
公
案
集
『
無
門
関
』。
そ
の
第
二
則
に
、
唐

代
の
禅
僧
、
百
丈
懐
海
（
七
四
九
～
八
一
四
）
に
因
ん
だ
話
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。「
百
丈
野
狐
」
の
公
案
と
し
て
夙
に
知
ら
れ

る
そ
の
話
の
あ
ら
ま
し
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

百
丈
懐
海
が
行
う
説
法
の
場
に
通
っ
て
い
た
老
人
が
、
あ
る
日
、
説
法
が
終
わ
っ
て
も
そ
の
場
を
立
ち
去
ら
ず
に
い
た
。
不

審
に
思
っ
た
百
丈
が
声
を
か
け
た
と
こ
ろ
、
老
人
は
、
は
る
か
昔
、
こ
の
百
丈
山
の
住
持
で
あ
っ
た
と
言
う
。「
大
い
に
修
行

を
積
ん
だ
人
で
も
因
果
に
落
ち
る
の
か
」
と
の
修
行
僧
の
問
い
に
対
し
、「
因
果
に
落
ち
な
い
」
と
答
え
て
し
ま
い
、
そ
の
報

い
に
よ
り
五
百
回
も
の
生
を
野
狐
身
と
し
て
送
る
は
め
に
な
っ
た
と
告
白
し
た
。
そ
こ
で
、
百
丈
に
対
し
、
自
分
に
代
わ
っ
て

野
狐
の
身
を
脱
す
る
た
め
の
一
句
を
懇
願
し
た
と
こ
ろ
、
百
丈
は
、「
因
果
に
昧く

ら

ま
な
い
（
因
果
の
道
理
に
は
、
ご
ま
か
す
こ
と
も
、

ご
ま
か
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
）」
と
答
え
た
。
そ
れ
を
聞
い
た
老
人
は
、
す
ぐ
さ
ま
大
悟
し
て
野
狐
の
身
を
脱
し
、
百
丈
に
礼
を

申
し
述
べ
た
う
え
で
、
裏
山
に
あ
る
自
ら
の
骸む

く
ろを
亡
僧
と
し
て
弔
っ
て
欲
し
い
と
望
ん
だ
。
そ
れ
を
聞
き
入
れ
た
百
丈
は
、
食

後
に
修
行
僧
た
ち
を
引
き
連
れ
て
裏
山
の
岩
の
下
ま
で
行
き
、
杖
で
野
狐
の
死
骸
を
取
り
出
す
と
、
葬
儀
作
法
に
従
っ
て
火
葬

に
付
し
た
の
で
あ
っ
た（　
）
17
（T48-293a

、
新
国
訳
大
蔵
経
本
・p.124

）。

　

さ
て
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
老
人
の
姿
に
化
け
て
百
丈
懐
海
の
前
に
現
れ
た
野
狐
が
、
か
つ
て
百
丈
山
の
住
持
と
し
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て
生
き
て
い
た
と
き
の
記
憶
を
は
っ
き
り
と
保
ち
な
が
ら
畜
生
道
へ
の
転
生
を
五
百
回
に
も
わ
た
っ
て
繰
り
返
し
て
き
た
と
さ

れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

い
ま
は
ひ
と
ま
ず
「
百
丈
野
狐
」
の
事
例
を
取
り
あ
げ
る
に
と
ど
め
る
が
、
江
戸
時
代
の
白
隠
慧
鶴
（
一
六
八
六
～
一
七
六

九
）
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
様
々
な
転
生
譚
な
ど
に
も
、
前
世
の
記
憶
の
保
持
と
い
う
こ
の
特
徴
が
顕
著
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

地
獄
に
転
生
し
た
故
人
の
霊
が
人
間
界
に
戻
っ
て
来
て
人
に
取
り
憑
き
、
か
つ
て
人
間
で
あ
っ
た
頃
の
こ
と
を
語
っ
た
り
、
地

獄
の
苦
し
み
を
訴
え
て
救
い
を
求
め
た
り
と
い
っ
た
事
例
が
見
ら
れ
る（　
）
18

。

　

中
国
や
日
本
の
輪
廻
観
は
、
イ
ン
ド
由
来
の
輪
廻
の
定
義
か
ら
は
少
な
か
ら
ず
外
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い（　
）
19

。

こ
れ
ら
の
転
生
例
は
、
イ
ン
ド
に
は
じ
ま
る
仏
教
が
、
各
地
の
在
来
の
死
後
観
と
習
合
し
た
結
果
、
輪
廻
や
業
の
観
念
に
幅
の

拡
が
り
が
生
じ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
輪
廻
観
が
、
か
つ
て
人
々
に
よ
っ
て
実
際
に
共
有
さ
れ

て
い
た
と
い
う
事
実
が
あ
り
、
そ
の
事
実
を
踏
ま
え
る
な
ら
、
自
ら
の
あ
り
か
た
を
左
右
す
る
過
去
か
ら
の
業
や
、
あ
る
い
は

自
ら
に
残
存
す
る
過
去
か
ら
の
記
憶
と
い
う
点
に
こ
そ
、
三
世
に
わ
た
る
輪
廻
主
体
の
同
一
性
と
い
っ
た
も
の
を
、
あ
ら
ゆ
る

衆
生
に
認
め
得
る
の
で
は
な
い
か（　
）
20

。

　

業
に
よ
っ
て
執
着
の
対
象
と
な
る
自
己
が
繰
り
返
し
形
成
さ
れ
、
そ
こ
に
様
々
な
記
憶
が
積
み
重
な
っ
て
い
く
。
こ
の
迷
い

の
連
鎖
を
解
消
し
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
輪
廻
の
サ
イ
ク
ル
か
ら
解
脱
で
き
る
。
と
な
れ
ば
、
故
人
が
「
涅
槃
」
と
呼
ば
れ
る
完

全
な
安
ら
ぎ
の
域
に
達
す
る
ま
で
、
現
世
の
人
々
は
故
人
に
対
す
る
追
善
を
行
い
続
け
る
意
義
が
あ
る
と
言
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
過
去
・
現
在
・
未
来
の
繋
が
り
を
、
来
世
に
持
ち
越
さ
れ
る
業
や
記
憶
の
連
続
性
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

な
ら
、
中
有
・
中
陰
の
状
態
を
想
定
す
る
「
亡
者
忌
回
向
」
や
「
亡
者
忌
略
回
向
」
に
つ
い
て
、
す
で
に
転
生
を
果
た
し
た
故

人
が
そ
の
ま
た
来
世
に
お
い
て
善
処
に
生
ぜ
ん
こ
と
を
祈
る
た
め
の
言
葉
と
し
て
読
み
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
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し
て
、
さ
ら
に
は
、
忌
明
け
後
に
営
ま
れ
る
数
あ
る
法
事
の
意
義
を
、
七
七
日
説
と
の
関
わ
り
か
ら
積
極
的
に
説
明
づ
け
て
い

く
こ
と
も
ま
た
可
能
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

註

 
 

梶
山
雄
一
「
輪
廻
の
思
想
―
イ
ン
ド
・
中
国
・
日
本
」（『
輪
廻
の
思
想
』
人
文
書
院
・
一
九
八
九
年 

所
収
）
な
ど
参
照
。

 
 

た
と
え
ば
、
江
戸
時
代
の
禅
僧
、
白
隠
慧
鶴
は
、
人
間
界
に
つ
い
て
「
特ひ
と

り
人
界
の
み
有
り
て
苦
楽
相
い
参ま
じ

り
、
禍
福
相
い
半な
か

ば

す
（
特
有
人
界
、
苦
楽
相
参
、
禍
福
相
半
）」
と
し
、「
進
修
も
亦
た
我
に
在
り
、
退
惰
も
亦
た
我
に
在
り
。
出
離
の
時
到
れ
り
。
更

に
何い
ず

れ
の
時
を
か
待
た
ん
や
（
進
修
亦
在
我
、
退
惰
亦
在
我
。
出
離
時
到
。
更
待
何
時
哉
）」（『
荊
叢
毒
蘂
』
巻
五
「
店
上
餓
夫
」）

と
説
い
て
、
輪
廻
か
ら
の
解
脱
を
来
世
に
先
送
り
す
る
こ
と
な
く
、
い
ま
こ
の
現
世
で
成
就
す
る
こ
と
を
迫
っ
て
い
る
。

 
 

梶
山
雄
一
『「
さ
と
り
」
と
「
廻
向
」
―
大
乗
仏
教
の
成
立
』（
講
談
社
現
代
新
書
・
一
九
八
三
年
、
人
文
書
院
・
一
九
九
七
年
、

の
ち
、
講
談
社
学
術
文
庫
・
二
〇
二
一
年
）
な
ど
参
照
。

 
 

西
村
恵
信
監
修
『
簡
訳
臨
済
宗
読
誦
聖
典
』
第
二
部
「
諸
回
向
文
・
簡
訳
と
解
説
」、
第
五
部
「
偈
文
・
簡
訳
と
解
説
」（
四
季
社

・
一
九
九
七
年
）
参
照
。

 
 

野
口
善
敬
『
ナ
ム
カ
ラ
タ
ン
ノ
ー
の
世
界
―
『
千
手
経
』
と
「
大
悲
呪
」
の
研
究
』（
禅
文
化
研
究
所
・
一
九
九
九
年
）
参
照
。

 
 

野
口
善
敬
「
輪
廻
と
中
有
―
追
薦
供
養
の
背
景
に
あ
る
二
つ
の
要
素
」
第
七
節
「
往
生
と
中
有
」（『
対
一
説
』
第
三
集
「
現
代
的

「
供
養
の
意
義
」
を
求
め
て
―
葬
と
供
養
」
所
収
、
臨
済
宗
妙
心
寺
派
教
化
セ
ン
タ
ー
・
二
〇
〇
二
年
）
参
照
。

 
 

前
掲
、
野
口
善
敬
「
輪
廻
と
中
有
」
第
九
節
「
結
び
に
か
え
て
…
中
陰
供
養
に
つ
い
て
」、
同
「
檀
徒
行
事
」（『
臨
済
宗
黄
檗
宗　

宗
学
概
論
』
第
一
〇
章
「
法
要
行
事
」、
臨
済
宗
黄
檗
宗
連
合
各
派
合
議
所
・
二
〇
一
六
年
）
参
照
。

 
 

渡
辺
章
悟
『
十
三
仏
信
仰
』「
十
三
仏
の
成
立
と
展
開
」
第
二
章
「
イ
ン
ド
仏
教
と
中
陰
の
起
源
」
第
四
節
「
中
有
の
形
状
と
四

十
九
日
」（
北
辰
堂
・
一
九
八
九
年
・p.119

～121

）、
前
掲
、
野
口
善
敬
「
輪
廻
と
中
有
」
第
六
節
「
中
有
と
そ
の
性
質
」
は
、
①

（ 

）
1

（ 

）
2

（ 

）
3

（ 

）
4

（ 

）
5

（ 

）
6

（ 

）
7

（ 

）
8
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少
時 

②
最
長
七
七
日 

③
最
長
七
日 

④
無
定
限 

の
四
つ
の
説
を
取
り
あ
げ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
説
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

 
 

渡
辺
章
悟
氏
は
、「
自
ら
の
善
事
を
他
者
に
ふ
り
向
け
る
と
い
う
考
え
方
は
、
大
乗
仏
教
の
時
代
に
な
っ
て
瞬
く
間
に
広
ま
り
ま

し
た
。
し
か
し
、
イ
ン
ド
に
お
い
て
は
追
善
に
相
当
す
る
言
葉
は
見
当
た
り
ま
せ
ん
。
…
［
中
略
］
…
「
こ
の
世
」
に
生
き
る
も
の

が
「
か
の
世
」
と
い
う
世
界
を
隔
て
た
者
に
そ
の
功
徳
を
ふ
り
向
け
る
と
い
う
い
わ
ゆ
る
追
善
の
考
え
方
は
古
い
時
代
に
は
ほ
と
ん

ど
見
ら
れ
ま
せ
ん
」（
前
掲
『
十
三
仏
信
仰
』p.131

）
と
し
、「
イ
ン
ド
仏
教
で
は
積
極
的
に
追
善
を
勧
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ

う
で
す
」（
同
・p.132

）
と
指
摘
す
る
ほ
か
、「
中
陰
に
お
け
る
追
善
を
説
く
経
典
は
す
べ
て
中
国
成
立
と
み
ら
れ
る
も
の
で
、
し

か
も
中
国
に
お
い
て
特
別
に
重
視
さ
れ
た
も
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
追
善
供
養
は
す
ぐ
れ
て
中
国
的
な
も
の
で
あ
る
と
言
わ
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」（p.135

）
と
も
指
摘
し
て
い
る
。

 
 

三
年
の
喪
に
つ
い
て
は
、
竹
倉
二
郎
「
三
年
喪
の
服
喪
期
間
に
就
い
て
」（『
漢
文
学
会
会
報
』
第
三
号
・
一
九
三
五
年
）
な
ど
参

照
。     

 
 

中
国
で
撰
述
さ
れ
た
『
仏
説
預
修
十
王
生
七
経
』
に
は
「〔
故
人
が
亡
く
な
っ
て
〕
一
年
が
経
っ
て
も
〔
故
人
の
〕
苦
し
み
や
辛

さ
は
増
す
ば
か
り
、
善
男
・
善
女
が
〔
追
善
の
た
め
の
〕
八
斎
戒
を
修
す
れ
ば
、
そ
れ
は
福
業
の
因
と
な
る
。
六
道
輪
廻
し
て
何
処

に
行
く
か
は
未
だ
決
ま
っ
て
い
な
い
が
、
経
本
を
作
り
仏
像
を
作
れ
ば
、〔
輪
廻
す
る
〕
迷
い
の
世
界
か
ら
出
離
で
き
る
（
一
年
過

此
転
苦
辛
、
男
女
修
斎
福
業
因
。
六
道
輪
廻
仍
未
定

0

0

0

0

0

0

0

、
造
経
造
仏
出
迷
津
）」（X1-409c

）
と
あ
っ
て
、
四
十
九
日
を
過
ぎ
一
年
が

経
過
し
た
時
点
で
も
中
有
・
中
陰
の
状
態
が
続
い
て
い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
の
ち
に
日
本
で
撰
述
さ
れ
た
『
仏
説

地
蔵
菩
薩
発
心
因
縁
十
王
経
』
に
も
同
様
の
文
が
見
ら
れ
る
（X1-407b

）。

 
 

『
仏
説
地
蔵
菩
薩
発
心
因
縁
十
王
経
』
を
訳
出
し
た
成
果
と
し
て
、
石
田
瑞
麿
『
民
衆
経
典
』《
仏
教
経
典
選
・
12
》（
筑
摩
書
房

・
一
九
八
六
年
）
が
あ
る
。

 
 

前
掲
、
渡
辺
章
悟
『
十
三
仏
信
仰
』
参
照
。

 
 

並
木
優
記
「
史
料
に
読
む
年
忌
法
要
」（『
対
一
説
』
第
三
集
「
現
代
的
「
供
養
の
意
義
」
を
求
め
て
―
葬
と
供
養
」
所
収
）
参
照
。

 
 

前
掲
、
渡
辺
章
悟
『
十
三
仏
信
仰
』「
十
三
仏
の
成
立
と
展
開
」
第
六
章
「
十
三
仏
事
へ
の
展
開
―
日
本
仏
教
の
追
善
」
第
二
節

（ 

）
9

（ 

）
10

（ 

）
11

（ 

）
12

（ 

）
13

（ 

）
14

（ 

）
15
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「
十
三
仏
事
の
成
立
」（p.184

～187

）
参
照
。

 
 

前
掲
、
野
口
善
敬
「
輪
廻
と
中
有
」
第
六
節
「
中
有
と
そ
の
性
質
」
参
照
。

 
 

小
川
隆
「
百
丈
野
狐
（
上
）（
下
）」（『
禅
文
化
』
二
二
四
号
・
二
二
五
号
、
禅
文
化
研
究
所
・
二
〇
一
二
年
）、
柳
幹
康
『
無
門

関
』（
新
国
訳
大
蔵
経
・
中
国
撰
述
部
①
―
６
〈
禅
宗
部
〉・
大
蔵
出
版
・
二
〇
一
九
年
）
参
照
。　

 
 

拙
論
「
禅
僧
の
輪
廻
観
―
白
隠
慧
鶴
禅
師
の
教
え
を
通
し
て
」（『
正
法
輪
』
第
七
七
巻
・
十
月
号
・
二
〇
二
一
年
）
な
ど
参
照
。

 
 

中
国
や
日
本
で
は
、
迷
え
る
衆
生
で
あ
っ
て
も
前
世
の
記
憶
を
保
持
し
て
い
る
事
例
が
多
い
が
、
イ
ン
ド
仏
教
に
お
い
て
、
自
ら

の
前
世
を
記
憶
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
高
い
境
地
に
達
し
て
こ
そ
得
ら
れ
る
「
宿
命
通
」
と
呼
ば
れ
る
神
通
力
を
具
え
た

特
定
の
人
々
に
限
ら
れ
て
い
た
。
船
山
徹
氏
は
、「
仏
典
を
読
む
限
り
、
イ
ン
ド
の
人
々
は
、
別
の
境
遇
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
者
の

す
べ
て
が
前
世
の
記
憶
を
失
う
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
ブ
ッ
ダ
や
高
い
境
地
の
菩
薩
は
、
生
ま
れ
変

わ
っ
て
も
過
去
世
の
記
憶
を
失
わ
ず
覚
え
て
い
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
特
殊
な
記
憶
を
、
神
通
力
の
一
つ
で
あ

る
宿
命
通
と
呼
ぶ
」
と
し
、
一
方
、
通
常
の
迷
え
る
人
々
が
「
前
世
を
見
通
す
力
や
前
世
の
記
憶
を
持
た
な
い
」
理
由
に
つ
い
て

「
煩
悩
に
覆
わ
れ
て
い
る
か
ら
真
実
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
、
仏
典
に
は
説
か
れ
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
（『
菩
薩
と
し
て

生
き
る
』《
シ
リ
ー
ズ
実
践
仏
教
・
１
》
臨
川
書
店
・
二
〇
二
〇
年
・p.123

）。

 
 

た
と
え
ば
、
竹
倉
史
人
氏
は
、「〈
私
〉
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
〈
業
〉
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し

ろ
逆
で
す
。
反
復
さ
れ
る
あ
る
種
の
パ
タ
ー
ン
、
つ
ま
り
〈
業
〉
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
に
次
か
ら
次
へ
と
新
し
い

〈
私
〉
が
形
成
さ
れ
て
い
く
の
で
す
。
そ
し
て
〈
私
〉
は
、
繰
り
返
し
〈
私
〉
で
あ
り
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
み
ず
か
ら
の
〈
業
〉

を
さ
ら
に
深
め
、
強
固
な
も
の
に
し
て
し
ま
い
ま
す
」（『
輪
廻
転
生
―
〈
私
〉
を
つ
な
ぐ
生
ま
れ
変
わ
り
の
物
語
』
講
談
社
現
代
新

書
・
二
〇
一
五
年
・p.96

）
と
指
摘
し
て
い
る
。

 

（
本
多
道
隆
）

（ 

）
16

（ 

）
17

（ 
）
18

（ 

）
19

（ 

）
20
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︽
凡
　
例
︾

○ 
本
訳
注
で
取
り
あ
げ
る
偈
文
と
回
向
文
は
、
主
と
し
て
、
禅
文
化
研
究
所
編
集
『
臨
済
宗
檀
信
徒
葬
儀
法
』（
禅
文
化
研
究
所
・
一
九
九
五

年
）
所
掲
の
字
句
に
拠
っ
た
。
書
き
下
し
文
に
つ
い
て
は
、『
諸
回
向
清
規
式
』『
小
叢
林
略
清
規
』
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
主
と
し
て
『
臨

済
宗
檀
信
徒
葬
儀
法
』
に
見
ら
れ
る
現
行
の
誦
み
方
に
基
づ
い
た
。

○ 

善
通
寺
所
蔵
本
『
諸
回
向
清
規
式
』（
国
文
学
研
究
資
料
館
・
新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
）、
禅
文
化
研
究
所
訓
注
・
編
集
の
江
湖

叢
書
『
小
叢
林
略
清
規
』
所
収
の
影
印
本
（
禅
文
化
研
究
所
・
一
九
九
五
年
）
と
の
字
句
を
比
較
し
て
、
そ
の
異
同
に
つ
い
て
確
認
し
た
。

○ 

『
諸
回
向
清
規
式
』『
小
叢
林
略
清
規
』
は
、
と
も
に
『
大
正
新
修
大
蔵
経
』
巻
八
一
に
収
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
各
偈
文
・
回
向
文
の
冒
頭

に
該
当
す
る
頁
数
・
段
数
を
併
せ
て
表
記
し
た
。

○ 

原
文
・
校
記
・
書
き
下
し
文
・
口
語
訳
・
語
注
の
順
に
並
べ
た
。

○ 

原
文
・
校
記
・
書
き
下
し
文
・
口
語
訳
・
語
注
と
も
に
常
用
漢
字
を
用
い
た
。

○ 

書
き
下
し
文
は
、
現
代
仮
名
遣
い
を
用
い
た
。

○ 

現
代
語
訳
は
直
訳
を
心
が
け
た
が
、
必
要
と
思
わ
れ
る
場
合
は
〔　

〕
で
適
宜
こ
と
ば
を
補
っ
た
。

○ 

語
注
で
『
大
正
新
修
大
蔵
経
』『
新
纂 

大
日
本
続
蔵
経
』
を
引
用
す
る
際
、
そ
の
出
典
表
記
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
Ｔ
」「
Ｘ
」
の
略

号
を
使
用
し
た
。

○ 

語
注
で
使
用
し
た
辞
書
類
の
略
号
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
『
漢
語
』　 

…
…
『
漢
語
大
詞
典
』
縮
印
本
（
漢
語
大
詞
典
出
版
社
）

　
『
漢
辞
海
』
…
…
『
漢
辞
海
』
第
四
版
（
三
省
堂
）

　
『
中
村
』　 

…
… 

中
村
元
『
仏
教
語
大
辞
典
』（
東
京
書
籍
）

　
『
禅
学
』　 

…
… 

駒
澤
大
学
『
新
版 

禅
学
大
辞
典
』（
大
修
館
書
店
）

○ 

語
注
で
取
り
あ
げ
た
訳
注
書
の
う
ち
、
岩
波
文
庫
本
を
用
い
た
場
合
は
「
岩
波
文
庫
本
」
と
表
記
し
た
。
そ
の
ほ
か
、
荒
木
見
悟
『
楞
厳

経
』（《
仏
教
経
典
選
14
・
中
国
撰
述
経
典
二
》
筑
摩
書
房
・
一
九
八
六
年
）
に
つ
い
て
は
「
荒
木
訳
注
本
」、
末
木
文
美
士
編
・『
碧
巌
録
』
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研
究
会
訳
『
現
代
語
訳 

碧
巌
録
』
上
・
中
・
下
（
岩
波
書
店
・
二
〇
〇
一
年
・
二
〇
〇
二
年
・
二
〇
〇
三
年
）
に
つ
い
て
は
「
末
木
訳
注

本
」、
野
口
善
敬
編
著
『
開
甘
露
門
の
世
界
―
お
盆
と
彼
岸
の
供
養
』（
禅
文
化
研
究
所
・
二
〇
〇
八
年
）
に
つ
い
て
は
「
野
口
訳
注
本
」
と

表
記
し
た
。
無
著
道
忠
『
禅
林
象
器
箋
』『
百
丈
清
規
左
觽
』
は
、
柳
田
聖
山
主
編
「
禅
学
叢
書
」（
中
文
出
版
社
）
を
使
用
し
、「
禅
学
叢

書
本
」
と
表
記
し
た
。

剃
髪
偈（『

諸
回
向
清
規
式
』
巻
四
・
諸
葬
礼
法
式
之
部
「
亡
者
剃
髪
偈
」1a

・T81-659b

、
巻
五
・
日
用
諸
文
諸
偈
呪
之
部
「
剃

髪
偈
」53a

・T81-683b

、『
小
叢
林
略
清
規
』
に
無
し
、『
臨
済
宗
檀
信
徒
葬
儀
法
』p.9

）  

剃
除
鬚
髪　

当
願
衆
生　

永
離
煩
悩　

究
竟
寂
滅（
一
） 

（
二
辺
目
「
究
竟
常
楽（
一
）」、
三
辺
目
「
究
竟
安
楽
」）

（
一
）　

究
竟
寂
滅
／
究
竟
常
楽
＝
『
諸
回
向
清
規
式
』
巻
五
・
日
用
諸
文
諸
偈
呪
之
部
「
剃
髪
偈
」
に
「
究
竟
寂
滅
」
と
あ
り
、
巻
四
・

諸
葬
礼
法
式
之
部
「
亡
者
剃
髮
偈
」
に
「
究
竟
常
楽
」
と
あ
る
。

＊

鬚
髪
を
剃
除
す
る
に
、
当
に
願
う
べ
し
、
衆
生
、
永
く
煩
悩
を
離
れ
、
究く

ぎ
ょ
う竟
し
て
常
楽
な
ら
ん
こ
と
を
。

＊

　

出
家
の
道
に
入
る
べ
く
髪
と
鬚ひ

げ

を
剃
り
除
く
に
あ
た
り
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
た
ち
が
、
永
久
に
煩
悩
か
ら
離
れ
、〔
煩

（
1
）

（
2
）
（
3
）

（
4
）

（
4
）
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悩
を
滅
し
た
〕
静
か
な
悟
り
の
境
地
を
成
就
で
き
る
よ
う
誓
願
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
二
辺
目
「
常
住
不
変
の
楽
な
る
境
地
を

成
就
で
き
る
よ
う
誓
願
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
三
辺
目
「
安
楽
な
境
地
を
成
就
で
き
る
よ
う
誓
願
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」）

＊

（
１
） 
剃
除
鬚
髪
…
究
竟
寂
滅
＝
出
典
は
、
八
十
巻
本
『
華
厳
経
』
巻
一
四
「
浄
行
品
」（T10-70a

）。

（
２
） 
究
竟
＝
「
究
竟
し
て
」
と
訓
ん
で
「
極
ま
り
行
き
つ
く
と
こ
ろ
」「
つ
ま
る
と
こ
ろ
」
と
い
う
副
詞
の
意
味
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
。

『
禅
語
』（p.96

）
参
照
。
た
と
え
ば
、『
楞
厳
経
』
巻
四
に
「
仏
雖
宣
明
令
我
除
惑
、
今
猶
未
詳
斯
義
究
竟
無
疑
惑
地
（
仏
、
宣
明

し
て
我
を
し
て
惑
を
除
か
し
む
と
雖
も
、
今
ま
猶
お
未
だ
斯
の
義
の
究
竟
し
て
疑
惑
無
き
地
を
詳
ら
か
に
せ
ず
）」（T19-119c

、
荒

木
訳
注
本
・p.270
）
と
あ
る
。

（
3
） 

寂
滅
＝
「
煩
悩
の
火
が
消
え
果
て
た
、
心
の
究
極
の
静
け
さ
」「
悟
り
の
境
地
」（『
中
村
』p.618

）。
た
と
え
ば
、
後
出
の
「
龕

前
念
誦
」
に
「
了
諸
行
之
無
常
、
以
寂
滅
而
為
楽
（
諸
行
の
無
常
な
る
こ
と
を
了さ
と

っ
て
、
寂
滅
を
以
て
楽
と
為
す
）」
と
あ
り
、『
白

隠
禅
師
坐
禅
和
讃
』
に
「
寂
滅
現
前
す
る
故
に
、
当
処
即
ち
蓮
華
国
、
此
の
身
即
ち
仏
な
り
」（『
臨
済
宗
檀
信
徒
葬
儀
法
』p.142

）

と
あ
る
。

（
4
） 

常
楽
／
安
楽
＝
現
行
の
葬
儀
で
は
「
剃
髪
偈
」
を
三
回
繰
り
返
し
て
唱
え
る
。
そ
の
際
、「
寂
滅
」
の
部
分
を
二
辺
目
は
「
常

楽
」
に
、
三
辺
目
を
「
安
楽
」
に
読
み
か
え
る
（『
臨
済
宗
檀
信
徒
葬
儀
法
』p.9

）
こ
と
が
多
い
。
伊
藤
古
鑑
『
臨
済
宗
衲
覩
』
で

は
「
三
度
目
の
時
に
は
究
竟
寂
滅
と
い
う
と
こ
ろ
を
究
竟
安
楽
と
い
う
の
が
口
伝
で
あ
る
」（
其
中
堂
・
一
九
六
三
年
・p.155

）
と

解
説
さ
れ
て
お
り
、
曹
洞
宗
の
櫻
井
義
秀
『
修
訂 

曹
洞
宗
回
向
文
講
義
』
で
も
、
三
唱
目
の
結
句
を
「
究
竟
安
楽
」
と
す
る
口
伝

が
あ
る
と
解
説
さ
れ
て
い
る
（
曹
洞
宗
宗
務
庁
・
一
九
九
七
年
・p.226

）。「
究
竟
常
楽
」「
究
竟
安
楽
」
の
句
に
つ
い
て
は
出
典
未

詳
。
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懺
悔
文（『

諸
回
向
清
規
式
』
巻
五
・
諸
念
誦
之
部
「
戒
法
之
品
次
」31b

・T81-677c

、「
禅
戒
軌
并
序
」38b

～39a

・T81-679c

、

『
小
叢
林
略
清
規
』
巻
中
・
臨
時
清
規　

第
四
「
得
度
儀
規
」6a

・T81-700a

、『
臨
済
宗
檀
信
徒
葬
儀
法
』p.20

）

我
昔
所
造
諸
悪
業　

皆
由
無
始
貪
瞋
痴　

従
身
口
意
之
所
生　

一
切
我
今
皆
懺
悔

＊

我
れ
昔
造
る
所
の
諸
も
ろ
の
悪
業
は
、
皆
な
無
始
の
貪
・
瞋
・
痴
に
由よ

り
、
身
・
口
・
意
に
従よ

り
て
生
ず
る
所
な
り
。
一
切
我

れ
今
ま
皆
な
懺さ

ん

悔げ

す
。

＊

　

わ
た
し
が
昔
つ
く
っ
た
諸
々
の
悪
し
き
業
は
、
す
べ
て
大
昔
の
貪
（
＝
む
さ
ぼ
り
）・
瞋
（
＝
い
か
り
）・
痴
（
＝
お
ろ
か
し
さ
）

に
よ
っ
て
、
身
（
＝
か
ら
だ
）・
口
（
＝
く
ち
）・
意
（
＝
こ
こ
ろ
）
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
一
切
を
、
わ
た
し
は
今
、

す
べ
て
懺
悔
し
ま
す
。

＊

（
1
） 

我
昔
所
造
諸
悪
業
…
一
切
我
今
皆
懺
悔
＝
四
十
巻
本
『
華
厳
経
』
巻
四
〇
「
普
賢
行
願
品
」
に
「
我
昔
所
造
諸
悪
業
、
皆
由
無
始

貪
恚
痴
、
従
身
語
意
之
所
生
、
一
切
我
今
皆
懺
悔
」（T10-847a
）
と
あ
る
。

（
２
） 

従
身
口
意
之
所
生
＝
『
百
丈
清
規
左
觽
』「
従
身
口
意
之
所
生
」
条
に
「
忠
曰
く
」
と
し
て
「
身
・
口
・
意
に
由よ

り
て
生
起
す
る

所
の
十
悪
業
な
り
（
由
身
口
意
所
生
起
十
悪
業
）」（
禅
学
叢
書
本
・p.654
）
と
あ
る
。「
十
悪
業
」
と
は
「
身
・
口
・
意
の
三
つ
に

な
す
十
種
の
悪
い
行
な
い
。
殺
生
・
偸
盗
・
邪
淫
・
妄
語
・
綺
語
・
悪
口
・
両
舌
・
貪
欲
・
瞋
恚
・
邪
見
」（『
中
村
』「
十
悪
」
条

（
1
）

（
2
）
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・p.651

）
の
こ
と
。
聖
福
寺
蔵
本
『
幻
住
庵
清
規
』
附
録
「
開
甘
露
門
」
に
見
ら
れ
る
「
懺
悔
文
」
に
付
け
ら
れ
た
返
り
点
・
送

り
が
な
に
基
づ
け
ば
「
身
・
口
・
意
の
生
ず
る
所
に
従
う
」（69a

、
野
口
訳
注
本
・p.209

）
と
な
る
が
、
こ
こ
で
は
、「
之
」
字
を

「
用
以
調
整
音
節
或
表
示
提
頓
、
没
有
実
在
意
義
（
音
節
を
整
え
た
り
起
伏
を
表
示
す
る
の
に
用
い
、
実
際
の
意
味
は
な
い
）」（『
漢

語
』
㊤p.287

）
と
い
う
、
す
な
わ
ち
、
文
章
の
リ
ズ
ム
を
整
え
る
た
め
の
助
詞
と
捉
え
、
無
著
道
忠
の
解
釈
に
従
っ
て
「
身
・
口

・
意
に
従
り
て
生
ず
る
所
な
り
」
と
訓
ん
だ
。

三
帰
戒（『

諸
回
向
清
規
式
』
巻
五
・
諸
念
誦
之
部
「
戒
法
之
品
次
」31b

・T81-677c

、『
小
叢
林
略
清
規
』
巻
中
・
臨
時
清
規　

第
四
「
得
度
儀
規
」6b
～7a

・T81-700a

、『
臨
済
宗
檀
信
徒
葬
儀
法
』p.25

～26

）

南
無（
一
）帰
依
仏　

南
無（
一
）帰
依
法　

南
無（
一
）帰
依
僧　

帰
依
仏
無
上（
二
）尊　

帰
依
法
離
欲
尊　

帰
依
僧
和
合
尊　

帰
依
仏

竟　

帰
依
法
竟　

帰
依
僧
竟（
三
）　

如
来
至
真
等
正
覚　

是
我
大（
四
）師　

我
今
帰
依　

従
今
以（
五
）往（
六
）　

称
仏
為
師　

更（
七
）

不
帰
依
邪（
八
）魔
外
道　

慈
愍
故（
九
） 

（
二
辺
目
「
慈
愍
故
、
慈
愍
故
」、
三
辺
目
「
慈
愍
故
、
慈
愍
故
、
大
慈
愍
故
」）

（
一
） 

南
無
＝
『
小
叢
林
略
清
規
』
に
「
南
無
」
の
二
字
な
し
。

（
二
） 

無
上
＝
『
諸
回
向
清
規
式
』
は
「
両
足
」
に
作
る
。

（
三
） 

帰
依
僧
竟
＝
『
諸
回
向
清
規
式
』
は
「
帰
依
僧
竟
」
の
後
に
「
已
捨
邪
帰
正
了
」
の
句
が
続
く
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）
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（
四
） 

大
＝
『
諸
回
向
清
規
式
』
は
「
導
」
に
作
る
。

（
五
） 

以
＝
『
諸
回
向
清
規
式
』
は
「
已
」
に
作
る
。

（
六
） 

往
＝
『
諸
回
向
清
規
式
』
は
「
後
」
に
作
る
。

（
七
） 
更
＝
『
諸
回
向
清
規
式
』
に
無
し
。

（
八
） 
邪
＝
『
諸
回
向
清
規
式
』
は
「
邪
」
字
の
上
に
「
余
」
字
あ
り
。

（
九
） 

慈
愍
故
＝
『
諸
回
向
清
規
式
』
は
「
大
慈
大
悲
大
哀
愍
故
」
に
作
る
。『
小
叢
林
略
清
規
』
に
「
第
二
遍
再
畳
。
曰
、
慈
愍
故
、

慈
愍
故
。
第
三
遍
三
畳
。
曰
、
慈
愍
故
、
慈
愍
故
、
慈
愍
故
」
の
割
注
あ
り
。

＊

南
無
帰
依
仏
。
南
無
帰
依
法
。
南
無
帰
依
僧
。
仏
、
無
上
尊
に
帰
依
す
。
法
、
離
欲
尊
に
帰
依
す
。
僧
、
和
合
尊
に
帰
依
す
。

仏
に
帰
依
し
竟お

わ
る
。
法
に
帰
依
し
竟
わ
る
。
僧
に
帰
依
し
竟
わ
る
。
如
来
・
至
真
・
等と
う
し
ょ
う
が
く

正
覚
は
、
是
れ
我
が
大
師
な
り
。
我

れ
今
ま
帰
依
し
、
今
従よ

り
以の

往ち

、
仏
を
称た
た

え
て
師
と
為
し
、
更
に
邪
魔
外
道
に
帰
依
せ
ず
。
慈
愍
の
故
に
。

＊

　

仏
に
帰
依
し
奉
る
。
法
（
＝
仏
の
教
え
）
に
帰
依
し
奉
る
。
僧
に
帰
依
し
奉
る
。
こ
の
上
な
く
尊
い
存
在
で
あ
る
仏
に
帰
依

し
ま
す
。
欲
を
離
れ
た
尊
い
存
在
で
あ
る
教
え
に
帰
依
し
ま
す
。
仲
よ
く
仏
の
教
え
を
奉
ず
る
尊
い
存
在
で
あ
る
僧
に
帰
依
し

ま
す
。
仏
に
し
っ
か
り
と
帰
依
し
ま
し
た
。
仏
法
に
し
っ
か
り
と
帰
依
し
ま
し
た
。
僧
に
し
っ
か
り
と
帰
依
し
ま
し
た
。〔
完

全
な
悟
り
に
到
達
し
た
偉
大
な
る
〕
如
来
・
至
真
・
等
正
覚
〔
た
る
仏
〕
は
、
我
々
の
大
い
な
る
師
で
す
。
わ
た
し
は
今
、
三

宝
に
帰
依
し
、
今
よ
り
の
ち
、
こ
れ
か
ら
は
、
仏
を
称
え
て
師
と
し
、
決
し
て
悪
魔
や
道
に
外
れ
た
外
道
に
帰
依
し
ま
せ
ん
。

〔
三
宝
の
〕
慈
し
み
と
憐
れ
み
を
願
う
か
ら
で
す
。
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＊

（
１
） 

南
無
帰
依
仏
…
慈
愍
故
＝
「
南
無
帰
依
仏
」
か
ら
「
帰
依
僧
竟
」
ま
で
は
、「
帰
依
三
宝
の
語
（
帰
依
三
宝
語
）」（『
小
叢
林
略
清

規
』
巻
中
・
臨
時
清
規　

第
四
「
得
度
儀
規
」6b

）。「
仏
・
法
・
僧
（
＝
教
団
）
の
三
つ
に
帰
依
す
る
こ
と
。
仏
教
徒
た
る
こ
と

の
最
小
条
件
で
あ
る
」（『
中
村
』p.215

）。『
禅
苑
清
規
』
巻
九
に
「
帰
依
仏
、
帰
依
法
、
帰
依
僧
。
帰
依
仏
両
足
尊
、
帰
依
法
離

欲
尊
、
帰
依
僧
衆
中
尊
。
帰
依
仏
竟
、
帰
依
法
竟
、
帰
依
僧
竟
。
如
来
至
尊
等
正
覚
、
是
我
道
師
。
我
今
帰
依
。
従
今
已
去
、
称
仏

為
師
、
更
不
帰
依
邪
魔
外
道
。
慈
愍
故
〈
三
説
、
第
三
畳
「
慈
愍
故
」
三
遍
〉」（X63-547b

）
と
あ
り
、
す
で
に
北
宋
期
の
禅
門

に
現
行
の
「
三
帰
戒
」
と
ほ
ぼ
同
じ
も
の
が
定
着
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

（
２
） 

如
来
至
真
等
正
覚
＝
「
至
真
」
は
「
尊
敬
さ
る
べ
き
人
。
聖
者
。
仏
の
十
号
の
一
つ
」（『
中
村
』p.537

）。「
等
正
覚
」
は
「
仏

の
十
号
の
一
つ
」（『
中
村
』p.1005

）、「〔
真
理
を
〕
正
し
く
さ
と
っ
た
人
。
最
高
至
上
の
さ
と
り
を
得
た
人
。
平
等
の
理
を
さ
と

っ
た
仏
」（
同
上
）
の
こ
と
。「
如
来
」
も
「
仏
の
十
号
の
一
つ
」（『
中
村
』p.1063

）
で
あ
る
か
ら
、「
如
来
」「
至
真
」「
等
正

覚
」
は
、
い
ず
れ
も
「
仏
」
を
指
す
。

（
３
） 

更
＝
「「
更
不
」「
更
無
」「
更
莫
」
な
ど
と
否
定
詞
と
共
に
用
い
ら
れ
、
そ
の
意
味
を
強
め
る
。
決
し
て
、
ま
っ
た
く
」（『
禅

語
』p.133

）。
用
例
と
し
て
は
、『
碧
巌
録
』
第
九
二
則
・
本
則
評
唱
「
你
若
便
直
下
承
当
得
去
、
更
不
見
有
凡
有
聖
、
是
法
平
等

無
有
高
下
」（T48-216c

、
岩
波
文
庫
本
㊦p.192
、
末
木
訳
注
本
㊦p.231

）
な
ど
。

（
４
） 

慈
愍
故
＝
『
小
叢
林
略
清
規
』
に
は
「
第
二
遍
に
は
再
畳
す
。
曰
く
、「
慈
愍
故
、
慈
愍
故
」
と
。
第
三
遍
に
は
三
畳
す
。
曰
く
、

「
慈
愍
故
、
慈
愍
故
、
慈
愍
故
」
と
（
第
二
遍
再
畳
。
曰
、「
慈
愍
故
、
慈
愍
故
」。
第
三
遍
三
畳
。
曰
、「
慈
愍
故
、
慈
愍
故
、
慈
愍

故
」）」（7a

）
と
い
う
割
注
が
あ
り
、
現
行
の
葬
儀
と
ほ
ぼ
同
じ
形
式
で
唱
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
し
、
現
行
の
葬

儀
で
は
、
三
辺
目
の
最
後
を
「
大
慈
愍
故
」
と
唱
え
て
お
り
、
こ
の
点
が
異
な
る
。
な
お
、
昭
和
四
（
一
九
二
九
）
年
刊
行
の
鈴
木

子
順
『
臨
済
宗
聖
典
』（
光
融
館
）
は
、「
三
帰
戒
」
に
つ
い
て
、「
各
三
遍
」（p.2

）、「
第
三
遍
ニ
ハ
三
畳
ス
。
曰
ク
、「
慈
愍
故
、

慈
愍
故
、
慈
愍
故
」」（p.296

）
と
解
説
す
る
の
に
対
し
、
昭
和
三
十
八
（
一
九
六
三
）
年
刊
行
の
伊
藤
古
鑑
『
臨
済
宗
衲
覩
』（
其
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中
堂
）
は
、「
第
三
返
に
は
「
慈
愍
故
、
慈
愍
故
、
大
慈
愍
故
」
と
唱
う
」（p.118

）
と
解
説
し
て
い
る
。「「
慈
愍
」
は
「
仁
慈
怜

憫
（
＝
慈
し
み
憐
れ
む
こ
と
）」（『
漢
語
』
㊥p.4342

）。「
慈
愍
故
」
は
「
慈
し
み
憐
れ
む
が
故
に
」
と
直
訳
で
き
る
が
、「
慈
し

み
憐
れ
む
」
そ
の
主
語
が
判
然
と
し
な
い
。
こ
こ
で
は
、
た
と
え
ば
、『
幻
住
庵
清
規
』
附
録
「
開
甘
露
門
」
に
「
汝
今
帰
依
、
誓

不
帰
依
邪
魔
外
道
。
惟
願
三
宝
慈
憫
故
」（
野
口
訳
注
本
・p.211

～213

、X63-589b

）
と
あ
る
こ
と
な
ど
を
踏
ま
え
、「
三
宝
」

を
主
語
と
捉
え
て
訳
を
試
み
た
。

龕
前
念
誦

（『
諸
回
向
清
規
式
』
巻
五
・
諸
念
誦
之
部
「
龕
前
念
誦
附
次
第
〈
亡
僧
・
亡
者
供
用
之
〉」21b

・T81-675a

～b

、『
小

叢
林
略
清
規
』
巻
下
「
亡
僧
龕
前
念
誦
〈
在
家
通
用
〉」26b

・T81-718a

～b

、『
臨
済
宗
檀
信
徒
葬
儀
法
』p.45

～48

）

切
以
、
生
死
交
謝
、
寒
暑
迭
遷
。
其
来
也
、
電
撃
長
空
、
其
去
也
、
波
停
大
海
。
是
日
即
有　

新
物
故　
〈
某 

禅
定
門
・
禅
定

尼
〉　

生
縁
既
尽
、
大
夢（
一
）俄
遷
。
了
諸
行
之
無
常
、
以
寂
滅
而
為
楽
。
恭
裒
大
衆
、
粛
詣
龕
幃
、
誦
諸
聖
之
鴻
名
、
薦
清
魂

於
覚
路
。
仰
憑
大
衆
念
。

清
浄
清
浄
法
身
毘
盧
遮
那
仏　

円
満
報
身
盧
舎
那
仏　

千
百
億
化
身
釈
迦
牟
尼
仏　

当
来
下
生
弥
勒
尊
仏　

十
方
三
世
一
切
諸

仏　

大
聖
文
殊
師
利
菩
薩　

大
行
普
賢
菩
薩　

大
悲
観
世
音
菩
薩　

諸
尊
菩
薩
摩
訶
薩　

摩
訶
般
若
波
羅
蜜

（
一
） 

大
夢
＝
『
諸
回
向
清
規
式
』
は
「
大
命
」
に
作
る
。

（
1
）（
2
）（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
10
）

（
11
）
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＊

切
に
以

お
も
ん
みれ
ば
、
生
死
交
謝
し
、
寒
暑
迭た
が
いに
遷
る
。
其
の
来
た
る
こ
と
や
、
電　

長
空
に
撃
し
、
其
の
去
る
こ
と
や
、
波　

大
海

に
停と

ど

ま
る
。
是
の
日
即
ち　

新し
ん

物ぶ

故く　
〈
某 

禅ぜ
ん

定ち
ん

門も
ん

・
禅ぜ
ん

定ち
ん

尼に

〉　

有
っ
て
生
縁
既
に
尽
き
て
、
大
夢
俄に
わ
かに
遷
る
。
諸
行
の
無
常

な
る
こ
と
を
了さ

と

っ
て
、
寂
滅
を
以
て
楽
と
為
す
。
恭
う
や
う
やし
く
大
衆
を
裒あ
つ

め
て
龕
幃
に
粛
詣
し
、
諸
聖
の
鴻こ
う
み
ょ
う名を
誦
し
て
、
清
魂
を

覚
路
に
薦す

す

ま
し
む
。
仰
に
ゃ
ん
ぴ
ん
だ
い
し
ゅ
ん
に
ゃ
ん

憑
大
衆
念
。

清
浄
法
身
毘
盧
遮
那
仏　

円
満
報
身
盧
舎
那
仏　

千
百
億
化
身
釈
迦
牟
尼
仏　

当
来
下
生
弥
勒
尊
仏　

十
方
三
世
一
切
諸
仏　

大
聖
文
殊
師
利
菩
薩　

大
行
普
賢
菩
薩　

大
悲
観
世
音
菩
薩　

諸
尊
菩
薩
摩
訶
薩　

摩
訶
般
若
波
羅
蜜

＊

　

ひ
そ
か
に
思
い
を
め
ぐ
ら
し
て
み
ま
す
と
、
生
と
死
、
寒
さ
と
暑
さ
は
交
互
に
遷
り
代
わ
り
ま
す
。
こ
の
世
に
生
ま
れ
来
る

そ
の
さ
ま
は
、
電

い
な
ず
まが
長お
お

空ぞ
ら

に
閃ひ
ら
めく
か
の
よ
う
に
一
瞬
で
、
こ
の
世
を
去
る
そ
の
さ
ま
は
、
波
が
大
海
に
と
ど
ま
る
か
の
よ
う
に

静
か
で
穏
や
か
な
も
の
で
す
。
今
日
、
こ
こ
に
、
新
物
故
（
＝
新
た
に
逝
去
さ
れ
た
）　
〈
某 

禅
定
門
・
禅
定
尼
〉　

は
、
こ
の
世
に

生
ま
れ
て
く
る
た
め
の
縁
（
＝
条
件
）
が
尽
き
果
て
、
大
い
な
る
儚
い
現
世
の
夢
か
ら
突
如
と
し
て
目
覚
め
ら
れ
ま
し
た
。
す

べ
て
の
も
の
は
変
化
す
る
と
い
う
真
理
を
さ
と
っ
て
、
煩
悩
を
滅
し
た
静
け
さ
を
安
ら
ぎ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
謹
ん
で
、
僧
侶

た
ち
を
集
め
て
棺
の
帳と

ば
りの
前
に
厳
か
に
進
み
出
て
、
諸
々
の
聖ほ
と
け者
の
御
名
を
誦よ

み
あ
げ
、
清
ら
か
な
魂
を
覚さ
と

り
の
路み
ち

に
向
か
わ

せ
ま
す
。
僧
侶
た
ち
に
お
願
い
し
て
お
唱
え
い
た
し
ま
す
。

清き
よ
ら
か浄
な
法ほ
っ

身し
ん

（
＝
永
遠
不
滅
の
真
理
そ
の
も
の
）
で
あ
る
毘
盧
遮
那
仏　

円
満
な
報ほ
う

身じ
ん

（
＝
修
行
を
積
ん
だ
報
い
と
し
て
得
ら
れ
た
仏
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身
）
で
あ
る
盧
舎
那
仏　

千
百
億
の
様
々
な
姿
に
化け

身し
ん

し
て
衆
生
を
教
化
さ
れ
る
釈
迦
牟
尼
仏　

将
来
に
兜
率
天
か
ら
下げ

生し
ょ
うし

て
衆
生
を
救
済
さ
れ
る
弥
勒
菩
薩　

あ
ら
ゆ
る
時
間
と
空
間
に
遍あ

ま
ねく
お
わ
す
一
切
の
諸
仏　

大
い
に
聖
な
る
文
殊
師
利
菩
薩　

大
い
な
る
修
行
を
成
就
さ
れ
た
普
賢
菩
薩　

大
い
な
る
慈
悲
の
観
世
音
菩
薩　

諸
も
ろ
の
尊
き
菩
薩
が
た
や
修
行
者
た
ち　

偉

大
な
る
完
成
さ
れ
た
最
高
の
智
慧
よ
。〔
こ
の
功
徳
が
成
就
し
ま
す
よ
う
に
。〕

＊

（
１
） 

切
以
…
仰
憑
大
衆
念
＝
『
臨
済
宗
檀
信
徒
葬
儀
法
』
は
和
訓
の
み
の
掲
載
で
あ
る
た
め
、
原
文
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
誦
み
方
と

字
句
に
異
同
の
な
い
『
小
叢
林
略
清
規
』
に
拠
っ
た
。

（
２
） 

切
以
＝
『
百
丈
清
規
左
觽
』「
切
以
」
条
に
「
義
堂
の
『
日
工
集
』
一
〈
七
十
八
丈
〉
に
曰
く
、「「
窃
以
」、
今
ま
「
切
以
」
に
作

る
。「
恭
惟
」
の
「
惟
」
を
「
以
」
に
作
る
は
非
な
り
（
義
堂
日
工
集
一
〈
七
十
八
丈
〉
曰
、
窃
以
、
今
作
切
以
。
恭
惟
惟
作
以
非

也
）」（
禅
学
叢
書
本
・p.471
）
と
し
て
義
堂
周
信
の
説
が
引
用
さ
れ
て
お
り
、
つ
づ
け
て
、「
忠
曰
く
」
と
し
て
「「
切
」
字
は

「
窃
」
と
音　

相
い
通
ず
れ
ば
、
遂
に
訛あ
や
まり
て
「
切
」
の
字
を
書
す
（
切
字
与
窃
音
相
通
、
遂
訛
書
切
字
）」（
同
上
）
と
解
説
さ
れ

て
い
る
。『
日
用
工
夫
略
集
』
巻
一
・
巻
末
追
抄
第
三
条
（
帰
雲
院
旧
蔵
書
本
）
に
同
文
が
見
え
る
。「
窃
」
字
に
は
「
個
人
的
に
は
、

私
見
で
は
」
と
い
う
「
謙
遜
」
の
用
法
が
あ
り
（『
漢
辞
海
』p.1057

）、
諸
仏
・
諸
菩
薩
に
対
し
て
謙
へ
り
く
だり
の
意
を
表
す
の
で
あ
ろ
う
。

（
３
） 

生
死
交
謝
、
寒
暑
迭
遷
＝
『
肇
論
』「
物
不
遷
論
」
に
「
夫
生
死
交
謝
、
寒
暑
迭
遷
。
有
物
流
動
、
人
之
常
情
」（T45-151a

）

と
あ
る
。
禅
問
答
な
ど
で
も
取
り
あ
げ
ら
れ
る
句
で
、
用
例
と
し
て
は
、『
円
悟
語
録
』
巻
二
に
「
僧
問
、「
生
死
交
謝
、
寒
暑
迭
遷
。

未
審
無
位
真
人
還
有
寒
暑
也
無
」。
師
云
、「
汗
流
似
雨
」」（T47-720a

）
と
あ
る
。

（
４
） 

新
物
故
＝
『
臨
済
宗
檀
信
徒
葬
儀
法
』
が
「
新
帰
元
（
新
物
故
）」（p.46

）
と
す
る
よ
う
に
、
現
行
の
葬
儀
で
は
「
新
帰
元
」
と

さ
れ
る
場
合
が
多
い
。「
帰
元
」
と
は
「
生
滅
無
常
の
こ
の
世
を
去
り
、
真
実
寂
静
の
本
元
に
帰
る
こ
と
」（『
禅
学
』p.196

）。
そ

こ
か
ら
「
人
の
死
亡
す
る
こ
と
」（
同
上
）
の
意
に
な
る
。『
諸
回
向
清
規
式
』
に
「
新
円
寂　

某
甲
上
座
／
新
物
故　

某
禅
定
門
」

（21b

）
と
あ
り
、『
小
叢
林
略
清
規
』
に
は
、
亡
僧
の
場
合
は
「
新
円
寂　

某
上
坐
」
を
、
在
家
の
場
合
は
「
新
物
故　

某
禅
定
門　
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禅
定
尼
」
を
用
い
る
と
す
る
記
載
が
見
ら
れ
る
（26b

）
こ
と
に
基
づ
き
、
以
下
で
は
「
新
物
故
」
を
用
い
る
。「
新
物
故
」
の
読

み
方
に
つ
い
て
は
、『
臨
済
宗
檀
信
徒
葬
儀
法
』
は
「
し
ん
ぶ
っ
こ
」
と
す
る
が
、『
小
叢
林
略
清
規
』
の
読
み
方
に
従
っ
て
「
し
ん

ぶ
く
」
と
す
る
。

（
５
） 
了
諸
行
之
無
常
、
以
寂
滅
而
為
楽
＝
曇
無
讖
訳
『
大
般
涅
槃
経
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
「
諸
行
無
常
、
是
生
滅
法
。
生
滅
滅
已
、
寂

滅
為
楽
」（
巻
一
四
「
聖
行
品
」T12-450a

・451a

）
と
い
う
「
無
常
偈
」
を
踏
ま
え
た
句
。
釈
尊
最
期
の
説
法
と
さ
れ
る
。『
宗

学
概
論
』
第
四
章
の
拙
論
「
禅
宗
に
お
け
る
釈
尊
伝
」（
臨
済
宗
黄
檗
宗
連
合
各
派
合
議
所
・
二
〇
一
六
年
・p.127

）
参
照
。

（
６
） 

龕
幃
＝
『
小
叢
林
略
清
規
』
に
「
下
間
〈
室
の
西
北
の
位
〉
に
龕
を
置
い
て
麻
布
の
幃
幕
（
＝
四
方
を
囲
む
幕
）
を
用
う
（
下
間

〈
室
西
北
位
〉
置
龕
用
麻
布
幃
幕
）」（
巻
中
・
臨
時
清
規　

第
四
「
送
喪
儀
・
尊
宿
遷
化
」38a

～b

）
と
あ
る
。「
幃
は
単
張
、
一

重
の
と
ば
り
」（『
禅
学
』p.174

）。

（
７
） 

諸
聖
之
鴻
名
＝
『
百
丈
清
規
左
觽
』「
諸
聖
之
鴻
名
」
条
に
「
忠
曰
く
」
と
し
て
「
鴻
は
大
な
り
。
諸
聖
の
大
名
は
十
仏
名
な
り

（
鴻
大
也
。
諸
聖
大
名
、
十
仏
名
也
）」（
禅
学
叢
書
本
・p.888

）
と
あ
る
。「
鴻
」
は
「
盛
大
な
さ
ま
。
大
き
い
」（『
漢
辞
海
』

p.1651

）。「
鴻
名
」
は
「
洪
名
」
に
同
じ
。「
立
派
な
名
前
」（
同
上
）
と
い
う
意
味
。
こ
こ
で
は
「
十
仏
名
」
の
こ
と
。

（
８
） 

薦
清
魂
於
覚
路
＝
『
禅
苑
清
規
』
に
は
「
薦
清
魂
於
浄
土
」（X63-541c

）
と
あ
っ
て
、
当
初
は
浄
土
教
の
要
素
を
強
く
帯
び
た

句
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。「
覚
路
」
は
「
さ
と
り
の
道
・
涅
槃
の
道
」（『
禅
学
』p.155

）。『
百
丈
清
規
左
觽
』「
薦
清
魂
於

浄
土
」
条
に
見
ら
れ
る
無
著
道
忠
の
解
説
に
よ
れ
ば
、「「
清
魂
」
に
つ
い
て
は
、
儒
家
が
「
魂
と
は
〔
陰
陽
の
気
の
う
ち
〕
陽
の
神

妙
な
気
は
天
に
帰
す
る
」
と
す
る
こ
と
か
ら
、「
清
」
と
言
う
。「
薦
」
に
つ
い
て
は
、
ち
ょ
う
ど
人
を
官
吏
に
推
薦
す
る
〔
と
い
う

意
味
〕
の
「
薦
」
字
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
は
、〔
故
人
〕
そ
の
人
が
浄
土
に
生
ま
れ
変
わ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
器
で
あ

る
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
ゆ
え
、
い
ま
そ
の
霊
を
諸
仏
に
薦
挙
し
て
、
そ
の
〔
霊
が
浄
土
に
〕
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
を
望
む
の
で
あ
る

（
清
魂
者
、
儒
称
魂
陽
神
気
帰
天
、
故
言
清
。
薦
者
、
猶
如
薦
人
於
官
之
薦
也
。
言
斯
人
為
当
生
浄
土
之
器
、
故
今
薦
挙
其
霊
于
諸

仏
、
欲
其
生
也
）」（
禅
学
叢
書
本
・p.888

）
と
言
う
。
つ
づ
け
て
、
無
著
は
、「「
薦
」
字
に
つ
い
て
〔
故
人
の
〕
歩
を
浄
土
に
向

か
う
路
上
に
進
め
さ
せ
る
と
い
う
意
味
と
〔
し
て
解
釈
〕
す
る
の
は
間
違
い
だ
（
或
以
薦
為
令
進
歩
於
浄
土
之
路
上
之
義
、
殊
非
理
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也
）」（
同
上
）
と
指
摘
す
る
が
、
こ
こ
に
言
う
と
こ
ろ
の
「
覚
路
」
の
場
合
は
、
ま
さ
に
「
覚
り
に
向
か
う
路
に
歩
を
進
め
さ
せ

る
」
と
い
う
意
味
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
同
「
上
資
覚
路
」
条
に
「
本
覚
の
路
に
向
か
う
が
故
に
「
覚
路
」
と
云
う
。
念
誦
の
功
徳
を

以
て
之
を
資
助
す
る
こ
と
な
り
（
向
本
覚
之
、
故
覚
路
。
以
念
誦
功
徳
資
助
之
也
）」（
同
・p.889

）
と
あ
る
の
も
参
考
に
な
る
。

（
９
） 
仰
憑
大
衆
念
＝
書
き
下
し
文
で
は
「
仰
い
で
大
衆
を
憑た
の

ん
で
念
ず
」
と
訓
む
が
、『
小
叢
林
略
清
規
』
に
は
「
仰ニ
ヤ
ン
ヒ
ン憑大
衆
シ
ユ
ン
ニ
ヤ
ン
念
」（
巻

下
・26b

）
と
片
か
な
で
ル
ビ
が
振
っ
て
あ
り
、
こ
の
一
節
は
、
現
行
の
葬
儀
と
同
じ
く
当
時
か
ら
唐
宋
音
読
み
で
誦
ま
れ
て
い
た

こ
と
が
窺
え
る
。

（
10
） 

清
浄
法
身
毘
盧
遮
那
仏
…
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
＝
十
仏
名
。
諸
仏
・
諸
菩
薩
の
名
を
念
誦
し
て
讃
え
る
こ
と
。
十
仏
名
を
唱
え
る
意

義
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
曹
洞
宗
の
面
山
瑞
方
『
洞
上
僧
堂
清
規
考
訂
別
録
』
巻
二
「
粥
飯
作
法
考
訂
」
に
「
古
ハ
一
切
ノ
功

徳
ノ
為
ノ
略
行
法
ニ
ハ
、
十
仏
名
バ
カ
リ
唱
ウ
。
…
［
中
略
］
…
十
仏
名
ハ
万
徳
ノ
洪
名
ナ
レ
バ
、
食
時
ニ
念
誦
ス
ル
ハ
、
施
主
ニ

滅
罪
生
善
ノ
報
答
ナ
リ
。
三
八
ノ
念
誦
ハ
、
加
護
龍
天
十
方
施
主
ヘ
報
答
ナ
リ
。
土
地
堂
ノ
念
誦
ハ
、
合
堂
真
宰
増
加
威
光
シ
テ
護

法
ヲ
頼
ム
ナ
リ
。
送
亡
ノ
起
龕
・
鎖
龕
ニ
皆
ナ
念
誦
ア
ル
ハ
、
薦
亡
ノ
功
徳
ナ
リ
。
コ
コ
ロ
ニ
念
ジ
、
口
ニ
誦
ズ
。
ユ
エ
ニ
念
誦
ト

云
ウ
。
イ
ツ
ニ
テ
モ
、
十
仏
名
ハ
同
ジ
念
誦
ナ
リ
」（『
曹
洞
宗
全
書
』「
清
規
」
曹
洞
宗
全
書
刊
行
会
・
一
九
三
一
年
・p.228

～

229

）
と
あ
る
。
松
浦
秀
光
「
十
仏
名
に
つ
い
て
」（『
宗
学
研
究
』
第
二
六
号
・
一
九
八
四
年
）
も
併
せ
て
参
照
。

（
11
）
十
方
三
世
一
切
諸
仏
／
諸
尊
菩
薩
摩
訶
薩　

摩
訶
般
若
波
羅
蜜
＝
後
出
「
鎖
龕
［
起
龕
］
仏
事
」
注
（
４
）
参
照
。
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鎖
龕
﹇
起
龕
﹈
仏
事

（『
諸
回
向
清
規
式
』
巻
五
・
諸
念
誦
之
部
「
挙
龕
念
誦
」22b

・T81-675b

、『
小
叢
林
略
清
規
』
に
無
し
、『
臨
済
宗
檀
信

徒
葬
儀
法
』p.51

～52

・56

～57

）

上
来
念
誦
諷
経
功
徳
、
奉
為　

新
物
故　
〈
某 

禅
定
門
・
禅
定
尼
〉、
鎖（
一
）龕
［
起（
一
）龕
］
之
次
荘
厳
報
地
。
十
方
三
世
一
切

諸
仏
、
諸
尊
菩
薩
摩
訶
薩
、
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
。

（
一
） 

鎖
・
起
＝
『
諸
回
向
清
規
式
』
は
「
挙
」
に
作
る
。

＊

上
来
、
念
誦
諷
経
す
る
功
徳
は
、
新
物
故　
〈
某 

禅
定
門
・
禅
定
尼
〉　

の
為
に
し
奉
り
、
鎖
龕
［
起
龕
］
の
次つ
い

で
報
地
を
荘
厳

せ
ん
こ
と
を
。
十
方
三
世
一
切
の
諸
仏
、
諸
尊
菩
薩
摩
訶
薩
、
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
。

＊

　

こ
れ
ま
で
経
文
を
読
誦
し
た
功
徳
は
、
新
物
故　
〈
某 
禅
定
門
・
禅
定
尼
〉　

の
た
め
に
捧
げ
る
も
の
で
あ
り
、
棺
を
閉
じ
る

［
棺
を
〔
送
り
出
す
た
め
に
〕
起
こ
す
］
に
あ
た
っ
て
、
来
世
に
生
ま
れ
変
わ
る
と
こ
ろ
を
厳
か
に
整
え
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

世
界
中
の
、
そ
し
て
過
去
・
現
在
・
未
来
と
い
う
三
世
の
一
切
の
諸
も
ろ
の
仏
が
た
よ
、
諸
も
ろ
の
尊
き
菩
薩
が
た
や
修
行
者

た
ち
よ
、
偉
大
な
る
完
成
さ
れ
た
最
高
の
智
慧
よ
。〔
こ
の
功
徳
が
成
就
し
ま
す
よ
う
に
。〕

＊

（
１
） 

鎖
龕
＝
「
龕
の
蓋
を
と
ざ
す
こ
と
」（『
禅
語
』p.380

）。「
鎖
」
は
「
と
ざ
す
」（『
漢
辞
海
』p.1505

）
の
意
。『
禅
林
象
器
箋
』

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）
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巻
一
四
「
蓋
棺
」
項
に
「
鎖
龕
は
又
た
「
蓋か
つ

棺か
ん

」
と
曰
う
。『
韻
会
』
に
て
は
「「
闔
」
は
轄
獵
の
切
。「
閉
」
な
り
。
通
じ
て
「
蓋
」

に
作
る
」
と
（
鎖
龕
又
曰
蓋
。
韻
会
闔
轄
獵
切
。
閉
也
。
通
作
蓋
）」（
禅
学
叢
書
本
・p.570

）
と
あ
り
、『
小
叢
林
略
清
規
』
に

「
鎖
子
〈
木
を
も
っ
て
造
る
。
鎖
龕
の
用
〉（
鎖
子
〈
木
造
。
鎖
龕
用
〉）」（
巻
中
・
臨
時
清
規　

第
四
「
送
喪
儀
・
尊
宿
遷
化
」

38a

）
と
あ
る
。
木
の
錠
前
（
鍵
）
を
用
い
て
龕
の
蓋
を
閉
ざ
す
こ
と
。「
鎖
子
」
に
つ
い
て
「
或も

し
仏
事
を
略
す
れ
ば
則
ち
用
い

ず
」（
同
上
）
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
鎖
龕
仏
事
は
略
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
。

（
２
） 

起
龕
＝
「
霊
棺
を
墓
所
に
送
り
出
す
た
め
に
棺
を
起
こ
す
こ
と
」（『
禅
語
』p.194

）。

（
３
） 

荘
厳
報
地
＝
「
善
因
を
修
し
た
果
報
に
よ
り
、
自
然
に
感
得
す
る
仏
土
を
厳
浄
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
よ
う
な
仏
土
に
到
達
す
る

よ
う
に
願
う
こ
と
」（
江
湖
叢
書
『
小
叢
林
略
清
規
』・p.158

）。「
荘
厳
」
は
、
諸
々
の
功
徳
に
よ
っ
て
飾
る
こ
と
。「
報
地
」
は
、

来
た
る
べ
き
報
い
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
る
と
こ
ろ
。「
衆
生
が
自
分
の
業
の
報
い
と
し
て
生
ま
れ
た
国
土
」（『
中
村
』「
報
土
」
条
・

p.1242

）
の
こ
と
。「
来
世
に
生
ま
れ
変
わ
る
と
こ
ろ
を
厳
か
に
整
え
る
」
と
い
う
訳
を
試
み
た
。『
百
丈
清
規
左
觽
』「
荘
厳
報

地
」
条
に
「
忠
曰
く
」
と
し
て
「
報
地
は
来
報
所
居
の
地
位
な
り
（
報
地
来
報
所
居
地
位
也
）」（
禅
学
叢
書
本
・889

）
と
あ
る
。

（
４
） 

十
方
三
世
一
切
諸
仏
…
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
＝
『
禅
林
象
器
箋
』「
略
三
宝
」
条
に
「
旧
説
に
曰
く
」
と
し
て
「
凡
そ
回
向
の
尾お

わ

り
に
、
必
ず
「
十
方
三
世
」
等
の
語
有
り
。
此
れ
「
略
三
宝
」
と
名
づ
く
（
凡
回
向
之
尾
、
必
有
十
方
三
世
等
語
。
此
名
略
三
宝
）」

（
禅
学
叢
書
本
・p.550

）
と
あ
り
、「
十
方
三
世
一
切
諸
仏
」
は
「
仏
宝
」、「
諸
尊
菩
薩
摩
訶
薩
」
は
「
僧
宝
」、「
摩
訶
般
若
波
羅

蜜
」
は
「
法
宝
」
で
あ
る
と
す
る
（
同
上
）。
松
浦
秀
光
氏
は
、「
十
仏
名
」
の
う
ち
、「
十
方
三
世
一
切
諸
仏
」「
諸
尊
菩
薩
摩
訶

薩
」「
摩
訶
般
若
波
羅
」
を
抽
出
し
て
「
略
三
宝
」
を
作
っ
た
と
し
（
前
掲
「
十
仏
名
に
つ
い
て
」）、
神
保
如
天
「「
十
方
三
世
一
切

の
諸
仏
、
諸
尊
菩
薩
摩
訶
薩
、
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
」
の
唱
念
に
就
い
て
」（『
駒
沢
大
学
実
践
宗
乗
研
究
会
年
報
』
第
四
輯
・
一
九
三

六
年
）
に
も
既
に
そ
の
指
摘
が
見
ら
れ
る
。
前
出
「
龕
前
念
誦
」
注
（
10
）
を
併
せ
て
参
照
。
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荼
毘
回
向

（『
諸
回
向
清
規
式
』
巻
四
・
諸
葬
礼
法
式
之
部
「
火
葬
諷
経
」4b

～5a

・T81-675c

、『
小
叢
林
略
清
規
』
巻
中
「
在
家
送

亡
」48b

・T81-710b

、
巻
下
「
亡
僧
山
頭
念
誦
〈
在
家
通
用
〉」27b

・T81-718c

、『
臨
済
宗
檀
信
徒
葬
儀
法
』p.65

～66

）

上
来
念
誦
諷
経
功
徳
、
奉
為　

新
物
故　
〈
某 

禅
定
門
・
禅
定
尼
〉、
荼
毘
之
次
荘
厳
報
地
。
十
方
三
世
一
切
諸
仏
、
諸
尊
菩
薩

摩
訶
薩
、
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
。

＊

上
来
、
念
誦
諷
経
す
る
功
徳
は
、
新
物
故　
〈
某 

禅
定
門
・
禅
定
尼
〉　

の
為
に
し
奉
り
、
荼
毘
の
次つ
い

で
報
地
を
荘
厳
せ
ん
こ
と

を
。
十
方
三
世
一
切
の
諸
仏
、
諸
尊
菩
薩
摩
訶
薩
、
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
。

＊

　

こ
れ
ま
で
経
文
を
読
誦
し
た
功
徳
は
、
新
物
故　
〈
某 

禅
定
門
・
禅
定
尼
〉　

の
た
め
に
捧
げ
る
も
の
で
あ
り
、
火
葬
す
る
に

あ
た
っ
て
、
来
世
に
生
ま
れ
変
わ
る
と
こ
ろ
を
厳
か
に
整
え
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
世
界
中
の
、
そ
し
て
過
去
・
現
在
・
未
来

と
い
う
三
世
の
一
切
の
諸
も
ろ
の
仏
が
た
よ
、
諸
も
ろ
の
尊
き
菩
薩
が
た
や
修
行
者
た
ち
よ
、
偉
大
な
る
完
成
さ
れ
た
最
高
の

智
慧
よ
。〔
こ
の
功
徳
が
成
就
し
ま
す
よ
う
に
。〕
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亡
者
忌
回
向

（『
諸
回
向
清
規
式
』
巻
一
・
諸
回
向
之
部
「
亡
者
宿
忌
半
斎
」34a

～b

・T81-635b

、『
小
叢
林
略
清
規
』
巻
下
「
亡
者

忌
回
向
〈
亡
僧
通
用
〉」9a

～b

・T81-714b

、『
臨
済
宗
檀
信
徒
葬
儀
法
』p.89

～94

）

　
　

浄
極
光
通
達
寂
照
含
虚
空
、
却
来
観
世
間
猶
如
夢
中
事
。

　
　
　

仰
冀
三
宝
、
俯
垂
昭
鑑
。

〈
某
〉 

門　

今
月　
〈
某
〉　

日　

伏
値　
〈
某
名
〉　

□
□（
一
）忌
之
辰（
二
）。
虔
備
香
華
灯
燭
、
茶
菓
珍
饈（
三
）、
以
伸
供
養
。
謹

集
現
前（
四
）清
衆
同
音
諷
誦　
〈
経
名
〉。
所
集
功
徳
、
奉
為　
〈
某
名
〉　

霊
位
、
荘
厳
報
地
。
伏
願
、
処
生
死
流
、
驪
珠
独
耀
於

滄
海
、
踞
涅
槃
岸
、
桂
輪
孤
朗
於
碧
天
、
普
導
世
間
、
同
登
覚
路
。
十
方
三
世
一
切
諸
仏
、
諸
尊
菩
薩
摩
訶
薩
、
摩
訶
般
若
波

羅
蜜
。

（
一
） 

□
□
＝
『
諸
回
向
清
規
式
』
で
は
「
月
」
字
、
も
し
く
は
「
幾
年
」
の
二
字
が
、『
小
叢
林
略
清
規
』
で
は
「
月
」
字
が
入
る
。　

（
二
） 

忌
之
辰
。
虔
備
＝
『
諸
回
向
清
規
式
』
で
は
「
忌
之
辰
」
と
「
虔
備
」
の
間
に
「
円
通
妙
懺
一
座
、
開
甘
露
門
一
会
、
大
乗
妙
典

疾
書
一
部
、
造
立
木
浮
屠
（
図
）
一
基
〈
経
名
多
少
随
意
可
載
〉」
の
句
が
入
る
。

（
三
） 

菓
珍
饈
＝
『
諸
回
向
清
規
式
』
は
、
も
し
く
は
「
湯
之
儀
」
に
作
る
。

（
四
） 

現
前
＝
『
諸
回
向
清
規
式
』『
小
叢
林
略
清
規
』
は
、
も
し
く
は
「
合
山
」
に
作
る
。

＊

浄
極
ま
り
光
通
達
し
、
寂
照
に
し
て
虚
空
を
含
む
、
却か

え

り
来
っ
て
世
間
を
観
ず
れ
ば
、
猶
お
夢
中
の
事
の
如
し
。

（
1
）（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）（
6
）

（
7
）

（
8
）
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仰
ぎ
冀
こ
い
ね
がわ
く
ば
、
三
宝
、
俯
し
て
昭
鑑
を
垂
れ
た
ま
え
。

〈
某
〉 

門　

今
月　
〈
某
〉　

日　

伏
し
て　
〈
某
名
〉　

□
□
忌
の
辰し
ん

に
値あ

う
。
虔つ
つ
しん
で
香
華
灯
燭
、
茶
菓
珍
饈
を
備
え
、
以
て

供
養
を
伸の

ぶ
。
謹
ん
で
現
前
の
清
衆
を
集
め
、
同
音
に　
〈
経
名
〉　

を
諷
誦
す
。
集
む
る
所
の
功
徳
は
、〈
某
名
〉　

霊
位
の
為

に
し
奉

た
て
ま
つり
、
報
地
を
荘
厳
せ
ん
こ
と
を
。
伏
し
て
願
わ
く
ば
、
生
死
の
流
れ
に
処
し
て
、
驪り

珠し
ゅ

独
り
滄
海
に
耀か
が
やき
、
涅
槃
の
岸

に
踞こ

し
て
、
桂
輪
孤ひ
と

り
碧
天
に
朗あ
き

ら
か
に
、
普
く
世
間
を
導
い
て
、
同
じ
く
覚
路
に
登
ら
ん
こ
と
を
。
十
方
三
世
一
切
の
諸
仏
、

諸
尊
菩
薩
摩
訶
薩
、
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
。

＊

清き
よ
ら
か浄
な
〔
智
慧
の
〕
光
が
極
ま
っ
て
広
く
行
き
わ
た
り
、
静
か
に
照
ら
し
て
全
世
界
を
包
み
込
む
。
振
り
か
え
っ
て
世
俗

の
世
界
を
観
察
す
る
と
、〔
そ
こ
に
生
起
す
る
事
象
は
、
儚
い
〕
夢
の
中
の
出
来
事
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
〔
仏
・
法
・
僧
の
〕
三
宝
よ
、
ど
う
か
〔
わ
た
し
た
ち
を
〕
ご
照
覧
く
だ
さ
い
。

〈
某
〉 

家
は
、
今
月
の　
〈
某
〉　

日　
〈
某
名
〉　

の
□
□
忌
の
時
を
迎
え
ま
し
た
。
つ
つ
し
ん
で
、
香
・
華
・
灯
燭
、
茶
・
菓

子
・
ご
馳
走
を
供
え
、
供
養
い
た
し
ま
す
。
つ
つ
し
ん
で
、
目
の
前
の
清き

よ
ら
か浄
な
僧
た
ち
を
集
め
、
声
を
そ
ろ
え
て　
〈
経
名
〉　

を
読
誦
し
ま
し
た
。〔
こ
う
し
た
供
養
に
よ
っ
て
〕
集
め
た
功
徳
は
、〈
某
名
〉　

の
霊
魂
の
た
め
に
捧
げ
る
も
の
で
あ
り
、
来

世
に
生
ま
れ
変
わ
る
と
こ
ろ
が
厳
か
に
整
え
ら
れ
ま
す
よ
う
に
。
ど
う
か
お
願
い
し
ま
す
。〔〈
某
名
〉　

が
生
ま
れ
変
わ
っ
て
〕

生
死
流
転
〔
す
る
迷
い
の
世
界
〕
の
な
か
に
あ
っ
て
は
、
得
難
き
尊
い
宝
玉
が
青
々
と
し
た
大
海
で
輝
い
て
い
る
か
の
よ
う
で

あ
り
、
涅さ

と
り槃
の
岸
に
あ
っ
て
は
、
満
月
が
紺
碧
の
空
で
皓
々
と
光
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
り
、
普あ
ま
ねく
す
べ
て
の
者
た
ち
を
導

い
て
、
と
も
に
覚さ

と

り
の
路み
ち

に
登
る
こ
と
が
で
き
ま
す
よ
う
に
。
世
界
中
の
、
そ
し
て
過
去
・
現
在
・
未
来
と
い
う
三
世
の
一
切

の
諸
も
ろ
の
仏
が
た
よ
、
諸
も
ろ
の
尊
き
菩
薩
が
た
や
修
行
者
た
ち
よ
、
偉
大
な
る
完
成
さ
れ
た
最
高
の
智
慧
よ
。〔
こ
の
功
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徳
が
成
就
し
ま
す
よ
う
に
。〕

＊

（
１
） 
浄
極
光
通
達
…
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
＝
『
諸
回
向
清
規
式
』
巻
一
・
諸
回
向
之
部
「
亡
者
宿
忌
半
斎
」
回
向
文
に
相
当
す
る
が
、
字

句
に
異
同
が
あ
る
。『
諸
回
向
清
規
式
』
所
収
の
回
向
文
の
全
文
は
以
下
の
通
り
。「
浄
極
光
通
達
、
寂
照
含
虚
空
。
却
来
観
世
間
猶

如
夢
中
事
。
仰
冀
三
宝
、
俯
垂
昭
鑑
。〈
某
〉　

門　

今
月　
〈
某
〉　

日
、
伏
値　
〈
某
名
〉　

月
［〈
幾
〉　

年
］
忌
之
辰
。
円
通
妙
懺

一
座
、
開
甘
露
門
一
会
、
大
乗
妙
典
疾
書
一
部
、
造
立
木
浮
屠
［
図
］
一
基
、〈
経
名
多
少
随
意
可
載
。〉
虔
備
香
華
灯
燭
、
茶
［
湯

之
儀
］
菓
珍
饈
、
以
伸
供
養
。
謹
集
現
前
［
命
合
山
］
清
衆
［
同
音
］
諷
誦 

大
仏
頂
万
行
首
楞
厳
神
呪
。
所
集
功
徳
、
奉
為
霊
位
、

荘
厳
報
地
。
伏
願
、
処
生
死
流
、
驪
珠
独
耀
於
滄
海
、
踞
涅
槃
岸
、
桂
輪
孤
朗
於
碧
天
、
普
導
世
間
、
同
登
覚
路
。
十
方
三
世　

〈
云
云
〉」（34a

～b

・T81-635b

）。

（
２
） 

浄
極
光
通
達
…
猶
如
夢
中
事
＝
『
楞
厳
経
』
巻
六
（T19-131a

）
に
見
ら
れ
る
偈
文
の
一
節
。

（
３
） 

仰
冀
三
宝
、
俯
垂
昭
鑑
＝
「
仰
ぎ
冀
わ
く
ば
、
三
宝
、
俯
し
て
昭
鑑
を
垂
れ
た
ま
え
」
と
誦
む
の
が
慣
例
で
あ
る
が
、「
仰
（
＝

高
い
所
を
見
上
げ
る
）」
と
「
俯
（
＝
高
い
所
か
ら
見
下
ろ
す
）」、「
冀
（
＝
立
場
の
下
の
者
が
上
の
者
に
願
い
求
め
る
）」
と
「
垂

（
＝
立
場
の
上
の
者
が
下
の
者
に
事
を
施
す
）」
が
対
語
に
な
っ
て
お
り
、「
仰
い
で
三
宝
を
冀
い
、
俯
し
て
昭
鑑
を
垂
れ
た
ま
え
」

と
訓
む
こ
と
も
で
き
る
。
本
訳
注
で
は
、
さ
し
あ
た
り
慣
例
の
誦
み
方
に
従
っ
て
、「
三
宝
」
を
主
語
と
し
、「
三
宝
よ
」
と
い
う
呼

び
か
け
の
言
葉
と
し
て
解
釈
し
た
。
も
し
「
仰
い
で
三
宝
を
冀
い
、
俯
し
て
昭
鑑
を
垂
れ
た
ま
え
」
と
い
う
訓
み
に
従
う
な
ら
、
そ

の
口
語
訳
は
、「〔
仏
・
法
・
僧
の
〕
三
宝
〔
の
功
徳
〕
を
仰
ぎ
求
め
ま
す
、〔
諸
仏
・
諸
菩
薩
は
〕
ど
う
か
ご
照
覧
く
だ
さ
い
」
と

い
っ
た
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
４
） 

忌
之
辰
。
虔
備
＝
『
諸
回
向
清
規
式
』
に
は
「
忌
之
辰
」
と
「
虔
備
」
の
間
に
「
円
通
妙
懺
一
座
、
開
甘
露
門
一
会
、
大
乗
妙
典

疾
書
一
部
、
造
立
木
浮
屠
（
図
）
一
基
〈
経
名
多
少
随
意
可
載
〉」
の
句
が
入
る
。
本
書
が
成
立
し
た
永
禄
九
（
一
五
六
六
）
年
の

頃
に
は
、
在
家
の
月
忌
や
年
忌
の
法
要
に
際
し
、
故
人
の
冥
福
を
祈
っ
て
、
観
音
懺
法
、
施
餓
鬼
会
、
大
乗
仏
典
の
写
経
、
木
塔
の
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造
立
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

（
５
） 

処
生
死
流
…
桂
輪
孤
朗
於
碧
天
＝
圭
峰
宗
密
『
大
方
広
円
覚
修
多
羅
了
義
経
略
疏
』
巻
上
の
自
序
（T39-524a

）
に
見
ら
れ
る

一
節
で
、『
円
悟
語
録
』
巻
六
「
上
堂
」（T47-740b

）
な
ど
で
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。

（
６
） 
生
死
流
＝
「
輪
廻
に
同
じ
」（『
中
村
』p.707

）。
用
例
と
し
て
は
、『
碧
巌
録
』
第
一
九
則
・
本
則
評
唱
に
「
大
丈
夫
漢
、
即
今

直
下
休
歇
去
、
頓
息
万
縁
去
、
超
生
死
流
、
迥
出
常
格
」（
岩
波
文
庫
本
㊤p.258

、
末
木
訳
注
本
㊤p.324

、T48-159c

）
と
あ
る
。

（
７
） 

驪
珠
＝
後
出
の
「
桂
輪
」
と
と
も
に
、
衆
生
に
具
わ
る
仏
性
を
譬
え
た
も
の
。「
驪
珠
」
と
は
「
驪
龍
頷
下
の
珠
」
の
こ
と
。「
得

難
く
価
の
貴
い
も
の
。
仏
性
・
本
来
の
面
目
を
た
と
え
て
い
う
」（『
禅
学
』p.1265

）。
出
典
は
『
荘
子
』「
列
御
寇
」
篇
。「
夫
れ

千
金
の
珠
は
必
ず
九
重
の
淵
に
し
て
驪
龍
の
頷あ
ご

頷
の
下
に
在
り
（
夫
千
金
之
珠
、
必
在
九
重
之
淵
、
而
驪
龍
頷
下
）」（
岩
波
文
庫
本

④p.191

）
と
あ
る
。
用
例
と
し
て
は
、『
五
燈
会
元
』
巻
一
六
「
君
山
顕
昇
」
条
「
握
驪
珠
而
鑑
物
、
物
物
流
輝
」（X80-329b

）

な
ど
。

（
８
） 

桂
輪
＝
「
月
の
異
名
。
禅
門
で
は
円
明
な
法
性
に
た
と
え
る
」（『
禅
学
』p.265

）。「
桂
月
」
と
も
言
う
。
用
例
と
し
て
は
、『
無

準
和
尚
奏
対
語
録
』
に
「
碧
落
磨
銅
見
秋
色
、
桂
輪
高
潔
鎮
長
存
」（X70-277b

）
と
あ
る
。

亡
者
忌
略
回
向

（『
諸
回
向
清
規
式
』
巻
四
・
諸
葬
礼
法
式
之
部
「
中
陰
勤
行
之
次
第
」20a

～21b

・T81-664a

～b

、『
諸
回
向
清
規
式
』

巻
下
「
念
経
亡
者
通
回
向
〈
亡
僧
通
用
〉」2a

～b

・T81-712b

、『
臨
済
宗
檀
信
徒
葬
儀
法
』p.95

～96

）

　

仰
冀
三
宝
、
俯
垂
昭
鑑（
一
）。
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上
来
諷
誦　
〈
経
名
〉。
所
集
功
徳
、
奉
為　
〈
某
名
〉　

霊
位
、
荘
厳
報
地
。
十
方
三
世
一
切
諸
仏
、
諸
尊
菩
薩
摩
訶
薩
、
摩
訶

般
若
波
羅
蜜
。

（
一
） 
『
諸
回
向
清
規
式
』
巻
四
・
諸
葬
礼
法
式
之
部
「
中
陰
勤
行
之
次
第
」
に
見
ら
れ
る
「
亡
者
」
回
向
が
現
在
の
「
亡
者
忌
略
回

向
」
に
相
当
す
る
が
、「
仰
冀
三
宝
、
俯
垂
昭
鑑
」
の
八
字
無
し
（20a

～21b

）。

＊

　
　
　

仰
ぎ
冀

こ
い
ね
がわ
く
ば
、
三
宝
、
俯
し
て
昭
鑑
を
垂
れ
た
ま
え
。

上
来
、〈
経
名
〉　

を
諷
誦
す
。
集
む
る
所
の
功
徳
は
、〈
某
名
〉　

の
霊
位
の
為
に
し
奉
り
、
報
地
を
荘
厳
せ
ん
こ
と
を
。
十
方

三
世
一
切
諸
仏
、
諸
尊
菩
薩
摩
訶
薩
、
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
。

＊

　
　
　
〔
仏
・
法
・
僧
の
〕
三
宝
よ
、
ど
う
か
〔
わ
た
し
た
ち
を
〕
ご
照
覧
く
だ
さ
い
。

　

こ
れ
ま
で　
〈
経
名
〉　

を
読
誦
し
ま
し
た
。〔
こ
う
し
た
供
養
に
よ
っ
て
〕
集
め
た
功
徳
は
、〈
某
名
〉　

の
霊
魂
の
た
め
に
捧

げ
る
も
の
で
あ
り
、
来
世
に
生
ま
れ
変
わ
る
と
こ
ろ
が
厳
か
に
整
え
ら
れ
ま
す
よ
う
に
。
世
界
中
の
、
そ
し
て
過
去
・
現
在
・

未
来
と
い
う
三
世
の
一
切
の
諸
も
ろ
の
仏
が
た
よ
、
諸
も
ろ
の
尊
き
菩
薩
が
た
や
修
行
者
た
ち
よ
、
偉
大
な
る
完
成
さ
れ
た
最

高
の
智
慧
よ
。〔
こ
の
功
徳
が
成
就
し
ま
す
よ
う
に
。〕

 

（
本
多
道
隆
）
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︽『
花
園
大
学
国
際
禅
学
研
究
所
論
叢
』
第
十
六
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
発
行
）
の
訂
正
︾

　

当
該
号
に
掲
載
さ
れ
た
野
口
善
敬
「
明
清
期
に
お
け
る
禪
僧
の
傳
記
資
料
の
特
徴
に
つ
い
て
」
の
「
三
、
明
末
清
初
期
に
撰
述
さ
れ
た
〈
自

述
〉・〈
自
撰
〉
の
傳
記
資
料
」「
🄑
當
該
禪
僧
の
法
系
」
の
法
系
図
（
22
～
25
頁
）
の
番
号
表
記
に
誤
り
が
あ
っ
た
。
正
し
く
は
次
の
通
り
で

あ
る
。

　

ま
た
、
20
頁
に
見
え
る
「
84　

大
奇
」
は
「
84　

觀
濤
大
奇
」
に
訂
正
さ
れ
た
い
。

《
臨
濟
宗
》
Ⅰ

虎一
〇
七
七
～
一
一
三
六

丘
紹
隆
…
（
四
代
）
…
雪？
～
一
二
八
七

巖
祖
欽
…
（
九
代
）
…
無一
四
八
〇
～
一
五
四
三

聞
正
聰 	

	

笑一
五
一
二
～
一
五
八
一

巖
德
寶
　１	

	

幻一
五
四
九
～
一
六
一
四

有
正
傳 

　

	
	

	
	

密一
五
六
六
～
一
六
四
二

雲
圓
悟
　56	

	

五一
五
八
五
～
一
六
三
三

峰
如
學
　２	
	
養？
～
一
六
四
九

拙
行
明
　８	

	

慧
山
智
海 

　

	
	

古
梅
定
冽 

　

	
	

起一
六
三
八
～
？

宗
　眞
　44

	
	
	

	

漢一
五
七
三
～
一
六
三
五

月
法
藏 

　

	
	

繼一
六
〇
五
～
一
六
七
二

起
弘
儲
　83	

	

大？
～
一
六
五
二

庾
行
韜
　72

	
	
	

	
	

	

體一
五
九
八
～
一
六
六
九

宗
道
寧
　９	

	

空一
六
一
六
～
一
六
九
二

谷
道
澄
　68

	
	
	

	

破一
五
九
七
～
一
六
六
六

山
海
明 

　

	
	

敏一
六
〇
三
～
一
六
七
二

樹
如
相
　10	

	

赤一
六
三
四
～
？

松
道
嶺
　69

	
	
	

	
	

	

燕一
六
一
〇
～
一
六
七
八

居
德
申
　11	

	
佛一
六
二
六
～
一
六
九
三

寃
徹
鋼
　58	

	

竹一
六
六
〇
～
？

峰
眞
續
　40

	
	
	

	
	

	

丈一
六
一
〇
～
一
六
九
五

雪
通
醉
　12	

	
耨一
六
二
六
～
？

雲
眞
實
　59	

	

佛一
六
四
七
～
？

敏
寂
訥
　41

	
	
	

	
	

	
	

	
竹一
六
三
四
～
？

浪
徹
生
　60

	
	
	

	
	

	

蓮一
六
一
四
～
一
六
九
一

月
道
正
　13	

	

其一
六
二
七
～
一
六
九
〇

白
德
富
　25

	
	
	

	
	

	
	

	

月一
六
一
四
～
一
六
六
六

幢
徹
了
　26

	
	
	

	
	

	
	

	

懶一
六
一
六
～
一
六
九
四

石
覺
聆
　61

	
	
	

	
	

	

靈？
～
一
六
六
七

隱
印
文 

　

	
	

梅一
六
三
七
～
？

溪
福
度
　70

	
	
	

	
	

	

密
行
寂
忍
　14	

	

知一
六
一
三
～
一
六
八
九

空
學
蘊
　76

	
	
	

	
	

	

寂一
六
一
九
～
？

光
印
豁

　15

	
	
	

	
	

	

易
菴
印
師 

　

	
	

林一
六
一
二
～
一
六
七
九

我
　鑑
　27

	
	
	

	
	

	

雲一
六
二
三
～
一
六
六
九

幻
印
宸 

　

	
	

恒一
六
二
六
～
？

秀
發
林
　28

	
	
	

	
	

	

不一
六
二
一
～
？

會
通
法
　16

	
	
	

	

費一
五
九
三
～
一
六
六
一

隱
通
容
　57	

	

隱一
五
九
二
～
一
六
七
三

元
隆
琦
　17

	
	
	

	
	

	

百一
六
一
一
～
一
六
六
二

癡
行
元
　18	

	

憨一
六
一
〇
～
一
六
六
六

璞
性
聰
　29

	
	
	

	
	

	
	

	

蓮一
六
一
二
～
？

峰
　素
　30

	
	
	

	
	

	
	

	

青一
六
二
二
～
？

龍
德
風
　62

	
	
	

	
	

	

性一
六
〇
八
～
一
六
七
八

空
行
臻 

　

	
	

何
一
超
自
　31

	
	
	

	
	

	

獨一
六
一
三
～
一
六
七
二

冠
行
敬 

　

	
	

水一
六
二
六
～
一
六
八
九

鑑
慧
海
　79

	
	
	

	
	

	

虛一
五
九
九
～
一
六
六
八

舟
行
省
　67

	
	
	

	
	

	

石一
六
一
四
～
？

關
行
凌
　19	

	

香一
六
三
一
～
一
七
〇
八

嚴
芳
桂
　32

	
	
	

	

石一
五
九
三
～
一
六
三
八

車
通
乘 

　

	
	

祇一
五
九
七
～
一
六
五
四

園
行
剛
尼

　

	
	

一一
六
二
五
～
一
六
七
九

揆
超
琛
尼

82

	
	
	

	

朝一
六
〇
四
～
一
六
四
八

宗
通
忍 

　

	
	
	

	

萬一
五
九
四
～
一
六
五
七

如
通
微
　３	

	

鐵
關

　能 

　

	
	

象一
六
二
〇
～
一
六
九
一

林
本
眞 

　

	
	

洗一
六
五
四
～
？

心
照
水
　42

	
	
	

	
	

	

介一
六
一
一
～
一
六
七
〇

為
行
舟 

　

	
	

永
濟
　融
　33

	
	
	

	
	

	

季一
六
〇
六
～
？

總
明
徹
尼

20

	
	
	

	

木一
五
九
六
～
一
六
七
四

陳
道
忞
　77	

	

遠一
六
二
二
～
一
六
八
二

菴
本
僼 

　

	
	

一一
六
三
四
～
？

揆
元
揆
　34

	
	
	

	

石一
五
九
四
～
一
六
六
三

奇
通
雲	

	
	

	

古
律

　範 

　

	
	

子
雍
成
如
尼

43

	
	
	

	

牧一
五
九
九
～
一
六
七
一

雲
通
門
　４	

	

山一
六
二
一
～
一
六
八
七

暉
行
澣 

　

	
	

野一
六
二
三
～
？

竹
福
慧
　35

	
	
	

	

浮一
五
九
九
～
一
六
七
一

石
通
賢
　５	

	

大一
六
〇
四
～
一
六
七
〇

方
行
海
　21

	
	
	

	

林一
五
九
五
～
一
六
五
二

野
通
奇
　６	

	

二一
六
〇
六
～
一
六
六
五

隱
行
謐 

　

	
	

梓一
六
一
九
～
？

舟
　船
　36

	
	
	

	

古一
六
一
四
～
？

雪
眞
喆
　７	

	
	

	

芝
巖
超
秀
　37

	
	

天一
五
七
五
～
一
六
三
五

隱
圓
修
　66	

	
	

	

自一
六
〇
九
～
一
六
六
一

閒
行
覺
　22	

	

憨
予
洪
暹
　38

	
	
	

	
	

	

笑
堂
　明
　23

	
	
	

	
	

	

雲一
六
一
三
～
一
六
七
六

峩
行
喜
　24	

	

古一
六
二
九
～
一
六
八
五

宿
胡
尊
　39

	
	

雪一
五
七
一
～
一
六
四
七

嶠
圓
信	

	
	

	

宕
山
行
遠 

　

	
	

奇一
六
一
〇
～
一
六
七
四

然
超
智
　63	

	

秀一
六
一
四
～
？

野
明
林
　64
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《
臨
濟
宗
》
Ⅰ

虎一
〇
七
七
～
一
一
三
六

丘
紹
隆
…
（
四
代
）
…
雪？
～
一
二
八
七

巖
祖
欽
…
（
九
代
）
…
無一
四
八
〇
～
一
五
四
三

聞
正
聰 	

	

笑一
五
一
二
～
一
五
八
一

巖
德
寶

　１	
	

幻一
五
四
九
～
一
六
一
四

有
正
傳 

　

	
	

	
	

密一
五
六
六
～
一
六
四
二

雲
圓
悟
　56	

	

五一
五
八
五
～
一
六
三
三

峰
如
學
　２	

	

養？
～
一
六
四
九

拙
行
明
　８	

	

慧
山
智
海 

　

	
	

古
梅
定
冽 

　

	
	

起一
六
三
八
～
？

宗
　眞
　44

	
	
	

	

漢一
五
七
三
～
一
六
三
五

月
法
藏 

　

	
	

繼一
六
〇
五
～
一
六
七
二

起
弘
儲
　83	

	

大？
～
一
六
五
二

庾
行
韜
　72

	
	
	

	
	

	

體一
五
九
八
～
一
六
六
九

宗
道
寧
　９	

	

空一
六
一
六
～
一
六
九
二

谷
道
澄
　68

	
	
	

	

破一
五
九
七
～
一
六
六
六

山
海
明 

　

	
	

敏一
六
〇
三
～
一
六
七
二

樹
如
相
　10	

	

赤一
六
三
四
～
？

松
道
嶺
　69

	
	
	

	
	

	

燕一
六
一
〇
～
一
六
七
八

居
德
申
　11	

	

佛一
六
二
六
～
一
六
九
三

寃
徹
鋼
　58	

	

竹一
六
六
〇
～
？

峰
眞
續
　40

	
	
	

	
	

	

丈一
六
一
〇
～
一
六
九
五

雪
通
醉
　12	

	

耨一
六
二
六
～
？

雲
眞
實
　59	

	

佛一
六
四
七
～
？

敏
寂
訥
　41

	
	
	

	
	

	
	

	

竹一
六
三
四
～
？

浪
徹
生

　60

	
	
	

	
	

	

蓮一
六
一
四
～
一
六
九
一

月
道
正
　13	

	

其一
六
二
七
～
一
六
九
〇

白
德
富
　25

	
	
	

	
	

	
	

	

月一
六
一
四
～
一
六
六
六

幢
徹
了

　26

	
	
	

	
	

	
	

	

懶一
六
一
六
～
一
六
九
四

石
覺
聆
　61

	
	
	

	
	

	

靈？
～
一
六
六
七

隱
印
文 

　

	
	

梅一
六
三
七
～
？

溪
福
度
　70

	
	
	

	
	

	

密
行
寂
忍
　14	

	

知一
六
一
三
～
一
六
八
九

空
學
蘊
　76

	
	
	

	
	

	

寂一
六
一
九
～
？

光
印
豁
　15

	
	
	

	
	

	

易
菴
印
師 

　

	
	

林一
六
一
二
～
一
六
七
九

我
　鑑
　27

	
	
	

	
	

	

雲一
六
二
三
～
一
六
六
九

幻
印
宸 

　

	
	

恒一
六
二
六
～
？

秀
發
林
　28

	
	
	

	
	

	

不一
六
二
一
～
？

會
通
法

　16
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1

日本の禅宗における女性観
―白隠禅師の場合―（終）

竹下　ルッジェリ・アンナ

は じ め に

　本論は「日本の禅宗における女性観―白隠禅師の場合―（ 1）」（『論叢』
第九号）および「日本の禅宗における女性観―白隠禅師の場合―（ 2）」
（『論叢』第十号）、「日本の禅宗における女性観―白隠禅師の場合―（ 3）」
（『論叢』第十二号）、「日本の禅宗における女性観―白隠禅師の場合―（ 4）」
（『論叢』第十五号）の続きである。前論では白隠禅師（1685-1768）の女性観
について考察しながら、禅師の女性弟子であるお察（ 1）と恵昌尼（ 2）、
政女と出家後に慧林尼になった大橋女（ 3）、そして宝鏡寺門跡である皇
女浄照明院宮と光照院門跡である皇女浄明心院宮（ 4）について調べた（1）。
　本論ではそれ以外の尼僧および大姉の女性門下について述べ、白隠禅師
の女性観に関する内容としては最終回とする。

智 光 尼

　以前の論文で述べたように、白隠禅師の女性弟子について、主に白隠の
高弟東嶺円慈（1721-1792）が著した『白隠和尚年譜』（正式名は『龍澤開祖
神機独妙禅師年譜因行格』、1820年、以下『年譜』と略す（2））および白隠下四世
の妙喜宗績（1774-1848）による『荊棘叢談（3）』（1842）に記録されている。
後者には白隠門下の尼僧と大姉を合わせて五人の女性が登場する。彼女ら
は、お察（阿察婆）、そして原駅の婆、恵昌尼、政女と茶店婆の五人である。
『年譜』では、さらに大橋女（後に慧林尼）について書かれているが、原駅
の婆と茶店婆の話は記されていない。相国寺の荻野獨園による『近世禅林
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僧宝伝（4）』（1890）には、『荊棘叢談』の孫引きに見えるため、女性五人伝
のみ記載され、大橋女について書かれていない（5）。また森大狂居士が著し
た『近世禅林言行録（6）』（1902）も同様である（7）が、同じ森大狂著の『近
古禅林叢談（8）』（1919）には、上述の五人女性（9）と共に『年譜』に紹介さ
れた大橋女（10）の話も見られる。さらに、小畠文鼎による『続禅林僧宝伝
（11）』（1938）には女性弟子は載せられていない。
　これら以外に、白隠自身の作品でもう一人の女性弟子の名前が記述され
ている。それは伊豆国の臨済寺で行った白隠による『碧巌集』の提唱に参
加した智光尼（駿州清見寺徒）である。提唱については白隠の『年譜』
（五十三歳（12））に記述されているが、智光尼を含む提唱の一部の参加者の
情報は『杖山百韻（13）』に見られる。
　『年譜』を引用すると、次のように述べられている。

元文丁巳二年（一七三七）五十三歳
　冬、豆の臨済の請に応じて［師、他山の請を受くるの始めなり］、
碧巖集を提唱す。闔衆二百余。哉、休、相い謂いて曰く「前来の所解
と稍や異なるに非ずや」と。師、之を聞いて語って曰く「夫れ法は山
の登れば則ち弥々高く、海の入れば則ち益々深きがの如し。這回、別
に長処有るを覚う」と。哉、休、之を聞いて益ます進む（14）。

　『年譜』の記録によるこの時の参加者は二百人余であったが、白隠の開
講の偈に和韻したものは会下百人のみであり、彼らの和韻は『杖山百
韻（15）』に集められた。また、『荊叢毒蘂』に「碧巌録開巻示衆曰く、葛藤
窠百則の狐涎、布衲子、千指の俊賢、峯頂、一茎の菜を看ず、釘を抽き楔
を拔く、旧青氈（16）」と記されており、この百人は優れた雲衲諸君ばかり
であったことが分かる。西村惠信氏（花園大学名誉教授）が指摘するように、
『杖山百韻』に見える参集者の出身地は東北地方から九州・四国までまた
がっていたということが分かる（17）。この中で、尼僧は智光尼一人のみの
ようであり、以前紹介した恵昌尼と同じ清見寺（駿州）の尼僧であった。
　智光尼の詩には「牸牛」と「鐵磨」、つまり尼僧の劉鉄磨への言及が見
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られるため、『碧巌録』の第二四則に関連していると思われる（18）。
　残念ながら、智光尼について他の情報がない。彼女は白隠の偈に和韻し
た百人の「雲衲諸君」の中で唯一の女性であり、客観的に分析すれば、割
合は非常に少ないが、二百人余の全参加者の中にはおそらく他の在家の女
性修行者はいたであろう。

太巌祖仙尼

　白隠禅師に関係している尼僧は他にも存在していた。『曹洞宗尼僧史』
によると、太巌祖仙尼（1730-1811）は四年間白隠の元で修行し、「洞山五
位」の公案の指導を受けた（19）。
　祖仙尼は濃州（美濃国の別称、現在の岐阜県）不郡垂井出身で、享保十六
年（1730）に父の日比氏と母の藤江氏の間に生まれた。子供のころから出
家の願望があったが、親が許さなかったために九歳の時に自ら法常無相師
の下で剃度した。親の許可をもらってから、遂に関の弁天庵の惠心尼に随
侍した。その後、香積寺の鐵額仙（陜）牛について参禅弁道に邁進した（20）。
　『曹洞宗尼僧史』で記述されているように、祖仙尼は二十三歳の時に加
州（加賀国の別称、現在の石川県南部）に安行し、海月庵主祖苗尼に随侍し
てから、勢州（伊勢国の別称、現在の三重県東部）津の菩提寺天秀州尼に参
じて、寝ることも食べることも忘れるほど修行した。また尾州（尾張国の
別称、現在の愛知県西部）古渡の微笑尼の下に投じ、さらに参州（三河国の別
称、現在の愛知県東部）衣文渭心寺の大洞隠覚仙に参じた（21）。
　白隠禅師との出会いについては次のように述べられている。

　後又美濃に帰り小野弥陀庵に住し聖胎長養していた。時に駿河の臨
済宗松蔭寺白隠師天下の禅匠なりと聞えたので直ちにその会下を訪ね
た。丁度白隠師が五百人の会下の大衆に対して「洞山五位君臣之旨」
を示しておられた。尼即其旨を領得し、師の室に入ってその所解を呈
した。師大いに驚き嘉しとなして、尼恰も大丈夫の做ありと肯われ、
翌日陞唐大衆に対して之れを称賛されたのであるそれより更に師の会
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下に参侍する事四年にして初めて弁天庵に帰り住した（22）。

　祖仙尼は弁天庵に戻ってからも、修行し続けた。晩年に多くの尼を指導
し、文化八年（1811）に生涯を閉じた。八十一歳であった。
　美濃滞在中の祖仙尼が白隠禅師の噂を耳にしたのは、二十三歳のとき
（1752）つまり白隠が六十八歳を過ぎた頃であったが、明確にいつであっ
たかは不明である。また、『曹洞宗尼僧史』によれば、彼女が松蔭寺を訪
れた年も分からない。「丁度白隠師が五百人の会下の大衆に対して「洞山
五位君臣之旨」を示しておられた」という内容に関しても不明である。も
しこの五百人が参加した会が、宝暦二年（1752）に行われたのであれば、
その年の十月五日に白隠は伊豆半島にある帰一寺に、本尊観音菩薩と地蔵
菩薩に供養し、ここに「半千の龍象衆（23）」、すなわち五百人の大衆が集ま
ったはずである（24）。しかし、場所は美濃からかなり遠くこの会に白隠が
「「洞山五位君臣之旨」を示しておられた」とは考えにくい。また、「洞山
五位」についての会であったとすれば、可能性としては宝暦八年（1758）
であったかもしれない。この年の春に白隠は美濃の瑠璃光寺に足を運んで
おり、愚堂国師百年遠忌での碧巌録会を行った。その時、『宝鑑胎照』に
見られるように「洞山五位」の秘訣を語り、それによれば参加者は四百人
であったとされる（25）。以前は祖仙尼が滞在していた美濃で行ったので、
この会であった可能性は最も高いと思われる。
　興味深い点は、祖仙尼が白隠の元で四年間修行し、白隠とその門下によ
って認められたことである。その四年の間、どこに滞在していたのか、そ
してどのような修行していたのかという疑問が湧くが、言うまでもなく答
えを知るのは難しい。祖仙尼は曹洞宗の尼僧であったことから、「洞山五
位」を究明したかったのかもしれないが、このような修行の進んだ段階で、
つまり「悟後の修行」から工夫を始めることが可能であったか、これも分
からない。
　『曹洞宗尼僧史』によるだけでは、推測のレベルにとどまってしまう。
また、『曹洞宗尼僧史』は出典や参考文献を示していないため、これ以上
の研究は困難である。他の資料として、円通桃嶺の『太巌祖仙尼公伝』が
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存在しているようであるが、今回、筆者は参考にすることができなかった。

さ ん 女

　信州伊那（現在の長野県南部）のさん女（1705-1758）については町田瑞峰
氏によって細かく紹介されている（『禅文化』第一〇五号）。彼女に関して町
田は、「白隠と、最も法縁の深かった女性禅者である。原宿のおさつ婆さ
んと比せられる女性禅者の双壁である（26）」と記述した。しかし、白隠関
係の記録または彼の作品には、さん女について言及がない。
　町田氏によると、さん女の略伝は『了円法尼行状記』および堀内元鎧の
『信濃奇談』（1829）に記述されている。実際に、了圓または別に書かれて
いる了因はさん女の法諱である。彼女は上伊那郡片桐村七久保（現在の飯
島町七久保）の那須野三左衛門の一人娘であり、結婚してから男女二人の
子の母になった。父が亡くなり、三十四歳で寡婦になってからは老人の母
と子供たちで苦難に満ちた生活が始まった。その四年後母もなくなり、さ
らに長男が早逝した。娘は結婚し上原家に嫁いだという（27）。
　愛する人に次々死別したさん女は、無常観を痛感したに違いない。その
頃、近くの富縣村にあった曹洞宗の金鳳寺で鉄文道樹の下で修行を始めた。
道樹の指示に従い、今でも現存しているお寺の石門横にある大石の上に七
日七夜の不臥不眠の坐禅をした。それを終わろうとした時、突然鳥の声を
聞いて見性を開いた。すぐに道樹の室に走って和歌一首を作成し、自分の
体験を次のように表現した。

　　　　野も山も人も我が身も鶏の声
　　　　　　　　　何か残りて聞くと言うらん

　その時さん女は四十三歳であったが、そこにとどまらず禅修行に精進し
たという（28）。
　さて、曹洞宗のお寺で修行に専念していたさん女はいつ、そうしてどう
いう状況において白隠禅師に会ったのかを探りたい。
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　宝暦二年（1752）、四十八歳のさん女は道樹の使いとして松蔭寺に白隠
を訪れた。白隠は六十八歳であった。町田氏は、『了円法尼行状記』によ
る二人の出会いを以下のように叙述する。

　さん女は、大禅匠として道声天下を冠した白隠に参謁し、その法悦
を喜び、参禅商量したのであった。白隠が自分の独創の公案「隻手音
声」を示すと、さん女はそれに和歌を詠じて答えた。
　　白隠の片手の声を聞くよりも
　　　　　　　両手たたいて商いをせよ
　白隠はこの珍しい答えに驚きながら
　　商いが　両手たたいてできるなら
　　　　　　　隻手の声は聞くに及ばず
と応酬した。さすがに白隠とさん女の商量、虚々実々の機鋒に叫びた
くなる（29）。

　さん女が帰国する前に白隠は彼女のために「鐵棒」の画賛図を描き、一
度はさん女は受け取りを拒否したようであるが、最終的に画賛図を持ち帰
り、現在は金鳳寺に保蔵されている。この場合もそうであるが、白隠によ
る「鐵棒」のほとんどの賛は「此わろを恐るる人は極楽え（へ）」という
ものである（30）。芳澤氏が解説するように、地獄の鬼が持っている鉄棒、
コイツ（此わろ）を怖がって、地獄の苦を恐れるならば極楽に往生するこ
とができるよという（31）。さん女は、役に立たない古い紙として白隠の「鐵
棒」を拒んだため、地獄を恐れず極楽を期待しない精神の持ち主であった
と町田氏は推測する（32）。
　次にさん女は、宝暦七年（1757）に西岸寺で白隠に会う。その年に
七十三歳の白隠は多数の寺院を訪れる。『年譜』に次のように記録されて
いる。

　春、信の興禅、甲の南松の請に赴くの途、南部建中に宿す。垂語有
り。直に南松に抵って、槐安国語を提唱す。普説有り。次に宝珠庵に
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之いて、法施すること累日。遂に興禅に達して、法華を繙く。闔衆
三百余。檀越山村氏、一会を扶助す。次に開善、龍翔の二請に赴き、
又た三州淵龍の請を経て松蔭に還る（33）。

　しかし、この年の『年譜』には白隠の活動にかなりの遺漏があり、町田
氏の現地での調査と芳澤氏の墨蹟および諸資料の整理によって明らかにな
った。白隠は宝暦七年の春に、甲州南部の建忠寺と下山の南松寺、宝珠庵
に行って説法を行った。『年譜』によると、その後ただちに木曾の興禅寺
を訪れたと記録されているが、実は甲州街道で信州を通り、そこでいくつ
かのお寺にも立ち寄った。まず信州の伊那に赴き、そして木曾に向かった。
次に再び伊那に戻り、飯田に行った（34）。『年譜』にこのような伊那と飯田
への巡錫について記録がないが、その時に白隠は上伊那郡飯島町本郷の臨
照山西岸寺と下伊那郡松川町上片桐の鳳雲山瑞応寺、飯田市大王路町の百
丈山大雄寺、楢川村奈良井の大宝時、下伊那郡下条村の萬松山龍獄寺など
の寺院を訪れた（35）。伊那での滞在中再びさん女に出会った。
　六月一日から二十日まで、白隠は西岸寺で仏祖三経会を開き、西岸寺に
残されている「仏祖三経会名員」から大会に参加者が百四十九人であった
ということが明らかになっている。芳澤氏の『新編・白隠禅師年譜』に上
記の名簿が引用されているので、全国各地からの参加者が集まったことが
分かる。そこにさん女の名が見当たらないが、彼女は西岸寺の檀家であっ
たということから、参加していたと思われる。
　さん女に関連する二人の女性がいた。一人は河野清女と言い、彼女の家
も西岸寺の檀家であった。清女も西岸寺で白隠の下で参禅し、その機会に
河野家に残されている龍杖の授与を受けた（36）。また、桃沢亀女も西岸寺
の檀家であったが、白隠が伊那に入鍚する一カ月前に死去したため、師に
会えなかった。しかし、白隠は亀女の追修忌暦を修し、そのために観音像
を描いた（37）。さらに、彼女の夫の道喜居士や息子の夢宅が白隠に参禅し
ていた。
　町田氏によると、大雄寺と瑞応寺の法会にもさん女は参禅し、白隠は彼
女に禅画を描き、渡した。この時の禅画は「がし悟り、はきちらせとや竹
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箒」という賛を表す画賛図であった。それに対して、「日の本の悪竦知識
はくほく　先ず第一に原の白隠」とさん女は詠歌した。白隠はにこやかな
表情でさん女の悟りに喜びを感じたという（38）。
　さん女と清女と亀女は知人であり、三人とも和歌で有名で伊那の三女と
して知られていた。彼女らの才能は広く認められていた。特に高く評価さ
れたのは、『源氏三枕』という貴重な歌集である。さん女が四十六首、清
女が三十九首、亀女が三十五首、総計百二十首が載録された（39）。
　晩年に一人になったさん女は、娘の婿先の上原家で暮らし、七久保街道
端に茶屋を運営していた。そして、宝暦八年（1758）五月七日に白隠が伊
那に訪れた半年後、五十四歳で死去した。

お清とお多福論

　お清
きよ

または清
きよ

女
じょ

について亀山卓郎氏（40）と芳澤氏（41）の論文に詳しく説明
されている。お清の話はある写真に関連している。元々、『白隠廣録』第
二輯（1902）に白隠禅師自刻の「清女像」の写真が記載されていた。これ
は初出と思われるが、その後写真は直木公彦氏の『白隠禅師―民衆の教化
と書画の写真集―』に収録された（「お清の木彫」）（42）。「清女像」そのもの
は、沼津の和田伝太郎氏の旧蔵であったが、焼失し、現在存在していない
ため、確認が不可能である。底部には「明和元年八月、為親孝行清女、白
隠作之」とあり、さらに「鈴木清女木像之記」という一文があったようで
ある。この一文からお清が誰だったか、そしてなぜ白隠がこの像を作った
かということが明らかになるので、以下に引用する。

　　　　鈴木清女木像之記

　茲に此の木像の由来を討ぬるに、駿河浮島ケ原字柏原は東海道筋に
当り、鰻蒲焼の名物を鬻ぐ数戸の茶屋あり。就中、有名なるを田子屋
とす。家の西隣に本陣浮島氏の邸をへて、頗る全盛を極めたり。享保
の頃、田子屋の主人鈴木佐右衛門、平素仏法に帰依し、原の松蔭寺な
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る白隠禅師の教化を受けて、家庭の間い和気用洋々たりき。二女あり、
其の妹なるをお清と呼ぶ。幼より孝心深くして、毎に禅師の愛撫を蒙
れりき。長ぎるに及び天の成せる麗質、自ら万人の目を引き、其の評
近郷に隠れなく、隣里の壮輩、心を嘱する者多しと雖も、清女、資性
高潔にして操州守貞しかりき。時の関白近衛侯（大解脱院殿）此地を
通輿の際、白隠の禅関を叩くとて田子屋に小憩せられ、其夜は柏原な
る本陣に宿せらる。禅師亦、侯の旅館たる浮島氏に過りて、杯盤の間、
相唱和して其の旅情を慰めらる。禅師、時に謳うて曰く、
　　東柏原柏原田子屋の娘、姉は二十一妹は二十
　　妹ほしさに御立願とつて
と。侯、黙聴沈思久しうして領得せらるる所ありしか、礼謝して寝内
に入り、安坐して睡られず。従者及浮島氏等は殿下の不興を惹起せし
にやと危懼して借かず。之を禅師に謀る。師曰く、「憂ふる勿れ、関
白、今夕大歓喜を得玉へり、侯の不眠は卿等の知る所に非ず、強て其
の端由を知らむとならば、隣家の清女に就いて之を質せ」と。之を清
女に間へば、笑つて答へず。終に其の意を解する者なし。明日爽昧、
侯は浮島氏に遺嘱して、清女を京都に致さしむ。聞く者皆其の栄達と
羨まざる者なし。清女、命に接し襟を正しくして辞して曰く、「恩命
泰山よりも高しと雖も、天涯地角相隔たり、朝夕の奉養を欠かば父母
滄海の深恩を如何んせむ」と涕泣して、止まらず。浮島氏措く所を知
らず、之を禅師に諮る。師、情を具して親しく書を裁し、以つて調停
の労を取る。越て翌春、禅師自ら一躯の木像を彫みて使者に托して京
都に贈り、之を関白に奉らしめ、以つて清女奉侍に代らしむるの雅意
を致す。超えて数年、清女夭折す。後、侯再び此地を過ぎりて、清女
の夭折をきき、剜惜措かず。深く鈴木氏親族愛別の悲痛に同情して、
彼の木像を田子屋に賜ふ。是より相伝へて和田氏の蔵する所となるた
りといふ（43）。

　少々長い引用であったが、これによってお清は非常にきれいな女性であ
ったことが分かる。後に大政大臣になった近衛関白は、近衛内前（1728-
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1785）のことであり、美しくて性格も良いお清を見初めた。時期は宝暦
十三年（1763）、つまり近衛関白は三十六歳、お清は二十歳の時であった。
最終的に、彼女は親孝行を理由に、関白の元、京都へは行かなかった。そ
の代わりに、次の年に白隠は自作のお清の木彫を関白に贈った。数年後、
お清が死去し、それを知った近衛関白は非常に悲しみ、彼女の親に白隠作
の木像を贈った。
　お清は、白隠の門下ではなく、「毎に禅師の愛撫を蒙れりき」という立
場におかれていた。それでも、父の鈴木佐右衛門は「原の松蔭寺なる白隠
禅師の教化を受けて」いたため、彼女も禅師の教えに関わった可能性があ
る。しかし、本論において最も重要な点は、お清の木蔵がお多福に見える
という点である。従って、お清の話は白隠におけるお多福論に深く関連し
ている。
　初めて『白隠廣録』に記載されたお清の木蔵を見た時、他の学者と同様
に筆者にもお多福の顔に見えた。木像は正座している着物姿で体より顔の
方がぽっちゃりしている女性を表している。また、お清の木蔵は白隠自刻
の「おさつ婆さん」の木像に似ている。この木造の作品について、すでに
「日本の禅宗における女性観―白隠禅師の場合―（ 1）（44）」において説明
したが、本論では情報を追加したい。白隠禅師はお察に与えたとされ、近
年まで彼女の家に愛蔵されていたが、白隠禅師二十年忌の際に松蔭寺に奉
納され、現在に至り同寺に蔵されている。筆者は2015年、松蔭寺を訪れた
際に、宮本圓明住職（45）に「おさつ婆さん」の像を見せて頂き、撮影の許
可を頂いた。この像が白隠禅師の晩年に彫刻され、その顔と多くの白隠禅
師の墨蹟に描かれていたお多福の顔は非常に似ている。そして、腰まで長
くくくっている髪の毛は後ろ姿の特徴であるが、白隠による多くのお多福
と違って髪の毛の飾り物がない。また、興味深いことにこの像の底裏の部
分に「白隠和尚作」と書かれており、像が保管されている箱書に次のよう
にある。

　　　　おふく女
　　　　白隠禅師御作
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　　　　昭和廿八年
　　　　四月吉祥日
　　　　松蔭寺宗鶴識（46）

　上記から分かるように通山宗鶴老師（1891-1974）に書かれたものであ
る（47）。「おさつ婆さん」ではなく「おふく女」と書かれているのは気にな
る点である。
　白隠にとってお多福はどういう意味を含んでいたのであろうか。間違い
なくお多福のモチーフを用いることによって、難しい仏教の教えを面白く
表現していたと思われるが、理由はそれだけにとどまるとは考え難い。お
清のように美人であることで知られている女性も白隠によってお多福とし
て刻まれた。この点において、白隠の第一の専門家である芳澤氏は「美醜
一如」という説を示す。確かに、「世俗の美醜の判断を超越（48）」する立場
は最も禅的である。しかし、「禅師の描き造る女性は、すべて「お多福」
になるらしい（49）」とういう解説に関しては、必ずしもそうではないかも
しれない。これに関して手掛かりになるのは、沼津市の清梵寺に保蔵され
ている「地獄極楽変相図（50）」である。図は、清梵寺で、毎年地蔵盆縁日
の時に、展示される。白隠はこのために描いたと思われるが、実は未完成
である。地獄のそれぞれの部分の上にタイトルか名前を書くために白い四
角があるにもかかわらず一つを除いて何も書いていない。
　なによりも、本論において重要なのは、「地獄極楽変相図」に、多数の
女性が描かれているが、お多福に似たような人物は二人に絞られる。一人
目は図の左上の部分に位置する。アーチ型の橋に似ている構造があり、赤
んぼから年寄りまでの多数の姿が描かれている。芳澤氏が推測するように、
「人が生まれて死んでいくまでのありさまが描かれていることである（51）」
と思われるが、その中でお多福の姿は一つしかない。それは、男性の横に
立っている大人の女性である。姿は髪の毛の飾りを含めて白隠による他の
お多福の姿にそっくりであるが、「お多福女郎」ではなく、婦人のように
見える。少なくとも子供と年寄りはお多福の特徴を表していないので、白
隠によって描かれているお多福は結婚年齢の女性のみであると考えられる。
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従って、女性が単なる性の対象ではなく、格好が全く関係のない「本来の
面目」の持ち主であるというメッセージが含まれている可能性がある。そ
こで、白隠による女性も含めて誰に対しても修行への取り組みが感じられ
る。
　もう一つのお多福らしき顔は、「地獄極楽変相図」の右下の部分にある。
ここに、伝統的な地獄絵図によく見られる「血の池」と呼ばれる地獄の部
分が描かれている。これは、当時の社会的女性差別を拡大させた一つの概
念として女性に対する「穢れ」の説である。女性の経血は不浄なものと思
われていて、「不浄水」と呼ばれていた。あまりの穢れによってそれを捨
てる場所がなく、結局地獄に流れ落ち、溜まったところで池になる。そし
て、女性たちは死後にその血の池地獄の中に置かれ、苦しむことになる。
そこで観音菩薩の大慈による「救済」を期待するほかなかった。『血の池
地獄和讃』や『血盆経』は、それを表し、驚くことに後者は禅宗では最近
まで使用されたものである。白隠は未完成の「地獄極楽変相図」の中に池
のような場所に入っている女性たちを描いている。彼女らの前に蓮の上に
座っている菩薩のような姿があるということから、「血の池地獄」ではな
いかと思われる。おそらく、当時の地獄の一般的なイコノグラフィーに含
まれていたため、白隠も描いたのであろう。「地獄極楽変相図」に見られ
る「血の池」には、六人の女性が見られるが、一人だけお多福のような顔
を表している。しかし、図が未完成のものであるので、この部分ははっき
りしていない。
　白隠禅師におけるお多福は決して簡単な内容ではない。いずれにしても、
白隠禅師の教えに多面性が見られるため、結論を一つにまとめるのは困難
であり、必要性にも欠けると思われる。

お わ り に

　白隠が女性弟子の得度に積極的ではなかったと批判されること（52）があ
るが、本論では師の新たな尼僧門下を紹介した。また、伝統的に伝わる白
隠の女性弟子以外に、他の大姉が存在していたことが明らかになった。お
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そらく他にも存在していたが、資料が残ってないか、または発見されてい
ないのではないかと筆者は考える。
　最後に、白隠の女性門下に関する情報を集めたうえで、禅師が女性に宛
てた書物を分析することも重要であると思われる。その中で、『遠羅天
釜』巻之下（53）および『隻手の音聲（一名、藪柑子）（54）』が代表的なものと
して挙げられる。どちらも、ほとんど白隠の著作と同様に、修行に関わる
内容を扱っている。また、白隠の女性観を理解するには、禅師の思想にお
ける儒教の影響を調べる必要があると思われる。筆者は、これらを次の課
題としている。
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現代的な問題に対して仏教者はどのような 
立場をとるべきか？

——臨済宗妙心寺派教学研究委員会主催	
「生命倫理講演会」総括——

廣田　宗玄

　数年前のことであるが、ある新聞社からアンケートとして、iPS 細胞の
研究に対する本派の意見を求められた。内容は iPS 細胞を使うことで今後
起こり得る、具体的で細かな問題についての是非を二択で問うものであっ
た。
　当時の臨済宗妙心寺派教化センター教学研究委員会（以下「教学研究委員
会」）では、このアンケートについて委員間で議論を交わしたが、結局、
回答は保留した。何故なら、例えば、iPS 細胞から子供を誕生させる過程
で、容姿や体力、知性などを向上させるために細胞を操作するといったこ
とは明らかな我欲であって否定すべきものであることは言うまでもないし、
一方で、本当に困っている人に対して役立つものであれば、異論を差し挟
むことは道義的にも難しいからである。
　このような最先端医学の、それも具体的で細かな問題について、情緒論
や感情論として意見を述べることはできるかもしれないが、逐一、仏典に
照らして回答をすることは不可能であり、またナンセンスでもあろう。で
は、仏教徒たる私たちは、このような最先端の現代的問題に対して、どの
ような立場を取るべきなのであろうか。
　当時、臨済宗妙心寺派の教学部長であった野口善敬師（現宗務総長）は、
その就任に当たって、教学研究委員会に 4つの課題を提示されたが、その
うち、第 3点目として、「禅宗が現代社会における現実的な問題に関わり
判断することを支える論理の確立」を求められた。
　この点について野口部長は、「大乗仏教を標榜しているとはいえ、そも
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そも出家集団である仏教教団が社会にどのように関わるべきなのか。例え
ば政治的問題などに容

よう

喙
かい

判断する理論的な根拠と整合性があるのか。その
基礎となる論理を模索すべきである」と、その問題点を示された。そして、
具体的には、「社会的な問題への対処」として、尊厳死（自殺を含む）や死
刑、脳死移植や iPS 細胞、遺伝子操作の是非などの案件への検討をあげら
れた。
　野口部長の意向を受け、教学研究委員会内でこれらの問題について議論
し、「果たして仏教者が、このような現代的な問題に対して、どの程度ま
で独自の見解を出し得るのか」という意見でまとまった。
　いったい、室町時代の禅僧、七朝帝師と称された夢窓疎石（1275～
1351）禅師は、足利直義との問答集である『夢中問答』において、次のよ
うに述べている。

中古に、一人の老いた尼君があった。清水寺に参詣して、ねんごろに
御本尊を拝んで、「どうか大悲の観音様、私がいやだと思いますもの
を早くなくして下さい」と繰り返し言っていた。傍らで聞いていた人
が変に思って、「何を祈っていらっしゃるのですか」と尋ねたところ、
「私は若い時から枇杷の実が好きですが、あまり核

さね

が多いのがいやだ
と思いますので、毎年五月の頃にはここにお参りして、枇杷の核をな
くして下さいと願いますけれども、まだ効験もございません」と答え
た。誰でも枇杷を食べる時は、核が面倒くさいと思うことはあるが、
観音にお祈りするまでのことでもないとして、この尼の話をおかしな
はかないことと語り伝えている。
中
なか

比
ごろ

一
ひとり

の老尼公ありき。清水に詣で、ねんごろに礼拝をいたして、
願はくは大悲観世音、尼が心にいとはしき物を早く失うてたび候
へと、くり返し申しけり。傍らに聞く人、これを怪しみて、何事
を祈り申し給ふと問ひければ、尼が若かりし時より、枇杷を好み
侍るに、余りに核

さね

の多きことのいとはしく覚ゆるほどに、年ごと
に五月の比

ころ

は、これへ参りて、この枇杷の核を失うてたび候へと
申せども、いまだしるしもなしと答へけり。たれたれも枇杷を食
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する時は、核のうるさきことはあれども、観音に祈り申すまでの
ことにはあらずとて、をかしくはかなきことに語り伝へたり。

（川瀬一馬『夢中問答集』講談社学術文庫 ･ 2000年 ･原文はp.40～41、訳は
p.284-285）

　これは、「尼と枇杷の実」の喩えといわれるもので、枇杷の種が邪魔だ
から観音菩薩にお願いをして取り除いてもらおうとする尼僧の笑い話であ
る。常識的に考えれば明らかに荒唐無稽な話であるが、実は現代的課題に
対する仏教者のあり方と通じるものがある。宗教には宗教が力を発揮する
場所があるのであって、それは枇杷の種を取り除くことではない。世俗で
扱えない問題に対する時にこそ、仏教、臨済禅の教えが生きるのである。
　花園大学教授の佐々木閑氏も、仏教者は現代的な問題にあまり口を挟む
べきではないとの意見を呈されているが（1）、そもそも世俗の問題を仏教に
問うのは、「パン屋に『魚を置いていないか』と問うようなもの」ではな
いか。僧侶だからこそできること、すべきことが他にあるはずである。世
俗の問題に答えられないからこそ、例えば臨済僧であれば、「坐禅を実践
すべきだ」という導きができるのではないか。それこそが、宗教者として
の僧侶の本懐でもあろう。
　以上の方針を踏まえ、世俗の問題を正面から扱うのではなく、ましてや
立場によって見解が変わりうる難しい問題に対して、白黒を簡単に付ける
のではなく、識者からの意見を聞いて、それらをまとめることで回答に代
えたいと方針を決定した。また、このような議論を列記するだけでも一般
の人々は「臨済宗とは、俗世と違うものを探求する人々であるのだ」とい
う理解を得られるのではないか。
　こうして、まず2017年 7 月 3 日、当時、委員の一人であった柳幹康氏
（現東京大学東洋文化研究所	准教授）の知己の研究者である、現東京大学大学
院人文社会系研究科アジア文化研究専攻インド哲学仏教学講座	助教の一
色大悟氏を招聘し、花園大学国際禅学研究所において、教学研究委員会の
席上で、アビダルマの専門家の立場から、「死刑、尊厳死、iPS 細胞と遺
伝子操作、脳死移植」などの諸問題についてご講演を賜り、その後には質
疑応答も行った。
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　そして、引き続いて行われた委員会において、今後も引き続き講師を招
聘することとし、次回の講師としては、現代的課題について数多くの論文
を発表しておられ、一色氏のご講演でも多く、そのご研究を引用しておら
れた、愛知学院大学文学部	日本文化学科教授の木村文輝師をお招きする
こととした。
　木村文輝師は、静岡県の曹洞宗顕光院の住職でもあり、同じ禅門に属す
る立場の研究者として、ご講演頂くのに適任でもあった。
　木村師のご講演は、2018年と2019年の 2回に渉って開催された。そして、
一色氏の時と同様に、木村師のご講演においても質疑応答の時間を設けた。
　このような流れで現代的課題について学んだのであるが、一色氏が木村
師のご研究を多く参考にされていたこともあり、本稿ではまず、木村師の
ご講演 2篇、続いて一色氏のご講演という順で総括させて頂くことにした。
　なお、一色氏の講演録は『論叢』第13号（2018年）に、木村師の講演録
は、第15号（2020年）・16号（2021年）にそれぞれ掲載済みであるので、詳
細については、そちらをご覧頂きたい。なお、木村師のご講演をまとめる
に当たり、より詳細な説明が必要だと判断した箇所については、木村師の
ご著書『生死の仏教学―「人間の尊厳」とその応用』（法藏館・2007年）を
参照した。

生命倫理講演会の要旨

○木村文輝師「仏教は現代的課題にどう対峙するべきか」
　木村文輝先生の前篇の講演テーマは、「仏教は現代的課題にどう対峙す
るべきか」というものであり、後篇のテーマは、「仏教は『いのち』の問
題にどう向き合うべきか」というものであった。ちなみに、前篇が基礎編
とすれば、後篇は応用編、あるいは、前篇を総論とすれば、後篇は各論に
当たる。
　木村師は、「人間の尊厳」をあらゆる問題を解決する視座として使用し、
その「尊厳」を定義づけるために、周囲との関係性に拠る「縁起」の思想
を取り入れる。それは、「自己」は周囲との関係性の上で成立するもので
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あるからであり、そして、その「自己」とは、主体的な「主人公」として
の有り様であった。
　木村師の理論は、仏教を固定的にではなく柔軟に捉える点に特徴がある。
しかし、それは木村師の、以下に挙げる「現代的課題を語る際の基本的立
場」 9箇条に明らかにされている通り、2000年も前に作成された経典をも
とに現代の問題を解釈することは不可能であるからである（2）。
　脳死や臓器移植といった、いわば「大きな問題」に触れる機会は少ない
かもしれないが、自死や環境問題といった卑近な問題については、誰であ
っても決して無関係とは言えないであろう。そして、実際にこうした問題
に直面した時、結局は各人が臨機応変に対応するしかないのである。その
ような場合の指針として、この条目は極めて有効であろう。
　「現代的課題を語る際の基本的立場」は、具体的には以下の通りである。

①科学的、特に生命論であれば医学的な知識の紹介や説明で止まらない
こと
　仏教者にはあくまで仏教的視点からの見解が求められているという基
本を忘れてはならない。
②是非論に固執しないこと
　賛否双方の論拠が見出されている問題に対して、是非論のみを繰り返
しても議論がかみ合わない。どちらか一方に偏らず、黒は黒として、
白は白として、両方の立場を同じように尊重することこそが、仏教者
が積極的に取るべき立場であろう。
③偏狭な教義、教学に固執しないこと、教条主義に陥らないこと
　現代医学の最先端の知見と仏典が伝えるそれとを対応させることは所
詮、不可能なことであり、あえてそれを行えば、単なるこじつけとい
う批判を免れない。また、学派や宗派の教義に固執した議論も避ける
べきである。通仏教的に、あらゆる仏教の立場の人々が受け入れられ
る事柄しか語るべきではないのではないか。
④抽象的な言葉でごまかさないこと
　抽象的な言葉に頼ると、何も具体的な内容を語らずに、何かを語った
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ような気分になる。幅広い意味を持つ、例えば「仏」などの語を使う
時には、常に明確な定義づけを行うか、あるいはあえて使用せず、他
の言葉に置き換える努力も必要である。
⑤建前論、きれいごとでごまかさないこと
　仏教者の見解には建前論、すなわち「きれいごと」が多すぎる。現実
から乖離した理想論ばかりを語るべきではない。例えば臓器移植の提
供を求められた時に、感情的に拒否感を持つ人もいるであろう。人間
の生存のかなり大きなところを感情や感覚的なものが支配している。
そういった感情や感覚もまた大切なものであり、尊重しなければなら
ない。
⑥合理主義的思考にとらわれないこと
　⑤と共通するが、人々の苦しみは論理によっては把握し得ない主観的
・感覚的なものであり、人生には合理的には解決できない非合理的な
要素が常に付随する。したがって、いわゆる客観性を重視する、文献
学的な研究とはまったく異なる手法をとらざるをえない。「嫌だから
嫌だ」という感覚を単に論理的ではないという理由で排除すべきでは
ない。
⑦教義仏教のみに固執し、生活仏教の側面を無視しないこと
　たとえ迷信的、俗信的なものであれ、人々の日常的な仏教信仰、つま
り「生活仏教」の価値を否定しないこと。
⑧仏教についての硬直化した考えに固執しないこと
　「仏教とはこういうものである。だから、そこから逸脱したり、それ
に反するものは仏教ではない」という姿勢を排除し、むしろ柔軟性を
もって、あらゆる可能性を探る覚悟を持たなければならない。
⑨宗教界（仏教界）と世俗界とを完全に隔絶させないこと。
　わが国の仏教界は、常に世俗界と密接に結びつきながら存在してきた。
さらに明治以後は僧侶もまた一国民として位置づけられている。僧侶
も一般の人たちと同じ土俵に立たなければ、その発言を聞いてもらう
こともできない。仏教は本来、四苦八苦をどうすれば軽減させるかと
いう問題の答えを探す試みであったはずである。そして、そのような
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苦を乗り越える智慧や力を手に入れることに仏教の本質があるのであ
り、そのためには「無制限な欲望」を否定することが大切である。

　これらをかついまんで言えば、教学的な制約から離れて柔軟に、それも
誠実に対応せよ、ということであろう。
　木村師は、このように現代的な課題を取り扱うに当たっての基本的なス
タンスを定義した上で、次に「尊厳」の重要性について説かれた。しかし、
そもそも「尊厳」という概念は西洋的なものであり、日本的・仏教的尊厳
については、新たな立場で臨まねばならない。木村師は、この日本的・仏
教的な「尊厳」を考えるキーワードとして「空」と「縁起」の思想に拠ら
れた。
　ただし、注意しなければならないのは「縁起」思想の中身で、木村師は、
ここでは縁起思想を、周囲と因果関係的で、あらゆるものが相互に支え関
係し合い、周囲の影響をうけながら変化し続けるものとする。そして、こ
うした前提の上で、仏教で人間存在を「かけがえのないもの」と説くのは、
人間が人格を保持しているからではなく、様々な条件が集まって、受け難
き身を受けてここで生きているからであり、それこそが「人間の尊厳」そ
のものだとするのである。
　人間は周囲との関係によって成り立つ縁起的な存在である。それ故、他
者から「そこに自分と同じ人間がいる」と認められるような共感こそが、
真の「人間の尊厳」を現成させる生き方となる。それを実現するためには、
過現未の三世のど真ん中にいる「主人公」とも呼ぶべき自己の主体性の確
立が大切となると木村師は定義する。自らが真に主体的であれば、そのま
ま自分と同じ存在である他者への慈しみにつながり、人間の「尊厳」が現
れてくるからである。
　このように考えた時、日本的・仏教的な「尊厳」には以下の 4つの特徴
を挙げることができると木村師は説く。

①身心一如―つまり、「人間の尊厳」を考えるには、心の問題だけを
論ずるのではなく、身体と精神が一体となった人間を考えねばならな
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い。
②生者に限定されない―身心一如であるから、葬儀の場においては遺
体を中心とした世間が成立するし、環境問題を考える時には未来のこ
とを考慮せねばならず、その場合、まだ生まれていない胎児にも尊厳
を認めざるを得ない。いずれにせよ、人間は「他者」との関係性、つ
まり「世間」の中でしか生きることができないのであり、それ故に
「人間の尊厳」は、
③他者とのつながりの中でしか「尊厳」は語れない。
④つまり、「世間」というネットワークなくして成り立たない。

　「自己」は、自分を取り巻く、直接、利害関係のある、非常に濃い関係
にある周りのものを含めて、はじめて成立し得るのであり、こうした観点
から、脳死、臓器移植、再生医療その他さまざまな医療的な問題や葬祭の
問題、環境問題あるいは原発の問題などについても、同じ土台の中で語る
ことができるのではないかと木村師は問題提起されて、前篇の講演を終え
られた。

○同上「仏教は『いのち』の問題にどう向き合うべきか」
　さて、前篇から一年後、後編のご講演、「仏教は『いのち』の問題にど
う向き合うべきか」が開かれた。前篇が基礎編とすれば、今回は応用編に
当たる。
　木村師は、まずは丁寧に前回の内容について総括され、改めて、日本的
・仏教的な「尊厳」の重要性について強調された。その上で、具体的な問
題を挙げて検討を加えられた。以下、テーマ毎に分けて総括したい。

【臓器移植】
　臓器移植問題について仏教界はどのような態度を取ってきたのか、詳細
については『生死の仏教学』（p.147～153）を参照頂きたいが、概略、以下
の通りである。
　そもそもわが国の臓器移植問題は、1968（昭和43）年に札幌医科大学で
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脳死状態の患者から心臓移植の手術が行われたことに端を発するものであ
り、当時、仏教界もこの問題について様々に検討が加えられた。まず、
1988（昭和63）年に、日本印度学仏教学会において、元愛知学院大学名誉
教授の前田惠學（1926～2010）師を委員長とする臓器移植問題検討委員会
が組織され、数次の委員会とシンポジウムなどを経て、1990（平成 2）年
には委員会見解と委員会覚書が発表された。
　また、1990年代以後、仏教各宗派から、教団としての答申が出され、そ
れと平行して、仏教的な観点から考察した諸論文が研究者たちによって発
表された。それらの多くは、経典の言説や教義を敷衍することで、脳死や
臓器移植の是非を二者択一的に論じたものであった。しかし、脳死や臓器
移植の問題は、本来、二者択一的に選び取られるような性質のものではな
い（前回講演を参照）。どちらかを選択すれば、どちらかが苦しむことにな
るからである。こうした危険性を回避するためには、最終的には二者択一
的な視点から離れるしかない。
　このような立場を積極的に推し進めた見解を発表したのは、臨済宗と黄
檗宗であった。以下は、木村師が特に重要だと引用された提言の一部であ
る。講演では抄出であったが、ここでは該当部の全文を挙げたい。

　一方において「脳死を人の死と認める」ことを可とし、他方におい
て「脳死を人の死と認めない」ことを可とする基準は、「人としての
思いの成就」という事にある。かかる事を基準とする立場は、一見、
主体性の欠落した無責任きわまりない立場にも思えるであろう。しか
し、脳死を人の死と認めることに人の尊厳を見いだす者にとっては、
それを認めぬ者は人の死を愚弄する者と映ずるであろう。また、脳死
を人の死と認めないことこそ人を慈しむ道であると信ずる者にとって
は、それを認める者は西洋近代の機械文明に毒された者と映ずるであ
ろう。はたして、人の生死への思いは、それほどに単純な、それほど
に黒白ハッキリとけじめのつくものであろうか。そして、かかる面で
黒白のけじめをつけることが仏の道であろうか。
　人はそれぞれに、さまざまの思いの内に生死する。それぞれの思い
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を抱き、さまざまに悩む者の声が、共に等しく聞き届けられる場所が
あるとすれば、それは仏の前であろう。それぞれの思いと悩みに生死
する者が、その思いその悩みを通して、しかも等しく摂取されうる立
場がどこかにあるとすれば、それは仏教の立場であろう。それぞれの
人がそれぞれの悩みを打ち明けながら、その悩みを超え包む世界が	
そこに開かれてあることを実感出来るような人がいるとしたら、それ
は僧侶であろう。この立場、この世界、この人があって初めて、人の
「人としての思いの成就」は、根本的に成就され得る。黒は黒におい
て是とし、白は白において是とするは無為無策のようであり、黒白と
もに等しく耳を傾けるは愚者の如きである。しかし、共に等しく是と
し得る場を自覚して開き放っておくことは至難の行である。余人にあ
らず僧侶の僧侶たる主体性はここにある。

（禅文化研究所「臨黄脳死研究会」	
https://www.zenbunka.or.jp/investigation/entry/post_23.html）

　これは、臨済宗・黄檗宗各派の教学担当責任者が一堂に会し、禅文化研
究所に於いて 1年間に渉って脳死問題や臓器移植の問題について研究討議
を行った報告書であり、平成 4年 7月10日にまとめられ、平成 5年 1月に
は、全国の臨黄寺院に配布されており、要約については、現在でも禅文化
研究所のHPで公開されている。
　臨済宗からの脳死に対する唯一であり貴重な正式見解でもあるが、近年
はあまり顧みられることもなく、いわば埃を被った状態であった。すでに
まとめられてから30年ほど前のものであるから、医学的な点については時
代遅れとなっている可能性もあるが、宗教的な意味での価値はいささかも
減じていない。本講演と合わせて是非ともご高覧頂き、現代的課題を考え
る縁
よすが

として頂きたい。
　木村師は、この提言を高く評価され、「仏教の立場からは二者択一的な
結論を積極的に排除する必要があることを、誇りをもって世に問うべきだ
と考える」（木村『生死の仏教学』p.153）と評している。
　その上で木村師は、仏教がこの問題に対して二者択一的な回答を排除す
る理由を 3つ挙げた。
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①仏教が、キリスト教のような啓典の宗教ではなく、「自灯明・法灯
明」という通り、各人の主体性に任せる宗教であること。
②仏教には「空」と「縁起」の理法によって、不変の真理なるものは存
在しないとする。「それ故、是非の判断は容易に揺れ動き、そこに一
義的な真理を求めることは困難なのである」（木村『生死の仏教学』
p.154）。

③釈尊は、対機説法を行った。個々別々の苦しみに対して、一律の判定
を行うことはおかしい。

　臓器移植に関して考えれば、①臓器を提供する人、②提供しない人、②
受けとる人、③受けとらない人、それぞれが経験する苦しみは異なるので、
それぞれの立場に合わせた対応が必要となる。同時に、臓器移植の問題を
考える際には、人間が不可避的に抱えている「罪」、生存への執着と、他
の生命をもらわねばならないという現実を直視する必要もある。
　さらに、これを大乗仏教の立場に当てはめれば、救済する側の菩薩＝臓
器提供者と、救済される側の衆生（凡夫）＝臓器受給者となる。
　つまり、臓器移植の問題は、単に生命倫理の問題にとどまらず、実は大
乗仏教の中で菩薩が抱える苦しみと、衆生（凡夫）が抱える苦しみの、そ
の双方をどうやって乗り越えていくのかという問いを発するものであり、
大乗仏教の理念そのものを問い直すための題材を提供するものである。
　以下、臓器移植の場面で生じる 4つの立場に応じて、木村師は、それぞ
れの苦しみを除く方策を整理された。

①臓器を受け取らない立場―死を受け入れる立場
　従容として死につくという覚悟を決める立場。このような者に対して
は、いかにして死を穏やかに迎えていけるのかが問題となる。仏教者
は、死への恐怖を和らげ、他者に犠牲を求めない立場として、崇高で
理想的な選択をしたのだと語ることしかできないであろう。
②臓器を提供する立場―自己犠牲の立場
　かつてこの立場が議論された時、この立場での臓器移植は布施行であ
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ると解された。しかし、仏教の布施行は、与える側・受け取る側・差
し出される物、それぞれが清浄であることが求められる（三輪清浄・
三輪空寂）。ここで最も問題なのは、受け取る側である。何故なら、受
け取る側が生への執着・欲望から離れることは、事実上、有り得ない。
しかし、そもそも布施行が煩悩具足の衆生を救済するという菩薩の誓
願に発することを思い起こせば、布施行の中に完全な三輪清浄を求め
る必要は無い。
③臓器を受け取る立場―生に執着する立場
　他者の生命を犠牲にしてまでも自らの延命をはかることが許されるの
か。しかし、本来的に生物は他者の犠牲という「罪」なくして生きる
ことができない。他者の犠牲に支えられて生きているのは臓器の受容
者だけではないのである。このような「懺悔」の意識を持つことで、
受容者の苦しみを軽減させることができるかもしれない。
④臓器を提供しない立場―自己愛を貫く立場
　この立場の理論的な根拠を仏教の中に見出すのは困難である。日本人
の多くは感情論でこの立場を取る（木村『生死の仏教学』p.177～179）。
しかし、人間は心、感情の生きものであり、それ故に感情論を否定で
きない。「嫌だから嫌」という立場も尊重すべきである。

　これらを提示した上で木村師は、『生死の仏教学』中で、上記 4つの立
場のどれをも尊重し、いずれにも偏ることのない中道の姿勢を示すことが
仏教者に求められるものだとする。そして、仏教者の拠るべき立脚点は、
個々人の苦しみを取り除き、彼等の尊厳を現成させること、そして、その
ためには、それぞれの苦しみに応じた処方箋を用意することに尽きるので
はないかと述べている（p.183～185）。

【殺人】
　「殺人」の否定を論理的に説明することは難しい。最終的には「嫌なも
のは嫌だ」という感情論に任せるしかない。このことについて、木村師は、
仏教から見た「人間の尊厳」に照らして 4つの理由を挙げる。
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①様々な縁起によって生まれてきた「有り難さ」を恣意的に破壊しては
ならない。しかし、同時に様々な縁起によって殺人が肯定される可能
性もある。
②「私」は世間の中心に位置するネットワークを構成している。「私」
が殺されるとそのネットワークも破壊され、世間にダメージを与える
ことになる。ただし、「私」の自然死の場合にも同様のダメージは発
生するのではないかという問題が生じる可能性がある。
③普遍的な「主人公」としての個人を殺めることの正当性に問題はない
か。しかし、これもまた縁起の理法によって殺人が肯定される可能性
もある。
④正当な判断が出来なかったからこそ殺人を犯したのであって、抑も、
そのような状況となることを避けるべきである。しかし、人間は感情
的な存在であって、理屈を感情が凌駕する可能性もある。

　以上の通り、殺人を忌避する理由を考察しても、必ずしも完全ではない。
あえて仏教の中に「殺人」を禁止する理由を探せば、最終的には「殺され
たくない、だから殺さない」という理由に尽きるのではないか。

【自死と安楽死】
　自死は、輪廻するがゆえに、死んでもすぐに再生するから無駄だという
ことになるし、教団の中で自死者が続出すると、在家者から白眼視されて
布施が滞る可能性があることから、原始仏教ではこれを否定した。しかし
一方で、釈尊は弟子の自死を是認している。また、有名な「捨身飼虎」
（飢えた虎のために自らの命を捧げたという釈尊の前世譚）は明らかに自死であ
り、これは慈悲の菩薩行と一般的に解されている。さらに雪山童子（真理
を求めるが故に羅刹に身を投げ出したという釈尊の前世譚）は、結果的に救われ
てはいるが、羅刹に命を捧げているのであり、薬王菩薩は、如来に対する
供養として自らの身体を焼いて捧げている。このように、仏教には、自死
に類する事例が数多く見られる。
　ただし、これらにはすべて共通点がある。まず、彼等は皆、世間から隔



現代的な問題に対して仏教者はどのような立場をとるべきか？	

30

絶した出家者であること、そして、苦しみを抱いていて自死以外に道がな
く、他者を救済するための不惜身命の修行として自死を選んだこと、の二
点である。いずれせよ、自暴自棄の結果ではなく、周囲の承認を得た上で
のことであり、それは、「自己」が周囲との縁起的な存在であるからであ
る。むしろ、仏教でより重要視するのは、生物としての生命を尊重するこ
とではなく、真の生き方、それに根ざす主体的な生命の方である。たとえ
生物としての生命を失ったとしても、主体的な生命が生きるのであれば、
それによって自己の修行が達成されたり、他者を救うこともあろう。そう
であれば自死も認め得る。同じ条件で、例えば安楽死なども認めることに
なる。このようにして、木村師は自死を条件付きで肯定している。

【死刑】
　この問題について木村師は、アングリマーラ（央掘摩羅）の因縁を参考
としながら検討を加えている。一般的に、アングリマーラの例を以て、仏
教が死刑に反対しているというひとつの根拠とすることが多いからである。
　アングリマーラは、99人の人間を殺し、その指でネックレスを作った、
いわば殺人鬼である。しかし、後に改心して釈尊の弟子となり、釈尊に守
られながら修行に邁進した。だが、釈尊は害される恐れがあるにもかかわ
らず、アングリマーラを強制的に托鉢に出している。そして、激しい暴行
に遭う。それでも釈尊は托鉢を強いるのである。これは釈尊が死刑を是認
していた可能性を示唆していると言える。
　そもそも出家教団は俗世間から独立した場所ではあるが、まったく隔絶
しているわけではない。教団の中で重罪を犯した者は、「波羅夷罪」とい
って教団から追放され、俗世間の法にしたがって処分されることになる。
また、出家教団と俗世間とは、布施を通してもつながっている。悪人を教
団で匿って布施が減っては困るし、結果的に俗世間で死刑になっても黙認
せざるを得ない。ここでも優先しているのは、生物としての生命ではなく、
「主体的な生命」の方である。このように木村師は、自死の時と同様に、
「主体的な生命」尊重の立場から、死刑についても条件付きで肯定してい
る。
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【遺伝子治療・クローン】
　遺伝子治療やクローンの問題については、当の本人がそれで治るのであ
れば肯定しても良いであろうが、それが次の世代に関わるのであれば問題
である。次世代の主体性を現世代が決めることは認められないからである。
それが次世代の尊厳の尊重である。
　しかし木村師は、これまで重視してきた「縁起」の思想は、この問題に
対してはあまり役に立たないと指摘する。何故なら「縁起」をこの遺伝子
治療に当てはめてみれば、条件と技術が揃った上で希望する人がいれば、
無条件に遺伝子治療が実践されてしまう可能性が生じるからである。そう
ならないためにも、「縁起」と同時に改めて自己の主体性という条件、思
いの成就という視点、自らが「主人公」であるという観点もまた重視しな
ければならない。しかも同時に「主人公」は、常に他者によって支えられ、
迷惑をかけている存在でもあるという負の側面も持っているということも
忘れてはならないと述べる。

【葬祭】
　最後に葬祭の問題をめぐる問題について。木村師は、死者の主体性をい
つまでも記憶し続けること、いつまでも死者を縁起のネットワークの中心
に置き続けることが供養の意義であると、その重要性を説く。誰もがネッ
トワークの中心であること、だからこそ、「主人公」であるということ、
葬儀や法事というのは、そうした死者を中心としたネットワークの再確認
の場であり、死者の尊厳を尊重する重要な機会なのだと述べる。
　こうして、講演を終えられた。
　さらに木村師は、「質疑応答」の中で、葬儀や法要を仏式で行うことの
重要性について、例えば法要の場での説教は、今生きている者たちが、こ
れからどう生きていこうか、新たな尊厳のネットワークをつくっていくた
めの、いわばそのチャンスを作る機会ともなり得る。それが葬式であれば、
遺族の悲しみを癒やして未来に向けた再出発への手助けという意味がある。
常に未来を見据えなければ、仏教が葬式をやる意味は無くなってしまうの
である。
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　仏教的な世界観に裏付けられた葬儀や法事であれば、遺族の悲しみを癒
やし、未来に向けて再出発する手助けとなり得るが、例えば友人葬や偲ぶ
会であれば、ただ過去に目を向けるだけのことで、未来への導きとはなら
ない。これは仏教の世界観が背景になければできないことだと、木村師は
付け加えられた。

○一色大悟「仏教応用倫理の現状と課題」
　次に一色大悟氏のご講演である。一色氏はアビダルマの立場を守りなが
ら、整然と死刑・尊厳死・iPS 細胞と遺伝子操作・脳死（臓器）移植の諸
問題について検討された。
　一色氏は、まず前提として、以下の 3つの立場のあることを主張した。

①次第説法
　世俗生活について仏教が許容できる範囲の助言を示しながら、さらな
る仏教理解への道を開くために発言すること。
②願智
　現在起こっている問題を分析して仏教的に位置づけ、それがもたらす
帰結を推測して聞き手の行動の指針を示すために発言すること。
③誓願
　時にそれが仏教教理に準じていなくても、有情を苦悩から救うことを
目的として臨機応変に発言すること。

　以上を踏まえた上で、①と②のみを使って対応すると一色氏は表明され
た。ちなみに、木村文輝師の「二者択一を避ける立場」のことを、一色氏
は「誓願」を用いた立場であるとし、その主張の骨子を、「脳死などの判
断困難な問題に仏教教理をつかって『二者択一的回答』を出すのではなく、
人々の苦しみを除くことに専念すべきだ、ということになる」、そうであ
れば、「教理的に少々の矛盾は生じてもいいので、ひとりひとりの心の支
えになることを言うべきだ、という趣旨になる」。「そうすると仏教教理が
恣意的に用いられる」かもしれない。しかし、そのように融通して教理を
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用いることについて木村師自身は、「それこそが対機説法で中道だとお考
えのようである」とし、木村師は誓願という言葉を使っていないが、有情
を苦悩から救うことを優先する立場を取っていると評した。
　その上で一色氏は、もしそのような立場を採れば、菩薩として有情に起
こった苦悩のケアだけが問題となり、そのケアのためには教理上の許容範
囲を一旦、度外視できることになり、今回のような現代的で未解決の問題
に対して「〈何を〉〈どこまで〉言えるのか」を考える必要性が曖昧になっ
てしまう危険性がある。さらに、仏教が苦悩のケアに特化し、「誓願」を
根拠にケアのための提言をするという立場を採れば、すでに起こった苦を
ケアすることで、将来起こる何かについては判断を保留することなって、
過去に対してしか有効でなくなる可能性もある。
　そうした理由から、今回のような問題を考えるに当たって「誓願」の立
場を外された。それは一色氏が研究者としての立場に徹して、上記のよう
な問題に取り組むとの意志の表明でもあったと思われる。こうした前提を
丁寧に整理して、具体的な問題について検討を加えられた。

【死刑】
　死刑の問題は、倫理の観点から総括すれば、多数者の利益のために一人
を殺してもいいのか、という一点に尽きる。インド仏教の立場では、人命
を奪うことは、仏教の基本的な立場である不殺生戒に抵触するか否かが問
題となる。
　まず、殺生・殺人をおしなべて悪業とする立場がある。この立場は、い
かなる理由によっても殺生を認めず、さらに殺人教唆や自殺幇助のような
ものも認めない。ただし、アビダルマや律において、不作為の場合は殺生
と見なさないケースもある。また心神喪失状態の者が、他人の命を断った
場合も戒律上不犯とされる。
　以上のように人命を断つことを、目的理由の如何によらず悪業、破戒と
する考えがある一方で、大乗文献、密教文献の中には悪心によらない場合、
殺生が許されるという説も屡々、見い出される。ただし、心が清浄でなけ
ればならないという条件が付く。いずれにせよ、「煩悩のある心で殺生し
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てはならない」ということは全ての文献に共通する点である。
　そして、この「煩悩のある心で殺生してはならない」という通則を用い
れば、インド仏教の立場からは死刑を認めることができなくなる。以下、
2点の理由を一色氏は挙げている。

①死刑残置論が瞋恚の心に基づいていると言わざるを得ない。
　悪人は害されるべきだ、排除されるべきだと考えるわけであるから、
インド仏教教理上は瞋恚の心に基づいていると言わざるを得ない。そ
うすると死刑が如何に現代日本の法律や一般の感情で認められている
としても、死刑囚の処刑を願うことは、教理上、不善と評価されるこ
とになる。また死刑執行人や、裁判官・裁判員が、自身の行ったこと
で苦悩する可能性のあることも、死刑という行為を不善と評価する理
由になり得る。仏教の因果論に立てば、不善業の結果は苦である。死
刑を執行した人に苦悩が生じているということは、原因となった死刑
執行を煩悩に基づく不善業として位置づける理由になるであろうし、
また同じ理由で、死刑執行活動を菩薩行と解釈することも困難であろ
う。
②仏教者、特に出家者の立場から死刑を積極的に賛成することは、破戒
になる可能性がある。

　以上を踏まえると、インド仏教教理上は、死刑を仏教の側から肯定する
ことは困難であろう。この意見を、一色氏は次第説法と願智という方針で
まとめて、「被害者（遺族）の苦しみは痛ましく、日本国民の犯罪を憎む
気持ちは現在の法制度上、尤もである。しかしながら憎しみにかられてい
ては、さらなる苦悩を生み続けてしまう（願智）。憎しみと苦悩の連鎖を
一層熟慮し、死刑のないあり方を模索することが求められる（次第説法）」
とした。

【尊厳死】
　次に尊厳死について。インド仏教の観点から尊厳死について検討した場
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合、次のように整理されると一色氏は述べる。

ａ、	家族が患者の尊厳死を選択することは、現代の法制度上は殺人でな
いと考えたとしても、アビダルマの殺生定義に従えば、意図して死
なせている以上、やはり殺生に分類すべきと考えられる。

ｂ、	本人が自分の意志で選択する場合、それは自殺となる。しかし他人
を殺す一般的な殺人に比べれば、自殺は一律に否定されるものでは
ないようである。つまり尊厳死をするケースを想定したとき、本人
が選択する場合の方が、家族が選択する場合よりも、教理上いわば
「罪が軽い」ことになっていると言えるようである。

　一方で、現代の医療技術のもとでは、例えばAEDの使用をどこで止め
るのかなど、周囲の人間が患者の医療不開始を決断しなければいけない時
がどこかで来る可能性があること、そして不開始を選択した場合、殺生で
ある可能性があることを注意すべきだとする。
　ただ、一色氏は、仏教の側から「尊厳死を選ぶべき」と積極的に勧める
場合、破戒となる可能性があることを、最後に念押しされた。
　こうして一色氏は、インド仏教の立場から次第説法と願智という方針で、
「老病死は生あるものの必然であり、不可避である。各人、いずれ訪れる
死をよく見据え、家族とも語らい、覚悟して、常に準備に怠りないように
するべきである（次第説法）。そうすれば末期に及んで、苦悩を減らすこと
になるだろう（願智）」とまとめられた。

【iPS 細胞と遺伝子操作】
　次に、iPS 細胞と遺伝子操作について。まず、特に倫理問題に限って、
次の三点の問題を挙げられた。

①人間の「尊厳」という概念の適用範囲の問題
　iPS 細胞の技術を使うとしても、人間になれるかもしれない初期化さ
れた細胞を壊したり、あるいはそれによって人間とそれ以外の境界が
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判然としない生物が作られる可能性が生じる。このような事態を考え
ると、どこまでが人間かということが、倫理上、法律上問題になる。
② iPS 細胞を研究するためには、胚を破壊して造られる ES細胞を使わ
ねばならない
　胚は、法律上人間でないとしても、人間の元になるものであり、iPS
細胞は、それ自身が胚を破壊して作らないとしても、見方によっては
胚の破壊の共犯となってしまう可能性があり、人倫に照らしてそれが
認められるかどうかが問題となる。
③エンハンスメント（enhancement）という問題
　新たな技術で人間の品種改良が可能になると、優生学的な思考が復活
して、障害を持つ人が排除されるということが起こる可能性がある。

　インド仏教の観点から、まず①と②に関して言えば、人間の定義が揺ら
ぐことで起きた問題と総括できる。しかし、仏教においては、人間とそれ
以外の生命の価値が厳密に区別されてはおらず、教理上は、キメラ生物な
どについても受精卵が誕生した瞬間から平等に生物とみなしてゆく他ない
とする。
　そうなると、考察が必要な問題点は③のエンハンスメントに絞られるこ
とになる。そもそも有部アビダルマ文献中では、（a）世界と生命は授かり
もの（gifted）とは考えられておらず、全ては過去の行為の結果であり、
有情は自業自得の摂理の中で生きていると考えられている。（b）したがっ
て、こうした先端医療技術の発展によって優生思想が生まれるとか、生命
の介入によって giftedness	が失われるというようなことはなく、むしろ、
この世界ではもとから弱者は排除されがちで、生命や世界は意図的に作り
変えられてきたものの、技術的限界があったため見えてこない問題があっ
た。それが iPS 細胞のような技術が生まれたことで表面化したというよう
に、アビダルマの教理に照らせば問題が解釈される。しかも、（c）生天思
想のもとでは、在家・出家を問わず、善業を積むことで来世の生まれを善
くする、つまり自己と世界を改良することは否定されていない。ゆえに、
生命に介入して世界を改良するとしても、それは天与の自然への冒涜であ
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るというような理由では否定されない。
　以上について一色氏は次第説法と願智の方針でまとめて、「新たな医療
技術により、さらに多くの人々が病苦から救われることは望ましいことで
ある。ただし、あらゆる病苦から解放されても、諸行無常の理はこの世界
の必然であり、苦悩は終わらないだろう。病苦から救われた者は、不幸に
も救われなかった者への慈しみを保ちつつ、さらに内省し自覚することが
求められる」とした。
　iPS 細胞によって病苦から解放されることを否定することなく、諸行無
常の理を示し内省を促す点が次第説法、諸行無常である以上、人間の苦悩
が将来においても終わらないだろうというところが願智になっている。

【脳死移植問題】
　最後に脳死移植問題について。脳死移植問題では、死刑・尊厳死・iPS
細胞で考えてきた論点が複雑に絡み合っている。
　脳死移植について考える場合、「臓器提供者」「移植の受け手」「医者と
家族」という、移植医療に関わる三つの行為者に分けて整理する必要があ
ると一色氏は述べる。

①臓器提供者
　臓器提供を布施と見なせるかが問題。1990年に発表された日本印度学
仏教学会臓器移植問題検討委員会の委員長報告では、臓器提供は三輪
空寂の論理に瑕疵が生じると疑義を呈する。他にも小川一乗氏によっ
て仏道修行と関係しない臓器提供は布施ではない、という意見も出さ
れた。
②移植の受け手
　受け手の生存欲・生き残る可能性が高い者を脳死者の臓器で生かす、
いわば「弱肉強食」の関係を肯定することができるかという問題がし
ばしば取り沙汰される。
③医者と家族
　臓器を取り出す作業を行う医者の行為が殺生になるかどうかが問題。
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そして近年では、家族も臓器移植の判断を行うことが可能になった。
であるならば、判断する家族も殺生に関わる可能性が出てくる。

　まず第一点に関しては、Rāst
4 4

rapālaparipr
4

cchā という本生譚の中に釈
尊の前生譚50話があって、22話が捨身の話になっている。そして、そのう
ちのいくつかは、受け手の質を考慮せずに捨身していた。つまり、仏教文
献に現れる捨身の布施が、煩悩の無い人間だけを対象として行われている
のではなく、仏道修行を意図せず、純粋に相手を救う利他的行為として描
かれているのである。他に『倶舎論』や阿含経典にも同様の記述が見られ
る。つまり、三輪清浄の場合のみが布施というのは、一種の極論と言える。
　第二点に関しては、木村文輝師が「受容者の立場を正当化する拠り所を
見出すことは難しい」と言い表しているように、この問題について語った
インド撰述文献は少なく、例えば、前生譚中に菩薩の捨身の話はいくらで
もあるが、捨身の布施を受けた普通の人や動物がどうなったかについて詳
しく語る例は見出されていない。ただし、受け手の生存欲を許容するため
の論理としては、同じく木村文輝師の説に拠りながら、判断基準を出家と
在家とを分けて考えるべきだとした。在家が日常、どのような些細な生命
さえも奪うことなく生きることは困難であり、出家の側も一切の在家者に
対して完全に殺生をやめろと言うこともない。であるならば、こと世俗生
活に限って、殺生はある程度、許容されているとも解釈できるのではない
か。この解釈が敷衍適用できるならば、在家者の生存欲を肯定することも
可能かもしれない。
　第三に関しても回答が困難である。確かに仏教には、寿命が尽きること、
暖かみがなくなること、意識がなくなること、という三条件をもって、人
の死を確定するという話もあるが、この三基準をどう適用しても脳死を人
の死と断定することはできない。
　ただし脳死が人の死として確定していないとしても、医師や家族の行為
は殺生でないと解釈する可能性が無いわけではない。先に触れた通り、生
き物を意図して殺した場合のみ殺生と考えられていたからである。である
ならば、「脳死は人の死である」と医者と家族が確信しきっている場合、
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脳死者に生命があると仮定し、また脳死者を臓器摘出で死に至らしめたと
しても、医者と家族の行為は殺生ではないと言える。ただし、このような
考え方を制度化できるかどうかは疑問である。また法律上許されるのかど
うかも定かではなく、あくまでも、この行為が殺生か否かと仏教教理上考
える場合に限り、殺生でないと解釈できる可能性を示すにすぎない。
　以上のことを一色氏は以下の通りにまとめた。

①三輪清浄の布施を理想と見なしたとしても、三輪清浄でない布施も認
めざるをえない。
②移植の受け手の生存欲を積極的に肯定する方法は見出されていない。
ただし、木村説にいうように、在家ならば許される範囲もあるかもし
れない。
③脳死が人の死かどうか、アビダルマにある死を判定する基準を用いて
も定められない。
④仮に脳死者が生存していると仮定しても、周囲が死んでいると確信し
ていれば、臓器を摘出しても「殺生」ではない。
⑤尊厳死などの場合に鑑るに、仏教の側から「臓器を提供すべし」「臓
器を摘出すべし」というと、それ自体が戒律にそぐわない可能性があ
る。

　以上を勘案して、一色氏は、次第説法と願智の方針から言える内容をま
とめて、「臓器提供者の決断は、崇高なものと言われるべきである。移植
手術によって命の危険を免れた人は、その生命で良き生を生きるように励
むとともに、臓器移植手術が苦悩の根本的解決ではないとよく心得、一層
の内省をするべきである。臓器提供者、その家族、医師、受け手の間で、
脳死が人の死であると思うかどうかをよく確認しておくことが望ましい」
とした。
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総　括

　以上の通り、木村師と一色氏は、それぞれの立場から現代的課題に対し
て検討を加えられた。
　木村師は、「人間の尊厳」をあらゆる問題を解決する視座として使用し、
その尊厳を定義づけるために、周囲との関係性に拠る「縁起」の思想を取
り入れる。つまり、自己は周囲との関係性の上で成立するものであり、そ
の自己とは、主体的な「主人公」としての有り様である。
　そのことを理解した上で、臓器移植については、臓器を提供する人、さ
れる人、臓器を受容する人、しない人の 4つの立場について検討を加え、
結論として、そのどれかが正しいという立場ではなく、むしろ、そのどれ
もにも生じる心の痛みを癒やすことこそが、宗教としての仏教の立場であ
るとする。
　安楽死（自死）の問題については、人間としての尊厳を守る立場であれ
ば、自死もまた認められるとし、また、仏教では過去に自死で亡くなった
例が見られるとする。遺伝子治療については、次世代に影響を与えるもの
であれば、次世代の尊厳を毀損することになるので認められないが、そう
でなければ認め得るとする。そして、最後に、葬祭の問題についても言及
され、同じく尊厳の見地から、死者を中心としてネットワークを確立する
場が葬儀・法要であり、それを仏式で行う意味として、友人葬や偲ぶ会で
は過去を思い返すだけのことで、未来への導きとはならず、それを実現で
きるのが仏式での葬儀・法要なのだと指摘した。
　木村師の理論は、仏教を固定的にではなく柔軟に捉える点に特徴がある。
しかし、それは木村師の、「現代的課題を語る際の基本的立場」に明らか
にされている通り、2000年も前に作成された経典をもとに現代の問題を解
釈することは不可能であるからである。しかし、経典の呪縛から離れ、臨
機応変に「現成公案」に対処するという主張は、それは図らずも禅者特有
のあり方でもあると言える。木村師は曹洞宗の寺院のご住職であり、木村
師のご提言には、やはり底流に禅の思想が流れているようにも感じられた。
　そして、もう一点、特徴的なのは、「臨黄脳死研究会報告」に拠った、
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二者択一を避ける立場である。むしろ、仏教の立場からは二者択一的な結
論を積極的に排除する必要があることを、誇りをもって世に問うべきだと
主張している。これは、先の『夢中問答』の「尼と枇杷の実」の喩えと重
なるものである。つまり、「世俗で扱えない問題に対する時にこそ、仏教、
臨済禅の教えが生きる」という立場を取るべきである、ということである。
　一方、一色氏は、厳密にアビダルマの立場を守りながら、整然と死刑・
尊厳死・iPS 細胞と遺伝子操作・脳死（臓器）移植についてご検討された。
それに当たっては、①次第説法・②願智・③誓願の三つの立場があること
を主張した上で、①と②のみを使って対応すると表明された。それは必ず
しも過去の経典などの記述から対応を導くことのできない未解決な問題に
対するために誓願の立場を使ったとすれば、一宗教者として、苦悩のケア
をすること第一義となって、教理的な検討が浅薄なものになる危険性があ
り、さらに仏教が苦悩のケアに特化し、「誓願」を根拠にケアのための提
言をするという立場を採れば、過去の苦をケアすることだけに偏ることに
なって、過去に対してしか有効でなくなる可能性もある。そうした理由か
ら、今回のような問題を考えるに当たって、誓願の立場を外された。それ
は一色氏が研究者としての立場に徹して、上記のような問題に取り組むと
の意志の表明でもあったと思われる。個別の問題の結論については、各々、
次第説法と願智の方針から簡潔にまとめておられるので、そちらを拝読し
て頂ければ十分であろう。
　両先生に共通する点は、まずこういった問題を考えるに当たっては、し
っかりとした前提条件の整理が重要であるとして、その作業に腐心されて
いることである。それはやはり、2000年も前に作成された経典そのままの
形では、現代的な諸問題の解釈に使うことが難しいからであろう。
　今回は死刑・尊厳死・iPS 細胞と遺伝子操作・脳死・自死などといった
問題についてご検討頂いたが、しかし、現実には、尊厳死や iPS 細胞、脳
死などといった高度な医療問題に、一ヶ寺の住職が向き合わねばならない
機会は少ないかもしれない。その意味で、自分とは縁遠い他人事であると
お考えの向きも多いのではないか。だが、自死の場合は無論、檀信徒の誰
かがこういった医療に関わる可能性はあるし、ましてや家族の誰かが、例
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えば脳死になる可能性も無いとはいえない。そうした時、一宗教者として
どのような発言をし、どのような決断をすべきであろうか。
　今後もさらに科学が進歩し、新たな問題が生じるに違いない。現在の
我々では想像することすらできないような技術が生まれ、とてつもない問
題が引き起こされるかもしれない。しかし、今回お招きした木村師・一色
氏が提示された前提条件とその検討の過程を踏まえれば、ある程度は対応
できるのではないか。

　なお、最後になるが、ご多用の中、本講演をご快諾頂いた木村文輝先生
と一色大悟先生をはじめ、講演の内容を文字起こしして頂いた、当時の布
教師修習生であった木下紹胤師、ならびに織田宗泰師、また、その草稿を
確認して頂いた篠塚純海師には、心より厚くお礼申し上げたい。

註
（ 1）	「仏教者という立場から何かを語るのは決して悪いことではないのです

が、宗教には口を挟んでいいことと、いけないことがあります。最近の
お坊さんの中には、戦争や脳死、原子力発電、死刑制度廃止問題などに
ついて、『仏教ではこれこれこうです』といった言い方で意見を述べる
人がいますが、あのような発言は慎むべきだと私は思っています。……
なぜなら仏教は、そうした問題を正しく解決するための道筋を持ってい
ないからです。本来、仏教というものは、すべての人を一人残らず幸せ
にするために存在しています。誰かを幸せにする代わりに、他の誰かを
不幸にしてしまうものは仏教とは呼べません。政治ならば百人のうち
九十九人が幸せになって、不幸になるのが一人だけなら、その道を選択
すべきだと考えますが、仏教の場合はプラスマイナス差し引きで考えて
はならないのです。

　　　　たとえば、死刑制度廃止については、命の大切さを重視する立場から
すれば廃止を叫んだ方がよいように思えます。しかし、死刑が完全に廃
止されることで死刑になる人は救えますが、被害者家族の中にはそれに
よって一生不幸になる人もいるはずです。死刑制度を廃止したことで苦
痛を感じる人が一人でもいるなら、仏教はそのことに対して口を出すべ
きではないのです。

　　　　戦争に関しても同じです。『世界平和を目指しましょう。武器や暴力
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を世界から排除しましょう』と言うのなら、誰も被害を被りませんから
全く問題はありません。しかし、道徳や正義を振りかざして『この戦争
は善い、あの戦争は悪い』『この国の行為は間違っている、あの国の意
見に従うべきだ』などと発言することはいけません。それによってどこ
かの誰かが不幸になる可能性がある以上は、発言を慎むべきなのです。」
（佐々木閑『大乗仏教―ブッダの教えはどこへ向かうのか―』NHK新
書・p.241～242、NHK出版・2019年）　

（ ２）	 元仏通寺派管長であり、僧医でもある対本宗訓師も次のように述べて、
現代的な課題に対してはある程度柔軟に対応すべきであるとしている。

　　　「仏教に限らず、現代の宗教がなぜこれほどまでに無力なのであろうか
ということは、恐らく皆様方もよく投げかけられる問いであろうと思い
ます。……仏典の中に書いてあること、あるいは聖書の中に書いてある
ことを変えようとしても実際には無理なことです。およそリニューアル
しなくていいものはないはずなのに、仏典の教えは一字一句変わらない
し、聖書に書いてある言葉は一字一句変えられない。……祖師方の説か
れている語録を書き換えられるか。これもできないわけです。

　　　　常に私たちはそういうものを所与のものとして、つまり既に与えられ
たものとして、これを規範として宗教活動をしているわけでありましょ
う。ところがよくよく考えてみると問題も出てまいります。

　　　　今から二千五百年も前にお釈迦様がお説きになった教えから始まって、
その後千年以上にわたって連綿と書き綴られてきた諸経典ですが、見よ
うによっては百八十度違う教説が述べられていたりもする。これはさま
ざまな必要性に応じ、光を当てる角度の違いで、百人百種類に説かれて
きたゆえのことです。

　　　　私たち禅宗にとって教義、教理という言葉が馴染むかどうかはわかり
ませんが、仏教一般、宗教一般の話としての教義、教理、あるいは聖典
の文言といったものが一切変わらない、リニューアルもアップデートも
できないというのはある意味でおかしな話なのです。

　　　　とくに現代的な課題、あるいは現象に対する解釈なり、見方をどうや
って経典の教えから引き出すかは、私たちにとって本当に苦労です。た
とえば脳死や臓器移植の問題などは当然のこと、仏典には全く書かれて
いないわけです。……要するに私の言いたいことは、いつまでも変える
ことのできない仏典や祖録に照らしてすべてを解釈しようとしても意味
がないということです。万古不易の真理、つまり時代を超えて変わらな
いものがあるし、変えようがないからこそいいのだという意見もありま
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す。それは確かに言えるでしょう。古人の教えを探求することはもちろ
ん大切なことですし、必要なことでもありましょうが、私たちはあくま
でも現代に稀有な〈いま・ここ〉という環境に生きているわけですから、
宗門人として経典祖録をベースにしつつも、やはり自分の目で見、耳で
聞き、自分の頭で考えて、自分の力で行動しなければなりません。

　　　　ところがそういったところをスキップしてしまって、すべて祖師方の
残された古臭い文言を引っ張り出してきて、何とか辻褄を合わせて、当
てはめて解釈しようとする。これは非常に無意味なことであります。こ
のことをまず指摘をしたいと思います。……私たち僧侶は、得意分野で
ある「いのち」の世界を語るあまり、いきおい向こう側からのみモノを
言いがちになってはいないでしょうか。つまり仏の世界、彼岸の世界、
お悟りの世界からモノを言う。

　　　　いちばん良くないパターンは、再三申しますように祖師の言葉をその
まま引用して、あるいは宗門内で慣用されている便利な言い回しを巧み
に組み立ててその場を糊塗してしまう。もちろん、法話やお説教として
はそれで十分通じるわけです。」（対本宗訓『僧医として生きる』p.151
～159、春秋社・2008年）


